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前書き 

  
 
本行政評価・監視は、我が国が直面する地方創生・人口減少克服といった構造的な課題に

対して、国と地方が総力を挙げて取り組むことが求められている中、我が国の人口移動の現

状やこれまで講じられてきた地域活性化（地域再生、都市再生、中心市街地活性化等）施策

の実施状況、国の支援施策の活用状況、効果の発現状況等を調査し、関係行政の改善に資す

るために実施したものである。
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第 1 行政評価・監視の目的等 

１ 目的 

 この評価・監視は、地域活性化関係施策の効果的な実施に資する観点から、我が国の人

口移動の現状やこれまで講じられた地域活性化施策の実施状況、国の支援施策の活用状況、

効果の発現状況等を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 

２ 対象機関 

(1) 調査対象機関 

 内閣府、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 

(2) 関連調査等対象機関 

都道府県（8）、市区町村（262）、関係団体、事業者等 

３ 担当部局

行政評価局

管区行政評価局  全局（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）

四国行政評価支局

沖縄行政評価事務所

行政評価事務所  11 事務所（青森、岩手、茨城、栃木、長野、石川、三重、山口、

長崎、宮崎、鹿児島） 

４ 実施時期 

平成 27年 4月～28年 7月 

５ 用語の説明 

(1) 地域活性化 3計画の概要 

本結果報告書における「地域活性化 3計画」とは次の 3計画をいう。 

① 地域再生計画

社会経済情勢の変化に対応した、地方公共団体の自主的かつ自立的な取組による地

域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を図るため

の計画（地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第 1条及び第 5条第 1項） 

② 都市再生整備計画

社会経済情勢の変化に対応した、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上に必

要な公共公益施設等を市町村が重点的に整備するための計画（都市再生特別措置法（平

成 14 年法律第 22 号。以下「都市再生法」という。）第 1条及び第 46 条第 1項） 

③ 中心市街地活性化基本計画

社会経済情勢の変化に対応した、中心市街地（注）における都市機能の増進及び経済

活力の向上に関する施策を市町村が総合的かつ一体的に推進するための計画（中心市

街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号。以下「中心市街地活性化法」と
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いう。）第 1条及び第 9条第 1項） 

（注）中心市街地とは、ⅰ）相当数の小売業者及び相当程度の都市機能が集積し、市町村の中心としての

役割を果たし、ⅱ）機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生じるおそれが

あり、ⅲ）都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが当該市町村等の

発展にとって有効かつ適切と認められる市街地をいう。 

 

(2) 特別の措置 

  地域再生計画及び中心市街地活性化基本計画を作成した地方公共団体がそれらを国に

申請して認定を受け、又は都市再生整備計画を作成した市町村がそれを国に提出するこ

とによって、次の措置が講じられることになっている。 

 ① 地域再生法第 5 章の規定に基づく特別の措置及び地域再生基本方針(平成 17 年 4 月

22 日閣議決定)5 の 6）に基づく認定と連動して実施する支援措置 

 ② 都市再生法第 47 条第 2項の規定に基づく交付金の交付 

 ③ 中心市街地活性化法第 4 章の規定に基づく特別の措置及び「中心市街地の活性化を

図るための基本的な方針」（平成 18 年 9 月 8 日閣議決定。以下「中心市街地活性化基

本方針」という。）第 2章 5(2)及び(3)に基づく認定と連携した支援措置等 

 以下、上記①から③までを「特別の措置」という。 
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第 2 行政評価・監視結果 

 

Ⅰ 調査の趣旨 

調査の結果 説明図表番号

地域活性化施策について、国は、従前から様々な取組を実施しており、平

成 19 年 10 月、地方における人口減少の悪循環を断ち切る等のため、内閣に

置かれた地域再生などの実施体制を統合し、地方の再生に向けた戦略を一元

的に立案し、実行する体制として、内閣官房地域活性化統合事務局を設置し、

地域活性化 3 計画（注 1）を始めとした取組を推進してきた（注 2）。 

また、「経済財政改革の基本方針 2008」（平成 20 年 6 月 27 日閣議決定）

において、「中心市と周辺市町村が協定により役割分担する『定住自立圏構

想』の実現に向けて、地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活に必要な機

能を確保し人口の流出を食い止める方策を、各府省連携して講ずる」とされ、

これを踏まえ、「定住自立圏構想推進要綱」（平成 20 年 12 月 26 日付け総務

事務次官通知）（注 3）が示され、これに基づく取組が進められている。 

さらに、「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）」（平成 27 年

12 月 24 日閣議決定。以下「総合戦略」という。）においては、「定住自立圏

については、その果たすべき人口のダム機能に関する検証を十分に行い、人

口減少克服の観点から地域連携が有効に機能する仕組みを構築する」とされ

ている。また、総合戦略では、「明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、短期・

中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により検証し、

必要な改善等を行う」とされ、施策の推進に当たってのＰＤＣＡサイクルの

重要性が示されている。 

こうした状況を踏まえ、関係施策の効果的な実施に資する観点から、定住

自立圏における中心市の要件（注 3）に該当する市（以下「地方都市」という。）

を中心に、人口移動の現状やこれまで講じられた地域活性化施策の実施状

況、国の支援施策の活用状況、効果の発現状況等を調査、分析することとし

た。 

（注 1）各法律に基づく制度が創設されてから平成 26 年度までの全国の地方公共団体におけ

る計画の作成状況は、次のとおりである。 

① 地域再生法第5条第16項の規定に基づき内閣総理大臣に認定された地域再生計画

（以下「認定地域再生計画」という。）は、平成 17 年度から 26 年度までに 1,870 計

画 

② 都市再生法第 47 条第 2 項の規定に基づき国土交通大臣に提出され、交付金が充て

られた都市再生整備計画は、平成 16 年度から 26 年度までに 2,563 計画 

③ 中心市街地活性法第9条第10項の規定に基づき内閣総理大臣に認定された中心市

街地活性化基本計画（以下「認定基本計画」という。）は、平成 18 年度から 26 年度

までに 177 計画 

（注 2）内閣官房地域活性化統合事務局は、平成 27 年 1 月 20 日に内閣府地方創生推進室に

再編され、さらに、28 年 4 月 1日には内閣府地方創生推進事務局に改組された。従前、

表① 
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地域活性化統合事務局が担ってきた地域活性化 3計画に関する事務は、現在、内閣府地

方創生推進事務局において、同様に行われている。 

（注 3）定住自立圏構想推進要綱によると、定住自立圏の中心市の要件は次の①から③まで

の全てを満たす必要があり、要件を満たす市は平成 27 年 4 月 1 日現在 262 市となって

いる。 

① 人口が 5 万人程度以上であること 

② 昼間人口を夜間人口で除して得た数値が 1以上であること 

③ 当該市の所在する地域について、次のいずれかに該当するもの 

ⅰ）「国土利用計画（全国計画）第 4次」（平成 20 年 7月 4日閣議決定）における三

大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都

府、大阪府、兵庫県及び奈良県）の区域外に所在すること 

ⅱ）三大都市圏の区域内に所在する場合においては、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第 252 条の 19 第 1項の指定都市（以下「政令指定都市」という。）又は東

京都特別区に対する当該市の従業又は通学する就業者数又は通学者数の合計を、

常住する就業者数及び通学者数で除して得た数値（以下「通勤通学者の割合」と

いう。）が 0.1 未満であること 

また、「中心市に係る特例について（通知）」（平成 25 年 3 月 29 日付け総行応第 39

号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知）において、後背地に国立公園や

国定公園を有するなど当該通知に定める要件を満たす市については、上記の要件を満

たさない場合でも、中心市の要件を満たしたものとみなすとしている。 

 

 

表③（再掲）
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表① 地方の再生に向けた戦略を一元的に立案し、実行する体制の設置に関する規定  

○ 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抜粋） 

第七章 地域再生本部 
（設置） 
第 24 条 地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、地域再生本

部（以下「本部」という。）を置く。 
 
○ 都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）（抜粋） 

第二章 都市再生本部 
（設置） 
第 3 条 都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、都市再生本

部（以下「本部」という。）を置く。 

 

○ 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号）（抜粋） 

第五章 中心市街地活性化本部 
（設置） 
第 66 条 中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、

中心市街地活性化本部（以下「本部」という。）を置く。 

 

○ 構造改革特別区域法（平成 14 年法律 189 号）（抜粋） 

第五章 構造改革特別区域推進本部 
（設置） 
第 37 条 構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構

造改革特別区域推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

 
○ 第 168 回国会における福田内閣総理大臣所信表明演説 （平成 19 年 10 月 1 日）（抜粋）

構造改革を進める中で、格差といわれる様々な問題が生じています。私は、実態から決

して目をそらさず、改革の方向性は変えずに、生じた問題には一つ一つきちんと処方箋を

講じていくことに全力を注ぎます。 
地方は人口が減少し、その結果、学校、病院等、暮らしを支える施設の利用が不便にな

るなど、魅力が薄れ、さらに人口が減るという悪循環に陥っています。この構造を断ち切

るには、それぞれの地方の状況に応じ、生活の維持や産業の活性化のためには何が必要か

を考え、道筋をつけていかなければなりません。 
内閣に置かれた地域再生などの実施体制を統合し、地方の再生に向けた戦略を一元的に

立案し、実行する体制をつくり、有機的、総合的に政策を実施していきます。 
国と地方が定期的な意見交換を行うなど、地方の皆様の声に真剣に耳を傾け、地域力再生

機構の創設等、決してばら撒きではなく、政策に工夫を重ね、丁寧に対応する、地方再生

への構造改革を進めてまいります。 
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○ 都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部及び中心市街地活性化本部

の会合の開催方法について（平成 19 年 10 月 9 日閣議決定）（抜粋） 

１．都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部及び中心市街地活性化本部

の会合については、特段の事情がない限り、合同で開催するものとする。 
２．都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部及び中心市街地活性化本部

の会合を合同で開催する場合には、当該会合を地域活性化統合本部会合と総称する。 
 
○ 内閣に置かれた地域活性化に係る実施体制の統合について（平成 19 年 10 月 9 日地域

活性化統合本部第 1 回会合配布資料） 
１ 趣旨 

これまで、地域活性化の推進に係る体制として、都市再生本部、構造改革特別区域推

進本部、地域再生本部及び中心市街地活性化本部（以下「地域活性化関係４本部」とい

う。）の４本部をそれぞれの根拠法律に基づいて設置し、単独で開催してきたところ。ま

た、各本部に係る事務についても、内閣官房に個別の組織を置いて処理してきたところ。

このような本部及び事務局体制について、10 月 1 日の福田総理の所信表明演説におい

て、「内閣に置かれた地域再生などの実施体制を統合し、地域の再生に向けた戦略を一元

的に立案し、実行する体制をつくり、有機的総合的に政策を実施して」いくとされると

ともに（資料１－２参照）、同月５日には、福田総理から、地域再生などの実施体制を統

合し、地域活性化関係の４本部会合を一元化し、また、事務局体制についても早急に一

元化を進めるよう指示があったところ。 
上記の所信表明演説や指示を受け、以下のとおり、地方の声を十分に反映する仕組み

を確保しつつ、地域活性化に係る実施体制の統合を図る。 
 
２ 概要 
（１）４本部の合同開催 

地域活性化関係４本部については、今後、特段の事情のない限り、「合同会合」とし

て開催し、「地域活性化統合本部会合」と称する（資料１－３参照）。 
（２）事務局の体制 

地域活性化関係４本部に係る事務を一元的に処理するため、内閣官房部局としての

４本部事務局を統合し、「地域活性化統合事務局」を設置する（資料１－４参照）。 
（３）地方の声の反映 

「地域活性化統合本部会合」において審議を行うに当たっては、地方公共団体の首

長、民間有識者等が「参与」として参画し、地方の声を反映させるものとする。 
 
○ 地域活性化のための一元的な事務体制に関する規則（平成 19 年 10 月 9 日内閣総理大

臣決定）（抜粋） 

（設置及び任務） 

第 1 条 内閣官房に、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部及び中心

市街地活性化本部に係る事務を一元的に処理するため、事務体制を設けることとし、地

- 6 -



域活性化統合事務局（以下「事務局」という。）を置く。 

（組織） 

第 2 条 事務局に、事務局長、事務局長代理、事務局次長、参事官、企画官その他所要の

局員を置く。 

２ 事務局長は、局務を掌理する。 

３ 事務局長代理は、事務局長の事務を代理する。 

４ 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 

５ 参事官は、命を受けて、重要事項の調査、企画及び立案に参画する。 

６ 企画官は、命を受けて、専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

７ 事務局長、事務局長代理、事務局次長、参事官、企画官及び局員は、非常勤とするこ

とができる。 

（補則） 

第 3 条 この規則に定めるもののほか、事務局の内部組織に関し必要な事項は、事務局長

が定める。 

 

○ 内閣府設置法（平成 11 年法律第 89 号）（抜粋） 

（所掌事務） 

第 4 条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るため

に必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務（内閣官房が

行う内閣法 （昭和二十二年法律第五号）第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。）

をつかさどる。 

一～三の三 （略） 

四 中心市街地の活性化（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）

第一条に規定するものをいう。）の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策

に関する事項 

五 都市の再生（都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第一条に規定する

ものをいう。）及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な

政策に関する事項 

六 （略） 

七 構造改革特別区域（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第二条第

一項に規定するものをいう。）における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を

図るための基本的な政策に関する事項 

八 地域再生（地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第一条に規定するものをいう。）

の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 

 九～二十九 （略） 

２ （略） 

３ 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げ

る事務をつかさどる。 

 一・二 （略） 
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二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関

すること。 

三 （略） 

三の二 構造改革特別区域法 （平成十四年法律第百八十九号）第四条第一項に規定する

構造改革特別区域計画の認定に関すること。 

三の三 地域再生法 （平成十七年法律第二十四号）第五条第一項に規定する地域再生計

画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること（同法第五条第四

項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については当該交付金を

充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。）、同法

第十四条第一項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する地域再生支援利

子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項 に規定する指定金融機関の

指定及び同項 に規定する利子補給金の支給に関すること。 

三の四～六十二 （略） 

（設置） 

第 40 条 本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務

局、北方対策本部、子ども・子育て本部及び金融危機対応会議を置く。 

２・３ （略） 

第 40 条の 2 地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第

十号及び第十一号並びに第三項第二号の二、第三号の二、第三号の三、第三号の五及び

第三号の六に掲げる事務をつかさどる。 

２ 地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。 

３ 地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。 

４ 前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で

定める。 

（注）下線は当省が付した。 

 
表② 地域活性化 3計画に係る取組に関する規定  

＜地域再生計画＞ 

○ 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抜粋） 

（目的）  

第 1 条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経

済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済

の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生（以下「地域再生」

という。）を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本

方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、

当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の

設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全

な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 
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（地域再生計画の認定）  

第 5 条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で

定めるところにより、地域再生を図るための計画（以下「地域再生計画」という。）を作

成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。  

２ 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。  

一 地域再生計画の区域  

二 地域再生を図るために行う事業に関する事項  

三 計画期間  

３～15 (略) 

16 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計

画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるとき

は、その認定をするものとする。  

一 地域再生基本方針に適合するものであること。  

二 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するも

のであると認められること。  

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。  

（認定地域再生計画の変更）  

第 7 条  地方公共団体は、第五条第十六項の認定を受けた地域再生計画（以下「認定地域

再生計画」という。）の変更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）をしようとすると

きは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。  

２ (略) 

 

第五章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置  

    第一節 地域再生基盤強化交付金の交付等  

第 13 条 国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第

五条第四項第一号に掲げる事項が記載されている場合において、同号イ、ロ又はハに規

定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、

交付金を交付することができる。 

 

○ 地域再生基本方針（平成 17 年 4 月 22 日閣議決定）（抜粋） 

１ 地域再生の意義及び目標 

１） 地域再生の意義 

少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域再

生を図るためには、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材

の創造力をいかし、官民の適切な連携の下、地域の創意工夫を凝らした自主的かつ自立

的な取組を進めることが重要である。さらに、地域が、夢を抱いて互いにアイデアを出

し合い、切磋琢磨することにより、こうした地域の取組が一層加速されていくような環

境を整備し、知恵と工夫を競うアイデア合戦（「地域戦略メガコンペ」）がより多くの地

域で活発に展開されることが重要である。 
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国は、人口減少を克服し、地方創生を成し遂げるため、まち・ひと・しごと創生法（平

成 26 年法律第 136 号）に基づき、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 26 年 12 月

27 日閣議決定）を定め、人口、経済、地域社会の課題に対して一体的に取り組むことと

したところである。一方、地方創生においては、地方が自ら考え、責任をもって取り組

むことが何よりも重要であることから、都道府県及び市町村は、当該戦略を勘案して、「都

道府県及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」を定め、推進することが強く期待

されている。人口減少克服、地方創生実現のために、地域再生の推進に当たっては、地

域がそれぞれの地域の課題を的確に把握し、課題解決に向けて積極的に取り組むことが

重要である。 

国は、このような観点から、①地域の知恵と工夫の競争のサポート・促進、②地域の

政策課題を解決するための制度改革の推進、③民間のノウハウ、資金等の活用促進、と

いった地域の自主的・自立的な取組のための環境整備を行うとともに、構造改革特区、

総合特区、国家戦略特区、都市再生、中心市街地活性化、環境モデル都市、環境未来都

市などの関係分野との連携を深めつつ、地域再生計画に基づく地域の総合的な取組を支

援する。 

また、特に全国の地域に共通する重要な政策課題については、地域の自主的・自立的

な取組を尊重する支援の仕組みを維持しつつ、国がこれを特定政策課題として設定し、

その解決に資する地域の取組に対して重点的に支援を行うことにより、効果的・効率的

に全国的な課題解決を図ることが必要である。 

このような地域の自主的・自立的な取組とそれを尊重した国の支援とがあいまって、

我が国の活力の源泉である地域の活力の再生を加速し、持続可能な地域再生を実現する

ことが、地域再生の意義である。 

２） 地域再生の目標 

地域再生の目標地域再生の推進により実現すべき目標は、次の２つである。 

① 個々の地域において、地域の特性、資源を顕在化させ、これらを有効に活用した地

域産業の振興、生活環境の改善、観光・交流の促進等の地域の創意工夫を凝らした具

体的な取組を推進することにより、自主的・自立的で持続可能な地域の形成を図るこ

と 

② 地域の創意工夫を凝らした取組の成果として地域再生の成功事例を示すことによ

り、他の地域における取組を刺激し、多様な分野での地域再生の取組の総体として、

全国的な規模での地域の活力の増進を図ること 

 

５ 地域再生計画の認定に関する基本的な事項 

１） 地域再生計画の認定基準 

地域再生計画の認定基準は、法第５条第 16 項各号によるが、具体的な判断基準は、次

のとおりとする。 

① 地域再生基本方針に適合するものであること（第１号基準） 

１の「地域再生の意義及び目標」に適合しており、かつ３）の「地域再生計画の認

定手続」に定められた事項にのっとっていることをもって判断する。 
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② 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するも

のであると認められること（第２号基準） 

１の「地域再生の意義及び目標」に適合した地域再生を図るために必要な事業が記

載されていることをもって判断する。 

あわせて、法第５条第４項第４号の事項を記載している場合には、地域再生計画に

記載された特定地域再生事業の実施により、特定政策課題の解決に寄与するものであ

ることが合理的に説明されていることをもって判断する。 

③ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること（第３号基準） 

地域再生を図るために行う事業について、 

イ 事業の主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと 

ロ 事業の実施スケジュールが明確であること 

をもって判断する。 

２）～４）（略） 

５） 地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置 

① まち・ひと・しごと創生交付金（地方創生推進交付金） 

イ 法第 13 条第１項により、認定地域再生計画に基づく事業の実施に要する経費に充

てるため、予算の範囲内で、下記の事業のうち、先導的なものに対して交付する。

ａ．法第５条第４項第１号イに規定する地方創生事業全般（ｂ．に掲げる事業を除

く。） 

ⅰ）結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資

する事業 

ⅱ）移住及び定住の促進に資する事業 

ⅲ）地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業 

ⅳ）観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業 

ⅴ）ⅰ）からⅳ）までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るため

に取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業 

ｂ.法第５条第４項第１号ロに規定する道・汚水処理施設・港の整備事業 

ⅰ）市町村道、広域農道又は林道（このうち２以上の種類の施設整備を行う場合

に限る。） 

ⅱ）公共下水道、集落排水施設（農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。）

又は浄化槽（このうち２以上の種類の施設整備を行う場合に限る。） 

ⅲ）地方港湾の港湾施設及び第一種漁港又は第二種漁港の漁港施設（両方の施設

整備を行う場合に限る。） 

ロ これらの交付金を充てて行う事業に関する事項が記載された地域再生計画の認定

に当たっては、計画全体が認定基準に適合するかどうかを判断することとする。交

付金は、次のような手順で交付、実施する。 

ａ．地方公共団体は、交付金を充てて行う事業を記載した地域再生計画を作成し、

内閣総理大臣に認定を申請する。 

ｂ．内閣総理大臣は、関係行政機関の長の同意を得て、当該地域再生計画を認定す
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る。 

ｃ．法第５条第４項第１号イに規定する事業について、地方公共団体は、認定地域

再生計画に基づき、毎年度、交付金の交付に係る申請をする際に、交付金を充て

て行う事業に係る重要業績評価指標の達成状況（達成状況が芳しくない場合につ

いては、加えてその改善策）についても併せて提出する。 

ｄ．法第５条第４項第１号ロに規定する事業について、地方公共団体は、認定地域

再生計画に基づき、毎年度の予算の要望を内閣総理大臣に提出する。その際、交

付金を充てて行う事業に係る重要業績評価指標の達成状況（達成状況が芳しくな

い場合については、加えてその改善策）についても併せて提出する。 

ｅ．内閣総理大臣は、法第５条第４項第１号イに規定する事業については内閣府に

おいて予算執行を行う一方、同号ロに規定する事業については、要望を踏まえて、

交付の事務を行う各大臣と協議の上、施設の種類別の配分を決定し、各施設の所

管省庁に対し予算の移替えを行う。 

ｆ．法第５条第４項第１号ロに規定する事業に係る交付申請の受付、交付決定等の

執行実務については、各事業の所管省庁が実施するが、地方公共団体に対する統

一的な窓口を設ける。 

ｇ．地方公共団体は、法第５条第４項第１号ロに規定する事業については、事業の

進ちょく等に応じて、一定の範囲内で施設間の予算の融通、年度間の事業量の変

更を行い、予算を弾力的に執行する。 

ハ イ及びロを踏まえ、この交付金の制度に関する基本的な枠組みについては、内閣府、

農林水産省、国土交通省、環境省が共同して整理し、地方公共団体に提示する。 

ニ 平成 28 年３月 31 日以前に認定された地域再生計画（地域再生法の一部を改正する

法律（平成 28 年法律第 30 号）による改正前の法第５条第４項第１号に規定する事

項が記載されたものに限る。）を変更し、引き続き同号に規定する事項を記載しよう

とする場合には、当該変更に係る認定基準は「地域再生基本方針の一部変更につい

て」（平成 28 年４月 15 日閣議決定）による変更前の地域再生基本方針の定めるとこ

ろによる。 

② まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する特例 

イ 法第 13 条の２により、法人が認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生

寄附活用事業に関連する寄附をした場合に、地方税法及び租税特別措置法で定める

ところにより、当該法人の道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税

について、課税の特例を適用する。 

ロ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行う地方公共団体は、イの寄附の総額が

事業費を超えない範囲において、寄附を受領することとする。 

ハ イの寄附を受領した地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附

を行った法人に対して、寄附を受領したことを証する書類を交付することとする。

ニ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が完了した場合には、当該事業を行った地

方公共団体は、当該事業の重要業績評価指標の達成状況（達成状況が芳しくない場

合については、加えてその改善策）、事業費及び関連する寄附額を内閣総理大臣に報
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告することとする。 

ホ イの寄附を受けた地方公共団体にあっては、寄附を行う法人に対し、当該寄附を

行うことの代償として以下の行為を行ってはならない。 

ａ．補助金を交付すること。 

ｂ．他の法人に対する金利よりも低い金利で貸付金を貸し付けること。 

ｃ．入札及び許認可において便宜の供与を行うこと。 

ｄ．合理的な理由なく市場価格よりも低い価格で財産を譲渡すること。 

ｅ．このほか、経済的な利益を供与すること。 

③ 地域再生支援利子補給金 

イ 法第 14 条第１項により、政府は、認定地域再生計画に記載された事業（地域にお

ける雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして

内閣府令で定める事業とする。）を実施するのに必要な資金の貸付けを行う金融機関

であって、内閣総理大臣が指定するものと地域再生支援利子補給金を支給する旨の

契約を結ぶことができることとし、予算の範囲内で、地域再生支援利子補給金を支

給することとする。 

ロ 金融機関は、地域再生協議会の構成員であり、かつ、内閣府令で定める要件に適

合するものを指定するものとする。 

ハ 地域再生支援利子補給金の支給期間は、認定地域再生計画に記載された事業に対

して、金融機関が資金の貸付けを最初に行った日から起算して５年間とする。 

④ 特定地域再生支援利子補給金 

イ 法第 15 条第１項により、政府は、認定地域再生計画に記載された特定地域再生事

業（地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業と

する。）を実施するのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、内閣総理大臣

が指定するものと特定地域再生支援利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことがで

きることとし、予算の範囲内で、特定地域再生支援利子補給金を支給することとす

る。 

ロ 金融機関は、内閣府令で定める要件に適合するものを指定するものとする。 

ハ 特定地域再生支援利子補給金の支給期間は、認定地域再生計画に記載された特定

地域再生事業に対して、金融機関が資金の貸付けを最初に行った日から起算して５

年間とする。 

⑤ 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制 

法第 16 条により、認定地域再生計画に記載された特定地域再生事業（集落生活圏（法

第５条第４項第６号に規定する集落生活圏をいう。以下同じ。）における就業の機会の

創出に資する施設の整備又は運営に関する事業その他の内閣府令で定める事業とす

る。）を行う株式会社が発行する株式を個人が払込みにより取得した場合に、課税の特

例を適用する。 

この場合において、当該事業を行う株式会社は、常時雇用する従業員数が一定数以

上であること、設立の日から 10 年未満であることなどの内閣府令で定める要件に適合

することについて、地方公共団体の確認を受けたものに限るものとする。 

- 13 -



⑥ 公共施設等の除却に関する事業に係る地方債の特例 

法第 17 条により、認定地域再生計画に記載された特定地域再生事業（老朽化等によ

り不要になった公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図

る事業とする。）で、総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方

財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第５条の規定にかかわらず、地方債をもってその財

源とすることができるものとする。 

⑦ 地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例 

イ 認定を受けた都道府県の知事（以下「認定都道府県知事」という。）は、法第 17

条の２第３項により、事業者が作成した地方活力向上地域特定業務施設整備計画に

ついて、同項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該地方活力向上地域

特定業務施設整備計画を認定することができる。 

ロ 法第 17 条の３により、認定都道府県知事による認定を受けた事業者（以下「認定

事業者」という。）が、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って、地方

活力向上地域特定業務施設整備事業の実施に必要な資金を社債発行及び借入れによ

り調達する場合に、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証制度を活用する

ことができるものとする。 

ハ 法第 17 条の４により、認定事業者が、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計

画に従って、取得等した建物及びその附属設備並びに構築物について、その事業の

用に供した場合に、課税の特例を適用する。 

ニ 法第 17 条の５により、認定事業者が、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計

画に従って、地方活力向上地域特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において

従業員を増加させた場合に、課税の特例を適用する。 

ホ 法第 17 条の６により、総務省令で定める地方公共団体が、認定地方活力向上地域

特定業務施設整備計画に従って、特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者

について、当該施設に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について不均一課

税を行った場合、その減収額の一部を普通交付税により補塡する。 

⑧ 地域再生土地利用計画に基づく法律上の特別の措置 

イ 認定を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）は、法第 17 条の７により、

都道府県知事や地域住民の代表者等を加えた地域再生協議会における協議を経て、

認定地域再生計画に記載された集落生活圏について、地域再生土地利用計画を作成

することができる。 

当該計画には、地域再生拠点を形成するために集落福利等施設（教育文化施設、

医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉若しくは利

便のため必要な施設又は地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業

の機会の創出に資する施設をいう。以下同じ。）の立地を誘導すべき区域（以下「地

域再生拠点区域」という。）及び当該地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落

福利等施設（以下「誘導施設」という。）、農用地等の保全及び農業上の効率的かつ

総合的な利用（以下「農用地等の保全及び利用」という。）を図る区域（以下「農用

地等保全利用区域」という。）等を記載するものとする。 
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ロ 法第 17 条の８により、地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内に

おける誘導施設に係る開発・建築行為（地域再生拠点区域内で行われるものを除く。）

又は地域再生拠点区域内におけるその他の開発・建築行為等を行おうとする者は、

認定市町村の長に届け出なければならないものとする。認定市町村の長は、地域再

生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当

該行為の場所又は設計の変更等を勧告することができるものとするとともに、当該

勧告をした場合において、必要があると認めるときは、地域再生拠点区域内の土地

の取得等のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

ハ 法第 17 条の９により、認定市町村は、地域再生土地利用計画に記載された農用地

等保全利用区域において、農用地等の所有者等に対し、農用地等の保全及び利用を

図るために必要な情報提供等の援助を行うものとする。認定市町村の長は、農用地

等保全利用区域内の農用地等の所有者等が地域再生土地利用計画に即して利用を行

っておらず、又は行わないおそれがあると認められる場合で、地域再生土地利用計

画の達成のため必要があると認めるときは、当該所有者等に対して勧告することが

できるものとする。 

ニ 地域再生土地利用計画に地域再生拠点区域内における誘導施設を整備する事業に

関する事項を記載し、都道府県知事の同意を得たときは、法第 17 条の 10、第 17 条

の 11 及び第 17 条の 12 により、当該事業により整備される誘導施設（以下「整備誘

導施設」という。）に関して以下の特例を適用することとする。 

ａ．都道府県知事が同意した地域再生土地利用計画（以下「同意地域再生土地利用

計画」という。）に従い、事業実施主体が、整備誘導施設の用に供することを目的

として農地を農地以外のものにする場合又は農地若しくは採草放牧地を農地若し

くは採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用

及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法（昭和 27 年法律第 229 号）

第４条第１項又は第５条第１項に定める農地等の転用等に係る許可があったもの

とみなす。 

ｂ．同意地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の用に供する土地を、農

用地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第８条第

２項第１号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。）から除外するために行う農

用地区域の変更については、同法第 13 条第２項に定める農用地区域からの除外要

件を適用しない。 

ｃ．市街化調整区域内において同意地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施

設の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、都市計画法（昭和 43 年法律第

100 号）第 34 条第 14 号に掲げる開発行為とみなす等。 

⑨ 自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例 

法第 17 条の 13 により、法第５条第４項第７号に規定する事業が記載された地域再

生計画が同条第 16 項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法第 17 条の７第

９項（同条第 10 項において準用する場合を含む。）の規定により公表された地域再生

土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内にその路線又は運送の区域の一部の区
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間又は区域が存する自家用有償旅客運送者（道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第

78 条第２号に規定する自家用有償旅客運送を行う者をいう。）は、旅客の運送に付随し

て、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物（その集貨又は配達が認定地域再生計画に記

載されている集落生活圏において行われるものに限る。）を運送することができるもの

とする。 

⑩ 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例 

イ 認定市町村は、法第 17 条の 14 により、都道府県知事等を加えた地域再生協議会

における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業

（生涯活躍のまち形成地域において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動へ

の参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移

住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活

躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業）の実施に関する計画（生

涯活躍のまち形成事業計画）を作成することができる。 

認定市町村は、６の１）のとおり、法第 19 条に基づき地域再生を図るために行う

事業等を行う地域再生推進法人を指定することができるが、生涯活躍のまち形成事

業に係る業務を行う地域再生推進法人は、法第 17 条の 15 から第 17 条の 17 までに

定めるとおり、認定地域再生計画に基づき生涯活躍のまち形成事業計画の素案を作

成し、当該計画の作成又は変更の提案を行うことができる。 

当該生涯活躍のまち形成事業計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載す

るものとする。当該生涯活躍のまち形成地域の区域は、人口及び地域経済の動向そ

の他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力

ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ること

が適当と認められる地域として認定市町村が定める区域を記載する。 

ロ このほか、生涯活躍のまち形成事業計画には、おおむねａ．からｅ．までに掲げ

る事項を記載するものとする。 

ａ．中高年齢者の社会的活動への参加を推進するための施策として、中高年齢者の

就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助や、生涯にわたる学

習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励等の認定市町村

が講ずる施策に関する事項を記載する。 

ｂ．生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅（サービス付き

高齢者向け住宅、有料老人ホームその他の高年齢者に適した住宅をいう。）を記載

するとともに、当該高年齢者向け住宅を整備するための施策として、必要な土地

の確保、費用の補助等の認定市町村が講ずる施策に関する事項を記載する。 

ｃ．生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス（法第 17 条の 14 第

３項第３号に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、

地域密着型介護予防サービス、第一号事業等の介護保険に係る保健医療サービス

及び福祉サービスをいう。）を記載するとともに、当該介護サービスの提供体制を

確保するために認定市町村が講ずる施策に関する事項を記載する。 

ｄ．生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進
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するための施策として、情報の提供、便宜の供与等の認定市町村が講ずる施策に

関する事項を記載する。 

ｅ．ａ．からｄ．までに掲げる事項のほか、認定市町村が生涯活躍のまち形成事業

の実施のために必要と認める事項を記載する。 

ハ 認定市町村は、イ及びロに掲げる事項のほか、法第 17 条の 14 第４項各号に掲げ

る事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる。当該事項を記載

し、かつ厚生労働大臣や都道府県知事の権限に係るものについてその同意を得た

ときは、法第 17 条の 18、第 17 条の 22、第 17 条の 23 及び第 17 条の 24 により、

以下の特例を適用することとする。 

ａ．生涯活躍のまち形成事業計画に記載され、厚生労働大臣の同意を得た事業協同

組合等（以下「同意事業協同組合等」という。）に関して、当該同意事業協同組合

等の構成員である中小事業主が、当該同意事業協同組合等に委託して、生涯活躍

のまち形成事業として行われる事業の実施のため必要となる労働者の募集を行わ

せるときは、職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 36 条第１項及び第３項に

定める厚生労働大臣の許可又は厚生労働大臣に対する届出を要するとの規定は適

用しない。 

ｂ．生涯活躍のまち形成事業計画に必要事項が記載された有料老人ホームに関する

老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 29 条第１項の規定による届出について

は、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、都道府県知事等に届け出る

ことをもって足りることとし、当該届出については、市町村長を経由してするこ

とができるものとする。 

ｃ．生涯活躍のまち形成事業計画に必要事項が記載され、都道府県知事の同意を得

た居宅サービス事業者又は介護予防サービス事業者に関して、当該計画の公表の

日に、それぞれ介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 41 条第１項本文又は同法

第 53 条第１項本文の指定があったものとみなす。 

同様に、当該計画に必要事項が記載された地域密着型サービス事業者、地域密

着型介護予防サービス事業者、第一号事業を行う事業者に関して、当該計画の公

表の日に、それぞれ同法第 

42 条の２第１項本文、同法第 54 条の２第１項本文又は同法第 115 条の 45 の３

第１項の指定があったものとみなす。 

ｄ．生涯活躍のまち形成事業計画に必要事項が記載され、第 17 条の 14 第 12 項の規

定により都道府県知事の同意を得た生涯活躍のまち一時滞在事業を行う事業者に

関して、当該計画の公表の日に旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項

の旅館業の許可があったものとみなす。 

⑪ 遊休工場用地等に導入する産業の特例 

法第 17 条の 26 により、認定地域再生計画に記載されている法第５条第４項第９号

に規定する事業において遊休工場用地等に導入される工業等（農村地域工業等導入促

進法（昭和 46 年法律第 112 号）第２条第２項に規定する工業等をいう。）以外の産業

は、同法の適用については、工業等とみなすこととする。 
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⑫ 地域農林水産業振興施設を整備する事業に係る農地転用等の許可等の特例 

イ 法第 17 条の 27 第１項により、認定市町村は、都道府県知事や都道府県農業会議

等を加えた地域再生協議会における協議を経て、地域農林水産業振興施設整備計画

を作成することができる。 

ロ 法第 17 条の 28 第１項及び第２項により、都道府県知事が同意した地域農林水産

業振興施設整備計画（以下「同意地域農林水産業振興施設整備計画」という。）に従

い、事業実施主体が、地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地

を農地以外のものにする場合又は農地若しくは採草放牧地を農地若しくは採草放牧

地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的

とする権利を取得する場合には、農地法第４条第１項又は第５条第１項に定める農

地等の転用等に係る許可があったものとみなすこととする。 

ハ 法第 17 条の 29 により、同意地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域

農林水産業振興施設の用に供する土地を、農用地区域から除外するために行う農用

地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第 13 条第２項に定める

農用地区域からの除外要件を適用しないこととする。 

⑬ 構造改革特別区域計画の認定の手続の特例 

法第 17 条の 30 により、法第５条第４項第 11 号に規定する事業が記載された地域再

生計画が同条第 16 項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る

構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第４条

第９項の規定による認定（同法第６条第１項の規定による変更の認定を含む。）があっ

たものとみなすこととする。 

⑭ 中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例 

法第 17 条の 31 により、法第５条第４項第 12 号に規定する事業及び措置が記載され

た地域再生計画が同条第 16 項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事

業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法

律（平成 10 年法律第 92 号）第９条第 10 項の認定（同法第 11 条第１項の規定による

変更の認定を含む。）があったものとみなすこととする。 

⑮ 産業集積形成等基本計画の同意の手続の特例 

法第 17 条の 32 により、法第５条第４項第 13 号に規定する事業が記載された地域再

生計画が同条第 16 項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る

産業集積形成等基本計画について企業立地の促進等による地域における産業集積の形

成及び活性化に関する法律（平成 19 年法律第 40 号）第５条第５項の規定による同意

（同法第６条第１項の規定による変更の同意を含む。）があったものとみなすこととす

る。 

⑯ 補助対象財産の転用手続の一元化・迅速化 

補助対象財産を有効に活用した地域再生を支援するため、社会経済情勢の変化等に

伴い需要の著しく減少している補助対象財産の転用を弾力的に認めるとともに、手続

を簡素合理化することとし、法第 18 条により、認定地域再生計画に基づき、補助対象

財産を補助金等の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

- 18 -



担保に供する場合においては、地域再生計画の認定を受けたことをもって、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 22 条に規定す

る各省各庁の長の承認を受けたものとみなすこととする。その際、補助金相当額の国

庫納付を原則として求めないこととし、転用後の主体にかかわらず転用を認める。 

なお、補助目的の達成や補助対象財産の適正な使用を確保する観点から、有償の譲

渡・貸付の場合に国庫納付を求めること、当該補助対象財産に係る行政需要への対応

状況の提出を求めることなど、必要最小限の条件を付すことができるものとする。 

「地域再生推進のためのプログラム」（平成 16 年２月 27 日地域再生本部決定）別表

１に基づき、認定に際しての同意の判断が明記されている施設は次のとおりである。

イ 公立学校の廃校施設及び余裕教室、史跡等購入費補助金により公有化した史跡等

【文部科学省】 

ロ 勤労青少年ホーム、職業能力開発校、社会福祉施設【厚生労働省】 

ハ 下水道補助対象施設、公営住宅、特定優良賃貸住宅【国土交通省】 

⑰ 認定を受けた地方公共団体による関係行政機関の事務調整の要請 

法第 10 条の２第１項により、認定を受けた地方公共団体は、認定地域再生計画を実

施する上で必要があると認める場合においては、内閣総理大臣に対し、関係行政機関

の事務の調整を行うことを要請することができる。 

この要請を受けて、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、必要な調整を行

うものとする。 

内閣総理大臣は、認定地域再生計画の実施について調整を行うため必要があると認

める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、当該勧告の結果と

られた措置について報告を求めることができる。 

⑱ 認定を受けた地方公共団体による施策の改善提案 

法第 11 条第１項により、認定を受けた地方公共団体は、認定地域再生計画の実施を

通じて得られた知見に基づき、政府の地域再生に関する施策の改善について提案をす

ることができる。 

この提案を受けて、地域再生本部は、検討を加え、遅滞なくその結果を当該地方公

共団体に通知する。 

当分の間、この施策の改善提案については、３の１）の提案募集と同様の枠組みの

中で行うものとする。 

６）地域再生計画と連動した支援措置 

① 支援措置の活用について 

イ 地域再生計画と連動して各府省庁が実施する施策（以下「連動施策」という。）に

よる支援措置（「５）地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」を含む。）

は別表のとおりである。 

ロ これらの支援措置を活用する旨が明示されている地域再生計画については、３）

④により、認定に際して、内閣総理大臣は関係行政機関の長の同意を得ることとす

る。 

ただし、国庫補助を伴う支援措置について、当該支援措置に係る交付決定が既に
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行われており、単に関連事業として記載されている場合にあっては、当該支援措置

に係る部分については認定の効果はなく、内閣総理大臣は当該支援措置に係る関係

行政機関の長の同意は求めないこととする。また、認定地方公共団体が、活用する

支援措置を追加しようとする場合にあっては、計画の変更認定の申請を行うことと

し、内閣総理大臣は当該変更認定に際して、関係行政機関の長の同意を得ることと

する。 

ハ これらの連動施策以外の施策を活用した事項・事業を地域再生計画に記載するこ

とは可能であるが、この場合も当該事項・事業の実施について認定の効果はないた

め、当該事項・事業に関して関係行政機関の長の同意は求めないこととする。当該

事項・事業の実施に当たっては、地方公共団体において別途関係行政機関との所要

の調整を行う必要がある。 

 

＜都市再生計画＞ 

○ 都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）（抜粋） 

（目的）  

第 1 条 この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢

の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢

の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上（以下「都市の再生」と

いう。）を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、都市の再生の推進に関

する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備

を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例、都市再生整備計画

に基づく事業等に充てるための交付金の交付並びに立地適正化計画に基づく住宅及び都

市機能増進施設の立地の適正化を図るための都市計画の特例等の特別の措置を講じ、も

って社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与

することを目的とする。 

（都市再生整備計画）  

第 46 条 市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地

の区域において、都市再生基本方針（当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、

都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項及

び第百十九条第一号イにおいて同じ。）に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計

画（以下「都市再生整備計画」という。）を作成することができる。  

２ 都市再生整備計画には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとすると

ともに、第六号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。  

一 都市再生整備計画の区域及びその面積  

二 前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項 

イ 公共公益施設の整備に関する事業 

ロ 市街地再開発事業 

ハ 防災街区整備事業 

ニ 土地区画整理事業 
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ホ 住宅施設の整備に関する事業 

ヘ その他国土交通省令で定める事業 

三 前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関す

る事項  

四 前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項  

五 計画期間  

六 都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針 

３～16 （略） 

（交付金の交付等）  

第 47 条 市町村は、次項の交付金を充てて都市再生整備計画に基づく事業等の実施（特定

非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同

じ。）をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければな

らない。  

２ 国は、市町村に対し、前項の規定により提出された都市再生整備計画に基づく事業等

の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、

公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところによ

り、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。  

３ 前項の規定による交付金を充てて行う事業に要する費用については、道路法その他の

法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

４ 前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定め

る。  

 

○ 都市再生基本方針（平成 14 年 7 月 19 日閣議決定）（抜粋） 

第四 都市再生整備計画の作成に関する基本的事項 

１ 自主性と創意工夫による全国の都市再生推進 

稚内から石垣まで全国の都市を対象として、本方針第一及び第二の内容を踏まえ、身

の回りの生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る都市再生の取組を推進する。

 民間をはじめとした多様な主体による積極的な取組とこれに対する国等の支援の基本的

枠組となる 

・ 民間をはじめとした多様な主体によるまちづくり活動 

・ 地域の自由な発想がいかせるまちづくりを支援する交付金 

・ 都市再生に必要な権限の一体化 

・ 行政と民間まちづくり活動との連携・協働 

について、市町村が都市再生特別措置法第４６条第１項の規定に基づき作成する「都市

再生整備計画」は、民間をはじめとした多様な主体による創意工夫をいかした取組を含

め、市町村の自主性を尊重し、少子・高齢化等の地域社会の変化の動向、歴史・風土・

景観、環境、生物多様性、産業構造、交通上及び市街地の安全上の課題などの地域の特

性に応じ、地域の有形・無形の資源を活用した創意工夫を最大限発揮することを目指す

ものとする。 
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都市再生整備計画には、市町村による公共公益施設の重点的な整備に係る事項のみな

らず、民間をはじめとした多様な主体によるまちづくり活動についても明らかにするこ

とを通じて、都市再生整備計画を土台とした継続的かつ一体的な都市再生を推進する。

一方で、我が国の都市全体を通じ、コンパクトな都市構造への転換を図り、持続可能

な都市経営を行っていくことが求められている中で、都市再生整備計画により実施する

事業や施策についてもこのような考え方を踏まえたものに重点化していくことが必要で

あり、都市の外延部において実施する際には、農業や観光など地域資源をいかした産業

の推進により戦略的・具体的に都市の持続可能性が示された場合等に重点化する必要が

ある。さらに、立地適正化計画の策定により具体的な集約化・持続可能性確保の姿が示

されていない地域における都市再生整備計画への支援の在り方については、国の財政事

情等も踏まえ、中期的には適切に見直していくことが必要である。 

２ 都市再生整備計画において具体的明らかされるべき視点等 

都市再生整備計画においては、 本方針第一及び第二の内容を踏まえ、選択と集中 の

考え方に立脚し、以下視点を明らかつ迅速実施すべき具体的事業・施策を内容とするも

のとする。 

ア 得られる成果の重視、ソフトの充実等による戦略的・効率的実施 

○ 得られる成果を重視し、計画に基づき実施される事業・施策についてできる限り

客観的で透明性の高い適正な評価が図られること。 

 ○ 既存施設の活用、ソフト施策との連携、民間をはじめとした多様な主体による積

極的な取組などを重視することにより、事業・施策の効率的実施と文化、環境、生

物多様性、居住等の都市の機能の増進が図られること。 

 ○ 構造改革特別区域、地域再生計画、中心市街地活性化基本計画、歴史的風致維持

向上計画、観光施策等の活用を含め、関連し合う諸施策と一体的に連携しつつ、相

乗効果の発揮が図られること。 

 ○ 将来にわたって継続的かつ一体的に都市の多様な機能を確保する施設等の維持管

理が図られること。 

イ 民間のまちづくりに関する活動等と連携・協働 

○ 計画・事業・運営への地域団体等の積極的な参加と民間をはじめとした多様な主

体による取組の推進やアイデア・ノウハウ等の活用が図られること。また、必要に

応じて、市町村よる都市再生推進法人の指定や、市町村都再生協議会を組織するこ

とにより、官民連携の取組を図ること。 

 

＜中心市街地活性化基本計画＞ 

○ 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号）（抜粋） 

（目的）  

第 1 条 この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にか

んがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変

化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上（以下「中心市

街地の活性化」という。）を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関
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し、基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及びその内閣

総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置、中

心市街地活性化本部の設置等について定め、もって地域の振興及び秩序ある整備を図り、

国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。  

（中心市街地）  

第 2 条 この法律による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当す

るもの（以下「中心市街地」という。）について講じられるものとする。  

一 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積してお

り、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。 

二 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又

は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地である

こと。  

三 当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進

することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効か

つ適切であると認められること。 

（基本計画の認定）  

第 9 条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心

市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画（以下

「基本計画」という。）を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。  

２ 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 中心市街地の位置及び区域  

二 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する

施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項  

三 都市福利施設を整備する事業に関する事項  

四 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のた

めの事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項

（地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要

と認められる場合にあっては、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業

の促進に関する業務の実施に関する事項）  

五 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事

業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び

措置に関する事項  

六 第二号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に

関する事項 

イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業 

ロ 特定事業 

七 第二号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

八 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項  

九 計画期間  

- 23 -



３ 前項各号に掲げるもののほか、基本計画を定める場合には、次に掲げる事項について

定めるよう努めるものとする。  

一 中心市街地の活性化に関する基本的な方針  

二 中心市街地の活性化の目標  

三 その他中心市街地の活性化に資する事項  

４ 第二項第二号から第六号までに掲げる事項には、道路法（昭和二十七年法律第百八十

号）第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件

（以下この項及び第四十一条において「施設等」という。）のうち、中心市街地の活性化

に寄与し、道路（同法による道路に限る。第四十一条において同じ。）の通行者又は利用

者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置（道路交通環境の維持及び

向上を図るための清掃その他の措置であって、当該施設等の設置に伴い必要となるもの

が併せて講じられるものに限る。）であって、同項又は同法第三十二条第三項の許可に係

るものに関する事項を定めることができる。 

５～９ (略) 

10 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、基本計画の

うち第二項各号に掲げる事項（第四項の規定により同項に規定する事項を定めた場合に

あっては、当該事項を含む。）に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、

その認定をするものとする。  

一 基本方針に適合するものであること。  

二 当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄

与するものであると認められること。  

三 当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。  

11 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、中心市街地活性化本

部に対し、意見を求めることができる。  

12 内閣総理大臣は、第十項の認定をしようとするときは、第二項第二号から第八号まで

に掲げる事項について、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣その他の当該事項に係

る関係行政機関の長（次条、第十二条及び第十三条において単に「関係行政機関の長」

という。）の同意を得なければならない。  

13 内閣総理大臣は、第十項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知

しなければならない。  

14 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、都道府県及び第六項の規定により

意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受け

た基本計画（以下「認定基本計画」という。）の写しを送付するとともに、その内容を公

表しなければならない。  

15 都道府県は、認定基本計画の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、当該認定基

本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。  
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第四章 中心市街地の活性化のための特別の措置  

    第一節 認定中心市街地における特別の措置  

（土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例）  

第16条 認定基本計画において第九条第二項第二号に掲げる事項として定められた土地区

画整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、第三条の二又は第三条の三の規定に

より施行するものの換地計画（認定基本計画において定められた中心市街地（以下「認

定中心市街地」という。）の区域内の宅地について定められたものに限る。）においては、

都市福利施設（認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施

設に限る。）で国、地方公共団体、中心市街地整備推進機構その他政令で定める者が設置

するもの（同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において第九条

第二項第三号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたもの

に限る。）又は公営住宅等（認定基本計画において第九条第二項第四号に掲げる事項とし

て土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。）の用に供するため、一

定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この

場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の

区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は

収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。  

 

○ 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成 18 年 9 月 8日閣議決定）（抜粋）

第１章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 

 １．中心市街地の活性化の意義 

活性化された中心市街地は、 

①  商業、公共サービス等の多様な都市機能が集積し、住民や事業者へのまとまっ

た便益を提供できること。 

② 多様な都市機能が身近に備わっていることから、高齢者等にも暮らしやすい生活

環境を提供できること。 

③ 公共交通ネットワークの拠点として整備されていることを含め既存の都市スト

ックが確保されているとともに、歴史的・文化的背景等と相まって、地域の核と

して機能できること。 

④ 商工業者その他の事業者や各層の消費者が近接し、相互に交流することによって

効率的な経済活動を支える基盤としての役割を果たすことができること。 

⑤ 過去の投資の蓄積を活用しつつ、各種の投資を集中することによって、投資の効

率性が確保できること。 

⑥ コンパクトなまちづくりが、地球温暖化対策に資するなど、環境負荷の小さなま

ちづくりにもつながること。 

などから、各地域ひいては我が国全体の発展に重要な役割を果たすことが期待される。

しかし、前文で述べたとおり中心市街地の多くの実態は、このような期待にこたえら

れる状態になく、我が国が人口減少・少子高齢社会を迎えている中で、都市機能の無秩

序な拡散に歯止めをかけ、多様な都市機能がコンパクトに集積した、子どもや高齢者を
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含めた多くの人にとって暮らしやすい、歩いて暮らせる、にぎわいあふれるまちづくり

を進めていくことが必要である。 

そのため、国、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りな

がら、地域が自主的かつ自立的に取り組み、国民の生活基盤の核となる中心市街地の活

性化を総合的かつ一体的に推進することにより、地域における社会的、経済的、文化的

活動の拠点となるにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図ることが重要である。 

その際、中心市街地の活性化は、人口減少、高齢化など、我が国の社会経済状況が大

きく変化する中で、地方都市全体の活力の向上を図るための一環として捉えていくこと

が重要であり、地域全体の居住環境の向上、医療・福祉といった機能の確保といった都

市構造の再構築の取組、地域公共交通の充実、更には農業を含む地域活性化の取組等と

一体となって、各施策と密接に連携して、地域活性化全体の観点から取り組むことが必

要である。 

２．中心市街地の活性化の目標 

中心市街地の活性化は、中心市街地に蓄積されている歴史的・文化的資源、景観資源、

社会資本や産業資源等の既存ストックを有効活用しつつ、地域の創意工夫をいかしなが

ら、地域が必要とする事業等を、総合的かつ一体的に推進することにより、地域が主体

となって行われるべきものであり、これを通じて次の目標を追求すべきである。 

① 人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、高齢者も含めた多くの人にとって暮ら

しやすい、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせる生活空間を実現

すること。 

② 地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化的活動が活発に行われることにより、

より活力ある地域経済社会を確立すること。また、同時に、中心市街地における実態

を客観的に把握し、効果的かつ効率的な民間及び公共投資を実施することにより、イ

ンフラの整備・維持管理コストの縮減、各種公共的サービスの効率性の向上等を実現

することも追求し得るものである。 

さらに、中心市街地の活性化による効果を周辺地域にも波及させることにより、様々

な地域の活性化に結びつける必要があり、ひいては国民生活の向上と健全な発展を図

らなければならない。 

 

第２章 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針  

１．政府における推進体制の整備等   

内閣に設置された中心市街地活性化本部（内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を本

部員とする。以下「本部」という。）において、施策で重要なものの企画及び立案を行

うとともに、施策の総合調整を行う。さらに、法第９条に基づき内閣総理大臣の認定

を受けた基本計画（以下「認定基本計画」という。）における進捗状況等の把握に努め

るとともに、中心市街地の活性化に関する施策の見直しなども併せて実施する。  

各府省庁においては、本部を中心に緊密な連携を図り、地域の自主性及び自立性を

尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を効果的かつ効率的に推進する。また、

経済産業局や地方整備局をはじめとする各府省庁の地方支分部局において、市町村の
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中心市街地の活性化に関する取組に対して、適切な支援や助言等を実施する。 

また、都市再生、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、地域再生、環境モデル

都市・環境未来都市、観光立国等の関連する諸施策との連携を図り、これらの成果を

最大限活用する。 

２．～４．（略） 

５．認定と連携した支援措置等について  

国は、中心市街地の活性化に資する各種支援措置を整備するとともに、認定基本計

画に基づく取組に対する重点的な支援を実施するに当たり、認定と連携した支援措置

の創設に努める。  

(1) 法に定める特別の措置  

法に定められた特別の措置のうち、基本計画の認定を受けることの他に要件を定

めていないものについては、基本計画の認定を受けることにより活用することが可

能となる。 

また、法に定められた特別の措置のうち、基本計画の認定を受けることの他に要

件を定めているものについては、その要件を満たすことにより活用することが可能

となる。 

(2) 認定と連携した支援措置  

政府の支援措置のうち、認定と連携した支援措置は、以下に示すとおりである。 

① 認定と連携した特例措置  

政府の支援措置のうち、基本計画の認定を要件として、支援の対象となる、支

援対象項目が拡大する、支援要件が緩和されるなどの措置を講ずるものについて

は、基本計画に当該支援措置を活用する取組について記載することが必要とな

る。なお、当該支援措置を活用するに当たっては、別途、支援措置の要件等を満

たすことが必要である。また、政府が予算上の支援を行うものについては、予算

の範囲内で重点的な支援を行うものとする。  

② 認定と連携した重点的な支援措置  

政府の支援措置のうち、中心市街地の活性化以外にも活用が可能な支援措置

で、認定基本計画と連携させて重点的な支援を実施するものについては、基本

計画に当該支援措置を活用する取組について記載することが必要となる。なお、

政府が予算上の支援を行うものについては、予算の範囲内で重点的な支援を行

うものとする。  

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置  

(1)及び(2)に該当しない政府の支援措置についても、中心市街地の活性化に資す

る取組である場合には、（１）及び（２）に掲げるものと併せて総合的かつ一体的

に推進することが重要である。このため、これらの支援措置を活用する取組につい

ても基本計画に記載することとし、効果的かつ効率的な実施がなされるよう、各府

省庁は必要な支援を行うよう努めることとする。なお、広く中心市街地の活性化に

資する取組として有効であるものについては、積極的に実施することとする。 

（注）下線は当省が付した。 
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表③ 定住自立圏構想に関する規定 

○ 経済財政改革の基本方針 2008（平成 20 年 6 月 27 日閣議決定）（抜粋） 

２．地域活性化 

（１）地方再生 

地方の元気は日本の活力の源である。「地方再生戦略」8 等に基づき、地方分権改革の推

進とあいまって地方の創意工夫をいかした自主的な取組を、政府一体となって強力に後押

しするとともにＰＤＣＡを着実に実施する。 

【改革のポイント】 

１． 「地方再生戦略」に基づき、地方が主体となって取り組む事業の立ち上がり段階を「地

方の元気再生事業」等により国が全面的に応援する。地域経済の建て直し、地域の雇用

の確保の観点から、地域力再生機構を創設する。 

２． 中心市と周辺市町村が協定により役割分担する「定住自立圏構想」の実現に向けて、

地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活に必要な機能を確保し人口の流出を食い止め

る方策を、各府省連携して講ずる。 

 

○ 定住自立圏構想推進要綱（平成 20 年 12 月 26 日付け総務事務次官通知）（抜粋） 

第３ 中心市 
中心市は、次に掲げる①から③までの要件のすべてを満たす市をいう。 
①  人口が５万人程度以上であること（少なくとも４万人を超えていること。）。 
②  昼間人口及び夜間人口について、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 

ア 昼間人口を夜間人口で除して得た数値が１以上であること。 
イ 平成１１年４月１日以降に行われた市町村の合併を経た合併市にあっては、合併関係

市のうち人口（合併期日以前の直近の日に国勢調査令によって調査した数値を用いる。

以下本項目、第４（５）及び第５（４）に規定する合併関係市における人口、昼間人

口、夜間人口、就業者数及び通学者数において同じ。）が最大のものにおいて、昼間人

口を夜間人口で除して得た数値が１以上であること。 
③  当該市が所在する地域について、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 

ア 三大都市圏（国土利用計画（全国計画）（平成２０年７月４日閣議決定）に基づく埼

玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫

県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。）の区域外に所在すること。 
イ 三大都市圏の区域内に所在する場合においては、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２５２条の１９第１項の指定都市であって三大都市圏の区域内に所在するも

の又は同法第２８１条第１項の特別区に対する当該市の従業又は通学する就業者数及

び通学者数の合計を、常住する就業者数及び通学者数で除して得た数値が０．１未満

であること。この場合において、平成１１年４月１日以降に行われた市町村の合併を

経た合併市にあっては、合併関係市のうち人口が最大のものにおける就業者数及び通

学者数の数値を、当該合併市における就業者数及び通学者数の数値とみなして算出す

ることができる。 
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第７ 中心市に係る特例 
隣接する２つの 市（各市が第３②及び③に規定する要件を満たすものに限る。）の

人口の合計が４万人を超えるときは、当該２つの市を合わせて１つの中心市とみなす

ことができる。 
この場合において、第４（１）から（４）までに規定する中心市宣言書、第５（１）

から（３）まで及び（５）に規定する定住自立圏形成協定並びに第６に規定する定住

自立圏共生ビジョンの作成、締結、策定、変更、取消し、廃止、写しの送付若しくは

公表又は第８に規定する写しの送付については、当該２つの市が共同して連名により

行うものとする。 
また、第３に規定する要件を満たさないものの、一定の都市機能を有し、通勤・通

学等において密接な関係を有する生活経済圏域の拠点的な都市としての役割を果たす

ものとして総務省が別に通知で定める要件を満たす市については、当該市を中心市と

みなすことができる。 
 
○ 中心市に係る特例について（通知）（平成 25 年 3 月 29 日付け総務省地域力創造グルー

プ地域自立応援課長通知）（抜粋） 

次に掲げる要件のすべてを満たす市は、要綱第７に規定する「一定の都市機能を有し、

通勤・通学等において密接な関係を有する生活経済圏域の拠点的な都市としての役割を果

たすもの」として、中心市とみなし、要綱の規定による中心市宣言、定住自立圏形成協定

等又は定住自立圏共生ビジョンに関する取組を行うことができるものとする。 
１ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 

ア 人口が４万人以上であって、人口集中地区が存在すること。 
イ 人口が４万人未満であって、人口集中地区人口が１万人以上であること。 

２ 当該市の周辺に、次に掲げる要件のすべてを満たす市町村が存在すること。 
ア 人口が４万人未満であること。 
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 
ａ 昼夜間人口比率が１以上であり、かつ、当該市からの通勤通学割合（注１）が

０．１以上であること。 
ｂ 昼夜間人口比率が０．９以上であり、かつ、当該市からの通勤通学割合が０．

２以上であること。 
ウ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 
ａ その区域の全部又は一部が、自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条

第２号に規定する国立公園又は同条第３号に規定する国定公園の区域内にあるこ

と。 
ｂ 林野率（農林業センサス規則（昭和４４年農林省令第３９号）に基づく林業調

査の結果による平成２２年における当該区域に係る林野率）が８０％以上である

こと。 
エ その区域の全部又は一部が、次に掲げる区域に含まれるものでないこと。 
ａ 首都圏整備法（昭和３１年法律第８３号）第２条第３項に規定する既成市街地
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又は同条第４項に規定する近郊整備地帯 
ｂ 近畿圏整備法（昭和３８年法律第１２９号）第２条第３項に規定する既成都市

区域又は同条第４項に規定する近郊整備区域 
ｃ 中部圏開発整備法（昭和４１年法律第１０２号）第２条第３項に規定する都市

整備区域 
オ 他の中心市要件を満たす市に対する通勤通学割合が０．１未満であること。 

３ 政令指定都市及び特別区（注２）に対する通勤通学割合が０．１未満であること。

４ 当該市からの通勤通学割合が０．１以上である市町村への通勤者数及び通学者数の

合計が、３００人以上であること。 
５ 平成１１年４月１日以降に行われた市町村の合併を経た市については、合併関係市

町村に市を含むこと。この場合において、次のア又はイのいずれかに該当し、人口が

最大の合併関係市が本通知の要件を満たす市は、要綱第４（５）に規定する「広域的

な市町村の合併を経たもの」とする。 
ア 合併関係市町村が５以上であること。 
イ 合併関係市町村以外に、当該中心市からの通勤通学割合が０．１以上の市町村が

存在すること。 
（注１）「通勤通学割合」とは、当該市から周辺市町村への通勤者数及び通学者数を、周

辺市町村において従業又は通学する就業者数及び通学者数で除して得た数をい

う。 
（注２）「政令指定都市」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１

９第１項の指定都市をいい、「特別区」とは、同法第２８１条第１項の特別区をい

う。 
（注）1 下線は当省が付した。 

      2 「中心市に係る特例について（通知）」の要件を満たす市は、平成 26 年度末現在、14 市（北見市、富良

野市、伊達市、日光市、那須塩原市、沼田市、青梅市、小浜市、御殿場市、富士吉田市、新城市、新宮市、

人吉市及びうるま市）となっている。 
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雄

市

4
2

長
崎

県
５

長
崎

市
、

佐
世
保

市
、

島
原
市

、
諫

早
市
、

五
島

市

4
3

熊
本

県
７

熊
本

市
、

八
代
市

、
玉

名
市
、

山
鹿

市
、
菊

池
市

、
天
草

市
、

人
吉
市

4
4

大
分

県
４

大
分

市
、

中
津
市

、
日

田
市
、

佐
伯

市

4
5

宮
崎

県
６

宮
崎

市
、

都
城
市

、
延

岡
市
、

日
南

市
、
小

林
市

、
日
向

市

4
6

鹿
児

島
県

９
鹿
児

島
市

、
鹿
屋

市
、

出
水
市

、
指

宿
市
、

薩
摩

川
内

市
、
霧

島
市

、
南
さ

つ
ま

市
、
奄

美
市

、
南
九

州
市

4
7

沖
縄

県
５

那
覇

市
、

浦
添
市

、
名

護
市
、

宮
古

島
市
、

う
る

ま
市

合
計

２
６

２
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表⑤ 地域活性化の目的等に関する規定 

○ まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）（抜粋） 

第一章 総則 
（目的） 
第 1条 この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減

少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域

で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、

国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地

域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある

多様な就業の機会の創出を一体的に推進すること（以下「まち・ひと・しごと創生」と

いう。）が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、

国等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するための計画（以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）の作成等に

ついて定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置することにより、まち・ひ

と・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。 
（基本理念） 
第 2条 まち・ひと・しごと創生は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければな

らない。 
一 国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことがで

きるよう、それぞれの地域の実情に応じて環境の整備を図ること。 
二 日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスについて、その需要及び供給を長

期的に見通しつつ、かつ、地域における住民の負担の程度を考慮して、事業者及び地

域住民の理解と協力を得ながら、現在及び将来におけるその提供の確保を図ること。

三 結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出産又は

育児についての希望を持つことができる社会が形成されるよう環境の整備を図るこ

と。 
四 仕事と生活の調和を図ることができるよう環境の整備を図ること。 
五 地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会

の創出を図ること。 
六 前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、地域の実情に応じ、地方公共団体相

互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図ること。 
七 前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、国、地方公共団体及び事業者が相互

に連携を図りながら協力するよう努めること。 
第 8条 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるものと

する。 
２ まち・ひと・しごと創生総合戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 まち・ひと・しごと創生に関する目標 
二 まち・ひと・しごと創生に関する施策に関する基本的方向 
三 前二号に掲げるもののほか、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策
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を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 
３ まち・ひと・しごと創生本部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の案を作成するに

当たっては、人口の現状及び将来の見通しを踏まえ、かつ、第十二条第二号の規定によ

る検証に資するようまち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況に関する客観的な指標

を設定するとともに、地方公共団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるもの

とする。 
４ 内閣総理大臣は、まち・ひと・しごと創生本部の作成したまち・ひと・しごと創生総

合戦略の案について閣議の決定を求めるものとする。 
５ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を公表するものとする。 
６ 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、まち・ひと・しごと創生総合戦略

を変更しなければならない。 
７ 第三項から第五項までの規定は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の変更について準

用する。 
 

第四章 まち・ひと・しごと創生本部  

（設置）  

第 11 条 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、内閣に、まち・ひと・しご

と創生本部（以下「本部」という。）を置く。  
 
○ 閣議決定に伴う地方創生担当大臣コメント（平成 26 年 12 月 27 日） 

 

地方から日本を創生する 

「長期ビジョン」「総合戦略」の閣議決定を受けて 

 

地方創生担当大臣 

石破 茂 

  

日本は世界に先駆けて「人口減少・超高齢社会」を迎えています。まち・ひと・しごと

創生本部は、我が国が直面する人口減少克服・地方創生という構造的な課題に正面から取

り組むために設置されました。 

 本日、政府は、日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来の方向を提示

する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（長期ビジョン）」及びこれを実現するため、

今後５か年の目標や施策の基本的な方向、具体的な施策を提示する「まち・ひと・しごと

創生総合戦略（総合戦略）」をとりまとめ、閣議決定しました。 

 総合戦略においては、人口減少と地域経済縮小の悪循環というリスクを克服する観点か

ら、東京一極集中を是正する、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、地域の

特性に即して地域課題を解決するという基本的な視点の下、まち・ひと・しごとの創生と

好循環の確立により、活力ある日本社会の維持を目指していきます。 

 このため、「しごと」と「ひと」の好循環として、次の目標に対応する施策を提示してい
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ます。  

1. 2020 年までの５年間で地方での若者雇用 30 万人分創出などにより、「地方における

安定的な雇用を創出する」、  

2. 現状、東京圏に 10 万人の転入超過があるのに対して、これを 2020 年までに均衡さ

せるための地方移住や企業の地方立地の促進などにより、「地方への新しいひとの

流れをつくる」、  

3. 若い世代の経済的安定や、「働き方改革」、結婚・妊娠・出産・子育てについての切

れ目のない支援などにより、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、

 また、併せて、この好循環を支える「まち」の活性化として、  

4. 中山間地域等、地方都市、大都市圏各々の地域の特性に応じた地域づくりなどによ

り、「時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連

携する」、  

も進めます。 

 いつの時代も日本を変えてきたのは「地方」です。地方創生においても、地方が自ら考

え、責任をもって戦略を推進する観点から、今後、地方公共団体において、国の長期ビジ

ョンと総合戦略を勘案して、地域の特性を踏まえた「地方人口ビジョン」と「地方版総合

戦略」を策定していただくことにしています。その際は、「縦割り」や「重複」を地方にお

いても排除し、行政だけでなく、地域で実際に取組を進めている産官学金労（産業界・行

政・大学・金融機関・労働団体）や住民代表も含めた多様な主体が参画して、自らのこと

として策定・検証していくことが重要です。 

 こうした地方の取組に対して、国は、地域経済分析システム（いわゆるビッグデータ）

を開発・提供することによる「情報支援」、小規模市町村へ国家公務員を派遣する地方創生

人材支援制度や相談窓口となる地方創生コンシェルジュの選任による「人的支援」、地方創

生の先行的な取組を支援する新しい交付金措置を盛り込んだ緊急経済対策や地方財政措置

などの「財政的支援」により、地方公共団体を支援することとしています。  

 人口減少・超高齢化というピンチをチャンスに変える。地方創生は、日本の創生です。

国と地方が、国民とともに基本認識を共有しながら総力をあげて取り組むことにより、新

しい国づくりを進め、この国を、子や孫、更にはその次の世代へと引き継いでいこうでは

ありませんか。 

 

○ まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（平成 26 年 12 月 27 日閣議決定）（抜粋） 

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン 

－国民の「認識の共有」と「未来への選択」を目指して－ 

 

はじめに 

地方が成長する力を取り戻し、急速に進む人口減少を克服する。 

まち・ひと・しごと創生本部は、我が国が直面する地方創生・人口減少克服という構造

的課題に正面から取り組むために設置された。この目的の下、国と地方が総力を挙げて取

り組む上での指針となる「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（以下「長期ビジョン」
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という。）を策定した。 

本長期ビジョンは、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口減少をめぐる問題に関す

る国民の認識の共有を目指すとともに、今後、目指すべき将来の方向を提示することを目

的としている。これにより、人口減少をめぐる問題や地方創生の在り方について国民的な

論議がより一層深まることを心から期待したい。 

 

I．人口問題に対する基本認識 

１． （略） 

２．「人口減少」が経済社会に与える影響 

（１）人口減少は、経済社会に対して大きな重荷となる。 

人口減少は、経済社会にどのような影響を与えるであろうか。人口減少により経済規

模が縮小しても、国民一人当たり所得を維持することができれば、悪影響を与えないと

する意見がある。しかし、人口減少はその過程において、高齢化を必然的に伴うことか

ら、高齢化の進行によって悪影響が生じること（人口オーナス）に留意しなければなら

ない。高齢化によって総人口の減少を上回る「働き手」の減少が生じ、その結果、総人

口の減少以上に経済規模を縮小させ、一人当たりの国民所得を低下させるおそれがある。

働き手一人当たりの生産性が高まれば、一人当たりの国民所得を維持できる可能性はあ

るが、社会保障費の増大等により働き手一人当たりの負担が増加し、勤労意欲にマイナ

スの影響を与えるとともに、人口規模の縮小がイノベーションを停滞させるおそれがあ

ることから、楽観視することはできない。日本の場合は、人口減少と高齢化があまりに

急速に進むことに留意する必要がある。日本の人口は、このままでは約 100 年後（2100 

年）には 5,000 万人を切ることが推計されている。1911 年（明治 44 年）には同じよう

な人口であったのだから、昔に戻るけではないかという意見もある。しかし、こうした

意見は、高齢化の問題を度外視している。1911 年頃の日本は高齢化率（65 歳以上人口

割合）が５％程度であったのに対し、2100 年の日本は 40％を超える水準にまで高齢化率

が高まっているのである。 

 

（２）地方では、地域経済社会の維持が重大な局面を迎える。 

人口減少によって経済規模の縮小がいったん始まると、それが更なる縮小を招くとい

う「縮小スパイラル」に陥るリスクがある。特に人口急減に直面している地方では、深

刻な事態が生じるおそれがある。地方の人口急減は労働力人口の減少や消費市場の縮小

を引き起こし、地方の経済規模を縮小させる。そして、それが社会生活サービスの低下

を招き、更なる人口流出を引き起こすという悪循環である。こうした悪循環に陥ると、

地域経済社会は急速に縮小していくこととなる。国土交通省が平成 26 年７月４日に発表

した「国土のグランドデザイン 2050～対流促進型国土の形成～」では、人口減少がこの

まま進むと、2050 年には、現在人が住んでいる居住地域のうち６割以上の地域で人口が

半分以下に減少し、さらに２割の地域では無居住化すると推計されている。過疎地域に

おいては、日常の買い物や医療など地域住民の生活に不可欠な生活サービスをいかに確

保していくかが、周辺集落を含め地域全体を維持する上で最も大きな課題となってくる。
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都市における影響も大きい。都市機能の維持には一定の人口規模が必要とされるが、

例えば、三大都市圏を除いた 36 の道県において人口 30 万人以上の都市は現在 61 ある

のに対し、2050 年には 43（およそ各県当たり１ずつ）に減少することが予測 6されてい

る。都市機能を支えるサービス産業が成立しなくなり、第３次産業を中心に、雇用機会

の大幅な減少や都市機能の低下が生ずるおそれがある。そうなると、ますます若年層の

流出が進み、地方の衰退を加速してしまうこととなる。このように人口減少は、地域経

済社会に甚大な影響を与えていくこととなる。 

Ⅲ．目指すべき将来の方向 
１．（略） 
２．地方創生がもたらす日本社会の姿 
（１）自らの地域資源を活用した、多様な地域社会の形成を目指す。 
 
○ まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 26 年 12 月 27 日閣議決定）（抜粋） 

まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第８条の規定に基づき、まち・ひと・

しごと創生総合戦略を別紙のとおり定める。 

 

別紙 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

１．人口減少と地域経済縮小の克服 

○ 我が国は、2008 年をピークとして人口減少局面に入っている。今後、2050 年には

9,700 万人程度となり、2100 年には 5,000 万人を割り込む水準にまで減少するとの

推計がある。加えて、地方と東京圏の経済格差拡大等が、若い世代の地方からの流

出と東京圏への一極集中を招いている。首都圏への人口集中度が約３割（東京都、

埼玉県、千葉県及び神奈川県の一都三県の数値）という実態は、諸外国に比べても

圧倒的に高い。地方の若い世代が、過密で出生率が極めて低い東京圏をはじめとす

る大都市部に流出することにより、日本全体としての少子化、人口減少につながっ

ている。 

○ 人口減少は、地域経済に、消費市場の規模縮小だけではなく、深刻な人手不足を

生み出しており、それゆえに事業の縮小を迫られるような状況も広範に生じつつあ

る。こうした地域経済の縮小は、住民の経済力の低下につながり、地域社会の様々

な基盤の維持を困難としている。2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開

催を前に、東京一極集中と地方からの人口流出はますます進展している。 

○ このように、地方は、人口減少を契機に、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地

域経済の縮小が人口減少を加速させる」という負のスパイラル（悪循環の連鎖）に

陥るリスクが高い。そして、このまま地方が弱体化するならば、地方からの人材流

入が続いてきた大都市もいずれ衰退し、競争力が弱まることは必至である。 

人口減少を克服し、地方創生を成し遂げるため、以下の基本的視点から、人口、

経済、地域社会の課題に対して一体的に取り組むことが何よりも重要である。 
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① 「東京一極集中」を是正する。 

地方から東京圏への人口流出に歯止めをかけ、「東京一極集中」を是正するた

め、「しごとの創生」と「ひとの創生」の好循環を実現するとともに、東京圏の

活力の維持・向上を図りつつ、過密化・人口集中を軽減し、快適かつ安全・安

心な環境を実現する。 

②  若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。 

 人口減少を克服するために、若い世代が安心して就労し、希望通り結婚し、

妊娠・出産・子育てができるような社会経済環境を実現する。 

③ 地域の特性に即して地域課題を解決する。 

      人口減少に伴う地域の変化に柔軟に対応し、中山間地域をはじめ地域が直 面

する課題を解決し、地域の中において安全・安心で心豊かな生活が将来にわた

って確保されるようにする。 

 

Ⅲ．今後の施策の方向 

２．政策パッケージ 

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携す

る 

(イ)地方都市における経済・生活圏の形成 

【施策の概要】 

多くの地方都市では、これまで郊外開発が進み市街地が拡散してきたが、今後

は急速な人口減少が見込まれ、拡散した市街地で居住の低密度化が進み、生活サ

ービス機能の維持が困難になることが懸念されている。 

そのため、医療・福祉・商業等の生活サービス機能や居住の誘導による都市の

コンパクト化と公共交通網の再構築をはじめとする周辺等の交通ネットワーク形

成により、高齢者や子育て世代にとって、安心して暮らせる健康で快適な生活環

境の実現、財政面及び経済面において持続可能な都市経営等を推進していく。 

そうした都市を形成することで、地方都市が中山間地域等の生活機能のバック

アップとなりつつ、大都市圏への人口流出のダム機能を発揮することを目指す。 

また、地方都市の拠点となる中心市街地等において、複合的な機能の整備支援

の充実を図るとともに、空き店舗の解消等を促進する。 

こうした観点から、国が 2020 年までに達成すべき具体的な重要業績評価指標

（KPI）を以下のとおり設定するが、各地方公共団体が策定する「地方版総合戦略」

を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。 

 

○ まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）（平成 27 年 12 月 24 日閣議決定）（抜

粋） 

Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基本方針 

１．（略） 

２．まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 
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（１）～（４） （略） 

（５）結果重視 

効果検証の仕組みを伴わないバラマキ型の施策は採用せず、明確な PDCA メカニズム

の下に、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により検

証し、必要な改善等を行う。 

すなわち、目指すべき成果が具体的かつ適切な数値で示され、その成果が事後的に

検証できるようになっていなければならない。また、成果の検証結果により取組内容

の変更や中止の検討が行われるプロセスを組み込むことにより、その検証や継続的な

取組改善が容易に可能である必要がある。 

３．（略） 

Ⅲ．今後の施策の方向 

１.・２．（略） 

３．政策 パッケージ 

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

（ア） まちづくり・地域連携 

A まちづくりにおける地域連携の推進 

【施策の概要】 

地方では、人口の流出が続き、地域経済の縮小、生活の利便性の低下等が問題となって

おり、それぞれの地域ごとに人口の流出に歯止めをかけ、活力ある経済・生活圏の形成の

ための地域連携を推進することが課題となっている。このため、人口 20 万人以上の市を中

心として、経済成長の牽引、高次の都市機能の集積・強化、生活関連機能サービスの向上

の機能を備えた連携中枢都市圏を新たに形成し、人口減少社会においても一定の人口を確

保し、活力ある社会経済の維持に取り組んでいく。 

連携中枢都市圏の推進に当たっては、人口や行政サービス、生活基盤等の面だけでなく、

経済・雇用や都市構造の面も重視した連携を構築する。 

なお、新たな都市圏の形成は、地方の自主性に基づくものであることを尊重する。 

また、人口５万人程度以上の市を中心として、2009 年度から、市町村が連携して相互に

役割分担しつつ圏域の生活関連機能を維持・向上させ、人口のダム機能を果たすことを目

的とする定住自立圏の取組が行われてきた。 

この定住自立圏については、その果たすべき人口のダム機能に関する検証を十分に行い、

人口減少克服の観点から地域連携が有効に機能する仕組みを構築する。 

【主な重要業績評価指標】 

■連携中枢都市圏の形成数：30 圏域を目指す（2015 年 10 月時点４圏域） 

■定住自立圏の協定締結等圏域数：140 圏域を目指す（2015 年 10 月時点 95 圏域） 

【主な施策】 

◎ (4)-(ア)-A-① 連携中枢都市圏の形成 

  （略） 

◎ (4)-(ア)-A-② 定住自立圏の形成の促進 

2015 年 10 月現在、95 圏域において定住自立圏が形成されており、取組が着実に広が
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っている。また、定住自立圏の先行実施圏域（21 圏域）では、取組前後の圏域人口を比

較すると、社会増となったのが２圏域、社会減が緩和したのが 17 圏域となっており、こ

の取組の効果が見られる。 

（注）下線は当省が付した。 
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Ⅱ 調査の結果 

１ 人口移動の状況及びその要因等 

調査の結果 説明図表番号

全国の市区町村を、大都市圏と地方圏（注 1）に区分し、地方圏を、地方都

市とその他の市区町村（周辺等市町村）に区分し、さらに、大都市圏、地方

圏それぞれについて、政令指定都市又は東京都特別区への通勤通学者の割合

が一定以上の市区町村を、それぞれ大都市通勤圏、政令市通勤圏（注 2）とし

て区分し、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」（総務省

自治行政局。以下「住民基本台帳調査」という。）の平成 24 年から 26 年ま

でのデータ及び「住民基本台帳人口移動報告」（総務省統計局）参考表の 24

年から 27 年までのデータ（注 3）を基に、社会増減、人口移動の状況等を分

析した。 

また、地方都市 262 市に対して、社会増減の要因、これまで取り組んだ人

口等の増加・維持に効果のあった施策などについて書面調査を実施し、分析

した。 

（注 1）「大都市圏」とは、国土利用計画に基づく三大都市圏の区域内に所在する市区町村で

地方都市に該当しない市区町村をいい、「地方圏」とは、大都市圏の区域外の市区町村

をいう。 

（注 2）「大都市通勤圏」とは、大都市圏の区域内に所在する市区町村で、大都市圏の区域内

に所在する政令指定都市、東京都特別区及びこれらの市区への通勤通学者の割合が 10％

以上となる市区町村をいう。 

「政令市通勤圏」とは、地方圏の区域内に所在する市区町村で、政令指定都市、東京

都特別区及びこれらの市区への通勤通学者の割合が 1.5％以上の市区町村並びにこれら

の市区町村に囲まれている市区町村をいう。 

（注 3）住民基本台帳調査においては、住民基本台帳制度の改正を踏まえ、平成 24 年から外

国人住民を集計対象とする変更が行われている（これにより平成 24 年は全国で約 200

万人の社会増となっている）ことから、本結果報告書では、この集計対象の変更による

影響を除いて分析を行うため、住民基本台帳調査の日本人住民のデータを用いている。 

また、住民基本台帳人口移動報告の参考表は、日本人の国内移動の実態を取りまとめ

たものである。 

さらに、「住民基本台帳調査の転入・転出者」及び「住民基本台帳人口移動報告の移

動者」はともに、住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）の規定による転入届等を基

にしているため、本結果報告書の移動者数及び転入・転出者数（転入・転出者数を元に

算出した社会増減の数も含む。）には、政令指定都市内の行政区から行政区への移動者

（転入・転出者）も含まれている。一方、市区町村数については、東京都特別区は 23

市区町村として集計しているが、政令指定都市は、行政区単位ではなく、市単位で集計

している（例：横浜市の行政区は 18 区あるが、横浜市 1市として集計）。 
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（分析結果） 

(1) 人口移動の状況 

ア 社会増減 

(ｱ) 大都市圏・地方圏別の社会増減 

平成 24 年から 26 年までの 3年間の社会増減をみると、大都市圏で

は 26.1 万人（0.4％）の増（注 1）、地方圏では 31.2 万人（0.5％）の

減となっている。さらに、大都市圏を東京圏、名古屋圏及び大阪圏（注

2）に、地方圏を地方都市・周辺等市町村にそれぞれ区分してみると、

東京圏では 27.0 万人（0.8％）の増、名古屋圏では 0.3 万人（0.0％）

の増、大阪圏では 1.2 万人（0.1％）の減、地方都市では 12.3 万人

（0.3％）の減、周辺等市町村では 18.8 万人（0.8％）の減となって

いる。 

また、3 年連続で社会減の市区町村数をみると、大都市圏では 453

市区町村のうち 220 市区町村（48.6％）と約半数、地方圏では 1,288

市区町村のうち 873 市区町村（67.8％）と約 7割、さらに、大都市圏

を東京圏、名古屋圏及び大阪圏に、地方圏を地方都市・周辺等市町村

に区分してみると、東京圏では 207 市区町村のうち 76 市区町村

（36.7％）、名古屋圏では 106 市区町村のうち 50 市区町村（47.2％）、

大阪圏では 140 市区町村のうち 94 市区町村（67.1％）、地方都市では

262 市のうち 191 市（72.9％）、周辺等市町村では 1,026 市区町村のう

ち 682 市区町村（66.5％）となっている。 

（注 1）本項目では、別途単位を表記している場合を除き、人数表記は千人未満を切

捨てしたものを、％表記は小数第 2位を四捨五入したものを記載している。 

（注 2）「東京圏」は、大都市圏のうち、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区

域内に所在する市区町村を、「名古屋圏」は、大都市圏のうち、岐阜県、愛知県

及び三重県の区域内に所在する市区町村を、「大阪圏」は、大都市圏のうち、京

都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域内に所在する市区町村をいう。 
 

(ｲ) 通勤圏・通勤圏外別の社会増減 

① 平成 24 年から 26 年までの 3 年間の社会増減について、大都市圏

を大都市通勤圏・大都市通勤圏外別にみると、大都市通勤圏では

30.2 万人（0.6％）の増、大都市通勤圏外では 4.0 万人（0.8％）の

減となっている。また、3 年連続で社会減の市区町村数は、大都市

通勤圏では 295 市区町村のうち 109 市区町村（36.9％）、大都市通

勤圏外では 158 市区町村のうち 111 市区町村（70.3％）となってい

る。 

② 地方圏を政令市通勤圏・政令市通勤圏外別にみると、政令市通勤

圏では1.6万人（0.1％）の増、政令市通勤圏外では32.8万人（0.8％）

の減となっている。また、3 年連続で社会減の市区町村数は、政令
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市通勤圏では 256 市区町村のうち 135 市区町村（52.7％）、政令市

通勤圏外では 1,032 市区町村のうち 738 市区町村（71.5％）となっ

ている。 

③ 地方圏のうち地方都市を政令市通勤圏・政令市通勤圏外別にみる

と、政令市通勤圏では 2.9 万人（0.2％）の増、政令市通勤圏外で

は 15.3 万人（0.6％）の減となっている。また、3 年連続で社会減

の市区町村数は、政令市通勤圏では 70 市区町村のうち 41 市区町村

（58.6％）、政令市通勤圏外では 192 市区町村のうち 150 市区町村

（78.1％）となっている。 

 

このように、全国では 1,741 市区町村のうち 1,093 市区町村

（62.8％）が 3年連続で社会減となっている中で、大都市圏では約半

数の市区町村が 3 年連続で社会減、地方圏では約 7 割の市区町村が 3

年連続で社会減であり、また、大都市圏・地方圏ともに通勤圏では、

それぞれ通勤圏外と比べて3年連続で社会減の市区町村の割合は小さ

い。一方、全国では 1,741 市区町村のうち 218 市区町村（12.5％）が

3 年連続で社会増となっている中で、大都市通勤圏では 295 市区町村

のうち 102 市区町村（34.6％）、大都市通勤圏外では 158 市区町村の

うち 15 市区町村（9.5％）、政令市通勤圏では 256 市区町村のうち 44

市区町村（17.2％）、政令市通勤圏外では 1,032 市区町村のうち 57 市

区町村（5.5％）が社会増であり、大都市圏・地方圏ともに通勤圏で

は、それぞれ通勤圏外と比べて 3年連続で社会増の市区町村の割合は

大きい。 

 

イ 人口移動 

人口移動について、平成 24 年から 27 年までの 4年間の年平均移動者

数を基に分析した結果は次のとおりである。 

(ｱ) 大都市圏・地方圏等別の人口移動 

① 大都市圏では、266.7 万人が他の市区町村に移動しており、地方

圏へ 31.0 万人（うち地方都市へ 27.2 万人、周辺等市町村へ 3.8 万

人）、大都市圏内の他の市区町村へ 203.1 万人が移動していた。 

これに転入・転出者数が極めて少ないため個人が特定される可能

性があるとして統計上秘匿処理されている者（注）を勘案すると、

移動者数は、地方圏へ31.0万人から63.6万人（うち地方都市へ27.2

万人から 51.1 万人、周辺等市町村へ 3.8 万人から 28.5 万人）、大

都市圏内の他の市区町村へ203.1万人から235.7万人までの範囲と

なり、大都市圏内での移動者が最も多い。一方、地方都市への移動

者と周辺等市町村への移動者とを比較すると、周辺等市町村への移
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動者の最大値 28.5 万人は、地方都市への移動者の最小値 27.2 万人

を計算上は上回るものの、どちらへの移動者が多いか確定するた

め、東京圏に 1都 3 県（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）の

区域内に所在する地方都市5市を含めた人口移動の状況や当該5市

の移動者数を踏まえて分析すると、大都市圏からは、周辺等市町村

よりも地方都市への移動者が多い。 

② 地方圏では、232.8 万人が他の市区町村に移動しており、大都市

圏へ 39.0 万人、地方圏内の他の市区町村へ 143.2 万人が移動して

いた。 

これに秘匿処理されている者を勘案すると、移動者数は、大都市

圏へ 39.0 万人から 73.4 万人、地方圏内の他の市区町村へ 143.2 万

人から 191.9 万人までの範囲となり、地方圏内での移動者が最も多

い。 

③ 地方圏を地方都市・周辺等市町村別にみると、次のとおりであっ

た。 

ⅰ）地方都市では、157.2 万人が他の市区町村に移動しており、大

都市圏へ 34.0 万人、周辺等市町村へ 27.0 万人、他の地方都市へ

72.3 万人が移動していた。 

これに秘匿処理されている者を勘案すると、移動者数は、大都

市圏へ 34.0 万人から 57.8 万人、周辺等市町村へ 27.0 万人から

50.8 万人、他の地方都市へ 72.3 万人から 96.1 万人までの範囲と

なり、他の地方都市への移動者が最も多い。 

ⅱ）周辺等市町村では、75.6 万人が他の市区町村に移動しており、

地方都市へ 29.9 万人、大都市圏へ 5.0 万人、他の周辺等市町村

へ 13.9 万人が移動していた。 

これに秘匿処理されている者を勘案すると、移動者数は、地方

都市へ 29.9 万人から 53.8 万人、大都市圏へ 5.0 万人から 31.7

万人、他の周辺等市町村へ 13.9 万人から 38.7 万人までの範囲と

なり、大都市圏への移動者の最大値 31.7 万人は、地方都市への

移動者の最小値 29.9 万人を計算上は上回るものの、1都 3県にお

ける人口移動の状況や 1都 3県内の地方都市 5市の移動者数を踏

まえると、周辺等市町村からは、大都市圏よりも地方都市への移

動者が多い。 

④ 転入超過が続いている東京圏について、平成 24 年から 27 年まで

の人口移動の状況をみると、東京圏への移動者は 26 年に減少した

ものの 27 年は対 24 年比で 5.0 万人の増であり、東京圏からの移動

者は増減はあるものの27年は対 24年比で 0.1万人の減となってい

る。また、転入超過数は 24 年が 6.8 万人であるのに対して、27 年

掲） 
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は 11.9 万人と約 1.8 倍になっていた。 

ⅰ）東京圏への移動者数について分析したところ、176.6 万人が他

の市区町村から移動してきており、東京圏内の他の市区町村から

123.7 万人、地方都市から 20.3 万人、大阪圏から 6.0 万人、周辺

等市町村から 3.0 万人、名古屋圏から 2.4 万人が移動していた。 

これに秘匿処理されている者を勘案すると、移動者数は、東京

圏内の他の市区町村から 123.7 万人から 142.6 万人、地方都市か

ら 20.3 万人から 41.2 万人、大阪圏から 6.0 万人から 14.5 万人、

周辺等市町村から 3.0 万人から 24.0 万人、名古屋圏から 2.4 万

人から 7.6 万人までの範囲となり、東京圏内の他の市区町村から

の移動者が最も多い。一方、地方都市からの移動者と周辺等市町

村からの移動者を比較すると、周辺等市町村からの移動者の最大

値 24.0 万人は、地方都市からの移動者の最小値 20.3 万人を計算

上は上回るものの、1 都 3 県における人口移動の状況や 1 都 3 県

内の地方都市 5市の移動者数を踏まえると、東京圏へは、東京圏

内の他の市区町村からに次いで地方都市からの移動者が多い。 

ⅱ）東京圏からの移動者数について分析したところ、166.7 万人が

他の市区町村に移動しており、東京圏内の他の市区町村へ 123.7

万人、地方都市へ 15.3 万人、大阪圏へ 4.5 万人、周辺等市町村

へ 2.2 万人、名古屋圏へ 1.9 万人が移動していた。 

これに秘匿処理されている者を勘案すると、移動者数は、東

京圏内の他の市区町村へ 123.7 万人から 142.6 万人、地方都市

へ 15.3 万人から 34.2 万人、大阪圏へ 4.5 万人から 12.7 万人、

周辺等市町村へ 2.2 万人から 21.0 万人、名古屋圏へ 1.9 万人か

ら 7.1 万人までの範囲となり、東京圏内の他の市区町村への移

動者が最も多い。 

（注）住民基本台帳人口移動報告の参考表では、前住市区町村（又は現住市区町村）

別に男女計の年齢階級計の移動者数が極めて少ない市区町村は、「その他の区」、

「その他の市町村」又は「その他の県」という形で市区町村名が秘匿処理され

ている。このため、移動先が特定できる移動者を合計しても移動者の総計と一

致しない。 

 

(ｲ) 通勤圏・通勤圏外別の人口移動 

① 政令市通勤圏では、104.6 万人が他の市区町村に移動しており、

政令市通勤圏内の他の市区町村へ 55.0 万人、政令市通勤圏外へ

13.6 万人、大都市圏へ 21.1 万人が移動していた。 

これに秘匿処理されている者を勘案すると、移動者数は、政令市

通勤圏内の他の市区町村へ 55.0 万人から 69.8 万人、政令市通勤圏

外へ 13.6 万人から 28.4 万人、大都市圏へ 21.1 万人から 35.9 万人
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までの範囲となり、政令市通勤圏内の他の市区町村への移動者が最

も多い。 

② 政令市通勤圏を地方都市・周辺等市町村別にみると、次のとおり

であった。 

ⅰ）政令市通勤圏内の地方都市では、79.2 万人が他の市区町村に移

動しており、大都市圏へ 18.5 万人、周辺等市町村へ 11.4 万人（う

ち政令市通勤圏内へ 8.3 万人、政令市通勤圏外へ 3.0 万人）、他

の地方都市へ 41.7 万人（うち政令市通勤圏内へ 33.2 万人、政令

市通勤圏外へ 8.5 万人）が移動していた。 

これに秘匿処理されている者を勘案すると、移動者数は、大都

市圏へ 18.5 万人から 26.0 万人、周辺等市町村へ 11.4 万人から

18.9 万人（うち政令市通勤圏内へ 8.3 万人から 15.4 万人、政令

市通勤圏外へ 3.0 万人から 10.5 万人）、他の地方都市へ 41.7 万

人から 49.2 万人（うち政令市通勤圏内へ 33.2 万人から 40.7 万

人、政令市通勤圏外へ 8.5 万人から 16.0 万人）までの範囲とな

り、他の地方都市への移動者が最も多く、その中でも政令市通勤

圏内の他の地方都市への移動者が最も多い。 

ⅱ）政令市通勤圏内の周辺等市町村では、25.4 万人が他の市区町村

に移動しており、地方都市へ 10.0 万人（うち政令市通勤圏内へ

8.5 万人、政令市通勤圏外へ 1.4 万人）、大都市圏へ 2.5 万人、他

の周辺等市町村へ 5.4 万人（うち政令市通勤圏内へ 4.9 万人 、

政令市通勤圏外へ 0.5 万人）が移動していた。 

これに秘匿処理されている者を勘案すると、移動者数は、地方

都市へ 10.0 万人から 17.3 万人（うち政令市通勤圏内へ 8.5 万人

から 15.8 万人、政令市通勤圏外へ 1.4 万人から 8.7 万人）、大都

市圏へ 2.5 万人から 9.8 万人、他の周辺等市町村へ 5.4 万人から

12.7 万人（うち政令市通勤圏内へ 4.9 万人から 12.0 万人、政令

市通勤圏外へ 0.5 万人から 7.8 万人）までの範囲となり、大都市

圏より地方都市への移動者が多い。 

③ 大都市通勤圏、大都市通勤圏外及び政令市通勤圏外について、人

口移動の状況をみたところ、次のとおりであった。 

ⅰ）大都市通勤圏及び政令市通勤圏外では、秘匿処理されている者

を勘案すると、それぞれ同一圏内の他の市区町村への移動者が最

も多い。 

ⅱ）政令市通勤圏外の地方都市では、秘匿処理されている者を勘案

すると、大都市圏へ15.4万人から31.7万人、周辺等市町村へ15.6

万人から 31.9 万人（うち政令市通勤圏内へ 1.7 万人から 8.8 万

人、政令市通勤圏外へ 13.8 万人から 30.1 万人）、他の地方都市
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へ 30.6 万人から 46.9 万人（うち政令市通勤圏内へ 10.7 万人か

ら 18.5 万人、政令市通勤圏外へ 19.9 万人から 35.9 万人）まで

の範囲となり、周辺等市町村への移動者の最大値 31.9 万人は、

地方都市への移動者の最小値 30.6 万人（うち政令市通勤圏内

10.7 万人、政令市通勤圏外 19.9 万人）を計算上 1.3 万人上回る

ものの、移動先が特定されている者の状況をも踏まえると、他の

地方都市への移動者が最も多いと推定され、地方都市の中では政

令市通勤圏よりも政令市通勤圏外の他の地方都市への移動者の

方が多い。 

ⅲ）政令市通勤圏外の周辺等市町村では、秘匿処理されている者を

勘案すると、地方都市へ 19.8 万人から 39.2 万人（うち政令市通

勤圏内へ 4.3 万人から 12.2 万人、政令市通勤圏外へ 15.4 万人か

ら 31.5 万人）、大都市圏へ 2.4 万人から 21.8 万人、他の周辺等

市町村へ 8.4 万人から 27.9 万人（うち政令市通勤圏内へ 0.8 万

人から 7.9 万人、政令市通勤圏外へ 7.6 万人から 25.3 万人）ま

での範囲となり、大都市圏への移動者の最大値 21.8 万人は、地

方都市への移動者の最小値 19.8 万人を計算上 2.0 万人上回るも

のの、移動先が特定されている者の状況をも踏まえると、大都市

圏より地方都市への移動者が多いと推定される。 

ⅳ）大都市通勤圏外では、どこへの移動者が最も多いか、また、大

都市通勤圏及び大都市通勤圏外では、地方圏への移動者のうち地

方都市と周辺等市町村のどちらへの移動者が多いかについても

みたところ、いずれも秘匿処理されている者を勘案すると判断困

難であった。 

 

地方都市への移動者は、秘匿処理されている者も含め、全国の年平均

移動者数 499.5 万人のうち 30.7％に当たる 153.4 万人であり、上記のと

おり、周辺等市町村からの移動先は地方都市が最も多いこと、地方都市

からの移動先は他の地方都市が最も多いことなどを踏まえると、地方都

市は、地方圏における人口移動の受け皿として一定の役割を果たしてい

るものと考えられる。 

一方、転入超過が続いている東京圏への他の圏域からの移動者は、地

方都市からが最も多い状況である。また、周辺等市町村からの移動者は、

東京圏への年平均移動者 176.6 万人のうち 3.0 万人（秘匿処理されてい

る者を勘案しても最大 24.0 万人）のみとなっている。 

こうしたことから、地方圏における周辺等市町村からの人口移動の受

け皿となっており、今後の地域活性化や東京圏への人口の過度の集中を

是正する観点から、地方都市の役割が重要と考えられる。 
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(2) 地方都市における人口の増減要因等 

ア 人口指標と経済指標の相関関係 

地方都市 262 市について、人口指標（注 1）といくつかの経済指標のそ

れぞれの増減率との相関関係を分析したところ、相関係数（注 2）は、そ

れぞれ就業者数（注 3）0.89、卸売業・小売業の事業所数（注 4）0.66、同

従業員数（注 4）0.59 などとなっており、これらの指標と人口指標との

間には一定の相関があると考えられる。 

（注 1）平成 16 年及び 24 年の住民基本台帳調査における日本人人口の増減率である。

なお、就業者の増減率との相関関係の分析では、同一の期間における相関関係を

分析するため、平成 12 年及び 22 年国勢調査における人口の増減率を使用してい

る。 

（注 2）相関係数は 2 つの変量（本調査では人口指標と経済指標）の関係性を表す数値

であり、1に近いと正の相関（例：人口指標が増加すると経済指標も増加する）が

強く、-1 に近いと負の相関（例：人口指標が増加すると経済指標が減少する）が

強いことを示す。 

（注 3）平成 12 年及び 22 年国勢調査における常住地における 15 歳以上就業者数の増減

率である。 

（注 4）平成 16 年の商業統計調査及び平成 24 年の経済センサス－活動調査の卸売業・

小売業における事業所数及び従業員数の増減率である。 

イ 人口等の増減要因 

地方都市 262 市に対して、書面調査により、人口及び就業者数の増減

要因を聴取（複数回答）した結果は次のとおりである。 

(ｱ) 人口の社会増減の要因 

①  社会増減の要因については、「しごとの増減の影響」と回答した

市が 162 市と最も多く、次いで「ひとに対するサービスの影響」が

94 市、「まちづくりの影響」が 47 市などとなっている。 

② 地方都市 262 市のうち、平成 16 年と比較して 24 年に人口が社会

増となっている 60 市についてみると、 

ⅰ) 「しごとの増減の影響」と回答した市が 27 市あり、その具体

的な内容として、企業・事業所の進出（17 市）、地元企業の業績

好調（7 市）などの回答があった。 

ⅱ) 次いで、「まちづくりの影響」と回答した市が 27 市あり、その

具体的な内容として、土地区画整理（14 市）、居住支援（14 市）

などの回答があった。 

ⅲ) また、「ひとに対するサービスの影響」と回答した市が 25 市あ

り、その具体的な内容として、子育て環境の充実（19 市）、医療・

福祉の充実（7市）、教育文化の充実（6 市）との回答があった。 

③ 一方、平成16年と比較して24年に人口が社会減となっている202

市についてみると、 
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ⅰ) 「しごとの増減の影響」と回答した市が 135 市と最も多く、そ

の具体的な内容として、企業・事業所の撤退（43 市）、雇用のミ

スマッチ（40 市）、地場産業等の衰退（事業規模縮小）（29 市）

などの回答があった。 

ⅱ) 次いで、「ひとに対するサービスの影響」と回答した市が 69

市あり、その具体的な内容として、教育文化の不足（60 市）、子

育て環境の不足（5 市）、医療・福祉の不足（3 市）などの回答

があった。 

ⅲ) また、「まちづくりの影響」と回答した市が 20 市あり、その具

体的な内容として、交通不便（11 市）、近隣市で宅地開発（5市）、

近隣市に比べて地価が高いこと（4 市）などの回答があった。 

ⅳ）なお、「災害による影響」と回答した市が 22 市あった。 

 

(ｲ) 就業者の増減要因 

①  就業者の増減要因については、「企業・事業所の進出・撤退」と

回答した市が 112 市と最も多く、次いで「担い手・後継者の充足・

不足」が 109 市、「景気の影響」が 88 市、「繁華街・商店街の繁栄・

衰退」が 85 市などとなっている。 

②  地方都市 262 市のうち、平成 12 年と比較して 22 年に就業者が増

加した 22 市についてみると、 

ⅰ）「企業・事業所の進出」と回答した市が 15 市と最も多くなって

いる。 

ⅱ）次いで、「定住人口・観光客の増加」と回答した市が 8 市あり、

その具体的な内容として、交通網の整備（2市）、宅地造成（2市）

などの回答があった。 

③ 一方、平成 12 年と比較して 22 年に就業者が減少した 240 市につ

いてみると、 

ⅰ）「担い手・後継者の不足」と回答した市が 108 市と最も多くな

っている。 

ⅱ）次いで、「企業・事業所の撤退」と回答した市が 96 市となって

いる。 

ⅲ）「景気」と回答した市が 86 市あり、その具体的な内容として、

リーマンショックの影響（31 市）などの回答があった。 

ⅳ）「繁華街・商店街の衰退」と回答した市が 84 市あり、その具体

的な内容として、郊外店出店の影響（14 市）、市中心部からの大

型店撤退の影響（6 市）などの回答があった。 
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(3) 地方都市における人口等の増加・維持のための取組の状況   

地方都市 262 市に対して、書面調査により、人口等の増加・維持に効果

があった施策について、地域活性化 3計画に基づく施策とそれ以外の施策

とに分けて聴取（複数回答）し、あわせて、今後実施予定の施策について

も聴取した結果は、次のとおりである。 

ア 人口の増加・維持に効果のあった施策 

(ｱ) 地域活性化 3計画に基づく取組 

① 地域活性化 3計画については、255 市がいずれかの計画を作成し

ており（地域再生計画 222 市、都市再生整備計画 233 市、中心市街

地活性化基本計画 87 市）、このうち 7 割に当たる 177 市がこれら計

画に基づく取組により、人口の増加・維持に効果があったと回答し

ている。 

② 効果があったと回答した 177 市に対して、どの分野の施策が効果

があったかについてみると、  

ⅰ) 「まち」に関する施策と回答した市が 145 市と最も多く、その

具体的な内容は、道路（60 市）、公園（56 市）、土地高度利用（53

市）などとなっている。 

ⅱ) 次いで、「しごと」に関する施策と回答した市が 77 市あり、そ

の具体的な内容は、就労支援・就職促進（33 市）、起業支援・新

規商品開発（29 市）、企業誘致（13 市）などとなっている。 

ⅲ) また、「ひと」に関する施策と回答した市が 60 市あり、その具

体的な内容は、子育て支援（35 市）、教育文化（25 市）、医療・

高齢者等福祉（22 市）などとなっている。 

 

(ｲ) 地域活性化 3計画以外の取組 

地域活性化 3 計画以外の取組により、人口の増加・維持に効果があ

ったと回答した市が 209 市あり、どの分野の施策が効果があったかに

ついてみると、 

ⅰ）「しごと」に関する施策と回答した市が 164 市と最も多く、そ

の具体的な内容は、企業誘致（142 市）、就労支援・就職促進（47

市）、起業支援・新規商品開発（35 市）などとなっている。 

ⅱ）次いで、「ひと」に関する施策と回答した市が 158 市あり、そ

の具体的な内容は、子育て支援（141 市）、医療・高齢者等福祉

（26 市）、教育文化（21 市）などとなっている。 

ⅲ）また、「まち」に関する施策と回答した市が 103 市あり、その

具体的な内容は、交通体系整備（40 市）、居住支援（34 市）、土

地高度利用（24 市）などとなっている。 
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イ 就業者の増加・維持に効果のあった施策 

(ｱ) 地域活性化 3計画に基づく取組 

① 地域活性化3計画のいずれかを作成している255市のうち4割に

当たる 109 市が、これらの計画に基づく取組により、就業者の増加・

維持に効果があったと回答している。 

② 効果があったと回答した 109 市に対して、その具体的な内容をみ

ると、就労支援・就職促進（54 市）、起業支援・新規商品開発（37

市）、企業誘致（20 市）などとなっている。 

   

(ｲ) 地域活性化 3計画以外の取組 

地域活性化 3 計画以外の取組により、就業者の増加・維持に効果が

あったと回答した市が171市あり、その具体的な内容は、企業誘致（120

市）、就労支援・就職促進（65 市）、起業支援・新規商品開発（36 市）

などとなっている。 

   

ウ 今後実施予定の取組等 

(ｱ) 今後実施予定の取組 

現在実施中又は今後実施予定の地域活性化に関する施策について聴

取したところ、該当する施策があると回答した市が 239 市あり、どの

分野の施策を現在実施中又は今後実施予定か聴取したところ、 

ⅰ）「しごと」に関する施策と回答した市が 205 市と最も多く、その具

体的な内容は、起業支援・新規商品開発（97 市）、企業誘致（95 市）、

就労支援・就職促進（67 市）などとなっている。 

ⅱ）次いで、「まち」に関する施策と回答した市が 173 市あり、その具

体的な内容は、交通体系整備（43 市）、道路（30 市）、土地高度利用

（25 市）などとなっている。 

ⅲ）また、「ひと」に関する施策と回答した市が 162 市あり、その具体

的な内容は、子育て支援施策（105 市）、教育文化（26 市）、医療・

高齢者等福祉（22 市）などとなっている。 

 

(ｲ) 国への意見・要望 

現在実施中又は今後実施予定の取組を推進するに当たっての国へ

の意見・要望について聴取したところ、意見・要望があると回答した

市が 101 市あり、その具体的な内容は、財政措置を求めるものが 76

市と最も多く、次いで税制上の優遇措置が 10 市、規制緩和が 8 市、

人的支援、国の機関等の移転、情報支援がそれぞれ 4 市などとなって

いる。 

意見の中には、地域再生計画と連動した支援措置である実践型地域
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雇用創造事業を活用する際に作成する書類の簡素化、窓口の一本化を

求めるものもあった（詳細は後述 3 エ参照）。 
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表1-(1)-①　社会増減

表1-(1)-①-ⅰ　社会増減
（単位：人）

平成24年度 25年 26年 24年度～26年

人口 126,659,683 126,393,679 126,434,634 －
転入 5,068,173 5,164,139 5,063,791 15,296,103
転出 5,137,166 5,201,248 5,102,734 15,441,148

その他記載 75,962 82,272 76,774 235,008
その他消除 46,855 51,727 42,132 140,714
社会増減数 -39,886 -6,564 -4,301 -50,751
社会増減率 -0.031% -0.005% -0.003% -0.040%

人口 59,889,619 59,927,776 60,019,680 －
転入 2,848,283 2,878,581 2,821,590 8,548,454
転出 2,797,064 2,802,043 2,739,328 8,338,435

その他記載 46,522 53,348 48,503 148,373
その他消除 30,485 37,469 29,114 97,068
社会増減数 67,256 92,417 101,651 261,324
社会増減率 0.112% 0.154% 0.169% 0.436%

人口 66,770,064 66,465,903 66,414,954 －
転入 2,219,890 2,285,558 2,242,201 6,747,649
転出 2,340,102 2,399,205 2,363,406 7,102,713

その他記載 29,440 28,924 28,271 86,635
その他消除 16,370 14,258 13,018 43,646
社会増減数 -107,142 -98,981 -105,952 -312,075
社会増減率 -0.160% -0.149% -0.160% -0.467%

人口 44,187,169 44,052,014 44,072,634 －
転入 1,507,821 1,567,257 1,540,783 4,615,861
転出 1,557,787 1,613,162 1,598,918 4,769,867

その他記載 20,240 19,716 19,844 59,800
その他消除 11,305 9,242 9,150 29,697
社会増減数 -41,031 -35,431 -47,441 -123,903
社会増減率 -0.093% -0.080% -0.108% -0.280%

人口 22,582,895 22,413,889 22,342,320 －
転入 712,069 718,301 701,418 2,131,788
転出 782,315 786,043 764,488 2,332,846

その他記載 9,200 9,208 8,427 26,835
その他消除 5,065 5,016 3,868 13,949
社会増減数 -66,111 -63,550 -58,511 -188,172
社会増減率 -0.293% -0.284% -0.262% -0.833%

(注)1　住民基本台帳調査に基づき、当省が作成した。

  「社会増減数」及び「社会増減率」は、次のとおり計算している。

 転入－転出＋その他記載-その他消除=社会増減数

 社会増減数/人口=社会増減率

 　また、平成24年度～26年は、3か年の社会増減数の合計を平成24年3月31日の人口で除したものである。

 　    「その他記載」及び「その他消除」は、転出入や出生・死亡以外の事由により職権により記載又は消除さ
      れた者の数を集計したものである。

    2　「転入」及び「転出」は、それぞれ、日本人の転入者（他の市区町村又は国外から転入し転入届により住
　　  民票に記載された者の数）及び転出者（他の市区町村又は国外に転出し転出届により住民票を消除された
      者の数）を集計したものである。

区分

全国

大都市圏

地方圏

地方都市

周辺等市町村

        なお、住民基本台帳調査では、平成26年調査（社会増減の調査期間としては平成25年）から、人口の調
      査期日を3月31日から1月1日に、転出入等の社会増減の調査期間を4月1日から3月31日までの期間から1月1
      日から12月31日までの期間に、それぞれ変更している。
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表1-(1)-①-ⅱ　社会増減数
（単位：人）  

（注）住民基本台帳調査に基づき、当省が作成した。

表1-(1)-①-ⅲ　社会増減率

（注）住民基本台帳調査に基づき、当省が作成した。
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注
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1
　

住
民

基
本

台
帳

調
査

に
基

づ
き

、
当

省
が

作
成

し
た

。

  
  

  
2
　

表
1
-
(1

)-
①

-
ⅰ

の
社

会
増

減
数

を
、

大
都

市
圏

（
東

京
圏

、
名

古
屋

圏
、

大
阪

圏
）
・
地

方
圏

（
地

方
都

市
、

周
辺

等
市

町
村

）
別

に
集

計
し

た
も

の
で

あ
る

。

  
  

  
3
　

「
（
う

ち
3
年

連
続

で
社

会
増

）
」
は

平
成

2
4
年

度
、

2
5
年

及
び

2
6
年

に
お

い
て

連
続

で
社

会
増

の
市

区
町

村
の

、
「
（
う

ち
3
年

連
続

で
社

会
減

）
」
は

同
期

間
に

お
い

て
連

続
で

社
会

減
の

市
区

町
村

の
、

「
（
う

ち
増

減
有

り
）
」
は

左
記

以
外

の
市

区
町

村
の

状
況

を
表

し
て

い
る

。

  
  

  
4
　

「
割

合
」
は

、
小

数
第

2
位

で
四

捨
五

入
し

て
い

る
た

め
、

「
（
う

ち
3
年

連
続

で
社

会
増

）
」
、

「
（
う

ち
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【参考】　都道府県別・通勤圏内外別の3年連続社会増減の状況 （単位：市区町村）

市区町村数 増 割合 減 割合
どちらで
もない

割合 市区町村数 増 割合 減 割合
どちらで
もない

割合

北海道 12 1 8.3% 9 75.0% 2 16.7% 167 4 2.4% 133 79.6% 30 18.0%

青森県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 40 1 2.5% 36 90.0% 3 7.5%

岩手県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 33 2 6.1% 25 75.8% 6 18.2%

宮城県 30 8 26.7% 11 36.7% 11 36.7% 5 0 0.0% 4 80.0% 1 20.0%

秋田県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 25 0 0.0% 23 92.0% 2 8.0%

山形県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 35 1 2.9% 28 80.0% 6 17.1%

福島県 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 58 1 1.7% 46 79.3% 11 19.0%

茨城県 15 4 26.7% 9 60.0% 2 13.3% 29 1 3.4% 23 79.3% 5 17.2%

栃木県 4 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% 21 2 9.5% 15 71.4% 4 19.0%

群馬県 3 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 32 3 9.4% 24 75.0% 5 15.6%

埼玉県 50 16 32.0% 20 40.0% 14 28.0% 13 1 7.7% 8 61.5% 4 30.8% ○

千葉県 37 11 29.7% 13 35.1% 13 35.1% 17 1 5.9% 15 88.2% 1 5.9% ○

東京都 48 35 72.9% 5 10.4% 8 16.7% 14 2 14.3% 6 42.9% 6 42.9% ○

神奈川県 26 7 26.9% 8 30.8% 11 42.3% 7 1 14.3% 5 71.4% 1 14.3% ○

新潟県 15 0 0.0% 12 80.0% 3 20.0% 15 1 6.7% 12 80.0% 2 13.3%

富山県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 15 0 0.0% 10 66.7% 5 33.3%

石川県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19 2 10.5% 11 57.9% 6 31.6%

福井県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17 1 5.9% 16 94.1% 0 0.0%

山梨県 4 0 0.0% 3 75.0% 1 25.0% 23 2 8.7% 16 69.6% 5 21.7%

長野県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 77 6 7.8% 33 42.9% 38 49.4%

岐阜県 5 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0% 37 3 8.1% 25 67.6% 9 24.3% ○

静岡県 15 1 6.7% 10 66.7% 4 26.7% 20 2 10.0% 14 70.0% 4 20.0%

愛知県 39 15 38.5% 8 20.5% 16 41.0% 15 5 33.3% 6 40.0% 4 26.7% ○

三重県 6 2 33.3% 3 50.0% 1 16.7% 23 3 13.0% 15 65.2% 5 21.7% ○

滋賀県 13 3 23.1% 8 61.5% 2 15.4% 6 0 0.0% 3 50.0% 3 50.0%

京都府 15 5 33.3% 5 33.3% 5 33.3% 11 0 0.0% 10 90.9% 1 9.1% ○

大阪府 43 6 14.0% 30 69.8% 7 16.3% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ○

兵庫県 19 4 21.1% 9 47.4% 6 31.6% 22 0 0.0% 20 90.9% 2 9.1% ○

奈良県 24 4 16.7% 14 58.3% 6 25.0% 15 0 0.0% 14 93.3% 1 6.7% ○

和歌山県 5 0 0.0% 4 80.0% 1 20.0% 25 3 12.0% 20 80.0% 2 8.0%

鳥取県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19 1 5.3% 12 63.2% 6 31.6%

島根県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 19 1 5.3% 15 78.9% 3 15.8%

岡山県 17 5 29.4% 5 29.4% 7 41.2% 10 0 0.0% 5 50.0% 5 50.0%

広島県 13 0 0.0% 7 53.8% 6 46.2% 10 0 0.0% 8 80.0% 2 20.0%

山口県 3 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 16 0 0.0% 9 56.3% 7 43.8%

徳島県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 24 2 8.3% 17 70.8% 5 20.8%

香川県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 17 1 5.9% 11 64.7% 5 29.4%

愛媛県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 20 3 15.0% 14 70.0% 3 15.0%

高知県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 34 2 5.9% 23 67.6% 9 26.5%

福岡県 57 11 19.3% 26 45.6% 20 35.1% 3 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3%

佐賀県 6 1 16.7% 1 16.7% 4 66.7% 14 0 0.0% 11 78.6% 3 21.4%

長崎県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 21 1 4.8% 17 81.0% 3 14.3%

熊本県 26 5 19.2% 15 57.7% 6 23.1% 19 0 0.0% 13 68.4% 6 31.6%

大分県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 18 0 0.0% 14 77.8% 4 22.2%

宮崎県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 26 3 11.5% 16 61.5% 7 26.9%

鹿児島県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 43 3 7.0% 32 74.4% 8 18.6%

沖縄県 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 41 7 17.1% 14 34.1% 20 48.8%

合計 551 146 26.5% 244 44.3% 161 29.2% 1,190 72 6.1% 849 71.3% 269 22.6%

（注）1　住民基本台帳調査に基づき、当省が作成した。　

      3　「通勤圏」は、大都市通勤圏及び政令市通勤圏内の市区町村を、「通勤圏外」は、大都市通勤圏外及び政令市通勤圏外の市区町村を表している。

区　分

通勤圏 通勤圏外

三大都市圏

      2　「増」及び「減」は、それぞれ平成24年度、25年及び26年において連続で社会増又は社会減の市区町村の数を表している。
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表
1
-
（
1
）
-
④

　
大

都
市

圏
・
地

方
圏

等
別

の
人

口
移

動
の

状
況

表
1
-
（
1
）
-
④

-
ⅰ
　
大

都
市

圏
・
地

方
圏

等
別

の
人

口
移

動
（
単
位
：
人
）

大
都

市
圏

地
方

圏
秘

匿
処

理

転
出

転
出

転
出

転
出

転
出

転
出

転
出

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

割
合

大
都

市
圏

1
,3
2
2
,6
7
0

5
6
.4
8
1
%

1
9
9
,5
6
5

8
.5
2
2
%

5
0
9
,0
7
2

2
1
.7
3
8
%

2
,0
3
1
,3
0
7

8
6
.7
4
1
%

2
7
2
,2
8
5

1
1
.6
2
7
%

3
8
,2
1
7

1
.6
3
2
%

3
1
0
,5
0
2

1
3
.2
5
9
%

2
,3
4
1
,8
0
9

1
0
0
%

3
2
5
,7
5
2

2
,6
6
7
,5
6
1

5
3
.3
9
6
%

転
入

割
合

8
4
.9
8
5
%

7
5
.2
3
5
%

8
4
.8
3
6
%

8
3
.8
8
0
%

2
1
.0
2
9
%

8
.5
2
7
%

1
7
.8
1
5
%

　
東

京
圏

1
,2
3
7
,9
9
3

8
3
.7
2
6
%

1
9
,2
3
8

1
.3
0
1
%

4
5
,5
1
6

3
.0
7
8
%

1
,3
0
2
,7
4
7

8
8
.1
0
5
%

1
5
3
,6
9
0

1
0
.3
9
4
%

2
2
,1
9
5

1
.5
0
1
%

1
7
5
,8
8
5

1
1
.8
9
5
%

1
,4
7
8
,6
3
2

1
0
0
%

1
8
8
,6
3
3

1
,6
6
7
,2
6
5

3
3
.3
7
3
%

転
入

割
合

7
9
.5
4
4
%

7
.2
5
3
%

7
.5
8
5
%

5
3
.7
9
5
%

1
1
.8
7
0
%

4
.9
5
2
%

1
0
.0
9
1
%

　
名

古
屋

圏
2
4
,1
8
0

9
.2
5
2
%

1
6
9
,0
0
7

6
4
.6
6
5
%

1
1
,2
2
4

4
.2
9
4
%

2
0
4
,4
1
1

7
8
.2
1
1
%

5
4
,1
9
1

2
0
.7
3
4
%

2
,7
5
7

1
.0
5
5
%

5
6
,9
4
8

2
1
.7
8
9
%

2
6
1
,3
5
9

1
0
0
%

5
2
,1
6
4

3
1
3
,5
2
3

6
.2
7
6
%

転
入

割
合

1
.5
5
4
%

6
3
.7
1
5
%

1
.8
7
0
%

8
.4
4
1
%

4
.1
8
5
%

0
.6
1
5
%

3
.2
6
7
%

　
大

阪
圏

6
0
,4
9
7

1
0
.0
5
2
%

1
1
,3
2
0

1
.8
8
1
%

4
5
2
,3
3
2

7
5
.1
6
1
%

5
2
4
,1
4
9

8
7
.0
9
4
%

6
4
,4
0
4

1
0
.7
0
2
%

1
3
,2
6
5

2
.2
0
4
%

7
7
,6
6
9

1
2
.9
0
6
%

6
0
1
,8
1
8

1
0
0
%

8
4
,9
5
5

6
8
6
,7
7
3

1
3
.7
4
7
%

転
入

割
合

3
.8
8
7
%

4
.2
6
8
%

7
5
.3
8
0
%

2
1
.6
4
4
%

4
.9
7
4
%

2
.9
6
0
%

4
.4
5
6
%

地
方

圏
2
3
3
,6
9
0

1
2
.8
2
0
%

6
5
,6
8
9

3
.6
0
4
%

9
0
,9
9
4

4
.9
9
2
%

3
9
0
,3
7
3

2
1
.4
1
6
%

1
,0
2
2
,5
1
2

5
6
.0
9
5
%

4
0
9
,9
5
0

2
2
.4
9
0
%

1
,4
3
2
,4
6
2

7
8
.5
8
4
%

1
,8
2
2
,8
3
5

1
0
0
%

5
0
5
,4
1
4

2
,3
2
8
,2
4
9

4
6
.6
0
4
%

転
入

割
合

1
5
.0
1
5
%

2
4
.7
6
5
%

1
5
.1
6
4
%

1
6
.1
2
0
%

7
8
.9
7
1
%

9
1
.4
7
3
%

8
2
.1
8
5
%

　
地

方
都

市
2
0
3
,0
6
6

1
5
.2
2
3
%

6
2
,0
0
4

4
.6
4
8
%

7
5
,2
3
1

5
.6
4
0
%

3
4
0
,3
0
1

2
5
.5
1
0
%

7
2
3
,4
5
1

5
4
.2
3
3
%

2
7
0
,2
2
4

2
0
.2
5
7
%

9
9
3
,6
7
5

7
4
.4
9
0
%

1
,3
3
3
,9
7
6

1
0
0
%

2
3
8
,2
2
1

1
,5
7
2
,1
9
7

3
1
.4
7
0
%

転
入

割
合

1
3
.0
4
7
%

2
3
.3
7
5
%

1
2
.5
3
7
%

1
4
.0
5
2
%

5
5
.8
7
4
%

6
0
.2
9
5
%

5
7
.0
1
1
%

　
周

辺
等

市
町

村
3
0
,6
2
4

6
.2
6
4
%

3
,6
8
5

0
.7
5
4
%

1
5
,7
6
3

3
.2
2
4
%

5
0
,0
7
2

1
0
.2
4
3
%

2
9
9
,0
6
1

6
1
.1
7
5
%

1
3
9
,7
2
6

2
8
.5
8
2
%

4
3
8
,7
8
7

8
9
.7
5
7
%

4
8
8
,8
5
9

1
0
0
%

2
6
7
,1
9
3

7
5
6
,0
5
2

1
5
.1
3
4
%

転
入

割
合

1
.9
6
8
%

1
.3
8
9
%

2
.6
2
7
%

2
.0
6
8
%

2
3
.0
9
7
%

3
1
.1
7
7
%

2
5
.1
7
5
%

総
計

（
転

入
）

1
,5
5
6
,3
6
0

2
6
5
,2
5
4

6
0
0
,0
6
6

2
,4
2
1
,6
8
0

1
,2
9
4
,7
9
7

4
4
8
,1
6
7

1
,7
4
2
,9
6
4

4
,1
6
4
,6
4
4

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

秘
匿

処
理

2
0
9
,8
0
0

5
1
,8
5
2

8
2
,4
3
8

3
4
4
,0
9
0

2
3
9
,6
0
0

2
4
7
,4
7
6

4
8
7
,0
7
6

8
3
1
,1
6
6

総
計

（
転

入
）

1
,7
6
6
,1
6
0

3
1
7
,1
0
6

6
8
2
,5
0
4

2
,7
6
5
,7
7
0

1
,5
3
4
,3
9
7

6
9
5
,6
4
3

2
,2
3
0
,0
4
0

4
,9
9
5
,8
1
0

1
0
0
%

（
秘

匿
処

理
も
含

め
た
全

体
）

3
5
.3
5
3
%

6
.3
4
7
%

1
3
.6
6
2
%

5
5
.3
6
2
%

3
0
.7
1
4
%

1
3
.9
2
5
%

4
4
.6
3
8
%

1
0
0
%

（
注

）
1
　

住
民

基
本

台
帳

人
口
移
動
報
告
の
参
考
表
に
基
づ
き
、
当
省
が
作
成
し
た

。

 
 
 
 
 
 
2
　

本
表

の
移

動
者

数
は

、
当
該
調
査
の
平
成
2
4
年
か
ら
2
7
年
ま
で
の
期
間
に

お
け

る
日

本
人

の
国

内
の

市
区

町
村

間
移

動
者

数
の

年
平

均
で

あ
る

。
各

区
分

ご
と

に
小

数
点

以
下

を
四
捨
五
入
し
て
お
り
、
総
計
欄
は
当
該
数
値
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
3
　

「
転

入
割

合
」

は
、

各
区
分
の
「
総
計
（
転
入
）
」
に
占
め
る
各
区
分
の

市
区

町
村

か
ら

の
移

動
者

の
割

合
を

、
「

転
出

割
合

」
は

、
各

区
分

の
「

総
計

（
転

出
）

」
に

占
め

る
各
区
分
の
市
区
町
村
か
ら
の
移
動
者
の
割
合
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
　

 
ま

た
、

「
総

計
（

転
入
）
（
秘
匿
処
理
も
含
め
た
全
体
）
」
欄
及
び
「
総

計
（

転
出

）
（

秘
匿

処
理

も
含

め
た

全
体

）
」

欄
の

％
は

、
移

動
者

総
数

に
占

め
る

各
区

分
の

移
動
者
の
割
合
を
表
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
5
　

「
転

出
割

合
」

等
の

％
表
記
し
て
い
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
小
数
第
4
位

で
四

捨
五

入
し

た
も

の
で

あ
る

た
め

、
合

計
し

て
も

必
ず

し
も

1
0
0
％

に
な

ら
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
移

動
先

移
動

元

　
 
 
 
 
 
 
 
な

お
、

当
該

統
計

で
は
前
住
市
区
町
村
（
又
は
現
住
市
区
町
村
）
別
に

男
女

計
の

年
齢

階
級

計
の

移
動

者
数

が
極

め
て

少
な

い
市

区
町

村
は

，
「

そ
の

他
の

区
」

、
「

そ
の

他
の

市
町
村
」
又
は
「
そ
の
他
の
県
」
と
い
う
形
で
市
区
町
村
名
が
秘
匿
処
理
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
本
結
果

　
　

　
　

報
告

書
の

区
分

（
大

都
市
圏
、
地
方
圏
（
地
方
都
市
、
周
辺
等
市
町
村
）

）
に

応
じ

て
整

理
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
。

こ
の

た
め

、
移

動
先

と
移

動
元

の
関

係
が

確
認

で
き

る
も
の
と
区
分
し
て
「
秘
匿
処
理
」
欄
に
計
上
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
4
　

実
際

の
移

動
者

数
は

、
移
動
元
と
移
動
先
が
確
認
で
き
る
数
か
ら
、
当
該

数
値

に
秘

匿
処

理
さ

れ
て

い
る

数
（

移
動

先
が

秘
匿

処
理

さ
れ

て
い

る
数

と
移

動
元

が
秘

匿
処

理
さ

れ
て
い
る
数
の
ど
ち
ら
か
少
な
い
方
の
数
値
）
を
加
算
し
た
数
ま
で
の
範
囲
内
で
あ
る
。

　
 
 
 
 
 
 
 
例

え
ば

、
地

方
圏

か
ら
の
移
動
者
の
う
ち
移
動
先
が
秘
匿
処
理
さ
れ
て

い
る

数
は

5
0
.
5
万

人
で

あ
る

が
、

大
都

市
圏

へ
の

移
動

者
の

う
ち

移
動

元
が

秘
匿

処
理

さ
れ

て
い

る
数

は
3
4
.
4
万
人
で
あ
る
た
め
、
地
方
圏
か
ら
大
都
市
圏
へ
の
移
動
者
は
最
大
で
も
移
動
元
と
移
動
先
が
確
認
で
き

 
 
 
 
 
 
 
る

3
9
.
0
万

人
に

こ
の

3
4
.
4
万
人
を
加
え
た
7
3
.
4
万
人
と
推
定
し
て
い
る
。

総
計

（
転

出
）

名
古

屋
圏

周
辺

等
市

町
村

地
方

都
市

大
阪

圏
東

京
圏

総
計

（
転

出
）

（
秘

匿
処

理
も
含

め
た
全

体
）
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表
1
-
(1
)-
④
-
ⅱ
　
移
動
者
総
数
に
占
め
る
東
京
圏
の
移
動
者
の
割
合

（
単

位
：
人

）

平
成

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

対
2
4
年

比

移
動

者
総

数
A

5
,
0
1
8
,
1
6
6

5
,
0
1
5
,
5
7
1

4
,
9
0
8
,
0
0
9

5
,
0
4
1
,
4
8
3

2
3
,
3
1
7

東
京

圏
へ

の
移

動
実

数
B

1
,
7
5
4
,
9
6
4

1
,
7
6
7
,
6
1
8

1
,
7
3
6
,
3
8
1

1
,
8
0
5
,
6
7
5

5
0
,
7
1
1

割
合

B
/
A

3
5
.
0
%

3
5
.
2
%

3
5
.
4
%

3
5
.
8
%

0
.
8
%

東
京

圏
か

ら
の

移
動

実
数

C
1
,
6
8
6
,
9
4
5

1
,
6
7
0
,
1
7
0

1
,
6
2
5
,
9
9
9

1
,
6
8
5
,
9
4
4

-
1
,
0
0
1

割
合

C
/
A

3
3
.
6
%

3
3
.
3
%

3
3
.
1
%

3
3
.
4
%

-
0
.
2
%

転
入

超
過

数
実

数
B
-
C

6
8
,
0
1
9

9
7
,
4
4
8

1
1
0
,
3
8
2

1
1
9
,
7
3
1

5
1
,
7
1
2

対
2
4
年

比
1
.
0

1
.
4

1
.
6

1
.
8

1
.
8

（
注

）
住

民
基

本
台

帳
人

口
移

動
報

告
に

基
づ

き
、

当
省

が
作

成
し

た
。

区
　

分
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（注）1 住民基本台帳人口移動報告に基づき、当省が作成した。
なお、上記統計では前住市区町村（又は現住市区町村）別の移動者数が極めて少ない市区町村は、個人が特定される可能性があるとして、「その他の区」、

「その他の市町村」又は「その他の県」という形で秘匿処理されている。
よって、移動者数の最大値は、移動元と移動先が特定できる数から、当該数値に秘匿処理されている数（移動先が秘匿処理されている数と移動元が秘匿処

理されている数のどちらか少ない方の数値）を加算した数としている。例えば、周辺等市町村からの移動者のうち移動先が秘匿処理されている数は26.7万人
であるが、地方都市への移動者のうち移動元が秘匿処理されている数は23.9万人であるため、周辺等市町村から地方都市への移動者は最大でも移動元と移
動先が特定できる29.9万人にこの23.9万人を加えた53.8万人と推定している。

2 本表の移動者数は、千人未満切り捨てで記載している。

地方都市
域内移動72.3万人

（～96.1万人）

大都市圏
域内移動203.1万人

（～235.7万人）

周辺等市町村
域内移動13.9万人

（～38.7万人）

地方圏

5.0万人（～31.7万人）

3.8万人（～28.5万人）

表1‐(1)‐④‐ⅲ 大都市圏・地方圏等別の人口移動

地方圏

大都市圏

地方都市
域内移動72.3
～96.1万人

周辺等市町村
域内移動13.9～38.7万人

東京圏
域内移動123.7
～142.6万人

大阪圏
域内移動45.2
～53.4万人

名古屋圏
域内移動16.9
～22.0万人

27.0～50.8万人

29.9～53.8万人

6.2

～
11.3
万
人

5.４

～
10.6
万
人

1.5

～
9.8
万
人

1.9～
7.1万人

2.4～
7.6万人

4.5～12.7
万人

6.0～14.5
万人

0.3～5.5万人

7.5～15.7万人

1.1～6.3万人

0.2～5.4万人

1.1～6.3万人

6.4～14.9万人

1.3

～
9.8
万
人

表1‐(1)‐④‐ⅳ 大都市圏（都市圏別）・地方圏等別の人口移動

（注）表1‐(1)‐④‐ⅲの注に同じ。
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（単位：千人）

※ 「移動先が特定できる者」の数値に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」の
うち少ない方の数値を加えたものが、計算上の移動者数の最大値と推定される。

大都市圏内移動者数と地方都市への移動者数の比較

表1‐(1)‐④‐ⅴ 人口移動の状況（大都市圏）

2,667 

2,031 

272 

38 

325 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

全移動者

大都市圏内移動

地方都市

周辺等市町村

秘匿処理

239

344

247

239

移動元が秘匿処理されている者(b)

511

大都市圏内の他の市区
町村への移動者が最も
多い

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

(a>b)

（a）

（単位：千人）地方都市への移動者数と周辺等市町村への移動者数の比較

表1‐(1)‐④‐ⅵ 人口移動の状況（大都市圏）

2,667 

2,031 

272 

325 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

全移動者

大都市圏内移動

地方都市

周辺等市町村

秘匿処理

247

344

247

239

移動元が秘匿処理されている者(b)

285
地方都市への移動者の最小値と周辺等市町村へ
の移動者の最大値を比較すると、周辺等市町村へ
の移動者の方が1.3万人多いが、１都3県における
人口移動の状況や1都3県内の地方都市5市の移動
者数（表1‐(1)‐④‐xii参照）を踏まえると、地方都市へ
の移動者の方が多い(a>b)

（a）

38

※ 「移動先が特定できる者」の数値に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」の
うち少ない方の数値を加えたものが、計算上の移動者数の最大値と推定される。

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者
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（単位：千人）地方圏内移動者数と大都市圏への移動者数の比較

表1‐(1)‐④‐ⅶ 人口移動の状況（地方圏）

2,328 

1,432 

390 

505 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

全移動者

地方圏内移動

大都市圏

秘匿処理

344

移動元が秘匿処理されている者(b)

487

344

734

地方圏内の他の市区町
村への移動者が最も多い(a>b)

（a）

※ 「移動先が特定できる者」の数値に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」の
うち少ない方の数値を加えたものが、計算上の移動者数の最大値と推定される。

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

表1‐(1)‐④‐ⅷ 人口移動の状況（地方都市）

（単位：千人）他の地方都市への移動者数と大都市圏への移動者数の比較

1,572 

723 

340 

270 

238 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

全移動者

他の地方都市

大都市圏

周辺等市町村

秘匿処理

344

247

239

移動元が秘匿処理されている者(b)

238

(a<b)

（a）

他の地方都市への移動
者が最も多い

578

※ 「移動先が特定できる者」の数値に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」の
うち少ない方の数値を加えたものが、計算上の移動者数の最大値と推定される。

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者
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表1‐(1)‐④‐ⅸ 人口移動の状況（周辺等市町村）
（単位：千人）地方都市への移動者数と大都市圏への移動者数の比較

756 

299 

139 

50 

267 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

全移動者

地方都市

他の周辺等市町村

大都市圏

秘匿処理

247

239

移動元が秘匿処理されている者(b)

267

317

(a<b)

（a）

地方都市への移動者の最小値と大都市圏への移
動者の最大値を比較すると大都市圏への移動者の
方が1.8万人多いが、１都3県における人口移動の
状況や1都3県内の地方都市5市の移動者数（表1‐
(1)‐④‐xiii参照）を踏まえると、地方都市への移動者
の方が多い

344

※ 「移動先が特定できる者」の数値に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」の
うち少ない方の数値を加えたものが、計算上の移動者数の最大値と推定される。

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

（単位：千人）地方都市からの移動者数と周辺等市町村からの移動者数の比較

表1‐(1)‐④‐ⅹ 人口移動の状況（東京圏）－転入

1,766 

1,237 

203 

60 

30 

24 

209 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

全移動者

東京圏内移動

地方都市

大阪圏

周辺等市町村

名古屋圏

秘匿処理

209

188

267

238

移動先が秘匿処理されている者(b)

145

(a<b)

（a）

84

52

84

240

76

52

地方都市からの移動者の最小値と周辺等市町村
からの移動者の最大値を比較すると周辺等市町
村からの移動者の方が3.7万人多いが、1都3県に
おける人口移動の状況や1都3県内の地方都市5
市の移動者数（表1‐(1)‐④‐xiv参照）を踏まえると、
地方都市からの移動者の方が多い

※ 「移動元が特定できる者」の数値に「移動元が秘匿処理されている者」と「移動先が秘匿処理されている者」の
うち少ない方の数値を加えたものが、計算上の移動者数の最大値と推定される。

移動元が秘匿処理されている者移動元が特定できる者 移動先が秘匿処理されている者
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表
1
-
(1
)-
④
‐
xi
　
　
大
都
市
圏
・
地
方
圏
別
の
人
口
移
動
（
地
方
都
市
5
市
を
含
む
1
都
3
県
で
集
計
し
た
場
合
）　

　
　
　
　
　
　

　
（
単
位
：
人
）

大
都
市
圏
（
5
市

を
含
む
）

地
方
圏
（
5
市
を

除
く
）

総
計
（
転
出
）

秘
匿
処
理

総
計
（
転
出
）

（
秘

匿
処

理
も

含
め

た
全

体
）

1
都
3
県

名
古
屋
圏

大
阪
圏

大
都
市
圏

地
方
都
市
（
5
市

を
除
く
）

周
辺

等
市
町
村

地
方
圏

総
計
（
転
出
）

秘
匿
処
理

総
計
（
転
出
）

（
秘

匿
処

理
含

む
）

大
都

市
圏

（
5
市

を
含

む
）

1
,
4
1
7
,
5
7
2

2
0
7
,
8
3
3

5
2
1
,
8
1
8

2
,
1
4
7
,
2
2
3

3
2
0
,
2
6
1

9
0
,
4
6
3

4
1
0
,
7
2
4

2
,
5
5
7
,
9
4
7

1
2
1
,
5
7
5

2
,
6
7
9
,
5
2
2

1
都

3
県

1
,
3
0
7
,
4
9
5

2
7
,
5
0
6

5
8
,
2
6
2

1
,
3
9
3
,
2
6
3

2
0
1
,
7
3
4

7
4
,
4
4
1

2
7
6
,
1
7
5

1
,
6
6
9
,
4
3
8

9
,
7
8
8

1
,
6
7
9
,
2
2
6

名
古

屋
圏

3
4
,
2
8
0

1
6
9
,
0
0
7

1
1
,
2
2
4

2
1
4
,
5
1
1

5
4
,
1
7
2

2
,
7
5
7

5
6
,
9
2
9

2
7
1
,
4
4
0

4
2
,
0
8
3

3
1
3
,
5
2
3

大
阪

圏
7
5
,
7
9
7

1
1
,
3
2
0

4
5
2
,
3
3
2

5
3
9
,
4
4
9

6
4
,
3
5
5

1
3
,
2
6
5

7
7
,
6
2
0

6
1
7
,
0
6
9

6
9
,
7
0
4

6
8
6
,
7
7
3

地
方

圏
（

5
市

を
除

く
）

3
5
0
,
7
5
8

6
5
,
6
6
4

9
0
,
9
4
3

5
0
7
,
3
6
5

1
,
0
2
1
,
2
2
6

4
0
9
,
8
6
0

1
,
4
3
1
,
0
8
6

1
,
9
3
8
,
4
5
1

3
7
7
,
8
4
0

2
,
3
1
6
,
2
9
1

地
方

都
市

（
5
市

を
除
く
）

2
5
4
,
6
9
3

6
1
,
9
7
9

7
5
,
1
8
0

3
9
1
,
8
5
2

7
2
2
,
2
8
0

2
7
0
,
1
3
4

9
9
2
,
4
1
4

1
,
3
8
4
,
2
6
6

1
7
5
,
9
7
2

1
,
5
6
0
,
2
3
8

周
辺

等
市

町
村

9
6
,
0
6
5

3
,
6
8
5

1
5
,
7
6
3

1
1
5
,
5
1
3

2
9
8
,
9
4
6

1
3
9
,
7
2
6

4
3
8
,
6
7
2

5
5
4
,
1
8
5

2
0
1
,
8
6
8

7
5
6
,
0
5
3

総
計

（
転

入
）

1
,
7
6
8
,
3
3
0

2
7
3
,
4
9
7

6
1
2
,
7
6
1

2
,
6
5
4
,
5
8
8

1
,
3
4
1
,
4
8
7

5
0
0
,
3
2
3

1
,
8
4
1
,
8
1
0

4
,
4
9
6
,
3
9
8

秘
匿

処
理

9
,
0
2
0

4
3
,
6
0
9

6
9
,
7
4
3

1
2
2
,
3
7
2

1
8
1
,
7
2
3

1
9
5
,
3
2
0

3
7
7
,
0
4
3

4
9
9
,
4
1
5

総
計

（
転

入
）

（
秘

匿
処

理
も

含
め

た
全

体
）

1
,
7
7
7
,
3
5
0

3
1
7
,
1
0
6

6
8
2
,
5
0
4

2
,
7
7
6
,
9
6
0

1
,
5
2
3
,
2
1
0

6
9
5
,
6
4
3

2
,
2
1
8
,
8
5
3

4
,
9
9
5
,
8
1
3

（
注
）
1
　
住
民
基
本
台
帳
人
口

移
動

報
告

の
参

考
表

に
基

づ
き

、
当

省
が

作
成
し
た
。

 
 
 
 
 
 
2
　
表
1
-
(
1
)
-
④
-
ⅰ
の

移
動

者
数

を
、

大
都

市
圏

等
の

区
分

を
一

部
変
更
し
て
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
単
位
：
人
）

転
入
者
数

転
出
者
数

1
,
1
4
1

1
,
4
4
4

2
,
4
2
3

2
,
5
1
6

1
,
7
7
3

1
,
8
9
1

1
,
4
3
9

1
,
6
2
5

4
,
4
1
5

4
,
4
8
4

1
1
,
1
9
1

1
1
,
9
6
0

（
注
）
1
　
住
民
基
本
台
帳
人
口

移
動

報
告

に
基

づ
き

、
当

省
が

作
成

し
た

。
　
　
　
2
　
「
転
入
者
数
」
及
び

「
転

入
者

数
」

は
、

当
該

調
査

の
平

成
2
4
年

か
ら
2
7
年
ま
で
の
期
間
の
年
平
均
で
あ
る
。

旭
市

青
梅
市

5
市

合
計

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
移
動
先

移
動

元

【
参
考
】
　
1
都
3
県
内
の
地
方
都
市
5
市
に
お
け
る
移
動
者
数

地
方

都
市
名

秩
父
市

本
庄
市

館
山
市

【
説
明
】

今
回
、
全
国
1
,
7
4
1
市
区
町
村
を
大
都
市
圏
、
地
方
圏
等
に
区
分
し
て
人
口
移
動
の
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
移
動
者
数
が

極
め
て

少
な
い

た
め
個

人
が
特

定
さ
れ

る
可
能

性
が
あ

る
と
し

て
移

動
先
等
が
統

計
上
秘

匿
処
理
さ
れ
て
い
る
者
が
8
3
.1
万
人
。

一
方
、
地

方
都
市

に
区
分
さ
れ
る
5
市
（
下
表
参
照

）
以
外
の
全
て
の
市
区
町
村
が
大
都
市
圏
に
区
分
さ
れ
る
1
都
3
県
（
埼

玉
県

、
千

葉
県

、
東
京

都
及
び

神
奈

川
県

）
に

つ
い
て

、
当
該

5

市
を
含
め
て

都
道
府

県
単
位
に
集
計
す
る
と
秘
匿
処
理
さ
れ
て
い
る
者
は
49
.
9
万
人
。
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（単位：千人）地方都市への移動者数と周辺等市町村への移動者数の比較

表1‐(1)‐④‐xii 人口移動の状況（大都市圏等）

2,679 

2,147 

320 

121 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

全移動者

大都市圏等内移

動（5市を含む）

地方都市（5市を

除く）

周辺等市町村

秘匿処理

121

122

195

181

移動元が秘匿処理されている者(b)

212

地方都市への移動者の方が周辺等市町村への移
動者より10.8万人多い。
1都3県内の地方都市5市の転出者数は1.1万人で

あるため、この差が覆ることはなく、地方都市への
移動者の方が多い。

(a<b)

（a）

90

＜地方都市5市を含む1都3県で集計した場合＞

※ 「移動先が特定できる者」の数値に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」の
うち少ない方の数値を加えたものが、計算上の移動者数の最大値と推定される。

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

表1‐(1)‐④ ‐xiii  人口移動の状況（周辺等市町村）
（単位：千人）地方都市への移動者数と大都市圏への移動者数の比較

756 

298 

139 

115 

201 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

全移動者

地方都市（5市を除く）

他の周辺等市町村

大都市圏等（5市を含む）

秘匿処理

195

181

移動元が秘匿処理されている者(b)

122

237

(a>b)

（a）

地方都市への移動者の方が大都市圏等への移動者より6.1万
人多い。
1都3県内の地方都市5市の転出者数は1.1万人であるため、こ
の差が覆ることはなく、地方都市への移動者の方が多い。

122

※ 「移動先が特定できる者」の数値に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」の
うち少ない方の数値を加えたものが、計算上の移動者数の最大値と推定される。

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

＜地方都市5市を含む1都3県で集計した場合＞

- 67 -



（単位：千人）地方都市からの移動者数と周辺等市町村からの移動者数の比較

表1‐(1)‐④ ‐xiv  人口移動の状況（1都3県）－転入

1,777 

1,307 

254 

96 

75 

34 

9 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

全移動者

1都3県内移動

地方都市（5市を

除く）

周辺等市町村

大阪圏

名古屋圏

秘匿処理

9

201

175

移動先が秘匿処理されている者(b)

105

(a<b)

（a）

69

42

9

84

43

他の圏域からの移動では、地方都市からの移動者が
周辺等市町村からの移動者より14.9万人多い。
1都3県内の地方都市5市の転入者数は1.1万人である

ため、この差が覆ることはなく、地方都市からの移動
者の方が多い。

9

9

※ 「移動元が特定できる者」の数値に「移動元が秘匿処理されている者」と「移動先が秘匿処理されている者」の
うち少ない方の数値を加えたものが、計算上の移動者数の最大値と推定される。

移動元が秘匿処理されている者移動元が特定できる者 移動先が秘匿処理されている者

＜地方都市5市を含む1都3県で集計した場合＞

- 68 -



表
1
-
（
1
）
-
⑤

　
大

都
市

圏
通

勤
圏

・
政

令
市

通
勤

圏
等

別
の

人
口

移
動

の
状

況

表
1
-
（
1
）
-
⑤

-
ⅰ
　
大

都
市

圏
通

勤
圏

・
政

令
市

通
勤

圏
等

別
の

人
口

移
動

（
単

位
：
人

）

大
都

市
圏

地
方

圏
総

計
（
転

出
）

秘
匿

処
理

大
都

市
通

勤
圏

大
都

市
通

勤
圏

外
政

令
市

通
勤

圏
政

令
市

通
勤

圏
外

転
出

割
合

転
出

割
合

転
出

割
合

地
方

都
市

転
出

割
合

周
辺

等
市

町
村

転
出

割
合

転
出

割
合

地
方

都
市

転
出

割
合

周
辺

等
市

町
村

転
出

割
合

転
出

割
合

転
出

割
合

大
都

市
圏

1
,9

7
9
,3

5
5

8
4
.5

2
2
%

5
1
,9

5
2

2
.2

1
8
%

2
,0

3
1
,3

0
7

8
6
.7

4
1
%

1
5
6
,7

4
7

6
.6

9
3
%

2
0
,9

9
7

0
.8

9
7
%

1
7
7
,7

4
4

7
.5

9
0
%

1
1
5
,5

3
9

4
.9

3
4
%

1
7
,2

2
0

0
.7

3
5
%

1
3
2
,7

5
9

5
.6

6
9
%

3
1
0
,5

0
3

1
3
.2

5
9
%

2
,3

4
1
,8

1
0

1
0
0
%

3
2
5
,7

5
2

2
,6

6
7
,5

6
2

5
3
.3

9
6
%

転
入

割
合

8
4
.6

9
1
%

6
1
.4

6
5
%

8
3
.8

8
0
%

2
1
.6

1
5
%

1
1
.7

0
1
%

1
9
.6

4
8
%

2
0
.2

8
3
%

6
.4

0
8
%

1
5
.8

3
6
%

1
7
.8

1
5
%

大
都

市
通

勤
圏

1
,9

3
6
,7

0
8

8
6
.2

0
6
%

3
2
,8

4
3

1
.4

6
2
%

1
,9

6
9
,5

5
1

8
7
.6

6
8
%

1
3
5
,9

6
7

6
.0

5
2
%

2
0
,5

9
8

0
.9

1
7
%

1
5
6
,5

6
5

6
.9

6
9
%

1
0
3
,7

8
4

4
.6

2
0
%

1
6
,7

0
3

0
.7

4
3
%

1
2
0
,4

8
7

5
.3

6
3
%

2
7
7
,0

5
2

1
2
.3

3
2
%

2
,2

4
6
,6

0
3

1
0
0
%

2
7
8
,0

8
5

2
,5

2
4
,6

8
8

5
0
.5

3
6
%

転
入

割
合

8
2
.8

6
6
%

3
8
.8

5
7
%

8
1
.3

3
0
%

1
8
.7

5
0
%

1
1
.4

7
9
%

1
7
.3

0
7
%

1
8
.2

2
0
%

6
.2

1
6
%

1
4
.3

7
2
%

1
5
.8

9
5
%

大
都

市
通

勤
圏

外
4
2
,6

4
7

4
4
.7

9
4
%

1
9
,1

0
9

2
0
.0

7
1
%

6
1
,7

5
6

6
4
.8

6
5
%

2
0
,7

8
0

2
1
.8

2
6
%

3
9
9

0
.4

1
9
%

2
1
,1

7
9

2
2
.2

4
5
%

1
1
,7

5
5

1
2
.3

4
7
%

5
1
7

0
.5

4
3
%

1
2
,2

7
2

1
2
.8

9
0
%

3
3
,4

5
1

3
5
.1

3
5
%

9
5
,2

0
7

1
0
0
%

4
7
,6

6
7

1
4
2
,8

7
4

2
.8

6
0
%

転
入

割
合

1
.8

2
5
%

2
2
.6

0
8
%

2
.5

5
0
%

2
.8

6
6
%

0
.2

2
2
%

2
.3

4
1
%

2
.0

6
4
%

0
.1

9
2
%

1
.4

6
4
%

1
.9

19
%

地
方

圏
3
5
7
,8

0
3

1
9
.6

2
9
%

3
2
,5

7
1

1
.7

8
7
%

3
9
0
,3

7
4

2
1
.4

1
6
%

5
6
8
,4

2
9

3
1
.1

8
4
%

1
5
8
,4

4
6

8
.6

9
2
%

7
2
6
,8

7
5

3
9
.8

7
6
%

4
5
4
,0

8
4

2
4
.9

1
1
%

2
5
1
,5

0
5

1
3
.7

9
7
%

7
0
5
,5

8
9

3
8
.7

0
8
%

1
,4

3
2
,4

6
4

7
8
.5

8
4
%

1
,8

2
2
,8

3
8

1
0
0
%

5
0
5
,4

1
4

2
,3

2
8
,2

5
2

4
6
.6

0
4
%

転
入

割
合

1
5
.3

0
9
%

3
8
.5

3
5
%

1
6
.1

2
0
%

7
8
.3

8
5
%

8
8
.2

9
9
%

8
0
.3

5
2
%

7
9
.7

1
7
%

9
3
.5

9
2
%

8
4
.1

6
4
%

8
2
.1

8
5
%

政
令

市
通

勤
圏

1
9
1
,0

3
5

2
1
.2

5
7
%

2
0
,6

8
8

2
.3

0
2
%

2
1
1
,7

2
3

2
3
.5

5
9
%

4
1
7
,9

5
4

4
6
.5

0
7
%

1
3
2
,6

1
3

1
4
.7

5
6
%

5
5
0
,5

6
7

6
1
.2

6
3
%

1
0
0
,0

6
6

1
1
.1

3
5
%

3
6
,3

4
4

4
.0

4
4
%

1
3
6
,4

1
0

1
5
.1

7
9
%

6
8
6
,9

7
7

7
6
.4

4
1
%

8
9
8
,7

0
0

1
0
0
%

1
4
7
,9

4
5

1
,0

4
6
,6

4
5

2
0
.9

5
0
%

転
入

割
合

8
.1

7
4
%

2
4
.4

7
6
%

8
.7

4
3
%

5
7
.6

3
5
%

7
3
.9

0
3
%

6
0
.8

6
2
%

1
7
.5

6
7
%

1
3
.5

2
5
%

1
6
.2

71
%

3
9
.4

1
4
%

地
方

都
市

1
6
5
,5

4
4

2
3
.0

7
8
%

2
0
,2

4
1

2
.8

2
2
%

1
8
5
,7

8
5

2
5
.9

0
0
%

3
3
2
,0

0
2

4
6
.2

8
3
%

8
3
,4

0
7

1
1
.6

2
7
%

4
1
5
,4

0
9

5
7
.9

1
1
%

8
5
,4

0
8

1
1
.9

0
6
%

3
0
,7

2
5

4
.2

8
3
%

1
1
6
,1

3
3

1
6
.1

9
0
%

5
3
1
,5

4
2

7
4
.1

0
0
%

7
1
7
,3

2
7

1
0
0
%

7
5
,1

4
9

7
9
2
,4

7
6

1
5
.8

6
3
%

転
入

割
合

7
.0

8
3
%

2
3
.9

4
7
%

7
.6

7
2
%

4
5
.7

8
2
%

4
6
.4

8
1
%

4
5
.9

2
1
%

1
4
.9

9
4
%

1
1
.4

3
4
%

1
3
.8

53
%

3
0
.4

9
6
%

周
辺

等
市

町
村

2
5
,4

9
1

1
4
.0

5
4
%

4
4
7

0
.2

4
6
%

2
5
,9

3
8

1
4
.3

0
1
%

8
5
,9

5
2

4
7
.3

9
0
%

4
9
,2

0
6

2
7
.1

3
0
%

1
3
5
,1

5
8

7
4
.5

1
9
%

1
4
,6

5
8

8
.0

8
2
%

5
,6

1
9

3
.0

9
8
%

2
0
,2

7
7

1
1
.1

8
0
%

1
5
5
,4

3
5

8
5
.6

9
9
%

1
8
1
,3

7
3

1
0
0
%

7
2
,7

9
6

2
5
4
,1

6
9

5
.0

8
8
%

転
入

割
合

1
.0

9
1
%

0
.5

2
9
%

1
.0

7
1
%

1
1
.8

5
3
%

2
7
.4

2
2
%

1
4
.9

4
1
%

2
.5

7
3
%

2
.0

9
1
%

2
.4

1
9
%

8
.9

1
8
%

政
令

市
通

勤
圏

外
1
6
6
,7

6
8

1
8
.0

4
6
%

1
1
,8

8
3

1
.2

8
6
%

1
7
8
,6

5
1

1
9
.3

3
2
%

1
5
0
,4

7
5

1
6
.2

8
3
%

2
5
,8

3
3

2
.7

9
5
%

1
7
6
,3

0
8

1
9
.0

7
8
%

3
5
4
,0

1
8

3
8
.3

0
8
%

2
1
5
,1

6
1

2
3
.2

8
2
%

5
6
9
,1

7
9

6
1
.5

9
0
%

7
4
5
,4

8
7

8
0
.6

6
8
%

9
2
4
,1

3
8

1
0
0
%

3
5
7
,4

6
9

1
,2

8
1
,6

0
7

2
5
.6

5
4
%

転
入

割
合

7
.1

3
6
%

1
4
.0

5
9
%

7
.3

7
7
%

2
0
.7

5
0
%

1
4
.3

9
6
%

1
9
.4

9
0
%

6
2
.1

5
0
%

8
0
.0

6
7
%

6
7
.8

93
%

4
2
.7

7
1
%

地
方

都
市

1
4
3
,2

1
9

2
3
.2

2
5
%

1
1
,2

9
7

1
.8

3
2
%

1
5
4
,5

1
6

2
5
.0

5
7
%

1
0
7
,0

1
9

1
7
.3

5
5
%

1
7
,6

2
2

2
.8

5
8
%

1
2
4
,6

4
1

2
0
.2

1
3
%

1
9
9
,0

2
3

3
2
.2

7
5
%

1
3
8
,4

7
1

2
2
.4

5
5
%

3
3
7
,4

9
4

5
4
.7

3
0
%

4
6
2
,1

3
5

7
4
.9

4
3
%

6
1
6
,6

5
1

1
0
0
%

1
6
3
,0

7
2

7
7
9
,7

2
3

1
5
.6

0
8
%

転
入

割
合

6
.1

2
8
%

1
3
.3

6
6
%

6
.3

8
1
%

1
4
.7

5
8
%

9
.8

2
0
%

1
3
.7

7
8
%

3
4
.9

3
9
%

5
1
.5

2
9
%

4
0
.2

5
7%

2
6
.5

1
4
%

周
辺

等
市

町
村

2
3
,5

4
9

7
.6

5
9
%

5
8
6

0
.1

9
1
%

2
4
,1

3
5

7
.8

4
9
%

4
3
,4

5
6

1
4
.1

3
3
%

8
,2

1
1

2
.6

7
0
%

5
1
,6

6
7

1
6
.8

0
3
%

1
5
4
,9

9
5

5
0
.4

0
7
%

7
6
,6

9
0

2
4
.9

4
1
%

2
3
1
,6

8
5

7
5
.3

4
8
%

2
8
3
,3

5
2

9
2
.1

5
1
%

3
0
7
,4

8
7

1
0
0
%

1
9
4
,3

9
7

5
0
1
,8

8
4

1
0
.0

4
6
%

転
入

割
合

1
.0

0
8
%

0
.6

9
3
%

0
.9

9
7
%

5
.9

9
2
%

4
.5

7
6
%

5
.7

1
1
%

2
7
.2

1
0
%

2
8
.5

3
8
%

2
7
.6

3
6
%

1
6.

2
5
7
%

総
計

（
転

入
）

2
,3

3
7
,1

5
8

5
6
.1

1
9
%

8
4
,5

2
3

2
.0

3
0
%

2
,4

2
1
,6

8
1

5
8
.1

4
9
%

7
2
5
,1

7
6

1
7
.4

1
3
%

1
7
9
,4

4
3

4
.3

0
9
%

9
0
4
,6

1
9

2
1
.7

2
1
%

5
6
9
,6

2
3

1
3
.6

7
8
%

2
6
8
,7

2
5

6
.4

5
3
%

8
3
8
,3

4
8

2
0
.1

3
0
%

1
,7

4
2
,9

6
7

4
1
.8

5
1
%

4
,1

6
4
,6

4
8

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

秘
匿

処
理

2
9
9
,1

7
6

4
4
,9

1
4

3
4
4
,0

9
0

7
8
,6

9
5

7
0
,8

4
4

1
4
9
,5

3
9

1
6
0
,9

0
5

1
7
6
,6

3
2

3
3
7
,5

37
4
8
7
,0

7
6

8
3
1
,1

6
6

総
計

（
転

入
）

2
,6

3
6
,3

3
4

1
2
9
,4

3
7

2
,7

6
5
,7

7
1

8
0
3
,8

7
1

2
5
0
,2

8
7

1
,0

5
4
,1

5
8

7
3
0
,5

2
8

4
4
5
,3

5
7

1,
1
7
5
,8

8
5

2
,2

3
0
,0

4
3

4
,9

9
5
,8

1
4

1
0
0
%

（
秘

匿
処

理
も

含
め

た
全

体
）

5
2
.7

7
1
%

2
.5

9
1
%

5
5
.3

6
2
%

1
6
.0

9
1
%

5
.0

1
0
%

2
1
.1

0
1
%

1
4
.6

2
3
%

8
.9

1
5
%

2
3
.5

3
7
%

4
4
.6

3
8
%

1
0
0
%

  
  

  
 3

　
「
大

都
市

通
勤

圏
」
と

は
、

大
都

市
圏

内
に

所
在

す
る

市
区

町
村

で
、

大
都

市
圏

の
区

域
内

に
所

在
す

る
政

令
指

定
都

市
、

東
京

都
の

特
別

区
及

び
こ

れ
ら

の
市

区
へ

の
通

勤
通

学
者

の
割

合
が

1
0
％

以
上

と
な

る
市

町
村

で
あ

る
。

  
  

  
  

  
な

お
、

地
方

都
市

2
6
2
市

の
う

ち
、

政
令

市
通

勤
圏

内
に

所
在

す
る

市
が

6
5
市

存
在

し
て

い
る

。
　

　
　

4
　

「
転

入
割

合
」
は

、
各

区
分

の
「
総

計
（
転

入
）
」
に

占
め

る
各

区
分

の
市

町
村

か
ら

の
移

動
者

の
割

合
を

、
「
転

出
割

合
」
は

、
各

区
分

の
「
総

計
（
転

出
）
」
に

占
め

る
各

区
分

の
市

町
村

か
ら

の
移

動
者

の
割

合
を

、
そ

れ
ぞ

れ
表

し
て

い
る

。
　

　
　

　
　

ま
た

、
「
総

計
（
転

入
）
（
秘

匿
処

理
も

含
め

た
全

体
）
」
欄

及
び

「
総

計
（
転

出
）
（
秘

匿
処

理
も

含
め

た
全

体
）
」
欄

の
％

は
、

秘
匿

処
理

を
含

め
た

移
動

者
総

数
に

占
め

る
各

区
分

の
移

動
者

の
割

合
を

表
し

て
い

る
。

  
  

  
6
　

「
転

出
割

合
」
等

の
％

表
記

し
て

い
る

も
の

は
、

い
ず

れ
も

小
数

第
4
位

で
四

捨
五

入
し

た
も

の
で

あ
る

た
め

、
合

計
し

て
も

必
ず

し
も

1
0
0
％

に
な

ら
な

い
。

表
1
-
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1
）
-
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-
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市

圏
通

勤
圏

・
政

令
市
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勤

圏
等

別
の

人
口

移
動

（
移

動
先

を
通

勤
圏

別
に
区

別
し
な
い
も
の

）
（
単

位
：
人

）

大
都

市
圏

地
方

圏
総

計
（
転

出
）

秘
匿

処
理

総
計

（
転

出
）

地
方

都
市

周
辺

等
市

町
村

（
秘

匿
処

理
も

含
め

た
全

体
）
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割
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割
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割
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4
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め

た
全

体
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 2

　
本

表
は

、
表

1
-
(1

)-
⑤

-
ⅰ

の
移

動
先

を
通

勤
圏

別
に

区
別

せ
ず

に
集

計
し

た
も

の
で

あ
る

。

総
計

（
転

出
）

（
秘

匿
処

理
も

含
め

た
全

体
）

（
注

）
1
　

住
民

基
本

台
帳

人
口

移
動

報
告

の
参

考
表

に
基

づ
き

、
当

省
が

作
成

し
た

。
　

　
　

　
　

　
  

  
 移

動
先

移
動

元

　
　

　
　

　
  

  
 移

動
先

移
動

元

  
　

　
　

　
 な

お
、

当
該

統
計

で
は

前
住

市
区

町
村

（
又

は
現

住
市

区
町

村
）
別

に
移

動
者

数
が

極
め

て
少

な
い

市
区

町
村

は
，

「
そ

の
他

の
区

」
、

「
そ

の
他

の
市

町
村

」
又

は
「
そ

の
他

の
県

」
と

い
う

形
で

市
区

町
村

名
が

秘
匿

処
理

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

ら
は

本
結

果
報

告
書

の
区

分
（
大

都
市

圏
、

地
方

圏
（
地

方
都

市
、

周
辺

等
市

町
村

）
）
に

応
じ

て
整

理
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
。

こ
の

た
め

、
　

　
　

　
移

動
先

と
移

動
元

の
関

係
が

確
認

で
き

る
も

の
と

区
分

し
て

「
秘

匿
処

理
」
欄

に
計

上
し

て
い

る
。

（
注

）
1
　

住
民

基
本

台
帳

人
口

移
動

報
告

の
参

考
表

に
基

づ
き

、
当

省
が

作
成

し
た

。

  
  

  
 2

　
本

表
の

数
値

は
、

平
成

2
4
年

か
ら

2
7
年

ま
で

の
期

間
に

お
け

る
日

本
人

の
国

内
の

市
区

町
村

間
移

動
者

の
年

平
均

で
あ

る
。

各
区

分
ご

と
に

小
数

点
以

下
を

四
捨

五
入

し
て

お
り

、
総

計
欄

は
当

該
数

値
を

集
計

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
　

　
5
　

実
際

の
移

動
者

数
は

、
移

動
元

と
移

動
先

が
確

認
で

き
る

数
か

ら
、

当
該

数
値

に
秘

匿
処

理
さ

れ
て

い
る

数
（
移

動
先

が
秘

匿
処

理
さ

れ
て

い
る

数
と

移
動

元
が

秘
匿

処
理

さ
れ

て
い

る
数

の
ど

ち
ら

か
少

な
い

方
の

数
値

）
を

加
算

し
た

数
ま

で
の

範
囲

内
で

あ
る

。
　

　
　

　
　

例
え

ば
、

地
方

圏
か

ら
の

移
動

者
の

う
ち

移
動

先
が

秘
匿

処
理

さ
れ

て
い

る
数

は
5
0
.5

万
人

で
あ

る
が

、
大

都
市

圏
へ

の
移

動
者

の
う

ち
移

動
元

が
秘

匿
処

理
さ

れ
て

い
る

数
は

3
4
.4

万
人

で
あ

る
た

め
、

地
方

圏
か

ら
大

都
市

圏
へ

の
移

動
者

は
最

大
で

も
移

動
元

と
移

動
先

が
確

認
で

き
る

3
9
.0

万
人

に
こ

の
3
4
.4

万
人

を
加

え
た

7
3
.4

万
人

と
推

定
し

て
い

る
。

　
　

　
　

 ま
た

、
「
政

令
市

通
勤

圏
」
と

は
、

地
方

圏
内

に
所

在
す

る
市

区
町

村
で

、
政

令
指

定
都

市
、

東
京

都
特

別
区

及
び

こ
れ

ら
の

市
区

へ
の

通
勤

通
学

者
の

割
合

が
1
.5

％
以

上
で

あ
り

、
政

令
指

定
都

市
及

び
東

京
都

特
別

区
と

連
接

し
て

い
る

市
区

町
村

。
た

だ
し

、
通

勤
通

学
者

の
割

合
が

1
.5

％
未

満
で

あ
っ

て
も

、
そ

の
周

囲
が

政
令

市
通

勤
圏

に
該

当
す

る
場

合
は

当
該

市
区

町
村

も
　

　
　

　
含

む
（
地

方
圏

の
市

区
町

村
の

う
ち

、
国

勢
調

査
の

大
都

市
圏

の
定

義
に

該
当

す
る

市
区

町
村

）
。

- 69 -



表1‐(1)‐⑤‐ⅲ 人口移動の状況（政令市通勤圏）

1,046 

550 

211 

136 

147 

0 200 400 600 800 1,000 1,200

全移動者

政令市通勤圏

大都市圏

政令市通勤圏外

秘匿処理

（単位：千人）

149

337

359

政令市通勤圏内の他の
市区町村への移動者が
最も多い

147

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

344

移動元が秘匿処理されている者(b)

（a）

(a<b)

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

政令市通勤圏への移動者数と大都市圏への移動者数の比較

（注）表1-(1)-④-ⅲの注に同じ（以下同じ）。

表1‐(1)‐⑤‐ⅳ 人口移動の状況（政令市通勤圏内の地方都市）
（単位：千人）

792 

417 

185 

114 

75 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

全移動者

地方都市

大都市圏

周辺等市町村

秘匿処理

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

75 344

移動元が秘匿処理されている者(b)

（a）

239

(a<b)

247

260

他の地方都市への移動
者が最も多い

地方都市への移動者数と大都市圏への移動者数の比較
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表1‐(1)‐⑤‐ⅴ 人口移動の状況（政令市通勤圏内の地方都市）
（単位：千人）

792 

332 

165 

85 

83 

30 

20 

75 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

全移動者

政令市通勤圏の地方都市

大都市通勤圏

政令市通勤圏外の地方都市

政令市通勤圏の周辺等市町村

政令市通勤圏外の周辺等市町村

大都市通勤圏外

秘匿処理

75

政令市通勤圏内
の他の地方都市
への移動者の方
が多い

移動元が秘匿処理されている者(b)

（a）

78

299

160

70

176

44

(a<b)

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

160

政令市通勤圏内の地方都市への移動者数と政令市通勤圏外の地方都市への移動者数の比較

表1‐(1)‐⑤‐ⅵ 人口移動の状況（政令市通勤圏内の周辺等市町村）
（単位：千人）

254

100

54

25

72

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

全移動者

地方都市

周辺等市町村

大都市圏

秘匿処理

移動元が秘匿処理されている者(b)

239

247

72

98

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

（a）

(a<b)

344

地方都市への移動者の方が多い

地方都市への移動者数と大都市圏への移動者数の比較
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表1‐(1)‐⑤‐ⅶ 人口移動の状況（大都市通勤圏） （単位：千人）

2,524 

1,936 

156 

120 

32 

278 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

全移動者

大都市通勤圏

政令市通勤圏

政令市通勤圏外

大都市通勤圏外

秘匿処理

337

移動元が秘匿処理されている者(b)

(a>b)

（a）

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

299

149

44

149

大都市通勤圏への移動者数と政令市通勤圏への移動者数の比較

大都市通勤圏内の他の
市区町村への移動者数
が最も多い

306

1,281 

569 

178 

176 

357 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

全移動者

政令市通勤圏外

大都市圏

政令市通勤圏

秘匿処理

表1‐(1)‐⑤‐ⅷ 人口移動の状況（政令市通勤圏外）
（単位：千人）

149

344 344

522

政令市通勤圏外の他の
市区町村への移動者が
最も多い

移動元が秘匿処理されている者(b)

337

(a>b)

（a）

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

政令市通勤圏外への移動者数と大都市圏への移動者数の比較
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表1‐(1)‐⑤‐ⅸ 人口移動の状況（政令市通勤圏外の地方都市）
（単位：千人）

779 

306 

156 

154 

163 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

全移動者

地方都市

周辺等市町村

大都市圏

秘匿処理

247

移動元が秘匿処理されている者(b)

239

344

163

319

(a<b)

（a）

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

他の地方都市への移動者の最小値と、周辺等市町村、大
都市圏への移動者の最大値と比較すると周辺等市町村へ
の移動者が1.3万人、大都市圏が1.1万人多いが、移動先が
特定できる者の状況をも踏まえると、地方都市への移動者
の方が多いものと推定できる

地方都市への移動者数と周辺等市町村、大都市圏への移動者数の比較

163

317

(a<b)

表1‐(1)‐⑤‐ⅹ 人口移動の状況（政令市通勤圏外の地方都市）
（単位：千人）

779 

199 

143 

138 

107 

17 

11 

163 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

全移動者

政令市通勤圏外の地方都市

大都市通勤圏

政令市通勤圏外の周辺等市町村

政令市通勤圏の地方都市

政令市通勤圏の周辺等市町村

大都市通勤圏外

秘匿処理

移動元が秘匿処理されている者(b)

78

299

160

70

176

44

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

(a>b)

（a）

78

185

政令市通勤圏外の地方都市への移動者数と政令市通勤圏内の地方都市への移動者数の比較

政令市通勤圏外の他の地
方都市への移動者の方が
多い
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表1‐(1)‐⑤‐xi 人口移動の状況（政令市通勤圏外の周辺等市町村）
（単位：千人）

501 

198 

84 

194 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

全移動者

地方都市

周辺等市町村

大都市圏

秘匿処理

247

移動元が秘匿処理されている者(b)

239

344194

（a）

(a<b)

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

24

地方都市への移動者の最小値と大都市圏への移動者の
最大値を比較すると、大都市圏への移動者数が2.0万人

多いが、移動先が特定できる者の状況をも踏まえると地
方都市への移動者の方が多いものと推定できる

218

地方都市への移動者数と大都市圏への移動者数の比較

表1‐(1)‐⑤‐xii 人口移動の状況（大都市通勤圏外）
（単位：千人）

142 

42 

19 

12 

47 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

全移動者

大都市通勤圏

政令市通勤圏

大都市通勤圏外

政令市通勤圏外

秘匿処理

337

移動元が秘匿処理されている者(b)

149

299

44

47

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

（a）

(a<b)

大都市通勤圏への移動者数と政令市通勤圏への移動者数の比較

移動先が特定できる者のみ
では、大都市通勤圏への移
動者の方が多いが、秘匿処
理されている者を勘案する
とどちらが多いか判断困難

68

21
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表1‐(1)‐⑤‐xiii 人口移動の状況（大都市通勤圏） （単位：千人）

2,524 

1,936 

239 

32 

278 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

全移動者

大都市通勤圏

地方都市

周辺等市町村

大都市通勤圏外

秘匿処理

247 247

移動元が秘匿処理されている者(b)

239

(a>b)

（a）

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

299

44

地方都市への移動者数と周辺等市町村への移動者数の比較

284

37

移動先が特定できる者のみで
は、地方都市への移動者の方
が多いが、秘匿処理されている
者を勘案するとどちらが多いか
判断困難

表1‐(1)‐⑤‐xiv 人口移動の状況（大都市通勤圏外）
（単位：千人）

142

42

32

19

0

47

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

全移動者

大都市通勤圏

地方都市

大都市通勤圏外

周辺等市町村

秘匿処理

247

移動元が秘匿処理されている者(b)

239

299

44

47

移動先が秘匿処理されている者移動先が特定できる者 移動元が秘匿処理されている者

※ 「移動先が特定できる者」に「移動先が秘匿処理されている者」と「移動元が秘匿処理されている者」のどちら
か少ない数値を加えた数値が計算上の移動者の最大値と推定される。

（a）

(a<b)

地方都市への移動者数と周辺等市町村への移動者数の比較

48

移動先が特定できる者のみで
は、地方都市への移動者の方が
多いが、秘匿処理されている者
を勘案するとどちらが多いか判
断困難

- 75 -



表 1-(2)-① 人口指標と経済指標の相関関係 

 

表 1-(2)-①-ⅰ 商業（卸売業・小売業）の事業所数と人口の相関分析 

○ 相関係数 0.664165 

 

（注）1 「住民基本台帳調査」（総務省自治行政局）、「商業統計調査」（経済産業省）、「経済センサス-基礎調査」

及び「経済センサス-活動調査」（総務省統計局）に基づき、当省が作成した。 

2 本表は、当省が調査した 262 地方都市における人口と商業（卸売業、小売業）事業所数の分布を表した

ものである。 

3 「人口（指数）」は、「住民基本台帳調査」の平成 16 年 3 月 31 日の数値を 100 とした場合の 24 年 3 月

31 日の数値である。 

4 「商業事務所数（指数）」は、平成 16 年の「商業統計調査」の数値を 100 とした場合の 24 年の「経済

センサス-活動調査」の数値である。 
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表 1-(2)-①-ⅱ 商業（卸売業・小売業）従業員数と人口の相関分析 

○ 相関係数 0.587335 

 
（注）1 「住民基本台帳調査」（総務省自治行政局）、「商業統計調査」（経済産業省）、「経済センサス-基礎調査」

及び「経済センサス-活動調査」（総務省統計局）に基づき、当省が作成した。 

2 本表は、当省が調査を行った 262 地方都市における人口と商業（卸売業、小売業）の従業員数の分布を

表したものである。 

3 「人口（指数）」は、「住民基本台帳調査」の平成 16 年 3 月 31 日の数値を 100 とした場合の 24 年 3 月

31 日の数値である。 

4 「商業従業員数（指数）」は、平成 16 年の「商業統計調査」の数値を 100 とした場合の 24 年の「経済

センサス-活動調査」の数値である。 
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表 1-(2)-①-ⅲ 工業（製造業）の事業所数と人口の相関分析 

○ 相関係数 0.402008 

 
（注）1 「住民基本台帳査」（総務省自治行政局）及び「工業統計調査」（経済産業省）に基づき、当省が作成し

た。 

2 本表は、当省が調査を行った 262 地方都市における人口と工業（製造業）の事業所数の分布を表したも

のである。 

3 「人口（指数）」は、「住民基本台帳調査」の平成 16 年 3 月 31 日の数値を 100 とした場合の 24 年 3 月

31 日の数値である。 

4 「工業事業所数（指数）」は、平成 16 年の「工業統計調査」の数値を 100 とした場合の 24 年の「工業

統計調査」の数値である。 
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表 1-(2)-①-ⅳ 工業（製造業）の従業員数と人口の相関分析 

○ 相関係数 0.39641 

 
（注）1 「住民基本台帳調査」（総務省自治行政局）及び「工業統計調査」（経済産業省）に基づき、当省が作成

した。 

2 本表は、当省が調査を行った 262 地方都市における人口と工業（製造業）の従業員数の分布を表したも

のである。 

3 「人口（指数）」は、「住民基本台帳調査」の平成 16 年 3 月 31 日の数値を 100 とした場合の 24 年 3 月

31 日の数値である。 

4 「工業従業員数（指数）」は、平成 16 年の「工業統計調査」の数値を 100 とした場合の 24 年の「工業

統計調査」の数値である。 
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表 1-(2)-①-ⅴ 就業者数と人口の相関分析 

○ 相関係数 0.889584 

 
（注）1 「国勢調査」（総務省統計局）に基づき、当省が作成した。 

2 本表は、当省が調査を行った地方都市 262 市における人口と就業者数の分布を表したものである。 

3 「人口（指数）」は、国勢調査の平成 12 年の数値を 100 とした場合の 22 年の数値である。 

4 「就業者数（指数）」は、国勢調査の「常住地による 15 歳以上の就業者」の平成 12 年の数値を 100 と

した場合の平成 22 年の数値である。なお、22 年 10 月 1 日に実施された「国勢調査調査票」には、「仕事

とは、収入を伴う仕事をいい、自家営業（農業や店の仕事など）の手伝いや内職・パートタイム・アル

バイトも含めます」と記載されている。 
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表 1-(2)-①-ⅵ 納税義務者 1人当たりの課税対象所得と人口の相関分析 

○ 相関係数 0.326514 

 
（注）1 「住民基本台帳調査」（総務省自治行政局）及び「市町村税課税状況等の調」（総務省自治税務局）に基

づき、当省が作成した。 

2 本表は、当省が調査を行った地方都市 262 市における人口と納税義務者 1人当たりの市町村税課税対象

所得の分布を表したものである。なお、「納税義務者 1 人当たりの課税対象所得」は、課税対象所得を同

年の納税義務者数で除したものである。 

3 「人口（指数）」は、「住民基本台帳調査」の平成 16 年 3 月 31 日の数値を 100 とした場合の 24 年 3 月

31 日の数値である。 

4 本表の「納税義務者 1 人当たりの課税対象所得（指数）」は、「市町村税課税状況等の調」の平成 16 年

度の数値を 100 とした場合の 24 年度の数値である。 
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１ 主たる産業 

 

貴市における従業地による産業別就業者割合（平成 22 年）は別添資料の調査表１－２の⑦のとおりで

す。 

貴市の主たる産業（必ずしも就業者が多い産業である必要はなく、例えば「漁業のまち」、「観光のまち」

など、市の行政を進める上で最も重要ととらえている産業で構いません）として最も当てはまるもの１つ

に○を付してください。また、その産業を主たる産業ととらえる特徴的な生産品・地域ブランド品、企業・

事業所名、観光資源などがあれば、枠内に記載してください。 

 

ア 農業  オ 商業  

イ 林業  カ 観光業  

ウ 漁業  キ その他  

エ 製造業  ク 分からない  

（注）貴市の主たる産業が選択肢ア～カに該当するものがない場合には、選択肢「キ その他」の回答欄に記載してください。 

 

＜主たる産業をとらえる特徴的な生産品・地域ブランド品、企業・事業所名、観光資源など＞ 

 

 

 

２ 人口の推移 

 

（１）貴市における人口の推移は別添資料の調査表１－２の①のとおりです。 

貴市の平成16年と平成24年の人口を比較して、人口が社会増加又は社会減少（転入数－転出数）

した要因としてどのようなものが考えられますか。該当するものに○（複数ある場合には最も影響し

たと考えられる要因に◎）を付し、その具体的な内容を枠内に記載してください。 

 

 

ア 事業所の進出・撤退、地場産業の業績変化など「しごと」の影響  

＜内容＞ 

イ 子育て・教育・医療・福祉など「ひと」に対するサービスの影響  

＜内容＞ 

ウ 交通網・住宅・公園など「まち」づくりの影響  

＜内容＞ 

エ 災害の影響  

＜内容＞ 

オ その他  

＜内容＞ 

カ 分からない  

  

表 1-(2)-② 書面調査（様式） 
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（２）日本全体の人口は、調査表１－１のとおり、平成16年から0.1％の微減となっています。 

貴市の人口の増加又は維持（減少の抑制）に寄与したと考えられる貴市の施策・事業はありますか。

ある場合には、その具体的な内容と効果を、さらに国の支援施策を活用している場合にはその施策名

を記載してください（施策・事業が多数ある場合には、それぞれの項目（ア～エ）においてより効果

が高いと考えられるものを３つまで）。ない場合には、「オ なし」の枠内に○を付してください。 

なお、中心市街地活性化基本計画、地域再生計画、都市再生整備計画又は構造改革特別区域計画に

基づく施策・事業については下記（３）でお聞きしますので、ここでは記載する必要はありません。

 

ア 事業所誘致、起業支援、職業訓練など「しごと」に関する施策・事業 

施策・事業名の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

   

   

   

イ 子育て・教育・医療・福祉サービスの充実など「ひと」に関する施策・事業 

施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

   

   

   

ウ 交通網・住宅・公園の整備など「まち」に関する施策・事業 

施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

   

   

   

エ その他 

施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

   

   

   

 オ なし 

 

 

（３）中心市街地活性化基本計画、地域再生計画、都市再生整備計画又は構造改革特別区域計画を作成し

た市に伺います。 

貴市の人口の増加又は維持（減少の抑制）に寄与したと考えられる施策・事業で、上記４計画のい

ずれかに基づいて実施したものはありますか。ある場合には、計画名、具体的な施策・事業の内容と

効果を、国の支援施策を活用している場合にはその施策名を記載してください（施策・事業が多数あ

る場合には、それぞれの項目（ア～エ）においてより効果が高いと考えられるものを３つまで）。な

い場合には、「オ なし」の枠内に○を付してください。 
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ア 事業所誘致、起業支援、職業訓練など「しごと」に関する施策・事業 

計画名 施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

    

    

    

イ 子育て・教育・医療・福祉サービスの充実など「ひと」に関する施策・事業 

計画名 施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

    

    

    

ウ 交通網・住宅・公園の整備など「まち」に関する施策・事業 

計画名 施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

    

    

    

エ その他 

計画名 施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

    

    

    

 オ なし 

 

 

３ 就業者数の推移 

 

（１）貴市における就業者数の推移は別添資料の調査表１－２の④のとおりです。 

貴市の平成12年と平成22年とを比較して就業者数が増加又は減少した要因としてどのようなもの

が考えられますか。該当するものに○（複数ある場合には最も影響したと考えられる要因に◎）を付

し、可能であれば、その具体的な内容を枠内に記載してください。 

 

ア 企業・事業所の進出・撤退  

＜内容＞ 

イ 起業の増加・減少  

＜内容＞ 

ウ 担い手・後継者の充足・不足  

＜内容＞ 

エ 繁華街・商店街の繁栄・衰退  

＜内容＞ 

オ 特産品・地域ブランド品などの地域資源の存在・不在  
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＜内容＞ 

カ 定住人口・観光客などの顧客の増加・減少  

＜内容＞ 

キ 災害の影響  

＜内容＞ 

ク 景気の影響  

＜内容＞ 

ケ その他  

＜内容＞ 

コ 分からない  

 

（２）日本全体の就業者数は、調査表１－１のとおり、平成12年から約５％程度減少しています。 

貴市の就業者数の増加又は維持（減少の抑制）に寄与したと考えられる貴市の施策・事業はありま

すか。ある場合には、その具体的な内容と効果を、さらに国の支援施策を活用している場合にはその

施策名を記載してください（施策・事業が多数ある場合には、より効果が高いと考えられるものを３

つまで）。ない場合には、「施策・事業の具体的な内容」欄に「なし」と記載してください。 

なお、中心市街地活性化基本計画、地域再生計画、都市再生整備計画又は構造改革特別区域計画に

基づく施策・事業については下記（３）でお聞きしますので、ここでは記載する必要はありません。

 

施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

   

   

   

 

（３）中心市街地活性化基本計画、地域再生計画、都市再生整備計画又は構造改革特別区域計画を作成し

た市に伺います。 

貴市の就業者数の増加又は維持（減少の抑制）に寄与したと考えられる施策・事業で、上記計画４

計画のいずれかに基づいて実施したものはありますか。ある場合には、計画名、具体的な施策・事業

の内容と効果を、国の支援施策を活用している場合にはその施策名を記載してください。（施策・事

業が多数ある場合には、より効果が高いと考えられるものを３つまで）。ない場合には、「計画名」欄

に「なし」と記載してください。 

 

計画名 施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

    

    

    

 

４ その他の指標の推移 

 

（１）人口、就業者数以外の指標（例えば商業年間販売額、製造品出荷額、空き店舗数、観光入込客数な
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ど）について、日本全体の推移（調査表１－１）との比較を踏まえ、貴市における施策・事業が指標

の増加又は維持（減少の抑制）※に寄与したと考えられる施策・事業はありますか。ある場合には、

指標、施策・事業の具体的な内容と効果を、国の支援施策を活用している場合にはその施策名を記載

してください（施策・事業が多数ある場合には、より効果が高いと考えられるものを３つまで）。な

い場合には、「施策・事業の具体的な内容」欄に「なし」と記載してください。 

なお、中心市街地活性化基本計画、地域再生計画、都市再生整備計画又は構造改革特別区域計画に

基づく施策・事業については下記（２）でお聞きしますので、ここでは記載する必要はありません。

※ 空き店舗数については減少又は増加の抑制 

 

指標名 施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

    

    

    

 

（２）中心市街地活性化基本計画、地域再生計画、都市再生整備計画又は構造改革特別区域計画を作成し

た市に伺います。 

人口、就業者数以外の指標（例えば商業年間販売額、製造品出荷額、空き店舗数、観光入込客数な

ど）の増加又は維持（減少の抑制）※に寄与したと考えられる施策・事業で、上記４計画のいずれか

に基づいて実施したものはありますか。ある場合には、計画名、指標名、施策・事業の具体的な内容

と効果を、国の支援施策を活用している場合にはその施策名を記載してください（施策・事業が多数

ある場合には、より効果が高いと考えられるものを３つまで）。ない場合には、「計画名」欄に「なし」

と記載してください。 

※ 空き店舗数については減少又は増加の抑制 

 

計画名 指標名 施策・事業の具体的な内容 施策の効果 国の支援施策 

     

     

     

 

５ 地域活性化の取組 

 

貴市において地域活性化のため現在実施中又は今後実施予定の施策・事業はありますか。該当するもの

に○を付し、その具体的な内容を枠内欄に記載してください。 

また、当該施策・事業を実施するに当たり、国の支援施策への改善意見等、国に対する意見・要望があ

れば記載してください。特定の施策・事業と関連のない全般的な意見・要望などは、「全般的な意見・要

望」欄に記載してください。 

 

ア 事業所誘致、起業支援、職業訓練など「しごと」に関する施策・事業  

＜内容＞ 

＜意見・要望＞ 
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イ 子育て・教育・医療・福祉サービスの充実など「ひと」に関する施策・事

業 

 

＜内容＞ 

＜意見・要望＞ 

ウ 交通網・住宅・公園の整備など「まち」に関する施策・事業  

＜内容＞ 

＜意見・要望＞ 

エ その他  

＜内容＞ 

＜意見・要望＞ 

オ なし  

 

＜全般的な意見・要望＞ 

 

 

 

 

ご回答ありがとうございました。内容を確認する場合がありますので、ご担当者の連絡先を記載してくだ

さい。 

市名  

所属部・課・係等  

氏名  

連絡先

 

電話番号  

メールアドレス  
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【参考】 地方都市の主たる産業 

 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 市が、書面調査において、市の主たる産業と認識しているものを上記凡例の選択肢から 1つ選択したも

のである。 

なお、1つに絞れないと回答した市は「分からない」に分類している。 

 

表 1-(2)-③ 社会増減の要因 

表 1-(2)-③-ⅰ 社会増減の要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/262 市） 

しごとの増減の影響 162 61.8% 

ひとに対するサービスの影響 94 35.9% 

まちづくりの影響 47 17.9% 

災害による影響 26 9.9% 

その他の影響 12 4.6% 

分からない等 48 18.3% 

総回答数 389

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

  

製造業 99

農業 59

観光業 53

商業 20

漁業 10
林業 1

その他 2 分からない 18

製造業

農業

観光業

商業

漁業

林業

その他

分からない
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表 1-(2)-③-ⅱ 社会増となっている地方都市における社会増となった要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/60 市） 

しごとの増減の影響 27 45.0% 

まちづくりの影響 27 45.0% 

ひとに対するサービスの影響 25 41.7% 

災害地からの移住等の影響 4 6.7% 

その他の影響 6 10.0% 

分からない等 15 25.0% 

総回答数 104

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

表 1-(2)-③-ⅲ 「しごと」の影響で社会増となっている地方都市における具体的要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/27 市） 

企業・事業所の進出 17 63.0% 

地元企業の業績好調 7 25.9% 

景気 1 3.7% 

その他 2 7.4% 

総回答数 27

（注）当省の調査結果による。 

 

1-(2)-③-ⅳ 「まち」の影響で社会増となっている地方都市における具体的要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/27 市） 

土地区画整理 14 51.9% 

居住支援 14 51.9% 

交通体系整備 3 11.1% 

道路整備 3 11.1% 

その他 2 7.4% 

総回答数 36

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

表 1-(2)-③-ⅴ 「ひと」の影響で社会増となっている地方都市における具体的要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/25 市） 

子育て環境の充実 19 76.0% 

医療・福祉の充実 7 28.0% 

教育文化の充実 6 24.0% 

総回答数 32

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 
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表 1-(2)-③-ⅵ 社会減となっている地方都市における社会減となった要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/202 市） 

しごとの増減の影響 135 66.8% 

ひとに対するサービスの影響 69 34.2% 

まちづくりの影響 20 9.9% 

災害による影響 22 10.9% 

その他の影響 6 3.0% 

分からない等 33 16.3% 

総回答数 285

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

 

表 1-(2)-③-ⅶ 「しごと」の影響で社会減となっている地方都市における具体的要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/135 市） 

企業・事業所の撤退 43 31.9% 

雇用のミスマッチ 40 29.6% 

地場産業等の衰退 29 21.5% 

景気悪化 22 16.3% 

担い手・後継者不足 19 14.1% 

繁華街・商店街の衰退 10 7.4% 

その他 4 3.0% 

総回答数 167

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

 

表 1-(2)-③-ⅷ 「ひと」の影響で社会減となっている地方都市における具体的要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/69 市） 

教育文化の不足 60 87.0% 

子育て環境の不足 5 7.2% 

医療・福祉の不足 3 4.3% 

その他 2 2.9% 

総回答数 70

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

 

 

 

 

- 90 -



表 1-(2)-③-ⅸ 「まち」の影響で社会減となっている地方都市における具体的要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/20 市） 

交通不便 11 55.0% 

近隣市で宅地整備 5 25.0% 

地価 4 20.0% 

宅地開発の遅れ 1 5.0% 

その他 1 5.0% 

総回答数 22

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

 

表 1-(2)-④ 就業者の増減要因 

表 1-(2)-④-ⅰ 就業者の増減要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/262 市） 

企業・事業所の進出・撤退 112 42.7% 

担い手・後継者の充足・不足 109 41.6% 

景気 88 33.6% 

繁華街・商店街の繁栄・衰退 85 32.4% 

定住人口・観光客の増加・減少 64 24.4% 

起業の増加・減少 10 3.8% 

災害 9 3.4% 

地域資源の存在・不在 6 2.3% 

その他 47 17.9% 

不明 30 11.5% 

総回答数 560

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 
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表 1-(2)-④-ⅱ 就業者増となっている地方都市における就業者増となった要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/22 市） 

企業・事業所の進出・撤退 15 68.2% 

定住人口・観光客の増加・減少 8 36.4% 

起業の増加・減少 3 13.6% 

景気 2 9.1% 

地域資源の存在・不在 2 9.1% 

担い手・後継者の充足・不足 1 4.5% 

繁華街・商店街の繁栄・衰退 1 4.5% 

災害 1 4.5% 

その他 1 4.5% 

不明 2 9.1% 

総回答数 36

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

表 1-(2)-④-ⅲ 「定住人口・観光客の増加」の影響で就業者増となっている地方都

市における具体的要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/8 市） 

交通網整備 2 25.0% 

宅地造成 2 25.0% 

その他 4 50.0% 

総回答数 8

（注）当省の調査結果による。 

 

表 1-(2)-④-ⅳ 就業者減となっている地方都市における就業者減となった要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/240 市） 

担い手・後継者の充足・不足 108 45.0% 

企業・事業所の進出・撤退 96 40.0% 

景気 86 35.8% 

繁華街・商店街の繁栄・衰退 84 35.0% 

定住人口・観光客の増加・減少 56 23.3% 

災害 8 3.3% 

起業の増加・減少 7 2.9% 

地域資源の存在・不在 4 1.7% 

その他 46 19.2% 

不明 28 11.7% 

総回答数 523

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 
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表 1-(2)-④-ⅴ 「景気」の影響で就業者減となっている地方都市における具体的要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/86 市） 

リーマンショックによる影響 31 36.0%

その他景気悪化による影響 55 64.0%

総回答数 86

（注）当省の調査結果による。 

 

表 1-(2)-④-ⅵ 「繁華街・商店街の衰退」の影響で就業者減となっている地方都市

における具体的要因 

類型 回答（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/84 市） 

郊外店出店の影響 14 16.7%

市中心部からの大型店撤退の影響 6 7.1%

市中心部への大型店出店の影響 2 2.4%

その他 62 73.8%

総回答数 84

（注）当省の調査結果による。 

 

表 1-(3)-① 人口の増加・維持に効果のあった地域活性化 3計画の取組 

 

表 1-(3)-①-ⅰ 人口の増加・維持に効果のあった地域活性化 3計画の取組（市が活

用した計画）                           

（単位：市） 

  地域再生計画 
都市再生整備

計画 

中心市街地活

性化基本計画

構造改革特別

区域計画 

回答した市の

総数 

市 59 106 68 7 177

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、計画別の市の合計は回答した市の総数と一致しない。 

 

表 1-(3)-①-ⅱ 「まち」に関する地域活性化 3計画の取組（市が活用した計画） 

（単位：市） 

  地域再生計画 
都市再生整備

計画 

中心市街地活

性化基本計画

構造改革特別

区域計画 

回答した市の

総数 

市 16 94 52 0 145

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、計画別の市の合計は回答した市の総数と一致しない。 
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表 1-(3)-①-ⅲ 人口の増加・維持に効果のあった「まち」に関する地域活性化 3 計

画の施策                       

（単位：市） 

類型 回答数 割合 内容 

道路 60 41.4% 道路の整備 

公園 56 38.6% 公園の整備 

    公園のバリアフリー化 

土地高度利用 53 36.6% 土地区画整理事業（民間による宅地開発の促進等） 

      商業や居住等の機能を有する施設等の整備 

居住支援 39 26.9% 公営住宅の整備 

    民間住宅促進のための補助金支給 

    家賃の補助 

    住宅取得・改修・耐震診断費用の一部助成 

    住宅情報の提供 

    老朽化した建築物の除却 

      まちなか居住者への生活支援 

交通体系整備 16 11.0% コミュニティバスやデマンドバスの運行 

    
 

バスの運行社会実験（運行ルートや運賃の見直しにより利用者

を増やす実験） 

    バス停の整備 

    路面電車の環状線化 

    鉄道の安全運行に係る設備投資・修繕への助成 

    駅舎の整備 

      鉄道立体交差の整備 

汚水処理 13 9.0% 公共下水道・浄化槽・農業集落排水施設の整備 

      排水ポンプ・排水路の整備 

教育文化 10 6.9% 公民館・市民交流センターの整備 

    運動施設の整備 

      図書館の整備 

観光開発 8 5.5% 観光施設の整備 

    歴史的な街並みの保存 

    地域歴史資産のデジタルアーカイブ構築 

その他 17 11.7% 街路灯の設置 

    野球場の整備 

    駐車場・駐輪場の整備 

    公共サインの整備 

    駅構内のバリアフリー化 

      市電の軌道敷を芝生緑化 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（145市）で除したものである。 
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表 1-(3)-①-ⅳ 「しごと」に関する地域活性化 3計画の取組（市の活用した計画） 

（単位：市） 

  地域再生計画 
都市再生整備

計画 

中心市街地活

性化基本計画

構造改革特別

区域計画 

回答した市の

総数 

市 37 12 27 5 77

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、計画別の市の合計は回答した市の総数と一致しない。 

 

表 1-(3)-①-ⅴ 人口の増加・維持に効果のあった「しごと」に関する地域活性化 3

計画の施策 

（単位：市）

類型 回答数 割合 内容 

就労支援・

就職促進 

  

33 42.9% 求職者に対する職業訓練・研修 

  
 

構造改革特区（情報処理技術者試験に係る特例措置による情

報技術に係る人材の育成） 

  雇用者を対象にした職場定着を目的としたセミナーの開催 

    就職説明会の開催 

    求人情報の提供 

    就職相談の実施 

    構造改革特区（外国人研修生受入れ人数枠の数量規制の緩和）

起業支援・

新 規 商 品

開発 

29 37.7% 起業者への融資、融資のあっせん 

  起業のために必要な知識やノウハウに関する研修 

  地場産品を活用した新規商品の開発 

  空き店舗活用の場合の家賃等を補助 

    構造改革特区（酒類製造の数量規制の緩和） 

    助言等のサポートを行うための拠点整備 

企業誘致 13 16.9% 大規模小売店舗立地法の特例を活用した郊外への大型商業

施設の誘致 

    市内外に分散している国の出先機関の集約 

    工業団地の造成 

    空き店舗・空きオフィスへの企業誘致 

      一定の要件を満たす企業が新規立地する場合の奨励金の交付 

その他 30 39.0% 商業や居住等の機能を有する施設等の整備 

    特定施設入居者生活介護施設の整備 

    
 

コミュニティＦＭを活用した情報発信機能や、市内の大学生や

ＮＰＯ等市民団体の活動及び交流機能、商業機能等を備えた

施設の整備 

      地場産業の振興 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（77市）で除したものである。 
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表 1-(3)-①-ⅵ 「ひと」に関する地域活性化 3計画の取組（市の活用した計画） 

（単位：市） 

  地域再生計画 
都市再生整備

計画 

中心市街地活

性化基本計画

構造改革特別

区域計画 

回答した市の

総数 

市 5 22 33 1 60

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、計画別の市の合計は回答した市の総数と一致しない。 

 

表 1-(3)-①-ⅶ 人口の増加・維持に効果のあった「ひと」に関する地域活性化 3 計

画の施策 

（単位：市） 

類型 回答数 割合 内容 

子育て支援 35 58.3% 保育料の減免 

  子育て支援センターの整備 

  
 

保健センター機能・子育て支援機能、福祉機能、医療サービス

機能等を集約した総合保健福祉センターの整備 

  保育施設の整備 

  保育施設を併設した市営住宅の建設  

  乳幼児の一時預かり保育 

  公立幼稚園での 4 歳児学級 

  児童相談所の設置 

  子育て相談の実施 

  
 

市外から中心市街地に転入する新婚・子育て世帯への家賃補

助 

  
 

中心市街地において保健師を常駐させた乳児から高齢者まで

の子育て・健康・介護相談、健康教室等を実施 

教育文化 25 41.7% 屋内型遊戯施設の整備 

  公民館・市民交流センター等の整備 

  
 

芸術文化活動を展開するための展示・発表などができる公益

文化施設の整備 

  
 

地域交流センター機能と図書館機能を集約した生涯学習施設

の整備 

  専門学校等の誘致 

  総合保健センターと中央図書館を一体施設として整備 

  図書館の整備 

   美術館の整備 

医療・高齢

者等福祉  

 

22 36.7% 病院等医療施設の整備 

ホテル併設型医療モールの整備 

高齢者住宅の整備 

 介護施設の整備 

 高齢者向け介護予防施設の整備 

 
 

保健センター機能・子育て支援機能、福祉機能、医療サービス

機能等を集約した総合保健福祉センターの整備 

 

 

 
 

廃校の校舎を福祉作業所へ転用 

地域の障害者支援拠点の整備 

高齢者の交流施設の整備 

空き公共施設を福祉施設へ転用 
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総合保健センターと中央図書館を一体施設として整備 

ユニバーサルデザインに配慮した中心市街地の再整備 

その他 3 5.0% 公園プレーリーダーの育成 

  Ｕ・Ｊ・Ｉターンによる定住促進 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（60市）で除したものである。 

 

【参考】 「その他」に関する地域活性化 3計画の取組（市の活用した計画） 

（単位：市） 

  地域再生計画 
都市再生整備

計画 

中心市街地活

性化基本計画

構造改革特別

区域計画 

回答した市の

総数 

市 4 6 8 1 19

（注）当省の調査結果による。 

 

【参考】 人口の増加・維持に効果のあった「その他」に関する地域活性化 3計画の

施策 
（単位：市）

類型 回答数 割合 内容 

その他 19 100% 大正時代からの蔵などを改装して、伝統工芸品などの地場産

品の販売拠点、観光情報発信拠点、イベント拠点として整備 

      歴史的な街並みの整備 

      公共下水道等の整備 

      商業や居住等の機能を有する施設等の整備 

      調整池の整備 

      市役所庁舎機能、市民活動ホール等を含む複合施設の整備

    イベント開催 

    中心市街地の不動産情報等を発信する拠点の整備 

    
 

市民や民間事業の寄附による基金を活用したまちなかでにぎ

わい創出につながる活動を行う団体への助成金の交付 

    港湾施設の整備 

      地区計画を活用した土地利用の規制 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（19市）で除したものである。 
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表 1-(3)-② 人口の増加・維持に効果のあった地域活性化 3計画以外の取組 

 

表 1-(3)-②-ⅰ 人口の増加・維持に効果のあった地域活性化 3計画以外の取組 

類型 回答数（単位：市）(Ａ) 割合（Ａ/209 市） 

しごと 164 78.5%

ひと 158 75.6%

まち 103 49.3%

その他 31 14.8%

総回答数 456

(注)1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。

 

表 1-(3)-②-ⅱ 人口の増加・維持に効果のあった「しごと」に関する地域活性化 3

計画以外の施策 
（単位：市）

類型 回答数 割合 内容 

企業誘致 142 86.6% 一定の要件を満たす企業が新規立地する場合の奨励金の交

付や低利の融資 

   固定資産税等の課税の減免 

   工場・事業所の建設費、用地取得費、賃料等の補助 

   水道料金等の公共料金の減免 

   企業誘致のためのＰＲ活動 

   工業団地の造成 

   遊休化した市の施設の誘致企業への貸出し 

就労支援・

就職促進  

47 28.7% 雇用者を対象にした職場定着を目的としたセミナーの開催 

 職業訓練センターの運営支援 

   雇用者が求職者を雇用した際の奨励金の支給 

   再就職を希望する市民を対象に就職訓練の経費補助 

   ジョブカフェの運営（若年者に対する無料の職業紹介事業） 

   就職説明会の開催 

   就職相談の実施 

起業支援・

新 規 商 品

開発  

35 21.3% Ｕ・Ｊ・Ｉターンにより新たに起業する人を対象にした起業に要す

る費用の一部助成 

 起業のために必要な知識やノウハウに関する研修 

   新規就農者、就漁者等への研修 

   事務スペースの貸出や助言等のサポートを行うための拠点整

備 

   空き店舗活用の場合の家賃等の補助 

   起業者への融資、融資のあっせん 

   知的財産を活用した新製品・新技術開発への支援 

その他 12 7.3% 企業の経営安定化のための融資や助成 

   商店街のイベント、街路灯設置等補助 

   大河ドラマの放送に併せた観光客誘致 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（164市）で除したものである。 
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表 1-(3)-②-ⅲ 人口の増加・維持に効果のあった「ひと」に関する地域活性化 3計

画以外の施策 
（単位：市）

類型 回答数 割合 内容 

子育て支援 141 89.2% 体外受精等に要した医療費の一部助成 

  出産祝い金の支給 

  保育施設の整備 

  認可外保育施設の整備に対する助成 

  保育料の減免 

  保育士等の処遇改善 

  子育て支援センターの整備・運営 

  延長保育、一時保育、病後児保育等の保育サービスの充実 

  
 

共働きなどで昼間留守になる小学校の児童を対象にした学校や

児童館等で様々な体験等の実施 

  市内医療機関に病児保育室を併設 

  新生児おむつ・授乳関連用品への助成 

  
 

核家族で実家の遠い方、家庭での育児が不安な方、産後の肥立

ちが思わしくない方への出産直後の生活支援 

  乳幼児等の医療費の一部助成 

  予防接種に係る費用の一部助成 

医 療 ・ 高 齢

者等福祉  

26 16.5% 救急医療センター等の医療施設の整備・運営 

介護老人福祉施設の整備・運営 

  医療費の減免 

  医師確保のための奨学金の支給 

  
 

複数の地方公共団体が連携した救急医療機関の医師確保のため

の支援 

  
 

総合病院受診者の待ち時間短縮のための受診用受付システムの

構築 

   高齢者総合相談システムの整備・運営 

教育文化 21 13.3% 大学、高等学校等の誘致や財政支援 

  児童・学生の職場体験の実施 

  小中一貫教育を軸とした教育システムの構築 

  教育相談の実施 

  タブレット端末や電子黒板などのＩＣＴを取り入れた教育の促進 

   土曜日補習教室の開設 

その他 7 4.4% 結婚を希望しながらも相手に巡り合っていない独身男女に対する

結婚のきっかけとなる出会いの場の提供 

    移住・定住促進事業（補助金の交付） 

      複合商業施設（商業施設、市民交流施設、図書館等）の整備 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（158市）で除したものである。 
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表 1-(3)-②-ⅳ 人口の増加・維持に効果のあった「まち」に関する地域活性化 3計画

以外の施策 
（単位：市）

類型 回答数 割合 内容 

交 通 体 系

整備  

40 38.8% コミュニティバスやデマンドバスの運行 

 バスの運行社会実験（運賃の見直しにより利用者を増やす実験）

   コミュニティタクシーの運営 

   生活路線維持のためのバス会社への補助金の支給 

   バス運賃の補助 

   鉄道駅の誘致 

   定期船航路の運賃補助 

    駅舎、駅前ターミナルの整備 

居住支援 34 33.0% 住宅取得・改修・耐震診断費用の一部助成 

   家賃の補助 

   市営住宅の建替え 

   宅地造成 

    民間宅地開発に対する助成 

土 地 高 度

利用  

24 23.3% 土地区画整理事業（民間による宅地開発の促進等） 

  商業や居住等の機能を有する施設等の整備 

道路 16 15.5% 道路整備 

    高速道路スマートＩＣ（ETC 専用インターチェンジ）の整備 

空き家対策 9 8.7% 市内の空き家及び空き地のホームページ等での案内 

公園 5 4.9% 公園の整備 

    児童公園の老朽化した遊具の更新 

その他 13 12.6% 移住促進のため転入者に対する奨励金の支給 

    歴史的な街並みの保存 

    公共下水道の整備 

    球場ナイター設備の整備 

    中心市街地、公共交通沿線の地域拠点へ人口や都市機能の集積

    生涯学習・多文化交流促進事業等の実施 

      特別指定区域の指定（市街化調整区域における建築制限緩和）

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（103市）で除したものである。 

 

  

- 100 -



【参考】 人口の増加・維持に効果のあった「その他」に関する地域活性化 3計画以

外の施策 
（単位：市）

類型 回答数 割合 内容 

その他 31 100% 移住相談窓口の開設 

    移住の際の住宅取得費等への補助金の支給 

      市のＰＲ事業の実施 

      空き家情報の提供 

      男女交流パーティーの開催 

      相談員の設置 

      マスコットキャラクターの運用 

      観光情報の発信 

      動物園の整備 

      
住民票の写しや印鑑登録証明書などのコンビニエンスストア

交付 

      幼児に対するフッ化物の塗布 

      救急医療キットの配布 

      スポーツイベントの開催促進 

      
市街化調整区域に係る 50 戸連たん制度を条例化して市街

化調整区域において主に戸建て住宅を許可 

      新幹線通勤定期の購入補助 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（31市）で除したものである。 

 

 

表 1-(3)-③ 就業者の増加・維持に効果のあった地域活性化 3計画の取組 

 

表 1-(3)-③-ⅰ 就業者の増加・維持に効果のあった地域活性化 3計画の取組（市の

活用した計画） 
（単位：市） 

  地域再生計画 
都市再生整備

計画 

中心市街地活

性化基本計画

構造改革特別

区域計画 

回答した市の

総数 

市 59 19 44 1 109

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、計画別の市の合計は回答した市の総数と一致しない。 
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表 1-(3)-③-ⅱ 就業者数の増加・維持に効果のあった地域活性化 3計画の施策 
  （単位：市）

類型 回答数 割合 内容 

就労支援・

就職促進  

54 49.5% 雇用者向けの経営支援セミナー、求職者向けの人材育成、就職

説明会等を一括で実施 

地場産業や新たに振興する産業において必要とする人材の育

成 

構造改革特区（情報処理技術者試験に係る特例措置による情報

技術に係る人材の育成） 

就職説明会の開催 

インターネット等を利用した就職関連情報の提供 

若年者の就職を支援するための若者サポートステーションの設

立 

職業紹介所の運営 

起業支援・

新規商品

開発  

37 33.9% NPO 法人が行う取組と連携した新規就農モデルケースの構築 

起業支援相談窓口の開設 

空き店舗活用の場合の家賃等の補助 

地域特産品を活用した新規商品の開発 

起業のために必要な知識・ノウハウに関する研修 

事務スペースの貸出や助言等のサポートを行うための拠点整備 

低廉な家賃設定の店舗の提供 

企業誘致 20 18.3% 

 

 

 

 

 

工場・事業所の建設費、用地取得費、賃料等の補助 

一定の要件を満たす企業が新規立地する場合の奨励金の交付 

固定資産税等の課税の減免 

工業団地の造成 

商店誘致のための商業施設の整備 

工場誘致のための上下水道の整備 

その他  49

  

45.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療施設、福祉施設等の整備 

商業や居住等の機能を有する施設等の整備 

ペレット製造施設の整備 

公共施設を障害者施設へ転用 

廃校を農産加工施設へ転用 

企業の経営安定化のための融資や助成 

地域材利活用の推進、「木育」の推進及び循環型森林経営の確

立と安定的な地域材の供給 

地域のバイオマス資源を循環利用する総合的利活用システムの構

築 

温泉施設を備えた宿泊施設の整備 

中心市街地の空きビル・空き地を活用した集客施設の整備 

伝統的建築物の空き家を活用した宿泊施設の整備 

イベントの開催 

鉄道連続立体交差の整備 

林業従事者の森林へのアクセス改善を図る市道・林道の整備 
（注）1 当省の調査結果による。    

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（109市）で除したものである。   
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表 1-(3)-④ 就業者の増加・維持に効果のあった地域活性化 3計画以外の施策 
（単位：市）

類型 回答数 割合 内容 

企業誘致 

  

  

  

  

  

  

  

120 70.2% 

 

一定の要件を満たす企業が新規立地又は増設する場合に奨

励金を交付 

中心市街地へ出店する際の融資制度の創設 

企業誘致のためのＰＲ活動 

工場・事業所の建設費、用地取得費、賃料等の補助 

工業団地の造成 

工場誘致のための道路の整備 

固定資産税等の課税の減免 

企業の希望に即した工場の建設・貸出し 

就労支援・

就職促進 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

65 38.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用者が求職者を雇用した際の奨励金の支給 

就職説明会の開催 

就職相談の実施 

職業紹介の実施 

企業見学会の開催 

ジョブプラザの設置（職業相談・職業紹介と就労・生活相

談を行う総合的な就職支援窓口） 

求職者に対する職業訓練 

教育活動と企業実習を二重に並行して行う職業訓練の実施

高度な専門技術の習得等を目指す中小企業の技能者等の養成

新規雇用を伴う新たな事業プランに対する補助 

子どもの保護者の就業促進のための空き教室等を利用した

児童への適切な遊び場及び生活の場の提供 

失業者に対する次の雇用までの短期の雇用・就職機会の提供

起業支援・

新規商品

開発  

  

  

  

  

  

  

36 21.1% 

 

 

 

 

 

 

起業のために必要な知識・ノウハウに関する研修 

新規就農者、就漁者等への研修 

高度な知識を有する専門家による支援・助言等により起業

支援 

起業者への融資、融資のあっせん 

新規就農者への給付金の支給 

空き店舗活用の場合の家賃等の補助 

事務スペースの貸出や助言等のサポート及び当該サポート

等を行うための拠点整備 

新製品・新技術の開発への支援 

6 次産業に係る新商品開発への補助 

課税の減免 

その他  

  

20 11.7% 企業の経営安定化のための融資・助成 

大河ドラマの放送に併せた観光客誘致事業の実施 

企業の市外流出を防止するための水道料金の一部助成 

新幹線駅の誘致 

商業や居住等の機能を有する施設等の整備 

商店街のイベント、街路灯設置等補助 
（注）1 当省の調査結果による。    

2 「割合」は、回答数を有効回答市の数（171市）で除したものである。  
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【参考】 その他指標の増加・維持に効果のあった地域活性化 3計画の取組（指標別） 

類型 回答数（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/152 市） 

観光入込客数 73 48.0%

空き店舗数 47 30.9%

施設利用者数 22 14.5%

年間商品販売額 7 4.6%

満足度 6 3.9%

駅乗降客数 4 2.6%

製造品出荷額 2 1.3%

事業所数 2 1.3%

その他 14 9.2%

総回答数 177

（注）1 当省の調査結果による。       

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。  

 

 

【参考】 その他指標の増加・維持に効果のあった地域活性化3計画以外の取組（指標別） 

類型 回答数（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/120 市） 

観光入込客数 77 64.2%

製造品出荷額 27 22.5%

空き店舗数 23 19.2%

事業所数 7 5.8%

年間商品販売額 4 3.3%

従業員数 3 2.5%

その他 10 8.3%

総回答数 151

（注）1 当省の調査結果による。  

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。  
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表 1-(3)-⑤ 今後実施予定の取組 

 

表 1-(3)-⑤-ⅰ 今後実施予定の取組 

（単位：市） 

  まち ひと しごと その他 
回答した市の

総数 

市 173 162 205 102 239

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、施策の分野別の市の合計は回答した市の総数と一致しない。 

 

表 1-(3)-⑤-ⅱ 「しごと」に関する今後の取組（施策類型） 

類型 回答数（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/205 市） 

起業支援・新規商品開発 97 47.3%

企業誘致 95 46.3%

就労支援・就職促進 67 32.7%

検討中 5 2.4%

その他 45 22.0%

総回答数 309

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

表 1-(3)-⑤-ⅲ 「まち」に関する今後の取組（施策類型） 

類型 回答数（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/173 市） 

交通体系整備 43 24.9%

道路 30 17.3%

土地高度利用 25 14.5%

公園 23 13.3%

居住支援 21 12.1%

観光開発 13 7.5%

空き家対策 12 6.9%

防災・防犯活動支援 4 2.3%

検討中 6 3.5%

その他 53 30.6%

総回答数 230

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 
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表 1-(3)-⑤-ⅳ 「ひと」に関する今後の取組（施策類型） 

類型 回答数（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/162 市） 

子育て支援 105 64.8%

教育文化 26 16.0%

医療・高齢者等福祉 22 13.6%

検討中 7 4.3%

その他 21 13.0%

総回答数 181

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

【参考】 「その他」に関する今後の取組（施策類型） 

類型 回答数（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/102 市） 

移住定住促進策 27 16.7%

観光開発 23 14.2%

地場産品の振興 13 8.0%

教育文化 6 3.7%

国際会議・国際大会の誘致 5 3.1%

結婚活動支援 4 2.5%

その他 55 34.0%

総回答数 133

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 

 

表 1-(3)-⑥ 国への意見・要望 

類型 回答数（単位：市）（Ａ） 割合（Ａ/101 市） 

財政措置 76 75.2%

税制措置 10 9.9%

規制緩和 8 7.9%

人的支援 4 4.0%

国の機関等の移転 4 4.0%

情報支援 4 4.0%

その他 26 25.7%

総回答数 132

（注）1 当省の調査結果による。 

2 複数回答のため、総回答数と有効回答市の数は一致しない。 
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２ 地方都市における地域活性化 3計画の実施状況 

調査の結果 説明図表番号 

地方都市においてこれまでに実施された地域活性化 3 計画の効果の発現

状況等を把握及び分析するため、平成 18年度から 20年度までに作成され、

国から認定を受け、又は国に提出し交付金が充てられた 482計画のうち平成

22年 10月時点で人口 10万人以上の市が作成した 321計画から、今回、291

計画（注）を抽出し、その実施状況、国の支援施策の活用状況、効果の発現

状況等について調査した結果は、以下のとおりである。 

（注）地域再生計画 76 計画（57 市）、都市再生整備計画 171 計画（94 市）、中心市街地活性

化基本計画 44計画（42市） 

 

(1) 実施概況、国の支援施策の活用状況 

ア 実施概況  

291計画において実施された事業は 6,173事業で、そのうち国の支援

施策を活用した事業が 4,569 事業（74.0％）、国の支援を受けない地域

独自の事業が 1,604事業（26.0％)であった。 

 

イ 国の支援施策の活用状況 

国の支援施策を活用した 4,569事業のうち、国から計画の認定を受け

又は国に計画を提出することによる特別の措置を活用した事業は 3,942

事業（86.3％)で、特別の措置ではない国の支援施策を活用した事業は

627事業（13.7％）であった。 

(ｱ）地域再生計画 

地域再生計画において、国の支援施策を活用した事業は 296事業で、

そのうち特別の措置を活用したものが 254事業であった。 

地域再生計画における特別の措置は、「地域再生計画認定申請マニュ

アル」（内閣府）の「地域再生計画・支援措置一覧」（注）に整理されて

おり、同一覧に掲載されているメニュー数は、平成 18 年度から 27 年

度までの平均で 56.0 である。254 事業における活用状況を同一覧に従

って整理すると、ⅰ）「実践型地域雇用創造事業」が 96 事業、ⅱ）地

域再生基盤強化交付金の 3メニュー（「道整備交付金」が 46事業、「汚

水処理施設整備交付金」が 15事業、「港整備交付金」が 15事業）が 76

事業であり、そのほか 26メニューが活用されており、活用されたメニ

ュー数は合計 30であった。        

   （注）各特別の措置の名称は平成 27年度の地域再生計画・支援措置一覧の名称として

おり、事業数は 26年度以前の特別の措置名で活用されたものも含んでいる。都市

再生整備計画及び中心市街地活性化基本計画についても同様である。 
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(ｲ) 都市再生整備計画 

都市再生整備計画において、国の支援施策を活用した事業は 2,736

事業で、そのうち、特別の措置である都市再生法第 47条第 2項の交付

金（予算名：社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業））を活

用したものが 2,313事業であった。 

同交付金のメニュー数は、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成

22年 3月 26日国土交通事務次官通知。以下「社総交交付要綱」という。）

の「都市再生整備計画事業の交付対象事業」の整理によると、平成 18

年度から 27年度までの平均で 26.3である。2,313事業における活用状

況を社総交交付要綱に従って整理すると、ⅰ）「道路」が 736事業、ⅱ）

「地域創造支援事業」が 505 事業、ⅲ）「地域生活基盤施設」（緑地、

広場等）が 276 事業、ⅳ）「高質空間形成施設」（植栽・緑化、電線類

埋設・移設等）が 177事業であり、そのほか 15メニューが活用されて

おり、活用されたメニュー数は合計 19であった。 

上記ⅱ）の地域創造支援事業については、国土交通省は、市町村が

自主性・裁量性を発揮し、地域の創意工夫をいかした事業の実施が可

能としている。同メニューが活用された 505 事業の内容をみると、交

流施設整備（93事業）、イベント（34事業）、上下水道整備（31事業）、

防災・防犯施設設備設置（30事業）等であった。 

 

(ｳ) 中心市街地活性化基本計画 

中心市街地活性化基本計画において、国の支援施策を活用した事 

業は 1,537 事業で、そのうち特別の措置を活用したものが 1,375 事業

であった。 

中心市街地活性化基本計画における特別の措置は、「中心市街地活性

化基本計画認定申請マニュアル」（内閣府）の「支援措置一覧」に整理

されており、同一覧に掲載されているメニュー数は、平成 18年度から

27年度までの平均で 78.7であった。1,375事業における活用状況を同

一覧に従って整理すると、ⅰ）「社会資本整備総合交付金（都市再生整

備計画事業）」が 503事業、ⅱ）「中心市街地活性化ソフト事業」が 346

事業、ⅲ）「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金」（民間

が行う商業施設の整備等）が 94 事業、ⅳ）「社会資本整備総合交付金

（道路事業（街路））」が 58 事業であり、そのほか 40 メニューが活用

されており、活用されたメニュー数は合計 44であった。 

上記ⅰ）の「社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）」は、

上記(ｲ)の交付金と同じものであるため、(ｲ)と同様に社総交交付要綱

のメニューに従って整理すると、ⅰ）「地域創造支援事業」が 146事業、

ⅱ）「道路」が 106事業、ⅲ）「高質空間形成施設」が 70事業、ⅳ）「地
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域生活基盤施設」が 64事業等であった。また、ⅰ）の「地域創造支援

事業」146事業の内容をみると、交流施設整備（38事業）、イベント（15

事業)、空き店舗活用・開業支援（12 事業）、公園・広場・遊歩道（8

事業）等であった。 

    

ウ 地域独自の事業 

(ｱ) 地域再生計画 

地域再生計画においては、390事業の地域独自の事業が実施されてお

り、その内容は、次のとおりとなっている。 

①  市が単独で実施した事業が 249 事業（63.8％）で、そのうち、

計画作成を契機に新たに取り組んだ事業が、企業誘致・開業支援

（15事業）、イベント（12事業）、地域美化活動の推進（5事業）、

施設運営（5事業）など 65事業 

②  民間等が実施した事業（市と共同で実施する事業を含む。以下

同じ。）が 80 事業（20.5％）で、そのうち、計画作成を契機に新

たに取り組んだ事業が、イベント（16事業）、商品・技術開発（8

事業）など 38事業 

③  都道府県が実施した事業（市と共同で実施する事業を含む。以

下同じ。）が 61 事業（15.5％）で、そのうち、計画作成を契機に

新たに取り組んだ事業が、道路舗装（2事業）など 11事業 

 

(ｲ) 都市再生整備計画 

都市再生整備計画においては、138事業の地域独自の事業が実施され

ており、その内容は、次のとおりとなっている。 

① 市が単独で実施した事業が 82 事業（59.4％）で、そのうち、計

画作成を契機に新たに取り組んだ事業が、庁舎整備（10 事業）、案

内板等設置（7事業）、道路維持修繕（5事業）など 64事業 

② 民間等が実施した事業が 46 事業（33.3％）で、そのうち、計画

作成を契機に新たに取り組んだ事業が、イベント（4事業）など 17

事業 

③ 都道府県が実施した事業が 10事業（7.2％）で、そのうち、計画

作成を契機に新たに取り組んだ事業が、河川改修（2 事業）など 5

事業 

 

(ｳ) 中心市街地活性化基本計画 

中心市街地活性化基本計画においては、1,076事業の地域独自の事業

が実施されており、その内容は、次のとおりとなっている。 

① 市が単独で実施した事業が 395事業（36.7％）で、そのうち、計
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画作成を契機に新たに取り組んだ事業が、調査・検討（14 事業）、

情報発信（生活情報、空き家等）（13事業)、空き店舗活用・開業支

援（13事業）、イベント（12事業）など 115事業 

② 民間等が実施した事業が 657事業（61.1％）で、そのうち、計画

作成を契機に新たに取り組んだ事業が、イベント（49 事業）、情報

発信（観光情報、空き店舗等）（34事業）、商品券発行等の販売促進

活動（30事業）、商業施設等整備（28事業）など 303事業 

③ 都道府県が実施した事業が 24事業（2.2％）で、そのうち、計画

作成を契機に新たに取り組んだ事業が、調査・検討（3 事業）など

10事業 

 

このように、地域活性化 3計画を作成した市は、特別の措置等の国の支援

施策を活用しつつ、地域独自の事業も実施して、計画を推進している。 
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表 2-① 地方都市における地域活性化 3計画の作成状況  

      （単位：計画） 

区   分 平成18年度 19 年度 20 年度 合  計 
地域再生計画 61 47 31 139

都市再生整備計画 135 86 66 287

中心市街地活性化基本計画 2 22 32 56

合   計 198 155 129 482
（注) 内閣府地方創生推進室ホームページ及び国土交通省提出資料に基づき、当省が作成した。 

 

表 2-② 調査対象計画一覧 
表 2-②-ⅰ 地域再生計画 

番号 計画名 作成市（作成主体） 計画期間 

1 
アートツールを活用した地域コミュニ

ティの再生 
札幌市 

平成 18 年 7 月 3日 

～19 年 3 月 31 日 

2 

さっぽろ発☆ブランドに磨きをかける

食・健康・新産業人材雇用創出プロジェ

クト 

札幌市 
平成 20 年 6 月 25 日

～23 年 3 月 31 日 

3 釧路市雇用創造計画 釧路市 
平成 20 年 6 月 25 日

～23 年 3 月 31 日 

4 
「食」を中心とした地場産業の振興によ

る雇用促進計画 
帯広市 

平成 18 年 7 月 3日 

～24 年 3 月 31 日 

5 馬文化を活用した地域活性化計画 帯広市 
平成 20 年 7 月 9日 

～21 年 3 月 31 日 

6 北見市工学的農業ビジネス創造計画 北見市 
平成 18 年 7 月 3日 

～23 年 3 月 31 日 

7 即戦力となる中核的人材創出計画 北見市 
平成 19 年 9 月 20 日

～22 年 3 月 31 日 

8 
旧病院施設を活用した福祉と教育の拠

点による市中心部再生計画 
苫小牧市 

平成 19 年 4 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

9 
人材誘致と人材育成による雇用創出・拡

大事業 
苫小牧市 

平成 19年 11月 22日

～22 年 3 月 31 日 

10 
ふゆみずたんぼを利用した環境と暮ら

しの再生プロジェクト 
大崎市 

平成 18 年 7 月 3日 

～21 年 3 月 31 日 

11 
地域の人材育成を通じた中心市街地活

性化と企業誘致による雇用創出プラン 
青森市 

平成 20 年 6 月 25 日

～23 年 3 月 31 日 

12 
『遊休農地等を活用した新たなチャレ

ンジ』計画 
青森市 

平成 18 年 7 月 3日 

～23 年 3 月 31 日 

13 
弘前型「産業集積と観光振興」による雇

用創出プラン 
弘前市 

平成 20 年 6 月 25 日

～23 年 3 月 31 日 

14 

八戸の地域ポテンシャルを活かした

「食」関連産業の活力創出による雇用創

造計画 

八戸市 
平成 19 年 9 月 20 日

～22 年 3 月 31 日 

15 秋田水環境創造計画 秋田市 
平成 19 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

16 

秋田地域雇用創造計画～知識集約型産

業化推進による少子高齢社会に対応し

た｢秋田型雇用システム｣の創造～ 

秋田市・由利本荘

市・潟上市・大仙

市 

平成 19 年 9 月 20 日

～22 年 3 月 31 日 
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番号 計画名 作成市（作成主体） 計画期間 

17 人いきいき生活環境再生計画 酒田市 
平成 21 年 4 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

18 
産業観光を活かした会津地域雇用創造

プロジェクト 

福島県・会津若松

市・喜多方市・下

郷町・檜枝岐村・

只見町・南会津

町・北塩原村・西

会津町・磐梯町・

猪苗代町・会津坂

下町・湯川村・柳

津町・三島町・金

山町・昭和村・会

津美里町 

平成 20 年 6 月 25 日

～23 年 3 月 31 日 

19 
地域資源を活かしたトカイナカ交流促

進計画 

茨城県・土浦市・

石岡市・小美玉市

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

20 
人と自然が共生した市街地周辺生活環

境再生計画 
水戸市 

平成 21 年 4 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

21 
「都市」との交流による農山村地域再生

プロジェクト 
日立市 

平成 20 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

22 「観光立市つくば」地域再生計画 つくば市 
平成 18年 11月 16日

～21 年 3 月 31 日 

23 
魅力あふれる地域 あすの活力を育む

うつのみやのまちづくり計画 
栃木県・宇都宮市

平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

24 
「小江戸とちぎ・復活清流巴波川」水都

再生計画 
栃木市 

平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

25 
廃校を活用した子どもから高齢者まで

が元気で心豊かに暮らせるまちづくり 
桐生市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

26 

越路・小国地域の優れた自然環境と観光

資源が広域的に連携した観光交流ネッ

トワーク計画 

新潟県・長岡市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

27 
公共施設の転用による福祉水準向上計

画 
新潟市 

平成 19 年 6 月 21 日

～24 年 3 月 31 日 

28 
『自然豊かなフルーツと伝説の里』づく

り計画 
長野県・長野市 

平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

29 
子育て支援施策と生涯学習施策による

中心市街地の再生 
長野市 

平成 18年 11月 16日

～20 年 3 月 31 日 

30 

伝統的食品加工技術の革新による“なが

のブランド郷土食”創出に向けた人材育

成計画 

長野市 
平成 19 年 7 月 4日 

～24 年 3 月 31 日 

31 
金型関連産業の人材力強化による地域

ものづくり基盤再生構想 
岐阜県・大垣市 

平成 18 年 7 月 3日 

～26 年 3 月 31 日 

32 
知の拠点活用による浜松ものづくり産

業再生計画 
静岡県・浜松市 

平成 18 年 7 月 3日 

～23 年 3 月 31 日 

33 磐田市水環境再生計画 磐田市 
平成 19 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

34 
静岡市学校施設を経営資源とした市民

協働型まちづくり計画 
静岡市 

平成 19 年 4 月 1日 

～22 年 3 月 31 日 
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番号 計画名 作成市（作成主体） 計画期間 

35 
伊勢湾内のイカナゴ漁を守る、安心安

全、活気あるみなとづくり 
三重県・津市 

平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

36 
「きみの背中をまちが支える」若者の就

職を地域で後押しするまち・いせ 
伊勢市 

平成 19 年 7 月 4日 

～23 年 3 月 31 日 

37 

城と湖と緑のまち・彦根再生計画～地域

固有のまちなみ再生による世界遺産都

市への挑戦～ 

彦根市 
平成 18年 11月 16日

～26 年 3 月 31 日 

38 魅力ある教育創造計画 姫路市 
平成 20 年 3 月 31 日

～27 年 3 月 31 日 

39 
「住みたい、住ませたいまち」わかやま

市 
和歌山市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

40 
安全・安心で賑わいのあるみなと創出計

画 

広島県・竹原市・

三原市・東広島市

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

41 
「水の都ひろしま」市街地周辺水資源再

生計画 
広島市 

平成 20 年 4 月 1日 

～27 年 3 月 31 日 

42 

「とっとり高度人財『燦然』プラン」－

高度な技術者等の育成を通じた産業集

積の実現による持続的な雇用創造－ 

鳥取県・米子市・

倉吉市・境港市・

岩美町・若桜町・

智頭町・八頭町・

三朝町・湯梨浜町・

琴浦町・北栄町・日

吉津村・大山町・南

部町・伯耆町・日南

町・日野町・江府町

平成 20年 11月 11日

～23 年 3 月 31 日 

43 
歴史・文化資源と自然資源を活用した観

光回廊づくり計画 
島根県・出雲市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

44 
出雲市「地域・市民活動の輪」活性化再

生計画 
出雲市 

平成 20 年 7 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

45 
「山代の里は水源の郷」～住んでよし訪

れてよしの山代を目指して～ 
山口県・岩国市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

46 
大学と連携した“都市と農村の再生”プ

ラン 
山口市 

平成 19 年 4 月 1日 

～22 年 3 月 31 日 

47 まちなかサテライト輝きプラン 周南市 
平成 18 年 4 月 1日 

～21 年 3 月 31 日 

48 
心と体のリフレッシュの舞台となるオ

アシスゾーンを目指して 
香川県・高松市 

平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

49 とくしま・水のかがやき再生計画 徳島市 
平成 20 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

50 
「ＬＥＤが魅せるまち・とくしま」推進

プロジェクト 
徳島市 

平成 20 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

51 松山ふれあい・島めぐり港再生計画 愛媛県・松山市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

52 
「坂の上の雲」のまち松山 安全・安心

のみちづくり整備計画 
愛媛県・松山市 

平成 21 年 4 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

（認定日：平成 21 年

3 月 27 日） 

53 
急潮今治・上島「うみのまち」再生計画

～港の連携・皆との交流～ 

愛媛県・今治市・

上島町 

平成 21 年 4 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 
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番号 計画名 作成市（作成主体） 計画期間 

（認定日：平成 21 年

3 月 27 日） 

54 
健康志向高品質かんきつ産地形成によ

る地域再生 
松山市 

平成 18 年 7 月 3日 

～23 年 3 月 31 日 

55 
「西条市食品加工流通コンビナート構

想」推進計画 
西条市 

平成 18 年 7 月 3日 

～23 年 3 月 31 日 

56 

県都がリード！観光、ものづくり産業と

中小企業の活性化で輝く未来の創造を

めざす人材育成・雇用創出事業 

高知市 
平成 19 年 9 月 20 日

～22 年 3 月 31 日 

57 
団塊の世代等を対象とした生涯現役型

社会の環境づくり 
北九州市 

平成 18年 11月 16日

～21 年 3 月 31 日 

58 九州・アジアの賑わいの都「福岡」 福岡市 
平成 19 年 4 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

59 大牟田新グランドデザイン 大牟田市 
平成 18 年 4 月 1日 

～22 年 3 月 31 日 

60 有明海再生を支えるみなとづくり計画 佐賀県・佐賀市 
平成 19 年 4 月 1日 

～22 年 3 月 31 日 

61 
地域資源をイカし都市との交流を推進

するみなとづくり計画 
佐賀県・唐津市 

平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

62 唐津焼グローカルブランド創出計画 唐津市 
平成 20 年 7 月 9日 

～25 年 3 月 31 日 

63 
「ものづくり」と「観光」のまち長崎の

再生を核とした雇用創出計画 
長崎市 

平成 18 年 7 月 3日 

～21 年 3 月 31 日 

64 

エコツーリズムの推進による魅力あふ

れる観光資源の活用と、情報通信産業の

集積を核とした雇用機会の増大 

佐世保市 
平成 19 年 9 月 20 日

～22 年 3 月 31 日 

65 市営住宅（宇久町）有効活用構想 佐世保市 
平成 20 年 3 月 31 日

～30 年 3 月 31 日 

66 
恵まれた資源を活かして、発展する豊か

な八代再生計画 
熊本県・八代市 

平成 19 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

67 
「延岡市工業振興ビジョンの実現及び

中心市街地活性化」による地域再生計画
延岡市 

平成 20 年 6 月 25 日

～23 年 3 月 31 日 

68 

「にぎわいと活力あふれるまち元気都

市・かごしま」を目指す人材育成・雇用

創出事業 

鹿児島市 
平成 20 年 6 月 25 日

～23 年 3 月 31 日 

69 
なは情報通信産業の集積・振興による地

域活性化計画 
那覇市 

平成 18 年 7 月 3日 

～23 年 3 月 31 日 

70 
周辺環境調和型「亜熱帯庭園都市」によ

る地域活力の再生 
那覇市 

平成 19 年 7 月 4日 

～27 年 12 月 31 日 

71 
「あけもどろの那覇自立経済への第一

歩」雇用創出プロジェクト 
那覇市 

平成 19 年 9 月 20 日

～22 年 3 月 31 日 

72 「飛び立て社会へ」自立支援応援隊 那覇市 
平成 21 年 3 月 27 日

～24 年 3 月 31 日 

73 
「てだこの都市（まち）」ものづくりタ

ウン計画 
浦添市 

平成 18 年 7 月 3日 

～21 年 3 月 31 日 

74 
一人ひとりが輝く男女共同参画社会の

まちづくり 
浦添市 

平成 18年 11月 16日

～21 年 3 月 31 日 

- 114 -
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75 
企業誘致による新規雇用の創出・地域経

済の活性化計画 
浦添市 

平成 19 年 7 月 4日 

～21 年 3 月 31 日 

76 うるま市振興ＱＯＬプロジェクト うるま市 
平成 18 年 7 月 3日 

～22 年 3 月 31 日 

合計 76 計画 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 「計画期間」については、計画書に計画期間が年度単位で記載されている場合は計画開始年の 4月 1日

から計画終了年の 3 月 31 日までとし、年月単位で記載されている場合は計画開始月の 1 日から計画終

了月の末日までとするなど、全て年月日単位に整理して記載している。 

 

表 2-②-ⅱ 都市再生整備計画 
番号 計画名 作成市 計画期間 

1 都市再生整備計画（厚別副都心地区） 札幌市 
平成 19 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

2 
都市再生整備計画（藻岩山・山鼻・曙（路

面電車沿線）地区） 
札幌市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

3 都市再生整備計画（西部地区） 函館市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

4 
都市再生整備計画（釧路川水際交流拠点

地区） 
釧路市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

5 都市再生整備計画（阿寒湖温泉地区） 釧路市 
平成 18 年 4 月 1日 

～22 年 3 月 31 日 

6 
都市再生整備計画（留辺蘂町温根湯温泉

地区） 
北見市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

7 
都市再生整備計画（沼ノ端・ウトナイ地

区） 
苫小牧市 

平成 19 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

8 都市再生整備計画（古川地区） 大崎市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

9 新幹線新青森駅・青森駅周辺地区 青森市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

10 都市再生整備計画（盛岡駅西口地区） 盛岡市 

平成 3 年 4 月 1 日～29

年 3 月 31 日 

（交付期間:平成19年 4

月1日～24年3月31日）

11 都市再生整備計画（盛岡南地区） 盛岡市 

平成 19 年 4 月 1 日～29

年 3 月 31 日 

（交付期間:平成19年 4

月1日～24年3月31日）

12 
都市再生整備計画（盛岡城跡公園周辺地

区） 
盛岡市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

13 都市再生整備計画（一関駅周辺地区） 一関市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

14 都市再生整備計画（猊鼻渓駅周辺地区） 一関市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

15 都市再生整備計画（千厩地区） 一関市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

16 都市再生整備計画（水沢駅西地区） 奥州市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 
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17 都市再生整備計画（前沢地区） 奥州市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

18 都市再生整備計画（大郷地区） 山形市 
平成 19 年 4 月 1日 

～22 年 3 月 31 日 

19 都市再生整備計画（藤島元町地区） 鶴岡市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

20 都市再生整備計画（福島都心地区） 福島市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

21 都市再生整備計画（飯坂地区) 福島市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

22 都市再生整備計画（富田・富久山地区） 郡山市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

23 都市再生整備計画（郡山駅前西口地区） 郡山市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

24 都市再生整備計画（本町・小原田地区） 郡山市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

25 都市再生整備計画（開成山地区） 郡山市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

26 
都市再生整備計画（会津若松中央西地

区） 
会津若松市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

27 都市再生整備計画（赤塚駅周辺地区） 水戸市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

28 都市再生整備計画（新荘・常磐地区） 水戸市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

29 
都市再生整備計画（かみね公園観光拠点

地区） 
日立市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

30 都市再生整備計画（日立駅周辺地区） 日立市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

31 都市再生整備計画（久慈浜地区） 日立市 
平成 20 年 4 月 1日 

～27 年 3 月 31 日 

32 都市再生整備計画（明野地区） 筑西市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

33 都市再生整備計画（下館駅北地区） 筑西市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

34 都市再生整備計画（宇都宮駅周辺地区） 宇都宮市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

35 都市再生整備計画（雀宮駅周辺地区） 宇都宮市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

36 
都市再生整備計画（宇都宮テクノポリス

センター地区） 
宇都宮市 

平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

37 都市再生整備計画（中里・金田地区） 宇都宮市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

38 
都市再生整備計画（宇都宮大学東南部地

区） 
宇都宮市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

39 都市再生整備計画（間々田駅周辺地区） 小山市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

40 都市再生整備計画（羽川地区） 小山市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 
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41 都市再生整備計画（思川駅周辺地区） 小山市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

42 都市再生整備計画（粟宮地区） 小山市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

43 都市再生整備計画（佐野駅周辺地区） 佐野市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

44 都市再生整備計画（大平中央地区） 栃木市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

45 都市再生整備計画（駒形周辺地区） 前橋市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

46 都市再生整備計画（前橋駅周辺地区） 前橋市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

47 
都市再生整備計画（高崎市中心市街地地

区） 
高崎市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

48 
都市再生整備計画（歴史とコミュニティ

再生赤石地区） 
伊勢崎市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

49 
都市再生整備計画（太田市中心市街地地

区） 
太田市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

50 都市再生整備計画（太田市尾島地区） 太田市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

51 都市再生整備計画（古町地区） 新潟市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

52 
都市再生整備計画（ＪＲ新潟駅周辺地

区） 
新潟市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

53 
都市再生整備計画（ＪＲ白山駅周辺地

区） 
新潟市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

54 
都市再生整備計画（長岡市中心市街地地

区） 
長岡市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

55 
都市再生整備計画（長岡防災シビック・

コア地区） 
長岡市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

56 都市再生整備計画（来迎寺地区） 長岡市 
平成 20 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

57 都市再生整備計画（高田雁木通り地区） 上越市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

58 
都市再生整備計画（関川東部下門前周辺

地区） 
上越市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

59 都市再生整備計画（八千浦地区） 上越市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

60 都市再生整備計画（土橋南地区） 上越市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

61 都市再生整備計画（新発田北部地区） 新発田市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

62 都市再生整備計画（長野駅周辺地区） 長野市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

63 都市再生整備計画（平田新駅地区） 松本市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

64 都市再生整備計画（女鳥羽川東地区） 松本市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

- 117 -



番号 計画名 作成市 計画期間 

65 都市再生整備計画（丸山羽場第二地区） 飯田市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

66 都市再生整備計画（岩村田西地区） 佐久市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

67 
都市再生整備計画（千曲川リバーサイド

地区） 
上田市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

68 都市再生整備計画（平坂東部地区） 西尾市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

69 都市再生整備計画（越戸駅周辺地区） 豊田市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

70 都市再生整備計画（豊田土橋地区） 豊田市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

71 都市再生整備計画（安城北東地区） 安城市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

72 都市再生整備計画（安城七夕地区） 安城市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

73 
都市再生整備計画（安城矢作川水辺地

区） 
安城市 

平成 20 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

74 都市再生整備計画（高山本線沿線地区） 富山市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

75 都市再生整備計画（高岡駅周辺地区） 高岡市 

平成 18 年 4 月 1 日～25

年 3 月 31 日 

（交付期間:平成18年 4

月1日～23年3月31日）

76 
都市再生整備計画（新高岡駅（仮称）周

辺地区） 
高岡市 

計画期間平成 20 年 4 月

1 日～27 年 3 月 31 日 

（交付期間:平成20年 4

月1日～25年3月31日）

77 都市再生整備計画（金沢城北地区） 金沢市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

78 都市再生整備計画（金沢犀川南地区） 金沢市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

79 都市再生整備計画（金沢西部地区） 金沢市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

80 都市再生整備計画（粟津温泉地区） 小松市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

81 都市再生整備計画（岐阜市柳津地区） 岐阜市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

82 
都市再生整備計画（大垣市中心市街地地

区） 
大垣市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

83 
都市再生整備計画（大垣市中山道赤坂宿

周辺地区） 
大垣市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

84 都市再生整備計画（富士駅周辺地区） 富士市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

85 都市再生整備計画（新富士駅周辺地区） 富士市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

86 都市再生整備計画（神戸青葉台） 富士市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 
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87 都市再生整備計画（舘山寺地区） 浜松市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

88 都市再生整備計画（浜松駅周辺地区） 浜松市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

89 都市再生整備計画（上島駅周辺地区） 浜松市 
平成 19 年 4 月 1日 

～22 年 3 月 31 日 

90 
都市再生整備計画（遠州豊田ＰＡ周辺地

区） 
磐田市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

91 都市再生整備計画（見付地区） 磐田市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

92 
都市再生整備計画（清水中心市街地活性

化地区） 
静岡市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

93 都市再生整備計画（草薙駅周辺地区） 静岡市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

94 都市再生整備計画（門池北部地区） 沼津市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

95 都市再生整備計画（東海道原宿地区） 沼津市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

96 都市再生整備計画（一身田寺内町地区） 津市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

97 都市再生整備計画（川原町駅周辺地区） 四日市市 
平成 18 年 4 月 1日 

～21 年 3 月 31 日 

98 
都市再生整備計画（松阪港・松阪駅東地

区） 
松阪市 

平成 18 年 4 月 1日 

～21 年 3 月 31 日 

99 
都市再生整備計画（山田ルネサンスゾー

ン地区） 
伊勢市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

100 都市再生整備計画（小俣町本町地区） 伊勢市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

101 都市再生整備計画（燈明寺地区） 福井市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

102 都市再生整備計画（彦根駅東部地区） 彦根市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

103 都市再生整備計画（豊富町甲丘地区） 姫路市 
平成 18 年 4 月 1日 

～21 年 3 月 31 日 

104 都市再生整備計画（姫路都心地区） 姫路市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

105 都市再生整備計画（網干南地区） 姫路市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

106 都市再生整備計画（直川地区） 和歌山市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

107 
都市再生整備計画（中心市街地城まち地

区） 
和歌山市 

平成 20 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

108 都市再生整備計画（広島都心地区） 広島市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

109 都市再生整備計画（旭・宇品地区） 広島市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

110 都市再生整備計画（観音・舟入地区） 広島市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

- 119 -



番号 計画名 作成市 計画期間 

111 都市再生整備計画（五日市地区） 広島市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

112 都市再生整備計画（安浦地区） 呉市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

113 都市再生整備計画（福山駅南地区） 福山市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

114 都市再生整備計画（松浜地区） 三原市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

115 都市再生整備計画（文化交流拠点地区） 鳥取市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

116 都市再生整備計画（玉造地区） 松江市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

117 都市再生整備計画（宍道地区） 松江市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

118 
都市再生整備計画（大手前通り周辺地

区） 
松江市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

119 都市再生整備計画（今市地区） 出雲市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

120 都市再生整備計画（大社地区） 出雲市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

121 都市再生整備計画（平田地区） 出雲市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

122 都市再生整備計画（備前国府地区） 岡山市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

123 都市再生整備計画（倉敷駅前東地区） 倉敷市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

124 
都市再生整備計画（潮風の快適交流都

市・児島地区） 
倉敷市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

125 都市再生整備計画（玉島地区） 倉敷市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

126 都市再生整備計画（長府駅周辺地区） 下関市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

127 都市再生整備計画（常盤通り地区） 宇部市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

128 都市再生整備計画（桃山地区） 宇部市 

平成 19 年 4 月 1 日～29

年 3 月 31 日 

（交付期間:平成19年 4

月1日～24年3月31日）

129 都市再生整備計画（徳山駅周辺地区） 周南市 

平成 18 年 4 月 1 日～26

年 3 月 31 日 

（交付期間:平成18年 4

月1日～23年3月31日）

130 都市再生整備計画（下笠居地区） 高松市 
平成 19 年 4 月 1日 

～22 年 3 月 31 日 

131 
都市再生整備計画（丸亀市中心市街地地

区） 
丸亀市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

132 都市再生整備計画（住吉・城東地区） 徳島市 
平成 18 年 4 月 1日 

～22 年 3 月 31 日 
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133 都市再生整備計画（昭和・津田地区） 徳島市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

134 
都市再生整備計画（かわうち阿波十郎兵

衛地区） 
徳島市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

135 都市再生整備計画（松山市南部地区） 松山市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

136 都市再生整備計画（大西町九王地区） 今治市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

137 都市再生整備計画（新居浜駅周辺地区） 新居浜市 
平成 20 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

138 都市再生整備計画（高知駅周辺地区） 高知市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

139 
都市再生整備計画（北九州学術研究都市

地区） 
北九州市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

140 都市再生整備計画（皿倉・河内地区） 北九州市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

141 
都市再生整備計画（福岡市西部地域地

区） 
福岡市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

142 都市再生整備計画（七隈線沿線地区） 福岡市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

143 都市再生整備計画（福岡都心部地区） 福岡市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

144 
都市再生整備計画（アイランドシティ地

区） 
福岡市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

145 
都市再生整備計画（新大牟田駅周辺地

区） 
大牟田市 

平成 19 年 4 月 1 日～25

年 3 月 31 日 

（交付期間:平成19年 4

月1日～24年3月31日）

146 都市再生整備計画（山苞の道周辺地区） 久留米市 

平成 18 年 4 月 1 日～27

年 3 月 31 日 

（交付期間:平成19年 4

月1日～24年3月31日）

147 都市再生整備計画（幸袋周辺地区） 飯塚市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

148 
都市再生整備計画（唐津市中心市街地地

区） 
唐津市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

149 都市再生整備計画（出島・銅座地区） 長崎市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

150 都市再生整備計画（長崎市東部地区） 長崎市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

151 
都市再生整備計画（佐世保市役所周辺地

区） 
佐世保市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

152 都市再生整備計画（三川内山地区） 佐世保市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

153 都市再生整備計画（諫早南部地区） 諫早市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

154 都市再生整備計画（諫早中心地区） 諫早市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 
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番号 計画名 作成市 計画期間 

155 都市再生整備計画（熊本駅周辺地区） 熊本市 

平成 13 年 4 月 1 日～29

年 3 月 31 日 

（交付期間:平成18年 4

月1日～23年3月31日）

156 都市再生整備計画（熊本市都心部地区） 熊本市 

平成 19 年 4 月 1 日～29

年 3 月 31 日 

（交付期間:平成19年 4

月1日～24年3月31日）

157 都市再生整備計画（日奈久地区） 八代市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

158 都市再生整備計画（大在・岡地区） 大分市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

159 都市再生整備計画（滝尾中部地区） 大分市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

160 
都市再生整備計画（宮崎市中心市街地地

区） 
宮崎市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

161 都市再生整備計画（宮崎市青島地区） 宮崎市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

162 都市再生整備計画（宮崎市田野地区） 宮崎市 
平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

163 
都市再生整備計画（宮崎市高岡中央地

区） 
宮崎市 

平成 20 年 4 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

164 
都市再生整備計画（鹿児島市都心部地

区） 
鹿児島市 

平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

165 都市再生整備計画（郡山中央地区） 鹿児島市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

166 都市再生整備計画（国分中央地区） 霧島市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

167 都市再生整備計画（まきのはら地区） 霧島市 
平成 18 年 4 月 1日 

～23 年 3 月 31 日 

168 
都市再生整備計画（モノレール牧志駅周

辺地区） 
那覇市 

平成 20 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

169 都市再生整備計画（浦添南第一地区） 浦添市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

170 都市再生整備計画（浦添市仲間地区） 浦添市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

171 都市再生整備計画（石川地区） うるま市 
平成 19 年 4 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

合計 171 計画 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 「計画期間」については、計画書に計画期間が年度単位で記載されている場合は、計画開始年の 4月 1

日から計画終了年の 3月 31 日までとし、全て年月日単位に整理して記載している。 

また、計画期間と都市再生法第 47 条第 2 項に基づく交付期間が異なる計画については、交付期間も記

載している。 
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表 2-②-ⅲ 中心市街地活性化基本計画 
番号 計画名 作成市 計画期間 

1 帯広市中心市街地活性化基本計画 帯広市 
平成 19 年 8 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

2 小樽市中心市街地活性化基本計画 小樽市 
平成 20 年 7 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

3 青森市中心市街地活性化基本計画 青森市 
平成 19 年 2 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

4 弘前市中心市街地活性化基本計画 弘前市 
平成 20 年 7 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

5 八戸市中心市街地活性化基本計画 八戸市 
平成 20 年 7 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

6 盛岡市中心市街地活性化基本計画 盛岡市 
平成 20 年 7 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

7 秋田市中心市街地活性化基本計画 秋田市 
平成 20 年 7 月 1日 

～26 年 6 月 30 日 

8 鶴岡市中心市街地活性化基本計画 鶴岡市 
平成 20 年 7 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

9 山形市中心市街地活性化基本計画 山形市 
平成 20 年 11 月 1 日 

～26 年 10 月 31 日 

10 酒田市中心市街地活性化基本計画 酒田市 
平成 21 年 3 月 1日 

～27 年 3 月 31 日 

11 高崎市中心市街地活性化基本計画 高崎市 
平成 20 年 11 月 1 日 

～26 年 3 月 31 日 

12 新潟市中心市街地活性化基本計画 新潟市 
平成 20 年 3 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

13 長岡市中心市街地活性化基本計画 長岡市 
平成 20 年 11 月 1 日 

～26 年 3 月 31 日 

14 
上越市（高田地区）中心市街地活性

化基本計画 
上越市 

平成 20 年 11 月 1 日 

～26 年 3 月 31 日 

15 甲府市中心市街地活性化基本計画 甲府市 
平成 20 年 11 月 1 日 

～26 年 10 月 31 日 

16 長野市中心市街地活性化基本計画 長野市 
平成 19 年 5 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

17 飯田市中心市街地活性化基本計画 飯田市 
平成 20 年 7 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

18 豊田市中心市街地活性化基本計画 豊田市 
平成 20 年 7 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

19 富山市中心市街地活性化基本計画 富山市 
平成 19 年 2 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

20 高岡市中心市街地活性化基本計画 高岡市 
平成 19 年 11 月 1 日 

～24 年 3 月 31 日 

21 金沢市中心市街地活性化基本計画 金沢市 
平成 19 年 5 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

22 岐阜市中心市街地活性化計画 岐阜市 
平成 19 年 5 月 1日 

～24 年 9 月 30 日 

23 浜松市中心市街地活性化基本計画 浜松市 
平成 19 年 8 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 
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番号 計画名 作成市 計画期間 

24 
静岡市中心市街地活性化基本計画

（静岡地区） 
静岡市 

平成 21 年 3 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

25 
静岡市中心市街地活性化基本計画

（清水地区） 
静岡市 

平成 21 年 3 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

26 掛川市中心市街地活性化基本計画 掛川市 
平成 21 年 4 月 1日 

～27 年 3 月 31 日 

27 福井市中心市街地活性化基本計画 福井市 
平成 19 年 11 月 1 日 

～25 年 3 月 31 日 

28 和歌山市中心市街地活性化基本計画 和歌山市 
平成 19 年 8 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

29 鳥取市中心市街地活性化基本計画 鳥取市 
平成 19 年 11 月 1 日 

～25 年 3 月 31 日 

30 米子市中心市街地活性化基本計画 米子市 
平成 20 年 11 月 1 日 

～26 年 3 月 31 日 

31 松江市中心市街地活性化基本計画 松江市 
平成 20 年 7 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

32 山口市中心市街地活性化基本計画 山口市 
平成 19 年 5 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

33 高松市中心市街地活性化基本計画 高松市 
平成 19 年 5 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

34 西条市中心市街地活性化基本計画 西条市 
平成 20 年 7 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

35 松山市中心市街地活性化基本計画 松山市 
平成 20 年 11 月 1 日 

～26 年 10 月 31 日 

36 久留米市中心市街地活性化基本計画 久留米市 
平成 20 年 5 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

37 
北九州市中心市街地活性化基本計画

（小倉地区） 
北九州市 

平成 20 年 7 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

38 
北九州市中心市街地活性化基本計画

（黒崎地区） 
北九州市 

平成 20 年 7 月 1日 

～26 年 3 月 31 日 

39 諫早市中心市街地活性化基本計画 諫早市 
平成 20 年 7 月 1日 

～25 年 9 月 30 日 

40 
熊本市中心市街地活性化基本計画

（熊本地区） 
熊本市 

平成 19 年 5 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

41 八代市中心市街地活性化基本計画 八代市 
平成 19 年 5 月 1日 

～24 年 3 月 31 日 

42 大分市中心市街地活性化基本計画 大分市 
平成 20 年 7 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

43 宮崎市中心市街地活性化基本計画 宮崎市 
平成 19 年 5 月 1日 

～25 年 3 月 31 日 

44 鹿児島市中心市街地活性化基本計画 鹿児島市 
平成 19 年 12 月 1 日 

～25 年 3 月 31 日 

合計 44 計画 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 「計画期間」については、計画書に計画期間が年月単位で記載されている場合は、計画開始月の 1日

から計画終了月の末日までとし、全て年月日単位に整理して記載している。 
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表 2-(1)-ア 291 計画において実施された事業の実施概況 

(単位：事業、％) 

区 分 計画数 国の支援施策を活用 地域独自の取組 合 計 

地域再生計画 76 296 (43.1) 390 (56.9) 686 (100)

都市再生整備計画 171 2,736 (95.2) 138 (4.8) 2,874 (100)

中心市街地活性化基本計画 44 1,537 (58.8) 1,076 (41.2) 2,613 (100)

合 計 291 4,569 (74.0) 1,604 (26.0) 6,173 (100)

（注）1 当省の調査結果による。 

2 各計画に記載された事業のうち、未着手となったものは除いた。 

3 （ ）内は、それぞれの合計に占める割合を示す。 

 

表 2-(1)-イ 国の支援施策の活用状況 

(単位：事業、％) 

区 分 計画数 特別の措置 その他の支援措置 合 計 

地域再生計画 76 254 (85.8) 42 (14.2) 296  (100)

都市再生整備計画 171 2,313 (84.5) 423 (15.5) 2,736  (100)

中心市街地活性化基本計画 44 1,375 (89.5) 162 (10.5) 1,537  (100)

合 計 291 3,942 (86.3) 627 (13.7) 4,569  (100)

（注）1 当省の調査結果による。 

2 各計画に記載された事業のうち、未着手となったものは除いた。 

3 （ ）内は、それぞれの合計に占める割合を示す。 
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表2-(1)-イ-（ｱ）-①　地域再生計画の特別の措置の活用状況
区分 府省名 事業数 小計 区分 メニュー 府省名 事業数 区分 メニュー 府省名 事業数

A3001 道整備交付金
内閣府、農
林水産省、
国土交通省

46
B2002 地域における男女
共同参画促進総合支援
事業

内閣府 0
B1101 地域新生コンソー
シアム研究開発事業

経済産業省 5

A3002 汚水処理施設整
備交付金

内閣府、農
林水産省、
国土交通
省、環境省

15
B2003　地域再生戦略交
付金

内閣府 0
B1102 地域新規産業創
造技術開発費補助事業

経済産業省 1

A3003 港整備交付金
内閣府、農
林水産省、
国土交通省

15
C0301 地域資本市場育
成のための投資家教育
プロジェクトとの連携事業

金融庁 0
B1103 成長産業・企業立
地促進等事業費補助金

経済産業省 2

地域再生の
ための利子
補給金の支
給

A2004 地域再生支援利
子補給金

内閣府 0 0
C3002 中小企業再生支
援協議会、整理回収機構
等の連携

経済産業省、
金融庁

0
B1104 対内直接投資促
進地域支援等事業

経済産業省 1

D2001 特定地域再生支
援利子補給金

内閣府 0
B0402 ふるさと融資の限
度額拡大

総務省 0
B1105 地域資源活用販
路開拓等支援事業

経済産業省 11

D2003 社会福祉の増進
に資する事業等を行う株
式会社に対する投資促
進税制

内閣府 0
B0403　過疎地域等自立
活性化推進交付金

総務省 0
B1107 地域イノベーショ
ン創出実証研究補助事
業

経済産業省 7

D3002 特定地域再生事
業に係る地方債の特例

内閣府、総
務省

0
B0501 外国人研究者等
に対する永住許可弾力
化事業

法務省 0
C0401 公共施設の転用
に伴う地方債繰上償還免
除

総務省 5

地方活力向
上地域特定
業務施設整
備計画の作
成等

A3005　地方における本
社機能の強化を行う事業
者に対する特例

内閣府、総
務省、厚生
労働省、経
済産業省

0 0
B0502 外国人研究者等
に対する入国申請手続に
係る優先処理事業

法務省 2
C0404 地域通貨モデル
システムの導入支援

総務省 1

地域再生土
地利用計画
の作成等

A3006　地域再生土地利
用計画に基づく法律上の
特例措置

内閣府、農
林水産省、
国土交通省

0 0
B0901 「高齢者活力創
造」地域再生プロジェクト
の推進

厚生労働省 0
C0701 日本政策投資銀
行の低利融資等

財務省 2

自家用有償
旅客運送者
による貨物
の運送の特
例

A1204　自家用有償旅客
運送者による貨物の運送
の特例

国土交通省 0 0
B0904 地域若者サポート
ステーション事業

厚生労働省 2
C0801 文化芸術による創
造のまち支援事業の活用

文部科学省 1

遊休工場用
地等に導入
する産業の
特例

A1003　遊休工場用地等
に導入する産業の特例

農林水産省 0 0
B0906 実践型地域雇用
創造事業

厚生労働省 96
C3001 国民生活金融公
庫の「新創業融資制度」
の要件緩和

財務省、厚
生労働省

1

地域農林水
産業振興整
備計画の作
成等

A1002　地域農林水産業
振興施設を整備する事業
に係る農地転用の許可等
の特例

農林水産省 0 0
B1002 農山漁村活性化
プロジェクト支援交付金

農林水産省 3
C2001 地域再生に資す
るＮＰＯ等の活動支援

内閣府 6

A2005　構造改革特別区
域計画の認定の手続の
特例

内閣府 0
B1013 新規漁業就業者
総合支援事業

農林水産省 0 合計（Ａ） － 259

A2006　中心市街地活性
化基本計画の認定の手
続の特例

内閣府 0
B1021 ６次産業化ネット
ワーク活動交付金

農林水産省 0
（うち、重複計上事業

（Ｂ））
－ (5)

A1101　産業集積形成基
本計画の同意の手続の
特例

経済産業省 0
B1022 農林水産業・食品
産業科学技術研究推進
事業

農林水産省 1 差引（Ａ－Ｂ） － 254

A3004 補助対象施設の
有効活用

全府省庁 1
B1023 都市農村共生・対
流総合対策

農林水産省 0

A0801 補助金で整備され
た公立学校施設の転用
の財産処分手続きの弾力
化

文部科学省 6
B1025 都市農業機能発
揮対策事業

農林水産省 0

A0802 史跡等購入費補
助金により購入した土地
の一時転用

文部科学省 0
B1201 地域再生等に資
する実用化技術の研究
開発助成

国土交通省 0

A0803 公立社会教育施
設の有効活用

文部科学省 0
B1204 訪日旅行促進事
業

国土交通省 1

A0804 社会体育施設の
有効活用

文部科学省 0

B1207 「コミュニティ・レー
ル」化への支援（幹線鉄
道等活性化事業（形成計
画事業））

国土交通省 0

A0901 勤労青少年ホーム
の施設処分

厚生労働省 0
B1208 地域公共交通確
保維持改善事業

国土交通省 0

A0902 職業能力開発校
の施設処分

厚生労働省 0
B1209　「小さな拠点」を
核とした「ふるさと集落生
活圏」形成推進事業

国土交通省 0

A0904 保健衛生施設等
の有効活用

厚生労働省 1
C0402 公共施設を転用
する事業へのリニューア
ル債の措置

総務省 2

A1001 農林水産関係補
助対象施設の有効活用

農林水産省 0

C3004 公有地の拡大の
推進に関する法律による
先買いに係る土地を供す
ることができる用途の範囲
の拡大

総務省、国土
交通省

2

A1201 下水道補助対象
財産の有効利用

国土交通省 0
B3001 地域再生計画に
基づく目的別・機能別交
付金の総合的な実施

内閣府、厚生
労働省、農林
水産省、国土
交通省、環境
省

0

A1202 公営住宅における
目的外使用承認の柔軟
化

国土交通省 1
C3003 地域再生支援の
ための「特定地域プロ
ジェクトチーム」の編成

国土交通省、
総務省、財務
省、厚生労働
省、農林水産
省、経済産業
省、環境省、
内閣府

0

A1203 特定優良賃貸住
宅における目的外使用承
認の柔軟化

国土交通省 0
B2001 官民パートナー
シップ確立のための支援
事業

内閣府 6

A1301 環境省関係補助
対象財産の有効活用

環境省 0

B0801 社会システム改革
と研究開発の一体的推進
「地域再生人材創出拠点
の形成」プログラム

文部科学省 9

A2101 防衛省関係補助
対象施設の有効活用

防衛省 0
B0802 現代的教育ニー
ズ取組支援プログラム（現
代ＧＰ）

文部科学省 7

（注）1　「地域再生計画認定申請マニュアル（各論）」（平成27年12月14日内閣府地方創生推進室）等に基づき、当省が作成した。
　　　2　「事業数」は当省が調査対象とした76計画で活用された事業の数であり、平成26年度以前の特別の措置名で活用されたものを含む。また、一つの事
　　　　業で複数の施策を活用している事業については、それぞれの施策に重複計上している。
　　　3　網掛けされた施策は、「地域再生計画認定申請マニュアル（各論）」（平成27年12月14日内閣地方創生推進室）には掲載されていないが、それ以前
        のマニュアルに掲載されていたものである。
　　　　　なお、調査対象とした計画において活用された実績がなく、現在は特別の措置とはなっていないメニューは除いて整理した。

地域再
生計画
と連動し
た支援
措置

地域再
生計画
と連動し
た支援
措置

メニュー

76

0

0

特定地域再
生事業

地域再
生計画
の認定
制度に
基づく
法律上
の特別
の措置

地域再生の
ための交付
金の活用
（地域再生
基盤強化交
付金）

構造改革特
別区域計画
等の認定等
の手続の特
例

9

補助対象財
産の転用手
続の一元
化・迅速化
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表
2
-
(1
)-
イ
-
(ｱ
)-
②
　
地
域
再
生
計
画
の
特
別
の
措
置
の
メ
ニ
ュ
ー
数

(
単
位
：
メ
ニ
ュ
ー
)

法
律

上
の

特
別

の
措

置
2
0

2
2

2
2

2
1

1
8

1
8

1
8

2
1

2
1

2
5

2
0
.
6

閣
議

決
定

に
基

づ
く

支
援

措
置

2
6

4
3

5
8

4
8

3
8

3
0

3
2

2
6

2
6

2
7

3
5
.
4

合
　

計
4
6

6
5

8
0

6
9

5
6

4
8

5
0

4
7

4
7

5
2

5
6
.
0

平
均

区
　

分
平

成
1
8
年

度
1
9
年
度

2
0
年
度

2
1
年
度

2
2
年
度

2
7
年
度

（
注
）
1
　
内
閣
府

の
「

地
域

再
生

計
画

認
定

申
請

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

の
「

地
域

再
生

計
画

・
支

援
措

置
一

覧
」

に
基
づ

き
、

当
省

が
作

成
し

た
。

　
　
　
2
　
各
年
度

当
初

に
お

け
る

メ
ニ

ュ
ー

数
を

記
載

し
た

。

2
3
年
度

2
4
年
度

2
5
年
度

2
6
年
度
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表2-(1)-イ-（ｲ）-①　都市再生法第47条第2項の交付金の活用状況

メニュー 事業数

道路 736

公園 132

古都及び緑地保全事業 0

河川 4

下水道 4

駐車場有効利用システム 0

地域生活基盤施設（緑地、広場等） 276

高質空間形成施設（植栽・緑化、電線類埋設・移設等） 177

高次都市施設（地域交流センター、観光交流センター等） 88

既存建造物活用事業 29

土地区画整理事業 36

市街地再開発事業 6 基幹事業

住宅街区整備事業 1

バリアフリー環境整備促進事業 0

優良建築物等整備事業 0

住宅市街地総合整備事業 0

街なみ環境整備事業 9

住宅地区改良事業等 0

都心共同住宅供給事業 0

公営住宅等整備 1

都市再生住宅等整備 2

防災街区整備事業 0

中心拠点誘導施設 0

生活拠点誘導施設 0

高齢者交流拠点誘導施設 0

人にやさしいまちづくり事業 1

都市再生交通拠点整備事業 1

事業活用調査 156

まちづくり活動推進事業 149 提案事業

地域創造支援事業 505

合　　　計 2,313

（注）1　国土交通省の社総交交付要綱の別表「都市再生整備計画事業の交付対象事業」等に基づき、当省が作成した。 

　　　2　「事業数」は当省が調査対象とした171計画で活用された事業の数である。

　　　3　網掛けされた施策は、平成27年2月の別表「都市再生整備計画事業交付対象事業」には掲載されていないが、

       それ以前の別表に掲載されていたものである。

       　なお、調査対象とした計画において活用された実績がなく、現在は交付対象事業となっていないメニューは

       除いて整理した。

　　　4　「基幹事業」及び「提案事業」については、表2-(1)-イ-(ｲ)-③「都市再生整備計画事業（旧まちづくり交

　　　 付金）パンフレット（平成27年度版）（抜粋）」に記載のとおりである。
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表 2-(1)-イ-(ｲ)-② 都市再生法第 47 条第 2項の交付金のメニュー数   

（単位：メニュー） 

区 分 
平成 

18 年度 

 

19 年度 

 

20 年度 

 

21 年度

 

22 年度

 

23 年度

 

24 年度

 

25 年度

 

26 年度 

 

27 年度 
平均

基幹事業 23 22 22 23 23 23 23 24 25 25 23.3

提案事業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

合 計 26 25 25 26 26 26 26 27 28 28 26.3

（注）1 国土交通省の社総交交付要綱の別表「都市再生整備計画事業の交付対象事業」に基づき、当省が作成し

た。     

なお、平成 21 年以前は、都市再生整備計画事業の前身事業であるまちづくり交付金として実施されて

いたため、「まちづくり交付金交付要綱」の「まちづくり交付金の交付対象事業」に基づき、当省が作成

した。 

    2 「基幹事業」及び「提案事業」については、次表「都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金）パン

フレット（平成 27 年度版）（抜粋）」に記載のとおりである。 

       

表 2-(1)-イ-(ｲ)-③ 都市再生整備計画事業の交付対象事業 

○ 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22 年 3 月 26 日）（抜粋） 

附属第２編 交付対象事業の要件 

イ－１０ 都市再生整備計画事業 

表 10-(1) （都市再生整備計画時用の交付対象事業） 

交付対象事業 交付対象事業の費用の範囲 

間接交付の

場合の事業

に要する額

1.・2.（略）   

3.地域創造支

援事業 

都市再生整備計画の目標を達成するために必要な事業

等に要する費用。ただし、以下の施設の整備に要する費

用を除く。 

・駐車場（本表第１０の３に該当するもの） 

・地域交流センター 

（本表第１２の１に該当するもの） 

・観光交流センター 

（本表第１２の２に該当するもの） 

・まちおこしセンター 

（本表第１２の３に該当するもの） 

・子育て世代活動支援センター 

（本表第１２の４に該当するもの） 

・複合交通センター 

（本表第１２の５に該当するもの） 

なお、建築物である施設の整備については、１箇所に

おける整備に要する費用は 21 億円（市街地再開発事業等

により建設される複合建築物の一部を活用して施設を整

備する場合にあっては、30 億円）を限度とする。 

ただし、市町村が建築物である施設を整備する事業に

ついては、以下の全ての要件に該当する場合に限る。 

① 維持管理費を算出し国に提出していること。 

② 1)～4)のいずれかに合致すること。 

1) 郊外からまちなかへの移転、2)施設の統廃合、3)

同上 
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他施設との合築、4）公共施設等総合管理計画を策定

済み（平成２８年度末までは策定見込みを含む。）で

あり、当該計画と施設整備に齟齬がないこと。 

③ 三位一体改革で税源移譲の対象となっていないこと。 

④ 他省庁の補助制度がないこと。 

4.道路 １ 以下のいずれかに該当する道路の整備に要する費用 

① 町村道については、地域高規格道路等大規模な事業

を除く新設、改築又は修繕 

② 道路法第 17 条第１項又は第２項に基づき指定市又

は市が管理する国道、都道府県道については、地域

の課題に対応して面的に行われる小規模な改築又

は修繕、並びに道路法施行令（昭和 27 年政令第 479

号）第１条の５及び都市再生特別措置法施行令（平

成 14 年政令第 190 号）第 14 条に定める新設又は改

築 

③ 道路法第 17 条第４項に基づき市町村が整備できる

国道、都道府県道については、道路法施行令第１条

の５に定める新設又は改築 

④ 都市再生法第 58 条に基づき市町村が整備できる国

道、都道府県道については、都市再生特別措置法施

行令第 14 条に定める新設又は改築 

２ 市町村が実施する街路事業のうち、地域高規格道路

等大規模な事業を除く新設又は改築に要する費用 

－ 

5.～9.（略）   
10.地域生活

基盤施設 

以下に掲げる施設の整備に要する費用 

１ 緑地 

２ 広場 

３ 駐車場（共同駐車場を含む注１。） 

（ただし、一計画対象地区当たり概ね５００台の駐車

場の整備に要する費用（市町村が取得する場合に限り、

購入費を含む。）を限度とし、整備に要する費用の４分

の１に相当する額を限度とする。） 

同上 

11.高質空間

形成施設 

以下に掲げる施設の整備等に要する費用 

１ 緑化施設等（植栽・緑化施設、せせらぎ・カスケー

ド、カラー舗装・石畳、照明施設、ストリートファニ

チャー・モニュメント等） 

２ 電線類地下埋設施設 

３ 電柱電線類移設 

同上 
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○ 都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金）パンフレット（平成 27 年度版）（抜粋）
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（注）下線は当省が付した。 
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表2-(1)-イ-(ｲ)-④　都市再生整備計画における地域創造支援事業の
　　　　　　　　　　　  活用状況　

事業類型 事業数

交流施設整備 93

イベント 34

上下水道整備 31

防災・防犯施設設備設置 30

公共交通施設設備整備 28

調査・検討 26

公園・広場・遊歩道整備 25

福祉・医療・教育施設整備 24

公共交通の運営 23

既存施設の除却・解体 22

水路整備 20

施設等の環境対策 17

情報発信（観光情報、地場産業紹介） 13

道路附帯施設整備 11

河川改修 9

土地区画整理（補償費） 8

防災・防犯活動 7

漁港・港湾整備 7

空き店舗対策・開業支援 7

町並み保存 6

その他 64

合計 505

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が5未満のものは「その他」に計上した。
　　　3　施設整備には、施設の改修も含まれる。
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表2-(1)-イ-(ｳ)-①　中心市街地活性化基本計画の特別の措置の活用状況
区
分

施策名 省庁名 事業数
区
分

施策名 省庁名 事業数
区
分

施策名 省庁名 事業数
区
分

施策名 省庁名 事業数

土地区画整理事業の換地
計画において定める保留
地の特例（法第16条）

503

路外駐車場についての都
市公園の占用の特例（法
第17条）

国土交通
省

0
民間都市開発推進機構に
よる民間都市開発事業の
支援

国土交通
省

2
都市開発資金（都市環境維
持・改善事業資金）

国土交通
省

0

大規模小売店舗立地法の
特例（第二種大規模小売店
舗立地法特例区域）（法第
65条）

経済産業
省

11

中心市街地公共空地等の
設置及び管理（法第18条、
第19条）

国土交通
省

0

社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）
防災・安全交付金（市街地
再開発事業等）

国土交通
省

44

社会資本整備総合交付金
（優良建築物等整備事業）
防災・安全交付金（優良建
築物等整備事業）

国土交通
省

29 卸売市場施設整備対策
農林水産
省

0

中心市街地共同住宅供給
事業（法第22条～第34条）

国土交通
省

4

社会資本整備総合交付金
（都市再生区画整理事業）
防災・安全交付金（都市再
生区画整理事業）

国土交通
省

1

社会資本整備総合交付金
（住宅市街地総合整備事
業）
防災・安全交付金（住宅市
街地総合整備事業）

国土交通
省

4
鉄道駅総合改善事業費補
助

国土交通
省

0

地方住宅供給公社の設立
の要件に関する特例（法第
35条）

国土交通
省

0
都市開発資金（用地先行
取得資金（中心市街地活
性化促進用地））

国土交通
省

0

社会資本整備総合交付金
（地域住宅計画に基づく事
業） 防災・安全交付金（地域
住宅計画に基づく事業）

国土交通
省

48

地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通確保
維持事業／地域公共交通
バリア解消促進等事業／地
域公共交通調査等事業）

国土交通
省

16

中心市街地特例通訳案内
士育成等事業（法第36条）

国土交通
省

0

社会資本整備総合交付金
（暮らし・にぎわい再生事
業）
防災・安全交付金（暮らし・
にぎわい再生事業）

国土交通
省

43
中心市街地商業活性化診
断・サポート事業

経済産業
省

3 踏切保安設備整備費補助
国土交通
省

0

大規模小売店舗立地法の
特例（第一種大規模小売
店舗立地法特例区域）（法
第37条・第38条）

経済産業
省

16 街なか居住再生ファンド
国土交通
省

3
中心市街地商業活性化アド
バイザー派遣事業

経済産業
省

8

地下鉄など鉄道整備に対す
る補助（都市鉄道整備事業
費 補助（地下高速鉄道／空
港アクセス鉄道等）、幹線鉄
道 等活性化事業費補助）

国土交通
省

0

民間中心市街地商業活性
化事業計画の経済産業大
臣認定（法第42条）

経済産業
省

0
中心市街地再生事業費補
助金（商業施設改修等事
業）

経済産業
省

0
中心市街地再興戦略事業
費補助金（調査事業、専門
人材活用支援事業）

経済産業
省

0
都市鉄道利便増進事業費
補助

国土交通
省

0

独立行政法人中小企業基
盤整備機構による協力業
務（法第44条）

経済産業
省

0
中心市街地再興戦略事業
費補助金（先導的、実証的
事業）

経済産業
省

0
戦略的中心市街地エネル
ギー有効利用事業費補助金
（事業化可能性調査）

経済産業
省

0
地域のまちづくりに寄与する
官庁施設の整備

国土交通
省

0

中小企業投資育成株式会
社法の特例（法第45条）

経済産業
省

0
戦略的中心市街地エネル
ギー有効利用事業費補助
金（実証事業）

経済産業
省

0
民間まちづくり活動促進事
業

国土交通
省

7
地域新成長産業創出促進
事業費補助金（戦略産業支
援のための基盤整備事業）

経済産業
省

0

中小小売商業高度化事業
に係る特定民間中心市街
地活性化事業計画の主務
大臣認定（法第７条第7項、
第48条）

経済産業
省

26
中心市街地における低利
融資（企業活力強化貸付
（企業活力強化資金））

経済産業
省

0 集落基盤整備事業
農林水産
省

0
電源地域産業関連施設等
整備費補助事業

経済産業
省

0

特定商業施設等整備事業
に係る特定民間中心市街
地活性化事業計画の主務
大臣認定（法第７条第8項、
第48条関係）

経済産業
省

0

認定特定民間中心市街地
活性化事業計画に基づく
中小小売商業高度化事業
の用に供する土地を譲渡し
た際の譲渡所得の特別控
除

経済産業
省

0 地域用水環境整備事業
農林水産
省

0
地域の元気臨時交付金（地
域経済活性化・雇用創出臨
時交付金）

内閣府 13

特定民間中心市街地経済
活力向上事業計画の経済
産業大臣認定（法第7条第
13項、第50条関係）

経済産業
省

1
中心市街地活性化ソフト事
業

総務省 346
文化財建造物保存修理等
事業

文部科学
省

0
社会資本総合整備交付金
（都市・地域交通戦略推進
事業）

国土交通
省

9

独立行政法人中小企業基
盤整備機構による市町村
経由の資金の貸付制度
（法第52条第2項）

経済産業
省

0
中心市街地再活性化特別
対策事業

総務省 1
伝統的建造物群保存修理
等事業

文部科学
省

1
戦略的中心市街地商業等
活性化支援事業費補助金

経済産業
省

94

中小企業信用保険法の特
例（法第53条）

経済産業
省

0

特定民間中心市街地経済
活力向上事業の用に供す
る建築物及び構築物を取
得した際の割増償却制度

経済産業
省

0
特定地域再生事業費補助
金

内閣府 0
中心市街地魅力発掘・創造
支援事業費補助金

経済産業
省

1

認定特定民間中心市街地
経済活力向上事業に対す
る大規模小売店舗立地法
の特例（法第58条）

経済産業
省

0

特定民間中心市街地経済
活力向上事業の用に供す
る不動産の取得又は建物
の建築をした際の登録免
許税の軽減

経済産業
省

0
医療提供体制施設整備交
付金

厚生労働
省

1
戦略的中心市街地中小商
業等活性化支援事業費補
助金

経済産業
省

14

都市型新事業に係る特定
民間事業計画の主務大臣
認定（法第7条第11項第1
号、第48条）

経済産業
省

0
社会資本整備総合交付金
（道路事業（区画））

国土交通
省

10
社会福祉施設等施設整備
費補助金

厚生労働
省

0
次世代育成支援対策施設
整備交付金

厚生労働
省

8

共通乗車船券（法第40条）
国土交通
省

0

社会資本整備総合交付金
（道路事業）
防災・安全交付金（道路事
業）

国土交通
省

45 保育所等整備交付金
厚生労働
省

0 交通安全施設等整備事業 警察庁 1

道路の占用の特例（法第
41条）

国土交通
省

0

社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））
防災・安全交付金（道路事
業（街路））

国土交通
省

58
保育対策総合支援事業費
補助金

厚生労働
省

0
地域公共交通活性化・再生
総合事業

国土交通
省

11

中心市街地食品流通円滑
化事業に係る特定民間事
業計画の主務大臣認定
（法第7条第11項第2号、第
54条、第55条）

農林水産
省

0
社会資本整備総合交付金
（都市公園・緑地等事業）

国土交通
省

12
地域介護・福祉空間整備等
施設整備交付金

厚生労働
省

1
公共交通活性化総合プログ
ラム

国土交通
省

1

乗合バスの利用者の利便
の増進のための事業に係
る特定民間事業計画の主
務大臣認定（法第7条第11
項第3号、第56条）

国土交通
省

1

社会資本整備総合交付金
（下水道事業、都市水環境
整備下水道事業）
防災・安全交付金（下水道
事業、都市水環境整備下
水道事業）

国土交通
省

4
地域介護・福祉空間整備推
進交付金

厚生労働
省

0
自動車運送事業の安全・円
滑化総合対策事業

国土交通
省

7

貨物運送効率化事業に係
る特定民間事業計画の主
務大臣認定（法第7条第11
項第4号、第57条）

国土交通
省

0

社会資本整備総合交付金
（港湾事業）
防災・安全交付金（港湾事
業）

国土交通
省

0 公立文教施設の整備
文部科学
省

1
商店街まちづくり事業（中心
市街地活性化事業）

経済産業
省

3

社会資本整備総合交付金
（河川事業）
防災・安全交付金（河川事
業）

国土交通
省

5 地域支援事業交付金
厚生労働
省

2 合計（A） 1,420

（うち、重複計上事業（B）） （45）

差引（A-B) 1,375

社会資本整備総合交付金
（住宅市街地基盤整備事
業）
防災・安全交付金（住宅市
街地基盤整備事業）

国土交通
省

0
まちプロデュース活動支援
事業のうち、人材育成事業

経済産業
省

0

（注）1　「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル＜平成27年度版＞」（内閣府地方創生推進室）等に基づき、当省が作成した。
  　　2　「事業数」は当省が調査対象とした44計画で活用された事業の数であり、平成26年度以前の特別の措置名で活用されたものを含む。また、一つの事業で複数の施策を活用している事業につ
     　 いては、それぞれの施策に重複計上している。
 　 　3　網掛けされた施策は、「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル＜平成27年度版＞」（内閣府地方創生推進室）には掲載されていないが、27年度版以前のマニュアルに掲載されてい
　　　　たものである。
       　なお、調査対象とした計画において活用された実績がなく、現在は特別の措置とはなっていないメニューは除いて整理した。
  　　4　社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金は、「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル＜平成27年度版＞」（内閣府地方創生推進室）に基づき、1メニューとしている。
　　　　

経済産業
省

0

社会資本整備総合交付金
（住宅宅地基盤特定治水
施設等整備事業）
防災・安全交付金（住宅宅
地基盤特定治水施設等整
備事業）

国土交通
省

1 地域商業自立促進事業
経済産業
省

0

認
定
と
連
携
し
た
支
援
措
置
及
び
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
資
す
る
そ
の
他
支
援
措
置

社会資本整備総合交付金
（バリアフリー環境整備促進
事業）
防災・安全交付金（バリアフ
リー環境整備促進事業）

国土交通
省

0

認
定
と
連
携
し
た
支
援
措
置
及
び
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
資
す
る
そ
の
他
支
援
措
置

中心市街地・商店街に出
店・事業を行う中小小売商
業者等の設備投資資金等
に対する低利融資（企業活
力強化貸付（企業活力強化
資金））

国土交通
省

国土交通
省

0

認
定
と
連
携
し
た
支
援
措
置
及
び
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
資
す
る
そ
の
他
支
援
措
置

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業）

法
に
定
め
る
特
別
の
措
置
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表 2-(1)-イ-(ｳ)-② 中心市街地活性化基本計画の特別の措置のメニュー数   

               （単位：メニュー） 

区 分 
平成 

18年度 

 

19年度 

 

20年度

 

21年度

 

22年度

 

23年度

 

24年度

 

25年度

 

26年度 

 

27年度 
平均

法に定める特別の

措置 
18 18 18 18 18 18 14 14 22 22 18.0

認定と連携した支

援措置・中心市街

地活性化に資する

その他支援措置 

62 58 67 69 62 56 56 56 60 61 60.7

合 計 80 76 85 87 80 74 70 70 82 83 78.7

（注）内閣府の「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」の「支援措置一覧」に基づき、

当省が作成した。 

 

表 2-(1)-イ-(ｳ)-③ 中心市街地活性化基本計画の特別の措置の対象事業 

＜中心市街地活性化ソフト事業＞ 

○ 特別交付税に関する省令（昭和 51 年自治省令第 35 号）（抜粋） 

附則第 5 条 

18  平成二十七年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によつて算定し

た額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定し

た額（第三号に掲げる額については、同号の規定によつて算定した額に、財政力指数

が〇・八以上の指定都市にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあ

つては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除し

て得た数（小数点以下二位未満は、四捨五入する。）を、〇・五未満の指定都市にあつ

ては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とし、第四号、第五号及び第七号に掲げる額につ

いては、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあ

つては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町

村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数（小数点以下二位未満は、

四捨五入する。）を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額と

する。）（表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五

入する。）の合算額を加えた額とする。 

一 （略） 

 二  中心市街地再活性化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきもの

として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額 

三～七 （略） 

 

○ 平成27年度における中心市街地再活性化対策のために実施するイベント等のソフト事

業の実施状況について（照会）（平成 27 年 8 月 21 日付け総務省自治行政局地域振興室長

通知） 

１．調査対象 

  本調査の対象となるイベント等のソフト事業は、中心市街地の活性化に関する法律（平
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成 10 年法律第 92 号）第 9 条第 10 項に定める内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に位

置づけられた市町村が行う事業（商店街振興組合、市民団体、第三セクター等が実施す

るものに対して助成する場合を含む。）のうち、市町村の負担する額（一般財源所要額）

が 100 万円を超えるもので、次のいずれかに該当するもの。なお、一般財源所要額が 1

億円を超える事業については、当該事業に要する経費は 1 億円とする。 

  ① 市町村全域又はより広域的な範囲を対象としたイベント事業で、その内容、規模

等に鑑みて中心市街地の活性化を主目的とするイベント事業（商業ベースのものを

除く。）の実施又は助成 

  ② 市町村全域又はより広域的な範囲の住民を対象とした中心市街地活性化に関する

講演会、シンポジウム等の事業の実施又は助成 

  ③ 中心市街地活性化のためのまちづくりリーダー等の中心市街地活性化のための後

継者育成研修事業への助成 

  ④ 基本計画に位置付けられた事業の具体化に必要な詳細調査、資金計画、事業性評

価、合意形成等の事業 

  ⑤ 中心市街地における空き店舗対策事業 

  ⑥ その他中心市街地の再活性化のために特に重要なソフト事業 

 

＜戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金＞ 

○ 戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金要綱（平成 17 年 5 月 24 日）（抜粋）
 
（定義） 
第 2 条 この要綱で「補助事業」とは、市町村が中心市街地の活性化に向けて積極的に取り組

む地域において、中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号。以下「法」

という。）第９条第６項に規定する認定を受けた基本計画（以下「認定基本計画」という。）

に基づき実施される事業であって、補助事業を実施する者（地方公共団体を除く。以下「補

助事業者」という。）が行う先進的な商業基盤施設又は商業施設の整備事業（以下「施設整備

事業」という。）及び商業等の活性化に寄与する事業（以下「活性化事業」という。）をいう。

 
（交付の目的） 
第 3 条 この補助金は、中心市街地において、補助事業者が施設整備事業及び活性化事業を実

施するために必要な経費の一部を国が補助することにより、中心市街地活性化の実効性を更

に高めることを目的とする。 
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メニュー 事業数

道路 106

公園 20

古都及び緑地保全事業 0

河川 0

下水道 0

駐車場有効利用システム 0

地域生活基盤施設 64

高質空間形成施設 70

高次都市施設 19

既存建造物活用事業 6

土地区画整理事業 6

市街地再開発事業 7 基幹事業

住宅街区整備事業 0

バリアフリー環境整備促進事業 1

優良建築物等整備事業 1

住宅市街地総合整備事業 0

街なみ環境整備事業 1

住宅地区改良事業等 0

都心共同住宅供給事業 0

公営住宅等整備 0

都市再生住宅等整備 1

防災街区整備事業 0

中心拠点誘導施設 0

生活拠点誘導施設 0

高齢者交流拠点誘導施設 0

人にやさしいまちづくり事業 1

事業活用調査 13

まちづくり活動推進事業 49 提案事業

地域創造支援事業 146

合　　　計（Ａ） 511

うち、重複計上事業（Ｂ） (8)

差引（Ａ－Ｂ） 503

　　　 作成した。

　　　2　「事業数」は当省が調査対象とした44計画で活用された事業の数である。

　　　3　網掛けされた施策は、平成27年2月の別表「都市再生整備計画事業の交付対象事業」には掲載されて

       いないが、それ以前は社総交交付要綱に掲載されていたものである。

       　なお、調査対象とした計画において、活用された実績がなく、現在は交付対象事業となっていない

　　　 メニューは除いて整理した。

表2-(1)-イ-(ｳ）-④　中心市街地活性化基本計画における都市再生法第47条第2項の
                        交付金の活用状況

（注）1　国土交通省の社総交交付要綱の別表「都市再生整備計画事業の交付対象事業」等に基づき、当省が
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表2-(1)-イ-（ｳ）-⑤　中心市街地活性化基本計画における
　　　　　　　　　　　　地域創造支援事業の活用状況　

事業類型

交流施設整備

イベント

空き店舗活用・開業支援

公園・広場・遊歩道

公共交通施設・設備整備

公共交通の運営

情報発信（観光情報、地場産業紹介）

調査・検討

道路整備

その他

合計

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が5未満のものは「その他」に計上した。
　　　3　施設整備には、施設の改修も含まれる。

事業数

146

44

5

6

6

6

6

8

12

15

38
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表
2
-
(1
)-
ウ
　
地
域
独
自
の
取
組

従
来

か
ら

実
施

新
た
に

着
手

従
来

か
ら

実
施

新
た
に

着
手

従
来

か
ら

実
施

新
た
に

着
手

2
4
9
(

6
3
.8

)
1
8
4

6
5

8
0
(

2
0
.5

)
4
2

3
8

6
1
(

1
5
.6

)
5
0

1
1

3
9
0
(
1
0
0
)

8
2
(

5
9
.4

)
1
8

6
4

4
6
(

3
3
.3

)
2
9

1
7

1
0
(

7
.2

)
5

5
1
3
8
(
1
0
0
)

3
9
5
(

3
6
.7

)
2
8
0

1
1
5

6
5
7
(

6
1
.1

)
3
5
4

3
0
3

2
4
(

2
.2

)
1
4

1
0

1
,0
7
6
(
1
0
0
)

7
2
6
(

4
5
.3

)
4
8
2

2
4
4

7
8
3
(

4
8
.8

)
4
2
5

3
5
8

9
5

(
5
.9

)
6
9

2
6

1
,6
0
4
(
1
0
0
)

（
注
）
1
　
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

　
　
　
2
　
各
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
計
画
期
間
中
に
未
着
手
に
な
っ
た
も
の
は
除
い
た
。

　
　
　
3
　
「
民
間
等
」
に
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
、
商
店
街
振
興
組
合
等
が
含
ま
れ
る
。

　
　
　
4
　
（
　
）
内
は
、
各
計
画
の
合
計
に
占
め
る
割
合
で
あ
り
、
少
数
第
2
位
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
合
計
し
て
も
必
ず
し
も
1
0
0
％
に
な
ら
な
い
。

地
域

再
生

計
画

都
市

再
生

整
備

計
画

中
心

市
街

地
活

性
化

基
本

計
画 合
　
　
計

（
単
位
：
事
業
、
％
）
　

市
が
単
独
で
実
施
し
た
事
業

民
間
等
が
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表2-(1)-ウ-(ｱ)　地域再生計画における地域独自の取組

①　市が単独で実施した事業のうち、計画作成を契機に新たに取り組んだ事業

事業類型 事業数

企業誘致、開業支援 15

イベント 12

地域美化活動の推進 5

施設運営 5

その他 28

合計 65

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が5未満のものは「その他」に計上した。

②　民間等が実施した事業のうち、計画作成を契機に新たに取り組んだ事業

事業類型 事業数

イベント 16

商品・技術開発 8

その他 14

合計 38

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が5未満のものは「その他」に計上した。

③　都道府県が実施した事業のうち、計画作成を契機に新たに取り組んだ事業

事業類型 事業数

道路舗装 2

その他 9

合計 11

（注）1　当省の調査結果による。
      2　事業数が最も多いもの以外は「その他」に計上した。
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表2-(1)-ウ-(ｲ)　都市再生整備計画における地域独自の取組

①　市が単独で実施した事業のうち、計画作成を契機に新たに取り組んだ事業

事業類型 事業数

庁舎整備 10

案内板等設置 7

道路維持修繕 5

その他 42

合計 64

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が5未満のものは「その他」に計上した。
　　　3　整備には、改修も含まれる。

②　民間等が実施した事業のうち、計画作成を契機に新たに取り組んだ事業

事業類型 事業数

イベント 4

その他 13

合計 17

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が最も多いもの以外は「その他」に計上した。

③　都道府県が実施した事業のうち、計画作成を契機に新たに取り組んだ事業

事業類型 事業数

河川改修 2

その他 3

合計 5

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が最も多いもの以外は「その他」に計上した。
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表2-(1)-ウ-(ｳ)　中心市街地活性化基本計画における地域独自の取組

①　市が単独で実施した事業のうち、計画作成を契機に新たに取り組んだ事業

事業類型 事業数

調査・検討 14

情報発信（生活情報、空き家等） 13

空き店舗活用・開業支援 13

イベント 12

施設運営 10

広場・公園・遊歩道整備 7

制度 6

交流施設整備・改修 5

その他 35

合計 115

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が5未満のものは「その他」に計上した。
　　　3　整備には、改修も含まれる。

②　民間等が実施した事業のうち、計画作成を契機に新たに取り組んだ事業

事業類型 事業数

イベント 49

情報発信（観光情報、空き店舗等） 34

商品券発行等の販売促進活動 30

商業施設等整備 28

調査・検討 27

公共交通の運営 22

施設運営・スペース提供 17

交流施設整備 16

講習・研修 9

公共交通施設・設備整備 8

福祉・医療・教育（ハード） 8

居住施設整備 6

テナントミックス（空き店舗活用） 7

その他 42

合計 303

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が5未満のものは「その他」に計上した。
　　　3　整備には、改修も含まれる。

③　都道府県が実施した事業のうち、計画作成を契機に新たに取り組んだ事業

事業類型 事業数

調査・検討 3

その他 7

合計 10

（注）1　当省の調査結果による。
　　　2　事業数が最も多いもの以外は「その他」に計上した。

- 143 -



(2) 効果の発現状況 

勧  告 説明図表番号 

地域活性化 3 計画の目標の達成状況に関する市の認識や設定された指標

の目標達成状況による効果の発現状況について調査した結果は、次のとおり

である。 

 

ア 地域再生計画 

今回調査対象とした 76計画において 276指標が設定されている。 

① 指標の設定数別にみると、1 指標のものが 12 計画（15.8％）、2 指標

のものが 18 計画（23.7％）、3 指標のものが 15 計画（19.7％）、4 指標

のものが 9計画（11.8％）、5指標以上のものが 20計画（26.3％）とな

っている。 

なお、指標が設定されていないものが 2計画（2.6％）あった。 

② 設定された指標の内容別にみると、アウトプット指標（事業量や事業

の実施率と同義のものとして当省が整理した指標。以下同じ。）が 65指

標（23.6％）、雇用者・従業者の創出数が 48 指標（17.4％）、計画が実

施された地域への観光入込客数が 22 指標（8.0％）、研修・講演会など

の参加者数が 20 指標（7.2％）、計画が実施された地域で新たに活動を

開始したボランティア団体等の数が 12指標（4.3％）などとなっている。 

③ 計画期間別にみると、3 年未満のものが 25 計画（32.9％）、3 年以上

5年未満のものが 22計画（28.9％）、5年以上 6年未満のものが 19計画

（25.0％）、6 年以上のものが 10計画（13.2％）となっている。 

 

(ｱ) 目標の達成状況に関する市の認識等 

計画全体の総合的な目標の達成状況（個別の指標ごとではなく、計画

全体の目標の達成状況。以下同じ。）の認識について、計画を作成した

市から聴取したところ、次のとおり、「分からない」と回答があった 7

計画を除く 69 計画全てにおいて一定程度の効果があったと回答があっ

た。 

① 「目標を達成した（かなり活性化が図られた）」が 32計画（42.1％） 

② 「目標を達成しないものの一定程度効果があった」が 37 計画

（48.7％） 

③ 「目標を達成しなかった（計画作成時と変化なし又は計画作成時よ

り悪化）」と回答があった計画はない 

④ 「分からない」が 7計画（9.2％） 

また、調査対象とした 76 計画のうち、指標が設定されていない又は

一つも評価値が測定されていない 8 計画を除く 68 計画において、指標

が測定されている 225指標について、市による測定結果を計画別に集計

した結果は次のとおりである。 
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① 全ての指標について、計画実施後に測定した値（評価値）が計画作

成時に目標とした値（目標値）に達した計画が 20計画（29.4％） 

② ①には該当しないものの、全ての指標の評価値が計画作成時に基準

として設定した値（基準値）より改善しており、目標達成度 7割以上

（注）の計画が 11計画（16.2％） 

（注）目標達成度 7割以上とは、基準値から評価値まで改善した値を基準値から目標

値までの間の値で除した割合が 7割以上に達したものをいう（以下同じ。）。 

③ ①及び②には該当しないものの、複数の指標のうち 1指標以上の評

価値が目標達成度 7割以上の計画が 32計画（47.1％） 

④ ①から③までのいずれにも該当せず、全ての指標の評価値が目標達

成度 7割未満の計画が 5計画（7.4％） 

 

(ｲ) 効果の発現状況 

今回、調査対象とした 76 計画の 276 指標から、ⅰ）計画で設定され

ている指標が測定されていない 51 指標、ⅱ）指標の測定方法等が適切

ではなく効果の把握ができていないと認められる 4指標（本項目におい

て、ⅰ）及びⅱ）のように効果の把握ができていないと認められる指標

（後述 2(3)ア(ｱ)から(ｳ）、2(3)イ(ｱ)及び(ｲ)参照）を、以下「未測定等

指標」という。）及びⅲ）アウトプット指標 65 指標を除く 62 計画 159

指標について、市による測定結果を計画別に整理した（注）。 

（注）ⅲ）については、計画の進捗状況ではなく、計画を推進したことによる効果の発

現状況を把握するために除外した（以下イ(ｲ)において同じ。）。 

なお、ⅰ）、ⅱ）又はⅲ）に重複して該当する指標があるため、276指標からⅰ）、

ⅱ）及びⅲ）の合計である 120指標を除いても 159指標とはならない。 

その結果、 

① 全ての指標の評価値が目標値に達した計画が 23計画（37.1％）（う

ち未測定等指標が含まれるものが 8計画）、 

② ①には該当しないものの、全ての指標の評価値が目標達成度 7割以

上の計画が 7 計画（11.3％）（うち未測定等指標が含まれるものが 1

計画）、 

③ ①及び②には該当しないものの、複数の指標のうち 1指標以上の評

価値が目標達成度 7割以上の計画が 22計画（35.5％）、 

④ ①から③までのいずれにも該当せず、全ての指標の評価値が目標達

成度 7割未満の計画が 10計画（16.1％） 

であった。 

 

こうしたことから、地域再生計画については、一定の効果が発現して

いるとみられる。 

また、内閣府は、地域再生基本方針に掲げる目標の一つである「地域

の創意工夫を凝らした取組の成果として地域再生の成功事例を示すこ
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とにより、他の地域における取組を刺激し、多様な分野での地域再生の

取組の総体として、全国的な規模での地域の活力の増進を図ること」に

関し、同府の「平成 26 年度実施施策に係る政策評価書」（平成 27 年 9

月）において、「地域再生計画の認定件数については、目標値 144 件に

対し、実績値 204件と、目標を大きく上回る結果となった」と評価して

いる。 

なお、地域再生の成功事例を示すことについては、後述 2(4)のとおり、

改善すべき点がみられる。 

 

イ 都市再生整備計画 

今回調査対象とした 171計画において 577指標が設定されている。 

① 指標の設定数別にみると、2指標のものが 12計画（7.0％）、3指標の

ものが 103計画（60.2％）、4指標のものが 38計画（22.2％）、5指標以

上のものが 18計画（10.5％）となっている。 

② 設定された指標の内容別にみると、アウトプット指標が 119 指標

（20.6％）、地域住民等の満足度が 91 指標（15.8％）、公共公益施設等

の利用者数が 64 指標（11.1％）、歩行者・自転車の通行量が 57 指標

（9.9％）、居住人口が 46 指標（8.0％）、計画が実施された地域への観

光入込客数が 43指標（7.5％）などとなっている。 

③ 計画期間別にみると、5年未満のものが 15計画（8.8％）、5年のもの

が 155 計画（90.6％）、5年を超えるものが 1計画（0.6％）となってい

る（注）。 

（注）計画期間と都市再生法第 47 条第 2 項に基づく交付金の交付期間が異なる計画に

ついては、交付期間で区分している。 

 

(ｱ) 目標の達成状況に関する市の認識等 

計画全体の総合的な目標の達成状況の認識について、計画を作成した

市から聴取したところ、次のとおり、「分からない」と回答があった 3

計画を除く168計画全てにおいて一定程度の効果があったと回答があっ

た。 

① 「目標を達成した（かなり活性化が図られた）」が 82計画（48.0％） 

② 「目標を達成しないものの一定程度効果があった」が 86 計画

（50.3％） 

③ 「目標を達成しなかった（計画作成時と変化なし又は計画作成時よ

り悪化）」と回答があった計画はない 

④ 「分からない」が 3計画（1.8％） 

また、調査対象とした 171計画 577指標のうち、指標の評価値が一つ

も測定されていない 3計画 9指標を除く 168 計画 568 指標について、市

による測定結果を計画別に集計した結果は次のとおりである。 
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① 全ての指標の評価値が目標値に達した計画が 48計画（28.6％） 

② ①には該当しないものの、全ての指標の評価値が目標達成度 7割以

上の計画が 18計画（10.7％） 

③ ①及び②には該当しないものの、複数の指標のうち 1指標以上の評

価値が目標達成度 7割以上の計画が 91計画（54.2％） 

④ ①から③のいずれにも該当せず、全ての指標の評価値が目標達成度

7割未満の計画が 11計画（6.5％） 

 

(ｲ) 効果の発現状況 

上記ア(ｲ)の地域再生計画と同様に、調査対象とした 171 計画の 577

指標から、ⅰ）指標が測定されていない 9指標、ⅱ）効果の把握ができ

ていないと認められる 27 指標及びⅲ）アウトプット指標 119 指標を除

く 162 計画 430 指標について、市による測定結果を計画別に整理した

（注）。 

（注）ⅰ）、ⅱ）又はⅲ）に重複して該当する指標があるため、577指標からⅰ）、ⅱ）

及びⅲ）の合計である 155指標を除いても 430指標とはならない。 

その結果、 

① 全ての指標の評価値が目標値に達した計画が 58計画（35.8％）（う

ち未測定等指標が含まれるものが 7計画）、 

② ①には該当しないものの、全ての指標の評価値が目標達成度 7割以

上の計画が 12 計画（7.4％）（うち未測定等指標が含まれるものが 2

計画）、 

③ ①及び②には該当しないものの、複数の指標のうち 1指標以上の評

価値が目標達成度 7割以上の計画が 73計画（45.1％）、 

④ ①から③までのいずれにも該当せず、全ての指標の評価値が目標達

成度 7割未満の計画が 19計画（11.7％） 

であった。 

 

こうしたことから、都市再生整備計画については、一定の効果が発現

しているとみられる。 

 

ウ 中心市街地活性化基本計画 

今回調査対象とした 44計画において 148指標が設定されている。 

① 指標の設定数別にみると、2 指標のものが 3 計画（6.8％）、3 指標の

ものが 25 計画（56.8％）、4 指標のものが 13 計画（29.5％）、5 指標の

ものが 3計画（6.8％）となっている。 

② 設定された指標の内容別にみると、歩行者・自転車の通行量が 48 指

標（32.4％）、居住人口が 32 指標（21.6％）、区域内の小売事業者等の

年間販売額（以下「年間商品販売額」という。）が 16 指標（10.8％）、
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計画が実施された地域への観光入込客数が 13 指標（8.8％）、空き店舗

の数等が 10指標（6.8％）、公共公益施設等の利用者数が 10指標（6.8％）

などとなっており、アウトプット指標や地域住民等の満足度は指標とし

て設定されていない。 

③ 計画期間別にみると、4 年以上 5年未満のものが 15計画（34.1％）、

5 年以上 6 年未満のものが 25 計画（56.8％）、6 年以上のものが 4 計画

（9.1％）となっている。 

 

(ｱ) 目標の達成状況に関する市の認識等 

計画全体の総合的な目標の達成状況の認識について、計画を作成した

市から聴取したところ、次のとおり回答があった。 

① 「目標を達成した（かなり活性化が図られた）」が 3計画（6.8％） 

② 「目標を達成しないものの一定程度効果があった」が 37 計画

（84.1％） 

③ 「目標を達成しなかった」と回答があった計画は 4 計画（9.1％）

あり、うち「計画作成時と変化なし」が 2 計画、「計画作成時より悪

化」が 2計画 

④ 「分からない」と回答があった計画はない。 

また、調査対象とした 44 計画 148 指標について、市による測定結果

を計画別に集計した結果は、次のとおりである。 

① 全ての指標の評価値が目標値に達した計画及び全ての指標の評価

値が目標達成度 7割以上の計画はない。 

② ①には該当しないものの、複数の指標のうち 1指標以上の評価値が

目標達成度 7割以上の計画が 27計画（61.4％） 

③ ①及び②のいずれにも該当せず、全ての指標の評価値が目標達成度

7割未満の計画が 17計画（38.6％） 

 

(ｲ) 効果の発現状況 

地域再生計画及び都市再生整備計画と同様に、調査対象とした 44 計

画の 148指標から、効果の把握ができていないと認められる 2指標を除

く 44 計画 146指標について、市による測定結果を計画別に整理した。 

その結果、 

① 全ての指標の評価値が目標値に達した計画及び全ての指標の評価

値が目標達成度 7割以上の計画はなく、 

② ①には該当しないものの、複数の指標のうち 1指標以上の評価値が

目標達成度 7割以上の計画が 26計画（59.1％）、 

③ ①及び②のいずれにも該当せず、全ての指標の評価値が目標達成度

7割未満の計画が 18計画（40.9％） 

であった。 
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こうしたことから、6.8％の計画を作成した市が「目標を達成した」、

84.1％の計画を作成した市が「一定程度効果があった」と回答している

ものの、地域再生計画及び都市再生整備計画と比べても、中心市街地活

性化基本計画については所期の効果が発現しているとみることは困難

である。 

 

(ｳ) 目標の達成状況に関する市の認識として「目標を達成した」などと回

答した主な理由 

上記(ｱ)及び(ｲ)のとおり、計画全体の総合的な目標の達成状況に関す

る市の認識と効果の発現状況の間には差異が認められる。 

計画を作成した市が自らの中心市街地活性化の取組に対して「目標を

達成した」又は「一定程度効果あり」と回答があった合計 40計画（注）

について、当該市は、次のとおり理由を挙げていた。 

① 特定の指標が目標値に達したとするもの（15計画） 

② 目標値に達しないものの、設定した指標のうち 1指標以上の評価値

が基準値を上回ったとするもの（14 計画） 

③ 目標値に達しないものの、計画期間中に落ち込みをみせていた数値

に改善の傾向があるとするもの（9計画） 

④ 目標としていた人口増加には至らなかったものの、人口減に歯止め

がかかった又は増加の兆しがあるとするもの（8計画） 

⑤ その他、計画期間中は基準値を上回っていた指標もあったが、東日

本大震災や長引く不況の影響で評価値を測定する段階では基準値を

下回ったとするもの等（5計画） 

（注）複数の理由を挙げたものがあるため、上記①から⑤までの合計は 40 計画となら

ない。 

一方、「目標を達成しなかった」と回答があった 4 計画について、当

該市は、次のとおり理由を挙げていた。 

① 基準値より評価値が改善した指標はあるものの、効果がみられたの

が、中心市街地内の一部の地点に限られており、中心市街地が全体的

に活性化したという実感がないとするもの（計画作成時と変化なし） 

② 設定した 3指標のうち 2指標の評価値が基準値を下回ったものの事

業の進捗がおおむね順調であり、少なくとも計画実施により悪影響が

あったとはいえないとするもの（計画作成時と変化なし） 

③ 計画期間中に老舗デパートの閉店があり、主要事業も未完了のため

にぎわいと回遊性の向上には至っていないとするもの（計画作成時よ

り悪化） 

④ 計画期間中に大型店舗が相次いで撤退し、公共事業も計画期間中に

完了に至らず事業効果が上がっていないとするもの（計画作成時より

悪化） 
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(ｴ) 前回調査（平成 16年 9月勧告）結果との比較 

総務省（行政評価局）は、平成 16年 9月 15 日に公表した「中心市街

地の活性化に関する行政評価・監視」（以下「前回調査」という。）にお

いて、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体

的な推進に関する法律（平成 10年法律第 92 号）に基づく取組について、

「中心市街地の活性化が図られていると認められる市町は少ない」とし

て、①基本計画の的確な作成、②事業の着実な実施、③基本計画の見直

し等について、関係省に対し勧告を行った。 

前回調査においては、中心市街地活性化の状況について、ⅰ）計画作

成前後の中心市街地の①人口、②商店数、③年間商品販売額、④事業所

数及び⑤事業所従業者数の推移、ⅱ）これら①から⑤の統計データの市

町の値に占める中心市街地の値の占める割合の推移、ⅲ）これら①から

⑤の統計データの中心市街地の数値の推移と全国値の推移との比較等

により分析を行っている。 

今回、これらの統計データのうち、現在もデータが把握可能な中心市

街地の①人口、②事業所数及び③事業所従業者数について、調査対象と

した 42 市における中心市街地活性化基本計画のおおむね作成前後のデ

ータを把握し、上記と同様の比較を行った。さらに、人口 10 万人以上

の市を調査対象としたことから、併せて前回調査で調査対象とした 121

市町のうち人口 10万人以上の 55市との比較を行った。 

その結果は、次のとおり、前回調査と比べ、中心市街地の人口につい

ては、増加・上昇した市の割合が大きくなっており、中心市街地の事業

所数及び事業所従業者数については、減少・低下している市の割合が更

に大きくなっている。 

① 中心市街地の人口については、前回調査においては、121市町中 84

市町（69.4％）が減少し、人口 10万人以上の 55市でみると、減少し

ていたのは 31 市（56.4％）であったが、今回調査では減少した市は

42 市中 22市（52.4％）にとどまっている。また、今回調査で増加し

た 20 市のうち 11市は、市全体の人口が減っているにもかかわらず、

中心市街地の人口が増加している。 

中心市街地の人口と当該市町の全人口に占める割合についてみる

と、前回調査においては、121市町中 87市町（71.9％）が低下し、人

口 10万人以上の 55市でみてもその割合が低下した市は 55市中 34市

（61.8％）あったが、今回調査では低下していたのは 42 市中 17 市

（40.5％）にとどまり、上昇した市の方が多くなっている。 

② 中心市街地の事業所数については、前回調査においては、120市町

（注）中 112 市町（93.3％）が減少し、人口 10 万人以上の 55 市でみ

ると、減少していたのは 51 市（92.7％）であったが、今回調査では

42 市全てで減少していた。 
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（注）121市町から、中心市街地内の事業所数が把握できない 1町を除外している（以

下同じ。）。 

中心市街地の事業所数が当該市町の全事業所数に占める割合につ

いてみると、前回調査においては、120 市町中 103 市町（85.8％）が

低下し、人口 10万人以上の 55市でみてもその割合が低下していた市

は 55 市中 45市（81.8％）であったが、今回調査では低下しているの

は 42市中 28市（66.7％）と、低下した割合が小さくなっている。 

③ 中心市街地の事業所従業者数については、前回調査においては、120

市町中 100市町（83.3％）が減少し、人口 10万人以上の 55市でみる

と、減少していたのは 43 市（78.2％）であったが、今回調査では事

業所数と同様に 42市全てで減少していた。 

中心市街地の事業所従業者数が当該市町の全事業所従業者に占め

る割合についてみると、前回調査においては、120 市町中 87 市町

（72.5％）が低下し、人口 10万人以上の 55市でみてもその割合が低

下した市は 55市中 38市（69.1％）あったが、今回調査では低下した

市は 42市中 30市（71.4％）であり、前回調査と同様の結果となった。 

また、①から③まででみた調査対象とした 42 市における統計データ

の各中心市街地の指数の平均値について、全国値の推移と比較した結果

は次のとおりであり、人口については、全国値の推移が微減である中、

中心市街地においては微増となっていた。 

ⅰ）人口については、全国値は、平成 18年と比較して 27年は 0.7ポイ

ント減少しているのに対して、42 市の中心市街地の平均値は 0.9 ポ

イント増加している。 

ⅱ）事業所数については、全国値は、平成 21年と比較して 24年は 9.1

ポイント減少しているのに対して、42市の中心市街地の平均値は 9.6

ポイント減少と同様の推移であった。 

ⅲ）事業所従業者数については、全国値は、平成 21年と比較して 24年

は 8.5 ポイント減少しているのに対して、42 市の中心市街地の平均

値は 11.9ポイント減少しており、やや減少幅が大きかった。 

       

(ｵ) 内閣府の対応等 

内閣府による政策評価結果及び有識者による中心市街地活性化施策

の評価、今後の取組について調査した結果は次のとおりである。 

① 行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13年法律第 86号）

に基づく政策評価結果（内閣府） 

内閣府は、中心市街地活性化基本方針第 2章 6(2)に基づき、政府全

体の中心市街地活性化施策の実施状況について評価を行っている。同

府は、「平成 26年度実施施策に係る政策評価書」（平成 27年 9月）に

おいて、中心市街地活性化基本計画の認定施策について、「進展が大
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きくない」と評価しており、その判断根拠は次のとおりとしている。 

ⅰ）平成 26 年度末で基本計画が終了した市町村において、基本計画

で定めた指標の評価値が基準値を上回ったものは、64 指標のうち

28 指標（約 44％）と目標値（60％）を達成できなかったが、昨年

度の実績値（約 41％）からは改善がみられる。 

ⅱ）当該指標は、市町村が計画期間内において、中心市街地活性化の

ための各種事業に取り組んだ直接的な効果を測定するものであり、

施策の目標に照らすと主要な指標であると考える。 

なお、「平成 25年度実施施策に係る政策評価書」（平成 26年 8月）

においても、同じく「進展が大きくない」と評価しており、その判断

根拠は平成 26年度のものと同様である。 

また、内閣府は、この結果を踏まえ、次のとおり今後の取組へ反映

していくとしている。 

「平成 25年度実施施策に係る政策評価書」においては、 

ⅰ）中心市街地活性化法の改正により、中心市街地への来訪者を増加

させるなどの効果が高い民間プロジェクトを認定し重点支援を講

ずる制度を創設するとともに、民間事業者等による商業等の機能整

備に対する補助といった各省庁の予算措置を通じて、中心市街地へ

の民間投資の喚起を図っていく 

ⅱ）中心市街地活性化基本方針の改正により、基本計画のＰＤＣＡサ

イクルの強化、中心市街地活性化協議会の機能強化などの制度・運

用の見直しを行った 

としている。 

「平成 26年度実施施策に係る政策評価書」においては、 

ⅰ）平成 26 年度の法改正等による新たな支援措置の創設及び認定要

件の緩和、地域再生計画との連携等の制度の改善・見直しを行って

おり、この新たな制度等の活用を促進し、認定数の更なる増加に努

めることで、中心市街地活性化が地方都市全体の活力の向上を図る

ための施策として一層活用されるよう、現在の目標を維持し、引き

続き推進していく 

ⅱ）市町村との対面協議や現地調査を通じたきめ細かいコンサルティ

ングの実施に加え、毎年実施されるフォローアップを通じて、計画

の実施状況を確認し、目標達成を目指していく 

としている。 

  

② 「中心市街地活性化推進委員会」の報告書 

内閣府においては、中心市街地活性化施策の今後の方向性と具体的

な取組の在り方を検討するため、平成 25 年 7 月から、学識経験者等

の委員で構成されている「中心市街地活性化推進委員会」を開催し、
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同年 12月に「中心市街地活性化に向けた制度・運用の方向性」（以下

「制度・運用の方向性」という。）を取りまとめた。 

その中で、「法改正後 7年が経過した現在、平成 24年度末までに基

本計画期間が終了した市町村において、目標を達成した評価指標は全

体の 29％であり、基本計画全体での目標達成状況は芳しくない」とし、

また、国の役割の一つとして、府省連携による中心市街地活性化施策

の総合的かつ一体的な推進に加え、中心市街地活性化制度の理念・意

義についての市町村関係者への積極的な周知や市町村の規模等に応

じた成功例の提示が挙げられている。さらに、こうした成功例の提示

に倣って各市町村が中心市街地活性化に取り組むことが期待される

としている。 

 

これまで、内閣府は、計画期間が終了した中心市街地活性化基本計画

について、各市町村が実施した自己評価の結果を取りまとめ、毎年度、

目標値に達した指標がある計画の一部を「好取組事例」として紹介して

いる。しかし、「制度・運用の方向性」で指摘されているような、市町

村の規模等に応じた成功例の提示はしていない。 

 

【所見】 

したがって、内閣府は、認定制度創設後約 10 年間経過した現在において

も目標達成状況が芳しくなく、また、同府の政策評価においても 2年連続で

進展が大きくないとしていることを踏まえて、中心市街地活性化施策を効果

的に推進する観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 「制度・運用の方向性」で指摘された市町村の規模等に応じた成功例の

提示を速やかに行うなど、効果の発現のための取組を強力に行うこと。 

② ①を行うとともに、改めて目標達成が困難となっている原因の分析を行

い、必要な改善方策を検討及び実施すること。 
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【参考】 最近の我が国の主な経済情勢の動向（概要） 

今回、調査対象とした計画は平成 18年度から 20年度までの間に認定・開始等されてお

り、計画期間終期の大宗は 21年度以降である（291計画中 278 計画（95.5％））。 

この計画期間前後の経済情勢の概要は次のとおりである。 

 

① 平成 14年後半以降のイラク情勢の緊迫化とそれに続くイラク戦争の勃発、あるいは重

症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）の感染者の増加、感染地域の拡大の問題が終息に向か

った 15 年半ばから景気は持ち直した。 

② その後、一時的に踊り場を向かえ景気回復のテンポが緩やかになった年もみられるも

のの、民間需要中心の経済成長が続き、平成 15年度から 19年度までの名目ＧＤＰは、

毎年 0.2％から 0.8％までの間で増加し、19年度は 14年度と比較すると 3.0％の増加が

みられる。 

③ 平成19年末頃に遭遇したアメリカのサブプライム住宅ローン問題に端を発した金融不

安、景気の減速、原油・原材料価格の高騰などから、我が国の景気も緩やかながら弱ま

りを示し、20年 9月に発生したリーマン・ブラザーズ破綻（リーマンショック）後、金

融不安が世界的な金融危機へと発展し、世界景気は一段と下振れ、世界同時不況と呼ぶ

べき事態に至った。こうした中で、日本経済の状況も一変し、外需の大幅な減少に伴う

企業部門の急速な悪化が始まった。 

この間、平成 19年度に 513兆円であった我が国の名目ＧＤＰは、21年度には 474兆円

と 7.6 ポイントも減少している。 

④ リーマンショック後の厳しく深い景気後退は、平成 21年春頃から持ち直しの局面とな

り、23 年 3月に発生した東日本大震災による一時的な落ち込みを乗り越えて、増勢を維

持した。また、平成 26年 4月の消費税引上げに伴う、駆け込み需要の反動により弱い動

きもみられたが、日本経済は、緩やかな回復基調が続いている。 

この間、平成 21年度に 474兆円であった名目ＧＤＰは 22年度に 481 兆円、23年度が

474 兆円、24年度が 474兆円、25年度が 482 兆円、26年度が 490兆円となっている。 

 

このようなことから、平成 19年度までの経済情勢を踏まえると、右上がりを前提とした

計画となりやすいが、19年度以降には、厳しく深い景気後退や東日本大震災による一時的

な落ち込みがあった。 

（注）「国民経済計算確報」（平成 27年 12月 25日内閣府）及び「年次経済財政報告」（平成 15年 10月 24日内閣

府、18年 7月 18日内閣府、19年 8月 7日内閣府、20年 7月 23日内閣府、21年 7月 24日内閣府、22年 7月

23日内閣府、24年 7月 27日内閣府、25年 7月 23日内閣府、26年 7月 25日内閣府）に基づき、当省が取り

まとめた。 
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注
）

1 
「

国
民
経
済
計
算
確
報

」（
平
成

2
7
年

12
月

2
5
日
内
閣
府
）
に
基
づ
き
、
当
省
が
作
成
し
た
。
 

2
 
指
数
は
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に

端
を
発
す
る
世
界
経
済
不
況
の
影
響
を
受
け
た
平
成

1
9
年
度
を

1
00

と
し

た
場
合
の
値
を
示
す
。
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（
注
）

1 
「
国
民
経
済
計
算
確
報
」
（
平
成

27
年

1
2
月

25
日
内
閣
府
）
に
基
づ
き
、
当
省
が
作
成
し
た
。
 

2
 
実
額
は
平
成

17
暦
年
価
格
を
基
準
と
し
て
い
る
。
 

3
 
指
数
は
平
成

19
年
度
を

1
00

と
し
た
場
合
の
値
を
示
す
。
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】
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【参考】 経済財政報告（内閣府）（抜粋） 

○ 平成 15年度年次経済財政報告（平成 15年 10月 24日内閣府）（抜粋） 

2002 年後半以降のイラク情勢の緊迫化とそれに続くイラク戦争の勃発、あるいは重症

急性呼吸器症候群（SARS）の感染者の増加、感染地域の拡大といったこともあり、これ

まで日本の主要な輸出先であったアメリカやアジア地域の経済が減速するに伴って、

日本の輸出の伸びも鈍化していった。これを受け、企業 部門でも、生産の伸びは止ま

り、企業部門における前向きの動きは緩やかになった。その後、2003 年半ばにかけて、

イラク情勢や SARS 問題が終息に向かうとともに、不透明感が後退し、輸出も回復の兆

しをみせている。企業部門における前向きの動きもはっきりとしており、景気は再び持

ち直しに向けた動きをみせている。 

 

○ 平成 18年度年次経済財政報告（平成 18年 7月 18日内閣府）（抜粋） 

日本経済は 2002年初めから景気回復を続けており、景気拡張期間は既に４年を超えて

いるとみられる。日本経済は、2005年央には、前年末から続いた情報化関連部門の調整

や輸出の鈍化等を主因とする踊り場的な状況を脱し、企業部門、家計部門、海外部門が

バランスよく回復する中で、順調に回復を続けている。 

ただし、景気は過去４年間に必ずしも単調に回復してきた訳ではなく、途中、２回に

わたり回復テンポが緩やかになる踊り場的な状況を経てきている。 

 
○ 平成 19年度年次経済財政報告（平成 19年 8月 7日内閣府）（抜粋） 
  2005 年半ばに踊り場的な状況を脱した日本経済は 、2006 年前半にかけて企業部門、

家計部門、海外部門がバランスよく回復したものの、2006 年後半から家計部門に弱さが

みられるようになってきている。実質 GDP 成長率の動きをみると、2005 年度に 2.4％

(1.9％)となった後、2006年度は 2.1％(1.8％)となり、全体としては引き続き民間需要

中心の経済成長が続いている。 
 

○ 平成 20年度年次経済財政報告（平成 20年 7月 23日内閣府）（抜粋） 
 日本の景気回復は、2008年に入ってから足踏み状態にある。その主な原因は、景気回

復６年目の 2007 年、日本経済が遭遇した大きなショックである。アメリカのサブプラ

イム住宅ローン問題に端を発した金融資本市場の変動、原油・原材料価格の高騰は、企

業収益やマインドを圧迫し、企業や家計の行動を慎重化させた。アメリカの景気減速の

直接の影響も現実化し、日本からの輸出にも影響を及ぼし始めた。期待されていた「企

業から家計への景気回復の波及」は、企業部門の好調さが失われ、実現に至っていない。 

  （中略） 

日本経済の状況を包括的に示す国内総生産（GDP）の動向をみると、2007 年度の実質

成長率は、年後半に改正建築基準法の影響（後述）により住宅投資が大きく落ち込んだ

こともあり、前年比 1.5％（1.8％）の伸びとなった。しかし 2008 年に入り、主要な需

要項目である民間消費と設備投資及び生産のいずれもが横ばいとなり（生産はその後弱

含み）、景気回復は足踏み状態が続いている。 

この背景には、原油・原材料価格の高騰と、2007年半ばから急激に世界経済の先行き

不透明感を高めたサブプライム住宅ローン問題の影響がある。それまでも、原油・原材

料価格の高騰は、販売価格への転嫁が困難な企業にとって経常利益の圧迫要因となって

いた。 
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○ 平成 21年度年次経済財政報告（平成 21年 7月 24日内閣府）（抜粋） 

  今回の景気後退は、2008年 9月におけるアメリカのリーマン・ブラザーズ破綻（以下

「リーマンショック」）の前後で 2 つの段階に区分できる。2007 年末頃からリーマンシ

ョック前までがいわば第一段階であり、アメリカを中心とする金融不安、景気の減速、

原油・原材料価格の高騰などから、我が国の景気も緩やかながら弱まりを示した時期で

ある。リーマンショック後の第二段階では、金融不安が世界的な金融危機へと発展し、

世界景気は一段と下振れ、世界同時不況と呼ぶべき事態に至った。こうしたなかで、日

本経済の状況も一変し、外需の大幅な減少に伴う企業部門の急速な悪化が始まった。 
 

○ 平成 22年度年次経済財政報告（平成 22年 7月 23日内閣府）（抜粋） 
 日本経済は、リーマンショック後の厳しく深い景気後退を経て、2009 年春頃から持ち

直し局面にある。ただしこれは輸出や経済対策の効果にけん引された面が依然として強

く、国内民需を中心とする自律的な回復には今一歩の状況である。 
 

○ 平成 24年度年次経済財政報告（平成 24年 7月 27日内閣府）（抜粋） 

 2011 年は 3 月の大震災から立ち直るために多くの努力が費やされた一年であったが、

我が国経済を取り巻く環境には厳しいものがあった。まず、タイの洪水被害は、大震災

で痛手を受けた我が国企業にとって、生産ネットワークが様々なリスクにさらされてい

ることを改めて痛感させる出来事であった。また、ギリシャの債務問題に端を発する欧

州政府債務危機の顕在化は、リーマンショックによって明らかになった経済の歪みがい

まだ是正されていないことを示した。欧州やアメリカ経済の成長鈍化は、中国を始めと

するアジアの輸出鈍化へとつながり、最終的には我が国に対しても、輸出の伸び悩みと

いう形で影響することとなった。 

2009 年から持ち直しを続けてきた我が国経済は、2011年に生じた大震災による一時的

な落ち込みを乗り越えて、増勢を維持してきた。その背景には、消費や公需（政府消費

及び投資）がプラスに寄与したことに加え、2011 年後半にタイの洪水被害によって落ち

込んだ輸出が 2012年にはプラスに転じたこともある。 
 

○ 平成 25年度年次経済財政報告（平成 25年 7月 23日内閣府）（抜粋） 

 景気の持ち直しはリーマンショック後 2 回目となる。リーマンショックの影響で急速

に悪化した景気は、2009 年 1－3 月期に底入れし、持ち直しに転じた。実質 GDP は 2011

年前半に大震災の影響で一時的に減少したものの、その後も増勢を維持した。しかし、

2012 年年央にエコカー補助金の効果の一巡を受けて個人消費が減速し、これと同じタイ

ミングで欧州政府債務危機を背景に世界景気が減速する中で輸出が大幅に減少した。こ

のため、景気は急速に弱い動きとなり、実質 GDP は 2012 年 4－6 月期から 2 四半期連続

で減少した。2013年に入って、景気は 2012年年央から続いてきた弱い動きを脱し、2回

目の持ち直しに転じた。 
 

○ 平成 26年度年次経済財政報告（平成 26年 7月 25日内閣府）（抜粋） 

日本経済は、実質 GDP 成長率が 2012 年 10-12 月期以降、6 四半期連続のプラス成長と

なるなど着実に上向いてきた。2014 年 4 月の消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動

により弱い動きもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。このように実体経済の

改善が進む中で、物価は緩やかに上昇し、デフレ脱却へ向けて着実に進んでいる。 
（注）1 下線は当省が付した。 

2 平成 23年度に、統計基準が改定された。このため、それ以前の経済財政報告には前基準の成長率が 

掲載されている（（ ）内が現基準のもの。）。 
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表 2-(2)-ア-① 地域再生計画における指標数別計画数 
(単位：計画、％) 

指 標 数 計 画 数 

指標なし 2 （2.6） 

1指標 12（15.8） 

2指標 18（23.7） 

3指標 15（19.7） 

4指標 9（11.8） 

5指標以上 20（26.3） 

合    計 76 （100） 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。なお、割合は小数第 2位を四捨五入しているため、合計

が 100％にならない。 

 
表 2-(2)-ア-② 地域再生計画における指標設定内容 

(単位：指標、％) 

指 標 種 類 指 標 数 

アウトプット指標（事業量、事業の実施率等） 65(23.6) 

雇用者・従業者の創出数 48(17.4) 

計画が実施された地域への観光入込客数 22 (8.0) 

研修・講演会などの参加者数 20 (7.2) 

計画が実施された地域で新たに活動を開始したボランティア団体等の数 12 (4.3) 

生産額・製品出荷額 10 (3.6) 

地域コミュニティ活動への参加者数 10 (3.6) 

事業所数等 9 (3.3) 

水質改善に係る指標（ＢＯＤ等） 7 (2.5) 

イベント参加者数 7 (2.5) 

その他(公共施設利用者数、居住人口、満足度、相談件数等) 66(23.9) 

合    計 276 (100) 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。割合は小数第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない。 

 
表 2-(2)-ア-③ 地域再生計画における計画期間別計画数 

(単位：計画、％) 

計 画 期 間 計 画 数 

3年未満 25（32.9） 

3年以上 5 年未満 22（28.9） 

5年以上 6 年未満 19（25.0） 

6年以上 10（13.2） 

合   計 76 （100） 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。 
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表 2-(2)-ア-④ 地域再生計画を作成した市の目標の達成状況に関する認識 
(単位：計画、％) 

区     分 計 画 数 

目標を達成した（かなり活性化が図られた） 32（42.1） 

目標を達成しないものの一定程度効果があった 37（48.7） 

目標を達成しなかった（計画作成時と変化なし） 0 （0.0） 

目標を達成しなかった（計画作成時より悪化） 0 （0.0） 

分からない 7 （9.2） 

合     計 76 （100） 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。 
 
 
表 2-(2)-ア-⑤ 地域再生計画の指標の目標達成状況 

(単位：計画、％) 

区    分 計 画 数 

ⅰ）目標達成 20（29.4） 

目標 

未達成 

ⅱ）目標達成度全 7割以上 

48(70.6) 

11（16.2） 

ⅲ）目標達成度 7割以上あり 32（47.1） 

ⅳ）目標達成度 7割以上なし 5 （7.4） 

小  計 68(100) 

指標が設定されていない又は一つも評価値が測定

されていない 
8 

合  計 76 

（注）1 当省の調査結果による。  

     2 「目標達成度 7割以上」とは、基準値から評価値まで改善した値を基準値から目標値までの間の値で除した割

合が 7割以上に達したものをいう。 

3 基準値 100の指標を 80で下げ止める、基準値 80の指標を 80で維持するなどの下げ止まり・維持を目標として

設定している指標については、目標達成度を注 2により算出することができないため、目標を達成していなけれ

ば目標達成度 7割に達していないものとした。 

4 （ ）内は割合を示す。なお、割合は小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が必ずしも 100％にならな

い。 
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表 2-(2)-ア-⑥ 地域再生計画の効果の発現状況等 

表 2-(2)-ア-⑥-ⅰ 地域再生計画の効果の発現状況 

(単位：計画、％) 

区    分 計 画 数 

効
果
の
発
現
状
況 

小計（ⅰ）＋ⅱ）＋ⅲ）＋ⅳ）） 62 （100）

 目標達成度 7 割以上あり（ⅰ）＋ⅱ）＋ⅲ）） 52（83.9）

 目標達成度全 7割以上（ⅰ）＋ⅱ）） 30（48.4）

 ⅰ）目標達成 23（37.1）

ⅱ）目標達成度全 7 割以上 7（11.3）

ⅲ）目標達成度 7割以上あり 22（35.5）

ⅳ）目標達成度 7割以上なし 10（16.1）

評

価

で

き

な

い 

指標が設定されていない又は一つも評価値が測定されていない 8 

全ての指標の測定方法等が適切ではなく効果の把握ができて

いない 
0 

アウトプット指標のみ 6 

合  計 76 

（注）1 当省の調査結果による。  

     2 「目標達成度 7 割以上」とは、基準値から評価値まで改善した値を基準値から目標値までの間の値で除した

割合が7割以上に達したものをいう。 

3 基準値 100 の指標を 80 で下げ止める、基準値 80 の指標を 80 で維持するなどの下げ止まり・維持を

目標として設定している指標については、目標達成度を注 2 により算出することができないため、目標

を達成していなければ目標達成度 7割に達していないものとした。 

4 （ ）内は、当省が未測定等指標及びアウトプット指標を除いて整理した 62 計画を母数とした割合

を示す。 
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表 2-(2)-ア-⑥-ⅱ 全ての指標が目標値を達成又は達成度全 7割以上の計画の内訳 

(単位：計画、％) 

区   分 計 画 数 

目標達成 
23

（37.1）

 ① 全てアウトカム指標の計画（未測定等指標を含む計画を除く） 8

未測定等指標（②＋③）を含む計画 8

 ② 未測定の指標を含む計画 5

③ 測定方法等が不適切な指標を含む計画 3

④ アウトプット指標を含む計画 11

目標達成度全 7割以上 
7

（11.3）

 ① 全てアウトカム指標の計画（未測定等指標を含む計画を除く） 5

未測定等指標（②＋③）を含む計画 1

 ② 未測定の指標を含む計画 1

③ 測定方法等が不適切な指標を含む計画 0

④ アウトプット指標を含む計画 1

合   計 
30

（48.4）

（注）1 当省の調査結果による。  

2 「目標達成度 7 割以上」とは、基準値から評価値まで改善した値を基準値から目標値までの間の値で

除した割合が 7割以上に達したものをいう。 

3 基準値 100 の指標を 80 で下げ止める、基準値 80 の指標を 80 で維持するなどの下げ止まり・維持を目

標として設定している指標については、目標達成度を注 2により算出することができないため、目標を

達成していなければ目標達成度 7割に達していないものとした。 

4 （ ）内は、当省が未測定等指標及びアウトプット指標を除いて整理した 62 計画を母数とした割合を

示す。 

5 「②未測定の指標を含む計画」、「③測定方法等が不適切な指標を含む計画」又は「④アウトプット指

標を含む計画」に重複して該当する計画は、それぞれに計上している。 
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す
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よ
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す
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。
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【参考】 目標達成度 7割以上の指標がある計画において、目標の達成状況に関する

認識を「分からない」としている主な理由 

主な理由 

目標を達成できた指標、達成できなかった指標がそれぞれあり、総合評価としては一概

に言えないため。 
（注）当省の調査結果による。 

 

 

表 2-(2)-ア-⑦ 地域再生基本方針（平成 17 年 4 月 22 日閣議決定）（抜粋） 

１ 地域再生の意義及び目標 

１）地域再生の意義 
２）地域再生の目標 

地域再生の推進により実現すべき目標は、次の２つである。  
① 個々の地域において、地域の特性、資源を顕在化させ、これらを有効に活用した

地域産業の振興、生活環境の改善、観光・交流の促進等の地域の創意工夫を凝らし

た具体的な取組を推進することにより、自主的・自立的で持続可能な地域の形成を

図ること  
② 地域の創意工夫を凝らした取組の成果として地域再生の成功事例を示すことによ

り、他の地域における取組を刺激し、多様な分野での地域再生の取組の総体として、

全国的な規模での地域の活力の増進を図ること 
（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(2)-ア-⑧ 平成 26 年度実施施策に係る政策評価書（平成 27 年 9 月）（抜粋） 

（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(2)-イ-① 都市再生整備計画における指標数別計画数 
(単位：計画、％) 

指 標 数 計 画 数 

2 指標 12 （7.0） 

3 指標 103（60.2） 

4 指標 38（22.2） 

5 指標以上 18（10.5） 

合 計 171 （100） 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。なお、割合は小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が

100％にならない。 

 

表 2-(2)-イ-② 都市再生整備計画における指標設定内容 
(単位：指標、％) 

指 標 種 類 指 標 数 

アウトプット指標（事業量、事業の実施率等） 119 (20.6) 

地域住民等の満足度 91 (15.8) 

公共公益施設等の利用者数 64 (11.1) 

歩行者・自転車の通行量 57 (9.9) 

居住人口 46  (8.0) 

計画が実施された地域への観光入込客数 43 (7.5) 

鉄道駅、停留所等乗降客数 23 (4.0) 

イベント参加者数 15 (2.6) 

地域コミュニティ活動への参加者数 14 (2.4) 

電車、バス等利用者数（乗車数） 11 (1.9) 

その他(空き店舗率、雇用者・従業者数、宿泊客数等) 94 (16.3) 

合    計 577  (100) 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。割合は小数第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％に

ならない。 

 

表 2-(2)-イ-③ 都市再生整備計画における計画期間別計画数 
(単位：計画、％) 

計 画 期 間 計 画 数 

5 年未満 15 （8.8） 

5 年 155（90.6） 

5 年超 1 （0.6） 

合 計 171 （100） 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 計画期間と都市再生法第47条第2項に基づく交付金の交付期間が異なる計画につい

ては、交付期間で区分している。 

3 （ ）内は割合を示す。 
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表 2-(2)-イ-④ 都市再生整備計画を作成した市の目標の達成状況に関する認識 

(単位：計画、％) 

区     分 計 画 数 

目標を達成した（かなり活性化が図られた） 82（48.0）

目標を達成しないものの一定程度効果があった 86（50.3）

目標を達成しなかった（計画作成時と変化なし） 0 （0.0）

目標を達成しなかった（計画作成時より悪化） 0 （0.0）

分からない 3 （1.8）

合     計 171 （100）

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。なお、割合は小数第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない。 

 

 

表 2-(2)-イ-⑤ 都市再生整備計画の指標の目標達成状況 

(単位：計画、％) 

区    分 計 画 数 

ⅰ）目標達成 48（28.6） 

目標 
未達成 

ⅱ）目標達成度全 7割以上 

120(71.4)

18（10.7）

ⅲ）目標達成度 7割以上あり 91（54.2）

ⅳ）目標達成度 7割以上なし 11 （6.5）

小  計 168(100) 

指標の評価値が一つも測定されていない 3 

合  計 171 

（注）1 当省の調査結果による。  

     2 「目標達成度7割以上」とは、基準値から評価値まで改善した値を基準値から目標値までの間の値で除した割

合が7割以上に達したものをいう。 

3 基準値100の指標を80で下げ止める、基準値80の指標を80で維持するなどの下げ止まり・維持を目標として

設定している指標については、目標達成度を注2により算出することができないため、目標を達成していなけれ

ば目標達成度7割に達していないものとした。 
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表 2-(2)-イ-⑥ 都市再生整備計画の効果の発現状況等 

 

表 2-(2)-イ-⑥-ⅰ 都市再生整備計画の効果の発現状況 

(単位：計画、％) 

区    分 計 画 数 

効
果
の
発
現
状
況 

小計（ⅰ）＋ⅱ）＋ⅲ）＋ⅳ）） 162 （100） 

 目標達成度 7 割以上あり（ⅰ）＋ⅱ）＋ⅲ）） 143（88.3） 

 目標達成度全 7割以上（ⅰ）＋ⅱ）） 70（43.2） 

 ⅰ）目標達成 58（35.8） 

ⅱ）目標達成度全 7 割以上 12 （7.4） 

ⅲ）目標達成度 7割以上あり 73（45.1） 

ⅳ）目標達成度 7割以上なし 19（11.7） 

評
価
で
き
な
い 

指標の評価値が一つも測定されていない 3 

全ての指標の測定方法等が適切ではなく効果の把握がで

きていない 
3 

アウトプット指標のみ 3 

合  計 171 

（注）1 当省の調査結果による。  

     2 「目標達成度7割以上」とは、基準値から評価値まで改善した値を基準値から目標値までの間の値で

除した割合が7割以上に達したものをいう。 

3 基準値100 の指標を80で下げ止める、基準値80の指標を80で維持するなどの下げ止まり・維持を

目標として設定している指標については、目標達成度を注2により算出することができないため、目標

を達成していなければ目標達成度7割に達していないものとした。 

4 （ ）内は、当省が未測定等指標及びアウトプット指標を除いて整理した 162 計画を母数とし

た割合を示す。 
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表 2-(2)-イ-⑥-ⅱ 全ての指標が目標値を達成又は達成度全 7割以上の計画の内訳 

(単位：計画、％) 

区   分 計 画 数 

目標達成 
58

（35.8）

 ① 全てアウトカム指標の計画（未測定等指標を含む計画を除く） 18

未測定等指標（②＋③）を含む計画 7

 ② 未測定の指標を含む計画 0

③ 測定方法が不適切な指標を含む計画 7

④ アウトプット指標を含む計画 36

目標達成度全 7割以上 
12

（7.4）

 ① 全てアウトカム指標の計画（未測定等指標を含む計画を除く） 6

未測定等指標（②＋③）を含む計画 2

 ② 未測定の指標を含む計画 0

③ 測定方法が不適切な指標を含む計画 2

④ アウトプット指標を含む計画 5

合   計 
70

（43.2）

（注）1 当省の調査結果による。  

2 「目標達成度 7割以上」とは、基準値から評価値まで改善した値を基準値から目標値までの間の値で

除した割合が 7割以上に達したものをいう。 

3 基準値 100 の指標を 80 で下げ止める、基準値 80 の指標を 80 で維持するなどの下げ止まり・維持を

目標として設定している指標については、目標達成度を注 2により算出することができないため、目標

を達成していなければ目標達成度 7割に達していないものとした。 

4 （ ）内は、当省が未測定等指標及びアウトプット指標を除いて整理した 162 計画を母数とした割合

を示す。 

5 「②未測定の指標を含む計画」、「③測定方法等が不適切な指標を含む計画」又は「④アウトプット指

標を含む計画」に重複して該当する計画は、それぞれに計上している。 
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割
以
上
」

と
は
、
基
準
値
か
ら
評
価
値
ま
で
改
善
し
た
値
を
基
準
値
か
ら
目
標
値
ま
で
の
間
の
値
で
除
し
た
割
合
が

7
割

以
上
に
達
し
た
も
の
を
い
う
。
 

3
 
基
準
値

1
0
0
の
指
標
を

8
0
で

下
げ
止
め
る
、
基
準
値

8
0
の
指

標
を

8
0
で
維
持

す
る
な
ど
の
下
げ
止
ま
り
・
維
持
を
目
標
と
し
て
設
定
し
て
い
る
指
標
に
つ
い
て
は
、
目
標
達
成
度

を
注

2
に
よ
り

算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
目
標
を
達
成
し
て
い
な
け
れ
ば
目
標
達
成
度

7
割
に
達
し

て
い
な
い
も
の
と
し
た
。
 

4
 
「
効
果
の
発
現
状
況
」
欄
の
（
 
）
内
は
、
当
省
が
未
測
定
等
指
標
及
び
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
を
除
い
て
整
理
し
た

1
6
2
計
画
を
母
数
と
し
た
割
合
を
示
す
。
「
目
標
の
達
成
状
況
に

関
す
る
市
の
認
識
」
欄
の
（
 
）
は
、
調
査
対

象
と
し
た

1
7
1
計
画

を
母
数
と
し
た
割
合
を
示
す
。
な
お
、
割
合
は
小
数
第

2
位
を
四
捨

五
入
し
て
い
る
た
め
、
合
計
が
必
ず
し
も

1
0
0
％

に
な
ら
な
い
。
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【参考】 目標達成度 7割以上の指標がある計画において、目標の達成状況に関する

認識を「分からない」としている主な理由 

主な理由 

土地区画整理事業が終了し、地区住民の土地利用によるまちづくりが行われてからでな

ければ、都市再生整備計画による取組が、地域活性化にどの程度貢献するかは分からない。

効果の程度は、その後の状況次第による。 
（注）当省の調査結果による。 

 

 

表 2-(2)-ウ-① 中心市街地活性化基本計画における指標数別計画数 

(単位：計画、％) 

指 標 数 計 画 数 

2 指標 3 （6.8） 

3 指標 25（56.8） 

4 指標 13（29.5） 

5 指標 3 （6.8） 

合 計 44 （100） 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。なお、割合は小数第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％

にならない。 

 

 

表 2-(2)-ウ-② 中心市街地活性化基本計画における指標設定内容 

(単位：指標、％) 

指 標 種 類 指 標 数 

歩行者・自転車の通行量 48(32.4) 

居住人口 32(21.6) 

年間商品販売額 16(10.8) 

計画が実施された地域への観光入込客数 13 (8.8) 

空き店舗の数等 10 (6.8) 

公共公益施設等の利用者数 10 (6.8) 

その他(事業所数、宿泊客数、電車、バス等利用者数等) 19(12.8) 

合    計 148 (100) 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。 
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表 2-(2)-ウ-③ 中心市街地活性化基本計画における計画期間別計画数 

(単位：計画、％) 

計 画 期 間 計 画 数 

4 年以上 5年未満 15（34.1） 

5 年以上 6年未満 25（56.8） 

6 年以上 4 （9.1） 

合 計 44 （100） 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。 

 

 

表 2-(2)-ウ-④ 中心市街地活性化基本計画を作成した市の目標の達成状況に関する

認識 

(単位：計画、％) 

区     分 計 画 数 

目標を達成した（かなり活性化が図られた） 3 （6.8）

目標を達成しないものの一定程度効果があった 37（84.1）

目標を達成しなかった（計画作成時と変化なし） 2 （4.5）

目標を達成しなかった（計画作成時より悪化） 2 （4.5）

分からない 0 （0.0）

合     計 44 （100）

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。なお、割合は小数第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない。 

 

 

表 2-(2)-ウ-⑤ 中心市街地活性化基本計画の指標の目標達成状況 

(単位：計画、％) 

区    分 計 画 数 

ⅰ）目標達成 0（0.0） 

目標 

未達成 

ⅱ）目標達成度全 7割以上 

44（100）

0 （0.0）

ⅲ）目標達成度 7割以上あり 27（61.4）

ⅳ）目標達成度 7割以上なし 17（38.6）

小  計 44（100） 

指標の評価値が一つも測定されていない 0 

合  計 44 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 目標達成度 7割以上とは、基準値から評価値まで改善した値を基準値から目標値までの間の値で除した

割合が 7割以上に達したものをいう。 

3 （ ）内は割合を示す。 
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表 2-(2)-ウ-⑥ 中心市街地活性化基本計画の効果の発現状況等 

 (単位：計画、％) 

区    分 計 画 数 

効
果
の
発
現
状
況 

小計（ⅰ）＋ⅱ）＋ⅲ）＋ⅳ）） 44 （100） 

 目標達成度 7割以上あり（ⅰ）＋ⅱ）＋ⅲ）） 26（59.1） 

 目標達成度全 7割以上（ⅰ）＋ⅱ）） 0 （0.0） 

 ⅰ）目標達成 0 （0.0） 

ⅱ）目標達成度全 7割以上 0 （0.0） 

ⅲ）目標達成度 7割以上あり 26（59.1） 

ⅳ）目標達成度 7割以上なし 18（40.9） 

評

価

で

き

な

い 

指標の評価値が一つも測定されていない 0 

全ての指標の測定方法等が適切ではなく効果の把握がで

きていない 
0 

アウトプット指標のみ 0 

合  計 44 

（注）1 当省の調査結果による。  

2 「目標達成度 7割以上」とは、基準値から評価値まで改善した値を基準値から目標値までの間の値で除

した割合が 7割以上に達したものをいう。 

3 （ ）内は割合を示す。 
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【
参
考
】
 
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
の
効
果
の
発
現
状
況
と
目
標
の
達
成
状
況
に
関
す
る
市
の
認
識
 

(
単
位
：
計
画
、
％
) 

効
果
の
発
現
状
況
 

目
標
の
達

成
状
況
に
関
す
る
市
の
認
識

 

区
 
 
 
 
分
 

計
 
画

 
数
 

目
標

達
成
 

一
定

程
度
 

成
果

あ
り
 

目
標
未
達
成
 

（
変
化
な
し
）
 

目
標
未
達
成
 

（
悪
化
）
 

分
か
ら
な
い
 

小
 

計
 

（
ⅰ

）
＋
ⅱ

）
＋
ⅲ
）
＋
ⅳ
）
）
 

44
 

（
10
0）

 

3 

（
6.
8）

 

37
 

（
84
.1
）
 

2 

（
4.
5）

 

2 

（
4.
5）

 

0 

（
0.
0）

 

 

目
標

達
成
度

7
割
以

上
あ
り
 

（
ⅰ

）
＋
ⅱ
）
＋
ⅲ
）
）
 

26
 

（
59
.1
）

 

2 

（
4.
5）

 

23
 

（
52
.3
）
 

1 

（
2.
3）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

 
目

標
達
成
度
全

7
割
以
上
 

（
ⅰ
）
＋
ⅱ
）
）
 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

 
ⅰ
）
目
標
達
成
 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

ⅱ
）
目
標
達
成
度
全

7
割

以
上
 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

ⅲ
）
目
標
達
成
度

7
割

以
上
あ

り
 

26
 

（
59
.1
）

 

2 

（
4.
5）

 

23
 

（
52
.3
）
 

1 

（
2.
3）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

ⅳ
）

目
標
達
成
度

7
割

以
上
な

し
 

18
 

（
40
.9
）

 

1 

（
2.
3）

 

14
 

（
31
.8
）
 

1 

（
2.
3）

 

2 

（
4.
5）

 

0 

（
0.
0）

 

評
価
で
き
な
い
 

0
 

（
0
.
0
）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

0 

（
0.
0）

 

合
 
 
計
 

4
4 

（
1
00

）
 

3 

（
6.
8）

 

37
 

（
84
.1
）

 

2 

（
4.
5）

 

2 

（
4.
5）

 

0 

（
0.
0）

 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 
 

2
 
「

目
標
達
成
度

7
割
以
上
」
と
は
、
基
準
値
か
ら
評
価
値
ま
で
改
善
し
た
値
を
基
準
値
か
ら
目
標
値
ま
で
の
間
の
値
で
除
し
た
割
合
が

7
割
以
上
に
達
し
た
も
の
を
い
う
。
 

3
 
「
効
果
の
発
現
状
況
」
欄
の
（
 
）
内
は

、
当
省
が
未
測
定
等
指
標
を
除
い
て
整
理
し
た

4
4
計
画
を
母
数
と
し
た
割

合
を
示
す

。「
目
標
の
達
成
状
況
に
関
す
る
市
の
認
識
」
欄
の
（
 

）
は
、

調
査
対
象
と
し
た

4
4
計
画
を
母
数
と
し
た
割
合
を
示
す
。
な
お
、
割
合
は
小
数
第

2
位
を
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
合
計
が
必
ず
し
も

1
0
0％

に
な
ら
な
い
。
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【参考】 目標達成度 7割以上の指標がある計画において、目標の達成状況に関する

認識を「目標を達成しなかった」としている主な理由 

主な理由 

中心市街地への観光客の誘客のほか、商店街において飲食店舗、映画館等の商業施設の

整備やイベント実施による市民の誘客、また、増加していた空き店舗が解消されるなど、

一定の効果はあったものの、整備された施設周辺などの一部の地点に限られており、にぎ

わいの全体的な回復に実感がない。 
（注）当省の調査結果による。 

 

 

表 2-(2)-ウ-⑦ 中心市街地活性化基本計画において、目標達成の状況に関する市の

認識として「目標を達成した」などと回答した主な理由等 
 

表 2-(2)-ウ-⑦-ⅰ 中心市街地活性化基本計画において、目標の達成状況に関する市

の認識を「目標を達成した」又は「一定程度効果あり」と回答して

いる主な理由 

（単位：計画） 

効果の発現状況 具体的な内容 計画数 

①特定の指標が

目標値に達した

とするもの 

・ 全体として中心市街地活性化に向けた各種取組がおおむ

ね計画どおりに進捗・完了したことにより、歩行者・自転

車通行量（休日）が増加、空き店舗数が減少し、この二つ

の指標で目標値を達成した。 

・ 各取組により、観光客入込数は目標値を大幅に上回り、

減少が続いていた歩行者通行量は基準値に達していないも

のの減少に歯止めがかかり、緩やかに増加傾向にある。中

心市街地の居住人口は目標値を下回ったものの、市内でも

高齢化率の高い中心市街地において、現状維持に近い数値

で推移することができた。 

・ 本計画に記載された事業はおおむね順調に進捗・完了し

ている。全体として中心市街地活性化に向けた各種取組が

おおむね予定どおりに行われたことにより、まちなかの居

住者数や第 3次産業従業者数は増加し、この 2つの指標は

目標値を達成した。 

15 

②目標値に達し

ないものの、設

定した指標のう

ち 1指標以上の

評価値が基準値

を上回ったとす

るもの 

・ 数値目標の達成には至らなかったものの、中心市街地の

小売業年間商品販売額を除いては、基準値を上回った。ま

た、市民の中心市街地の活性化に対する満足度が高くなっ

てきたことを総合的に勘案すると、中心市街地の活性化は

若干図られたと考えられる。 

・ 設定した 3指標はいずれも目標値を達成していないが、

指標によっては計画策定時（基準値）を上回っているもの

や、下落傾向が底を打ち改善に転じているものもある。こ

れらは、本計画に基づく各種事業の総合的・一体的な推進

による成果であり、中心市街地は改善の兆しがうかがえ、

若干の活性化が図られたものと言える。 

14 
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③目標値に達し

ないものの、計

画期間中に落ち

込みをみせてい

た数値に改善の

傾向があるとす

るもの 

・ 計画期間における中心市街地の状況については、計画策

定中の平成 19年にファッションビルが閉店した影響によ

り、計画期間の前半は歩行者通行量の減少が続いたものの、

観光交流施設が開館した 23年からは増加に転じている。ま

た、居住人口についても、平成 21年まで減少傾向が続いて

いたが、民間の分譲マンションの新築や借上市営住宅の整

備によって、平成 24年度以降は減少傾向に歯止めがかかっ

ている。 

・ 歩行者通行量・路面電車年間乗車人数及び小売年間商品

販売額について、平成 19年から 22年にかけて指標が悪化

したものの、その後は下げ止まり、回復又は横ばいの状況

になるなど、様々な取組が、中心市街地の活性化に一定の

効果をもたらしたものと考えられる。 

9 

④目標としてい

た人口増加には

至らなかったも

のの、人口減に

歯止めがかかっ

た若しくは増加

の兆しがある 

・ 人口減少率が本計画期間前の平成 15年から 19年までが

5.5％減、本計画期間中では 6.8％と減少が進んでいること

に対し、中心市街地では、同期間中に 4.8％減から 3.4％減

に改善されている。 

・ 計画に掲げた成果指標について、数値的な成果を出すま

でには至らなかった。しかし、ⅰ）計画に掲げる取組以外

に、にぎわい創出のための様々な取組が始動してきたこと、

ⅱ）地区内での人口の社会増減をみると増加の兆しが出て

きたこと、ⅲ）市民アンケートでも、中心市街地を訪れる

10代、20代及び 40代の来街頻度が増加していることなど、

成果が現れてきている。 

8 

⑤その他、計画

期間中は基準値

を上回っていた

指標もあった

が、東日本大震

災や長引く不況

の影響で評価値

を測定する段階

では基準値を下

回ったとするも

の等 

・ 歩行者・自転車通行量は、計画最終年度を除いて基準値

を超える値で推移し、一時的には目標値を超えるなど改善

傾向がみられた。観光施設入込数は、平成 21年度から 24

年度までの間で目標値を達成しており、にぎわいの創出に

つながった。しかし、東日本大震災の発生によって大きな

打撃を受け、最新値では歩行者・自転車通行量、観光施設

入込数ともに目標値の達成に至らなかった。 

・ 目標値を達成することはできなかったが、駅周辺を中心

に、まちなか居住や歩行者通行量は増加しており、一定の

活性化が図られたと考える。しかし、一部の地区について

は、商店街、まちづくり団体等によるイベント開催等ソフ

ト施策や都市再開発事業等により新たな活気が生まれつつ

あるものの、リーマンショック以降の景気低迷の影響を受

け、通行量は基準値を下回り、活性化は図られていない。 

5 

（注）1 当省の調査結果による。 

     2 重複して該当する計画があるため、合計は 40計画とならない。 
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表 2-(2)-ウ-⑦-ⅱ 中心市街地活性化基本計画において、目標の達成状況に関する市

の認識を「目標を達成しなかった」と回答している主な理由 

（単位：計画） 

具体的な内容 計画数 

・ 中心市街地への観光客の誘客のほか、商店街において飲食店舗、映画館等の

商業施設の整備やイベント実施による市民の誘客、また、増加していた空き店

舗が解消されるなど、一定の効果はあったものの、整備された施設周辺などの

一部の地点に限られており、にぎわいの全体的な回復に実感がない。（計画作

成時と変化なし） 

・ 3指標に係る数値目標をいずれも達成できず、うち 2指標で基準値を下回っ

た。しかし、市街地再開発事業等を除く各種事業はおおむね順調に進捗してお

り、それぞれ事業目的に沿った一定の効果は発揮されていることなどから、少

なくとも計画実施により悪影響があったものではない。（計画作成時と変化な

し） 

・ 商店街の核であり市民に親しまれてきた老舗デパートが計画期間中に閉店し

た影響もあり、また、主要事業が工事途中の状況であったことから、にぎわい

と回遊性の向上には至らず目標を達成できなかった。（計画作成時より悪化） 

・ 計画期間中の大型店の相次ぐ閉店の影響が非常に大きく、また、それぞれの

活性化事業による個別の効果は現れているものの、中心市街地全体に波及して

おらず、街全体で活性化が感じられるような事業効果が上がっていない。さら

に、公共事業については、事業に着手したものの計画期間内の完成に至らず効

果が現われていないものや、完成しても官民の連携不足により波及効果が現れ

ていないものなどが見受けられる。（計画作成時より悪化） 

4 

（注）当省の調査結果による。 
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表
2
-
(
2
)
-
ウ
-
⑧
 
中
心
市
街
地
に
係
る
統
計
デ
ー
タ
の
前
回
調
査
と
の
比
較
 

表
2
-
(
2
)
-
ウ
-
⑧
-
ⅰ
 
中
心
市
街
地
に
係
る
統
計
デ
ー
タ
の
増
減
状
況
等
 

（
単
位
：

市
町

、
市
、

％
）

 

区
 
分
 

前
 
回

 
調

 
査

 
結

 
果

 
今

 
回
 

調
 

査
 
結

 
果
 

増
加

(
上

昇
)市

町
減

少
(
低

下
)市

町
計

 
増

加
(
上
昇

)市
 

減
少
(
低
下

)市
 

計
 

人
 

口
 

 
中

心
市

街
地

の
値

（
実

数
）

 
3
7
(
30
.
6)

8
4
(
69
.
4)

1
2
1
(1
0
0)

2
0
(
47

.
6)

2
2
(
52

.
4)

4
2
(
10

0
) 

 
人
口

1
0
万

人
以

上
の

5
5
市

 
2
4
(
43

.
6)

3
1
(
56

.
4)

5
5
(
10

0
)

市
町

の
全

人
口

に
占

め
る

割
合

 
3
4
(
28
.
1)

8
7
(
71
.
9)

1
2
1
(1
0
0)

2
5
(
59

.
5)

1
7
(
40

.
5)

4
2
(
10

0
) 

 
人
口

1
0
万

人
以

上
の

5
5
市

 
2
1
(
38

.
2)

3
4
(
61

.
8)

5
5
(
10

0
)

事
業

所
数
 

 
中

心
市

街
地

の
値

（
実

数
）

 
8
 
(
6.
7
)

1
1
2
(9
3
.3
)

1
2
0
(1
0
0)

0
 
(
0.

0
)

4
2
 
(1

0
0)

4
2
(
10

0
) 

 
人
口

1
0
万

人
以

上
の

5
5
市

 
4
 
(
7.

3
)

5
1
(
92

.
7)

5
5
(
10

0
)

市
町

の
全

事
業

所
数

に
占

め
る

割
合

 
1
7
(
1
4
.
2)

1
0
3
(
8
5
.
8
)

1
2
0
(
1
0
0
)

1
4
(
33

.
3)

2
8
(
66

.
7)

4
2
(
10

0
) 

 
人
口

1
0
万

人
以

上
の

5
5
市

 
1
0
(
18

.
2)

4
5
(
81

.
8)

5
5
(
10

0
)

事
業

所
従

業
者

数
 

 
中

心
市

街
地

の
値

（
実

数
）

 
2
0
(
16
.
7)

1
0
0
(8
3
.3
)

1
2
0
(1
0
0)

 
0
 
(0

.
0)

4
2
 
(1

0
0)

4
2
(
10

0
) 

 
人
口

1
0
万

人
以

上
の

5
5
市

 
1
2
(
21

.
8)

4
3
(
78

.
2)

5
5
(
10

0
)

市
町

の
全

従
業

者
数

に
占

め
る

割
合

 
3
3
(
2
7
.
5)

8
7
(
7
2
.
5
)

1
2
0
(
1
0
0
)

1
2
(
28

.
6)

3
0
(
71

.
4)

4
2
(
10

0
) 

 
人
口

1
0
万

人
以

上
の

5
5
市

 
1
7
(
30

.
9)

3
8
(
69

.
1)

5
5
(
10

0
)

（
注
）
1
 
「
人
口
」
欄
に
つ
い
て
は
、「

住
民
基
本
台
帳
調
査
」（

平
成

9
年
、
1
5
年
、
1
8
年
及
び

2
7
年
調
査
）
及
び
市
か
ら
の
聴

取
に
よ
り
、「

事
業
所
数
」
及
び
「
事
業
所
従
業
者
数
」
欄
に
つ
い
て
は
、「

事

業
所
・
企
業
統
計
調
査
」
（
平
成

8
年
及
び

1
3
年

調
査
）
、
「
経
済
セ
ン
サ
ス
－
基
礎
調
査
」
（
平
成

2
1
年
調
査
）
及
び
「
経
済
セ
ン
サ
ス
－
活
動
調
査
」
（
平
成

2
4
年
調
査
）
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
省

が
作
成
し
た
。
 

2
 
「
人

口
」
欄
に
つ
い
て
は
、
前
回
調
査
は
平
成

9
年
と

1
5
年

、
今
回
調
査
は

1
8
年
と

2
7
年
を

比
較
し
た
結
果
、
増
加
（
上
昇
）
又
は
減
少
（
低
下
）
し
た
市
の
数
を
記
載
し
て
い
る
。
人
口
は
、

住
民
基
本

台
帳

に
お

け
る

日
本

人
人

口
を

基
に

し
て

お
り

、
中

心
市

街
地

の
日

本
人

人
口

が
不

明
な

市
は

、
市

全
体

人
口

に
お

け
る

日
本

人
と

外
国

人
の

比
率

に
よ

り
日

本
人

人
口

を
推

定
し

て
い

る
。
 

3
 
「
事
業
所
数
」
及
び
「
事
業
所
従
業
者
数
」
欄
に
つ
い
て
は
、
前
回
調
査
は
平
成

8
年
と

1
3
年
、
今
回
調
査
は

2
1
年
と

2
4
年
を
比
較
し
た
結
果
、
増
加
（
上
昇
）
又
は
減
少
（
低
下
）
し
た
市
の

数
を
記
載
し
て
い
る
。
事
業
所
数
及
び
事
業
所
従
業
者
数
は
、
平
成

8
年
及
び

1
3
年
は
日
本
標
準
産
業
分
類
の
大
分
類
「
公
務
」
を
含
む
全
産
業
で
あ
る
が
、
「
経
済
セ
ン
サ
ス
－
活
動
調
査
」
（
平
成

2
4
年
調

査
）
は
公
務
を
含
ま
な
い
た
め
、
2
1
年
及
び

2
4
年
は
公

務
を
除
い
た
値
に
よ
り
比
較
し
て
い
る
。
 

4
 
人
口
、
事
業
所
数
及
び
事
業
所
従
業
者
数
は
、
い
ず
れ
も
町
丁
大
字
単
位
で
抽
出
し
て
お
り
、
中
心
市
街
地
の
範
囲
が
町
丁
大
字
単
位
よ
り
細
か
い
場
合
で
も
面
積
按
分
等
は
行
っ
て
い
な
い
。
 

5
 
（
 
）
は
割
合
を
示
す
。
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表
2
-
(
2
)
-
ウ
-
⑧
-
ⅱ
 
市
全
体
の
人
口
動
向
及
び
中
心
市
街
地
の
人
口
動
向
 

（
単
位
：

市
、

％
）

 
区
 
分

 
今
 
回
 
調
 
査
 
結
 
果

 

市
全
体
の
人
口
（
実
数
）

 
増
加

 
減
少

 
計

 

1
1
（
2
6
.
2
）

3
1
（
7
3
.
8
）

4
2
（
1
0
0
）
 

 
中
心
市
街
地
の
人
口
（
実
数
）

 
増
加
 

減
少
 

増
加
 

減
少
 

計
 

9
（
2
1
.
4
）

2
（
4
.
8
）

1
1
（
2
6
.
2
）

2
0
（
4
7
.
6
）

4
2
（
1
0
0
）
 

（
注
）
1
 
「
住
民
基
本
台
帳
調
査
」
（
平
成

1
8
年
及
び

2
7
年
調

査
）
及
び
市
か
ら
の
聴
取
に
基
づ
き
、
当
省
が
作
成
し
た
。
 

2
 
平
成

1
8
年

と
2
7
年
を
比
較

し
た
結
果
、
増

加
又
は
減
少
し
た
市
の
数
を
記
載
し
て
い
る
。
人
口
は
、
住
民
基
本
台
帳
に
お
け
る
日
本
人
人
口
を
基
に
し
て
お
り
、
中
心
市
街
地
の
日
本
人
人
口
が

不
明
な
市

は
、
市
全
体
人
口
に
お
け
る
日
本
人
と
外
国
人
の
比
率
に
よ
り
日
本
人
人
口
を
推
定
し
て
い
る
。
 

な
お
、
人
口
は
、
い
ず
れ
も
町
丁
大
字
単
位
で
抽
出
し
て
お
り
、
中
心
市
街
地
の
範
囲
が
町
丁
大
字
単
位
よ
り
細
か
い
場
合
で
も
面
積
按
分
等
は
行
っ
て
い
な
い
。
 

3
 
（
 
）
内
は
割
合
を
示
す
。
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表
2
-
(
2
)
-
ウ
-
⑧
-
ⅲ
 
全
国
値
の
指

数
の
推
移
と
中
心
市
街
地
の
指
数
の
平
均
値
と
の
比
較

 

区
 
分
 

前
 
回
 
調
 
査
 
結
 
果
 

今
 
回
 
調
 
査
 
結
 
果
 

計
 
画
 
作
 
成
 
前
 

計
 
画
 
作
 
成
 
後
 

計
 
画
 
作
 
成
 
前
 

計
 
画
 
作
 
成
 
後
 

人
口
 

平
成

9
年
 

1
5
年
 

1
8
年
 

2
7
年
 

 
全
国
（
指
数
）
 

1
0
0

1
0
1
.
1

1
0
0

9
9
.
3

中
心

市
街
地
（
指
数
）
 

1
0
0

9
7
.
7

1
0
0

1
0
0
.
9

 
人
口

1
0
万
人
以
上
の

5
5
市
 

1
0
0

1
0
0
.
9

事
業
所
数
 

平
成

8
年
 

1
3
年
 

2
1
年
 

2
4
年
 

 
全
国
（
指
数
）
 

1
0
0

9
4
.
5

1
0
0

9
0
.
9

中
心

市
街
地
（
指
数
）
 

1
0
0

9
0
.
5

1
0
0

9
0
.
4

 
人
口

1
0
万
人
以
上
の

5
5
市
 

1
0
0

9
0
.
9

事
業
所
従
業
者
数
 

平
成

8
年
 

1
3
年
 

2
1
年
 

2
4
年
 

 
全
国
（
指
数
）
 

1
0
0

9
5
.
8

1
0
0

9
1
.
5

中
心

市
街
地
（
指
数
）
 

1
0
0

9
1
.
9

1
0
0

8
8
.
1

 
人
口

1
0
万
人
以
上
の

5
5
市
 

1
0
0

9
2
.
4

（
注
）
1
 
「
人
口
」
欄
に
つ
い
て
は
、
「
住
民
基

本
台
帳
調
査
」
（
平
成

9
年
、
1
5
年
、
1
8
年
及
び

2
7
年
調
査
）
及
び
市
か
ら
の
聴
取
に
よ
り
、
「
事
業
所
数
」
及
び
「
事
業
所
従
業
者
数
」
欄

に
つ
い
て
は
、
「
事
業
所
・
企
業
統
計
調

査
」
（
平
成

8
年
及
び

1
3
年
調
査
）
、
「
経
済
セ
ン
サ
ス
－
基
礎
調
査
」
（
平
成

2
1
年
調
査
）

及
び
「
経
済
セ
ン
サ
ス
－
活
動
調
査
」
（
平
成

2
4

年
調
査
）
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
省
が
作

成
し
た
。
 

2
 
「

中
心
市
街
地
（
指
数
）
」
は
、
各
市
に
お
け
る
基
準
年
（
計
画
作
成
前
）
の
値
を

1
0
0
と
し

た
場
合
の
各
中
心
市
街
地
の
指
数
の
平
均
で
あ
る
。
 

3
 
人

口
は
、
住
民
基
本
台
帳
に
お
け
る
日
本
人
人
口
を
基
に
し
て
お
り
、
中
心
市
街
地
の
日
本
人
人
口
が
不
明
な
市
は
、
市
全
体
人
口
に
お
け
る
日
本
人
と
外
国
人
の
比
率
に
よ
り
日
本

人
人

口
を
推
定
し
て
い
る
。
 

4
 
事

業
所
数
及
び
事
業
所
従
業
者
数
は
、
平
成

8
年
及
び

1
3
年

は
日
本
標
準
産
業
分
類
の
大
分
類
「
公
務
」
を

含
む
全
産
業
で
あ
る
が
、「

経
済
セ
ン
サ
ス
－
活
動
調
査
」（

平
成

2
4
年

調
査

）
は
公
務
を
含
ま
な
い
た
め
、
2
1
年
及
び

2
4
年
は
公
務
を
除
い
た
値
に
よ
り
比
較
し
て
い
る
。
 

5
 
人

口
、
事
業
所
数
及
び
事
業
所
従
業
者
数
は
、
い
ず
れ
も
町
丁
大
字
単
位
で
抽
出
し
て
お
り
、
中
心
市
街
地
の
範
囲

が
町
丁
大
字
単
位
よ
り
細
か
い
場
合
で
も
面
積
按
分
等
は
行
っ
て

い
な

い
。
 

6
 
（

 
）
は
割
合
を
示
す
。
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表 2-(2)-ウ-⑨ 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成 18年 9月 8

日閣議決定）（抜粋） 

第 2章 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

 1．～5． （略） 

6．認定基本計画の実施状況についての評価の実施等  

（1）認定基本計画の進捗状況の把握等  

① 中心市街地の活性化に向けては、基本計画の認定が目的ではなく、設定した目

標に向かって着実かつ効果的に事業を実施していくことが重要である。そのため

には、不断に事業効果の検証、改善、実施といったＰＤＣＡサイクルの確立が必

要である。  

このため、基本計画の認定を受けた市町村は、認定基本計画に記載された取組

の着実な実施を通じて、中心市街地の活性化が実現できるよう、計画期間中、原

則毎年フォローアップ（定期フォローアップ）を行うよう努めるものとするとと

もに、計画期間終了後には、基本計画に関する最終的なフォローアップ（最終フ

ォローアップ）を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。  

フォローアップに当たっては、市町村は、認定基本計画の目標の達成状況に関

する評価指標を設定している場合には、当該目標の達成状況について、評価指標

に基づき評価するとともに、基本計画の作成時に中心市街地の現状分析で用いた

基礎データについては、毎年把握・蓄積し、独自に評価した上で、公表すること

が望ましい。  

② 定期フォローアップに基づき、市町村は、認定基本計画に記載された事項と中

心市街地の現状や事業等の実施状況、目標の達成状況等から判断し、必要と認め

られる場合には、協議会と連携して、速やかに当該認定基本計画の見直しを行い、

見直した基本計画について、再度認定の申請を行うよう努めるものとする。  

③ 最終フォローアップにおいては、市町村は、目標の達成状況、事業実施前後で

の中心市街地の状況、市民意識の変化など、取組の実施を通じた認定基本計画の

成果等について評価するとともに、今後の課題について整理するよう努めるもの

とする。  

④ 認定計画の期間を終了し、再度新たな基本計画の認定申請を行おうとする市町

村は、最終フォローアップの結果を新たな基本計画に的確に反映するよう努める

ものとする。また、内閣総理大臣は、認定に当たっては、その反映状況等につい

て確認する。  

⑤ 内閣総理大臣は、基本計画の認定を受けた市町村に対し、上記フォローアップ

の結果を含め中心市街地の活性化の状況等について、報告を求め、その内容を公

表するとともに、その成果を基本計画の認定や中心市街地の活性化に関する施策

の推進に活用する。  

（2）施策の実施状況の事後評価  

政府は、中心市街地の活性化に関する施策の実施状況等について、以下により事後

評価を実施する。この場合に、市町村の負担を軽減する観点から、各府省庁における

予算執行事務体制等を活用しつつ、実績額等の把握を行うこととする。  

① 各府省庁は、毎年度、認定基本計画に位置付けられた取組に係る所管事業に対す

る予算及び配分額を把握し、内閣総理大臣に報告する。内閣総理大臣は、各府省庁

の報告に基づき、政府における認定基本計画に対する予算及び配分額を取りまと

め、公表する。 

② また、市町村は、毎年度、認定基本計画に位置付けられた取組の実績額や進捗状

況等について、内閣総理大臣に報告する。  
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③ 内閣総理大臣は、（1）②及び（2）①②の報告に基づき、政府全体の施策の実施

状況等について定期的に評価を行う。なお、内閣総理大臣が、評価を実施するに当

たり、関係行政機関は、必要な協力を行うものとする。 
（注）下線は当省が付した。 

 

 

表 2-(2)-ウ-⑩ 内閣府政策評価書（抜粋） 

表 2-(2)-ウ-⑩-ⅰ 平成 26年度実施施策に係る政策評価書（平成 27年 9月）（抜粋） 

 
（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(2)-ウ-⑩-ⅱ 平成 25年度実施施策に係る政策評価書（平成 26年 8月）（抜粋） 
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（注）下線は当省が付した。 
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【参考】 平成 24年度内閣府本府政策評価書（事後評価）（平成 25 年 9 月）（抜粋） 
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表 2-(2)-ウ-⑪ 中心市街地活性化推進委員会関連資料（抜粋） 
表 2-(2)-ウ-⑪-ⅰ 中心市街地活性化推進委員会開催要綱（平成 25年 7月 3日施行） 
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【参考】 中心市街地活性化に向けた制度・運用の方向性【ポイント】～中心市街地
活性化推進委員会報告書～ 

 

(注)1 内閣府の資料に基づき当省が作成した。 

  2 中心市街地活性化基本的方針（平成 26年 7月 25 日一部変更）等を基に、当省が改正条文等を記載した。 

基本方針 第 2章 3②a 

基本方針第 3章 2(1)及び(2) 

基本方針第 12章 4 

法第 50条、中心市街地再興戦略事業費補助金、 

取得建物の割増償却等 

基本方針第 9章 1(2) 

法第 42条等 

まちプロデュース活動支援事業 

地域コミュニティ形成促進支援事業 

基本方針第 2章 6 

都市再生法第 81条等 
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表 2-(2)-ウ-⑪-ⅱ 中心市街地活性化に向けた制度・運用の方向性（平成 25 年 12

月 11 日内閣官房地域活性化統合事務局、中心市街地活性化推進委

員会）（抜粋） 
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（注）下線は当省が付した。 
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(3) 効果の発現状況の的確な把握 
勧  告 説明図表番号 

(指標の設定方法) 

地域再生基本方針において、地域再生計画の目標を定める場合には、同

方針に定める地域再生の意義及び目標に適合し、地方公共団体がその自主

的な取組として行うこととなる事後的な評価が可能な目標を設定すること

とされており（注）、内閣府は、地域再生計画を認定する際に、目標が記載

されている場合は、事後的な評価が可能な指標が設定されているかを確認

することとしている。 

（注）地域再生基本方針の一部変更は 16 回行われているが、当該規定は、平成 17 年 4 月当

初から変更されていない。 

なお、平成 26年 12月の地域再生基本方針の一部変更により、「地域再生を進めるに当

たっては、その取組が効果的なものとなるよう、地域自らが、明確なＰＤＣＡメカニズ

ムの下に、短期・中長期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により

検証し、改善等を行うことが重要である」旨が追加された。 

都市再生整備計画については、社総交交付要綱第 6 において、社会資本

総合整備計画の基幹事業の一つとされ、社総交交付要綱附属第Ⅱ編交付対

象事業の要件第 1 章イ－10－(1)6．第 1 項において、都市再生整備計画に

計画の目標、評価に関する事項等を記載することとされている。また、都

市再生整備計画が記載された社会資本総合整備計画については、社総交交

付要綱第 8 第 3 項において、国土交通大臣が、当該計画の内容を確認し、

受理するものとされている。 

また、「都市再生特別措置法に基づき創設された全国都市再生の支援のた

めの基本的枠組みについて【技術的助言】」(平成 16 年 4 月 16 日付け国土

交通事務次官通知)第 2(2)では、「事業終了後に目標の達成状況を明確にす

るため、目標に対応した適切な指標を設定し、当該指標の従前値と事業終

了後に実現すべき目標値を設定してください。目標を定量化する指標は、

事後評価が確実にできるよう原則として数値で明示することが望ましいと

ころです」とされている。 

さらに、国は市町村が作成した都市再生整備計画が適切と認める場合、

市町村が必要と考える交付対象事業に対して、交付金を交付することとし

ている。 

これらのことから、国土交通省は、市町村から提出された都市再生整備

計画について、事後評価が確実にできるような適切な指標が設定されてい

るかを確認することとしている。 

中心市街地活性化基本計画については、中心市街地活性化基本方針にお

いて、「設定された目標の達成状況を的確に把握できるよう、地方版総合戦

略の策定に際して設定した地域課題に対する適切な短期・中期の政策目標

を踏まえ、当該市町村の実情に即した指標の絶対値、変化率等の定量的な

 

表 2-(3)-①、

表 2-(3)-②-

ⅰ、ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-(3)-③～
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表 2-(3)-⑦ 

 

 

 

 

 

 

表 2-(3)-⑧ 

 

 

 

 

 

表 2-(3)-⑨、

表 2-(3)-⑩-

ⅰ、ⅱ 
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指標に基づいて設定するものとする」（注）とされており、内閣府は、中心

市街地活性化基本計画を認定する際に、目標が記載されている場合は、設

定された目標の達成状況が把握できるような指標が設定されているかを確

認することとしている。 

（注）平成 18年 9月当初の中心市街地活性化基本方針では「設定された目標の達成状況を的

確に把握できるよう、基本計画には、居住人口、歩行者通行量、事業所数、従業者数、

年間小売販売額、空き店舗数等についての絶対値、変化率等の定量的な指標に基づく数

値目標を設定しなければならない」とされていた。 

 

(事後評価結果の活用状況等) 

地域活性化 3 計画については、次のとおり、地方公共団体は計画期間終

了後又は計画期間最終年度に、指標を測定し、その要因を分析、評価し、

今後の必要な取組を検討すること（以下「事後評価」という。）とされてお

り、国は事後評価結果の報告を求めている。 

地域再生計画については、地域再生法第 8 条第 1 項において、内閣総理

大臣は、第 5条第 16項の認定を受けた地方公共団体に対し、認定地域再生

計画の実施の状況について報告を求めることができるとされている。 

また、地域再生基本方針 5の 7）「認定地域再生計画の実施状況等」にお

いては、「地方公共団体は、計画期間中に、認定地域再生計画に掲げた取組

の着実な実施を通じて地域再生が実現できるよう、定期的にフォローアッ

プを行うものとする。このフォローアップにおいては、地方公共団体は、

目標を設定している場合は当該目標の達成状況についても確認するよう努

めるものとする」とされており、内閣府は、毎年度実施する「地域再生計

画における支援措置に関するアンケート調査」において、地方公共団体が

実施した事後評価の結果の報告を求め、その回答を取りまとめることによ

り、地域再生計画の認定制度等の効果を把握している。 

さらに、内閣府は、同アンケート調査の集計結果を踏まえ、毎年度の政

策評価や地域再生基盤強化交付金に係る基本大綱の改定に反映させるな

ど、地方公共団体の事後評価結果を活用していると説明している。また、

同アンケート調査の集計結果も踏まえ、平成 26年 12月 27日に地域再生基

本方針が変更され、地方公共団体が適切な目標値を設定した上で目標達成

率を向上させるため、中間目標値を設定することが望ましいとする旨が追

加されたと説明している。 

都市再生整備計画については、都市再生整備計画の事後評価は、社会資

本総合整備計画の事後評価の中で実施することとなっており、社総交交付

要綱第 10 では、「交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標の

実現状況等について評価を行い、これをインターネットの利用により公表

するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない」とされている。 

国土交通省では、収集した事後評価結果について、社会資本整備総合交
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ⅰ（再掲） 
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付金事業の行政事業レビューに活用するほか、必要に応じて施策・事業へ

反映したり、助言事務に活用したりしているとしている。 

また、国土交通省が平成 23 年 3 月に政策評価として実施した「平成 22

年度政策レビュー結果（評価書）都市再生の推進」においては、市町村が

実施した事後評価の結果を活用し、都市再生整備計画について、「地域の特

色に応じて多様な目標を設定し、様々なまちづくりの課題に対応した都市

再生が、行政・住民や民間の連携・協働の下、進められつつある」、「平成

21 年度までに完了した 802地区のうち、93％にあたる 744地区において、

達成された指標があり、まちづくり交付金の効果が確認された」などと評

価している。 

中心市街地活性化基本計画については、中心市街地活性化法第 12条第 1

項において、内閣総理大臣は第 9条第 10項の認定を受けた市町村に対し、

認定基本計画の実施状況について報告を求めることができるとされてい

る。 

中心市街地活性化基本方針第 2章 6(1)において、「計画期間終了後には、

基本計画に関する最終的なフォローアップ（最終フォローアップ）を行い、

その結果を公表するよう努めるものとする」とされ、「内閣総理大臣は、基

本計画の認定を受けた市町村に対し、上記フォローアップの結果を含め中

心市街地の活性化の状況等について、報告を求め、その内容を公表すると

ともに、その成果を基本計画の認定や中心市街地の活性化に関する施策の

推進に活用する」とされており、内閣府は市町村に対して報告を求めてい

る。 

内閣府は、市町村が実施した事後評価の結果を、毎年度「中心市街地活

性化基本計画最終フォローアップ報告」として取りまとめている。その中

で計画ごとの効果の発現状況を明らかにしたり、好事例の紹介をしたりす

ることにより、中心市街地の活性化に取り組む地方公共団体の支援を行う

とともに、毎年度の政策評価に事後評価結果を活用しているとしている。 

 

このように、地域活性化 3 計画において、地方公共団体が実施した事後

評価の結果は、国における効果の発現状況の把握やそれに基づく制度の見

直し及び助言事務に活用されており、国としても、それが的確な情報かど

うかは重要なものとなっている。 

 

(指標設定・事後評価に係るマニュアル等の作成状況) 

地域再生計画については、「地域再生計画認定申請マニュアル（総論）」

（平成 27年 9 月内閣府地方創生推進室。以下「地域再生申請マニュアル」

という。）において、「地域再生計画の計画期間中及び計画期間満了時の段

階において、地域再生計画で掲げた目標等の効果測定を図るために必要と
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なる指標の入手方法や、入手した指標をどのように活用して評価を行うの

か記載し、どこで、どのように評価の結果を公表するのかを具体に記載し

てください。なお、「4 地域再生計画の目標」で前述したように取組及び

目標の効果測定にあたっては重要業績評価指標（ＫＰＩ）の手法を用いる

等の工夫を行い、現実的かつ平易な方法で効果測定できるよう記載してく

ださい」とされている（注）。 

（注）平成 17 年 4 月当初の「地域再生申請マニュアル」では「「４ 地域再生計画の目標」

には、基本方針１の内容（地域再生計画の意義及び目標）と計画の内容との整合性をと

りつつ、地域再生計画の目標について、簡潔かつ端的に表現してください。その際、原

則として、定量的な指標を用いるとともに、事後的に評価が可能となるように、具体的

に設定を行ってください」とされている。 

都市再生整備計画については、「まちづくり交付金評価の手引き」（平成

20 年 8月国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進

室。以下「まち交評価の手引き」という。）において、事後評価の方法、事

後評価書の様式が示されているほか、人口、施設利用者数、歩行者交通量、

小売販売額、満足度等の指標が例示され、市町村の目的に応じて、指標は

どのようなものが設定可能か例示されているとともに、データ収集を行う

上での留意点等が示されている。 

中心市街地活性化基本計画については、「中心市街地活性化基本計画認定

申請マニュアル＜平成 27 年度版＞」（内閣府地方創生推進室。以下「中活

申請マニュアル」という。）において、「設定された目標の達成状況を的確

に把握できるよう、居住人口、歩行者通行量、事業所数、従業者数、年間

小売販売額、空き店舗数等についての絶対値、変化率等の定量的な指標に

基づいて設定してください。その際、絶対値の改善はもちろんのこと、一

定地域内でのシェアの改善や過去の傾向と比較した変化率の改善等を採用

することも考えられます。また、中心市街地にある公共公益施設・商業機

能等へのアクセスのしやすさ、公共交通機関等の利用可能な公共サービス

量、公共公益施設の維持管理コスト、新規出店数等の指標について、上記

の居住人口等の数値目標と併せて活用することも考えられます」とされて

いる（注）。 

（注）平成 18 年 9 月当初の「中活申請マニュアル」では「設定された目標の達成状況を的

確に把握できるよう、基本計画には、居住人口、歩行者通行量、事業所数、従業者数、

年間小売販売額、空き店舗数等についての絶対値、変化率等の定量的な指標に基づく数

値目標を設定しなければなりません。その際、絶対値の改善はもちろんのこと、一定地

域内でのシェアの改善や過去の傾向と比較した変化率の改善等を採用することも考え

られます。また、例えば、中心市街地にある公共公益施設・商業機能等へのアクセスの

し易さ、公共交通機関等の利用可能な公共サービス量、公共公益施設の維持管理コスト、

新規出店数等の指標について、上記の居住人口等の数値目標と併せて活用することもで

きます」とされている。 

また、「中心市街地活性化基本計画フォローアップ実施マニュアル」（平
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成 27 年 7月内閣府地方創生推進室。以下「中活フォローアップマニュアル」

という。）において、事後評価の方法や事後評価書の様式等が示されている。 

 

今回、計画作成時の目標、指標の設定状況、事後評価の実施状況等を調

査した結果は、次のとおりである。 

 

ア 指標の設定 

今回調査対象とした計画の中には、次のとおり、ⅰ）指標が適切に設

定されておらず事後評価が実施されていない、ⅱ）指標が設定されてい

るもののアウトカム指標が全く設定されておらず事業効果を測定するこ

とが困難、ⅲ）アウトカム指標の目標値が適切に設定されておらず事後

評価を適切に実施することが困難となっているなどの状況がみられた。 

(ｱ) 指標の設定状況 

指標の設定状況をみると、地域再生計画において、指標が適切に設

定されておらず事後評価が実施されていないものが、次のとおりみら

れた。 

① 「団塊の世代の退職後の活用による地域活性化」及び「世代間・

地域間の交流ネットワークの構築」といった目標は定めているもの

の、指標が設定されておらず効果の発現状況が的確に把握できない

ものが 1計画 

② 「食品産業の雇用の増加」などといった目標は定めているものの、

指標が設定されておらず効果の発現状況が的確に把握できないもの

が 1計画 

③ 「木材生産量 10％増加」といった目標値は設定されているものの、

基準となる木材の生産量がどの範囲の生産量か不明であるなど基準

値が適切に設定されておらず効果の発現状況が測定できないものが

1計画 

 

(ｲ) アウトカム指標及びアウトプット指標の設定状況 

設定された指標をみると、地域再生計画では 276 指標中アウトカム

指標が 211指標（76.4％）、アウトプット指標が 65指標（23.6％）、都

市再生整備計画では 577指標中アウトカム指標が 458 指標（79.4％）、

アウトプット指標が 119指標（20.6％）、中心市街地活性化基本計画で

は 148 指標全てがアウトカム指標となっている。 

アウトプット指標は、事業の進捗状況を把握することはできるもの

の、事業による効果を測定することは困難なものであり、中には、次

のような例もみられた。 

① アウトカム指標が全く設定されておらず（全ての指標が出前講座

ⅰ、ⅱ 
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の実施回数等のアウトプット指標）、事業による効果を測定すること

が困難な地域再生計画が 6計画 

② アウトカム指標が全く設定されておらず（全ての指標が幅員 4m 以

上の道路の整備率等のアウトプット指標）、事業による効果を測定す

ることが困難な都市再生整備計画が 3計画 

一方、次のようにアウトカム指標の設定に取り組んでいる例もみら

れた。 

① 河川等の水質改善という目的を掲げ汚水処理施設整備事業等を実

施する 8 計画のうち 3 計画では、汚水処理人口普及率に加え、水質

改善に係る指標（ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量（微生物が有機物

を分解するために使った酸素の量。一般に値が大きいほど水質は悪

い。））等のアウトカム指標を設定 

② 同一地区で引き続き実施された次期計画において、事業の効果を

住民や地区に与えた影響等で評価するため、新規住宅着工数等のア

ウトカム指標を設定 

 

(ｳ) 指標の目標値の設定状況 

計画で設定されたアウトカム指標の目標値の設定状況をみると、次

のとおり目標値が適切に設定されておらず、事後評価を適切に実施す

ることが困難となっている例がみられた。 

① 指標として設定された歩行者通行量の測定箇所と計画に基づく事

業の実施箇所が離れており、事業との整合性が確保されていない都

市再生整備計画が 1計画 

② 指標として設定されたイベント参加者数の目標値が、計画区域内

に位置する別の市が実施する事業を把握せずに設定されたため、事

後評価を実施する際に計画に基づく事業そのものの効果が検証でき

ない地域再生計画が 1計画 

③ 道路整備等を行い当該地区へのアクセスを容易にして観光客を増

加させることを目的とした計画について、道路が予定どおり整備さ

れなかったにもかかわらず観光客が目標値を上回って達成している

など、目標値が適切に設定されているか疑義がある計画が地域再生

計画及び都市再生整備計画で各 1計画 

④ 計画作成当初から計画前の歩行者通行量等の傾向を分析し、目標

値の設定を適切に行うことができたにもかかわらず、計画（交付）

期間最終年度等に改めて計画前の歩行者通行量等の傾向を分析し、

目標値を修正している都市再生整備計画が 3計画（うち 2 計画では、

評価値が、下方修正された目標値を上回ったことから、目標達成と

評価） 

② 
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(ｴ) 満足度指標の目標値の設定状況 

今回調査対象とした地域再生計画及び都市再生整備計画の中には、

アウトカム指標の一つとして、計画区域内の住民等にアンケート調査

を行い、その満足度を測る指標（以下「満足度指標」という。）を設定

している場合がある。 

特に、都市再生整備計画においては、満足度指標が 91指標設定され、

うち 65指標が目標値を達成しており、目標達成率が 71.4％となってい

る。 

満足度指標の目標値の設定に当たっては、「まち交評価の手引き」に

おいて、過去データが収集できない場合には、「目標値の設定根拠に関

する十分な説明」が必要とされている。 

都市再生整備計画における満足度指標の目標値の設定状況をみる

と、住民の半数が満足している状態を目指すとして 50％と設定してい

るもの、基準値の 2 倍以上の人々に満足してもらうとして目標値を設

定しているものなど、設定根拠について十分な説明がなされていない

ものがみられた。 

一方、次のとおり、事業内容を踏まえ一定の考え方をもって目標値

を設定しているものがみられた。 

① 重要文化財を活用した地域交流センターを整備することにより、

「芸術文化の振興」に関する満足度が市内の他の地区と比べて低い

当該地区について、市全体の平均値まで引き上げるとして設定して

いるもの 

② 計画作成前に、まちづくりの実施方法について住民にアンケート

調査を実施した結果、土地区画整理事業を希望した者が 65％だった

ことを踏まえて同事業を実施したため、事業の満足度指標の目標値

はそれを上回る 70％と設定しているもの 

なお、調査対象市からは、満足度指標の目標値をどの水準に設定す

れば事業の妥当性があるといえるのかなど、設定に苦慮したため、国

から目標値の設定に関する指針等を示してほしいとする意見があっ

た。 

 

イ 事後評価の的確な実施 

今回調査対象とした計画においては、次のとおり、事後評価が適切に

実施されていない状況がみられた。 

(ｱ) 事後評価の実施状況等 

地域再生計画についてみると、上記ア(ｱ)のとおり、事後評価が実施

されていない計画が 76 計画中 3 計画（3.9％）あったほか、次のよう

な例がみられた。 

 

 

 

 

 

表 2-(3)-ア-

⑦ 

 

表 2-(3)-ア-

⑧ 

 

表 2-(3)-ア-

⑨ 

 

 

 

表 2-(3)-ア-

⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-(3)-ア-

⑨（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-(3)-イ-

① 

 

- 202 -



① 設定された指標のうち、国から委託等を受けた事業の報告に必要

な指標など一部しか測定していないものが 10計画（13.2％） 

② 指標の評価値を測定し事後評価したかどうかについて、資料がな

く分からないとしているものが 3計画（3.9％） 

都市再生整備計画についてみると、事後評価が実施されていない例

はみられなかった（注 1）が、交付金の交付期間の最終年度に事後評価

を実施したところ、未確定の数値があったため、交付終了時の見込み

の状況を推計して評価し、翌年度以降に確定値を求めるためのフォロ

ーアップを実施し評価するとしているものの、実際は当該フォローア

ップを実施していないものが 4計画（2.3％）みられた。 

また、見込みの状況を推計した値で実施した事後評価結果（注 2）と

確定値で実施したフォローアップ結果に乖離が生じており、実際には

目標が達成できていない指標があるにもかかわらず、事後評価結果の

み公表しているのみで、フォローアップ結果を公表していないものが 2

計画（1.2％）みられた。 

なお、当省の調査後に当該フォローアップ結果はいずれも公表され

た。 

（注 1）旧まちづくり交付金が社会資本整備総合交付金に統合されたことに伴い、当該

計画に係る交付金交付期間が終了しているものの、当該計画を含めた社会資本総

合整備計画の事後評価と併せて事後評価するとして、事後評価を実施していない

ものが 3計画みられたが、当該計画は除いている。 

（注 2）「まち交評価の手引き」では、事後評価の位置付けや指標別の活用上の注意等

が整理されており、事後評価は、まちづくり交付金の交付終了年度の最終日を評

価基準日として評価を行い、「未確定の数値がある場合には、交付終了時の見込

みの状況を推計して評価」した上で、「原則、交付期間が終了した翌年度に（翌

年度に確定しない場合は、確定後すみやかに）確定の数値を求めるためにフォロ

ーアップを行う」こととされている。 

中心市街地活性化基本計画についてみると、事後評価が実施されて

いない例はみられなかった。 

 

(ｲ) 指標の測定方法 

設定された指標の測定方法をみると、次のとおり、測定が適切に行

われておらず、効果の把握ができていない例がみられた。 

① 歩行者通行量について、実測を行わず、周辺地区の人口や児童・

生徒数に基づく推計で事後評価しているなど、測定方法が適切では

ないものが都市再生整備計画で 4 計画、中心市街地活性化基本計画

で 1計画 

② 満足度指標について、整備した施設のオープニングイベントで測

定するなど満足度が高まりやすい方法で測定しているなど、測定方
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④ 

 

 

 

 

表 2-(3)-イ-

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-(3)-イ-

⑥-ⅰ 

 

 

表 2-(3)-イ-

⑥-ⅱ 

- 203 -



法が適切ではないものが都市再生整備計画で 4計画 

③ 市全域の実績のうち中心市街地のみの実績を指標として設定した

が、計画期間中に基準値と同様の方法で測定し評価することが困難

となったにもかかわらず、指標を変更しないまま市全域の実績をも

って中心市街地の実績としている中心市街地活性化基本計画が 1 計

画 

④ その他、基準値と評価値の測定方法が異なるなど、指標の測定方

法が適切ではないものが地域再生計画で 1 計画、都市再生整備計画

で 3計画 

 

(ｳ) 効果発現要因の分析内容 

計画に設定された指標について、効果発現要因の分析内容をみると、

次のとおり、分析内容が事実と異なる例がみられた。 

① 歩行者通行量が減少した要因を当該整備地区の人口減少によるも

のと分析しているが、実際は当該整備地区の人口は増加している都

市再生整備計画が 1計画 

② 歩行者通行量が増加した要因の一つを低床バスの導入といったバ

リアフリー化事業の実施によるものと分析しているが、実際は計画

期間内に当該事業が実施されていない中心市街地活性化基本計画が

1計画 

 

(ｴ) 指標の測定や測定結果の分析に支援が必要な状況 

計画に設定された指標の測定状況等をみると、次のとおり、指標の

測定や測定結果の分析に苦慮するなど、国による支援が必要な状況が

みられた。 

ａ 歩行者通行量 

歩行者通行量は、計画が実施された地区の活性化度合いを測る指

標として、「まち交評価の手引き」及び「中活申請マニュアル」でそ

れぞれ例示されており、都市再生整備計画においては 171 計画 577

指標中 53計画 57指標、中心市街地活性化基本計画においては 44計

画 148指標中 44計画 48指標と多く設定されている。 

歩行者通行量の測定方法をみると、気象・天候等の影響を受けや

すい指標であるため、あらかじめ予備日を設定し、悪天候等の場合

に予備日で測定するとして対策を講じている計画が都市再生整備計

画及び中心市街地活性化基本計画で各 1計画みられた。 

また、歩行者通行量は天候やイベントの有無に影響を受けやすい

指標であるため、次期計画では年 4 回(各年 3 月、5 月、8 月及び 11

月)測定し、その平均値を用いることとしている中心市街地活性化基
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本計画が 1計画みられた。 

一方、目標値に達しなかった要因に雷雨、猛暑等の天候・気象を

挙げているなど、要因が適切に把握されていないと考えられる中心

市街地活性化基本計画が 2 計画、元々増加傾向であったにもかかわ

らず天候の影響を受けた年の値を基準値として目標値を設定してお

り、目標を達成した要因が適切に把握されていないと考えられる都

市再生整備計画が 1計画みられた。 

また、歩行者通行量を設定している 105指標の測定回数をみると、

1年に 1回の測定となっているものが 69指標（都市再生整備計画 38

指標、中心市街地活性化基本計画 31指標）あった。 

歩行者通行量を 1 年に 1 回の測定としている市の中には、複数回

測定することの必要性を財政当局に説明できず、予算確保が困難と

しているものもみられた。 

「まち交評価の手引き」では「計測の日時、曜日等がデータに与

える影響が大きいと考えられるため、十分に留意する必要がありま

す」などと留意点等が示されているが、測定回数については示され

ておらず、「中活申請マニュアル」及び「中活フォローアップマニュ

アル」では、測定方法の留意点等は示されていない。 

なお、経済産業省の「平成 25年度中心市街地商業等活性化支援業

務(中心市街地活性化施策の効果分析・検証事業)報告書」(平成 26

年 3月経済産業省商務流通保安グループ中心市街地活性化室)では、

歩行者通行量は、「すでに主要指標の 1つとなっているが、今後も引

き続き重要」とされ、「計測の仕方の統一を図り、計測頻度を増すこ

とで、指標としての信頼性を向上させる」ことが必要とされている。 

 

ｂ 年間商品販売額 

年間商品販売額は、計画が実施された地区の活性化度合いを測る

指標として、「まち交評価の手引き」及び「中活申請マニュアル」で

それぞれ例示されている指標であり、都市再生整備計画では 5計画 5

指標、中心市街地活性化基本計画では 16 計画 16 指標で設定されて

いる。 

年間商品販売額の測定方法をみると、18計画 18指標において、国

の基幹統計調査である商業統計調査及び経済センサス基礎調査又は

活動調査（以下「経済センサス」という。）の結果が活用されている。

しかし、これら国の統計には一定の周期があることなどから、次の

ように過去の統計結果や独自のサンプル調査結果等を用いた推計に

より年間商品販売額を算出し評価しているものなどが 17 計画 17 指

標あった。 
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① 経済センサスの調査時期と評価時期とが合わなかったことか

ら、市独自の調査を併用し推計しており、大型店舗のサンプル調

査に加え、商店街へのヒアリングや観光統計など他の統計資料を

活用するなどして精度を高めようとしたが、適当な手法が見いだ

せず、次期計画においては年間商品販売額を指標としないとした

中心市街地活性化基本計画が 1計画 

② 過去の商業統計の結果と毎年度の市独自のアンケート調査を併

用し推計しており、当該アンケート調査においては、年間商品販

売額に加え、前々年度及び前年度からの増加・減少率も把握して

いる中心市街地活性化基本計画が 1計画 

また、18 計画のうち都市再生整備計画 1 計画においては、過去の

商業統計の調査結果では年間商品販売額が増加傾向にあったが、計

画期間中に大型店舗の撤退等があったことから、過去の増加傾向を

基に評価値を推計することが困難として、大型店舗が撤退する前の

直近の調査結果をそのまま評価値としていた。 

「まち交評価の手引き」では「商業統計等の指定統計は、市町村

が予め町丁目・小字単位に集計していないケースが少なくなく、過

去の個票（調査票）を活用したデータ収集には多大な労力を要しま

す。そのため、経年的なデータ収集の可能性を踏まえつつ、他者保

有データの活用、計画区域に限定した独自調査を実施すること等が

考えられます」などと測定方法の留意点等が説明されているが、「中

活申請マニュアル」及び「中活フォローアップマニュアル」では、

測定方法の留意点等は示されていない。 

 

ｃ 満足度指標 

満足度指標は、計画が実施された地区の活性化度合いを測る指標

として、「まち交評価の手引き」で例示されている指標であり、都市

再生整備計画では 62計画 91指標と多く設定されている。 

満足度指標の測定方法については、上記(ｲ)②で記載した適切に測

定されていない例のほか、指標として設定された駅施設利用者の満

足度の目標が未達成となったが、満足度調査の際にその回答理由等

を把握していなかったため、何が原因で満足度が向上しなかったの

か分析できず、事業効果が把握できなかったとしている都市再生整

備計画が 1計画みられた。 

また、当該計画を作成した市は、満足度の測定・分析手法につい

て、国から示してほしいとしている。 
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ウ 国における地方公共団体に対する指標設定・事後評価支援 

地域再生計画については、「地域再生申請マニュアル」が作成されてい

るが、地方公共団体の目的に応じた具体的な指標の設定例は示されてお

らず、事後評価の方法等について、地方公共団体が参考にするためのマ

ニュアル等は作成されていない。 

また、内閣府は、地方公共団体から報告を受けた事後評価結果につい

て指標の測定方法等が適切かどうかなどの確認はしていないとしてい

る。 

都市再生整備計画については、まちづくり交付金が、平成 22年度から

国土交通省所管の地方公共団体向けの他の個別補助金等と統合され、社

会資本整備総合交付金が新たに創設されており、現在は当該名称の交付

金はないものの、国土交通省は、「まち交評価の手引き」を、社会資本総

合整備計画の事後評価の際の、都市再生整備計画部分の評価に関する参

考資料として市町村に周知している。 

しかし、「まち交評価の手引き」は、平成 20 年に作成された後、改訂

されていない。 

また、国土交通省は、地方公共団体から報告を受けた事後評価結果に

ついて指標の測定方法等が適切かどうかなどの確認はしていないとして

いる。 

中心市街地活性化基本計画については、「中活申請マニュアル」が作成

されているが、市町村の目的に応じた具体的な指標の設定例は示されて

おらず、「中活フォローアップマニュアル」には、指標別の測定方法の留

意点等について具体的に記載されていない。 

また、内閣府は、地方公共団体が測定した指標の評価値が計画書どお

りに測定されているかどうかの確認はしているとしている。 

 

【所見】 

したがって、内閣府及び国土交通省は、地域活性化 3計画の効果の発現状

況を的確に把握する観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 計画で設定する指標について、地方公共団体の目的に応じたアウトカム

指標の設定例、指標の測定に際し留意すべき点などを具体的に示したマニ

ュアル等を作成又は改訂し、地方公共団体に対し周知すること。 

その際、府省が自ら例示しており、地方公共団体が指標の目標値の設定

や測定・分析に苦慮している指標については、それらの設定等の考え方や

測定方法等を示すこと。 

② 計画の効果的な推進を図るため、計画認定時や事後評価結果の報告時等

において、効果の発現状況を適切に測定できるよう指標が適切に設定、測

定されているかを確認し、必要に応じて地方公共団体に対し助言する等の

支援を行うこと。 

 

表 2-(3)-ウ-

① 

 

 

 

 

 

表 2-(3)-ウ-

②-ⅰ～ⅲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-(3)-ウ-

③、④ 
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表 2-(3)-① 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抜粋） 

（地域再生計画の認定）  

第 5 条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で

定めるところにより、地域再生を図るための計画（以下「地域再生計画」という。）を作

成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 

２ 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 地域再生計画の区域 

二 地域再生を図るために行う事業に関する事項 

三 計画期間 

３ 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記

載するよう努めるものとする。 

一 地域再生計画の目標 

二 その他内閣府令で定める事項 

４～15 (略) 

16 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計

画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるとき

は、その認定をするものとする。 

一 地域再生基本方針に適合するものであること。 

二 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するも

のであると認められること。 

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

17～19 (略) 

（報告の徴収）  

第 8 条 内閣総理大臣は、第五条第十六項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。以下

同じ。）を受けた地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）に対し、認定地域

再生計画（認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）の

実施の状況について報告を求めることができる。 

２ 関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載され

ている場合には、認定地方公共団体に対し、同項各号に規定する事業及び措置の実施の

状況について報告を求めることができる。 
（注）下線は当省が付した。 

 

表 2-(3)-② 地域再生基本方針（平成 17 年 4 月 22 日閣議決定）（抜粋） 

表 2-(3)-②-ⅰ 地域再生基本方針（平成 17 年 4 月 22 日閣議決定（平成 28 年 4 月

20 日一部変更））（抜粋） 

 １ 地域再生の意義及び目標  

１）地域再生の意義  

少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域

再生を図るためには、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な

人材の創造力をいかし、官民の適切な連携の下、地域の創意工夫を凝らした自主的か

つ自立的な取組を進めることが重要である。さらに、地域が、夢を抱いて互いにアイ

デアを出し合い、切磋琢磨することにより、こうした地域の取組が一層加速されてい

くような環境を整備することが重要である。  

 

国は、人口減少を克服し、地方創生を成し遂げるため、まち・ひと・しごと創生法

（平成 26 年法律第 136 号）に基づき、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 26

年 12 月 27 日閣議決定・平成 27 年 12 月 24 日改訂）を定め、人口、経済、地域社会の
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課題に対して一体的に取り組んでいるところである。また、都道府県及び市町村は、

当該戦略を勘案して、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひ

と・しごと創生総合戦略（以下「地方版総合戦略」と総称する。）を定め、地方が自ら

考え、責任をもって取り組む事業の本格的な実施を進めているところである。人口減

少克服、地方創生実現のために、地域再生の推進に当たっては、地域がそれぞれの地

域の課題を的確に把握し、課題解決に向けて積極的に取り組むことが重要である。 

国は、このような観点から、①地域の知恵と工夫のサポート・促進、②地方版総合

戦略との連携、③地域の政策課題を解決するための制度改革の推進等、④民間のノウ

ハウ、資金等の活用促進、といった地域の自主的・自立的な取組のための環境整備を

行うとともに、構造改革特区、総合特区、国家戦略特区、都市再生、中心市街地活性

化、環境モデル都市、環境未来都市などの関係分野との連携を深めつつ、地域再生計

画に基づく地域の総合的な取組を支援する。 

また、特に全国の地域に共通する重要な政策課題については、地域の自主的・自立

的な取組を尊重する支援の仕組みを維持しつつ、国がこれを特定政策課題として設定

し、その解決に資する地域の取組に対して重点的に支援を行うことにより、効果的・

効率的に全国的な課題解決を図ることが必要である。 

このような地域の自主的・自立的な取組とそれを尊重した国の支援とがあいまって、

我が国の活力の源泉である地域の活力の再生を加速し、持続可能な地域再生を実現す

ることが、地域再生の意義である。 

２）地域再生の目標  

地域再生の推進により実現すべき目標は、次の２つである。  

① 個々の地域において、地域の特性、資源を顕在化させ、これらを有効に活用した

地域産業の振興、生活環境の改善、観光・交流の促進等の地域の創意工夫を凝らし

た具体的な取組を推進することにより、自主的・自立的で持続可能な地域の形成を

図ること 

② 地域の創意工夫を凝らした取組の成果として地域再生の成功事例を示すことによ

り、他の地域における取組を刺激し、多様な分野での地域再生の取組の総体として、

全国的な規模での地域の活力の増進を図ること 

 

５ 地域再生計画の認定に関する基本的な事項  

１）地域再生計画の認定基準  

地域再生計画の認定基準は、法第５条第 16 項各号によるが、具体的な判断基準は、

次のとおりとする。  

① 地域再生基本方針に適合するものであること（第１号基準）  

１の「地域再生の意義及び目標」に適合しており、かつ３）の「地域再生計画

の認定手続」に定められた事項にのっとっていることをもって判断する。 

② 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与す

るものであると認められること（第２号基準）  

１の「地域再生の意義及び目標」に適合した地域再生を図るために必要な事業

が記載されていることをもって判断する。  

あわせて、法第５条第４項第４号の事項を記載している場合には、地域再生計

画に記載された特定地域再生事業の実施により、特定政策課題の解決に寄与する

ものであることが合理的に説明されていることをもって判断する。  

③ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること（第３号基準）  

地域再生を図るために行う事業について、  

イ 事業の主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと  

ロ 事業の実施スケジュールが明確であること  

をもって判断する。 
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２）地域再生計画の作成の提案 （略） 

３）地域再生計画の認定手続  

① 地域再生計画の認定申請に当たっての手続 （略） 

② 地域再生計画の認定申請に当たっての留意事項 （略） 

③ 地域再生計画の記載事項 

 イ～ホ （略） 

ヘ このほか、下記の事項に従って地域再生計画を作成する必要がある。  

ａ．法令等を遵守しているものであること  

ｂ．地域再生を図るために行う事業が効率的なものであること  

なお、法第５条第３項で定める地域再生計画の目標を定める場合には１の「地

域再生の意義及び目標」に適合し、地方公共団体がその自主的な取組として行

うこととなる事後的な評価が可能な目標を設定するものとする。 

ト （略） 

  ④・⑤ （略） 

 ４）～６） （略） 

７）認定地域再生計画の実施状況等 

① 認定地域再生計画の進捗状況の把握及び効果の検証  

イ 地域の自主的かつ自立的な取組により地域再生を進めるに当たっては、その取

組が効果的なものとなるよう、地域自らが、明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、

短期・中長期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により検証

し、改善等を行うことが重要である。 

ロ 地方公共団体が地域再生計画を作成するに当たっては、計画の最終年度の数値

目標のみではなく、中間目標を設定することにより、計画の進捗状況を検証でき

るものとすることが望ましい。 

ハ イ及びロを踏まえ、地方公共団体は、計画期間中に、認定地域再生計画に掲げ

た取組の着実な実施を通じて地域再生が実現できるよう、定期的にフォローアッ

プを行うものとする。このフォローアップにおいては、地方公共団体は、目標を

設定している場合は当該目標の達成状況についても確認するよう努めるものとす

る。 

なお、その結果、認定地域再生計画に記載された事項と地域の現状や事業の実

施状況等から判断し、必要と認められる場合には、速やかに当該認定地域再生計

画の見直しを行い、見直した計画について、再度認定の申請を行わなければなら

ない 

ニ 内閣総理大臣は、地域再生計画の認定を受けた地方公共団体に対し、計画に記

載された事業の実施状況等について、報告を求めることができることとし、報告

を求めた場合には、その内容を公表する。 

②～④ （略） 
（注）下線は当省が付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 210 -



表 2-(3)-②-ⅱ 地域再生基本方針（平成 17 年 4 月 22 日閣議決定）（抜粋） 

１ 地域再生の意義及び目標 

１）地域再生の意義  

近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に

対応して、地域再生を図るためには、地域における地理的及び自然的特性、文化的所

産並びに多様な人材の創造力をいかし、官民の適切な連携の下、地域の創意工夫を凝

らした自主的かつ自立的な取組、すなわち「地域の地力全開戦略」を進めることが重

要である。さらに、地域が、夢を抱いて互いにアイデアを出し合い、切磋琢磨するこ

とにより、こうした地域の取組が一層加速されていくような環境を整備し、知恵と工

夫を競うアイデア合戦（「地域戦略メガコンペ」）がより多くの地域で活発に展開され

ることが重要である。 

国は、このような観点から、①ひとづくり、権限移譲等の推進による地域の知恵と

工夫の競争のサポート・促進、②「国から地方へ」の観点に基づく、補助金改革等に

よる自主裁量性の尊重、縦割り行政の是正、成果主義的な政策への転換、③「官から

民へ」の観点に基づく、地域再生に資する民間活動への投資の促進等の民間のノウハ

ウ、資金等の活用促進、といった地域の自主的・自立的な取組のための環境整備を行

うとともに、構造改革特区、都市再生などの関係分野との連携を深めつつ、地域再生

計画に基づく地域の総合的な取組を支援する。 

このような地域の自主的・自立的な取組とそれを尊重した国の支援とがあいまって、

我が国の活力の源泉である地域の活力の再生を加速し、持続可能な地域再生を実現す

ることが、地域再生の意義である。 

２）地域再生の目標 

地域再生の推進により実現すべき目標は、次の２つである。 

① 個々の地域において、地域の特性、資源を顕在化させ、これらを有効に活用した

地域産業の振興、生活環境の改善、観光・交流の促進等の地域の創意工夫を凝らし

た具体的な取組を推進することにより、自主的・自立的で持続可能な地域の形成を

図ること。 

② 地域の創意工夫を凝らした取組の成果として地域再生の成功事例を示すことによ

り、他の地域における取組を刺激し、多様な分野での地域再生の取組の総体として、

全国的な規模での地域の活力の増進を図ること。 

 

３ 地域再生計画の認定に関する基本的な事項 

１）地域再生計画の認定基準 

地域再生計画の認定基準は、法第５条第４項各号によるが、具体的な判断基準は、

次のとおりとする。 

① 地域再生基本方針に適合するものであること。（第１号基準） 

１の「地域再生の意義及び目標」に適合しており、かつ２）の「地域再生計画

の認定手続」に定められた事項にのっとっていることをもって判断する。 

② 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与する

ものであると認められること。（第２号基準） 

１の「地域再生の意義及び目標」に適合した目標が設定されており、目標を達

成するために必要な事業が記載されていることをもって判断する。 

③ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。（第３号基準） 

目標を達成するために行う事業について、 

イ 事業の主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと。 

ロ 事業の実施スケジュールが明確であること。 

をもって判断する。 
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２）地域再生計画の認定手続 

① 地域再生計画の認定申請 (略) 

② 地域再生計画の記載事項 

地域再生計画の記載事項は、法第５条第２項及び第３項並びに内閣府令で定める

とおりである。なお、同条第３項第２号イ、ロ又はハの事業として記載できる事項

は、それぞれ法第１３条第２項の交付金の種類ごとに定める施設の範囲に限るもの

とする。 

また、法第５条第２項第３号に掲げる事項には同条第３項各号に定める事項のほ

か、４）に掲げる支援措置を活用して行う事業を記載することができる。 

このほか、下記の事項に従って地域再生計画を作成する必要がある。 

イ 地方公共団体がその自主的な取組として行うこととなる事後的な評価が可能

な目標を設定しているものであること。 

ロ 法令等を遵守しているものであること。 

ハ 目標を達成するために行う事業が効率的なものであること。 

  ③・④ (略) 
（注）下線は当省が付した。 

 

表 2-(3)-③ 都市再生基本方針（平成 14 年 7 月 19 日閣議決定）（抜粋） 

第一 都市再生の意義及び目標に関する事項 

１ 都市再生の意義及び目標 

（都市再生の意義） 

都市は、人々の生活や経済活動等の場を提供する我が国の活力の源泉であり、より快

適に生活できる場の提供等により都市の魅力を高めるとともに、資本や人材等を呼び込

み、立地する産業の国際競争力を向上させる都市再生を的確に推進していくことは、国

民生活の向上や経済の活性化等の観点から重要である。 

都市再生は、50 年後、100 年後の我が国の都市の姿、国の姿を形作るものであること

を踏まえ、中長期的視点に立って、幅広い視野の下、推進していくことが重要である。

我が国は、少子高齢化の進展により、長年続いた人口増加が人口減少へと転換し、高

齢者単身世帯及び高齢者夫婦世帯を中心に、高齢者人口が急増していく中で、高齢者が

安心して生活し活躍することができる社会、かつ、誰もが子どもを生み育てることので

きる社会を構築することが大きな課題となっている。 

また、アジアの新興諸国の急速な経済成長を背景として、国際的な競争が激化する中、

我が国経済は長年にわたり低迷し、新たな需要と雇用を生み出す成長産業の育成等が求

められている。 

このように、我が国の社会・経済が大きな転換期を迎えていることを踏まえ、新たな

方向性の下に都市再生を進めることが極めて重要である。さらに、今後発生が想定され

ている東海地震、南海トラフ地震、首都直下地震等による大規模災害に備え、東日本大

震災をはじめとする災害における経験から得られる教訓をいかした国土強靱化の推進が

求められており、今後の我が国における都市再生の実現と併せて都市の防災に関する機

能を確保することが重要である。 

２ (略) 

第四 都市再生整備計画の作成に関する基本的事項 

１ 自主性と創意工夫による全国の都市再生の推進 

稚内から石垣まで全国の都市を対象として、本方針第一及び第二の内容を踏まえ、

身の回りの生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る都市再生の取組を推進す

る。 

市町村や民間をはじめとした多様な主体による積極的な取組とこれに対する国等の

支援の基本的枠組となる 

・ 民間をはじめとした多様な主体によるまちづくり活動 
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・ 地域の自由な発想がいかせるまちづくりを支援する交付金 

・ 都市再生に必要な権限の一体化 

・ 行政と民間まちづくり活動との連携・協働 

について、市町村が都市再生特別措置法第４６条第１項の規定に基づき作成する「都

市再生整備計画」は、民間をはじめとした多様な主体による創意工夫をいかした取組

を含め、市町村の自主性を尊重し、少子・高齢化等の地域社会の変化の動向、歴史・

風土・景観、環境、生物多様性、産業構造、交通上及び市街地の安全上の課題などの

地域の特性に応じ、地域の有形・無形の資源を活用した創意工夫を最大限発揮するこ

とを目指すものとする。 

都市再生整備計画には、市町村による公共公益施設の重点的な整備に係る事項のみ

ならず、民間をはじめとした多様な主体によるまちづくり活動についても明らかにす

ることを通じて、都市再生整備計画を土台とした継続的かつ一体的な都市再生を推進

する。 

一方で、我が国の都市全体を通じ、コンパクトな都市構造への転換を図り、持続可

能な都市経営を行っていくことが求められている中で、都市再生整備計画により実施

する事業や施策についてもこのような考え方を踏まえたものに重点化していくことが

必要であり、都市の外延部において実施する際には、農業や観光など地域資源をいか

した産業の推進により戦略的・具体的に都市の持続可能性が示された場合等に重点化

する必要がある。さらに、立地適正化計画の策定により具体的な集約化・持続可能性

確保の姿が示されていない地域における都市再生整備計画への支援の在り方について

は、国の財政事情等も踏まえ、中期的には適切に見直していくことが必要である。 
（注）下線は当省が付した。 

 

表 2-(3)-④ 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成 22 年 3 月 26 日)(抜粋) 

第６ 交付対象事業 
交付対象事業は、社会資本総合整備計画に記載された次に掲げる事業等とし、基幹事業

のうちいずれか一以上を含むものとする。なお、交付対象事業の細目については附属第Ⅱ

編において定めるものとする。 
一 基幹事業 
イ 社会資本整備総合交付金事業（社会資本総合整備計画の目標を実現するために交

付金事業者が実施する基幹的な事業であって、次に掲げる事業をいう。以下同じ。）

①～⑨ （略） 
⑩ 都市再生整備計画事業（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号。以下

「都市再生法」という。）第４６条第１項の都市再生整備計画（以下単に「都市再

生整備計画」という。）に基づく事業等） 
   ⑪～⑯ （略） 
  ニ～ロ （略） 
第８ 社会資本総合整備計画の提出等 

１ 社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等

は、次の各号に掲げる事項を記載した社会資本総合整備計画を作成し、当該計画を国土

交通大臣に提出するものとする。 

一 計画の名称 

二 計画の目標 

三 計画の期間 

四 計画の目標を達成するために必要な交付対象事業 

五 計画の期間における交付対象事業の全体事業費 

六 老朽化対策を行う事業（この要綱において、附属第Ⅱ編において長寿命化計画の策

定を交付対象要件としている基幹事業をいう。）が要素事業にある場合においては、当

該要素事業の実施対象施設における長寿命化計画の策定状況 

- 213 -



七 基幹事業（関連社会資本整備事業であって、基幹事業の要件を満たすものも含む。

以下この号において同じ。）の費用便益比（なお、費用便益比を算出する基幹事業につ

いては附属第Ⅱ編において定めるものとする。） 

八 交付対象事業等の効果の把握及び評価に関する事項 

九 交付対象事業の執行状況に関する事項 

十 その他必要な事項 

２ 社会資本総合整備計画の作成に当たっては、次の各号に留意するものとする。 

一 計画の目標は、計画の期間内における事業等の実施によって実現しようとする目標

とすること 

二 計画の目標の実現状況等を評価するための指標（以下「評価指標」という。）が定量

的指標により適切に設定されており、これにより交付対象事業の目的が適切に表現さ

れていること 

三 計画の目標及び評価指標の設定内容に対して交付対象事業の構成が妥当であること

四 交付対象事業は、一定の期間内に重点的、効果的かつ効率的に行われる必要がある

と認められるものであること 

五 交付対象事業は、早期に事業効果の現れるものであること 

３ 国土交通大臣は、地方公共団体等から第１項の規定により社会資本総合整備計画の提

出を受けた場合には、当該計画の内容を確認し、受理するものとする。 

４ 前３項の規定は、社会資本総合整備計画を変更する場合に準用する。 

第 10 社会資本総合整備計画の評価 

１ 地方公共団体等は、社会資本総合整備計画を作成したときは、これをインターネット

の利用により公表するものとする。交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目

標の実現状況等について評価を行い、これをインターネットの利用により公表するとと

もに、国土交通大臣に報告しなければならない。また、必要に応じて、交付期間の中間

年度においても評価を行い、同様に公表及び国土交通大臣への報告を行うものとする。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、地方公共団体等に対し、必

要な助言を行うことができる。 
（注）下線は当省が付した。 

 

表 2-(3)-⑤ 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22 年 3 月 26 日）附属第Ⅱ編交

付対象事業の要件（抜粋） 

イ－10 都市再生整備計画事業 

イ－10－（１）都市再生整備計画事業 

1．～5． （略） 

6．都市再生整備計画 

1 都市再生整備計画事業を実施しようとする市町村は、都市再生法第 14 条の都市

再生基本方針等に基づき、次に掲げる事項を記載した都市再生整備計画を作成し、

当該計画を社会資本総合整備計画に記載する（地域再生法第 6 条の 2 第 4 項の規

定により当該計画の提出があったとみなされる場合を除く。）ものとする。 

（1） 都市再生整備計画の区域 

（2） 都市再生整備計画の目標 

（3） 都市再生整備計画の目標を達成するために必要な交付対象事業 

（4） 計画期間 

（5） 都市再生整備計画の対象となる地区の名称 

（6） 都市再生整備計画の区域の面積 

（7） 交付期間における各交付対象事業の概算事業費 

（8） 関連事業（都市再生整備計画の目標の達成を図るため、交付対象事業に関連 

して実施される交付対象事業以外の事業等をいう。） 

（9） 交付期間 
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（10）都市再生整備計画の対象となる地区における整備方針 

（11）都市再生整備計画の評価に関する事項 

（12）その他必要な事項 

2 国土交通大臣は、市町村から前項の規定に基づく都市再生整備計画の提出を受け

た場合には、当該計画に対する交付金の交付及び交付限度額（附属第Ⅲ編イー10

－（1）の 1．に規定する交付限度額をいう。）について判断し、必要に応じ、その

結果を当該市町村に対し通知することができる。 

3 5．第 2 項の区域において都市再生整備計画事業を実施しようとする市町村は、

都市再生整備計画を国に提出し、確認を受けることができる。 

4 前三項の規定は、都市再生整備計画を変更する場合に準用する。 
（注）下線は当省が付した。 

 

表2-(3)-⑥ 社会資本整備総合交付金に係る計画等について(平成27年4月9日付け

国官会第 102 号国土交通事務次官通知)（抜粋） 

第３ 社会資本総合整備計画の評価について 
【事前評価】 
１ 整備計画を作成して国土交通大臣に提出しようとする地方公共団体等は、あらかじめ、

次に掲げる事項について、自主的・主体的に検証を行うとともに、交付要綱本編第８第

１項の規定に基づいて当該整備計画を国土交通大臣あてに提出するときは、当該検証の

結果（以下「事前評価の結果」という。）を当該整備計画に添付するものとする。 
一 目標の妥当性 
二 整備計画の効果及び効率性 
三 整備計画の実現可能性 

２ 前項に規定する地方公共団体等は、交付要綱本編第１０第１項の規定により整備計画

を公表するときは、事前評価の結果を合わせて公表するものとする。 
【中間評価及び事後評価】 
３ 整備計画を作成して国土交通大臣に提出した地方公共団体等が交付要綱本編第１０第

１項の規定に基づき必要に応じて交付期間の中間年度に行う評価（以下「中間評価」と

いう。）の実施時期は、原則、中間年度の終了後とする。また、当該地方公共団体等が同

項の規定に基づき交付期間の終了時に行う評価（以下「事後評価」という。）の実施時期

は、交付期間の終了後又は交付期間の最終年度中とする。 
４ 中間評価及び事後評価は、次に掲げる事項について行うものとする。 
一 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況（社会資本整備総合交付金を

効果促進事業に充てた場合にあっては、具体的な事業の内容を含む。） 
二 事業効果の発現状況 
三 中間評価にあっては評価指標の中間目標値の実現状況、事後評価にあっては評価指

標の最終目標値の実現状況 
四 今後の方針 

５ 地方公共団体等は、中間評価又は事後評価の実施に当たっては、評価の透明性、客観

性、公正さを確保するため、学識経験者等の第三者の意見を求め、又は地方公共団体独

自の評価制度を活用することができる。また、事業の成果を地域住民に対してより分か

り易く示すよう留意するものとする。 
６ 交付要綱本編第１０第１項の規定に基づく中間評価又は事後評価の結果の公表は、こ

れを遅滞なく行うとともに、国土交通大臣への報告は、地方整備局等を経由するものと

する。 
（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(3)-⑦ 都市再生特別措置法に基づき創設された全国都市再生の支援のための

基本的枠組みについて【技術的助言】（平成 16 年 4 月 16 日付け国都まち

第 10 号、国道政第 5 号、国住備第 27 号国土交通事務次官通知）（抜粋） 

第２ 都市再生整備計画について 
 （１）区域について （略） 
 （２）目標について 

事業終了後に目標の達成状況を明確にするため、目標に対応した適切な指標を設

定し、当該指標の従前値と事業終了後に実現すべき目標値を設定してください。目

標を定量化する指標は、事後評価が確実にできるよう原則として数値で明示するこ

とが望ましいところです。また、まちづくりに関する多様なニーズに対応した分か

りやすい指標により目標等が示されるよう配慮が必要です。 
なお、目標は市町村が自主性・裁量性を活かし、創意工夫で自由に設定していた

だくことになりますが、参考までに以下に示すような例が考えられます。 
○まちづくりの目標 
・街なかの賑わいの再生 
・歴史的な街並みの再生による観光まちづくり 
・安全で安心できるまちづくり 
・良好な居住環境による人口定着、街なか居住の再生 

○目標を定量化する指標 
・メイン通りの歩行者数、地区内での購買率、空き店舗解消数 
・小売・飲食年間販売額、観光入り込み客数、宿泊客数 
・不燃化率、交通事故発生件数、放置自転車数 
・居住者数、Ｕターン者数、新規住宅着工数、生活関連施設のバリアフリー化率

・暮らしの満足度 
 （３）～（６） （略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

表 2-(3)-⑧ 都市再生整備計画事業ハンドブック（平成 27 年度版）（国土交通省都市

局市街地整備課監修）（抜粋） 

２－４ 都市再生整備計画事業の流れ 
 （１）都市再生整備計画の作成（略） 
（２）事前評価（略） 
（３）交付金の交付 
  国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している等適切

と認める場合、まちづくりの目標を達成するために市町村が必要と考える交付対象事業

に対して、都市再生整備計画に基づき交付金を交付します。 
都市再生整備計画事業では、交付対象事業への具体の配分、年度途中における交付対

象事業間での額の移動、交付対象事業に対する交付金の充当割合等は市町村の自由裁量

となります。 
（注）下線は当省が付した。 
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【参考】 まちづくり交付金交付要綱（平成 16 年 4 月 14 日付け国都事第 1号、国道

企第 6号、国住市第 25 号国土交通事務次官通知）（抜粋） 

第７ 都市再生整備計画の提出等 
１ 交付対象事業を実施しようとする市町村は、都市再生基本方針等に基づき、次に掲

げる事項を記載した都市再生整備計画を作成し、当該計画を国土交通大臣に提出しな

ければならない。 
(1)  都市再生整備計画の区域 

(2)  都市再生整備計画の目標 

(3)  都市再生整備計画の目標を達成するために必要な交付対象事業 

(4)  計画期間 

(5)  都市再生整備計画の対象となる地区の名称 

(6)  都市再生整備計画の区域の面積 

(7)  交付期間における各交付対象事業の概算事業費 

(8)  関連事業（都市再生整備計画の目標の達成を図るため、交付対象事業に関連し

て実施される交付対象事業以外の事業等をいう。） 

(9)  交付期間 

(10) 都市再生整備計画の対象となる地区における整備方針 

(11) 都市再生整備計画の評価に関する事項 

(12) その他必要な事項 

２ 国土交通大臣は、市町村から前項の規定に基づく都市再生整備計画の提出を受けた

場合には、当該計画に対するまちづくり交付金の交付及び限度額について判断し、そ

の結果を当該市町村に対し通知する。 
３ 前２項の規定は、都市再生整備計画を変更する場合に準用する。 

第８ 都市再生整備計画の事後評価 
１ 市町村は、交付期間の終了時に、都市再生整備計画の目標の達成状況等について評

価を行い、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。 
２ 国土交通大臣は、前項に基づく報告を受けたときは、市町村に対し、必要な助言を

することができる。 
（注）下線は当省が付した。 

 

【参考】 まちづくり交付金に係る客観的評価基準について（平成 16 年 4 月 27 日付

け国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課長、道路局地方道・環境課

長、住宅局市街地建築課長通知）（抜粋） 

まちづくり交付金交付要綱（平成 16 年 4 月 14 日付け事務次官通知）第 7 第 2 項の規定

により国土交通大臣がまちづくり交付金の交付を判断するにあたっての客観的評価基準に

ついて、別紙のとおり定めたので通知する。 
また、貴管下市区町村（指定都市を除く）にもこの旨周知されたい。 

 
（別紙） 
まちづくり交付金の事前評価時における客観的評価基準 
 

Ⅰ．目標の妥当性 

① 都市再生基本方針との適合等 

1） まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 

2） 上位計画等と整合性が確保されている。 

② 地域の課題への対応 

1） 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 

2） まちづくりの必要性という観点から地区の位置付けが高い。 
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Ⅱ．計画の効果・効率性 

③ 目標と事業内容の整合性等 

1） 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 

2） 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 

3） 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 

4） 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 

5） 地域資源の活用やハードとソフトの連携等を図る計画である。 

④ 事業の効果 

1） 十分な事業効果が確認されている 

2） 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 

Ⅲ．計画の実現可能性 

⑤ 地元の熱意 

1） まちづくりに向けた機運がある。 

2） 住民民間事業者等と協力して計画を策定している。 

3） 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 

⑥ 円滑な事業執行の環境 

1） 計画の具体性など、事業の熟度が高い。 

2） 交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 

3） 計薗について住民等との聞で合意が形成されている。 
（注）下線は当省が付した。 

 

表 2-(3)-⑨ 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号）（抜粋） 

（基本計画の認定）  

第 9 条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心

市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画（以下

「基本計画」という。）を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。  

２ (略) 

３ 前項各号に掲げるもののほか、基本計画を定める場合には、次に掲げる事項について

定めるよう努めるものとする。  

一 中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

二 中心市街地の活性化の目標 

三 その他中心市街地の活性化に資する事項  

４～９ (略) 

10 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、基本計画の

うち第二項各号に掲げる事項（第四項の規定により同項に規定する事項を定めた場合に

あっては、当該事項を含む。）に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、

その認定をするものとする。 

一 基本方針に適合するものであること。 

二 当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄

与するものであると認められること。 

三 当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

11～15 (略)  

（報告の徴収）  

第 12 条 内閣総理大臣は、第九条第十項の認定（前条第一項の規定による変更の認定を含

む。）を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）に対し、認定基本計画（認定基本

計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）の実施の状況について報告

を求めることができる。  

２ 関係行政機関の長は、認定市町村に対し、認定基本計画（第九条第二項第二号から第

八号までに掲げる事項に限る。）の実施の状況について報告を求めることができる。 
（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(3)-⑩ 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成 18 年 9 月 8 日閣議

決定)（抜粋） 

表 2-(3)-⑩-ⅰ 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成 18 年 9 月 8 日

閣議決定（平成 28 年 4 月 1 日一部変更））（抜粋） 

第１章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 
１．中心市街地の活性化の意義 

活性化された中心市街地は、 
① 商業、公共サービス等の多様な都市機能が集積し、住民や事業者へのまとまっ

た便益を提供できること。 
② 多様な都市機能が身近に備わっていることから、高齢者等にも暮らしやすい生

活環境を提供できること。 
③ 公共交通ネットワークの拠点として整備されていることを含め既存の都市スト

ックが確保されているとともに、歴史的・文化的背景等と相まって、地域の核と

して機能できること。 
④ 商工業者その他の事業者や各層の消費者が近接し、相互に交流することによっ

て効率的な経済活動を支える基盤としての役割を果たすことができること。 
⑤ 過去の投資の蓄積を活用しつつ、各種の投資を集中することによって、投資の

効率性が確保できること。 
⑥ コンパクトなまちづくりが、地球温暖化対策に資するなど、環境負荷の小さな

まちづくりにもつながること。 
などから、各地域ひいては我が国全体の発展に重要な役割を果たすことが期待される。

しかし、前文で述べたとおり中心市街地の多くの実態は、このような期待にこたえ

られる状態になく、我が国が人口減少・少子高齢社会を迎えている中で、都市機能の

無秩序な拡散に歯止めをかけ、多様な都市機能がコンパクトに集積した、子どもや高

齢者を含めた多くの人にとって暮らしやすい、歩いて暮らせる、にぎわいあふれるま

ちづくりを進めていくことが必要である。 
そのため、国、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図り

ながら、地域が自主的かつ自立的に取り組み、国民の生活基盤の核となる中心市街地

の活性化を総合的かつ一体的に推進することにより、地域における社会的、経済的、

文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図ることが重要で

ある。 
その際、中心市街地の活性化は、人口減少、高齢化など、我が国の社会経済状況が

大きく変化する中で、地方都市全体の活力の向上を図るための一環として捉えていく

ことが重要であり、地域全体の居住環境の向上、医療・福祉といった機能の確保とい

った都市構造の再構築の取組、地域公共交通の充実、更には農業を含む地域活性化の

取組等と一体となって、各施策と密接に連携して、地域活性化全体の観点から取り組

むことが必要である。 
２．中心市街地の活性化の目標 

中心市街地の活性化は、中心市街地に蓄積されている歴史的・文化的資源、景観資

源、社会資本や産業資源等の既存ストックを有効活用しつつ、地域の創意工夫をいか

しながら、地域が必要とする事業等を、総合的かつ一体的に推進することにより、地

域が主体となって行われるべきものであり、これを通じて次の目標を追求すべきであ

る。 
① 人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、高齢者も含めた多くの人にとって

暮らしやすい、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせる生活空

間を実現すること。 
② 地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化的活動が活発に行われることによ

り、より活力ある地域経済社会を確立すること。 
また、同時に、中心市街地における実態を客観的に把握し、効果的かつ効率的な民
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間及び公共投資を実施することにより、インフラの整備・維持管理コストの縮減、各

種公共的サービスの効率性の向上等を実現することも追求し得るものである。 
さらに、中心市街地の活性化による効果を周辺地域にも波及させることにより、様々

な地域の活性化に結びつける必要があり、ひいては国民生活の向上と健全な発展を図

らなければならない。 
 
第２章 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

１．・２． （略） 
３．基本計画の認定基準 

法第９条第 10 項各号に掲げる基本計画の認定基準について、具体的な判断基準は、

以下のとおりとする。 
① 本方針に適合するものであること。（第１号基準） 

本方針のうち、以下に示す項目に定められた事項にのっとっていることをもって

判断する。 
ａ） 第１章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 

基本計画には、中心市街地の活性化を実現するための取組期間を計画期間とし

て定めなければならない。なお、計画期間は、基本計画に記載された具体的な取

組の効果が発現する時期等を考慮し、おおむね５年以内を目安に、適切に設定す

ることとする。 
ｂ） 第２章 ４．基本計画の認定の手続 
ｃ） 第３章 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項 
ｄ） 第９章 第４章から第８章までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関す

る基本的な事項 
ｅ） 第 10 章 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する

基本的な事項 

ｆ） 第 12 章 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項 
② 当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度

寄与するものであると認められること。（第２号基準） 
ａ） 中心市街地の活性化を実現するために必要な第４章から第８章までの事業等に

関する事項が記載されていること。 
地域の現状やニーズ、過去の取組の成果等から新たな事業等を必要としないと

判断される事項については、その判断の合理的な理由が記載されていれば、第４

章から第８章までの各章についてそれぞれ新たな事業等を記載する必要はない。

ｂ） ａ）の事業等の実施を含む当該基本計画の実施が中心市街地の活性化の実現に

相当程度寄与するものであることが合理的に説明されていること。 
をもって判断する。 

③ 当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。（第３号

基準） 
中心市街地の活性化を実現するために行う事業等について、 

ａ）事業等の主体が特定されているか、又は、特定される見込みが高いこと。 
ｂ）事業等の実施スケジュールが明確であること。 
をもって判断する。 

４．基本計画の認定の手続 
(1) 基本計画の認定申請 （略） 

(2) 基本計画の記載事項 

基本計画の記載事項は、法第９条第２項及び同条第３項で定めるとおりとする。

なお、認定の申請に際し、必要に応じて、関連する資料を添付するものとする。 
法第９条第３項第２号で定める中心市街地の活性化の目標を定める場合は、本方

針第１章２．①及び②に掲げられた目標に従い、認定を受けようとする市町村にお

いて、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「地方版総合戦略」という。）
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の目標、基本的方向等を踏まえ、当該市町村の実情に応じて、重点化等を行って設

定することができる。その際、設定された目標の達成状況を的確に把握できるよう、

地方版総合戦略の策定に際して設定した地域課題に対する適切な短期・中期の政策

目標を踏まえ、当該市町村の実情に即した指標の絶対値、変化率等の定量的な指標

に基づいて設定するものとする。 
加えて、目標の達成状況を、より的確に把握するために、地域住民の意識や感覚

の変化、まちのイメージ、満足度等の一義的には定量的な評価が難しい指標につい

ても、定量的な指標を補完する形で、地域独自の指標として設定することも考えら

れる。 
なお、市町村が、本方針に定める支援措置等のほか、構造改革特別区域基本方針

別表第１に定める特例措置を活用する場合は、当該特例措置を記載した構造改革特

別区域計画を、地域再生基本方針に定める支援措置を活用する場合は、当該措置を

記載した地域再生計画を作成し、一括して認定を申請することができる。 
(3)～(5) （略） 

５．（略） 

６．認定基本計画の実施状況についての評価の実施等 

(1) 認定基本計画の進捗状況の把握等 

① 中心市街地の活性化に向けては、基本計画の認定が目的ではなく、設定した目

標に向かって着実かつ効果的に事業を実施していくことが重要である。そのため

には、地域経済分析システム（以下「RESAS」という。）の活用等を通じ、地域経

済や少子化の状況等を踏まえた地域ごとに異なるアプローチの下、不断の事業効

果の検証、改善、実施といった PDCA サイクルの確立が必要である。 

このため、基本計画の認定を受けた市町村は、認定基本計画に記載された取組

の着実な実施を通じて、中心市街地の活性化が実現できるよう、計画期間中、原

則毎年フォローアップ（定期フォローアップ）を行うよう努めるものとするとと

もに、計画期間終了後には、基本計画に関する最終的なフォローアップ（最終フ

ォローアップ）を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 
フォローアップに当たっては、市町村は、認定基本計画の目標の達成状況に関

する評価指標を設定している場合には、当該目標の達成状況について、評価指標

に基づき評価するとともに、基本計画の作成時に中心市街地の現状分析で用いた

基礎データについては、毎年把握・蓄積し、独自に評価した上で、公表すること

が望ましい。 
②  定期フォローアップに基づき、市町村は、認定基本計画に記載された事項と中

心市街地の現状や事業等の実施状況、目標の達成状況等から判断し、必要と認め

られる場合には、協議会と連携して、速やかに当該認定基本計画の見直しを行い、

見直した基本計画について、再度認定の申請を行うよう努めるものとする。 
③ 最終フォローアップにおいては、市町村は、目標の達成状況、事業実施前後で

の中心市街地の状況、市民意識の変化など、取組の実施を通じた認定基本計画の

成果等について評価するとともに、今後の課題について整理するよう努めるもの

とする。 
④ 認定計画の期間を終了し、再度新たな基本計画の認定申請を行おうとする市町

村は、最終フォローアップの結果を新たな基本計画に的確に反映するよう努める

ものとする。また、内閣総理大臣は、認定に当たっては、その反映状況等につい

て確認する。 
⑤ 内閣総理大臣は、基本計画の認定を受けた市町村に対し、上記フォローアップ

の結果を含め中心市街地の活性化の状況等について、報告を求め、その内容を公

表するとともに、その成果を基本計画の認定や中心市街地の活性化に関する施策

の推進に活用する。 
（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(3)-⑩-ⅱ 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成 18 年 9 月 8

日閣議決定）（抜粋） 

第１章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 
１．中心市街地の活性化の意義 

活性化された中心市街地は、 
① 商業、公共サービス等の多様な都市機能が集積し、住民や事業者へのまとまっ

た便益を提供できること。 
② 多様な都市機能が身近に備わっていることから、高齢者等にも暮らしやすい生

活環境を提供できること。 
③ 公共交通ネットワークの拠点として整備されていることを含め既存の都市スト

ックが確保されているとともに、歴史的・文化的背景等と相まって、地域の核と

して機能できること。 
④ 商工業者その他の事業者や各層の消費者が近接し、相互に交流することによっ

て効率的な経済活動を支える基盤としての役割を果たすことができること。 
⑤ 過去の投資の蓄積を活用しつつ、各種の投資を集中することによって、投資の

効率性が確保できること。 
⑥ コンパクトなまちづくりが、地球温暖化対策に資するなど、環境負荷の小さな

まちづくりにもつながること。 
などから、各地域ひいては我が国全体の発展に重要な役割を果たすことが期待される。

しかし、前文で述べたとおり中心市街地の多くは、このような期待にこたえられ

る状態になく、我が国が人口減少・少子高齢社会を迎えている中で、都市機能の無

秩序な拡散に歯止めをかけ、多様な都市機能がコンパクトに集積した、子どもや高

齢者を含めた多くの人にとって暮らしやすい、歩いて暮らせる、にぎわいあふれる

まちづくりを進めていくことが必要である。 
そのため、国、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図

りながら、地域が自主的かつ自立的に取り組み、国民の生活基盤の核となる中心市

街地の活性化を総合的かつ一体的に推進することにより、地域における社会的、経

済的、文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図ること

が重要である。 
２．中心市街地の活性化の目標 

中心市街地の活性化は、中心市街地に蓄積されている歴史的・文化的資源、景観資

源、社会資本や産業資源等の既存ストックを有効活用しつつ、地域の創意工夫をいか

しながら、地域が必要とする事業等を、総合的かつ一体的に推進することにより、地

域が主体となって行われるべきものであり、これを通じて次の目標を追求すべきであ

る。 
① 人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、高齢者も含めた多くの人にとって

暮らしやすい、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせる生活空

間を実現すること。 
② 地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化的活動が活発に行われることによ

り、より活力ある地域経済社会を確立すること。 
また、同時に、中心市街地における実態を客観的に把握し、効果的かつ効率的な民

間及び公共投資を実施することにより、インフラの整備・維持管理コストの縮減、各

種公共的サービスの効率性の向上等を実現することも追求し得るものである。 
さらに、中心市街地の活性化による効果を周辺地域にも波及させることにより、様々

な地域の活性化に結びつける必要があり、ひいては国民生活の向上と健全な発展を図

らなければならない。 
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第２章 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 
１．政府における推進体制の整備等 

内閣に設置された中心市街地活性化本部（内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を本

部員とする。以下「本部」という。）において、施策で重要なものの企画及び立案を行

うとともに、施策の総合調整を行う。さらに、法第９条に基づき内閣総理大臣の認定

を受けた基本計画（以下「認定基本計画」という。）における進捗状況等の把握に努め

るとともに、中心市街地の活性化に資する施策の見直しなども併せて実施する。 
各府省庁においては、本部を中心に緊密な連携を図り、地域の自主性及び自立性を

尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を効果的かつ効率的に推進する。また、

経済産業局や地方整備局をはじめとする各府省庁の地方支分部局において、市町村の

中心市街地の活性化に関する取組に対して、適切な支援や助言等を実施する。 
また、都市再生、構造改革特区、地域再生、観光立国等の関連する諸施策との連携

を図り、これらの成果を最大限活用する。 
２．認定基本計画に基づく取組に対する重点的な支援 

政府は、中心市街地の活性化を効果的かつ効率的に推進するため、認定基本計画に

基づく取組に対して、重点的な支援を実施する。 
さらに、地域が地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏ま

えながら、効果的かつ効率的に中心市街地の活性化を推進するために行う取組に対し、

地域の幅広い選択が可能となるよう、様々な支援措置の整備を行うものとする。 
３．基本計画の認定基準 

法第９条第６項各号に掲げる基本計画の認定基準について、具体的な判断基準は、

以下のとおりとする。 
① 基本方針に適合するものであること。（第１号基準） 

本基本方針のうち、以下に示す項目に定められた事項にのっとっていることを

もって判断する。 
a) 第１章中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 

本基本方針第１章２．①及び②に掲げられた目標に従い、認定を受けようと

する市町村において、地域の実情に応じて、重点化等を行って目標を設定する

ことができる。 
基本計画には、その掲げた目標を達成するまでの取組期間を計画期間として

定めなければならない。なお、計画期間は、基本計画に記載された具体的な取

組の効果が発現する時期等を考慮し、おおむね５年以内を目安に、適切に設定

することとする。 
また、設定された目標の達成状況を的確に把握できるよう、基本計画には、

居住人口、歩行者通行量、事業所数、従業者数、年間小売販売額、空き店舗数

等についての絶対値、変化率等の定量的な指標に基づく数値目標を設定しなけ

ればならない。 
なお、どのような指標を使用するかは各市町村の判断によるものであるが、

その指標を使用して設定した数値目標が計画期間内に達成されているかどう

かが判定できるものであることが必要である。 
b) 第２章４．基本計画の認定の手続 

c) 第３章中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項 

d) 第９章第４章から第８章までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関

する基本的な事項 

e) 第 10 章中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関す

る基本的な事項 

f) 第 11 章その他中心市街地の活性化に関する重要な事項 

②・③ （略）  
（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(3)-⑪ 地域再生計画における支援措置に関するアンケート調査（平成 27 年 9
月 4 日内閣府地方創生推進室）調査票（抜粋） 
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表 2-(3)-⑫ 平成 26 年度実施施策に係る政策評価書（施策名：地域再生計画の認定
等）（抜粋） 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

地方公共団体が実施した事後評価の結果を活用している。 

- 225 -



表 2-(3)-⑬ 平成 27 年度行政事業レビューシート(事業名：社会資本整備総合交付

金)（抜粋） 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

都市再生整備計画事業は社会資本総合整備計画の基幹事業の一つであり、社

会資本総合整備計画の事後評価は、都市再生整備計画事業の効果の発現状況

等も踏まえて実施されており、その結果を活用している。 
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表 2-(3)-⑭ 平成 22 年度政策レビュー結果（評価書）都市再生の推進（平成 23 年 3

月国土交通省）（抜粋） 

 

表 2-(3)-⑭-ⅰ 平成 22 年度政策レビュー結果（評価書）都市再生の推進（平成 23

年 3 月国土交通省）評価書の要旨（抜粋） 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

市町村の事後評価結果も踏まえて、評価している。 
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表 2-(3)-⑭-ⅱ 平成 22 年度政策レビュー結果（評価書）都市再生の推進（平成 23

年 3 月国土交通省）第 3 章 3.2(2)都市再生整備計画に位置付けられ

た公共公益施設の整備に関する事業等の推進（抜粋） 

 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 
 

 
  

市町村が実施した事後評価の結果が政策評価に活用されている。 
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表 2-(3)-⑮ 中心市街地活性化基本計画平成 26 年度最終フォローアップ報告（平成

27 年 8 月内閣府地方創生推進室）（抜粋） 

- 229 -
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表 2-(3)-⑯ 平成 26 年度実施施策に係る政策評価書（施策名：中心市街地活性化基

本計画の認定）（抜粋） 

 
（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

市町村が実施した事後評価の結果を活用している。 
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表 2-(3)-⑰ 地域再生計画認定申請マニュアル（総論）（抜粋） 
 
表 2-(3)-⑰-ⅰ 地域再生計画認定申請マニュアル（総論）（平成 27 年 9 月 1 日、内

閣府地方創生推進室）（抜粋） 
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（注）下線は当省が付した。
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表 2-(3)-⑰-ⅱ 地域再生計画認定申請マニュアル（総論）（平成 17 年 4 月 22 日、地
域再生事業推進室）（抜粋） 
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（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(3)-⑱ まちづくり交付金評価の手引き（平成 20 年 8 月国土交通省都市・

地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室）（抜粋） 

表 2-(3)-⑱-ⅰ 目次（抜粋） 

事後評価の方法が示されている。 
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（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

事後評価書等の様式が示されている。 
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表 2-(3)-⑱-ⅱ 第 2 部 事前評価（都市再生整備計画の作成）の進め方（抜粋） 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

指標を設定する際の留意点等が整理されている。 
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表 2-(3)-⑱-ⅲ まちづくり交付金指標活用マニュアル 目次（抜粋） 
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表2-(3)-⑱-ⅳ まちづくり交付金指標活用マニュアル 表5-1指標（例）（抜粋） 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

具体的に指標が例示されている。
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表 2-(3)-⑱-ⅴ まちづくり交付金指標活用マニュアル 4-2 指標別事項 (2)集

客等（抜粋） 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

市町村の目的に応じて、指標はどのようなものが

設定可能か例示されている。 

データ収集を行う上での留意点等が整理されている。 

測定方法の具体例が示されている。 
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表 2-(3)-⑲ 中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル（抜粋） 

 

表 2-(3)-⑲-ⅰ 中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル＜平成 27 年度

版＞（内閣府地方創生推進室）（抜粋） 

（注）枠は当省が付した。 
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表 2-(3)-⑲-ⅱ 中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル（平成 18 年 9 月 26

日内閣府中心市街地活性化担当室）（抜粋） 
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（注）枠は当省が付した。 
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表 2-(3)-⑳  中心市街地活性化基本計画フォローアップ実施マニュアル（平成

27 年 7 月内閣府地方創生推進室）（抜粋） 

 

表 2-(3)-⑳ -ⅰ 目次（抜粋） 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

事後評価の方法や事後評価書の様式等を紹介している。 
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表 2-(3)-⑳-ⅱ Ⅳ．最終フォローアップ（抜粋） 
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表 2-(3)-ア-① 指標が適切に設定されておらず事後評価が実施されていない例 

1 計画区分 地域再生計画 
計画期間 平成 18年 11月 16日～21年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

なし ― ― ― ― 

事例の内容 当該計画は、高齢者が社会活動に積極的に参画できる「生涯現役型社会」

の環境づくりを行うものである。 

当該計画の目標として、①団塊の世代の退職後の活用による地域活性化

及び②世代間・地域間の交流ネットワークの構築を定めているものの、指

標が設定されておらず、事後評価が実施されていない。 

2 計画区分 地域再生計画 
計画期間 平成 18年 7月 3日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

なし ― ― ― ― 

事例の内容 当該計画は、産業再配置促進費補助金と地方債により整備した「産業学

習館」を転用し、食をテーマとした施設を整備（リニューアル）するもの

である。 

当該計画の目標として、①食品産業の雇用の増加、②都市間競争力の強

化及び③地域主権プロジェクトの広域的な波及を定めているものの、指標

が設定されておらず、事後評価が実施されていない。 

3 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

間伐実施面積（ha） 10 35 ― ― 

森林整備箇所への移

動時間（分又は時間） 
不明 15 分～1 時間短縮 ― ― 

観光入込客数（人/年） 不明 150,000 ― ― 

船出浮き年間利用者

（人/年） 
不明 50 ― ― 

木材生産量 不明 10％増加 ― ― 

港出漁日数（日/年） 130 160 ― ― 

漁港出漁日数（日/年） 150 180 ― ― 

事例の内容 当該計画は、森林の保全や出漁機会の安定を図るものであり、目標の達

成状況を測る指標として、上記 7指標を設定している。 

しかしながら、下表のとおり、「木材生産量 10％増加」といった目標値

は設定されているものの、基準となる木材の生産量がどの範囲の生産量か

不明であるなど、効果の発現状況が測定できず事後評価が実施されていな

い。 
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表 評価値を測定していない理由 

指標 未測定の理由 

間伐実施面積 当時の資料等がないため、基準値と同様の方法で、指

標を測定できない。 

森林整備箇所

への移動時間 
基準値と比較し、どれだけ移動時間が短縮できるかを

測定することで、目標の達成度を測ることができるが、

当時の資料等もなく、基準値が設定されているか不明

であるため、測定できない。 

観光入込客数 目標年度が不明であるため、評価できない。しかし、

少なくとも計画終了年度以降は目標値を超えている。 

船出浮き年間

利用者 
基準値が不明であることに加え、目標値について、単

に利用者数が年間 50人以上に達すればよいのか、基準

値よりも 50人増加させればよいのか不明であるため、

目標の達成度を測ることができない。 

木材生産量 基準値と比較しどれだけ木材生産量を増加させること

ができるかを測定することで、目標の達成度を測るこ

とができるが、当時の資料等もなく、基準値が設定さ

れているか不明であるため、測定できない。 

港出漁日数 目標年度が不明であり、指標の評価値を測定していない。 

漁港出漁日数 目標年度が不明であり、指標の評価値を測定していない。 
 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

表 2-(3)-ア-② 地域再生計画において、アウトカム指標が全く設定されておらず、

事業による効果を測定することが困難な例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 21年 4月 1日～26年 3月 31日 

目標（指標） 
の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

汚水処理人口普及率（％） 83.3 92.6 94.8 ○ 

事例の内容 当該計画は、水質改善による生活環境や農業環境等の改善を図るもので

あるが、汚水処理人口普及率という指標しか設定されていない。 

汚水処理人口普及率は、汚水処理施設を利用できる人口を地域内の総人

口で除した数値であり、事業の進捗状況を把握することは可能であるが、

事業による効果を測定することは困難である。 

一方、地域基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金）を活用した同様

の計画には、汚水処理人口普及率に加えて、水質に関するアウトカム指標

を設定して効果を測定しているものがみられる。 

2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 21年 4月 1日～26年 3月 31日 
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目標（指標） 
の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

汚水処理人口普及率（％） 81.2 85.8 88.5 ○ 

事例の内容 当該計画は、水質改善による生活環境や農業環境等の改善を図るもので

あるが、汚水処理人口普及率という指標しか設定されていない。 

汚水処理人口普及率は、汚水処理施設を利用できる人口を地域内の総人

口で除した数値であり、事業の進捗状況を把握することは可能であるが、

事業による効果を測定することは困難である。 

一方、地域基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金）を活用した同様

の計画には、汚水処理人口普及率に加えて、水質に関するアウトカム指標

を設定して効果を測定しているものがみられる。 

3 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20年 7月 9日～21年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

馬文化新聞発行（回） 2 4 2 × 

機関誌発行（回） 2 3 2 × 

馬の知識冊子発行（回） 0 1 1 ○ 

シンポジウムの開催（回） 0 1 1 ○ 

出前講座の実施（回） 0 4 2 × 

体験乗馬等イベント（回） 0 7 4 × 

事例の内容 当該計画は、地方公共団体や馬関係のＮＰＯ団体等とのネットワークを

創出するものであるが、アウトプット指標しか設定されておらず、事業に

よる効果を測定することは困難である。 

4 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 6月 21日～24年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

サービス支給量（受入可能量）

（人） 
35 35 35 ○ 

事例の内容 当該計画は、廃校舎を心身障害者の福祉作業所に転用した前地域再生計

画の取組を継続するものであるが、アウトプット指標しか設定されておら

ず、事業による効果を測定することは困難である。 

5 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18年 11月 16日～26年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

防災・耐震・まちづくりフォー

ラムの開催（回/年） 
1 1 1 ○ 

木造伝統構法による古民家の

耐震補強に対する施策研究会

の開催（回/年） 

0 4 2 × 
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重要伝統的建造物群保存地区

の指定を目指した調査（箇所） 
0 3 3 ○ 

地域歴史資産のデジタルアー

カイブ構築 
0 1 1 ○ 

エコ・ミュージアムの確立等に

よる歴史的風致の維持向上（箇

所） 

0 5 5 ○ 

事例の内容 当該計画は、ＮＰＯが主体となって実施する木造伝統構法等の耐震化住

民ニーズと現況調査等の事業を中心に、民・産・学・官が協働し、一体と

なって自然環境と古い町並みの保全に配慮したまちづくりを行うものであ

るが、アウトプット指標しか設定されておらず、事業による効果を測定す

ることは困難である。 

6 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18年 7月 3日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

現地導入検討品種数（品種） 0 15 33 ○ 

講習会等の開催回数（回） 0 10 401 ○ 

事例の内容 当該計画は、新しい栽培品目への転換促進による地場産業の活性化等を

図るものであるが、アウトプット指標しか設定されておらず、事業による

効果を測定することは困難である。 
（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-ア-③ 都市再生整備計画において、アウトカム指標が全く設定されておら

ず、事業による効果を測定することが困難な例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標） 
の達成状況 
 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

狭隘道路（有効幅員 4m 未満）

の解消（m） 
2,535 1,485 1,099 ○ 

商業・店舗施設の増加（ha） 0.37 1.5 1.65 ○ 

最寄り公園までの経路長（m） 560 100 100 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標として、「みんなで考え、みんなで創り、みんなで

育てるみんなのまち」（①安全・安心な生活空間の創出、②住民参加型ま

ちづくりの推進、③持続可能なコミュニティ活動への誘導）を定め、目標

の達成状況を測る指標として上記 3指標を設定しているが、アウトプット

指標しか設定されておらず、事業による効果を測定することは困難であ

る。 

なお、指標として設定している「商業・店舗施設の増加」については、

商業・店舗施設用地の面積を測定するものであるが、出店数、商業・店舗
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施設用地の利用率、地区の年間小売販売額等のアウトカム指標を設定する

余地があると考えられる。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標） 
の達成状況 
 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

幅員 4m 以上の道路の整備率

（％） 
28 60 55 × 

土地利用率の向上度（％） 36 80 66 × 

公園へ歩いて行ける区域の割

合（％） 
0 20 21 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標として「良好な居住環境の形成」（①土地区画整理

事業により都市基盤の整備を行い、狭隘道路の解消、土地利用の向上によ

る良好な居住環境を創出する、②地域生活基盤施設、調整池の整備を行い、

災害の不安を解消し、安全に暮らせるまちを形成する。）を定め、目標の

達成状況を測る指標として上記 3指標(注)を設定しているが、アウトプッ

ト指標しか設定されておらず、事業による効果を測定することは困難であ

る。 

（注）指標として設定している「土地利用率の向上度」とは、土地区画整理事業施行区域

内における計画上の宅地面積に対して、使用収益の開始にかかわらず宅地としての利

用が可能となった土地の面積の割合である。 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20年 4月 1日～27年 3月 31日 

目標（指標） 
の達成状況 
 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

既成市街地の建て替え困難宅

地（宅地） 
22 2 1 ○ 

消防署から駅舎跡地西側まで

の緊急車両移動時間（分） 
3 2 2 ○ 

駅舎跡地からＪＲ駅までの車

両移動時間（分） 
14 5 8 × 

事例の内容 当該計画では、目標として、「安全・快適なまちづくりの推進」（①安心

して住み続けることができるまちづくりの推進、②連絡道路の整備等によ

る地域内移動の円滑化、③新たな交通環境の整備）を定め、目標の達成状

況を測る指標として上記 3指標を設定しているが、アウトプット指標しか

設定されておらず、事業による効果を測定することは困難である。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(3)-ア-④ 汚水処理人口普及率に加え、水質改善に係る指標等のアウトカム指

標を設定している例等 

表 2-(3)-ア-④-ⅰ 汚水処理人口普及率に加え、水質改善に係る指標等のアウトカム

指標を設定している例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

汚水処理人口普及率（％） 47.1  59.7  57.9  × 

現在のＢＯＤの汚濁負荷量

（mg/l） 
8.8  7.5  6.3  ○ 

水環境対策関連事業への参加

者数（人） 3,240 3,564 3,538 × 

事例の内容 当該計画は、生活排水対策として汚水処理施設整備を促進し、公共用水

域の水質向上を図るとともに、水環境の保全・創出を図るものであり、汚

水処理人口普及率という指標に加えて、水質に関するアウトカム指標（Ｂ

ＯＤ：生物化学的酸素要求量（微生物が有機物を分解するために使った酸

素の量。一般に値が大きいほど水質は悪い。））を設定し、事業による効果

を測定している。 

2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

農業用水基準の達成（pH） 7.3 6.0～7.5 7 ○ 

農業用水基準の達成（ＣＯＤ

（mg/L）） 
6.7 6以下 4 ○ 

農業用水基準の達成（ＳＳ

（mg/L）） 
10.4 100 以下 8 ○ 

農業用水基準の達成（ＤＯ

（mg/L）） 
8.3 5以上 12 ○ 

農業用水基準の達成（Ｔ－Ｎ

（mg/L）） 
1.3 1以下 1.0 ○ 

市全体の耕地面積減少率（5 年

後）（％） 
-8.2 -1.0 1.3 ○ 

市全体の耕地面積減少率（10

年後）（％） 
-8.2 -0.7 ― ― 

農業集落排水計画区域におけ

る汚水処理人口（普及率）（％） 
61.0 78.2 100 ○ 

浄化槽計画区域における汚水

処理人口（普及率）（％） 
24.5 62.6 43 × 

個人設置型浄化槽による処理

人口（人） 
9,549 9,851 9,791 × 
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事例の内容 当該計画は、公共用水域の水質保全と、快適な生活環境の確保に努め、

農業生産環境の改善により、魅力ある農村社会の形成を推進するものであ

り、汚水処理人口普及率という指標に加えて、水質に関するアウトカム指

標（pH：水素イオン濃度、ＣＯＤ：化学的酸素要求量（酸化剤で化学反応

として酸化させた場合に消費される酸素の量。一般に値が大きいほど水質

は悪い。）、ＳＳ：浮遊物質（水中に存在する不溶解性物質の量。一般に値

が大きいほど水が濁っている。）、ＤＯ：溶存酸素（水中に溶存する酸素の

量。一般に値が小さいほど水質は悪い。）、Ｔ－Ｎ：全窒素（窒素化合物の

総量））を設定し、事業による効果を測定している。 

3 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

旧市の汚水処理人口普及率（％） 59.1 69.0 72.2 ○ 
旧市以外の旧町の汚水処理人口

普及率（％） 
62.0 70.0 69.0 × 

河川の水質観測地点のＢＯＤ

（mg/l） 
7.6 5.0 3.4 ○ 

事例の内容 当該計画は、川の清流復活と、自然と触れ合いができる快適な水環境及

び住環境の形成を図るものであり、汚水処理人口普及率という指標に加え

て、水質に関するアウトカム指標（ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量（微生

物が有機物を分解するために使った酸素の量。一般に値が大きいほど水質

は悪い。））を設定し、事業による効果を測定している。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-ア-④-ⅱ 地域再生計画において、河川等の水質改善という目的を掲げ汚水 

処理施設整備事業等を実施している 8計画 

計画の目的 指標 

生活排水対策として公共下水道事業と浄化槽設

置事業を一体的に推進するとともに、本市では、こ

うした地域の資源を守り、生活環境をより良いもの

とするために水環境に対する啓発を図ることによ

り、公共用水域の水質を保全し、美しく豊かな自然

環境を未来に継承することを目指している。 

汚水処理人口普及率（％） 

現在のＢＯＤの汚濁負荷量（mg/l） 

水環境対策関連事業への参加者数（人） 

公共用水域の水質保全と、快適な生活環境の確

保に努め、農業生産環境の改善により、魅力ある

農村社会の形成を推進する。 

農業用水基準の達成（pH） 

農業用水基準の達成（ＣＯＤ（mg/L）） 

農業用水基準の達成（ＳＳ（mg/L）） 

農業用水基準の達成（ＤＯ（mg/L）） 

農業用水基準の達成（Ｔ－Ｎ（mg/L）） 
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農業集落排水計画区域における汚水処

理人口（普及率）（％） 

浄化槽計画区域における汚水処理人口

（普及率）（％） 

個人設置型浄化槽による処理人口（人） 

市全体の耕地面積減少率（5年後）（％） 

市全体の耕地面積減少率（10 年後）（％） 

汚水処理施設整備交付金を活用し、公共下水道

と浄化槽を一体的に整備するとともに、河川・水

路などの一斉清掃や、河川愛護など多くの市民活

動を促進することにより、川の清流復活と、自然

とふれあいができる快適な水環境及び住環境の形

成を図り、地域の再生を目指す。 

旧市の汚水処理人口普及率（％） 

旧市以外の旧町の汚水処理人口普及率

（％） 

河川の水質観測地点のＢＯＤ（mg/l） 

本区域である農村地域の河川及び排水路等の公

共用水域は、未処理放流される家庭用雑排水等に

より水質汚染が進行し、基幹産業である農業の魅

力を衰退させる要因にもなっている。そこで農業

集落排水施設と浄化槽設置の 2 事業を汚水処理施

設整備交付金を活用して、経済的かつ効率的な整

備を行い、農村地域の生活環境を改善する。 

汚水処理人口普及率（％） 

当該地区の農業生産基盤、自然環境の保全、集

落の良好な住環境の確保を図る必要があることか

ら、農業集落排水事業の推進や合併処理浄化槽の

設置促進に努め、一層の水質浄化対策を進めると

ともに、市民との協働による美化運動を展開しな

がら、豊かな自然生態系を有する農環境の維持再

生を目指し、人と自然が共生した市街地周辺生活

環境の再生を図る。 

汚水処理人口普及率（％） 

良好な生活環境と自然環境の保全を図るため、

下水道事業の計画的な推進と、合併処理浄化槽の

設置支援として交付金を活用することにより、汚

水処理施設整備の強化を図り、産業と自然の共存

するまちづくりを目指す。 

汚水処理人口普及率（％） 

汚水処理面積（ha） 

イベント等開催回数（回） 

河川愛護活動実施回数（回） 

事業系 総排出量（トン/事業所） 

1事業所当たりの排出量（トン） 

家庭系 総排出量（kg/人） 

1人当たりの排出量（トン） 

事業所系家庭系排出量合計（％） 

直接資源化量（％） 
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総資源化量（％） 

中間処理による減量化量（％） 

埋立最終処分量（トン） 

市街化区域外の地域は、市街化区域内の地域と

比べて生活排水処理施設の整備が十分ではないた

め、特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理

施設及び市町村設置型浄化槽の三つの施設を連携

させ、効率的・効果的に整備を行うことにより、

生活環境の改善及び良好な水環境の保全を図ると

ともに、住民が健やかで豊かな生活を享受できる

活力ある地域づくりを目指す。 

市街化区域外の生活排水処理整備率

（％） 

下水道出前講座の累計受講者（人） 

汚水処理施設整備交付金を活用し、全国水準よ

り低い汚水処理人口普及率を向上させることによ

り、水のかがやきを再生させ、「水が生きているま

ち」としてふさわしいまちづくりを推進する。 

汚水処理人口普及率（％） 

出前環境教室の開催（人） 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-ア-⑤ 同一地区で引き続き実施された次期計画において、新たにアウトカ

ム指標を設定している例 

計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

4m以上の道路の整備率（％） 28 60 55 × 

土地利用率の向上度（％） 36 80 66 × 

公園へ歩いて行ける区域の割合

（％） 
0 20 21 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標として「良好な居住環境の形成」（①土地区画整理事

業により都市基盤の整備を行い、狭隘道路の解消、土地利用の向上による良

好な居住環境を創出する、②地域生活基盤施設、調整池の整備を行い、災害

の不安を解消し、安全に暮らせるまちを形成する）を定め、目標の達成状況

を測る指標として上記 3指標を設定しているが、アウトプット指標しか設定

されておらず、事業による効果を測定することは困難である。 

当該市では、事後評価において、「当初設定した指標は、全てアウトプッ

ト指標であったため、事業の整備量でしか評価を行うことができなかった」、

「指標を設定する際には、できるだけアウトカム指標を用いるようにするこ

とで、事業の効果を住民や地区に与えた影響等で評価できるようにする」と

して、次期計画では、次の指標を設定している。 

① 新規住宅着工数（地区内において、土地区画整理法第 76 条の建築許

可申請が行われた戸数の累計値） 
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② 居住環境の改善率（地区内の計画上の宅地面積に対する土地区画整理

法第 99条の使用収益の開始が行われた宅地面積の割合） 

③ 公共空地（学校・公園）までの所要時間（地区内の主要箇所から、最

寄りの学校又は公園まで移動するのにかかる時間の平均値） 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-ア-⑥ 目標値が適切に設定されておらず、事後評価を適切に実施すること

が困難となっている例 

表 2-(3)-ア-⑥-ⅰ 事業との整合性が確保されていない例 

計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

歩行者・自転車数の増加（人） 422 450 353 × 

居住者数（人） 13,712 14,500 13,343 × 

主要住宅団地からの駅への移動距

離移動時間の短縮（m/分） 
300 340 498 ○ 

事例の内容 当該計画では、区域内での「自転車利用の促進」及び「観光促進」を目標

の一つに定め、サイクリングロード等の道路整備や基盤整備を実施している

が、目標の達成度を測る指標として設定した「歩行者・自転車数」の測定箇

所は付近で道路事業を 1事業実施しているものの、サイクリングロード整備

事業等の指標に関係する道路事業等の実施箇所とは離れている。 

このため、計画に基づく事業との整合性が確保されておらず、事後評価を

実施する際に、事業による効果が適切に把握できていない。 

なお、当該市は、交流人口の動きを測定するには、数箇所で交通量調査を

行い、その平均値を取る方法にした方が良かったとしている。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-ア-⑥-ⅱ  事後評価を実施する際に計画に基づく事業そのものの効果が検

証できない例 

計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

港湾施設 1 か所及び漁港施設にお

ける必要係船延長に対する、安全に

使用できる物揚場の延長比率（％） 

14 83 65 × 

港湾施設 1 か所及び漁港施設にお

いて、イベント等による利用者の

増加（人） 

10,000 12,000 103,000 ○ 

港湾施設 2 か所において、航路・

泊地浚渫による潮待ち時間の解消

（分） 

― 0 0 ○ 
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港湾施設 2 か所及び漁港施設にお

いて、港の安定した出漁機会の確

保による漁獲量減少の抑制（t） 

17,130 17,130 23,022 ○ 

事例の内容 当該計画は、計画作成主体である県が管理する港湾施設 2か所及び計画作

成主体である市が管理する漁港施設の防波堤等を整備するとともに、おさか

なまつり等のイベントを実施するものである。 

当該計画の目標の達成度を測る指標の一つに「交流人口の増加（港湾施設

1 か所及び漁港施設において、イベント等による利用者の増加）」を設定し、

基準値 10,000 人/年に対し目標値 12,000人/年と設定し、実績値が 103,000

人/年と 10倍以上増加していた。 

交流人口増加の結果の内訳をみると、1,500 人増加という目標を設定して

いた漁港施設で 500 人の増加、500 人増加という目標を設定していた港湾施

設 1か所で約 92,500人の増加となっていた。 

計画作成主体である県及び市は、この結果について、港湾施設 1か所にお

いて、魚介類の直販所施設が整備され（注）、販売体制が整い、交流人口の増

加に相乗効果をもたらしたと評価している。 

(注）直販所施設は計画作成市でない当該港湾施設所在市の事業を活用した漁協組合により 

整備されている。 

しかし、指標として設定されたイベント参加者数の目標値は、直販所施設

の整備事業を把握せずに設定されたため、事後評価を実施する際に計画に基

づく事業そのものの効果が検証できないものとなっている。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-ア-⑥-ⅲ 目標値が適切に設定されているか疑義がある例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

交流人口（万人） 864.8 916.7 969.3 ○ 

間伐等森林整備事業実施区域

面積（ha） 
0 14 13 × 

間伐等森林整備事業実施区域

面積（ha） 
0 64 112 ○ 

ＪＲ駅から神社までのアクセ

ス時間（分） 
0 -5 -9.6 ○ 

国道、国道ＢＰから健康公園ま

でのアクセス時間（分） 
0 -1 -0.1 × 

市中心部（市役所）までのアク

セス時間（分） 
0 -5 -4.4 × 

市役所支所までのアクセス時

間（分） 
0 -3 -4.2 ○ 

東部拠点都市から市中心部（市

役所）までのアクセス時間（分） 
0 -3 -3.8 ○ 
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公園へのアクセスにおける通

行危険箇所（落石等）改善（箇

所） 

0 3 2 × 

都市計画商業地域（14ha）内の

消防初動活動不能地域（幅員 5m

道路から 140m以内）の解消 

― 0 0 ○ 

交通バリアフリー重点整備地

区の歩行空間の確保（m） 
0 540 215 × 

「あんしん歩行エリア」内の交

通環境の改善、安全性の確保

（m） 

0 200 0 × 

市中心部（市役所）へのアクセ

ス時間短縮（分） 
0 -10 -10 ○ 

事例の内容 当該地区は、山間地域及び海岸地域を多く抱えており、集落間及び市中

心部へのアクセス路線の整備が課題となっていた。 

このため、当該計画では、地域再生基盤強化交付金（道整備交付金）を

活用し、農林水産物の地産地消、特産品の販路拡大等の推進による農林水

産業所得の向上、及び医療機関等を含む公共・公益施設への利便性の向上

を図るなど、市民生活の向上、住民間の交流の促進及び地域産業の発展を

目指すとしている。 

当該計画では、当該地域の道路を一体的に整備しアクセス性を向上させ

ることにより交流人口を増やすとしているが、道路整備自体が計画期間内

に完了せず、アクセス時間の短縮が図られていない（注）指標があるにも

かかわらず、交流人口は目標値を大幅に上回り達成している。 

（注）アクセス時間の短縮は、実測に基づく値ではなく、道路の幅員、形状、舗装等の

状況を踏まえ、道路整備実績に比例する形で算出された値である。 

当該市は、交流人口が大幅に増加している要因として、当該計画に基づ

く道路整備事業等による環境整備のほか、遷宮に向けた各種イベント事業

の波及効果を挙げている。当該計画には交流人口の拡大を図る事業とし

て、道路整備事業のほか、本殿修繕事業が位置付けられているものの、目

標値が適切に設定されているか疑義がある。 

なお、交流人口の増加の要因としては、60 年に一度の遷宮という特異

な要因によるものが大きいと考えられ、当該指標が達成されたことをもっ

て計画に基づく事業の効果があったと評価することは困難である。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

歩行者数（人/日） 227  340  1,397  ○ 

区域内の歩道整備率（％） 11  78  60  × 

鉄道事故件数（件/5年） 6  4  2  ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として、上記 3指標を設定して

おり、主要な事業は、道路整備事業及び鉄道安全施設の整備に対する経費
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補助事業となっている。 

事後評価時点では、目標の達成度を測る指標として設定された「歩行者

数」は目標値を大幅に上回り達成している。 

これについては、平成 23年 4 月に当該地区に隣接してショッピングセ

ンターがオープンしたことによるものが大きいと考えられ、また、歩行者

数を増やす要因となり得る宅地整備、商業施設整備及び美術館整備は、当

該計画の関連事業に位置付けられているものの、いずれも他の計画（他地

区の都市再生整備計画及び中心市街地活性化基本計画）によって実施され

ているものであり、目標値が適切に設定されているか疑義がある。 

このため、当該指標が達成されたことをもって計画に基づく事業の効果

があったと評価することは困難である。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-ア-⑥-ⅳ 計画（交付）期間最終年度等に改めて計画前の歩行者通行量等の

傾向を分析し、目標値を修正している例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～25年 3月 31日 

（交付期間：平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日） 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

地域来訪者（人/年） 1,077,484 800,000 860,624 ○ 

公共交通利用者数（人/年） 162,840 170,000 148,000 × 

広場でのイベント参加者

数（人/年） 
70,000 90,000 93,795 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして、「地域来訪者」

を設定しており、目標値は、基準値である平成 16 年の数値（1,045,243

人/年）を踏まえ、当初 1,100,000人/年と設定していた。 

しかし、交付期間最終年度である平成 22年 7月の計画変更の際、「同指

標は即効性を得られる値ではないことや、本来の来訪者数は年々減少傾向

にあったことを勘案して、基準値（平成 16 年）からの増加を目標とする

のではなく、まち交事業実施前のトレンド（平成 11年～15年）を調査し、

そこから、都市再生整備計画事業を実施しなかった場合の平成 22年度値

を推計し、その値と比較した増加率（従来通り約 5％）を目標値として再

設定した」として、基準値を下回る 800,000人/年に下方修正している（注）。 

当該計画は、計画作成当初から目標値の設定を適切に行うことができた

ものであるが、交付期間の最終年度に改めて計画前の地域来訪者の傾向を

分析し、目標値を下方修正している。 

（注）基準値も「本来年度であるべき数値が、暦年値を採用していたことが判明したため、 

事後評価の実施形式にあわせて「年度」の値に変更したものである」として、

1,077,484人/年と修正している。 

また、当該計画では、評価値が修正後の目標値を上回っており、目標達
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成と評価している。 

なお、当該市では、次期計画においても、「地域来訪者」を指標に設定

しているが、次期計画では、当初の計画作成段階から、過去（平成 14 年

から 23年）の傾向を分析して目標値を設定するように改善を図っている。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

公園来訪者数（人/年） 550,000 515,000 580,222 ○ 

利便施設整備による満足度

（％） 
0 70 83 ○ 

園内移動時間（分） 20 6 2.5 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標を定量化するための指標の一つとして、「公園来訪

者数」を設定している。 

当該指標に係る目標値は、基準値である平成 16 年度の数値（720,000

人/年）を踏まえ、当初 888,000人／年と設定していた。 

しかし、平成 22年 3月の計画変更の際、平成 8年度から 17年度までの

来訪者数の傾向を分析し、「年間 4％増という過大な目標を改め、過去十

年間の減少傾向を低減させる目標値を設定」として、基準値を下回る

515,000人/年に下方修正している（注）。 

（注）基準値も「不適正数値（特異データ及び重複数値）の排除」として、550,000 人/

年と修正している。 

当該計画は、計画作成当初から目標値の設定を適切に行うことができた

ものであるが、計画期間最終前年度に改めて計画前の「公園来訪者数」の

傾向を分析し、目標値を下方修正している。 

また、当該計画では、評価値が修正後の目標値を上回っており、目標達

成と評価している。 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

地区内商店街歩行者数（人/日） 3,197 3,100 2,872 × 

新規住宅着工件数（件） 0 110 134 ○ 

消防・災害車両活動可能地域率

（％） 
34 65 59 × 

事例の内容 当該計画では、目標を定量化するための指標の一つとして、「地区内商

店街歩行者数」を設定している。 

当該指標に係る目標値は、基準値である平成 17年度の数値（3,300人/

日）を踏まえ、当初 3,500 人/日と設定していた。 

しかし、平成 21年 8月にモニタリングを実施し、3,420人/日であった

ため、「実施事業に一定の効果は認められるが、過去のトレンドと比較し
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て過大な目標を設定したことにより、適切な事業評価が困難となっている

ため、目標値を適正化する」として、同年 12月の計画変更の際、平成 14

年度から 17 年度までの歩行者数の傾向を分析し、基準値を下回る 3,100

人/年に下方修正している（注）。 

（注）基準値も、記載誤りがあったとして、3,197人/日と修正している。 

当該計画は、計画作成当初から目標値の設定を適切に行うことができた

ものであるが、計画期間最終前年度に改めて計画前の歩行者数の傾向を分

析し、目標値を下方修正している。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

表 2-(3)-ア-⑦ 都市再生整備計画における指標別目標達成数 

(単位：指標、％) 

指 標 種 類 指 標 数 達 成 数 

アウトプット指標（事業量、事業の実施率等） 119 89(74.8) 

満足度 91 65(71.4) 

公共施設利用者数 64 43(67.2) 

歩行者・自転車通行量 57 23(40.4) 

居住人口 46 26(56.5) 

観光入込客数 43 22(51.2) 

鉄道駅、停留所等乗降客数 23 14(60.9) 

イベント参加者数 15 11(73.3) 

地域コミュニティ活動への参加者数 14 11(78.6) 

電車、バス等利用者数（乗車数） 11 6(54.5) 

その他(空き店舗率、雇用者・従業者数、宿泊客数等) 94 48(51.1) 

合     計 577 358(62.0) 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「達成数」欄の（ ）内の数値は「指標種類」欄に掲げた各指標の総数に占める割合である。 
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表 2-(3)-ア-⑧ まちづくり交付金評価の手引き（平成 20 年 8 月国土交通省都市・地

域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室）（抜粋） 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

 

目標値の設定根拠に関する十分な説明が必要とされている。 
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表 2-(3)-ア-⑨  都市再生整備計画における満足度指標の目標値について、十分な説 

明がなされないまま設定されている例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

南北連絡時間（分） 10 3 2.7 ○ 

公園利用者数（人/年） 20,000 22,500 20,563 × 

交通環境満足度（％） 10 50 79.8 ○ 

浸水家屋数（戸） 4 0 0 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 4指標を設定してい

る。 

満足度指標である「交通環境満足度」の基準値は、計画作成時に駅利用

者及び地域住民を対象にアンケート調査を実施し、交通機能について「お

おむね満足」又は「どちらかと言えば満足」と答えた人の割合である約

10.0％とされている。 

この満足度指標の目標値の設定方法を調査したところ、駅利用者及び地

域住民の半数以上が満足することを目指すとされているのみで、設定根拠

について十分に説明されていない。 

なお、当該市は、満足度指標の目標値をどの水準に設定すれば事業の妥

当性があると言えるのかなど、設定に苦慮したとしており、国から目標値

の設定に関する指針等を示してほしいとしている。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

歩行環境の満足度（％） 11 50 36 × 

公共施設の満足度（％） 17 50 60 ○ 

まち並み景観の満足度（％） 27 50 44 × 

祭りの来場客数（人） 20,000 25,000 14,000 × 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 4指標を設定してい

る。 

これらのうち、満足度指標として「歩行環境の満足度」（当該地区内の

道路・散策路の移動における安全性について、非常に満足又はやや満足と

回答した人の割合）、「公共施設の満足度」（当該地区内の公園などの状況

及び公共施設（公園や道路）のバリアフリーについて、非常に満足又はや

や満足と回答した人の割合）及び「まち並み景観の満足度」（当該地区の

歴史的なまちなみの保存・活用状況について、非常に満足又はやや満足と

回答した人の割合）の 3 指標を設定している。 

これら満足度指標の目標値の設定方法を調査したところ、いずれも「居
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住者及び来訪者の半分程度が満足する環境を目指す」として目標値を

50％としたとして説明されているのみで、設定根拠について十分に説明さ

れていない。 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

歩行者満足度（％） 48.9 83.1 94.8 ○ 

やすらぎ空間充足度（％） 36.9 49.1 85.3 ○ 

子育て環境満足度（％） 30 65 97.7 ○ 

防災エリア率（％） 41.5 75 100 ○ 

住環境改善率（％） 27.7 80 97.9 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 5指標を設定してい

る。 

満足度指標である「歩行者満足度」、「やすらぎ空間充足度」及び「子育

て環境満足度」の目標値の設定方法を調査したところ、次のとおり、いず

れの指標も設定根拠について十分な説明がなされないまま目標値が設定

されている。 

① 「歩行者満足度」の基準値は、当該地区内の中学校生徒を対象に通

学幹線道路の安全度（満足度）について、アンケート調査を実施し、

「良い」又は「まあまあ良い」と回答した者の割合である 48.9％と

されている。 

目標値については、基準値の 1.7 倍、約 8割を超える人々が満足す

ることを目指すとして目標値を設定したとされているのみである。 

② 「やすらぎ空間充足度」の基準値は、地区住民を対象にして実施し

たアンケート調査において、公園整備事業の必要性について「この地

区には公園が無いため、非常に満足できる」又は「事業には、ある程

度理解できる」と回答した者の割合である 36.9％とされている。 

目標値については、基準値の 1.33 倍、約半数の人々が満足するこ

とを目指すとして目標値を設定したとされているのみである。 

③ 「子育て環境満足度」の基準値は、保育所通所児父兄を対象とした

アンケート調査において、保育所移転事業について「非常に満足でき

る」又は「ある程度満足できる」と回答した者の割合である 30.0％

とされている。 

目標値については、基準値の 2 倍以上の人々が満足することを目指

すとして目標値を設定したとされているのみである。 

4 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 
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目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

満足度（％） 70 90 88.0 × 

交流と憩いの空間形成（㎡） 800 14,700 14,700 ○ 

居住世帯の増加（世帯） 360 410 374 × 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 3指標を設定してい

る。 

「満足度」の基準値は、市民を対象にアンケート調査を実施し、住んで

いる地域の居住基盤に満足しているかについて、「そう思う」又は「どち

らかと言えばそう思う」と回答した者の割合である 70％とされている。

目標値の設定方法を調査したところ、当該市は期待値として設定したも

のとしており、目標水準が妥当か十分に説明されていない。 

5 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

駅前広場で危険を感じる割合

（％） 
65.3 32.7 14.2 ○ 

未就学児の教育・保育施設の満

足度（点） 
-2.46 2.30 7.44 ○ 

駅前広場が不便だと感じる割合

（％） 
45.2 22.6 17.1 ○ 

駅南地区東西間の連絡強化（分） 7 4 4 ○ 

駅南地区と駅間の連絡強化（分） 26 18 14 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 5指標を設定してい

る。 

満足度指標である「駅前広場で危険を感じる割合」、「未就学児の教育・

保育施設の満足度」及び「駅前広場が不便だと感じる割合」の目標値の設

定方法を調査したところ、次のとおり、いずれの指標も設定根拠について

十分な説明がなされないまま目標値が設定されている。 

① 「駅前広場で危険を感じる割合」の基準値は、当該地区住民を対象

にしたアンケート調査において、駅前広場において車の走行が危険と

感じると回答した人の割合である 65.3％とされている。 

目標値については、駅前広場に危険性を感じる人の割合を 50％減

少させるとして目標値を設定したと説明されているのみである。 

② 「未就学児の教育・保育施設の満足度」の基準値は、当該地区の幼

稚園及び保育所に通園する乳幼児の保護者を対象にしたアンケート

調査において、「満足（10 点）」、「どちらかと言えば満足（5点）」、「ど

ちらとも言えない（0 点）」、「どちらかと言えば不満（－5 点）」、「不

満（－10 点）」と回答があったものを点数化して集計したマイナス
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2.46 点とされている。 

目標値については、「不満」、「どちらかと言えば不満」又は「どち

らとも言えない」と回答した保護者を半減させるとして目標値を設定

したとされているのみである。 

③ 「駅前広場が不便だと感じる割合」の基準値は、当該地区住民を対

象にしたアンケート調査において、駅前広場が不便と感じると回答し

た人の割合である 45.2％とされている。 

目標値については、駅前広場が不便と感じる割合を 50％減少させ

るとして目標値を設定したとされているのみである。 

6 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

用途地域の人口（人） 2,967 3,200 3,589 ○ 

公共施設の利用者数（人/年） 125,738 130,000 90,692 × 

歩行環境の満足度（％） 9.5 20.0 35.2 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 3指標を設定してい

る。 

満足度指標である「歩行環境の満足度」の基準値は、平成 18 年 11 月に

実施されたイベントの際に、市民を対象にアンケート調査を実施し、学

校・図書館・公民館周辺などでの防犯性・安全性について満足と答えた人

の割合である 9.5％とされている。 

目標値の設定方法を調査したところ、当該アンケート調査結果の 2 倍の

満足度を目指すとされているのみであった。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(3)-ア-⑩ 事業内容を踏まえ、一定の考え方をもって満足度指標の目標値が設

定されている例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20 年 4 月 1日～25 年 3 月 31 日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

芸術文化の振興（ポイント） 3.6 3.7 3.8 ○ 

公園・緑地の整備（ポイント） 3.5 3.6 4.2 ○ 

来街観光者数（人/年） 100,000 120,000 150,000 ○ 

事例の内容 当該計画では、「「住・遊・学」の自立生活圏として、新たな情報発信の

構築及び自然及び歴史遺産との共生とアメニティー性のある拠点の創造」

を目標に定め、目標の達成度を測る指標として上記 3 指標を設定してい

る。 

これらのうち、満足度指標である「芸術文化の振興」及び「公園・緑地

の整備」については、当該市で毎年 6月に実施しているアンケート調査に

おいて、「1非常に不満、2 不満、3やや不満、4 やや満足、5 満足、6非常

に満足」の回答区分の番号を評価点に置き換え、総評価点を総回答者数で

除した平均値を採用している。 

目標値の設定方法を調査したところ、いずれも基準値である平成 19 年

度時点では当該整備地区の満足度が市全体の満足度より低かったことか

ら、歴史・文化遺産の整備が遅れているといった当該地域の課題を解決す

るため、公園整備や記念広場整備等の事業を実施することにより満足度を

市全体の平均値まで引き上げることを目指すとして、市全体の平均値を目

標値として設定している。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

事業満足度（％） 15 70 57 × 

駅東地区定住人口（人） 207 900 142 × 

駅東口来客者数（人/年） 0 200,000 293,932 ○ 

事例の内容 当該計画では、「新しいエントランスの創造」を目標に定め、目標の達

成度を測る指標として満足度指標である「事業満足度」を設定している。

当該計画作成時に実施したアンケートにおいては、当該地区について、

どのような方法でまちづくりを行うのが良いかという設問に対し、土地区

画整理事業によってまちづくりを行うことが良いと答えた人の割合が

65.2％であり、最も多かった。 
土地区画整理事業等を行う当該計画において、事業満足度の目標値の設

定に当たっては、当該アンケート結果を踏まえ、65.2％を上回る 70.0％

と設定している。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(3)-イ-① 地域再生計画における事後評価実施状況 

（単位：計画、％） 
区 分 計 画 数 

事後評価実施 56(73.7) 

事後評価未実施・不十分 16(21.1) 

 

指標が設定されておらず効果の発現状況が的確に把握できない 2 (2.6) 

基準値が適切に設定されておらず効果の発現状況が測定できない  1 (1.3) 

国から委託等を受けた事業の報告に必要な指標など一部しか測定

していない 
10(13.2) 

指標を測定し事後評価したかどうかについて、資料がなく分からな

い 
 3 (3.9) 

計画期間を延長したため事後評価していないもの、事後評価はしている

ものの、国の統計結果が公表されていないなどとして、指標の一部が測

定できていないもの 

 4 (5.3) 

合  計 76(100) 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は割合を示す。なお、割合は小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない。 

 

 

【参考】 計画期間を延長したため、当省の調査中に事後評価結果を入手できなかっ

た計画又は事後評価結果を入手したものの一部指標が測定中としている計

画 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 7月 4日～27年 12月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

総事業費（億円） ― 300 ― ― 

雇用者数（施設整備段階）（人） ― 300,000 ― ― 

雇用者数（施設稼働段階・域内

雇用者）（人/日） 
― 1,500 ― ― 

雇用者数（施設稼働段階・その

他施設維持管理スタッフ、警

備）（人工/年） 

― 7,000 ― ― 

事例の内容 当該計画は、民間事業者の活力もいかしながら、観光や情報通信関連

の産業振興及び新規企業立地を促進し、地域経済の活性化と就業の場を創

出することで、厳しい経済・雇用状況を改善するものであり、目標の達成

度を測る指標として、上記 4指標を設定している。 

当初認定後に施設設計計画が変更されたこと、北京オリンピック開催

等の影響による資材高騰があったこと、平成 20年 9月のリーマンショッ

ク以降の経済不況等の影響により、当初計画から分譲住宅棟の販売期間等

を見直す必要性が生じたため、計画期間終期を 23年 7月から 27年 12月

に延長したことから、計画期間中のため事後評価はしていない。 
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2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20年 3月 31日～30年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

公営住宅の目的外入居戸数

（戸） 
0 2 ― ― 

事例の内容 当該計画は、当該地区に就労する者に対し、公営住宅の利用を可能とす

ることで、人口減少に歯止めをかけ、地域の活性化を図るものであり、上

記 1指標を設定している。 

当該計画は平成 20年 3月 31日に認定され、当初 25年 3月 31日までが

計画期間とされていたが、当該計画を利用している入居者が 25年 3月 31

日以降も引き続き居住を希望するなど需要があったため、30年 3月 31 日

まで計画期間の延長を行っていることから、事後評価を実施していない。 

3 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

農業用水基準の達成（pH） 7.3 6.0～7.5 7 ○ 

農業用水基準の達成（ＣＯＤ

（mg/L）） 
6.7 6.0 4 ○ 

農業用水基準の達成（ＳＳ

（mg/L）） 
10.4 100.0 8.0 ○ 

農業用水基準の達成（ＤＯ

（mg/L）） 
8.3 5.0 12 ○ 

農業用水基準の達成（Ｔ－Ｎ

（mg/L）） 
1.3 1.0 1.0 ○ 

市全体の耕地面積減少率（5

年後）（％） 
-8.2 -1.0 1.3 ○ 

市全体の耕地面積減少率（10

年後）（％） 
-8.2 -0.7 ― ― 

農業集落排水計画区域におけ

る汚水処理人口（普及率）（％） 
61.0 78.2 100 ○ 

浄化槽計画区域における汚水

処理人口（普及率）（％） 
24.5 62.6 43 × 

個人設置型浄化槽による処理

人口（人） 
9,549 9,851 9,791 × 

事例の内容 当該計画は、公共用水域の水質保全と、快適な生活環境の確保に努め、

農業生産環境の改善により、魅力ある農村社会の形成を推進するものであ

り、目標の達成度を測る指標として、上記 10指標を設定している。 

しかしながら、1指標（市全体の耕地面積減少率（10 年後））について

は、農業センサスの結果が公表されていないため、指標が測定できていな

い。 
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4 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

ＩＣから工業団地間の走行

時間（分） 
15 12 ― ― 

工業団地から工業団地間の

走行時間（分） 
37 34 34 ○ 

スマートＩＣから中心市街

地間走行時間（分） 
29 24 25 × 

観光入込客数（人） 13,202,700 13,862,835 13,144,500 × 

森林整備による地域環境の

改善 利用区域内における

森林整備面積（ha） 

1.6 6.5 14.8 ○ 

分譲率（％） 0 100 60 × 

事例の内容 当該計画は、市道及び林道を整備することで、産業地域と周辺地域のア

クセス強化を図り、森林地域の保全・活用に努めるとともに、近隣市との

連絡網の強化を図ることで道路ネットワークを充実させ、地域間交流を促

進し、人・モノ・情報が交流する魅力的でにぎわいのある都市を目指すも

のであり、目標の達成度を測る指標として、上記 6指標を設定している。 

しかしながら、1指標については、事業が完了していないことから、指

標が測定できていない。 
（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-イ-② 設定された指標のうち、国から委託等を受けた事業の報告に必要な

指標など一部しか測定していない例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18 年 7月 3日～22 年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

事業利用企業における雇入れ

数（名） 
0 1,278 1,457 ○ 

事業利用求職者数（名） 0 1,805 5,308 ○ 

事業利用企業数（社） 0 103 ― ― 

事業利用企業における雇入れ

数（社） 
0 88 ― ― 

事業利用求職者の地域内にお

ける就職件数（名） 
0 1,022 ― ― 

官民パートナーシップ確立の

ための支援事業への参加人数

（人） 

0 800 ― ― 
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自治会加入率（％） 64.6 70 ― ― 

地域活動への参加（％） 18.2 30 ― ― 

本市のＮＰＯ団体数（団体） 22 30 ― ― 

事例の内容 当該計画は、多様な異業種連携や産学官の協調により、地域の産業をけ

ん引していく人材の育成と雇用を創出することを図るものであり、目標の

達成度を測る指標として、上記 9指標を設定している。 

しかしながら、指標を測定しているのは、「地域提案型雇用創造推進事

業」を所管する厚生労働省への報告が必要である 2指標のみであり、下表

のとおり、残る 7指標のうち、3指標については、評価値を測定しておら

ず、また、4指標については資料が残っていないため、評価値を測定した

かどうかは不明である。 

 

表 評価値を測定していない理由 

指標 未測定の理由 

事業利用企業数 企業を対象とした事業でないた

め測定不能 事業利用企業における雇入れ数 
事業利用求職者の地域内における就

職件数 
厚生労働省に報告する必要がな

いため測定していない 

官民パートナーシップ確立のための

支援事業への参加人数 
資料不存在のため不明 自治会加入率 

地域活動への参加 
本市のＮＰＯ団体数 

 

2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18年 7月 3日～21年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

新規雇用者数（人） 0 158 55 × 

シルバー人材活用（人） 0 20 ― ― 

障害者雇用（人） 0 10 0 × 

工芸生産組合立ち上げ ― （設立） (未設立) × 

桑畑面積（㎡） 0 5,000 3,000 × 

養蚕農家の育成（戸） 0 10 0 × 

事例の内容 当該計画は、伝統工芸技術者やマーケティング技能者を育成することで

伝統工芸工房の集積を図り、雇用機会創出と観光拠点の構築を図るもので

あり、目標の達成度を測る指標として、上記 6指標を設定している。 

しかしながら、「地域提案型雇用創造推進事業」を所管する厚生労働省

への報告が必要である 1指標(新規雇用者数)及び 4 指標（障害者雇用、工
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芸生産組合立ち上げ、桑畑面積、養蚕農家の育成）は測定しているものの、

「シルバー人材活用」については評価値を測定していない。 

なお、当該市は、「シルバー人材活用」の評価値を測定していない理由に

ついて、資料がないため不明としている。 

3 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18年 7月 3日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

ＩＴ関連産業就業者数（人） 不明 7,000 ― ― 

ＩＴ関連企業数（社） 不明 70 ― ― 

先進・実践結合型ＩＴ産業人

材養成による育成人数（人） 
0 90 129 ○ 

モバイルサポート人材育成

による育成人数（人） 
不明 200 ― ― 

事例の内容 当該計画は、情報通信産業の持続的発展・集積を目指すとともに、雇用

の創出につなげることで地域の活性化を推進するものであり、目標の達成

度を測る指標として、上記 4指標を設定している。 

しかしながら、評価値を測定しているのは、支援措置に係る指標である

「先進・実践統合型ＩＴ産業人材養成による育成人数」のみであり、残り

3指標については、評価値を測定していない。 

なお、当該市は、「ＩＴ関連産業就業者数」、「ＩＴ関連企業数」及び「モ

バイルサポート人材育成による育成人数」の評価値を測定していない理由に

ついて、資料がないため不明としている。 

4 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 9月 20日～22年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

市商工業振興条例に基づ

く優遇制度の適用を受け

た企業の設備投資額（億

円） 

104.0 150.0 88 × 

社会動態の増減数（人） -1,938.0 現状維持 ― ― 

地域雇用創造推進事業を

利用する求職者等の就職

者数（人） 

0 658 637 × 

ハローワークの有効求人

倍率（倍） 
不明 

プラス 

0.2 倍 
― ― 

事例の内容 当該計画は、ＩＴ産業を担う技術者やＩＴビジネスを推進する人材の育

成等を図るものであり、目標の達成度を測る指標として、上記 4指標を設

定している。 
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しかしながら、下表のとおり、「社会動態の増減数」及び「ハローワー

クの有効求人倍率」の 2指標は、評価値を測定していない。 

 

表 評価値を測定していない理由 

指標 未測定の理由 

社会動態の増減

数 

計画には、「平成 18 年マイナス 1,938 人→平成

21 年現状維持」と記載されているのみで、基準年

が記載されておらず、かつ、指標の設定に係る積算

資料が保存されていないため、「平成 21 年現状維

持」が、平成 18 年と同じマイナス 1,938 人とする

ことを目標とするのか、平成 18年にマイナス 1,938

人となる前の平成 17 年の社会動態を目標とするの

か不明のため測定できなかった。 

ハローワークの

有効求人倍率 

支援施策「地域雇用創造推進事業」の遂行上必要

ないデータのため、把握していない。 
 

5 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20年 6月 25日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

事業メニュー別利用企業数・利

用者数 (雇用拡大メニュー )

（人） 

0 230 433 ○ 

事業メニュー別雇用者数(人材

育成メニュー)（人） 
0 240 245 ○ 

事業メニュー別雇用者数(就職

促進メニュー)（人） 
0 25 ― ― 

事業メニュー別利用企業数・利

用者数 (人材育成メニュー )

（人） 

0 545 528 × 

事業メニュー別利用企業数・利

用者数（就職促進メニュー）

（人） 

0 250 10,147 ○ 

事例の内容 当該計画は、光技術産業における専門的人材の育成、食品加工における

高付加価値化・新商品開発を担う人材の育成、誘致を進めているコールセ

ンターに対応した人材の育成、きめ細かな接客・接遇のできる観光人材の

育成を図るものであり、目標の達成度を測る指標として、上記 5指標を設

定している。 

しかしながら、「事業メニュー別雇用者数(就職促進メニュー)」につい

ては、計画作成時に指標の測定方法を検討しておらず、平成 20 年度に実

績が把握できないことを労働局へ相談した結果、次年度以降、当該指標の
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実績は把握しなくてもよいと回答を受けたため。評価値を測定していな

い。 

6 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18年 7月 3日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

新規企業立地数（輸送用機

器・光電子技術）（所） 
― 160 ― ― 

製造品出荷額の増加額（輸送

用機器・光電子技術）（億円） 

設定して

いない 
1,050 ― ― 

製造品出荷額（億円） 25,168 27,000 20,146 × 

事業所数（工業）（所） 5,350 6,500 2,323 × 

新規雇用創出数（輸送用機

器・光電子技術）（人） 
― 3,670 ― ― 

従業者数（工業）（人） 93,386 100,000 76,309 × 

中核リーダーの養成（人） 0 40 48 ○ 

システムアーキテクトの養

成（人） 
0 110 59 × 

創造的工学技術者の育成（人

/年） 
0 25 ― ― 

付加価値額（輸送用機器・光

電子技術）（億円） 
8,523 8,949 ― ― 

外国人研究者数（人） 67 100 ― ― 

外国人研究者が関わる産学

共同研究等の実施件数（件） 
34 50 ― ― 

事例の内容 当該計画は、製造業の再生を目指すものであり、目標の達成度を測る指

標として、上記 12指標を設定している。 

しかしながら、下表のとおり、7指標については、評価値を測定してい

ない。 

 

表 評価値を測定していない理由 

指標 未測定の理由 
新規企業立地数（輸送用機器・光電子技術） 測定方法不明のため測

定できなかった。 
また、工業統計の産業

分類と異なるため、工業

統計結果からも把握でき

ない。 

製造品出荷額の増加額（輸送用機器・光電

子技術） 
新規雇用創出数（輸送用機器・光電子技術） 
創造的工学技術者の育成 
付加価値額（輸送用機器・光電子技術） 
外国人研究者数 

詳細不明 外国人研究者が関わる産学共同研究等の

実施件数 
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7 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～26年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

文化環境への満足度（％） 56.6 75.0 50.7 × 

生産額の増加（億円） ― 2,850 ― ― 

国内外の企業誘致・創出（件） ― 700 ― ― 

コミュニティビジネス事業者

数（事業者） 
54 100 59 × 

雇用創出（人） ― 20,000 ― ― 

観光入込客数（万人） 1,642 2,000 1,740 × 

外国人延宿泊者数（人） 404,108 600,000 690,000 ○ 

当該市の美しさ評価（％） 54.6 70.0 76.5 ○ 

事例の内容 当該計画は、構造改革特区及び都市再生プロジェクトの取組との一体的

な運用を図りながら、地域経済の活性化と雇用の創造を図るものであり、

目標の達成度を測る指標として、上記 8指標を設定している。 

しかしながら、下表のとおり、3指標については、評価値を測定してい

ない。 
 

表 評価値を測定していない理由 

指標 未測定の理由 

生産額の増加 
目標値は、平成 15 年度に認定された構造改革特

別区域計画において示された「同特区計画の実施に

よりおおむね 10 年間で見込まれる区域内の経済的

社会的効果」の数値であり、基準値はない。また、

当該指標は、事後評価時において、測定方法が不明

として未測定となっていることから、評価値もな

い。 

国内外の企業誘

致・創出 

雇用創出 

 

8 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20年 6月 25日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

就職者数（国の支援措置）（人） 0 1,013 1,902 ○ 

就職者数（市独自展開事業）

（人） 
0 2,000 ― ― 

事例の内容 当該計画は、産業の振興と人材育成事業を実施して、地域経済の活性化

と大きな雇用創出を目指すものであり、目標の達成度を測る指標として、

上記 2指標を設定している。 

しかしながら、「就職者数（市独自展開事業）」については、市の各部局

において把握し評価しており、地域再生計画としての取りまとめまでは行

っておらず、評価値を測定していない。 
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9 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20年 7月 9日～25年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

人材養成数（プログラム修了者

数）（人） 
0 30 37 ○ 

陶器産業出荷額（市内専業窯元

推定額）（億円） 
10 11 ― ― 

事例の内容 当該計画は、陶器産業人材の育成及び産業振興を図るものであり、目標

の達成度を測る指標として、上記 2指標を設定している。 

しかしながら、「陶器産業出荷額（市内専業窯元推定額）」については、

組合から聴取して測定する予定であったが、当該組合が解散してしまい測

定が困難となったことから、評価値を測定していない。 

10 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18年 7月 3日～平成 21年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

月間有効求人数（人） 7,418 8,618 6,549 × 

事業所・企業新設率（％） 3.9 4.2 ― ― 

事例の内容 当該計画は、雇用の拡大と地域経済の活性化を図るものであり、目標の

達成度を測る指標として、上記 2指標を設定している。 

しかしながら、「事業所・企業新設率」については、事業所・企業統計調

査の結果を用いて新設数を測定しようとしていたが、当該調査は平成 18 年

度をもって終了したため、評価値を測定していない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

表 2-(3)-イ-③ 指標の評価値を測定し事後評価したかどうかについて、資料がなく

分からないとしている例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18年 7月 3日～23年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

市内の開業率が廃業率を

上回ること 
― ― ― ― 

市内の製造品出荷額が

1,500 億円を超えること

（億円） 

1,316 1,500 ― ― 

市内の耕作放棄地面積が

100ha 未満となること

（ha） 

101.16ha 100 ― ― 
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事例の内容 当該計画は、大学の知見を活用し、地元事業者との共同研究開発事業等

を推進するものであり、目標の達成度を測る指標として、上記 3指標を設

定している。 

しかしながら、当該市は、地域再生計画で設定した指標の評価値を測定

し事後評価を行ったかについて、資料紛失のため不明としている。 

2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 7月 4日～21年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

総事業費（億円） ― 74 ― ― 

施設稼働後の経済効果（事業開

始後の年商）（億円） 
― 65 ― ― 

施設整備段階における新規雇

用（建設に伴う雇用）（人） 
― 68,000 ― ― 

施設稼働段階における新規雇

用（店舗開業に伴う新規雇用）

（人） 

― 600 ― ― 

事例の内容 当該計画は、ＩＴ産業や卸売業等の誘致を推進するものであり、目標の

達成度を測る指標として、上記 4指標を設定している。 

しかしながら、指標の評価値を測定し事後評価を行ったかについて、詳

細は不明である。 

3 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19年 9月 20日～22年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

観光業の雇用創出数（人） 0 94 ― ― 

情報通信業の雇用創出数（人） 0 252 ― ― 

製造業の雇用創出数（人） 0 29 ― ― 

事例の内容 当該計画は、エコツーリズム等を推進し、観光と連携した地域振興を図

るとともに、企業誘致を進めている情報通信産業（コールセンター、コン

テンツ産業等）向けの人材養成を図るオペレーターの育成事業などを行

い、雇用確保と産業振興を図るものであり、目標の達成度を測る指標とし

て、上記 3指標を設定している。 

しかしながら、当該市は地域再生計画で設定した指標の評価値を測定し

事後評価を行ったかについて、資料が保存年限を経過し、廃棄したため不

明としている。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(3)-イ-④ 交付終了時の見込みの状況を推計して評価し、翌年度以降に確定値

を求めるためのフォローアップを実施し評価するとしているものの、

実際は実施していない例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

公共施設の利用人数（人/

年） 298,000 548,000 
352,000 

（見込み） 
― 

地域への回遊人数（人/年） 3,500 16,000 
3,900 

（見込み） 
― 

地域内におけるイベント

会議開催件数（件/年） 
150 250 

300 

（見込み） 
― 

事例の内容 当該市は、平成 24年 2 月に実施した事後評価において、全ての評価指

標の値を見込み値とし、翌年度以降に確定値を求めるためのフォローアッ

プを実施することとしていたが、実施していない。 

当該市は、施設整備や公園整備等の事業が完了後、施設の運営・管理を

別の部署が担当することになったが、当該計画の策定や国土交通省への手

続に従事した者がおらず、フォローアップを実施する必要があるとの認識

がなかったとしている。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

まちなか環境に対する満足

度（％） 
38 65 

45 

（見込み） 
― 

まちなか歩行者の増加（人/

日） 
69,353 78,000 

31,272 

（見込み） 
― 

地区内定住人口の増加（人） 4,326 4,700 
5,641 

（見込み） 
― 

商品販売額の増加（億円/年） 750 850 
781 

（見込み） 
― 

歩行空間に対する満足度

（％） 58 87 
88 

（見込み） 
― 

事例の内容 当該市は、平成 23年 2 月に実施した事後評価において、全ての評価指

標の値を見込み値とし、翌年度以降に確定値を求めるためのフォローアッ

プを実施することとしていたが、業務多忙として実施していない。 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～22年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

地区の現況に対する満足度調

査（％） 
14 20 

11 

（見込み） 
― 
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住民活動参加者数の向上（人/

回） 
35 45 

40 

（見込み） 
― 

老朽住宅率（％） 60 30 24 ○ 

事例の内容 当該市は、平成 24年 2月に実施した事後評価において、次の 2指標の

値を見込み値としており、翌年度以降に確定値を求めるための、フォロー

アップを実施することとしていたが、実施していない。 

 

① 地区の現況に対する満足度調査 

当該指標は、平成 21年 6月､地区内の住民及び事業者を対象にアンケ

ート調査を実施しており、その時点では、事業（土地区画整理事業、道

路整備、鉄道駅の高架化等）が実施中であることから、完成予想図等を

添付して調査を実施し、見込み値での事後評価は行っているものの、フ

ォローアップは実施していない。 

当該市は、土地区画整理事業等が完了しておらず、上記のアンケート

調査を実施しても、事後評価と同様に見込み値で行うことになるため、

毎年度先送りにしているが、平成 28 年度には事業が完了する見込みで

あり、その後にフォローアップを実施する予定であるとしている。 

② 住民活動参加者数の向上 

当該指標は、計画最終年度の平成 21 年 7 月頃に開催予定の「まちづ

くりの会」の総会参加者数を事後評価の評価値とすることとしていた。 

しかし、同会長の体調不良、土地区画整理事業に対する訴訟の審理の

長期化等のため、役員会が平成 21 年 8 月に開催されたのみで総会は開

催されなかった。 

このため、事後評価（平成 21 年 12 月）における評価値は、「事業の

進捗により、まちづくりの機運が高まり参加者の増加が見込まれる」と

の推測のみで、基準値の 35人から 5人増加の 40人とした｡ 

当該市は、「まちづくりの会」が土地区画整理事業を推進する当初の

役割を終えていることや、会員（地権者）の高齢化、地区外への転出等

もあり、総会は平成 16年 12 月以降開催されておらず、総会の参加者数

の測定を事業完了後のフォローアップ時に行うことはますます困難な

状況になると考えられ、計画期間途中で指標を見直すべきであったとし

ている。 

4 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

地区浸水世帯（棟） 198 0 
0 

（見込み） 
― 

地区内消防利水範囲（ha） 2 9 9 ○ 

自主防災組織の設立（地区） 0 2 2 ○ 
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公園利用世帯数（世帯） 0 239 
202 

（見込み） 
― 

事例の内容 当該市は、平成 25年 3月に実施した事後評価時点では、「地区浸水世帯」

及び「公園利用世帯数」は、25 年 4 月に調査を行い、確定値とするとし

ていたが、①上記 2指標の見込み値は、工事が完了すれば、そのまま確定

値になり、改めてフォローアップをして目標値の達成状況を確認する必要

はなかったこと、②公園利用世帯数はフォローアップをしても数値は変わ

らないことなどを理由に、実施していない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

【参考】 社会資本総合整備計画の事後評価と併せて事後評価するとして、都市再生

整備計画の事後評価を実施していない例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

当該地区における都市計画道

路の概成整備率（％） 
75 90 ― ― 

当該地区と高速ＩＣ間との自

動車所要時間（短縮時間）（分） 
10 8 ― ― 

交通事故件数（件） 225 180 ― ― 

まちづくり活動・会合等の開催

回数（回/年） 
1 6 ― ― 

事例の内容 当該市では、平成 22 年度にまちづくり交付金が社会資本整備総合交付

金に統合されたことに伴い、平成 22年 12月に社会資本総合整備計画（計

画期間：平成 22年度～27年度）を作成し、本都市再生整備計画を含む 4

事業を基幹事業として位置付けた。 

社会資本総合整備計画に位置付けられた都市再生整備計画事業の事後

評価については、都市再生整備計画が先行して終了した場合、社会資本総

合整備計画の最終年度又は最終年度後に一緒に行うことも可能とされて

おり、当該市は、社会資本総合整備計画の計画期間終了後に実施予定であ

る事後評価の中で扱うこととしたとしている。 

このため、既に都市再生整備計画が終了しているにもかかわらず、社会

資本総合整備計画が終了するまで、事後評価が行われていない。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

当該地区における緊急輸送道

路又は広域避難路に指定され

ている道路の概成整備率（％） 

91 100 ― ― 

交通事故件数（件） 206 165 ― ― 
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事例の内容 当該市では、平成 22 年度にまちづくり交付金が社会資本整備総合交付

金に統合されたことに伴い、平成 22年 12月に社会資本総合整備計画（計

画期間：平成 22年度～27年度）を作成し、本都市再生整備計画を含む 4

事業を基幹事業として位置付けた。 

社会資本総合整備計画に位置付けられた都市再生整備計画事業の事後

評価については、都市再生整備計画が先行して終了した場合、社会資本総

合整備計画の最終年度又は最終年度後に一緒に行うことも可能とされて

おり、当該市は社会資本総合整備計画の計画期間終了後に実施予定である

事後評価の中で扱うこととしたとしている。 

このため、既に都市再生整備計画が終了しているにもかかわらず、社会

資本総合整備計画が終了するまで、事後評価が行われていない。 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

地区の幹線道路の渋

滞損失時間の削減率 

1.0 
（788,361.04人・時間

/㎞・年） 
0.9 ― ― 

交通事故件数（件） 354 283 ― ― 

当該地区における環

状型道路ネットワー

クとして機能する道

路の整備率（％） 

61 71 ― ― 

事例の内容 当該市では、平成 22 年度にまちづくり交付金が社会資本整備総合交付

金に統合されたことに伴い、平成 22年 12月に社会資本総合整備計画（計

画期間：平成 22 年度～27 年度）を作成し、本都市再生整備計画を含む 4

事業を基幹事業として位置付けた。 

社会資本総合整備計画に位置付けられた都市再生整備計画事業の事後

評価については、都市再生整備計画が先行して終了した場合、社会資本総

合整備計画の最終年度又は最終年度後に一緒に行うことも可能（必ずし

も、社会資本整備総合交付金の交付期間の途中で実施する必要は無い）と

されており、当該市は、社会資本総合整備計画の計画期間終了後に実施予

定である事後評価の中で扱うこととしたとしている。 

このため、既に都市再生整備計画が終了しているにもかかわらず、社会

資本総合整備計画が終了するまで、事後評価が行われていない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-イ-⑤ 見込み値で実施した事後評価結果と確定値で実施したフォローアッ

プ結果に乖離が生じているにもかかわらず、事後評価結果のみ公表し

て、フォローアップ結果を公表していない例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 
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目標（指標） 

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

生活道路等の整備状況に対す

る満足度（％） 
47.4 50.1 41.6 × 

公園・緑地等の整備状況に対す

る満足度（％） 
10.2 25.7 33.3 ○ 

来街者満足度（％） 22 30 21 × 
地域交流センターの利用者数

（人/年） 
21,947 34,660 32,812 × 

歩行者通行量（人） 2,942 2,383 2,537 × 
事例の内容 当該市では、事後評価時点において、事業が未完了であるとして、表 1

のとおり、見込み値により評価を行い、事業完了後のフォローアップにお

いて改めて確定値を測定して評価を行っている。 
 

表 1 見込み値の測定方法 

指標 見込み値の測定方法 

生活道路等の整備状況

に対する満足度 

簡易調査として完成後イメージパース等を用

いた街頭アンケートを実施 

公園・緑地等の整備状

況に対する満足度 

簡易調査として完成後イメージパース等を用

いた街頭アンケートを実施 

来街者満足度 
簡易調査として完成後イメージパース等を用

いた街頭アンケートを実施 

地域交流センターの

利用者数 

施設が未完成のため、市内の近しい状況にあ

る施設の建替え前後の利用者数動向により、

見込み値を算出 

歩行者通行量 

本指標に係る事業の大半が未完了であるた

め、過年度の調査結果及び他の通行量調査に

よる類似地点での調査結果に基づき算出 
 

しかしながら、表 2 のとおり、見込み値と確定値には乖離が生じており、

実際には目標が達成できていない指標があるにもかかわらず、フォローア

ップ結果は公表されていない。 

なお、当省の調査後に当該フォローアップ結果は公表された。 
 

表 2 見込み値及び確定値の結果 

指標 基準値 目標値 
見込み値 

(a) 

確定値 

(b) 

差異 

(b-a) 

生活道路等の整備状

況に対する満足度 
47.4 50.1 65.8 41.6 -24.2 

公園・緑地等の整備状

況に対する満足度 
10.2 25.7 56.2 33.3 -22.9 

来街者満足度 22 30 30 21 -9 

地域交流センターの

利用者数 
21,947 34,660 39,316 32,812 -6,504 

歩行者通行量 2,942 2,383 2,278 2,537 259 
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2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

駅周辺のまちの魅力度（西側）

（％） 
16.2 28.3 20.8 × 

駅周辺のまちの魅力度（東側）

（％） 
7.1 14.3 25.7 ○ 

地域交流センターの利用者数

（人/年） 
43,031 45,079 46,785 ○ 

ワークショップ等への住民参

加人数（人） 
265 600 733 ○ 

事例の内容 当該市では、事後評価時点において、事業が未完了であるとして、表 1

のとおり、3指標については、見込み値により評価を行い、事業完了後の

フォローアップにおいて改めて確定値を測定して評価を行っている。 
 

表 1 見込み値の測定方法 

指標 見込み値の測定方法 

駅周辺のまちの魅力度（西側） 
簡易調査として完成後イメージパース

等を用いた街頭アンケートを実施 

駅周辺のまちの魅力度（東側） 
簡易調査として完成後イメージパース

等を用いた街頭アンケートを実施 

地域交流センターの利用者数 

施設が未完成のため、市内の近しい状

況にある施設の建替え前後の利用者数

動向により、見込み値を算出 
 

しかしながら、表 2 のとおり、見込み値と確定値には乖離が生じており、

実際には目標が達成できていない指標があるにもかかわらず、フォローア

ップ結果は公表されていない。 

なお、当省の調査後に当該フォローアップ結果は公表された。 
 

表 2 見込み値及び確定値の結果 

指標 基準値 目標値 
見込み値 

(a) 

確定値 

(b) 

差異 

(b-a) 

駅周辺のまちの魅

力度（西側） 
16.2 28.3 42.8 20.8 -22.0 

駅周辺のまちの魅

力度（東側） 
7.1 14.3 49.4 25.7 -23.7 

地域交流センター

の利用者数 
43,031 45,079 77,000 46,785 -30,215 

 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(3)-イ-⑥ 指標の測定が適切に行われておらず、効果の把握ができていない例 

表 2-(3)-イ-⑥-ⅰ 歩行者通行量について、測定方法が適切ではない例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

中心街の通行人数（人/年） 221,188  243,300  135,359  × 

総合運動公園内客数（人/年） 124,943  162,400  144,694  × 
市民プールの利用者数（人/

年） 
0  8,000  1,280  × 

総合運動公園に対する満足度

（％） 
38  60  31  × 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 4指標を設定してい

る。 

上記指標のうち、「中心街の通行人数」については、基準値及び評価値

のいずれも実測調査の結果によるものではなく、地区人口や通学生徒等数

に、推測のみに基づき設定した推定通行率、買い物・ウォーキング率等を

掛けるなどして算出されたものであり、必ずしも実態を反映した値となっ

ておらず、事業の効果を適切に測ることができていない。 

当該市は、基準値等の実測調査を行わなかった理由は不明であるが、中

心街において通行人数の実測調査を行い、その結果得られた数値を使用す

べきであったとしている。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～29年 3月 31日 

（交付期間：平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日） 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

商店街歩行者通行量 248,509 275,000 229,185 × 

観光文化施設入場者数 825,807 1,000,000 1,589,925 ○ 

計画区域内居住人口 33,820 34,000 34,200 ○ 
事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 3指標を設定してい

る。 

上記指標のうち、「商店街歩行者通行量」について、当該市は平成 23

年度以降、通行量調査の実施時期を従前の 8月から 10 月に変更したため、

同じ条件で測定できないとして、8 月に簡易調査（5 地点）を実施した。

しかし、調査担当部局との事前調整が適切に行なわれなかったことから、

この簡易調査の 5地点の中に、基準値の測定地点「旧商業施設前」が含ま

れていなかった。 

このため、当該市は、基準値と評価値を比較した正確な評価ができない

として、当該計画の事後評価及びフォローアップ評価では、「旧商業施設
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前」の代わりに、近くの測定地点「商業ビル前」を採用している。 

しかしながら、単に基準値と評価値で測定地点が異なっているだけでは

なく、下表のとおり、「商業ビル前」の基準年度の通行量は、「旧商業施設

前」よりも 1割以上多いため、代替できるものではない。 

 

表 基準値及び評価値の測定結果 

基準値（平成 18年 8月） 評価値（平成 23年 8月） 

測定地点 歩行者通行量 測定地点 歩行者通行量 

遊戯施設前 36,820 遊戯施設前 31,933 

ビル前 49,169 ビル前 40,271 

旧商業施設前 64,021 商業ビル前 69,275 

広場前 65,268 広場前 57,439 

スポーツ店前 33,231 スポーツ店前 30,267 

合計 255,652 合計 229,185 

商業ビル前 71,164 旧商業施設前 測定していない 
 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

駅東地区定住人口（人） 207 900 142 × 

駅東口来客者数（人/年） 0 200,000 293,932 ○ 

事業満足度（％） 15 70 57 × 
事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 3指標を設定してい

る。 

上記指標のうち、「駅東口来客者数」については、計画作成時には駅東

口が開設されていなかったため、基準値 0 人（16 年度）とし、想定して

いた地区内居住人口、周辺人口等に基づいて、年間来客者数の目標値を

200,000人（22年度）と設定している。 

当該市は、駅東口開設後の平成 22年 7 月の平日及び休日の 2日間、地

区内に新設された商業施設の入口等計 5か所で通行者数を測定し、年間来

客者数を算出した結果、目標値を約 47％上回る実績値（293,932 人/年）

となり、当該指標に係る目標を達成したと評価している。 

しかしながら、当該指標に係る評価値の測定は、来客者数が少ない閑散

期（2 月等）には実施しておらず、年間を通じて比較的来客者数が多い繁

忙期（ボーナス商戦時期及び夏休み開始時期）のみ実施した結果を基に推

計していることから、適切な評価となっていない（過大な評価となってい

る）可能性があると考えられる。 

また、当該指標については平成 22 年度以外に測定しておらず、その増

減傾向は不明である。 
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4 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

中央商店街通行量（平日・休日） 

（人/日） 
8,423 9,600 8,820 × 

街なかエリア居住人口（人） 1,758 1,850 1,774 × 

観光文化施設入場者数（人/年） 111,449 131,000 149,059 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 3指標を設定してい

る。 

上記指標のうち、「中央商店街通行量」については、平成 19年度に 8,423

人/日（基準値）であったものを 24 年度に 9,600 人/日に増加させること

を目標としている。 

基準値及び評価値はいずれも平日及び休日の各 1 日に測定した歩行者

通行量の平均値を採用しているが、測定時期は、基準年度である平成 19

年度が 7月下旬であったものを、20年度から 22年度までは 6月下旬から

7 月上旬までに（ただし、平成 22 年度の休日の測定は、測定日が雨天だ

ったため 7月下旬に実施）、23年度以降は 5月下旬に変更されている。 

当該市は、5 月下旬は 6 月や 7 月に比べ降雨の可能性が低く、また、7

月中旬以降に中央商店街で開催されるイベント等特殊要因の影響が少な

いことから、平成 23年度以降は測定日を 5 月下旬に変更したとしている。 

当該指標は、目標を達成していないものの、測定時期を 5月下旬とした

平成 23年度から 25年度までは全て基準値を上回っている。 

しかしながら、この増加理由が事業効果によるものか、下表のとおり測

定時期や測定日の天候状況が統一されていないことによるものか、判断が

困難となっている。 

 

表 歩行者通行量に係る測定時期、天候及び測定値      

 (単位：人/日) 

区分 
平成 

19年度 20年度 21 年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 

測定日

(平日) 

7/20 

(雨のち

曇り) 

6/27 

(晴) 

7/3 

(曇りのち

小雨) 

6/25 

(雨一時

曇り) 

5/20 

(晴れ夕方

曇り) 

5/25 

(雨のち

曇り) 

5/24 

(快晴) 

測定日 

(休日) 

7/22 

(曇り

時々晴) 

6/29 

(晴のち

小雨) 

7/5 

(曇りのち

小雨) 

7/25 

(晴) 

5/22 

(雨のち曇

り） 

5/27 

(晴) 

5/27 

(晴) 

測定値 8,423 
8,251 6,183 7,502 8,936 8,466 8,820 

基準値よりも少ない 基準値よりも多い 
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5 計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 19年 2月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

路面電車市内線一日平均乗車

人数（人） 
10,016 13,000 11,476 × 

中心商業地区の歩行者通行量

（日曜日）（人） 
24,932 32,000 27,407 × 

中心市街地の居住人口（人） 24,099 26,500 23,507 × 
事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標として上記 3指標を設定してい

る。 

上記指標のうち、「中心商業地区の歩行者通行量（日曜日）」について、

平成 18年 8月（日曜日）に 1日測定した値を基準値として採用し、19年

も同様の方法で 8 月に 1 日だけ測定していた。しかし、平成 20 年は 11

月にも測定したところ、同年 8月の調査結果よりも 10.8％増加しており、

歩行者通行量は天候やイベントの内容に影響を受けやすいことから、より

正確な実態を把握するため、21 年以降は各年 3 月、5 月、8 月及び 11 月

の計 4回測定することとした。 

第 1期計画の目標値は、平成 18年 8月の基準値を基に、23年 8月の状

況を想定して設定されているものの、第 1期計画の事後評価（最終フォロ

ーアップ）では、18年から 20年までは 8月に測定した値、21年以降は年

4 回測定した平均値を採用している。平成 21 年以降の評価値は、下表の

とおり、各年 8月の値に比べて最大 4,971人の差があり、過大な評価とな

っている。 

なお、次期計画では、各年 3月、5月、8月及び 11月の計 4 回測定し、

その平均値で一貫して採用することとしている。 

 
 

表 歩行者通行量の推移 

              (単位：人) 

区分 平成18年 19年 20年 21年 22年 23年 

事後評価（a） 24,932 26,105 25,328 23,673 25,126 27,407 

各年 8月（b） 24,932 26,105 25,328 23,354 20,155 22,773 

差（a－b） 0 0 0 319 4,971 4,634 
 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-イ-⑥-ⅱ 満足度指標について、測定方法が適切ではない例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

駅利用者数（人/日） 1,000 3,100 5,288 ○ 
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人口の定着（人） 22,900 24,600 28,836 ○ 

産学連携交流センターの入

居率（％） 
― 60.0 100.0 ○ 

まちの魅力度（％） ― 50.0 93.4 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして「まちの魅力度」

を設定し、目標を達成するために土地区画整理、産学連携交流センター・

地域交流センター等の整備を行った。結果は、目標を大きく上回って達成

し、当該市では「地区の魅力が向上した」と評価している。 

しかしながら、評価値を測定するためのアンケート調査は、当該計画で

整備した地域交流センターのオープンイベントの参加者に対し、「本地区

の魅力は高まったと思いますか」と質問しているものであり、評価値の結

果が高まりやすい方法で測定されている。 

なお、当該市の事後評価委員会は、「誰を対象に実施するかで全く違う

結果も出るので、次回の計画策定時に指標として使用する際は、よく検討

する必要がある」と指摘している。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

居住環境満足度（％） 55 70 68.0 × 

景観形成建築物等件

数（件） 
143 170 162 × 

地域来訪観光客数（人

/年） 
3,790,000 4,200,000 4,365,000 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして、「居住環境満足

度」を設定している。 

「居住環境満足度」の測定方法をみると、表 1のとおり、基準値を設定

するための平成 17年度のアンケート調査では 8つの設問の回答を集計し

ているが、評価値を測定するための 22年度のアンケート調査では、17年

度のアンケート調査と同じ 7つの設問に加え、6つの設問を追加し、合計

13 の設問の回答を集計しており、基準値と評価値の測定方法が異なって

いる。 

平成 17年度のアンケート調査及び 22 年度のアンケート調査において、

共通する設問について集計すると、表 2のとおり、17年度が 59.7％、22

年度が 65.4％となり、当該市が 55％から 68.0％に「居住環境満足度」が

上昇したと評価しているほどの効果は上がっていない。 

また、アンケート調査の集計では、肯定又は否定が明らかでない「どち

らでもない」と回答したものが肯定的な回答として集計されており、「ど

ちらでもない」を含めずに集計すると、表 3のとおり、17年度が 44.5％、

22年度が 44.1％となっており、効果は上がっていない。 
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表 1 平成 17年度及び 22年度アンケート調査の設問内容 

平成 17年度アンケート調査の設問 平成 22年度アンケート調査の設問 

問12 日用品の買い物に不自由を

感じることはありますか？ 

問 13 騒音や悪臭など、環境の変

化を感じることはありますか？ 

問14 近隣の人同士集えるような

施設や機会はありますか？ 

問15 バスや電車の利用について

不便を感じることはありますか？ 

 

問17 火災等の災害に対する不安

を感じることはありますか？ 

問18 公園や散策路などの整備は

行き届いていると思いますか？ 

問19 公共施設の利用にあたり不

自由を感じることはありますか？ 

 

 

問 20 夜間の歩行で不安（不便）

を感じることはありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問11 日用品の買い物に不便を感

じることはありますか？ 

対応する設問なし 

 

問7 近隣の人同士集えるような施

設や場所はありますか? 

問9 路線バスや電車の利用にあた

り不便を感じることはあります

か? 

問5 火災等の災害に対する不安を

感じることはありますか? 

問6 公園や散策路などの整備は行

き届いていると思いますか? 

問10 公共施設(市役所､銀行･郵便

局､教育･文化施設等)の利用にあ

たり不便を感じることはあります

か？ 

問 8 夜間､街を歩いていて不安や

歩きづらさを感じることはありま

すか? 

 

【新たに追加】 

問1 現在のお住まいに満足してい

ますか? 

問2 現在の場所に今後も住み続け

たいですか? 

問 3 当該地区の街並み･景観に対

して誇り(自慢に思うこと)を持っ

ていますか? 

問 4 当該地区を取り巻く､生活環

境に不快や不便を感じることはあ

りますか? 

問15 当該地区では､近年さまざま

な都市環境整備(道路､街路灯､公

園等の整備)を進めてきましたが､

以前と比べて､街の様子に変化を

感じられましたか? 
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問16 お住まいや地区全体をみて、

今の住み心地はどうですか？ 

計 8問 計 13問 

 

表 2 平成 17年度及び 22年度アンケート調査結果の比較 

平成 17年度アンケート調査結果 平成 22年度アンケート調査結果 

設問 

有効回

答者数 

（人） 

回答者

数（人） 

回答率 

（％） 
設問 

有効回

答者数 

（人） 

回答者

数（人） 

回答率 

（％） 

問 12 619 396 64.0 問 11 540 295 54.6 

問 14 619 306 49.4 問 7 536 382 71.3 

問 15 619 496 80.1 問 9 539 367 68.1 

問 17 619 310 50.1 問 5 543 333 61.3 

問 18 619 399 64.5 問 6 515 411 79.8 

問 19 619 404 65.3 問 10 524 441 84.2 

問 20 619 274 44.3 問 8 542 216 39.9 

計 4,333 2,585 59.7 計 3,739 2,445 65.4 

 

表 3 平成 17 年度及び 22 年度アンケート調査結果の比較（「どちらでも

ない」と回答した者を除く） 

平成 17年度アンケート調査結果 平成 22年度アンケート調査結果 

設問 

有効回

答者数

（人） 

回答者

数（人） 

回答率 

（％） 
設問 

有効回

答者数

（人） 

回答者

数（人） 

回答率 

（％） 

問 12 619 355 57.4 問 11 540 230 42.6 

問 14 619 185 29.9 問 7 536 231 43.1 

問 15 619 440 71.1 問 9 539 272 50.5 

問 17 619 220 35.5 問 5 543 207 38.1 

問 18 619 251 40.5 問 6 515 256 49.7 

問 19 619 249 40.2 問 10 524 309 59.0 

問 20 619 227 36.7 問 8 542 145 26.8 

計 4,333 1,927 44.5 計 3,739 1,650 44.1 
 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

定住者による満足度（％） 38 50 52 ○ 

区域内居住人口（人） 2,000 2,100 2,119 ○ 

まちづくりへの関心度（人/5年） 0 100 376 ○ 
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事例の内容 当該市では、目標の達成度を測る指標の一つとして、「定住者による満

足度」を設定しているが、次のとおり、基準値と評価値の調査対象が異な

っており、比較できるものとはなっていない。 

 

基準値：平成 17年度に全市民を対象とした「市民の声アンケート」を実

施し、「公共施設整備（生活道路）の満足度」について、全回答者

に占める「満足」及び「やや満足」と回答した者の割合 

評価値：土地区画整理事業区域内の居住者を対象に住民アンケートを実施

し、「公共施設整備（生活道路）の満足度」について、土地区画整

理事業区域内の回答者に占める「満足」及び「やや満足」と回答し

た者の割合 

4 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

歩行環境の満足度（％） 9.5 20.0 35.2 ○ 

用途地域の人口（人） 2,967 3,200 3,589 ○ 

公共施設の利用者数（人/年） 125,738 130,000 90,692 × 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして「歩行環境の満足

度」を設定し、事後評価方法書において、基準値を測定した際と同様にイ

ベントに併せてアンケート調査を実施するとしている。 

しかし、事後評価において、平成 23年 11月開催のまちづくり交付金評

価委員会に併せ、同年 9月に実施した地区内の自治会加入者を対象とする

アンケート調査により測定した満足度を評価値としており、基準値と評価

値の測定方法が大きく異なっていることから、比較できるものとはなって

いない。 

（注）当省の調査結果による。 
 
表 2-(3)-イ-⑥-ⅲ 市全域の実績のうち中心市街地のみの実績を指標として設定し

たが、計画期間中に基準値と同様の方法で測定し評価することが

困難となったにもかかわらず、指標を変更しないまま市全域の実

績をもって中心市街地の実績としている例 

計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 20年 7月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

 

 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

平日の歩行者通行量（人） 25,788 30,500 26,978 × 

鉄道駅一日乗降客数（人） 36,477 45,300 41,128 × 

エコシール年間受取枚数（枚） 400,000 500,000 719,193 ○ 
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事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして、「エコシール年間

受取枚数」を設定している。 

「エコシール年間受取枚数」は、中心市街地内のエコシール制度加盟店が、

利用客に配布するため、制度事務局から買い取ったエコシールの枚数により

達成状況の評価を行うこととしていたが、同制度が平成 21 年 6 月に廃止さ

れたことにより、これに基づく当該指標の達成状況の測定ができない状況と

なった。 

このため、当該市では、エコシールとは異なる「エコポイントの市内総付

与件数」を用いて評価値を算出し、目標を達成したとしている。 

しかしながら、この「エコポイント」は、中心市街地に限られておらず市

全域が付与対象となっているものであり、基準値と比較し評価できるものと

はなっていない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-イ-⑥-ⅳ その他、指標の測定方法が適切ではない例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

市道整備によるアクセス時間

の改善（分） 
15 5 5 ○ 

ＵＪＩターンの斡旋人数（累

計）（人） 
― 60 179 ○ 

農林業及び自然体験交流人口

（人） 
26,800 28,200 24,200 × 

間伐実施面積（ha） 440 460 558 ○ 
事例の内容 当該市は、当省の調査時点において、当初、「農林業及び自然体験交流

人口」について、ⅰ）基準値 26,800 人の算定方法及びⅱ）内閣府の「地

域再生計画における支援措置に関するアンケート調査」（平成 25年 4 月）

に対して回答した評価値 24,200人の算定方法が分からないとしていた。 

その後、算定方法について、改めて当該市が当該計画を共同で作成した

県に確認したところ、基準値の算定方法が判明し、これを基に平成 24 年

度の評価値の再計算を当該市に求めたところ 14,784 人となり、同アンケ

ート調査で回答した評価値は約 1万人過大となっていた。 

また、「間伐実施面積」についても、同アンケート調査に 558ha と回答

しているが、当該市が県に算定方法を確認し、これに基づいた値を当該市

に確認したところ正確な数値は 283㏊であり、過大に評価されていた。 

なお、「ＵＪＩターンの斡旋人数（累計）」については、当該市は算定方

法が不明としており、適切に測定されたものかどうか分からないものとな

っている。 
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2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

公園・緑地に対する満足度（％） 56 60 79 ○ 

都市計画道路の通過時間（分） 6 5 5 ○ 

地域コミュニティセンター年

間利用者数（人/年） 
8,486 12,000 15,364 ○ 

道路景観に対する満足度（％） 31 36 48 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして「公園・緑地に対

する満足度」を設定し、入り江を埋立て公園・緑地を整備する事業を実施

している。 

当該事業については、当該計画（平成 20年度～24年度）において、既

に公有水面の埋立に関する許認可手続が終わった南側区域を整備するこ

ととし、次期計画（平成 25年度～28年度）で残る北側区域を整備するこ

ととしていた。 

その後、平成 21 年当初になって、北側区域も、公有水面の埋立に関す

る許認可を取得できることになったことから当該市は、工事の効率的執行

の観点から、南北全区域を一体的に施工する計画変更（同年 3月）を行っ

ており、この計画変更により、当該計画で行う予定であった南側区域の上

物整備（公園・緑地整備）の時期を、次期計画に先延ばししている（南北

区域ともに、埋立は当該計画で、上物整備は次期計画でそれぞれ実施）。 

当該市は、予定どおり当該計画の最終年度（平成 24 年度）に事後評価

を行う必要があるのかどうか、また、実施する場合の手法について県に協

議した結果、公園・緑地の「完成予想図（イメージ図）」を住民に示して、

本事業に対する住民のニーズ及び今後の整備計画（内容）に対する住民の

満足度についてアンケート調査で把握する方法により、事後評価を行って

いる。 

しかしながら、このように計画当初に計画内容が大幅に変更された計画

については、「完成予想図（イメージ図）」を用いて事後評価を実施しても、

計画の効果を測定しているとは言えず、指標の変更について検討する余地

があったと考えられる。 

なお、当該市は、事後評価の実施方法について、国土交通省（地方整備

局）に相談したが、問題ないとの回答があったとしている。 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

交差点の渋滞長（m） 580 200 700 × 

従業者数（人） 11,800 13,300 11,509 × 

居住者数（人） 21,000 21,500 24,845 ○ 

「ふれあい広場」事業の参加者数

（人） 
1,000 2,000 2,288 ○ 
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事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして、「交差点の渋滞

長」を設定しているが、基準値は 3月に渋滞長を測定しているのに対し、

評価値は 6月に渋滞長を測定しており、季節変動の影響があるにもかかわ

らず測定時期が統一されていない。 

当該市は、事後評価書の作成に間に合わせるため、平成 23年 6 月に、

渋滞長の評価値の測定を実施したものであり、実施時期を統一しなければ

ならないという認識がなかったとしている。 

4 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19年 4月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

公共施設の利用人数（人/年） 298,000 548,000 
352,000 

（見込み） 
― 

地域への回遊人数（人/年） 3,500 16,000 
3,900 

（見込み） 
― 

地域内におけるイベント会議

開催件数（件/年） 
150 250 

300 

（見込み） 
― 

事例の内容 当該計画では、地域外から訪れる人の回遊性を高めたいとして、目標の

達成度を測る指標の一つとして「地域への回遊人数」を設定し、測定方法

は、地域内の寺院への参拝・観光人数を寺院からの聞き取りにより確認す

るとしている。 

しかし、当該市は、見込み値を測定する時点において、観光客を判断す

る方法が定義付けられておらず、観光客数の把握が困難であったとしてお

り、そもそも適切に測定できるものとはなっていない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-イ-⑦ 効果発現要因の分析内容が事実と異なる例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20年 4月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

駅南線の歩行者交通量（人/日） 4,196 4,620 3,298 × 
まちづくり活動の参加人数（人

/年） 
240 264 190 × 

地区内における低未利用地の

割合（ha） 
5.7 5.1 4.6 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして「駅南線の歩行者

交通量」を設定している。 

当該市は、「駅南線の歩行者交通量」が目標未達成である要因について、

当該地域からの人口流出等を理由に挙げているが、実際には下表のとおり、

当該地域の人口は増加しており、原因分析が不十分なものとなっている。 
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このことについて、当該市は、事業効果分析調査を委託した業者からの

成果物の確認が不十分であったとしている。 

 

表 当該地区の居住者数  

    (単位：人) 

区分 平成 20年 21年 22年 23年 24年 

居住者数 16,648 16,919 17,287 17,746 18,607 
 

2 計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 20年 7月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

中心市街地の小売年間販売額

（億円） 
816.59 869.39 709.80 × 

中心市街地の歩行者・自転車通

行量（人） 
50,260 51,000 48,332 × 

市街への観光客入込数（万人） 365 372 383 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして、「中心市街地の

歩行者・自転車通行量」を設定している。 

当該計画の事後評価（最終フォローアップ）において、歩行者・自転車

通行量の目標達成に寄与する主要事業であるバリアフリー化施設等整備

事業（民間バス事業者の低床バス買い替え支援（購入費補助））について

は、低床バスの導入により 3,823人の歩行者・自転車通行量の増加に寄与

したと説明されている。 

しかし、当該市に確認したところ、計画期間中には、バリアフリー化施

設等整備事業の導入実績は確認できず、当該事後評価の内容は、事実関係

を十分確認しないまま記載されたものであった。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-イ-⑧ 歩行者通行量について、あらかじめ予備日を設定している例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～23年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

都市計画道路の通行者数(人/

日) 
1,027 1,283 1,292 ○ 

来街者数(人) 1,255 1,255 872 × 

商業年間販売額(百万円) 24,689 24,689 25,568 ○ 
事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして「都市計画道路の

通行者数」を設定している。 

当該市が設定している「都市計画道路の通行者数」の測定方法を調査し
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たところ、平日 1日の歩行者数を測定することとしているが、天候による

影響を考慮し、荒天の場合の予備日をあらかじめ設定している。 

2 計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 20年 7月 1日～26年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

中心市街地における歩行者・

自転車通行量(人/日) 
7,000  9,000  7,476  × 

中心市街地における都市福利

施設の利用者数(人/年) 
77,000 93,000 117,009 ○ 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして、「中心市街地に

おける歩行者・自転車通行量」を設定している。 

当該市が設定している「中心市街地における歩行者・自転車通行量」の

測定方法を調査したところ、土曜日 1日の歩行者数を測定することとして

いるが、天候による影響を考慮し、雨天の場合の予備日をあらかじめ設定

している。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-イ-⑨ 歩行者通行量について、次期計画では年 4 回測定し、その平均値を

用いることとしている例 

計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 19年 2月 1日～24年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

路面電車市内線一日平均乗車人数

(人) 
10,016 13,000 11,476 × 

中心商業地区の歩行者通行量(日

曜日)(人) 
24,932 32,000 27,407 × 

中心市街地の居住人口(人) 24,099 26,500 23,507 × 
事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして、「中心商業地区の

歩行者通行量（日曜日）」を設定しており、当初各年 8 月(日曜日)に 1 日だ

け測定した値を使用することとしていた。 

しかし、歩行者通行量は天候やイベントの内容に影響を受けやすいことか

ら、より正確な実態を把握するため、次期計画では、各年 3 月、5 月、8 月

及び 11月の計 4回測定し、その平均値を用いることとしている。 

（注）当省の調査結果による。 

  
表 2-(3)-イ-⑩ 目標値に達しなかった要因が適切に把握されていない例 

1 計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 19年 5月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

歩行者通行量(人) 59,219 84,600 49,328 × 
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「夜間人口」(居住人口)(人) 7,575 8,025 8,619 ○ 

「昼間人口」(従業者数)(人) 33,483 34,383 35,243 ○ 
事例の内容 当該計画の目標の達成度を測る指標の一つとして設定している歩行者

通行量は、天候等の影響を受けるなど、測定方法に注意が必要な指標であ

る。 

事後評価では、歩行者通行量の目標値が達成しなかった主な理由とし

て、測定日の悪天候やイベントの有無を挙げており、要因が適切に把握さ

れていない。 

 

【事後評価結果】 

平成 24 年度の通行量調査において、基準値である 59,219 人を約 1

万人下回る結果となり、最終的に目標値を達成することはできなかっ

た。平成 23年度までは、基準値を下回ることはなかったが、24 年度の

調査日は、全くイベントがなく、夕方から雷雨だったこともあり、大幅

に減少した。 

2 計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 19年 11月 1日～25年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

居住人口(人) 12,268 12,800 12,407 × 

空き店舗数（店） 55 46 68 × 
歩 行 者 通 行 量 ( 駅 周 辺 地

区)(人) 
13,732 14,400 12,428 × 

歩行者通行量 (城跡周辺地

区)(人) 
1,715 1,800 1,884 ○ 

文化施設の入込み客数(人) 150,984 169,000 156,782 × 
事例の内容 当該計画の目標の達成度を測る指標の一つとして設定している歩行者

通行量は、天候等の影響を受けるなど、測定方法に注意が必要な指標であ

る。 

当該計画では、7月下旬から 8月上旬の平日 2日間の平均値を評価値と

する方法で評価していたところ、事後評価では目標を達成することができ

なかったが、当該市は、目標未達成の理由を、評価年度である平成 24 年

度の調査日が両日とも例年よりも気温が高く、猛暑であったためとしてお

り、要因が適切に把握されていない。 

当該市では、次期計画（中心市街地活性化基本計画（平成 25年 5月～

30年 3 月））でも「歩行者通行量」を指標に設定しているが、猛暑を避け

るために測定時期を 10 月に変更しているものの、特に予備日等を設定し

ているわけではないことから、依然として降雨等の天候による影響を受け

る可能性がある。 
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なお、当該市では、予算に限りもあるため、測定日の予備日を設ける等

の対応は行っていないとしている。 

 

【事後評価結果】 

「市民ふれあい広場整備（地域生活基盤施設）」等の一部事業は計画

どおり進捗しなかったものの、「生協病院移転整備」等の他の事業はお

おむね予定どおり進捗・完了した。歩行者通行量は、平成 20 年度以降

緩やかに減少していたが、23年度には 14,606人となり目標値を 206 人

上回った。しかし、目標年度である平成 24年度は猛暑の影響もあり（調

査日の最高気温は 37.3 度）、計画期間中で最も少ない 12,428 人と目標

値を 1,972人下回る結果となった（基準値も下回った）。 

（注）当省の調査結果による。 

  

表 2-(3)-イ-⑪ 歩行者通行量について、目標を達成した要因が適切に把握できてい

ない例 

計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18年 4月 1日～21年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

来街者数 (人/日) 0 486 341 × 

歩行者数 (人/日) 626 650 770 ○ 

交流人口数（観光情報センター来

館者数）(人/日) 
43.9 50 54.5 ○ 

事例の内容 当該計画の目標の達成度を測る指標の一つとして設定している「歩行者

数」は、平成 17年 3月 28日に実施された「商店街交通量調査」の数値を基

準値としているが、調査日の天候は雨、最高気温は 13 度であったことから、

この気象条件が歩行者数(626 人)に影響を及ぼしている可能性がある。 

また、それ以前の 3年間の実績は、表 1のとおり、増加傾向であったにも

かかわらず、天候の影響を受けた基準値に基づき目標値が設定されているた

め、平成 15年及び 16年より低い数値となっており、目標を達成した要因が

適切に把握されていない。 
  

表 1 計画期間前の商店街交通量調査の実施結果   

 (単位：人) 

区分 平成 14年 15年 16年 17年 

歩行者数 607 702 1,133 626 

調査日 3/26 3/26 3/26 3/26 

天候 晴れ 晴れ 晴れ 雨 
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なお、計画期間開始後の商店街通行量調査の結果は、表 2 のとおりである。 

 

表 2 計画期間開始後の商店街交通量調査の実施結果 

 (単位：人) 

区分 平成19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 

歩行者数 754 613 717 770 784 667 706 560 745 
 

（注）当省の調査結果による。 

  

表 2-(3)-イ-⑫ 歩行者通行量の測定回数 

(単位：計画、％) 

測定回数 都市再生整備計画 
中心市街地活性化 

基本計画 
計 

1回 38 (66.7) 31 (64.6) 69 (65.7) 

2回 13 (22.8) 12 (25.0) 25 (23.8) 

3回 0  (0.0) 3  (6.3) 3  (2.9) 

4回 0  (0.0) 2  (4.2) 2  (1.9) 

その他 6 (10.5) 0  (0.0) 6 ( 5.7) 

計 57  (100) 48  (100) 105  (100) 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は、割合を示す。なお、割合は小数第 2位を四捨五入しているため、合計が必ずしも 100％に

ならない。 

 

表 2-(3)-イ-⑬ 歩行者通行量を 1年に 1回しか測定していない理由 

計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 21年 3月 1日～26年 3月 31日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

居住人口（人/年） 6,715 7,484 6,857 × 

歩行者通行量（人/年） 8,394 8,400 7,395 × 

観光交流客数（万人/年） 728 800 633 × 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして、「歩行者通行量」

を設定しており、商工会議所が毎年 11 月最終日曜日に実施している歩行者

通行量等調査の結果を活用している。 

当該市は、「歩行者通行量」を 1 年に 1 回しか測定していない理由につい

て、歩行者通行量等調査は市が補助金を交付し商工会議所が実施しており、

必要に応じて測定箇所の追加や変更等は行っているが、歩行者通行量を複数

回測定するためには、新たに予算の確保が必要となり、その必要性を財政当

局に説明できず、実施できていないとしている。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(3)-イ-⑭ まちづくり交付金評価の手引き（平成 20 年 8 月国土交通省都

市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室）まちづ

くり交付金指標活用マニュアル（抜粋） 

（注）枠は当省が付した。
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表 2-(3)-イ-⑮ 平成 25 年度中心市街地商業等活性化支援業務（中心市街地活

性化施策の効果分析・検証事業）報告書（平成 26 年 3 月経済産

業省商務流通保安グループ中心市街地活性化室）（抜粋） 

 

表 2-(3)-イ-⑮-ⅰ 第 1 章 3-1 イギリスの例～ＴＣＭ－ＫＰＩ（抜粋） 

 

（注）枠は当省が付した。 
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表 2-(3)-イ-⑮-ⅱ 第 1 章 5 定量指標のまとめと考察（抜粋） 

（注）枠は当省が付した。 
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表 2-(3)-イ-⑯ 年間商品販売額の推計精度を高めようとしたが、適当な手法が見い
だせず、次期計画においては指標としないとした例 

計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 20 年 7 月 1日～25 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

中心市街地の小売年間販売額

（億円） 
816.59 869.39 709.80 × 

中心市街地の歩行者・自転車通

行量（人） 
50,260 51,000 48,332 × 

市街への観光客入込数（万人） 365 372 383 ○ 
事例の内容  目標の達成度を測る指標の一つとして設定している「中心市街地の小売年

間販売額」について、当該市は、計画作成当初は、商業統計及び経済センサ

スの統計結果を用いることで効果の測定が可能と判断していたが、当該統計

は毎年実施されず、平成 21 年の経済センサスにおいては、小売年間販売額

が調査対象とされなかった。このため、中間フォローアップの際には、16

年の商業統計を基に、中心市街地にある大型店舗のサンプル調査結果に加

え、商店街に対する調査結果や観光統計結果を活用し推計することとした。

特に、商店街に対する調査を踏まえた中小小売店の販売額については、商

店街組合保有データやヒアリングなどによって、できるだけ精度を高めよう

と工夫したとしている。 

しかしながら、精度を上げることができず、推計数値では施策の効果の発

現状況を正確に把握することができなかったほか、リーマンショック後の経

済情勢の変化や、東日本大震災の影響等、事業効果以外の影響が大きく、事

業の効果を測定する上では適さないと判断し、次期計画では主要指標ではな

く、参考値として測定することとしている。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(3)-イ-⑰ 過去の商業統計の結果と毎年度の市独自のアンケート調査を併用し
推計しており、当該アンケート調査においては、年間商品販売額に加
え、前々年度及び前年度からの増加・減少率も把握している例 

計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 19 年 5 月 1日～25 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

中心商店街の主要調査地点の歩行

者・自転車通行量（休日）（人/日）
54,252 56,000 54,411 × 

中心市街地の小売業年間商品販売

額（百万円） 
10,731 11,000 9,953 × 

中心市街地の居住人口（人） 3,968 4,200 4,306 ○ 
事例の内容 目標の達成度を測る指標の一つとして設定している「中心市街地の小売業

年間商品販売額」について、当初は、商業統計調査から測定することとして

いたが、毎年度把握するため、商店街振興組合等の会員である小売業を営む

店舗及び大型小売店舗に対し、市で独自にアンケート調査を行い、その結果

を踏まえ推計している。 

また、同アンケート調査においては、販売額の回答数が推計に十分なもの

にならないことに備え、前々年度及び前年度の販売額と比較した増加・減少

率についても把握している（注）。 
（注）実際は、販売額の回答数が見込みどおり確保できたため、前年度からの増加・減少率

のデータは推計には使用していない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(3)-イ-⑱ 過去の商業統計の調査結果を基に評価値を推計することが困難とし
て、過去の調査結果をそのまま使用している例 

計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

商業年間販売額（百万円） 24,689 24,689 25,568 ○ 
来街者数（人） 1,255 1,255 872 × 
都市計画道路の通行者数（人） 1,027 1,283 1,292 ○ 

事例の内容 目標の達成度を測る指標の一つとして設定している「商業年間販売額」に

ついて、計画期間中に計画区域内からの大型店舗撤退（平成 20 年 5 月及び

22 年 1 月）という影響があったにもかかわらず、商業統計調査が平成 19 年

度以降実施されていないことから、当該区域の 19 年度値を評価値として事

後評価している。 

当該市は、平成 16 年度値と 19 年度値を比較すると値が増加していたが、

この増加傾向から評価値を推計するのは無理があるとして、19 年度値を据え

置く形で評価値としたとしている。 
（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(3)-イ-⑲ まちづくり交付金評価の手引き（平成 20 年 8 月国土交通省都市・地
域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室）まちづくり交付金指
標活用マニュアル（抜粋） 

 
 

（注）枠は当省が付した。 
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表 2-(3)-イ-⑳ 満足度が向上しなかった原因を分析できず、事業効果が把握できな

かった例 

計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～25 年 3 月 31 日 

（交付期間：平成 19 年 4 月 1 日～24 年 3 月 31 日） 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

駅施設利用者の満足度（％） 0 60 38 × 
定住人口の増加割合（％） 0 10 3 × 
交流イベント回数（回） 0 4 0 × 
浸水危険エリアの減少（％） 25 10 13 × 

事例の内容 当該計画では、目標の達成度を測る指標の一つとして「駅施設利用者の満

足度」を設定し、目標を達成するために駅周辺を整備（区画道路、街区公園、

駐輪場、公衆トイレ、河川改修等）したものの、目標が達成できなかったと

評価している。 

当該市に目標が達成できなかった要因を聴取したところ、アンケート調査

の回答者が当該地区の土地利用の遅れなど駅関連施設以外の不満感を駅関

連施設自体の満足度に含めて回答したため目標が達成できなかったのでは

ないかと推測はしているものの、アンケート調査において、回答理由は質問

していないため、何が原因で満足度が向上しなかったのか分析できず、事業

効果が把握できなかったとしている。 

なお、当該市は、国から測定・分析手法を示してほしいとしている。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(3)-ウ-① 地域再生計画認定申請マニュアル（総論）（平成 27 年 9 月 1 日内閣

府地方創生推進室）（抜粋） 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

 

地方公共団体の目的に応じて、指標はどのようなものの設定が適当かについて、具体的な

例は示されていない。 

- 309 -



表 2-(3)-ウ-② まちづくり交付金評価の手引き（平成 20 年 8 月国土交通省都市・地

域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室）（抜粋） 

表2-(3)-ウ-②-ⅰ 第 3部事後評価の進め方 2.事後評価の内容 2-3フォローアップ
の実施（抜粋） 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

現在、フォローアップ報告書の提出は求められていない。 

- 310 -



 
表 2-(3)-ウ-②-ⅱ まちづくり交付金指標活用マニュアル 4-2 指標別事項 (2)集客

等（抜粋） 

 
（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

地方公共団体の目的に応じて、指標はどのような

ものが設定可能か例示されている。 

データ収集を行う上での留意点等が整理されている。 

測定方法の具体例が示されている。 
しかし、平成 20 年に作成されたものであることから、記載内容

が古いままとなっているものがある。 
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表 2-(3)-ウ-②-ⅲ 第 1 部事業評価の考え方 5.事後評価の考え方（抜粋） 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

 

 

表 2-(3)-ウ-③ 中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル＜平成 27 年度版＞
（内閣府地方創生推進室）（抜粋） 

 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

地方公共団体の目的に応じて、指標はどのようなものの設定が適当かについて、

具体的な例は示されていない。 

現在は「方法書」及び「事後評価シート」は国に提出することになっておらず、

社会資本整備総合交付金に統合されてからの事後評価手続と異なっている。 
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表 2-(3)-ウ-④ 中心市街地活性化基本計画フォローアップ実施マニュアル（平
成 27 年 7 月内閣府地方創生推進室）（抜粋） 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

指標別の測定方法の留意点等について具体的に記載されていない。 
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(4) 効果的に計画を作成・実施するに当たって重要な取組（地域住民等との連携、中間評価

を踏まえた見直し等）の推進 

勧  告 説明図表番号 

（適切な情報収集による計画作成、実施及び見直し） 

地域活性化 3計画では、それぞれ、①地域再生基本方針において、地域の

声を踏まえて、地域が自主的・自立的に取り組むこと、②都市再生基本方針

において、市町村の自主性を尊重し、地域の有形・無形の資源を活用した創

意工夫を最大限発揮すること、③中心市街地活性化基本方針において、地域

の創意工夫をいかしながら、地域が必要とする事業等を総合的かつ一体的に

推進することとされており、地域の実情を踏まえた適切な情報収集を行い、

それを計画の作成、実施及び見直しに反映させていくこととされている。 

 

（地域住民等との連携） 

地域活性化 3計画では、それぞれの基本方針において、計画の作成や実施

に当たり、地域住民等（注）と連携を図ることとされている。 

（注）地域再生基本方針においては、「住民、ＮＰＯ、企業等」が、都市再生基本方針におい

ては、「地域団体等」と「民間をはじめとした多様な主体」が、中心市街地活性化基本方

針においては、「地域住民、地域経済団体、民間事業者、ＮＰＯ、地域金融機関、地域交

通事業者等」が例示されている。 

 

（中間評価を踏まえた計画の見直し） 

地域活性化 3計画を実施するに当たっては、それぞれ、①地域再生基本方

針において、計画期間中に、認定地域再生計画に掲げた取組の着実な実施を

通じて地域再生が実現できるよう、定期的にフォローアップを行うものと

し、目標の達成状況等についても確認するよう努めること、②「都市再生整

備計画を活用したまちづくり実例集」（平成 22年 3月国土交通省都市・地域

整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室）において、モニタリングは、

交付期間中に、事業の進捗状況や成果の発現状況を把握して、その後の事業

の進め方に資するために行う点検作業であり、まちづくりの目標達成の確実

性向上等に有効であること、③中心市街地活性化基本方針において、計画期

間中、原則毎年フォローアップ（定期フォローアップ）を行うよう努めるこ

ととされており（地域再生計画のフォローアップ、都市再生整備計画のモニ

タリング、中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップを総称して、以

下「中間評価」という。）、中間評価の実施に努めることとされている。 

また、①地域再生基本方針において、認定地域再生計画に記載された事項

と地域の現状や事業の実施状況等から判断し、必要と認められる場合には、

速やかに当該認定地域再生計画の見直しを行うこと、②都市再生整備計画を

活用したまちづくり実例集において、事業の円滑な執行管理とそれを踏まえ

た計画の修正等は、まちづくりの目標達成の確実性向上等に有効であるこ

 

表 2-(4)-① 
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と、③中心市街地活性化基本方針において、認定基本計画に記載された事項

と中心市街地の現状や事業等の実施状況、目標の達成状況等から判断し、必

要と認められる場合には、速やかに当該認定基本計画の見直しを行うことと

されており、それぞれ、中間評価結果を踏まえ、必要な場合に計画を見直す

ことの重要性が示されている。 

 

（情報の提供） 

地域再生法第 36 条では、内閣総理大臣は、政府の地域再生に関する施策

に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものと

されている。 

 

今回、効果的に計画を作成・実施するに当たって重要な取組と位置付けら

れている地域住民等との連携や中間評価等を踏まえた計画の見直し状況を

調査した結果、次のとおり、適切に取り組み効果の発現がみられる計画があ

る一方、取組が不十分で効果の発現がみられない計画があり、国の情報提供

も不十分な状況がみられた。 

 

ア  地域住民等との連携状況 

地方公共団体における地域住民等との連携状況を調査したところ、次の

とおり、地域住民等と連携して計画を作成し、関連する指標が目標値に達

している例がみられる一方、地域住民等のニーズ把握や事前調整が不十分

であり、関連する指標が目標値に達していない例がみられた。 

① 地域住民等と連携して計画を作成し、関連する指標が目標値に達して

いる例 

ⅰ）地域住民等のニーズを適切に把握して計画に反映している例 

既存施設を活用して子育て支援施設を整備する計画について、市民

に対するアンケート結果を基に子育て支援施設の整備を決め、公募で

選任された子育て経験のある市民等の意見を踏まえて施設の整備内

容の検討を行ったもの 

ⅱ）地域住民等からのアイディアを活用して事業を実施している例 

地元の有識者から、地域のブランド品（特産品）を活用して市のイ

メージアップを図り観光客を誘致するというアイディアが提供され

たことを受けて事業内容に反映し、計画を作成したもの 

ⅲ）地域住民等の意見を踏まえて計画を見直している例 

まちづくり条例に基づく地域住民等の提案を受けて計画を作成し、

計画期間途中においても、事業の進め方等について地域住民等と検討

を重ねつつ計画を進めたもの 

② 地域住民等のニーズ把握や事前調整が不十分であり、関連する指標が

 

 

 

 

 

 

 

表 2-(4)-④ -

ⅰ、ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-(4)-⑤-

ⅰ 

 

 

 

表 2-(4)-⑤-

ⅱ 

 

 

表 2-(4)-⑤-

ⅲ 

 

 

 

- 315 -



 

 

目標値に達していない例  

ⅰ）地域住民等のニーズ把握や事前調整が不十分な例 

観光地へのアクセス道路を整備して観光客誘致を図る計画につい

て、整備による過剰な車両進入に対する地域住民の不安の声等を受

け、道路の供用が延期されていたもの 

ⅱ）事業実施主体となる民間事業者との事前調整が不十分な例 

駐車場や空きスペースに植樹を行う事業について、駐車場事業者の

協力を得られず事業が着手されていなかったもの 

 

イ 中間評価等を踏まえた計画の見直し状況 

地方公共団体における中間評価等を踏まえた計画の見直し状況を調査

したところ、次のとおり、中間評価等により計画期間途中における状況を

把握して計画を見直し、関連する指標が目標値に達している例がみられる

一方、中間評価等により計画期間途中における状況の変化を把握していな

い、又は把握していたが特段の対応をしておらず関連する指標が目標値に

達していない例がみられた。 

① 中間評価等により計画期間途中における状況を把握して計画等を見

直し、関連する指標が目標値に達している例 

ⅰ）中間評価の結果を踏まえて事業の追加・見直している例 

観光客等の誘致を図る計画について、中間評価において景観満足度

や歴史ガイドの活用人数が目標を達成していなかったことから、有識

者等を構成員とした会議において改善方策を検討し、当該検討結果を

踏まえ、当初予定していた案内標識等の整備に加え、史跡の発掘調

査・復元整備等の新規事業を追加したもの 

ⅱ）効果の発現状況を踏まえて事業の見直している例 

鉄道利用者の増加を図るため、鉄道の運行頻度を増加させる交通社

会実験を行う事業について、事業期間を 2 期に分けて、1 期の実績を

踏まえて検討し、2 期では 1 期で効果の発現が認められた区間に重点

的に増発運行を行ったもの 

ⅲ）地域の状況を踏まえて計画を見直している例 

地域の雇用創出を図る計画について、農作物等の生産・加工・流通

の各工程で必要とされる人材を育成する事業を実施していたものの

雇用が十分に増加しなかったことなどを踏まえて検討し、地元の大学

等から提案されるアイディアを事業化・商品化につなげることが重要

として、新たに地元の大学で地域資源を更に付加価値の高い製品等へ

転換できるビジネスモデル等を企画できる人材を育成する事業を実

施し、新商品を開発したもの 

② 中間評価等により計画期間途中における状況の変化を把握していな
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い又は把握していたが特段の対応をしておらず、関連する指標が目標値

に達していない例 

ⅰ）中間評価等により計画期間途中における状況の変化を把握していな

い例 

歩道や運動公園等の整備を行い歩行者通行量の増加を図る計画に

ついて、計画期間途中で用地確保が困難となり歩道の改装整備事業の

内容を大幅に変更するなど、事業内容に大きな変化があったものの、

国土交通省のマニュアル等で中間評価の実施が義務付けられていな

いとして、中間評価により状況を把握せず、代替事業の追加などの対

策を講じていないもの 

ⅱ）中間評価により把握した課題に対応していない例 

中間評価において、近隣町に大型商業施設が開業した影響により中

心市街地の小売業の年間商品販売額の目標達成が困難と見込んでい

たが、内閣府に中間評価結果を報告した際に同府から未達成の要因等

の聴取を受けたものの、目標達成のための取組についての指導・助言

は特になく、当該市も適切な対応手段がないとして、特に事業の追加

や見直しを実施していないもの 

 

また、国の制度として中間評価の結果を翌年度以降の事業の継続可否の

判断に活用している例が、次のとおりみられた。 

地域再生計画のうち、地域の雇用創出を図る実践型地域雇用創造事業並

びにその前身事業である地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）及び

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）（これらを総称して、以

下「地域雇用開発のための事業」という。）を活用する計画については、

計画の作成主体である地方公共団体は、当該事業の指標として、事業の利

用求職者数・利用企業数（以下「事業利用者数」という。）と就職者数・

創業者数（以下「雇用創出数」という。）を設定し、毎年度、その目標の

達成状況を評価して厚生労働省に提出することとされている。同省では、

指標の目標の達成状況を踏まえて廃止を含めて事業の見直しを求めるな

どの取扱いとしている。具体的には、実践型地域雇用創造事業では、ⅰ）

事業全体の雇用創出数の達成状況が 50％未満又は 2 年連続して 90％未満

の場合は翌年度の事業の委託の継続を原則不可、ⅱ）同 50％以上 90％未

満の場合は個々の事業の雇用創出数が 90％未満かつ事業利用者数が 80％

未満であれば廃止を含めて事業の見直しを求めるなどの取扱いとしてい

る。 

今回、当省が調査した地域雇用開発のための事業を活用した計画の中に

は、計画初年度の雇用創出数が目標値の 50％未満となったことから、厚

生労働省から事業の委託を取り消されている例がみられた。 
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ウ その他の取組 

その他、地方公共団体における計画作成、実施及び見直しに係る取組状

況を調査したところ、近隣市等の状況も含めて地域の状況を分析して計画

を作成し、関連する指標が目標値に達している例がみられる一方、近隣市

等の状況を十分把握しておらず関連する指標が目標値に達していない例

がみられた。 

① 近隣市等の状況も含めて地域の状況を分析して計画を作成し、関連す

る指標が目標値に達している例 

近隣に人口や経済規模の大きな市があり、同様の取組を実施しても成

功しないとして、自市の強みである飲食産業に着目して食文化を活用し

た事業を実施し、指標の一つである「サービス・飲食業のシェア」が目

標値に達しているもの 

② 近隣市等の状況を十分把握しておらず、関連する指標が目標値に達し

ていない例 

市町村合併の結果、市内に類似施設が多数存在する中で施設整備を行

い、利用者数が目標値に達していないもの 

 

エ 国による事例集の情報提供等の取組 

今回、各府省が公表・配布している地域活性化 3計画に係る事例集の内

容や情報提供の状況を調査したところ、次のとおり、地域住民等との連携

や中間評価を踏まえた計画の見直しに係る取組に着目した事例が紹介さ

れていないものがみられた。また、事例集については、各府省において別

個に作成され、それぞれのウェブサイトで公表されており、総覧性に乏し

いものとなっていた。 

① 地域住民等との連携や中間評価を踏まえた計画の見直しの取組に着

目した事例の掲載状況 

ⅰ）地域再生計画に関する事例集（内閣府） 

   内閣府は、「地域の元気は日本の元気－特区・地域再生事例集－」

（平成 21 年 3 月）や「地域再生戦略交付金活用事例」(平成 27 年 8

月)などを作成している。しかし、これらには、取組の一部として地

域住民等と連携して事業を実施した旨に触れている事例もあるもの

の、特に地域住民等との連携や中間評価の取組に着目して取りまとめ

たものはない。 

ⅱ）都市再生整備計画に関する事例集（国土交通省） 

   国土交通省は、平成 22 年 3 月に「都市再生整備計画を活用したま

ちづくり実例集」を作成し、プロセス別の事例紹介として、「18.住民

と協働してまちづくり計画を作成する」、「21.交付期間中にモニタリ

ング（中間評価）を行う」等の項目を設けて、地域住民等との連携や
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中間評価の取組に着目した事例を紹介している。 

ⅲ）中心市街地活性化基本計画に関する事例集（内閣府） 

内閣府は、平成 21年 5月及び 24年 6月に「中心市街地活性化取組

事例集」を作成している。このほか、毎年度、前年度に計画期間が終

了した中心市街地活性化基本計画の事後評価結果を取りまとめた「最

終フォローアップ報告」において「好取組事例」を紹介している。し

かし、これらには取組の一部として地域住民等と連携して事業を実施

した旨に触れている事例もあるものの、特に地域住民等との連携や中

間評価の取組に着目して取りまとめたものはない。 

    

② 情報提供の方法 

地域活性化 3計画に関する事例集については、次のとおり、各府省に

おいて、それぞれ別個に作成され、それぞれ自省のウェブサイトで公表

されている。 

経済産業省においては、中心市街地における商店街の再生事例等を紹

介した「好きなまちで挑戦し続ける」を平成 25 年に作成し、同省のウ

ェブサイトで公表しているほか、中心市街地活性化基本計画に係る同省

の支援措置を活用した取組事例集「コンパクトでにぎわいあふれるまち

づくりをめざして～戦略補助金を活用した中心市街地活性化事例集～」

を作成して、同省のウェブサイトで公表している。 

また、総務省（自治行政局）においては、地域活性化 3計画を含む地

域活性化の取組を紹介した「地域力創造優良事例集」を作成して、同省

のウェブサイトで公表しているほか、地域活性化に取り組む地方公共団

体自らが発信する「地域の元気創造プラットフォーム」を構築し、同省

のウェブサイトで公表している。 

さらに、国土交通省においては、中心市街地の活性化を推進するまち

づくり会社等の活動を紹介した「まちづくり会社等の活動事例集」や、

「中心市街地の空きビル活用及びリニューアル事例調査」等を同省のウ

ェブサイトで公表している。また、上記①ⅱ）の事例集についても国土

交通省のウェブサイトで公表しているものの、内閣府のウェブサイトか

らリンクが貼られていない。 

一方、地域再生基本方針においては、内閣府が、地域再生の成功事例

を示すこととしているほか、関係府省の協力の下、地域再生に関する情

報等（補助金・交付金等の予算措置、税制措置に加え、地域再生の推進

のためにアドバイスや助言を行うことができる者の情報等）を、インタ

ーネット等により一元的に公表することとされている。内閣府では、地

域再生計画、中心市街地活性化基本計画、構造改革特別区域計画及び総

合特別区域計画に関する情報サイトとして「地域活性化総合情報サイ
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ト」を設置し、これらの制度や支援施策、認定された計画、好取組事例、

地域活性化に関する専門家等に関する情報を提供していたが、平成 27

年 6月に閉鎖された。その後、28年 5月 31日に「地方創生総合情報サ

イト」として再開されたものの、上記の他省庁が作成した事例集の掲載

は行われておらず、また、地域住民等との連携や中間評価の結果を踏ま

えた計画の見直しの取組に着目した事例も掲載されていない。内閣府

は、今後提供する情報の充実を図っていくとしている。 

 

【所見】 

したがって、内閣府は、地方公共団体における地域活性化に係る取組につ

いて、効果的に計画を作成・実施するに当たって重要な取組を推進する観点

から、次の措置を講ずる必要がある。 

ⅰ）地域住民等との連携、ⅱ）中間評価結果を踏まえた計画の見直し等の

地域活性化に取り組む地方公共団体の参考となる事例等を収集し、取りまと

め、その結果をウェブサイト等を活用し、一元的に公表すること。 
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表 2-(4)-① 適切な情報収集による計画作成、実施及び見直しに関する規定 

○ 地域再生基本方針（平成 17 年 4 月 22 日閣議決定）（抜粋） 

２ 地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

地域の活力なくして国の活力はない。地域のやる気、知恵・工夫を引き出すには、国

が考えた施策を押し付けるのではなく、地域が自ら考え、実行することができる体制づ

くりが必要である。 

このような取組を効果的に進めるため、地域再生の取組では、構造改革特区等と連携

し、地域の声を踏まえて、規制の特例の導入、府省庁横断的な交付金の創設などの支援

策の充実を図り、政府一体となった施策体系を構築し、地域が自主的・自立的に取り組

む計画を支援してきたところである。 

 

○ 都市再生基本方針（平成 14 年 7 月 19 日閣議決定）（抜粋） 

第四 都市再生整備計画の作成に関する基本的事項 

１ 自主性と創意工夫による全国の都市再生推進 

稚内から石垣まで全国の都市を対象として、本方針第一及び第二の内容を踏まえ、身

の回りの生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る都市再生の取組を推進する。

市町村や民間をはじめとした多様な主体による積極的な取組とこれに対する国等の支

援の基本的枠組となる 

・ 民間をはじめとした多様な主体によるまちづくり活動 

・ 地域の自由な発想がいかせるまちづくりを支援する交付金 

・ 都市再生に必要な権限の一体化 

・ 行政と民間まちづくり活動との連携・協働 

について、市町村が都市再生特別措置法第４６条第１項の規定に基づき作成する「都

市再生整備計画」は、民間をはじめとした多様な主体による創意工夫をいかした取組を

含め、市町村の自主性を尊重し、少子・高齢化等の地域社会の変化の動向、歴史・風土・

景観、環境、生物多様性、産業構造、交通上及び市街地の安全上の課題などの地域の特

性に応じ、地域の有形・無形の資源を活用した創意工夫を最大限発揮することを目指す

ものとする。 

都市再生整備計画には、市町村による公共公益施設の重点的な整備に係る事項のみな

らず、民間をはじめとした多様な主体によるまちづくり活動についても明らかにするこ

とを通じて、都市再生整備計画を土台とした継続的かつ一体的な都市再生を推進する。

一方で、我が国の都市全体を通じ、コンパクトな都市構造への転換を図り、持続可能

な都市経営を行っていくことが求められている中で、都市再生整備計画により実施する

事業や施策についてもこのような考え方を踏まえたものに重点化していくことが必要で

あり、都市の外延部において実施する際には、農業や観光など地域資源をいかした産業

の推進により戦略的・具体的に都市の持続可能性が示された場合等に重点化する必要が

ある。さらに、立地適正化計画の策定により具体的な集約化・持続可能性確保の姿が示

されていない地域における都市再生整備計画への支援の在り方については、国の財政事

情等も踏まえ、中期的には適切に見直していくことが必要である。 

- 321 -



○ 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成18年9月8日閣議決定)(抜

粋） 

第１章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項  

１．中心市街地の活性化の意義 （略） 

２．中心市街地の活性化の目標  

中心市街地の活性化は、中心市街地に蓄積されている歴史的・文化的資源、景観資

源、社会資本や産業資源等の既存ストックを有効活用しつつ、地域の創意工夫をいか

しながら、地域が必要とする事業等を、総合的かつ一体的に推進することにより、地

域が主体となって行われるべきものであり、これを通じて次の目標を追求すべきであ

る。  

① 人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、高齢者も含めた多くの人にとって暮

らしやすい、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせる生活空間を

実現すること。 

② 地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化的活動が活発に行われることにより、

より活力ある地域経済社会を確立すること。  

また、同時に、中心市街地における実態を客観的に把握し、効果的かつ効率的な民

間及び公共投資を実施することにより、インフラの整備・維持管理コストの縮減、各

種公共的サービスの効率性の向上等を実現することも追求し得るものである。  

さらに、中心市街地の活性化による効果を周辺地域にも波及させることにより、様々

な地域の活性化に結びつける必要があり、ひいては国民生活の向上と健全な発展を図

らなければならない。 

（注）下線は当省が付した。 

 

表 2-(4)-② 地域住民等との連携に関する規定 

○ 地域再生基本方針（平成 17 年 4 月 22 日閣議決定）（抜粋） 

２ 地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

１） 地域の知恵と工夫の競争のサポート・促進 

① 地域再生のためのひとづくり・人材ネットワークづくりの促進 

地域の自主的・自立的な取組により地域再生を進めるため、その担い手となる様々

な主体の意識・能力の向上を図るとともに、主体相互の有機的な連携を促進する。 

地域の担い手として、福祉、まちづくりなどの特定の目的で組織されたＮＰＯや、

講、自治会といった古くから地域に存在する地縁的な組織を再活用するなど、地域

固有の「ソーシャル・キャピタル」を活性化するとともに、地域の実情に精通した

住民、NPO、企業等が中心となり、地域の重要な政策テーマに応じて、地方公共団体

との連携の下で、各々の役割を明確にしつつ、特定の期間内に特定の目標を達成し

ていく取組を適切に支援する。 

 

○ 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抜粋） 

第 12 条 地方公共団体は、第五条第一項の規定により作成しようとする地域再生計画並び
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に認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的

な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会（以下「協議会」とい

う。）を組織することができる。 
２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。  

一 前項の地方公共団体  

二 地域再生推進法人  

三 第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる者  

３ 第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、

前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができ

る。  

一 当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその

実施に関し密接な関係を有する者  

二 その他当該地方公共団体が必要と認める者  

４～11 （略） 

 

○ 都市再生基本方針（平成 14 年 7 月 19 日閣議決定）（抜粋） 

第四 都市再生整備計画の作成に関する基本的事項 

１ （略） 

２ 都市再生整備計画において具体的明らかされるべき視点等 

都市再生整備計画においては、 本方針第一及び第二の内容を踏まえ、選択と集中 の

考え方に立脚し、以下視点を明らかつ迅速実施すべき具体的事業・施策を内容とするも

のとする。 

ア （略） 

イ 民間のまちづくりに関する活動等と連携・協働 

○ 計画・事業・運営への地域団体等の積極的な参加と民間をはじめとした多様な主

体による取組の推進やアイデア・ノウハウ等の活用が図られること。また、必要に

応じて、市町村よる都市再生推進法人の指定や、市町村都再生協議会を組織するこ

とにより、官民連携の取組を図ること。 

 

○ 都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）（抜粋） 

第117条 次に掲げる者は、市町村ごとに、都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生

整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及び

その実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会（以下この条において「市

町村協議会」という。）を組織することができる。  

一 市町村  

二 次条第一項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進法人  

三 密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が指定した防災街区

整備推進機構  

四 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第六十一条第一項の
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規定により当該市町村の長が指 

定した中心市街地整備推進機構  

五 景観法第九十二条第一項の規定により当該市町村の長が指定した景観整備機構  

六 地域歴史的風致法第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的

風致維持向上支援法人  

七 前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土

交通省令で定める特定非営利活動法人等  

２ 前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、関

係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間都市機構、当該都市

再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、又は都市開発

事業を施行する民間事業者、誘導施設又は誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施

設の整備に関する事業を施行する民間事業者（次項において「誘導施設等整備民間事業

者」という。）その他まちづくりの推進を図る活動を行う者を加えることができる。  

 

○ 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成18年9月8日閣議決定)(抜

粋） 

第９章 第４章から第８章までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な

事項  

１．推進体制の整備  

（１）市町村の推進体制の整備等  

基本計画に基づく各種の事業等を円滑かつ確実に実施するため、基本計画を作成

する段階やそれぞれの準備段階から、これに関わる市町村、地域住民、地域経済団

体、民間事業者、NPO、地域金融機関、地域交通事業者等、様々な関係者が情報交換

や濃密な議論を行い、連携を図ることが必要である。また、市町村の行政担当部局

間の連携のみならず、必要に応じ民間事業者、有識者、地域住民等の理解と参画を

得ることも重要であり、民間連携の体制の整備に努め、継続的に活動を行っていく

ことが必要である。 

なお、男女共同参画の視点も踏まえて、地域住民等の理解と参画を得ていくこと

が重要である。 

 

○ 中心市街地活性化法（平成 10 年法律第 92 号）（抜粋） 

第15条 第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計

画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進

に関し必要な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者は、中心市街地

ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会（以下「協議会」とい

う。）を組織することができる。 

一 当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのに

ふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者  

イ 中心市街地整備推進機構（第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地
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整備推進機構をいう。次条、第十八条及び第十九条において同じ。） 

ロ 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目

的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの 

二 当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのに

ふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者  

イ 当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所 

ロ 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された一般社団法人

等又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの 

２・３ （略） 

４ 第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であって

協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出

ることができる。  

一 当該中心市街地において第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業を実施

しようとする者  

二 前号に掲げる者のほか、認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者  

三 当該中心市街地をその区域に含む市町村 

５ （略） 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、第四項に規定する者に対し、協議会への参加

を要請することができる。 

（注）下線は当省が付した。 

 

表 2-(4)-③ 中間評価を踏まえた計画の見直しに関する規定 

○ 地域再生基本方針（平成 17 年 4 月 22 日閣議決定）（抜粋） 

５ 地域再生計画の認定に関する基本的な事項 

１）・２） （略） 

３） 地域再生計画の認定手続 

① 地域再生計画の認定申請に当たっての手続 

イ・ロ （略） 

ハ 地域再生計画の認定申請を行う主体 

地域再生計画の認定申請をしようとする主体は、以下のいずれかによるものと

する。 

ａ．地方公共団体が単独 

ｂ．複数の地方公共団体が共同 

ｃ．ａ．、ｂ．のいずれかと地域再生計画に記載された地域再生を図るための事業

を実施しようとする実施主体（地方公共団体を除く。）が共同 

なお、法第５条第１項に基づく認定申請の手続は、認定申請をしようとする

主体に含まれる地方公共団体により行われるものとする。法第５条第４項第５

号に掲げる事項が記載された地域再生計画にあっては、都道府県が単独で又は

都道府県と市町村が共同で、同項第６号、第７号及び第10号に掲げる事項が記
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載された地域再生計画にあっては、市町村が単独で又は都道府県と市町村が共

同で、同項第８号に掲げる地域再生計画にあっては、市町村が単独で又は都道

府県若しくは他の市町村と共同で、同項第13号に掲げる事項が記載された地域

再生計画にあっては、都道府県及び市町村が共同で、認定申請を行うものとす

る。 

なお、都道府県及び市町村は、各々が主体となる事業について共同で地域再

生計画を定めるほか、各々が別に定める場合も想定されるため、同一の区域を

含んだ各々の地域再生計画を作成する場合には、必要な調整を自主的に行うこ

とを前提とする。 

② 地域再生計画の認定申請に当たっての留意事項 

イ 地域再生計画を作成する際には、まち・ひと・しごと創生法に基づき都道府県及

び市町村が定めるよう努めることとされている地方版総合戦略等の法律に基づく

諸計画との調和が図られることが必要である。 

ロ 地方公共団体が地域再生計画を作成する際には、特定非営利活動法人をはじめ

とするＮＰＯ、地域住民、関係団体、民間事業者等を通じて地域のニーズを十分

に把握し、ＰＦＩ制度等の活用も含めた民間のノウハウ、資金等の活用促進を検

討した上で、反映するよう努めることが望ましい。 

  ハ～ホ （略） 

４）～６） （略） 

７）認定地域再生計画の実施状況等 

① 認定地域再生計画の進捗状況の把握及び効果の検証 

イ 地域の自主的かつ自立的な取組により地域再生を進めるに当たっては、その取

組が効果的なものとなるよう、地域自らが、明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、

短期・中長期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により検証

し、改善等を行うことが重要である。 

ロ 地方公共団体が地域再生計画を作成するに当たっては、計画の最終年度の数値

目標のみではなく、中間目標を設定することにより、計画の進捗状況を検証でき

るものとすることが望ましい。 

ハ イ及びロを踏まえ、地方公共団体は、計画期間中に、認定地域再生計画に掲げ

た取組の着実な実施を通じて地域再生が実現できるよう、定期的にフォローアッ

プを行うものとする。このフォローアップにおいては、地方公共団体は、目標を

設定している場合は当該目標の達成状況についても確認するよう努めるものとす

る。 

なお、その結果、認定地域再生計画に記載された事項と地域の現状や事業の実

施状況等から判断し、必要と認められる場合には、速やかに当該認定地域再生計

画の見直しを行い、見直した計画について、再度認定の申請を行わなければなら

ない。 

ニ 内閣総理大臣は、地域再生計画の認定を受けた地方公共団体に対し、計画に記

載された事業の実施状況等について、報告を求めることができることとし、報告
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を求めた場合には、その内容を公表する。 

 

○ 都市再生基本方針（平成 14 年 7 月 19 日閣議決定）（抜粋） 

第一 都市再生の意義及び目標に関する事項  

１ 都市再生の意義及び目標 

 （都市再生の意義）（略） 

（地域の知恵を結集した中長期的な都市構想・戦略の共有）  

都市再生の推進に当たっては、地域の住民、民間企業、ＮＰＯ、地方公共団体等が

連携し、地域が目指す都市の姿やそれを実現するための都市再生の進め方について、

地域の知恵を結集して具体性の高い中長期的な都市構想・戦略を確立し、共有するこ

とが重要である。  

この際、活用可能な資源、直面する課題等は、地域により様々であることを踏まえ、

地域特性を踏まえた都市構想・戦略を確立する必要がある。 

（都市の基本的構造の在り方） （略） 

（経済活動を支える都市） （略） 

（安心して快適に生活できる都市） （略） 

（持続可能な経営ができる都市） （略） 

（魅力ある美しい都市） （略） 

（災害に強い都市） （略） 

（環境負荷の小さい自然と共生した都市） （略） 

 ２ （略） 

第四 都市再生整備計画の作成に関する基本的事項 
１ （略） 
２ 都市再生整備計画において具体的に明らかにされるべき視点等 

都市再生整備計画においては、本方針第一及び第二の内容を踏まえ、選択と集中の

考え方に立脚し、以下の視点を明らかにしつつ、迅速に実施すべき具体的事業・施策

を内容とするものとする。 
ア 得られる成果の重視、ソフトの充実等による戦略的・効率的実施 
○ 得られる成果を重視し、計画に基づき実施される事業・施策についてできる限

り客観的で透明性の高い適正な評価が図られること。 
○ 既存施設の活用、ソフト施策との連携、民間をはじめとした多様な主体による

積極的な取組などを重視することにより、事業・施策の効率的実施と文化、環境、

生物多様性、居住等の都市の機能の増進が図られること。 
○ 構造改革特別区域、地域再生計画、中心市街地活性化基本計画、歴史的風致維

持向上計画、観光施策等の活用を含め、関連し合う諸施策と一体的に連携しつつ、

相乗効果の発揮が図られること。 
○ 将来にわたって継続的かつ一体的に都市の多様な機能を確保する施設等の維持

管理が図られること。 
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○ 都市再生整備計画を活用したまちづくり実例集（平成 22 年 3 月国土交通省都

市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室） 

21.交付期間中にモニタリング（中間評価）を行う 

  モニタリング（中間評価）は、市町村が交付期間中に、事業の進捗状況や成果の発現状

況を把握して、その後の事業の進め方に資するために行う点検作業です。事業の円滑な執

行管理とそれを踏まえた計画の修正等により、まちづくりの目標達成の確実性向上等に有

効です。 
 

○ 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(平成18年9月8日閣議決定)(抜

粋） 

第２章 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

１.～５. （略） 

６．認定基本計画の実施状況についての評価の実施等  

（１） 認定基本計画の進捗状況の把握等  

① 中心市街地の活性化に向けては、基本計画の認定が目的ではなく、設定した目標

に向かって着実かつ効果的に事業を実施していくことが重要である。そのためには、

地域経済分析システム（以下「RESAS」という。）の活用等を通じ、地域経済や少子

化の状況等を踏まえた地域ごとに異なるアプローチの下、不断の事業効果の検証、

改善、実施といった PDCA サイクルの確立が必要である。  

このため、基本計画の認定を受けた市町村は、認定基本計画に記載された取組の

着実な実施を通じて、中心市街地の活性化が実現できるよう、計画期間中、原則毎

年フォローアップ（定期フォローアップ）を行うよう努めるものとするとともに、

計画期間終了後には、基本計画に関する最終的なフォローアップ（最終フォローア

ップ）を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。  

フォローアップに当たっては、市町村は、認定基本計画の目標の達成状況に関す

る評価指標を設定している場合には、当該目標の達成状況について、評価指標に基

づき評価するとともに、基本計画の作成時に中心市街地の現状分析で用いた基礎デ

ータについては、毎年把握・蓄積し、独自に評価した上で、公表することが望まし

い。 

② 定期フォローアップに基づき、市町村は、認定基本計画に記載された事項と中心

市街地の現状や事業等の実施状況、目標の達成状況等から判断し、必要と認められ

る場合には、協議会と連携して、速やかに当該認定基本計画の見直しを行い、見直

した基本計画について、再度認定の申請を行うよう努めるものとする。  

③ 最終フォローアップにおいては、市町村は、目標の達成状況、事業実施前後での

中心市街地の状況、市民意識の変化など、取組の実施を通じた認定基本計画の成果

等について評価するとともに、今後の課題について整理するよう努めるものとする。

④ 認定計画の期間を終了し、再度新たな基本計画の認定申請を行おうとする市町村

は、最終フォローアップの結果を新たな基本計画に的確に反映するよう努めるもの

とする。また、内閣総理大臣は、認定に当たっては、その反映状況等について確認
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する。 

⑤ （略） 

（２） （略） 

 

第９章 第４章から第８章までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な

事項  

１．推進体制の整備 （略） 

２．基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等 

中心市街地の活性化を図るため、第４章から第８章までに掲げる事業等について、総

合的かつ一体的に推進し、生活空間としての中心市街地の魅力向上を図ることが重要で

あることから、市町村は、基本計画を作成するに当たり、以下に掲げる点を考慮し、そ

れぞれの内容、方向性等について基本計画に記載する。  

① 客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業及び措置の集中実施  

基本計画の作成に当たり、市町村は地域の現状等に関する統計的なデータや地域住

民のニーズ等をRESAS等によって客観的に把握し分析することが必要である。  

また、このニーズ等に基づき中心市街地の活性化を効果的かつ効率的に推進するた

めに、地域が必要とする取組を重点的かつ集中的に実施することが必要である。  

② 様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整  

市町村は、地域の現状や地域住民のニーズ等をRESAS等によって客観的に把握し分析

した上で、中心市街地の活性化を進めるために必要な第４章から第８章までに掲げる

事業等を基本計画に盛り込み、総合的かつ一体的に推進することが必要である。この

ため、これら事業等が互いに連携して相乗効果を生み出すよう、それぞれの事業の実

施区域、実施時期、実施方法等について、基本計画の作成段階から、当該事業者や、

必要な許認可等に係る関係法令等を所管する行政機関等との十分な調整を図ることが

必要である。 

（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(4)-④-ⅱ 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抜粋） 

第 36 条 内閣総理大臣は、地域再生を図るために行う事業に係る支援措置の内容に関する

情報その他の政府の地域再生に関する施策に関する情報を、インターネットの利用その

他の方法により公表するものとする。 

 
【参考】 まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）（平成 27 年 12 月 24 日閣

議決定）（抜粋） 
２．「地方創生の深化」を目指す 

（１）・（２） （略） 

（３）「地方創生版・三本の矢」 

ローカル・アベノミクスの浸透を目指し、新たな「枠組み」「担い手」「圏域」づく

りを進めていくため、国は「地域しごと創生会議」を開催し、具体的な事例に基づき

つつ、「地域の技の国際化（ローカルイノベーション）」、「地域の魅力のブランド化（ロ

ーカルブランディング）」、「地域のしごとの高度化（ローカルサービスの生産性向上）」

など、それぞれのテーマに即した先進事例から得られる課題を検討するとともに、地

域の取組を、情報、人材、財政の三つの側面から支援し（「地方創生版・三本の矢」）、

様々なプロジェクトの組成と、その自立化に向けた事業運営に対する的確な支援策を

講じていくこととする。 
 

３．政策パッケージ 

（１）～（３） （略） 

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

（ア）まちづくり・地域連携 

Ａ （略） 

Ｂ 都市のコンパクト化と周辺等の交通ネットワーク形成に当たっての政策間連携

の推進 

【施策の概要】 （略） 

【主な重要業績評価指標】 （略） 

【主な施策】 

◎ (4)-(ア)-B-① 都市のコンパクト化と周辺等の交通ネットワーク形成 

     （略） 

今後は、市町村の計画作成に向けた検討の進捗状況や更なる意見・要望等も踏

まえて、関係施策と連携した支援施策の充実に向けた検討を更に進めていくほか、

コンパクトシティの形成を通じた生活利便性の維持・向上、地域経済の活性化、

行政コストの削減等の効果を発現させるため、以下の取組を進める。 

１．目指す都市像や目標値が明確で、コンパクトシティ化の効果の発揮が期待さ

れ、他の参考となる市町村の取組を取り上げ、関係省庁が連携して支援し、モ

デルケース化する。これらの先行事例における取組内容やノウハウの収集・蓄

積、情報提供等を進めることにより横展開につなげ、コンパクトシティの取組

の裾野を拡大する。 
（注）下線は当省が付した。 
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表 2-(4)-⑤ 地域住民等と連携して計画を作成し、関連する指標が目標値に達している例 

表 2-(4)-⑤-ⅰ 地域住民等のニーズを適切に把握して計画に反映している例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20 年 4 月 1日～25 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

子育て活動支援施設の利用者

数（人/日） 100 265 766 ○ 

避難圏域における避難面積 
（㎡/人） 1.3 1.7 1.8 ○ 

公共施設の耐震化率（％） 30 80 90 ○ 

事例の内容 当該市では、計画作成前の平成 18 年度に市民に対してアンケート調査

を実施して地域のニーズを把握しており、その結果、子育てや防災につい

ての要求が高かったことを踏まえ、子育て支援施設や防災施設を整備する

都市再生整備計画を作成している。 

また、当該市では、子供と子育て家庭にやさしい、子育て支援のための

拠点施設の内容について、保育及び建築関係の学識経験者、認可保育所・

認可外保育施設・幼稚園といった乳幼児の保育・教育関係者、子育て支援

に携わるＮＰＯ法人やボランティアの代表、子育てサークルで活動してい

る保護者の代表のほか、公募で選任された子育て経験のある市民の計 10

名による子育て支援総合施設整備検討委員会を設置している。 

当該検討委員会では、他市の先進施設の整備内容等を参考に、施設に必

要となる機能を検討し、①親同士・子供同士の交流機能、育児に関する相

談窓口、育児に関する情報展示コーナー、子供の一時預かり施設、育児ボ

ランティアを育成・支援するための機能等を持たせることと、②財政事情

等を考慮し、既存施設の活用も検討すべきこと、③医師会等との緊密な連

携や利用者の利便性を考慮した開館日時の設定などについて、当該市に対

して提案している。 

当該市では、当該提案を踏まえ、従来宿泊施設として利用されていた施

設を活用して、子育て支援施設や防災施設を整備したほか、医師会等との

連携や利用しやすい開館日時の設定等の運営を行っている。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

地域防災力・防犯力向上につい

ての満足度（％） 
23 40 52 ○ 

公民館の年間利用者数（人） 20,000 24,000 26,230 ○ 

防災防犯活動への参加者の割

合（％） 
5 10 16 ○ 

自動車交通についての不満度

（％） 
83 70 50 ○ 

事例の内容 当該市では、計画作成前の平成16年度から18年度にかけて、地元説明会・

地区懇談会を開催し、地域住民へ事業の説明や住民からの意見聴取を行って

おり、この際に意見・要望の多かった、地区内の幹線道路や通学路である生

活道路の整備、排水対策などを都市再生整備計画の事業として取り入れてい

る。 

また、計画期間中も、毎年、事業の進捗状況等を地域住民に周知しながら

実施している。 
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3 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20 年 6 月 25 日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

地域雇用創造推進事業による雇

用創出人数（人） 
 0 516 598 ○ 

雇用拡大支援事業の参加事業所

数（社） 
 0 200 213 ○ 

人材育成事業への参加者数（人）  0 1,010 1,055 ○ 

就職促進事業への参加者数（人）  0 1,010 923 × 

事例の内容 当該計画は、情報関連産業、コールセンター及び観光産業の人材育成を

行い地域の雇用創出を図るものである。 

当該計画では、計画で実施する事業について、事前に事業者及び求職者

を対象とした調査を実施している。例えば、情報関連企業に対しては、採

用において重視するスキルのほか、計画している講座のカリキュラム案を

示し、講座の内容は希望するスキルを充足した内容となっているか、計画

している講座の受講生を採用する希望があるか（ニーズがあるか）等を確

認しており、ニーズを踏まえて希望の少なかった講座のカリキュラムの見

直し（よりシステム開発に特化する等）を検討している。 

また、計画期間中は官民共同の協議会において各年度の事業運営計画を

作成するなど、適時関係者のニーズを踏まえて計画を見直ししつつ事業を

実施している。この結果、効果を上げた事業については、計画期間終了後

も継続的に実施している。 
（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(4)-⑤-ⅱ 地域住民等からのアイディアを活用して事業を実施している例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

地域ブランドの関連企業数（社） 15 26 47 ○ 

年間乗船数（人） 26,879 28,000 41,803 ○ 

活動参加者数（人） 0 400 2,892 ○ 

事例の内容 当該市では、公益財団法人の理事から地域資源を活用した市のイメージ

アップの提案を受け、イベント企画にノウハウのあるＮＰＯ法人と協働で

地域ブランドを活用したイベントを開催し、当該イベントに関連して企業

誘致等の事業を展開する地域再生計画を作成している。 

イベントの実施に当たっては、地域住民等からアイディアを募り、そこ

で出た地域資源を使ったアート作品の展示方法、場所等をイベントの運営

に反映したほか、多くの地域住民等がボランティアとして参加している。

当該市は、このような取組により市民相互のネットワークづくりや市民

と企業・専門家との協働関係づくりを図ることができたとしている。 

2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 20 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

交流人口の拡大（人） 0 3,700 6,058 ○ 

耕作放棄地の活用（㎡） 0 3,000 3,000 ○ 
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事例の内容 当該市では、統廃合により使用しなくなる学校施設の有効活用を図る計

画について、地域住民から閉校後の学校施設を行政施設等に有効活用する

よう要望を受け、市民等から利活用アイディアを公募したほか、地域住民

による「利活用方策地元検討会」と意見交換を行っている。 

当該市では、これら意見を踏まえ、宿泊施設を有する農林業・自然体験

施設（グリーンツーリズム施設）に転用を行う地域再生計画を作成してい

る。 

また、転用後の施設における事業内容についても、地域住民やグリーン

ツーリズム関係者とともに検討を重ねて、当該意見を施設運営等に反映し

ている。 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20 年 4 月 1日～25 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

観光地利用者数（人） 406,997 500,000 576,877 ○ 

路面電車利用者数（人） 25,294 30,000 43,813 ○ 

ロープウェイシニア割引利用

者数（人） 
5,234 7,000 13,431 ○ 

地域の歴史文化交流事業参加

者数（人） 
390 500 527 ○ 

地域交流イベントの実施回数

（回） 
1 4 5 ○ 

事例の内容 当該計画は、観光客の誘致を図ることを目的とした都市再生整備計画で

あり、計画の作成及び実施に当たり、観光に関心のある市民、観光関係の

民間事業者及び自然環境の専門家による懇談会において、観光地の活用方

法・今後の方向性を検討している。 

当該市では、懇談会の検討を踏まえ、「誰でも観光地を訪れることがで

きる」ようにすることを目的として整備することとし、シニア層や障害者

に配慮し、観光施設へのアクセスについてバリアフリー化の対応を行って

いる。 

4 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20 年 4 月 1日～25 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

観光入込客数（人） 532,000 542,000 643,837 ○ 
道の駅観光施設利用者数（人） 39,800 40,800 223,901 ○ 
公園パークゴルフ場利用者数

（人） 3,500 3,800 5,300 ○ 

事例の内容 当該市では、市内に所在する道の駅の観光入込客は一定数あるものの、道

の駅の周辺観光施設の観光入込客数が低迷しており、道の駅の観光客を他の

施設にどのように誘導するかが課題となっていた。 

このような状況を踏まえ、当該市では、観光協会等の各種団体、有識者及

び地域住民からなる協議会を設置して協議を行っている。 

その結果、周辺観光施設である水族館について、道の駅の建物の陰になっ

ており、立地に問題があるとの結論に至り、水族館の移転改修等を行うこと

とし、また、水族館の移転改修に当たって、著名な水族館プロデューサーの

知見を活用して改修することで観光客の誘致に成功している。 
（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(4)-⑤-ⅲ 地域住民等の意見を踏まえて計画を見直している例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

緑道の通行者数（人） 0 1,200 2,490 ○ 

公園利用者数（人） 0 810 1,220 ○ 

市道の狭隘道路に接した住宅の

割合（％） 
10.9 7.0 5.9 ○ 

事例の内容 当該市では、計画作成前から、まちづくり条例を制定し、地域住民等で

構成されるまちづくり協議会から当該市に対してまちづくりの提案を行

える仕組みを整備しており、当該計画は、同協議会から提案されたまちづ

くり構想に基づき作成したものである。 

当該まちづくり構想では、狭あいな生活道路が多く、緊急車両の通行に

不安があることや、小規模な公園が多くまとまった緑地が少ないこと等が

当該地区の課題であるとして、その改善のため緑道及び公園の整備等を行

う事業を提案しているほか、計画期間途中においても協議会において事業

の進め方等について検討を重ねつつ、実施している。 

2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19 年 7 月 4日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

食品マイスター（社会人）育成

数（人） 
0 20 26 ○ 

人材を派遣した市内事業所にお

ける新製品・新技術開発及び生

産工程改善への取組（％） 

0 50 62 ○ 

人材を派遣した市内事業所にお

いてブランド郷土食として開発

した新製品（品） 

0 3 4 ○ 

修士（工学・食品化学コース）

育成数（人） 
0 15 10 × 

修士（工学・食品化学コース）

の市内事業所就職者数（人） 
0 8 4 × 

事例の内容 当該計画は、郷土食のブランド化を図るための人材を育成することを目

的としたものであり、当該計画の実施に当たっては、産官学の関係者で構

成する協議会を設置して、当該協議会及びその傘下の専門部会により、毎

年度、事業の実施状況を評価検証している。 

また、人材養成プログラムの内容が企業のニーズと合致しているかを見

極めるため、地元企業との意見交換会等により企業が求める人材に対する

意見を聴取し、それらの意見を人材養成プログラムに反映している。 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

地区の人口増加率（％） 3.16 5.0 5.11 ○ 

駅アクセス道路の歩行者交通

量・自転車交通量（人・台/日）
2,140 3,790 4,680 ○ 

鉄道乗降人員（人/日） 2,308 2,400 3,183 ○ 
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地区内通学路の歩道等整備率

（％） 
38.5 41.0 41.6 ○ 

事例の内容 当該地区では、駅舎がカーブに設置されており、乗降時に車両とホーム

との間に空間ができ危険であること、駅までのアクセスが不便であること

等の問題があり、地域住民からの要望により、本都市再生整備計画を作成

している。 

当該市では、地域住民の意見・要望等を把握して計画に反映するため、平

成19年度に、地域住民や地区内の小学校、中学校及び高校を対象としてアン

ケート調査を実施して、駅の利用実態、駅利用上の問題点、改善要望等を把

握している。 

また、平成 19 年 5 月に地域住民を構成員に含む協議会を設置しており、

協議会での検討の結果、施設整備の効果を検証することが必要として、代

表的な数路線を実際に整備（カラー舗装化等）して地域住民等から利用状

況を把握する交通社会実験を実施している。 

これらの取組により把握したニーズを踏まえ、当初計画で予定していた

大規模な交差点改良を中止し、歩行者と自転車の安全を確保するために歩

車分離の整備に変更したほか、整備箇所や整備内容の変更を行っている。

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(4)-⑥  地域住民等のニーズ把握や事前調整が不十分であり、関連する指標が目 

標値に達していない例 

表 2-(4)-⑥-ⅰ 地域住民等からのニーズ把握や事前調整が不十分な例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

りんごの木のオーナー制度の契

約本数（本） 
969 1,000 620 × 

高速道路インターチェンジから

観光名所までの移動時間の短縮

（分） 

0 -15 -13 × 

市街地から観光名所までの移動

時間の短縮（分） 
0 -15 -8 × 

農産物直売所の客数（人） 19,000 20,000 16,320 × 

観光地の入園者数増加（人） 45,414 50,000 18,370 × 

神社参拝者数（人） 6,081 6,500 3,691 × 

体験農業の参加者数（人） 969 1,000 620 × 

事例の内容 当該計画は、観光地へのアクセス道路を整備することで観光客の誘致を

図ることを目的として、道整備交付金を活用して市道の整備事業等を行う

ものである。 

しかし、当該市では、計画で整備した道路について、公安委員会及び地

域住民から地区内の生活道路への大型車両の流入に対する懸念・不安の声

が挙がり一部供用が延期されたほか、観光客誘致のために実施した体験農

業等の事業について、農家の高齢化・後継者不足による廃業の影響から、

計画の目標達成に十分寄与できなかったとしている。 
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2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～25 年 3 月 31 日 

（交付期間：平成 19 年 4 月 1 日～24 年 3 月 31 日） 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

駅施設利用者の満足度（％） 0 60 38 × 

定住人口の増加割合（％） 0 10 3 × 

交流イベント回数（回） 0 4 0 × 

浸水危険エリアの減少（％） 25 10 13 × 

事例の内容 当該計画では、鉄道駅設置に伴い、居住環境の形成を図ることを目的と

して、土地区画整理事業を行うとともに、都市再生整備計画事業により駅

周辺の整備を行っている。また、都市再生整備計画事業の効果促進事業と

して、地域住民からまちづくりリーダーを養成し、地域住民が主体となっ

てまちづくりを推進するためのワークショップ等を実施することとして

いた。 

しかし、当該市が、土地区画整理事業を実施する地区でワークショップ

を開催した結果、地元意見として時期尚早であるとの意見があったため 1

回の開催にとどまった。これは、元々住民の多い地区ではない上、同事業

が未完了で新規居住の住民も少ない段階であり、地域住民によるまちづく

りリーダーの養成は数の少ない既存住民から選ぶことになるなど、既存住

民に負担を押し付けることになると考えられたためである。 

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

鉄道駅の年間乗降客

（人） 
2,000,000 2,100,000 1,823,540 × 

地区内イベント参加者

数（人） 
30,000 35,000 18,904 × 

避難地の空白地帯の解

消面積比（％） 
70 90 83 × 

事例の内容 当該計画は、国道沿いにおける道の駅建設に併せ、当該地区への観光客

等の誘致を図ることを目的に、当該施設に併設する観光交流センター等の

施設や観光地周辺の市道整備等を行うものである。 

しかし、計画開始後、地権者の反対により道の駅の建設が中止されたた

め、観光施設の整備を中止している。 

このため、当該計画は、当初から大きく前提が変わっており、当該市で

は、新たに地区内の別の観光地である庭園や歩道の整備事業を追加して計

画を継続しているが、新たに追加した事業についても、歩道整備に関連し

て整備する予定であった広場について、地権者と調整が付かず中止となっ

ている。 

なお、当該計画は、その後、平成 23 年度から 26 年度にかけて第 2 期計

画を、27 年度からは第 3 期計画を実施しているが、依然として、庭園整

備や歩道整備は完了していない。 

4 計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 20 年 7 月 1日～25 年 3 月 31 日 
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目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

小売業年間商品販売額（億

円） 
872 880 806 × 

歩行者通行量（人） 326,833 350,000 275,154 × 

まちなか滞留時間（3 時間

以上の割合）（％） 
37.4 40 30.4 × 

事例の内容 当該計画では、中心市街地活性化の指標の一つに、歩行者通行量の増加

を図ることを掲げ、活性化に向けた取組を進めており、計画事業の一つと

して、広幅員でバリアフリーの歩道を整備することで歩行者が通行しやす

くする事業を実施することとし、地域住民等と意見調整を行っていた。 

しかし、計画開始後に、車線数を減らして歩道の拡幅を図る整備手法に

対して市民合意が整わず、計画期間中に事業が完了できていない。 
（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(4)-⑥-ⅱ 事業実施主体となる民間事業者との事前調整が不十分な例 

1 計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 20 年 7 月 1日～26 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

中心市街地における歩行者・自

転車通行量（人/日） 
7,000 9,000 7,476 × 

中心市街地における都市福利

施設の利用者数（人） 
77,000 93,000 117,009 ○ 

事例の内容 当該計画では、公共駐車場の整備に併せて、駐車場や空きスペースに植

樹を行う事業等を行っている。 

しかし、上記事業について、駐車場の緑化整備のために駐車可能台数を

減らす必要があることから駐車場事業者の合意が得られず、当該事業が着

手できていない。 

また、民間の住宅供給を促進するため、空き家情報を収集し提供する事

業についても、計画期間中に、空き家の把握方法や同事業に参加する事業

者のメリットについて空き家情報提供を協働して実施することとなる民

間事業者との調整が付かず、着手できていない。 

2 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

公共施設の利用人数（人） 298,000 548,000
352,000 

（見込み） 
― 

地域への回遊人数（人） 3,500 16,000
3,900 

（見込み） 
― 

地域内におけるイベント会議

開催件数（件） 
150 250

300 

（見込み） 
― 

事例の内容 当該計画では、地域への観光客の誘致を目的として、観光客の交通手段

となるレンタサイクル事業の実施を予定していたが、既に民間事業者が独

自でレンタサイクル事業を実施しており、新たなレンタサイクル事業の引

受先や事業用地が見付からなかったことから、当該事業を実施できていな

い。 
（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(4)-⑦ 中間評価等により計画期間途中における状況を把握して計画等を見直

し、関連する指標が目標値に達している例 

表 2-(4)-⑦-ⅰ 中間評価の結果を踏まえて事業の追加・見直している例 

1 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 19 年 4 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

景観満足度（％） 37.9 60 66.2 ○ 

ウォークラリー参加人数（人） 85 170 210 ○ 

歴史ガイドの活用人数（人） 2,083 3,100 3,992 ○ 

事例の内容 当該計画は、計画期間の中間年である平成 21 年 12 月に中間評価を実施

したところ、「景観満足度」及び「歴史ガイドの活用人数」について目標

値に達していなかった。 

このため、当該市では、有識者等を構成員とした会議において改善方策

を検討し、目標を達成するために、当初予定していた案内標識等の整備に

加え、緑地整備事業や史跡の発掘調査・復元整備等の事業を新たに追加し

ている。 

2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18 年 7 月 3日～22 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

事業利用企業における雇入れ数

（人） 
0 1,278 1,457 ○ 

事業利用求職者数（人） 0 1,805 5,308 ○ 

事業利用企業数（社） 0 103 ― ― 

事業利用企業における雇入れ数

（人） 
0 88 ― ― 

事業利用求職者の地域内におけ

る就職件数（人） 
0 1,022 ― ― 

官民パートナーシップ確立のた

めの支援事業への参加人数（人）
0 800 ― ― 

自治会加入率（％） 64.6 70 ― ― 

地域活動への参加（％） 18.2 30 ― ― 

ＮＰＯ団体数（団体） 22 30 ― ― 

事例の内容 当該計画は、厚生労働省の「地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）」

を活用して求職者に対する研修や経営者向けセミナー等を行い、地域の雇

用創出を図るものである。 

地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）は、毎年度、事業の実施内

容、その効果である事業利用求職者数及び雇用創出数（事業利用企業にお

ける雇入れ数）の状況を把握して事業を評価することとなっている。 

当該計画においても、この仕組みに基づき毎年度評価を行っており、受

講者から実地研修を求める要望が多かったことを踏まえ実地研修の充実

を図ったほか、講座の中で就職に直接つながる資格の取得に十分対応でき

なかったことを踏まえ、資格取得講座を実施するなど、事業の見直しに反

映している。 
（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(4)-⑦-ⅱ 効果の発現状況を踏まえて事業の見直している例 

計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況 

鉄道乗客数（人） 1,017,920 1,044,000 1,111,405 ○ 

居住者数（人） 42,973 44,000 43,653 × 

観光客入込数（人） 32,884 39,000 32,301 × 

事例の内容 当該計画では、鉄道乗客数について、1,044,000 人を目標としていたとこ

ろ、目標を大きく上回る 1,111,405 人の効果を上げており、次のような取組

を実施している。 

当該計画の主要事業である高頻度運行社会実験について、事業の実施時期

を第 1 期（平成 18 年度～19 年度）と第 2 期（平成 19 年度～22 年度）に分

け、第 1期における事業の実施効果を分析し、その結果を踏まえて第２期で

は効果の発現が認められた区間への増発運行の重点化を行っているほか、多

くの利用者数が見込める地域を選定し、当該地域に臨時駅を整備している。

また、鉄道利用促進のため実施したパーク＆ライド駐車場についても、第

1 期において駐車場の利用登録率が高くニーズはあったものの、実際の利用

率は平成 19 年度の月平均で 45％と低かったことから、当該市では、この結

果を踏まえて第 2期では登録可能台数を増やしたところ、計画最終年度の平

成22年度は4月から7月までの月平均利用率が84％に上昇したとしている。
（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(4)-⑦-ⅲ 地域の状況を踏まえて計画を見直している例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18 年 7 月 3日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

製造品出荷額等（万円） 10,625,907 12,362,100 12,803,857 ○ 

就職者数（平成 18～20

年度）（人） 
0 403 536 ○ 

就職者数（平成 21～23

年度）（人） 
0 400 578 ○ 

コーディネーター人材

育成数（人） 
0 15 21 ○ 

プレイヤー人材育成数

（人） 
0 25 51 ○ 

事例の内容 当該計画は、地域の雇用創出を図ることを目的として、当初、平成 18

年度から 21 年度にかけて、地域の農作物等の生産・加工・流通に至る各

工程で必要とされる人材を育成する事業を実施することとしていた。 

しかし、上記の取組を実施しているものの、新産業創出や雇用の加速的

増加につながっていないため、既存の産官学連携や産業間・異業種間連携

事業において提案されるアイディアを事業化・商品化につなげることが重

要として、平成 19 年度に新たに、地元の畜産大学において、農畜産物や

バイオマスなどの地域資源を更に付加価値の高い製品等へ転換するビジ

ネスモデル等を企画できる人材等を育成する事業を追加している。 

また、平成 21 年度には、依然として地域の雇用環境が厳しいとして、
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地域の農作物等の生産・加工・流通に至る各工程において必要とされる人

材を育成する事業等を引き続き実施している。 

2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～22 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

新規企業立地件数（件） 0 7 0 × 

起業にともなう設備投資の増加

（億円） 
0 25 0 × 

講座実施数（回） 0 10 10 ○ 

講座における受講者数（人） 0 2,160 2,093 × 

新規雇用創出数（人） 0 259 285 ○ 

事例の内容 当該計画は、地域の産業振興や地域の雇用創出を図るため、当初、地元

大学の医療技術学部と高等専門学校の医工連携の成果を製品化する医療

関係の民間事業者等に対して融資を行うこととしていた。 

しかし、当該市の有効求人倍率が 0.73（平成 19 年 4 月時点）と厳しい

状況にある中で、介護事業、製造業、小売業等における雇用面の課題を解

決し雇用を促進させる必要があるとして、これらの分野で必要とされてい

る人材を育成する事業を追加している。 
（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(4)-⑧ 中間評価等により計画期間途中における状況の変化を把握していない

又は把握していたが特段の対応をしておらず関連する指標が目標値に達

していない例 

表 2-(4)-⑧-ⅰ 中間評価等により計画期間途中における状況の変化を把握していな

い例 

計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

総合運動公園内客数（人） 124,943 162,400 144,694 × 

中心街の通行人数（人） 221,188 243,300 135,359 × 

市民プールの利用者数（人） 0 8,000 1,280 × 

総合運動公園に対する満足度（％） 38 60 31 × 

事例の内容 当該計画は、「中心街の通行人数」の増加のため、歩道、運動公園等の整

備事業を行うものである。 

しかし、計画期間途中に用地確保が困難となったため、「中心街の通行人

数」の増加に最も関係の深い道路に歩道を整備する事業を歩道を整備しない

舗装整備事業に変更している。 

この事業内容の変更により、事業効果の見込みも変わるものと考えられる

が、当該市では、都市再生整備計画では、中間評価（モニタリング）は義務

付けられていないことから、中間評価を実施しておらず、代替事業の追加等

の対策も講じていない。 
（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(4)-⑧-ⅱ 中間評価により把握した課題に対応していない例 

計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 20 年 11 月 1 日～26 年 10 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

中央商店街の歩行者通行量（千人） 170.5 195 128.3 × 

路面電車の年間乗車人数（千人） 7,287 7,400 6,866 × 

中心市街地内の観光客数（千人） 1,348 1,600 1,379 × 

小売年間商品販売額（百万円） 263,982 264,000 208,301 × 

事例の内容 当該計画は、計画で設定した目標がいずれも未達成となっている。 

当該市は、中間評価において、近隣町に開業した大型店舗の影響から、こ

のままでは小売年間商品販売額の目標は達成困難であると分析していたが、

適切な対応手段がないとして、特に事業の追加や見直しは実施していない。

なお、当該計画は、中間評価の結果を内閣府に報告しているが、当該市は、

同府からは、目標未達成の要因等について質問はあったものの、目標達成の

ための取組についての指導・助言は特段なかったとしている。 
（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(4)-⑩ 国の制度として中間評価の結果を翌年度以降の事業の継続可否の判断 

に活用している例 

1 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 19 年 9 月 20 日～22 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

雇用創出数（人） 0 210 ― 中止 

事例の内容  当該計画は、厚生労働省の「地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）」

を活用して求職者に対する研修や経営者向けセミナー等を行い、地域の雇

用創出を図るものである。 

地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）では、毎年度、事業の実施

状況とその効果である事業利用者数や雇用創出数を確認し、事業全体の雇

用創出数が目標値の 50％に達しないなどの場合は、次年度以降の事業の委

託を継続しないこととされている。 

当該計画では、計画開始後にＩＴ技術者養成事業に必要な機器購入等に

当たって会計上のトラブルがあり、事業を適切に実施することができなか

った。当該市は、平成 19 年 12 月に中間評価を実施し、上記の現状を厚生

労働省に報告し、同省から改善の指示を受けたものの、結果的に初年度実

績は、雇用創出 40 人の目標値に対して 14 人であった。 

厚生労働省は、当該計画について、事業全体の雇用創出数が目標値の

50％に達しなかったことから、平成 20 年 6 月に事業の委託の継続を取り

消している。 

2 計画区分 地域再生計画 

計画期間 平成 18 年 7 月 3日～21 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

新規雇用者数（人） 0 158 55 × 

シルバー人材活用（人） 0 20 ― ― 

障害者雇用（人） 0 10 0 × 

工芸生産組合立ち上げ ― ― ― × 

桑畑面積（㎡） 0 5,000 3,000 × 

養蚕農家の育成（戸） 0 10 0 × 

事例の内容  当該計画は、厚生労働省の「地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ

事業）」を活用して地域の雇用創出を図るものである。 

地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）では、毎年度、事業の

実施状況や雇用創出数等の目標値の達成状況を評価し、事業修了時に当初

の目標値に達する可能性が極めて低い場合は、事業の委託の継続を取り消

すこととされている。 

当該計画は、下表のとおり、「絹織物織子育成事業」及び「手作り工芸

産業事業化支援人材育成事業」を上記の支援施策を活用して実施していた

ところ、平成 19 年度において、事業全体の雇用創出について目標値に達

- 344 -



しなかったことから、実績の芳しくなかった「手作り工芸産業事業化支援

人材育成事業」について、厚生労働省から事業の委託の継続を取り消され

ている。 

 

表 目標（雇用創出数）の達成状況   

                           （単位：人）

区分 平成 18 年度 19 年度 20 年度 

絹織物織子育成事業 
目標値 20 目標値 20 目標値 20

評価値 11 評価値 20 評価値 19

手作り工芸産業事業

化支援人材育成事業 

目標値 6 目標値 5 目標値 ―

評価値 4 評価値 1 評価値 ―
 

（注）当省の調査結果による。 

 

表 2-(4)-⑪ 近隣市等の状況も含めて地域の状況を分析して計画を作成し、関連する

指標が目標値に達している例 

計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 20 年 5 月 1日～26 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

休日歩行者通行量（人） 20,206 27,000 15,605 × 

空き店舗率（％） 21.3 15 17 × 

サービス・飲食業のシェア

（％） 
33.8 40 43.9 ○ 

居住人口（人） 12,735 14,500 14,999 ○ 

事例の内容 当該市では、当該市が所在する県は人口も多く商業も活発な市への一極集

中が著しいため、そのような市と似たようなまちづくりをしていては中心市

街地の活性化を図ることは困難であると考え、自市の強みである食文化を活

用したご当地グルメに関する事業を含めた中心市街地活性化基本計画を作

成しており、指標の一つとして「サービス・飲食業のシェア」を設定してい

る。 

当該計画では、ご当地グルメに関するイベント開催し、ＰＲ事業等を通じ

て市の知名度向上を図ったほか、事業効果が一過性に終わらないよう日常

的・継続的な来街者の増加を図るため、長期間を掛けて行うスタンプラリー

形式のイベントも開催している。 

当該市では、この結果、取組が全国的に取り上げられ、市外から来街者を

呼び込む誘因となったとしている。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(4)-⑫ 近隣市等の状況を十分把握しておらず、関連する指標が目標値に達して

いない例 

計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 18 年 4 月 1日～23 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

総合運動公園内客数（人） 124,943 162,400 144,694 × 

中心街の通行人数（人） 221,188 243,300 135,359 × 

市民プールの利用者数（人） 0 8,000 1,280 × 

総合運動公園に対する満足度

（％） 
38 60 31 × 

事例の内容 当該市では、総合運動公園の拡充（多目的広場の整備）と老朽化した市民

プールの建て替えを行っている。 

しかし、当該計画で指標として設定した総合運動公園や市民プールの利用

者数について、いずれも目標値に達していない。 

当該市は、平成 17 年に 1市 6 町が合併して成立した人口 12 万人超の市で

あり、市内には運動施設が 23 か所（うちプール 5 か所）存在しているが、

目標値の設定の際にこれら近隣の類似施設の影響を考慮した様子はうかが

えず、目標値が過大であったと考えられる。 

なお、計画期間後の利用者数を確認したところ、下表のとおり、総合運動

公園内の多目的広場及び市民プールともに、平成 25 年度の利用者数は、23

年度から増加していない。 

 

 表 多目的広場と市民プールの利用者数 

（単位：人） 

区分 平成 23 年度 25 年度 

多目的広場 11,935 11,499

市民プール 1,280 1,193
 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(4)-⑬ 地域再生計画に関する事例集 

表 2-(4)-⑬-ⅰ「地域の元気は日本の元気－特区・地域再生 事例集－」（平成 21 年 3 

月内閣府）（抜粋） 

目次 

抜粋 

目次 

Ⅰ 特区・地域再生を組み合わせた事例 （略） 

Ⅱ 代表的な特区の事例 （略） 

 

 

地域再生計画の支援措置のグ

ループ別に事例を紹介してい

る。 
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事例 

抜粋 

 

概要  本事例集では、地域再生計画の支援措置のグループ別に事例を紹介している。こ

の事例の記載をみると、地域住民等との連携や中間評価の取組について触れている

事例も一部あるものの、それらに着目して事例を整理しているものではない。 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 枠、枠内のコメント及び概要欄のコメントは当省が付した。 
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表 2-(4)-⑬-ⅱ「地域再生戦略交付金活用事例」（平成 27 年 8 月内閣府）（抜粋） 

目次 

抜粋 

目次なし 

事例 

抜粋 

概要  本事例集は、地域再生計画と連動した支援措置のうち地域再生戦略交付金の活用

事例を取りまとめたものであり、地域住民等との連携や中間評価の取組に着目して

整理しているものではない。 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 概要欄のコメントは当省が付した。 
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表 2-(4)-⑭ 「都市再生整備計画に関する事例集」（平成 22 年 3 月国土交通省）   
（抜粋） 

目次 

抜粋 

 

まちづくりのテーマごとに事

例を紹介している。 

プロセス別に事例

を紹介している。 
地域住民等との連

携や中間評価にも

着目して事例を紹

介している。 
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事例 

抜粋 

 

 
（中略） 

 
（中略） 

 

概要  本事例集では、プロセス別に事例を整理しており、その中で地域住民等との連携や

中間評価に着目して事例を紹介している。 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 枠、枠内のコメント及び概要欄のコメントは当省が付した。 

 

  

地域住民等との連携に

着目して事例を紹介し

ている。 

中間評価に着目して事

例を紹介している。 
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表 2-(4)-⑮ 中心市街地活性化基本計画に関する事例集 

表 2-(4)-⑮-ⅰ「中心市街地活性化取組事例集」（平成 21 年 5 月内閣府）（抜粋） 

目次 

抜粋 

（中略） 

 
（中略） 

 
（中略） 

 

（中略） 

 
 

事例 

抜粋 

 

事業の種類ごとに事例

を紹介している。 
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概要 

 

 本事例集は、中心市街地活性化基本計画の中の個別の事業の紹介となっており、

主に事業概要を記載している。 

上記の事例では、ＮＰＯと連携して事業を実施している旨に触れており、事業概

要の説明の中で地域住民等との連携や中間評価の取組に触れている事例も一部あ

るものの、それらに着目して整理したものではない。 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 枠、枠内のコメント及び概要欄のコメントは当省が付した。 

 

表 2-(4)-⑮-ⅱ 「中心市街地活性化基本計画平成 25 年度最終フォローアップ報告」
（平成 26 年 8 月内閣府）（抜粋） 

目次 

抜粋 

 

毎年度、最終フォローア

ップ報告書を公表したも

のの中から好事例を紹介

している。 
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事例 

抜粋 

概要 本事例集は、中心市街地活性化基本計画の取組内容を記載するとともに、その効

果として、計画で設定した指標とその評価値等を紹介する内容となっている。 

しかし、上記の事例のように、商店街振興組合等との連携について言及している

ものも一部あるが、地域住民等との連携や中間評価の取組に着目して事例を紹介し

ているものではない。 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 枠、枠内のコメント及び概要欄のコメントは当省が付した。 

 

  

計画で設定した指標とその目標値

及び評価値を記載している。 
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表 2-(4)-⑯ 地域活性化に関する事例集一覧 

事例集の名称 関係する計画 作成日 作成府省 

地域の元気は日本の元気－特区・地

域再生事例集－ 

地域再生計画 平成 21 年 3 月 内閣府 

地域再生戦略交付金活用事例 地域再生計画 平成 27 年 8 月 内閣府 

地域再生計画を活用した新たな取組 

～農村地域・中山間地域等における

好事例の紹介～ 

地域再生計画 平成27年12月 内閣府 

都市再生整備計画を活用したまち

づくり実例集 

都市再生整備計画 平成 22 年 3 月 国土交通省 

まち交大賞受賞地区紹介 都市再生整備計画 平成 17 年度～ 国土交通省 

中心市街地活性化基本計画最終フ

ォローアップ報告 

中心市街地活性化基

本計画 

平成 23 年度～

26 年度 

内閣府 

中心市街地活性化取組事例集 中心市街地活性化基

本計画 

第 1版：平成 21

年 5 月 29 日 

第 2期認定分：

平成 24 年 6 月

29 日 

内閣府 

コンパクトでにぎわいあふれるま

ちづくりをめざして～戦略補助金

を活用した中心市街地活性化事例

集～ 

中心市街地活性化基

本計画 

平成 23 年 1 月 経済産業省 

まちづくり会社がまちを動かす！

～事例から学ぶ 5つのポイント～ 

中心市街地活性化基

本計画 

平成 24 年 3 月 経済産業省 

好きなまちで挑戦し続ける 中心市街地活性化基

本計画 

平成 25 年 経済産業省 

まちづくり会社等の活動事例集 中心市街地活性化基

本計画 

平成 24 年 3 月 国土交通省 

中心市街地の空きビル活用及びリ

ニューアル事例調査 

中心市街地活性化基

本計画 

平成 24 年 3 月 国土交通省 

地域力創造優良事例集 地域活性化 3 計画等 平成 20 年度～

22 年度 

総務省 

地域政策の動向調査 地域活性化 3 計画等 昭和 51 年～ 総務省 

地域の元気創造プラットフォーム 地域活性化 3 計画等 平成 26 年度～ 総務省 

（注）当省の調査結果による。 
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(5) 計画期間中に発現した効果を持続させていく取組の推進 
勧  告 説明図表番号 

ア 計画期間終了後の効果測定の実施状況 

計画期間終了後も計画で発現した効果が持続しているか把握するため

に設定した指標の値の推移を継続的に測定（以下「継続的な効果測定」と

いう。）しているか調査したところ、継続的な効果測定を実施しているも

のは 291計画中 71計画（24.4％）、実施していないものは 99計画（34.0％）

であった。このほか、都市再生整備計画において、評価を確定させるため

に計画期間終了後に効果測定を実施していると回答があったものが 121

計画（41.6％）あった。 

継続的な効果測定を実施している主な理由は次のとおりであった。 

① 同様の目的を有する次期計画を実施中であり、当該次期計画の中間評

価・事後評価を行うことが前計画の継続的な効果測定になっているとす

るもの（44計画） 

② 引き続き市街地活性化に取り組んでいくために必要な情報であると

するもの（2計画） 

③ 事後評価の際に 1回だけ測定するのみであれば、そこで認められた効

果が一時的なものか検証できないためとするもの（2計画） 

④ その他、市の総合計画の指標として継続的に把握している、今後の参

考となる可能性もあるため各年のデータを把握しているとするもの等

（23計画） 

一方、継続的な効果測定を実施していない主な理由は次のとおりであっ

た。 

① 事後評価を実施した際に各指標の目標値を上回る結果が得られたこ

とから、継続的に効果測定する必要性を感じなかったなどとするもの（9

計画） 

② 継続的な効果測定について、国のマニュアル等で実施や報告が求めら

れていないとするもの（8計画） 

③ 計画期間終了後も継続的に効果を測定していきたいが、近い時期に事

業を実施する予定がなければ、継続的な効果測定に係る所要の予算配賦

について財政当局の理解が得られない、継続的な効果測定に取り組む時

間がないなど、コスト・事務負担に関するもの（6計画） 

④ ハード整備事業の効果について、どの時点で効果測定・評価を行うか、

単年度の実績で評価を行うか、複数年度の実績で評価を行うかなど、実

施時期、手順等が国のマニュアル等で明確になっていないとするもの（1

計画） 

⑤ 継続的な効果測定を実施していない理由は不明とするもの（42計画） 

⑥ その他、次期計画に基づき新しい事業が展開されていることから行っ
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ていない、継続して推移を把握していくような指標ではないとするもの

等（33 計画） 

 

イ 一定期間経過後の施設利用者数等 

今回調査対象とした計画以前に公費を投入し整備されたものも含めて

複合施設等の利用者数の推移等を調査したところ、一定期間経過後に施設

利用者数が大幅に減少しているものが 3事例みられた。 

これらの市では、いずれも施設利用者数等の効果の発現状況を継続的に

把握し、その結果を踏まえて対策を講ずることにより、利用者数の減少に

歯止めをかける努力をしており、中には一時的に利用者数の減少がみられ

た商業施設について、市が対策を講じた後に、利用者数が増加している例

もみられた。 

 

ウ 関係府省の対応等 

内閣府及び国土交通省は、地方公共団体に対し継続的な効果測定を行う

ことの重要性や、データの把握時期、把握した結果どうすべきかなど具体

的な手順等を示していない。 

なお、国土交通省は、事業完了後から継続的に中長期にわたり得られる

効果（ストック効果）に着目した情報収集をし、研修等を活用して地方公

共団体に情報提供を行っている。収集した事例の中には、平成 20 年度ま

でに整備した事業の効果を継続的に測定し、新たな課題（観光客数の維持、

向上等）に対応するため、新たな都市再生整備計画を作成・実施している

例など、継続的な効果測定の取組もみられる。また、平成 28 年度におい

てもストック効果に関する情報収集を行うとしている。 

 

【所見】 

したがって、内閣府及び国土交通省は、継続的な効果測定やその結果を踏

まえた対策の実施等、計画期間中に発現した効果を持続させていく取組を推

進するため、次の措置を講ずる必要がある。 

地方公共団体に対し、計画期間終了後も効果を持続させていくことの重要

性を示すとともに、継続的な効果測定の実施状況、計画期間終了後の対策や

効果が持続している事例等、計画で発現した効果を持続させるための取組を

収集・分析し、地方公共団体の参考となる取組事例等を紹介するなど、情報

提供の充実に努めること。 
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表 2-(5)-① 計画期間終了後の継続的な効果測定の実施状況        

(単位：計画、％) 

区 分 地域再生計画
都市再生整備 

計画 

中心市街地活

性化基本計画
計 

実施しているもの 13

（17.1）

18

（10.5）

40

（90.9）

71

（24.4）

 うち次期計画等で

実施 
4 7 33 44

未実施のもの 63

（82.9）

32

（18.7）

4

（9.1）

99

（34.0）

確定値を測定するた

めに実施(注 2) 
― 

121

（70.8）
― 

121

（41.6）

合 計 
76

（100）

171

（100）

44

（100）

291

（100）

（注）1 当省の調査結果による。 

2 都市再生整備計画については、数値目標の達成状況の検証に見込みの値を用いた場合や、数値目標が達

成できなかったために改善策を実施した場合に、適切な時期（原則、交付終了の翌年度）に改めて達成

状況を確認し、評価を確定させるためのフォローアップを実施することとされている。しかし、当該フ

ォローアップは、把握できなかったデータを捕捉する性格のものであり、計画で発現した効果が持続し

ているか把握するために測定するものとは異なる。 

3 （ ）内は割合を示す。 

 

表 2-(5)-② 計画期間終了後の継続的な効果測定を実施している主な理由 

区 分 主 な 理 由 件数

同様の目的を有する

次期計画において取

り組んでいるため 

・ 次期計画において、前計画と同じ指標を設定し、計画実

施による効果を把握することとしているため。 

・ 現在実施中の計画において、開始から 3年経過後にモニ

タリングを実施する予定であり、このモニタリングが前計

画のフォローアップも兼ねることになる。 

44

次期計画はないが、

引き続き市街地活性

化に取り組んでいく

ために必要な情報で

あるため 

・ 本計画の終了後、次期計画等を作成する予定はないが、

市民アンケートの調査結果や協議会の意見を踏まえると

ともに、これまで培ったソフト事業の継続や港湾エリアの

再開発、商業施設跡地の再活用等、官民協働により引き続

き市街地活性化に取り組んでいくため。 

・ 本計画の終了後、市独自の「中心市街地まちづくり推進

プラン」を実施しているため。 

2

事後評価において把

握した数値が一時的

なものなのか検証す

るため 

・ 今後取り組むべき課題等の内容については事後評価・フ

ォローアップ時と変わっておらず、活性化度合いを測る物

差しになるものと考えている。事後評価が正しかったのか

ということを確認する意味が大きい。 

・ 事後評価において把握した数値が一時的なものなのか検

証することが望ましいと判断した。 

2
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その他 ・ 市の総合計画の指標として継続的に把握している。 

・ 本計画で設定した指標については、今後の参考となる可

能性もあるため、計画期間終了後も各年のデータを把握し

ている。 

・ フォローアップ評価という形では行っていないが、必要

があれば対策を講ずるため、施設の利用状況は随時把握し

ている。 

23

（注）当省の調査結果による。 

 

 

表 2-(5)-③ 計画期間終了後の継続的な効果測定をしていない主な理由 

区 分 主 な 理 由 件数

事後評価を実施し

た際に各指標の目

標値を上回る結果

が得られたため 

・ 事後評価において目標値を上回る結果を得ることができ、

フォローアップの必要性がなかったため。 

・ 計画期間内に事業も完了しており、計画に記載した目標は

達成しているため。 

9

国のマニュアル等

で実施や報告が求

められていないた

め 

・ 事後評価後のフォローアップについて、国のマニュアル等

で実施することが定められていないため。 

・ 国のマニュアルで計画期間終了後における効果測定結果の

報告等が求められていないため。 

8

コスト・事務負担

に関するもの 

・ 計画期間終了後も継続的に効果を測定していきたいが、近

い時期に事業を実施する予定がなければ、そのような取組に

係る所要の予算配賦について財政当局の理解が得られない。 

・ 新たに事業を実施していることから、過去の事業のフォロ

ーアップに割く時間がないため。 

・ 業務多忙のため、実施に至っていない。 

6

実施時期、手順等

が国のマニュアル

等で明確になって

いないため 

・ ハード整備事業の効果について、どの時点で効果測定・評

価を行うか、単年度の実績で評価を行うか、複数年度の実績

で評価を行うかなど、実施時期、手順等がマニュアル等で明

確になっていないため。 

1

不明 ・ 継続的に効果測定を行っていない理由は不明である。 42

その他 ・ 計画期間終了後のフォローアップは可能であるが、事業が

終了してから相当期間経過した後の数値は本事業の効果かど

うかの判断が難しいこと、次期計画に基づき新しい事業が展

開されていることから行っていない。 

・ 設定した指標は継続して把握していくような指標ではない

ため。 

33

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(5)-④ 施設を整備したものの、一定期間経過後に施設利用者数が大幅に減少し

ている例 

1 事例の内容 市街地再開発により、今回調査対象とした中心市街地活性化基本計画の

計画区域内に中心市街地の集客拠点として飲食店や市立図書館等の複合

施設が平成 13 年 1 月に整備されている。 

当該複合施設の来館者数を調査したところ、下表のとおり、平成 19 年

度には 619 万人に達していたものの、25 年度には 433 万人まで減少して

いる。 
 

表 来館者数の推移                    

（単位：人）

区分 平成13年度 16 年度 19 年度 22 年度 25 年度 

来館者数 4,998,782 5,941,422 6,190,584 5,156,102 4,334,227

 

なお、当該市では、当該複合施設は中心市街地活性化の核的施設である

ことから、当該施設の公的施設部分の利用率・利便性の向上、空き区画の

積極的な活用などの支援策を講ずることにより、集客力向上を図ることと

している。 

2 計画区分 中心市街地活性化基本計画 

計画期間 平成 19 年 5 月 1日～24 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

寺院境内の歩行者・自転車通行

量（人） 
8,552 10,000 10,310 ○ 

中心市街地（15 地点）の歩行

者・自転車通行量（人） 
263,903 320,000 226,105 × 

中心市街地（36 町丁字）の居住

人口（人） 
9,660 10,900 9,817 × 

複合施設及び生涯学習センタ

ーの年間利用者数（人） 
300,726 368,000 454,399 ○ 

事例の内容 当該市では、新しい魅力拠点の創出と市民も訪れることができる生活創

造拠点の整備を目的として、地域に多く残る古い蔵や古民家等を活用し、

市、商店街、地元企業等の出資により設立されたまちづくり会社が、平成

17 年 11 月に商業施設を整備しており、当該施設の運営事業を当該計画に

位置付けている。 

当該商業施設の利用者数を調査したところ、下表のとおり、平成 19 年

度には 18 万人に達していたが 23 年度には 14 万人まで減少している。 

このことについて、当該市では、ⅰ）平成 19 年度は開業から約 2 年し

か経っておらず、「オープン効果」のプラス影響が続いていたこと、ⅱ）

20 年度から店舗の入れ替わりが始まり、土産や飲食の物販店舗以外の業

態の出店や一部空き店舗が出たことが原因であるとしている。 

- 360 -



平成 22 年度以降の利用者数をみると、下表のとおり、約 14 万人前後で

推移しており、運営主体であるまちづくり会社では、店舗の入れ替わりに

際しては、飲食店が入居していたところには飲食店を入居させるといった

ように集客物販につながる店舗を維持することにより、利用者数の安定を

図っているとしている。 

なお、当該市は、利用者数を維持させるために、当該商業施設への運営

費補助や当該施設を会場としたイベントの開催などを実施しているとし

ている。 
 

表 施設利用者数の推移 

                  （単位：人）

区分 平成 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

利用者数 182,181 159,771 205,142 135,508

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

利用者数 140,715 135,963 137,218 138,593

（注）当該市では、平成 21 年度における利用者数の増加は、特殊要因であるとしている。

3 計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 20 年 4 月 1日～25 年 3 月 31 日 

目標（指標）

の達成状況 

指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

観光入込客数（人/年） 532,000 542,000 643,837 ○ 
道の駅観光施設利用者数（人/

年） 
39,800 40,800 223,901 ○ 

公園パークゴルフ場利用者数

（人/年） 
3,500 3,800 5,300 ○ 

事例の内容 当該計画では、道の駅の建物の陰となっている水族館を土産物店に隣接

する位置に移転し、著名な水族館プロデューサーの知見を活用し世界初の

水槽の新設等の改修を行った。その結果、利用者数が大幅に増加している。

しかしながら、下表のとおり、施設改修前と比べると依然として高い効

果が発現しているものの、平成 26 年度には 25 年度と比べ約 9 万 5,000

人（約 3 割）減少となっている。 

また、平成 25 年度から 27 年度までの各年度 4月から 11 月までの利用

者数をみると、27 年度には 25 年度と比べ約半減となっている。 
 

表 施設利用者数の推移 

                （単位：人、％）

区分 改修前 平成 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

利用者数 39,800 194,199 286,355 191,306 129,930

 4月～11月 ― ― 261,891 170,742 129,930

 25 年度比 ― ― 100 65.2 49.6

（注）平成 24 年度の値は、平成 24 年 7月から 25 年 3月までの値であり、27 年度の値は、

27 年 4月から同年 11 月までの値となっている。 
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 当該市では、平成 25 年 4 月、水族館の集客力の維持と水族館効果を高

め、地域の活性化を図ることを目的として、当該水族館の利用促進連絡会

議（構成員：市観光振興課、各総合支所産業課、水族館指定管理者、地域

観光協会及び観光協会連絡協議会。オブザーバー：水族館プロデューサー）

を発足し、当該水族館の移転改築後においても引き続き、水族館プロデュ

ーサーから適宜、助言を受けながら、利用者数を確保するため、展示内容

の工夫や広報に取り組んでいるとしている。 

なお、平成 27 年 11 月、当該市のまちづくり協議会から当該市長に対し、

効果を持続させるため、次のような内容の答申書が提出されている。 

① 観光客入込数は前年度比で 16％減少となっており、今後は、当該水族

館の集客力を持続させるための魅力づくりや一度訪れた者に再び訪れて

もらえるような景観を含めた環境整備について、地域住民や関係機関と

一体となった取組を進めることが重要 

② 移転改築した当該水族館の集客効果を一過性にしないために、他自治

区の観光スポットと連携した取組を行うなど、関係団体等が連携しなが

ら、市が一体となって観光推進体制に取り組んでいくことにより、点か

ら線、更には面的な観光施策の展開を進めていくべき 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(5)-⑤ 地域再生計画に関するアンケート調査（平成 27 年 9 月 4 日内閣府地方
創生推進室）調査票（抜粋） 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。

目標を達成しなかった指標については、目標を達成するための対応策を本アン

ケートにより報告させている。 
しかし、継続的な効果測定を行うことの重要性や、データの把握時期、把

握した結果どうすべきかなど具体的な手順等を示していない。 
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表 2-(5)-⑥ 地域再生計画認定申請マニュアル（総論）（平成 27 年 9 月内閣府地方創

生推進室）（抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

 

計画期間終了後も計画で発現した効果が持続しているか把握するために、設定した

指標の値の推移を継続的に測定することの重要性について示されていない。 
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表2-(5)-⑦ 社会資本整備総合交付金に係る計画等について(平成27年4月9日付け

国官会第 102 号国土交通事務次官通知) （抜粋） 

 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。

事後評価時に今後の方針を検討し報告することとされている。 
しかし、継続的な効果測定を行うことの重要性や、データ把握時期、把握

した結果どうすべきかなど具体的な手順等を示していない。 
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表2-(5)-⑧ まちづくり交付金評価の手引き 第3部事後評価の進め方2-2事業の成

果及び実施過程の検証（事後評価シートの作成を含む）（平成 20 年 8 月

国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課都市総合事業推進室）（抜

粋） 

○(1)成果の評価 
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まちづくり交付金の交付終了年度の最終日を評価基準日として評価を行い、未確定

の数値がある場合には、交付終了時の見込みの状況を推計して評価した上で、交付期

間が終了した翌年度に（翌年度に確定しない場合は、確定後速やかに）確定の数値を

求めるためにフォローアップを行うことになっているが、これは把握できなかったデ

ータを捕捉する性格のものである。 
このため、計画期間終了後に、計画で発現した効果が持続しているか把握するため

に測定するものとは異なる。 
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○(3)今後のまちづくり方策の作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後評価時に効果を持続させるために行う方策や未達成の目標を達成するため

の改善策などを検討することとされている。 
しかし、継続的な効果測定を行うことの重要性や、データの把握時期、把

握した結果どうすべきかなど具体的な手順等を示していない。 
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（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

 

 

表 2-(5)-⑨ 中心市街地活性化基本計画フォローアップ実施マニュアル（平成 27 年

7 月内閣府地方創生推進室）（抜粋） 

表 2-(5)-⑨-ⅰ Ⅳ.最終フォローアップ４.最終フォローアップ報告書の記載例（抜

粋） 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。

事後評価時に「目標指標に関連する、計画終了後の取組や方針について」検討し報

告することとされている。 
しかし、継続的な効果測定を行うことの重要性や、データの把握時期、把握し

た結果どうすべきかなど具体的な手順等を示していない。 
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表2-(5)-⑨-ⅱ Ⅳ.最終フォローアップ2.最終フォローアップに係る留意点（抜粋） 

（注）枠及び枠内のコメントは当省が付した。 

 

中心市街地活性化基本計画の事後評価結果については、計画期間満了から 2 か月以

内に内閣府に提出することになっている。 
しかし、計画期間終了後も計画で発現した効果が持続しているか把握するために、

設定した指標の値の推移を継続的に測定することの重要性については示されていな

い。 
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表 2-(5)-⑩ 国土交通省がストック効果に着目した情報収集を行い、情報提供してい

る事例 

計画区分 都市再生整備計画 

計画期間 平成 16 年 4 月 1日～21 年 3 月 31 日 

目標（指標） 

の達成状況 
指標 基準値 目標値 評価値 達成状況

登閣者数（人/年） 199,230 219,000 287,091 ○ 
歩行者数（人/12H） 373 500 558 ○ 
人口（人） 30,413 30,700 31,198 ○ 

事例の内容 当該市では、「歩いて暮らせるまちづくり 歩いて巡るまち」を目標とし、

道路美装化、電線類地中化、景観助成等の事業を実施し、全ての指標につい

て目標値を達成している。 

当該市では、指標の一つである登閣者数について、計画期間終了後も引き

続き測定するとともに、当該計画の効果を持続させるために、民間企業との

タイアップによる観光宣伝や景観助成等の街並み環境整備の実施等を継続

的に行っている。 

さらに、継続的な効果測定の結果も踏まえ、観光客数の維持・向上や交通

対策、防災対策等の新たな課題に対応するため、平成 26 年度から実施して

いる次期計画では、観光交流センター、観光駐車場及び多目的広場の整備を

実施している。 

 

表 登閣者数の推移  

                   （単位：人） 

年度 平成 16年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

登閣者数 189,686 222,434 220,193 247,874 287,091 

年度 平成 21年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

登閣者数 330,573 392,895 422,996 440,993 439,508 
 

（注）国土交通省提出資料に基づき当省が作成した。 
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３ 地域再生計画における申請手続の簡素合理化 

勧  告 説明図表番号 

（地域再生計画の認定手続等のワンストップ化） 

平成 26年 11 月に、地域再生法の一部改正により、認定・提出手続をワン

ストップ化する制度を設け、地方公共団体が地域再生計画と関連する複数の

計画を一体的に作成しやすくするとともに、事務負担の軽減を図っている

（以下、この改正を「平成 26年 11月改正」という。）。 

① 認定手続のワンストップ化 

地方公共団体が、以下のⅰ）からⅲ）までの計画に基づく事業及び措置

を記載した地域再生計画を作成し、内閣総理大臣から当該地域再生計画の

認定を受けたときに、当該地域再生計画と一緒に作成した以下の 3計画も

認定又は同意の効力が発生する。また、計画変更の際の手続もこれと同じ

とされている。 

ⅰ）中心市街地活性化基本計画（内閣総理大臣認定の効力） 

ⅱ）構造改革特別区域計画（内閣総理大臣認定の効力） 

ⅲ）産業集積形成等基本計画（主務大臣（経済産業大臣等）の同意の効力） 

上記のワンストップ化の制度を活用して、平成 28 年 3 月までに中心市

街地活性化基本計画 4計画及び構造改革特別区域計画 1計画が地域再生計

画とともに認定されている。 

② 提出手続のワンストップ化 

地方公共団体が、地域再生計画と以下のⅰ）からⅶ）までの計画を一緒

に作成した場合、これらの計画を、内閣総理大臣に地域再生計画と併せて

提出することができるとされている。また、提出を受けた内閣総理大臣は

遅滞なく関係行政機関の長にその写しを送付することとされ、その場合、

以下の 7 計画が関係行政機関の長に提出又は送付があったものとみなす

こととされている。また、計画変更の際の手続もこれと同じとされている。 

ⅰ）都市再生整備計画（国土交通大臣への提出） 

ⅱ）立地適正化計画（国土交通大臣への提出） 

ⅲ）地域住宅計画（国土交通大臣への提出） 

ⅳ）農山漁村活性化計画（農林水産大臣への提出） 

ⅴ）広域的地域活性化基盤整備計画（国土交通大臣への提出） 

ⅵ）地域公共交通網形成計画（国土交通大臣及び総務大臣への送付） 

ⅶ）観光圏整備計画（国土交通大臣及び農林水産大臣への送付） 

 

なお、平成 26 年 11 月改正前においても、「地域再生基本方針の一部変更

について」（平成 19 年 12 月 7 日閣議決定）において、地方公共団体が同一

の区域において、地域再生基本方針に定める地域再生計画と連動した支援措

置のほか、「構造改革特別区域基本方針」（平成 15年 1月 24日閣議決定）に

 

表 3-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-② 
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定める特例措置及び中心市街地活性化基本方針に定める特別の措置の活用

をする場合は、これらの措置を記載した計画を作成し、一括して認定を申請

することができるとされていた。 

 

しかし、次のとおり、地域再生計画に関連する事業及び措置を記載し、地

域再生計画と一緒に作成する計画の中で、地域雇用創造計画については認定

手続及び提出手続のワンストップ化の対象となっていない。 

 

（地域再生計画と地域雇用創造計画の関係） 

地方公共団体が、認定地域再生計画に基づく中核的な支援施策の一つとな

っている地域雇用開発促進法（昭和 62 年法律第 23 号）第 10 条に基づく地

域雇用開発のための事業（注 1）を行うに当たっては、同法第 6条に基づく地

域雇用創造計画を作成し、厚生労働大臣の同意を得る必要がある。 

このため、地域雇用開発のための事業を実施するためには、内閣総理大臣

による地域再生計画の認定及び厚生労働大臣による地域雇用創造計画の同

意の双方が必要となっている。 

また、地域雇用創造計画においても、厚生労働大臣の同意を得て、地域雇

用開発促進法に基づき国から受けられる支援措置は、地域雇用開発のための

事業の委託のみである。 

さらに、この地域の活力の再生を行う地域再生計画と地域雇用創造計画に

基づく事業の関係について、地域雇用開発促進法第 14 条では、国は、同法

に基づく地域雇用開発のための事業の委託等の措置と別に講ぜられる地域

の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努

めるものとするとされている。 

（注 1）事業開始年度別に次のとおりとなっている。 

① 「地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）」（平成 17年度～18年度） 

②「地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）」（平成 19年度～23年度） 

③「実践型地域雇用創造事業」（平成 24年度以降） 

（注 2）「地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）」の対象地域については、同意雇

用機会増大促進地域（地域雇用機会増大計画を作成し厚生労働大臣の同意を得た地域）

又は、事業実施の直近 1年間の有効求人倍率が 1倍未満の地域とされ、後者の場合は、

地域雇用創造計画の厚生労働大臣の同意が不要となっていた。 

 

（ワンストップ化の対象とならなかった理由） 

平成 26年 11月改正の際に、地域雇用創造計画の同意手続をワンストップ

化の対象としなかった理由について、内閣府は、平成 26年 11 月改正の際に、

地域雇用創造計画を含めて認定手続及び提出手続のワンストップ化の余地

があると思われる計画の制度を所管する省庁にその可否について照会した

ところ、厚生労働省から、以下の①及び②の理由により困難との回答があっ
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たためとしている。 

① 地域雇用創造計画の同意に当たっては、都道府県労働局に設置される地

方労働審議会の意見を踏まえる必要があること。 

② 計画同意前のみならず同意後の事業の実施段階や中間評価の段階など

に厚生労働省（都道府県労働局及び公共職業安定所）が指導・助言を行っ

ており、計画の同意協議に係る提出窓口が内閣府になれば混乱が生じるお

それがあること。 

 

今回、地域雇用開発のための事業を活用した地域再生計画の記載内容の類

似性、マネジメント、手続等を調査した結果、次のとおりの状況がみられた。 

 

ア 地域再生計画と地域雇用創造計画の記載内容等の類似性 

地域再生計画と地域雇用創造計画の法定の記載事項及び今回当省が調

査した両計画の記載事項等の比較を行ったところ、次のとおり類似する点

が多くみられた。 

 

(ｱ) 法定の記載事項 

地域再生計画は、地域再生法第 5条第 2項から第 4項まで並びに地域

再生法施行規則（平成 17年内閣府令第 53号）第 2条及び別記様式第 1

において、地域雇用創造計画は地域雇用開発促進法第 6条第 2項及び第

3項において、それぞれ、次の事項を計画書に記載する、又は記載する

よう努めることとされており、両計画では記載事項が重複している。 

① 地域再生計画   区域、目標、事業、計画期間等 

② 地域雇用創造計画 区域、地域重点分野、地域雇用開発を促進する

ための方策、計画期間、雇用動向、目標等 

また、内閣府が作成している「地域再生計画認定申請マニュアル（各

論）」（平成 27 年 12 月 14 日内閣府地方創生推進室）では、実践型地域

雇用創造事業を活用した地域再生計画の記載に当たっては、地方公共団

体が厚生労働省に提出した同事業の「事業構想」の該当部分を抜き出し

て記載しても構わないとしている。 

 

(ｲ) 調査した計画の記載事項 

今回、地域雇用開発のための事業を活用した地域再生計画 20 計画を

調査した結果、次のような状況がみられた。 

① 地域雇用創造計画の内容を把握できた 9計画について、両計画の記

載内容を比較したところ、区域及び計画期間はいずれも同じであっ

た。 

また、指標及びその目標値についても 9計画中 7計画でほぼ共通し

 

表 3-③（再

掲）、④、⑤ 
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ていた（注 1）。 

② 事業（地域再生計画）と地域雇用開発を促進するための方策（地域

雇用創造計画）の記載内容について、一部異なっていたが、いずれも

地域経済の活性化、雇用機会の創出を図るものであり、地域再生計

画・地域雇用創造計画の双方に記載することに差し支えのない内容で

あった（注 2）。 

（注 1） 9計画中 9計画とも共通した指標（例：雇用者数）を設定しているが、加え

て、 

① うち 2 計画は、地域再生計画において、地域雇用創造計画にはない指標

（市独自の事業実施による就職者数、有効求人倍率等）を設定していた。 

② うち 7 計画は、地域再生計画において、地域雇用創造計画で設定されて

いる事業の利用者数を設定していなかった。 

今回、地域における雇用機会の創出（地域再生計画）、地域における雇用創

造といった制度の主旨に鑑み、①の 2 計画については共通していないと整理

したものの、②の 7 計画については、事業の利用者数は雇用機会の創出等と

いう目標を達成するための中間的な目標であるため、「ほぼ共通」していると

整理した。 

なお、上記のほか両計画では指標は一致するものの目標値が一致しないも

のが 4 計画あるが、厚生労働省は、目標値の違いは現存する両計画書の作成

時点の違いによるものであり、同時期に作成された計画で同じ地域雇用開発

のための事業を活用したものであれば、本来は一致するものとしているため、

同じものと整理した。 

（注 2） 9 計画中 9計画ともに、地域雇用創造計画では、地域再生計画に記載のない、

地域雇用開発のための事業以外の国の支援施策（例：地域雇用開発助成金、

地域創業助成金、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び

活性化に関する法律（平成 19 年法律第 40 号）に基づく各種支援制度等）を

活用した事業が記載されている。 

なお、注 1 なお書きのとおり、時点の違いにより地域雇用開発のための事

業等が一致しないものが 5計画あるが、同じものと整理した。 

 

イ 計画のマネジメント等 

今回、地域雇用開発のための事業を活用した地域再生計画及び地域雇用

創造計画を調査した結果、次のとおり、両計画を一体的に作成、運用した

方が適切な計画のマネジメントが行われるとみられる例があった。 

① 地域再生計画と地域雇用創造計画で同じ指標と目標値を設定し、計画

期間途中で当該目標値を変更しているにもかかわらず、地域雇用創造計

画のみを変更し（注）、地域再生計画は変更しておらず、目標値の変更に

ついて認定を行った内閣府に申請・情報提供されていないものが 2計画 

② 地域再生計画の支援措置として地域雇用開発のための事業のみを活

用した計画について、地域雇用開発のための事業は、同事業の実績報告

により事後評価をしているが、同事業以外の事業も含めた地域再生計画

ⅶ、ⅸ（再掲） 

表 3-⑩-ⅰ～

ⅸ（再掲） 
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全体の事後評価は実施していないため、地域再生計画にのみ設定した指

標の評価値を測定しておらず、地域再生計画全体の効果の発現状況を把

握したものとなっていないものが 3計画 

（注）地域雇用創造計画では、厚生労働省が地方公共団体に対して参考送付した「地域

雇用開発促進法に基づく地域雇用創造計画に係る計画案の送付について（参考送

付）」（平成 19 年 8 月 1 日付け厚生労働省職業安定局事務連絡）において、地域雇

用開発のための事業に係る事業実施計画等で目標値を変更した場合には、同事業実

施計画による変更後の目標値を本計画の目標値とみなす旨の規定を定めることが

望ましいとされ、本事例では、当該事務連絡を受けて当該みなし規定を定めており、

計画期間途中に事業実施計画等で目標値を変更している。 

 

ウ 地域再生計画の認定手続及び地域雇用創造計画の同意手続 

内閣総理大臣による地域再生計画の認定手続と厚生労働大臣による地

域雇用創造計画の同意手続は、次のとおりである。 

(ｱ) 地域再生計画の認定手続 

地域再生基本方針 5の 3）③において、地域再生法第 5条第 4項に掲

げる記載事項が記載されている場合のほか、当該基本方針で定める支援

措置を活用して行う事業が記載されている場合、内閣総理大臣は、地域

再生計画の認定（又は変更）に際し、当該支援措置に係る関係行政機関

の長の同意を得ることとされており、地域雇用開発のための事業を活用

した地域再生計画を認定しようとするときは、内閣府は厚生労働省に同

意を求めている。当該同意を求められた厚生労働省は、別途地方公共団

体から同意の求めがあった地域雇用創造計画と内閣府から同意の求め

があった地域再生計画との間に齟齬（そご）を来していないかなどの観

点で確認しているとしている。 

なお、地域再生計画と連動した支援措置が地域雇用開発のための事業

のみである場合は、内閣府が認定に当たって同意を求める行政機関は厚

生労働省のみとなっている。 

 

(ｲ) 地域雇用創造計画の同意手続  

地域雇用開発促進法第 6条第 6項において、市町村等から地域雇用創

造計画の同意の求めがあった場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県労働局に置かれる審議

会の意見を聴かなければならないとされており、厚生労働省は、地域雇

用創造計画の同意を行う際には、内閣府等 7行政機関に協議している。

当該協議を受けた内閣府は、地域再生計画の確認を踏まえて変更した点

を地域雇用創造計画に反映するよう指摘するなど、両計画の整合性を中

心に確認を行っているとしている。また、厚生労働省は、並行して都道

府県労働局に置かれる地方労働審議会の意見聴取の手続を行っている
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としている。 

 

(ｳ) 手続の効率化の検討等 

上記(ｱ)及び(ｲ)のとおり、内閣府と厚生労働省は、認定又は同意を行

うに当たって、お互いに事前に協議や同意の求めを行い類似する書類を

それぞれ確認している現状にある。これらの計画書を一本化して、認定

手続をワンストップ化することによる事務効率化のメリットは、地方公

共団体のみならず、国においても享受できるものと考えられる。 

一方、平成 26年 11月改正で認定手続がワンストップ化された 3計画

と比較して、地域雇用創造計画の同意については、あらかじめ地方労働

審議会の意見を聴取する必要があるといった相違点がみられる。また、

平成 26年 11月改正においては、認定手続がワンストップ化された 3計

画と地域再生計画の計画書は一本化されていない。これらのことから、

内閣府及び厚生労働省は、認定手続のワンストップ化や計画書の一本化

は、法制的な面も含めて、検討する必要があるとしている。 

  

エ 調査対象とした地方都市からの意見 

今回、調査対象とした地方都市から、次のような意見があった。 

① 地域雇用開発のための事業を実施する場合、地域再生計画の認定申

請及び地域雇用創造計画の同意の求めの前に、あらかじめ地域雇用開

発のための事業の構想を記載した書類を厚生労働省に提出すること

になっており、その際には、地域雇用創造計画の案及び地域再生計画

の案も提出している。これら三つの書類は、内容がほぼ同一であり、

重複感がある。 

② 地域雇用創造計画を地域再生計画に読み替えることにより作成す

べき書類を減らすことや、両計画の申請・協議窓口を一本化するなど

の申請事務の効率化を図ってほしい。 

 

【所見】 

したがって、内閣府及び厚生労働省は、関係府省が一体となって意欲ある

地方公共団体の主体的な取組を総合的に支援する観点から、次の措置を講ず

る必要がある。 

地域再生計画と地域雇用創造計画について、一体的に作成できるよう計画

書の書式を統一化するなどできる限り書類等の簡素合理化を図り、協議等を

要しない計画変更の際も府省相互で情報共有する仕組みを設けた上で、更な

る手続の簡素合理化の検討を進め、その結果を踏まえ所要の措置を講ずるこ

と。 
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表 3-① 地域再生計画の認定手続のワンストップ化に関する規定等 

○ 地域再生法の一部を改正する法律案に係る趣旨説明（第 187 回国会地方創生に関する

特別委員会第 2号（平成 26 年 10 月 14 日））（抜粋） 

 

次に、地域再生法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説

明申し上げます。 

 

 地域再生は、地域の知恵を生かした自主的、自立的な取り組みを国が支援することによ

り、我が国の活力の源泉である地域の活力を再生しようとするものであり、これまで、全

国各地で創意工夫にあふれるさまざまな取り組みが行われてまいりました。 

 

 政府としては、少子高齢化が進展し、人口の減少が続く中で、地域の活力の向上及び持

続的発展を図る観点から、地域産業の成長及び雇用の維持、創出を早急に対応すべき重要

課題として位置づけ、地域の活性化に取り組む地方公共団体の声を聞きつつ、国の地域活

性化施策の制度改善に向けた所要の検討を行ってまいりました。 

 

 今般、これらの検討結果に基づき、地域活性化関連の計画の認定等について手続のワン

ストップ化を可能とするほか、地方公共団体からの提案等に対して内閣総理大臣が一元的

に対応するとともに、地方公共団体の要請に応じて内閣総理大臣が関係省庁間を調整する

等の措置を講ずることにより、関係省庁が一体となって、意欲ある地方公共団体の主体的

な取り組みを総合的に支援するため、この法律案を提出する次第であります。 

 
○ 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抜粋） 
（目的） 

第1条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済

情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の

活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生（以下「地域再生」と

いう。）を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方

針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、

当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の

設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全

な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（地域再生計画の認定） 

第5条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定

めるところにより、地域再生を図るための計画（以下「地域再生計画」という。）を作成

し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 

２ 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。  

一 地域再生計画の区域  

二 地域再生を図るために行う事業に関する事項  
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三 計画期間  

３ 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記

載するよう努めるものとする。  

一 地域再生計画の目標  

二 その他内閣府令で定める事項  

４ 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 

一 まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創

生総合戦略（次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）

に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定

する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（次号において単に「市町村まち・ひと・

しごと創生総合戦略」という。）に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事

業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な

主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ

効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項 

イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事

業（ロに掲げるものを除く。）であって次に掲げるもの 

(1) 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資す

る事業 

(2) 移住及び定住の促進に資する事業 

(3) 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業 

(4) 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業 

(5) (1) から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取

り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業 

ロ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基

盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの 

(1) 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事

業 

(2) 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的

に整備する事業 

(3) 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業 

二 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二

項第三号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合

戦略に同法第十条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又

はロに掲げるもののうち、地方公共団体（地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十

一号）第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定

める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一部事

務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項の規定による港務局を除く。）が法人か

らの寄附（当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の

内閣府令で定める要件に該当するものに限る。）を受け、その実施状況に関する指標を
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設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの（第十三条の二におい

て「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。）に関する事項 

三 地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすも

のとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業（第十四条第

一項において「地域再生支援貸付事業」という。）であって銀行その他の内閣府令で定

める金融機関（以下単に「金融機関」という。）により行われるものに関する事項 

四 地域における特定政策課題の解決に資する事業（第一号に規定する事業、前号の内

閣府令で定める事業及び第十四号に規定する事業を除く。）であって次に掲げるもの

（次項及び第十項において「特定地域再生事業」という。）に関する事項 

イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であ

って金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの 

ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービ

スその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方

公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人（同項を除き、

以下単に「地域再生推進法人」という。）、株式会社その他内閣府令で定める者によ

り行われるもの 

ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の

除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業 

五 地方活力向上地域（産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその

周辺の地域であって政令で定めるもの（第十七条の二第一項第一号において「集中地

域」という。）以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要

な地域をいう。以下同じ。）において、本店又は主たる事務所その他の地域における就

業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設

（工場を除く。以下「特定業務施設」という。）を整備する事業（以下「地方活力向上

地域特定業務施設整備事業」という。）に関する事項 

六 集落生活圏（自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認

められる集落及びその周辺の農用地等（農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十

四年法律第五十八号）第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。）を含む一定の地

域をいい、市街化区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定

する市街化区域をいう。第十七条の七第七項において同じ。）その他政令で定める区域

を除く。以下同じ。）において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点（以下

「地域再生拠点」という。）の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合

的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生

活環境の整備に資するものに関する事項 

七 前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公

共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者（道路運

送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第七十九条の七第一項に規定する自家用有償

旅客運送者をいう。第十七条の十三において同じ。）が行うものに関する事項 

八 生涯活躍のまち形成地域（人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条
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件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年

齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。

以下同じ。）において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社

会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年

齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域

社会の形成を図るために行う事業（以下「生涯活躍のまち形成事業」という。）に関す

る事項 

九 遊休工場用地等（農村地域工業等導入促進法（昭和四十六年法律第百十二号）第五

条第一項に規定する実施計画に従って整備された同法第四条第二項第二号に規定する

工場用地等のうち、同法第二条第二項に規定する工業等（以下この号及び第十七条の

二十六において単に「工業等」という。）の導入に通常要する期間を勘案して内閣府令

で定める期間以上の期間工業等の用に供されていないものをいう。以下この号におい

て同じ。）に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域（同

法第二条第一項に規定する農村地域をいう。以下この号において同じ。）における産業

の現状その他の事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資

するものを導入する事業に関する事項 

十 地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設（以下「地域

農林水産業振興施設」という。）を整備する事業に関する事項 

十一 構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第二条第二項に規定する特

定事業（同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画（第十一項及び第十七条

の三十において単に「構造改革特別区域計画」という。）が作成されているものに限る。）

であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資

するものに関する事項 

十二 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第九条第二項第二

号から第六号までに規定する事業及び措置（同条第一項に規定する基本計画（第十七

条の三十一において「中心市街地活性化基本計画」という。）が作成されているものに

限る。）であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整

備に資するものに関する事項 

十三 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

（平成十九年法律第四十号）第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業（同

条第一項に規定する基本計画（第十七条の三十二において「産業集積形成等基本計画」

という。）が作成されているものに限る。）であって、地域における就業の機会の創出

又は経済基盤の強化に資するものに関する事項 

十四 地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するた

め、補助金等交付財産（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十

年法律第百七十九号）第二十二条に規定する財産をいう。）を当該補助金等交付財産に

充てられた補助金等（同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。）の交付の目的以

外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事

業に関する事項 
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５～10 （略） 

11 地方公共団体は、第四項第十一号に規定する事業が記載された地域再生計画について

第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七

項（同法第六条第二項において準用する場合を含む。）に規定する意見の概要（同法第四

条第五項（同法第六条第二項において準用する場合を含む。）の提案を踏まえた構造改革

特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場

合にあっては、当該意見及び当該提案の概要）を添付しなければならない。 

12～15 （略） 

16 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計

画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるとき

は、その認定をするものとする。 

一 地域再生基本方針に適合するものであること。 

二 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するも

のであると認められること。 

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

17 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、

意見を求めることができる。 

18 内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合にお

いて、第十六項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長（第三

十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。）の同意を得なければならない。

19 内閣総理大臣は、第十六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければ

ならない。 

（都市再生整備計画等の提出） 

第 6条の 2 地方公共団体は、第五条第一項の規定による認定の申請をしようとするとき

は、併せて別表の上欄に掲げる計画を提出することができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、

当該計画の実施が地域再生計画の実施による当該地域における地域再生の実現に与える

影響を考慮して、第五条第十六項の認定を行うものとする。 

３ 第一項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の提出

を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、それぞれ同表の中欄に掲げる大臣にその写しを送

付するものとする。 

４ 別表の中欄に掲げる大臣が前項の規定による同表の上欄に掲げる計画の写しの送付を

受けたときは、それぞれ当該計画について同表の下欄に掲げる提出又は送付があったも

のとみなす。 

（構造改革特別区域計画の認定の手続の特例） 

第 17 条の 30 第五条第四項第十一号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第

十六項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区

域計画について構造改革特別区域法第四条第九項の規定による認定（同法第六条第一項

の規定による変更の認定を含む。）があったものとみなす。 
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（中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例） 

第 17 条の 31 第五条第四項第十二号に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画

が同条第十六項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係

る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の

認定（同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。）があったものとみなす。 

（産業集積形成等基本計画の同意の手続の特例） 

第 17 条の 32  第五条第四項第十三号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第

十六項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る産業集積形成等

基本計画について企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律第五条第五項の規定による同意（同法第六条第一項の規定による変更の同意を

含む。）があったものとみなす。 

別表（第六条の二関係）  

都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）

第四十六条第一項の規定により作成した都市再生

整備計画 

国土交通大臣 同法第四十七条第

一項の規定による

提出 

都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定によ

り作成した立地適正化計画（同条第二項第四号に

掲げる事項（同法第四十六条第一項の土地の区域

における同条 第二項第二号又は第三号に掲げる

事業又は事務であって市町村又は同条第三項に規

定する特定非営利活動法人等が実施するものに係

るものに限る。）が記載されているものに限る。）

国土交通大臣 同法第八十三条第

一項の規定による

提出 

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等

の整備等に関する特別措置法（平成十七年法律第

七十九号）第六条第一項の規定により作成した地

域住宅計画 

国土交通大臣 同法第七条第一項

の規定による提出 

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流

の促進に関する法律（平成十九年法律第四十八号）

第五条第一項の規定により作成した活性化計画 

農林水産大臣 同法第六条第一項

の規定による提出 

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律

（平成十九年法律第五十二号）第五条第一項の規

定により作成した広域的地域活性化基盤整備計画

国土交通大臣 同法第十九条第一

項の規定による提

出 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平

成十九年法律第五十九号）第五条第一項の規定に

より作成した地域公共交通網形成計画（当該地域

公共交通網形成計画の変更があったときは、その

変更後のもの） 

国土交通大臣

及び総務大臣 

同法第五条第八項

（同条第十項にお

いて準用する場合

を含む。）の規定

による送付 

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促 国土交通大臣 同法第四条第七項
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進に関する法律（平成二十年法律第三十九号）第

四条第一項の規定により作成した観光圏整備計画

（当該観光圏整備計画の変更があったときは、そ

の変更後のもの） 

及び農林水産

大臣 

（同条第九項にお

いて準用する場合

を含む。）の規定

による送付 
 

（注）下線は当省が付した。 

 

表3-② 地域再生基本方針の一部変更について(平成19年12月7日閣議決定)新旧対

照表(抜粋) 

改正案 現行 

３ 地域再生計画の認定に関する基本的な事項

１）（略）  

２）地域再生計画の認定手続  

 ①（略） 

② 地域再生計画の記載事項  

地域再生計画の記載事項は、法第５条

第２項及び第３項並びに内閣府令で定

めるとおりである。なお、同条第３項第

４号イ、ロ又はハの事業として記載でき

る事項は、それぞれ法第 21 条第２項の

交付金の種類ごとに定める施設の範囲

に限るものとする。  

また、法第５条第２項第３号に掲げる

事項には同条第３項各号に定める事項

のほか、５）に定める支援措置を活用し

て行う事業を記載することができる。 

このほか、下記の事項に従って地域再

生計画を作成する必要がある。  

イ 地方公共団体がその自主的な取組

として行うこととなる事後的な評価

が可能な目標を設定しているもので

あること。  

ロ 法令等を遵守しているものである

こと。  

ハ 目標を達成するために行う事業が

効率的なものであること。  

なお、地方公共団体が、同一の区域に

おいて、地域再生基本方針に定める支援

措置のほか、構造改革特別区域基本方針

別表１に定める特例措置、中心市街地活

３ 地域再生計画の認定に関する基本的な事項

１）（略）  

２）地域再生計画の認定手続  

 ①（略） 

 ② 地域再生計画の記載事項  

   地域再生計画の記載事項は、法第５条

第２項及び第３項並びに内閣府令で定

めるとおりである。なお、同条第３項第

４号イ、ロ又はハの事業として記載でき

る事項は、それぞれ法第 21 条第２項の

交付金の種類ごとに定める施設の範囲

に限るものとする。  

   また、法第５条第２項第３号に掲げる

事項には同条第３項各号に定める事項

のほか、５）に定める支援措置を活用し

て行う事業を記載することができる。 

   このほか、下記の事項に従って地域再

生計画を作成する必要がある。  

  イ 地方公共団体がその自主的な取組

として行うこととなる事後的な評価

が可能な目標を設定しているもので

あること。  

  ロ 法令等を遵守しているものである

こと。  

  ハ 目標を達成するために行う事業が

効率的なものであること。  

なお、地方公共団体が、同一の区域に

おいて、地域再生基本方針に定める支援

措置及び構造改革特別区域基本方針別

表１に定める特例措置の双方を活用す
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性化を図るための基本的な方針に定め

る支援措置等の措置を活用する場合は、

これらの措置を記載した計画を作成し、

一括して認定を申請することができる

ものとする。 

る場合は、両措置を併記した計画を作成

し、認定を申請することができるものと

する。 

（注）下線は当省が付した。 

 
表 3-③ 地域再生計画と地域雇用創造計画の関係 

○ 地域再生基本方針（平成 17 年 4 月 22 日閣議決定）（抜粋） 

２  地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

１）地域の知恵と工夫の競争のサポート・促進 

① （略） 

②  地域に共通する主要な政策課題の解決に資する取組の推進  

イ  特定政策課題の解決に資する取組の支援  

全国の地域に共通する重要課題である特定政策課題の解決に資する取組を推

進するためには、地域の自立的・自主的な取組を尊重した上で、国が重点的かつ

総合的な支援を行う必要がある。  

このため、特定政策課題の解決に資する取組に対し、国が重点的かつ総合的に

支援するとともに、課題解決モデルを提示することにより、地域の知恵と工夫の

競争をいかした取組を支援する。  

ロ  各種プログラムの推進  

地域に共通する主要な政策課題に対する自主的・自立的な取組を推進するため

には、国の地域活性化に係る施策を地域にとって選択・利用しやすいメニューと

して体系化し、地域が各種施策を組み合わせて活用することができるようにする

ことが効果的である。  

このため、これまでに地域再生本部において決定された「地域の知の拠点再生

プログラム」、「地域の雇用再生プログラム」、「地域のつながり再生プログラム」、

「地域の再チャレンジ推進プログラム」、「地域の交流・連携推進プログラム」、「地

域の産業活性化プログラム」及び「地域の地球温暖化対策推進プログラム」を推

進する。その際、地域においてこれらのプログラムを推進する上で、各種施策の

選択・利用が容易になるように、別表においてこれらのプログラムと地域再生計

画に連動する施策との関係を明示する。 

５ 地域再生計画の認定に関する基本的な事項 

 １）・２） （略） 

 ３）地域再生計画の認定手続 

  ①・② （略） 

③ 地域再生計画の記載事項 

イ 地域再生計画の記載事項は、法第５条第２項から第４項まで及び内閣府令で定

めるとおりである。 

ロ 法第５条第４項第１号又は第２号に掲げる事項に係る事業を記載する場合にあ
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っては、認定申請をしようとする地方公共団体の地方版総合戦略に当該事業が位

置付けられている必要がある。この場合において、地方公共団体が共同して認定

申請をしようとするときは、当該共同して認定申請をしようとする地方公共団体

（港務局にあっては、当該港務局を設立した地方公共団体）全ての地方版総合戦

略に当該事業が位置付けられている必要がある。 

ハ 法第５条第４項第１号ロに掲げる事業を記載する場合にあっては、同号イの地

方創生事業その他の政策効果を高めるためのソフト事業と連携・組合せをするよ

う努めるものとする。 

ニ 法第５条第４項第５号に掲げる事項を記載する場合にあっては、都道府県が単

独で又は都道府県と市町村が共同で、次に掲げる事業に応じて、地方活力向上地

域をそれぞれ設定するものとする。 

ａ．法第 17 条の２第１項第１号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域 

地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域として、事業者の本社機能の

移転又は強化の円滑な実施を図るため、以下のような事業環境の整備が一体的

に行われる地域であることとする。 

ⅰ）用地・施設の整備状況に関する情報の開示 

ⅱ）事業者の本社機能の移転又は強化に関する手続に係るワンストップ窓口の

設置  

ⅲ）事業者の本社機能の移転又は強化に係る人材育成・人材確保施策の実施 

ⅳ）事業者の本社機能の移転又は強化を図るための独自の助成措置や規制緩和

等の実施 

ⅴ）その他の事業者の本社機能の移転又は強化を促進するための取組 

なお、地域の設定に当たっては、地域の事業環境の整備状況や地域産業の特

性、都道府県及び市町村が実施する支援措置や事業内容等に応じて、地域再生

計画の目標を達成するために効率的かつ効果的な地域を適切に定めることと

する。 

ｂ．法第 17 条の２第１項第２号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域 

都市機能の集積や地域連携等の状況を勘案しつつ、内閣府令第 29 条に掲げる

要件の全てに該当する地域であることとする。 

なお、近接する複数の市町村にまたがる地域を設定する場合の同条第１号の

要件については、特に次のいずれかを満たすことを前提として地域を定めるこ

ととする。 

ⅰ）鉄道や幹線道路の同一沿線上であるなど主要な交通施設の整備が一体的に

進められていることが認められる地域であること 

ⅱ）広域都市計画区域を設定しているなど一体的な都市整備が進められている

ことが認められる地域であること 

ホ また、法第５条第２項第２号に掲げる事項には同条第４項各号に定める事項の

ほか、６）に定める支援措置を活用して行う事業を記載することができる。 

ヘ このほか、下記の事項に従って地域再生計画を作成する必要がある。 
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ａ．法令等を遵守しているものであること 

ｂ．地域再生を図るために行う事業が効率的なものであること 

なお、法第５条第３項で定める地域再生計画の目標を定める場合には１の「地

域再生の意義及び目標」に適合し、地方公共団体がその自主的な取組として行

うこととなる事後的な評価が可能な目標を設定するものとする。 

ト また、地方公共団体が、地域再生基本方針に定める支援措置のほか、構造改革

特別区域基本方針別表１に定める特例措置を活用する場合は、当該特例措置を記

載した構造改革特別区域計画を、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針

に定める支援措置等を活用する場合は、当該措置を記載した中心市街地活性化基

本計画を作成し、一括して認定を申請することができるものとする。 

④ 関係行政機関の長の同意等 

内閣総理大臣は、認定の申請があった地域再生計画に法第５条第４項各号に掲げ

る事項が記載されている場合のほか、③ホに基づき６）に定める支援措置を活用し

て行う事業が記載されている場合においても、地域再生計画の認定（その変更を含

む。以下同じ。）に際し、当該支援措置に係る関係行政機関の長の同意を得るものと

する。 

関係行政機関の長の同意は、期限を付して文書により求めるものとする。関係行

政機関の長は、期限までに同意又は不同意の回答を行うものとする。 

関係行政機関の長が不同意をする場合には、具体的な理由を付するものとする。

この場合において、内閣総理大臣は当該地域再生計画の認定の判断を行うに当たっ

て、当該地域再生計画を作成した地方公共団体及び関係行政機関から事実の確認等

を行い、所要の調整を図るものとする。 

関係行政機関の長は、同意する場合にあっては、当該地域再生計画の認定に当た

って条件を付すことを、内閣総理大臣に対して求めることができるものとする。 

⑤ （略） 

 ４）・５）（略） 

 ６）地域再生計画と連動した支援措置 

① 支援措置の活用について 

イ 地域再生計画と連動して各府省庁が実施する施策（以下「連動施策」という。）

による支援措置（「５）地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」を

含む。）は別表のとおりである。 

ロ これらの支援措置を活用する旨が明示されている地域再生計画については、３）

④により、認定に際して、内閣総理大臣は関係行政機関の長の同意を得ることと

する。 

ただし、国庫補助を伴う支援措置について、当該支援措置に係る交付決定が既

に行われており、単に関連事業として記載されている場合にあっては、当該支援

措置に係る部分については認定の効果はなく、内閣総理大臣は当該支援措置に係

る関係行政機関の長の同意は求めないこととする。また、認定地方公共団体が、

活用する支援措置を追加しようとする場合にあっては、計画の変更認定の申請を
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行うこととし、内閣総理大臣は当該変更認定に際して、関係行政機関の長の同意

を得ることとする。 

ハ これらの連動施策以外の施策を活用した事項・事業を地域再生計画に記載する

ことは可能であるが、この場合も当該事項・事業の実施について認定の効果はな

いため、当該事項・事業に関して関係行政機関の長の同意は求めないこととする。

当該事項・事業の実施に当たっては、地方公共団体において別途関係行政機関と

の所要の調整を行う必要がある。 

別表（地域再生計画と連動する施策） 

（※１）プログラム分類の欄について、「雇用再生」は地域の雇用再生プログラム、「つな

がり」は地域のつながり再生プログラム、「再チャレ」は地域の再チャレンジ推進プ

ログラム、「交流連携」は地域の交流・連携推進プログラム、「産業活性」は地域の

産業活性化プログラム、「知の拠点」は地域の知の拠点再生プログラム、「温暖対策」

は地域の地球温暖化対策推進プログラム、「その他」は各プログラムに属さない横断

的に地域再生に役立つ施策群。 

（※２）特定政策課題の欄について、地域再生基本方針４の３）特定政策課題の具体的テ

ーマの設定①のイを「健康まちづくり」、①のロを「郊外団地再生」、①のハを「中

山間地域」、②のイを「６次産業化」、②のロを「再生可能エネルギー」としている。

 

施策名 施策概要 府省庁名   

実践型地域雇用

創造事業 

地域再生計画や各府省の支援メニュ

ー、地方自治体における産業振興施策

との連携の下に、自発雇用創造地域に

よる自主性・創意工夫ある地域の雇用

創造に係る取組を促進するため、自発

雇用創造地域内の市町村、経済団体等

から構成される協議会の提案により、

求職者の雇用機会の創出に資する能力

開発や就職促進等に加え、波及的に地

域の雇用機会を増大させる効果が見込

まれる取組等を内容とする雇用対策事

業を、国が当該協議会等に委託して実

施する。 

地域再生計画の認定を支援の要件とす

る。 

雇用創造に向けた意欲が高い地域にお

いて、地域が提案する事業構想の中か

ら雇用創造効果が高いものを選抜し、

当該地域に委託して実施する。 

厚生労働省   

 

省 
略 
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○ 地域再生計画認定申請マニュアル(各論)(平成28年4月1日内閣府地方創生推進室)(抜

粋) 

１－11 実践型地域雇用創造事業（厚生労働省）：【Ｂ０９０６】 

① （略） 

② 支援措置の内容 

地域雇用開発促進法に規定する同意自発雇用創造地域内の市町村(特別区を含みます。

以下、この事業について「市町村」という。)及び経済団体等から構成される協議会（以

下、「協議会」という。）が提案した雇用対策事業であって認定地域再生計画に位置づけ

られたものの中から、コンテスト方式により雇用創造効果が高いものを選抜し、当該協

議会等に対してその事業の実施を委託することにより地域における雇用創造を支援しま

す。 

事業額は、１地域１年度当たり２億円、２以上の市町村が共同で地域雇用創造計画を

策定した地域にあっては２．５億円を上限とし、同一地域における事業期間は、３年を

上限とします。 

なお、一の協議会が同時に二以上の事業構想を提案することはできません。 

③ 支援措置に係る必要な手続 

実践型地域雇用創造事業の実施に当たり、協議会は、あらかじめ、別途各都道府県労

働局に雇用対策事業の構想を提出し、有識者等からなる第三者委員会による選抜の結果、

当該構想が採択されることが必要です。 

④ 認定申請にあたって必要な書類 

各都道府県労働局へ提出した事業構想を添付してください。 

 

○ 地域雇用開発促進法（昭和 62 年法律第 23 号）（抜粋） 

（定義） 

第 2条 この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足し

ている地域について第三章及び第四章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用

構造の改善を図ることをいう。 

２ （略） 

３ この法律において「自発雇用創造地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。

一 一又は二以上の市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域であること。 

二 その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているた

め、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあること。 

三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生

労働省令で定める状態にあること。 

四 その地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体

その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る

事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出（以下「雇用の

創造」という。）の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市

町村が雇用の創造に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていること。 
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五 その地域内に居住する求職者に関し第四章に定める地域雇用開発のための措置を講

ずる必要があると認められること。 

（地域雇用創造計画） 

第 6条 市町村は単独で又は共同して、都道府県は当該都道府県の区域内の市町村と共同

して、地域雇用開発指針に基づき、当該市町村の区域又は当該都道府県の区域内の市町

村の区域であつて、自発雇用創造地域に該当すると認められるものについて、当該区域

に係る地域雇用開発の促進に関する計画（以下「地域雇用創造計画」という。）を策定し、

厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。 

２ 地域雇用創造計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 自発雇用創造地域の区域 

二 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野（第

十二条第一項において「地域重点分野」という。）に関する事項 

三 自発雇用創造地域における雇用の創造に資する方策その他当該自発雇用創造地域の

地域雇用開発を促進するための方策に関する事項 

四 計画期間 

五 第二条第三項第四号に規定する協議会（以下「地域雇用創造協議会」という。）を構

成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若し

くはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で第十二条第二

項第一号に規定する中小企業者を直接若しくは間接の構成員とするもの（厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。）（以下この号及び同項第二号において「事業

協同組合等」という。）が同条第三項の規定により労働者の募集に従事しようとする場

合にあつては、当該事業協同組合等に関する事項 

３ 地域雇用創造計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定め

るよう努めるものとする。 

一 自発雇用創造地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項 

二 自発雇用創造地域の地域雇用開発の目標に関する事項関する事項 

４ 市町村長（特別区の区長を含む。）又は都道府県知事は、地域雇用創造計画の案を作成

するに当たっては、あらかじめ、地域雇用創造協議会の意見を聴くように努めるものと

する。 

５ 厚生労働大臣は、地域雇用創造計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認

めるときは、その同意をするものとする。 

一 その地域雇用創造計画に係る地域が自発雇用創造地域に該当し、かつ、地域雇用開

発指針に適合するものであること。 

二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであ

ること。 

三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。 

６ 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長に協議するとともに、第二項第一号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局

に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。 
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７ 市町村又は都道府県は、地域雇用創造計画が第五項の規定による同意を得たときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

８ 市町村又は都道府県は、第五項の規定による同意を得た地域雇用創造計画を変更しよ

うとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。 

９ 第四項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。 

 

第四章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置 

（地域雇用開発のための事業） 

第 10 条 政府は、第六条第五項の規定による同意を得た地域雇用創造計画（同条第八項の

規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計

画」という。）に係る自発雇用創造地域（以下「同意自発雇用創造地域」という。）にお

ける地域雇用開発を促進するため、当該同意地域雇用創造計画に係る地域雇用創造協議

会からの提案に係る事業が当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者に対する当該

同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報の提供又は就職に必

要な知識及び技能を習得させるための講習の実施その他の厚生労働省令で定める事業に

該当する場合であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造

に資するために適当であると認めるものであるときは、当該事業を雇用保険法第六十二

条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。  

２ 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する事業の全部又は一部を

当該地域雇用創造協議会又は当該同意自発雇用創造地域において雇用の創造に資する事

業を行う団体（当該地域雇用創造協議会の提案に係る団体であつて、厚生労働省令で定

める要件に該当するものに限る。）に委託することができる。 

（地域再生に係る措置との総合的な実施） 

第 14 条 国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための

措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。 

（地方公共団体への援助） 

第十七条 国は、地域雇用開発計画又は地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定し

た都道府県又は市町村に対し、雇用開発促進地域又は自発雇用創造地域における地域雇

用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努

めなければならない。 

２ 都道府県は、地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、自発

雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言

その他の援助を行うことができる。 

 

○ 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（平成

19 年 5 月 31 日参議院厚生労働委員会） 

八、地域間で雇用情勢に大きな格差が見られる中で、雇用対策は、地域の実情に応じ、国

と地方公共団体との密接な連携により機動的かつ効果的に実施することが重要であるこ

とにかんがみ、産業政策をはじめ地域再生に向けた取組と一体となって、実効ある雇用

創出の取組の推進に努めること。また、引き続き、雇用情勢の特に厳しい地域に対する
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雇用対策の強化に努めること。 

 

○ 「実践型地域雇用創造事業募集について～平成 28 年度第 1次募集～」(抜粋) 

２．対象地域 

以下の（１）、（２）のいずれにも該当する地域が対象となります。 

（１）地域雇用開発促進法(昭和 62 年法律第 23 号)に規定する同意自発雇用創造地域(※)

であること。 

  ※ 同意自発雇用創造地域とは 

    地域雇用開発促進法第２条に規定する自発雇用創造地域(以下の(ア)から(ウ)の

いずれにも該当する地域をいう。)であって、当該地域の市町村等が単独又は共同し

て実践型地域雇用創造事業の実施を盛り込んだ同法第６条に規定する地域雇用創造

計画を策定し、同条の規定に基づく厚生労働大臣の同意を得ている又は得る予定と

している地域をいいます。 

 (ア) 一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域であること。二以上の市町村の区域

とするときは、原則として隣接した市町村からなる区域とすること。 

 (イ) その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているた

め、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあり、その状態が

相当期間にわたり継続することが見込まれること。 

    具体的には、下記ＡからＢまでのいずれかに該当すること。 

Ａ 最近３年間又は１年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率が全国

平均(全国平均が１倍以上のときは１、０．６７倍未満のときは０．６７)以下で

あること。 

Ｂ 次の(ａ)から(ｃ)までのいずれにも該当すること。 

   (ａ) 最近３年間又は１年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率が１

倍未満であること。 

(ｂ) 応募市町村における最近５年間の人口減少率が全国における最近５年間の人

口減少率以上であること。 

(ｃ) 応募市町村が「まち・ひと・しごとの創生に関する地方版総合戦略」を策定

していること又は平成 27 年度中に策定する予定であること。 

 (ウ) その地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体

その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る

事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出の方策につい

て検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市町村が雇用の創造に資する措

置を自ら講じ、又は講ずることとしていること 

（２）実践型地域雇用創造事業の実施を盛り込んだ地域再生法(平成 17 年法律第 24 号)に

規定する地域再生計画を策定し、同法の規定に基づく内閣総理大臣の認定(変更申請に

係る認定を含む。)を得ている又は得る予定としている地域であること。 
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○ 地域提案型雇用創造促進事業について(平成18年度)(厚生労働省職業安定局平成18年

1 月)(抜粋) 
２ 事業の対象地域 

(1) 基本的考え方 

以下のいずれをも満たす地域を対象地域とします。 

[1] 雇用機会が少ない地域であること。 

[2] 地域再生計画の認定を受け、自発的に地域の雇用創造に取り組む地域であること。

(2) 具体的な判断基準 

(1)[1]について 

以下のいずれかを満たす地域 

イ 地域雇用開発促進法（昭和６２年法律第２３号）第９条第１項に規定する同意雇

用機会増大促進地域である地域 

ロ パッケージ事業の委託に係る雇用対策事業（以下「事業」という。）実施の直近

１年間における当該地域の有効求人倍率（※１）の平均（※２）が概ね１倍未満で

ある地域 

なお、上記イ、ロに該当しない地域であっても、当該地域の基幹産業における事

業所数、従業員数、製造品出荷額、年間商品販売額等が減少していることに伴い雇

用情勢が今後悪化する蓋然性が極めて高い地域については、対象地域に該当とする

こととします。 

※１ 当該地域を管轄する公共職業安定所における一般の有効求人倍率（新規学卒者

を除きパートタイムを含む。）の数字を使用してください。当該地域が公共職業

安定所の管轄区域と一致しない場合の計算方法は以下のとおりです。 

（イ）当該地域が公共職業安定所の管轄区域の一部である場合 

当該地域に係る有効求人数・有効求職者数は、それぞれ、当該地域の事業所数

      ・ 労働力人口が当該地域が含まれる公共職業安定所の管轄の全事業所数・全

労働力人口に占める割合により按分して算定します。 

（ロ）当該地域が複数の公共職業安定所の管轄区域にまたがる場合 

（地域の有効求人数の合計÷地域の有効求職者数の合計）により算定した数値と

します。 

 

［例］地域：α市及びβ町 

A 安定所の管轄：α市全域（のみ） 

B 安定所の管轄：β町全域及びγ町全域 

・β町の事業所数割合 

＝β町の事業所数÷β町とγ町の事業所数の合計 

・β町の労働力人口割合 

＝β町の労働力人口÷β町とγ町の労働力人口の合計 

・地域の有効求人数 

＝A安定所の有効求人数＋B安定所の有効求人数×β町の事業所数割合 
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・地域の有効求職者数 

＝A安定所の有効求職者数＋B 安定所の有効求職者数×β町の労働力人口割合 

・地域の有効求人倍率 

＝地域の有効求人数÷地域の有効求職者数 

 

※２ 平均の求め方（１２か月）は以下のとおりです。 

・ 有効求人数の平均（Ａ）：各月の有効求人数の合計÷１２ 

・ 有効求職者数の平均（Ｂ）：各月の有効求職者数の合計÷１２ 

・ 有効求人倍率の平均＝Ａ÷Ｂ 

（注）各月の求人倍率から平均を求めるものではありません。 
 
○ 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律（平成 19 年法律第 79 号）

による改正前の地域雇用開発促進法（抜粋） 

第 2条（略） 

２ この法律において「雇用機会増大促進地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域を

いう。 

一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。 

二 その地域内に求職者が多数居住し、かつ、当該求職者の総数に比し相当程度に雇用

機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状

況にあること。 

三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生

労働省令で定める状態にあること。 

３～５ （略） 

第 5 条 都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用機

会増大促進地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促

進に関する計画（以下「地域雇用機会増大計画」という。）を策定し、厚生労働大臣に協

議し、その同意を求めることができる。 

２ 地域雇用機会増大計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 雇用機会増大促進地域の区域 

二 雇用機会増大促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項 

三 雇用機会増大促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項 

四 雇用機会増大促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項 

３ 都道府県知事は、地域雇用機会増大計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、

関係市町村長の意見を聴くものとする。 

４ 厚生労働大臣は、地域雇用機会増大計画が次の各号のいずれにも該当するものである

と認めるときは、その同意をするものとする。 

一 その地域雇用機会増大計画に係る地域が雇用機会増大促進地域に該当し、かつ、地

域雇用開発指針に適合するものであること。 

二 第 2 項第 2 号から第 4 号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであ

ること。 
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三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。 

５ 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴

かなければならない。 

６ 都道府県は、地域雇用機会増大計画が第 4 項の規定による同意を得たときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

７ 都道府県は、第 4 項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画を変更しようとす

るときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。 

８ 第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の場合について準用する。 

第 9 条 政府は、第５条第４項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画（同条第 7

項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの）に係る雇用機会増大促

進地域（以下「同意雇用機会増大促進地域」という。）における地域雇用開発を促進する

ため、当該同意雇用機会増大促進地域内において事業所を設置し、又は整備して同意雇

用機会増大促進地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して、 雇用保険法（昭

和 49 年法律第 116 号）第 62 条の雇用安定事業として、必要な助成及び援助を行うもの

とする。 

（注）下線は当省が付した。 

 

表 3-④ 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令

（平成 13 年政令第 319 号）（抜粋） 

内閣は、地域雇用開発促進法（昭和六十二年法律第二十三号）第五条第五項（同条第八

項において準用する場合を含む。）、第六条第五項（同条第八項において準用する場合を含

む。）、第七条第五項 （同条第八項において準用する場合を含む。）及び第八条第五項（同

条第八項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、この政令を制定する。 

地域雇用開発促進法第五条第六項 （同条第九項において準用する場合を含む。）及び第

六条第六項 （同条第九項において準用する場合を含む。）の政令で定める審議会は、地方

労働審議会とする。 
（注）下線は当省が付した。 

 

表 3-⑤ 地域雇用開発促進法施行規則（平成 13 年厚生労働省令第 193 号）（抜粋） 

（権限の委任） 
第 14 条 法第五条第六項（同条第九項において準用する場合を含む。）の厚生労働大臣の

権限（政令で定める審議会の意見を聴くことに限る。）並びに法第六条第五項及び第六項

（関係行政機関の長に協議することを除く。）（同条第九項において準用する場合を含

む。）の厚生労働大臣の権限は、それぞれの同意に係る計画に定める地域を管轄する都道

府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 
（注）下線は当省が付した。 
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表 3-⑥ 地域再生計画の記載事項に関する規定 

○ 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）（抜粋） 

（地域再生計画の認定） 

第5条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定

めるところにより、地域再生を図るための計画（以下「地域再生計画」という。）を作成

し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。  

２ 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。  

一 地域再生計画の区域  

二 地域再生を図るために行う事業に関する事項  

三 計画期間  

３ 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載

するよう努めるものとする。  

一 地域再生計画の目標  

二 その他内閣府令で定める事項  

４ 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 

一 まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生

総合戦略（次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）

に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定

する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（次号において単に「市町村まち・ひと・

しごと創生総合戦略」という。）に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事

業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主

体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効

果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項 

イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業

（ロに掲げるものを除く。）であって次に掲げるもの 

(1) 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する

事業 

(2) 移住及び定住の促進に資する事業 

(3) 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業 

(4) 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業 

(5) (1) から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取

り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業 

ロ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤

となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの 

(1) 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業

(2) 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に

整備する事業 

(3) 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業 

二 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項
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第三号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略

に同法第十条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロ

に掲げるもののうち、地方公共団体（地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）

第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要

件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及

び広域連合並びに港湾法第四条第一項の規定による港務局を除く。）が法人からの寄附

（当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令

で定める要件に該当するものに限る。）を受け、その実施状況に関する指標を設定する

ことその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの（第十三条の二において「まち・

ひと・しごと創生寄附活用事業」という。）に関する事項 

三 地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすも

のとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業（第十四条第一

項において「地域再生支援貸付事業」という。）であって銀行その他の内閣府令で定め

る金融機関（以下単に「金融機関」という。）により行われるものに関する事項 

四 地域における特定政策課題の解決に資する事業（第一号に規定する事業、前号の内閣

府令で定める事業及び第十四号に規定する事業を除く。）であって次に掲げるもの（次

項及び第十項において「特定地域再生事業」という。）に関する事項 

イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であ

って金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの 

ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービ

スその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方

公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人（同項を除き、

以下単に「地域再生推進法人」という。）、株式会社その他内閣府令で定める者により

行われるもの 

ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の

除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業 

五 地方活力向上地域（産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周

辺の地域であって政令で定めるもの（第十七条の二第一項第一号において「集中地域」

という。）以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地

域をいう。以下同じ。）において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の

機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設（工場を

除く。以下「特定業務施設」という。）を整備する事業（以下「地方活力向上地域特定

業務施設整備事業」という。）に関する事項 

六 集落生活圏（自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認め

られる集落及びその周辺の農用地等（農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年

法律第五十八号）第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。）を含む一定の地域を

いい、市街化区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市

街化区域をいう。第十七条の七第七項において同じ。）その他政令で定める区域を除く。

以下同じ。）において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点（以下「地域再

- 397 -



生拠点」という。）の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用

を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整

備に資するものに関する事項 

七 前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共

交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者（道路運送法

（昭和二十六年法律第百八十三号）第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運

送者をいう。第十七条の十三において同じ。）が行うものに関する事項 

八 生涯活躍のまち形成地域（人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件

からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者

の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同

じ。）において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活

動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来

訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形

成を図るために行う事業（以下「生涯活躍のまち形成事業」という。）に関する事項 

九 遊休工場用地等（農村地域工業等導入促進法（昭和四十六年法律第百十二号）第五条

第一項に規定する実施計画に従って整備された同法第四条第二項第二号に規定する工

場用地等のうち、同法第二条第二項に規定する工業等（以下この号及び第十七条の二十

六において単に「工業等」という。）の導入に通常要する期間を勘案して内閣府令で定

める期間以上の期間工業等の用に供されていないものをいう。以下この号において同

じ。）に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域（同法第

二条第一項に規定する農村地域をいう。以下この号において同じ。）における産業の現

状その他の事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資するも

のを導入する事業に関する事項 

十 地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設（以下「地域農

林水産業振興施設」という。）を整備する事業に関する事項 

十一 構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第二条第二項に規定する特定

事業（同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画（第十一項及び第十七条の三

十において単に「構造改革特別区域計画」という。）が作成されているものに限る。）で

あって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する

ものに関する事項 

十二 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第九条第二項第二号

から第六号までに規定する事業及び措置（同条第一項に規定する基本計画（第十七条の

三十一において「中心市街地活性化基本計画」という。）が作成されているものに限る。）

であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資す

るものに関する事項 

十三 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（平

成十九年法律第四十号）第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業（同条第

一項に規定する基本計画（第十七条の三十二において「産業集積形成等基本計画」とい

う。）が作成されているものに限る。）であって、地域における就業の機会の創出又は経
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済基盤の強化に資するものに関する事項 

十四 地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するた

め、補助金等交付財産（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年

法律第百七十九号）第二十二条に規定する財産をいう。）を当該補助金等交付財産に充

てられた補助金等（同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。）の交付の目的以外

の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に

関する事項 

 

○ 地域再生法施行規則（平成 17 年内閣府令第 53 号）（抜粋） 

（地域再生計画の認定の申請） 

第 1条 地域再生法 （以下「法」という。）第五条第一項の規定により認定の申請をしよう

とする地方公共団体（同項 に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。）は、別記様式第

一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければなら

ない。 

 一～十四 （略） 

２ （略） 

（地域再生計画の記載事項） 

第 2条 法第五条第三項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 地域再生計画の名称 

二 地域再生計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項 

三 法第五条第四項第一号の事項を記載する場合には、次に掲げる事項 

イ まち・ひと・しごと創生交付金（法第十三条第二項に規定するまち・ひと・しごと

創生交付金をいう。ロ及び第十一条第二号において同じ。）を充てて行う事業の内容、

期間及び事業費 

ロ 法第五条第四項第一号ロに規定する事業を記載する場合にあっては、イに掲げるも

ののほか、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて整備を行う施設の種類並びに施設

ごとの整備量及び事業費 

四 法第五条第四項第二号の事項を記載する場合には、まち・ひと・しごと創生寄附活用

事業（同号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。以下同じ。）の内

容、期間及び事業費 

五 法第五条第四項第三号の事項を記載する場合には、第四条各号に掲げる事業の種別、

当該事業の内容及び当該事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経

済的社会的効果の程度 

六 法第五条第四項第四号の事項を記載する場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める事項 

イ 法第五条第四項第四号イの事項を記載する場合 第六条各号に掲げる事業の種別、

当該事業の内容及び当該事業を実施する者の名称 

ロ 法第五条第四項第四号ロの事項のうち地方公共団体、地域再生推進法人（同号ロに

規定する地域再生推進法人をいう。第七条第一項第一号及び第三十八条において同
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じ。）又は第七条第二項に規定する公共的団体により行われる事業に関するものを記

載する場合 同条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる事業の種別、当該事業の内容及

び当該事業を実施する者の名称 

ハ 法第五条第四項第四号ロの事項のうち株式会社により行われる事業に関するもの

を記載する場合 第七条第一項第二号イ又はロに掲げる事業の種別、当該事業の内容

及び当該事業を実施する者の名称 

ニ 法第五条第四項第四号ハの事項を記載する場合 除却の対象となる公共施設又は

公用施設の名称及び所在地 

七 法第五条第四項第五号の事項を記載する場合には、次に掲げる事項 

イ 地方活力向上地域の区域並びに当該地方活力向上地域をその区域に含む地方公共

団体その他の者が地方活力向上地域特定業務施設整備事業（法第五条第四項第五号に

規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業をいう。以下同じ。）を推進するた

めに行う事業の内容及び当該事業を実施する者の名称 

ロ 地方活力向上地域特定業務施設整備事業の内容及び当該地方活力向上地域特定業

務施設整備事業の実施による地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に

資する程度 

八 法第五条第四項第六号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及び

当該事業の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境

の整備に資する程度 

九 法第五条第四項第七号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容並び

に当該事業の実施による地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通

の確保に資する程度 

十 法第五条第四項第八号の事項を記載する場合には、同号に規定する生涯活躍のまち

形成事業の内容 

十一 法第五条第四項第九号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及

び当該事業の実施による同号に規定する農村地域における安定した雇用機会の確保

に資する程度 

十二 法第五条第四項第十号の事項を記載する場合には、同号に規定する事業の内容及

び当該事業を実施する者の名称 

十三 法第五条第四項第十一号の事項を記載する場合には、前条第一項第十一号の規定

により内閣総理大臣に提出される構造改革特別区域計画の名称及び当該構造改革特

別区域計画を作成した者の名称並びに当該構造改革特別区域計画に記載されている

法第五条第四項第十一号に規定する特定事業の内容及び当該事業の実施による地域

における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する程度 

十四 法第五条第四項第十二号の事項を記載する場合には、前条第一項第十二号の規定

により内閣総理大臣に提出される中心市街地活性化基本計画の名称及び当該中心市

街地活性化基本計画を作成した者の名称並びに当該中心市街地活性化基本計画に記

載されている法第五条第四項第十二号に規定する事業及び措置の内容並びに当該事

業及び措置の実施による地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環
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境の整備に資する程度 

十五 法第五条第四項第十三号の事項を記載する場合には、前条第一項第十三号の規定

により内閣総理大臣に提出される産業集積形成等基本計画の名称及び当該産業集積

形成等基本計画を作成した者の名称並びに当該産業集積形成等基本計画に記載され

ている法第五条第四項第十三号に規定する事業の内容及び当該事業の実施による地

域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する程度 

十六 法第五条第四項第十四号の事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、

現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等（補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二条第一項に規定する補助金

等をいう。）及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の

処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項 

十七 前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項 

２ 法第五条第四項第一号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、同条第

四項第一号に規定する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法並びに当該

事業が先導的なものであると認められる理由を記載するものとする。 

３ 法第五条第四項第二号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、まち・

ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附の見込額並びに当該事業の実施状況に関す

る客観的な指標及び評価の方法を記載するものとする。 

４ 法第五条第四項第四号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、同条第

四項第四号イからハまでに掲げる事業の実施によりその解決を図ろうとする特定政策課

題の内容及び当該事業の実施による特定政策課題の解決に対する寄与の程度を記載する

ものとする 

 

別記様式第１（第１条関係） 

地域再生計画認定申請書 

年 月 日

内閣総理大臣 殿 

地方公共団体の長の氏名 印

 

地域再生法第５条第１項の規定に基づき、地域再生計画について認定を申請します。

注 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができます。 

地域再生計画 

１ 地域再生計画の名称 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

３ 地域再生計画の区域 

４ 地域再生計画の目標 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 
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５－３ その他の事業 

６ 計画期間 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

注１ 地域再生法第５条第４項第１号の事項を記載する場合には、５－２に掲げる事

項に、事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法並びに当該事業が先導

的なものであると認められる理由も併せて記載してください。 

注２ 地域再生法第５条第４項第２号の事項を記載する場合には、５－２に掲げる事

項に、事業に関連する寄附の見込額並びに当該事業の実施状況に関する客観的な指

標及び評価の方法も併せて記載してください。 

注３ 地域再生法第５条第４項第４号の事項を記載する場合には、５－２に掲げる事

項に、事業の実施によりその解決を図ろうとする特定政策課題の内容及び当該事業

の実施による特定政策課題の解決に対する寄与の程度も併せて記載してください。

注４ １、４及び７に掲げる事項については、記載するよう努めること。 
 

（注）下線は当省が付した。 

 

表 3-⑦ 地域雇用創造計画の記載事項に関する規定 

○ 地域雇用開発促進法（昭和 62 年法律第 23 号）（抜粋） 

（地域雇用創造計画） 

第 6条 市町村は単独で又は共同して、都道府県は当該都道府県の区域内の市町村と共同

して、地域雇用開発指針に基づき、当該市町村の区域又は当該都道府県の区域内の市町

村の区域であつて、自発雇用創造地域に該当すると認められるものについて、当該区域

に係る地域雇用開発の促進に関する計画（以下「地域雇用創造計画」という。）を策定し、

厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。 

２ 地域雇用創造計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 自発雇用創造地域の区域 

二 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野（第

十二条第一項において「地域重点分野」という。）に関する事項 

三 自発雇用創造地域における雇用の創造に資する方策その他当該自発雇用創造地域の

地域雇用開発を促進するための方策に関する事項 

四 計画期間 

五 第二条第三項第四号に規定する協議会（以下「地域雇用創造協議会」という。）を構

成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若し

くはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で第十二条第二

項第一号に規定する中小企業者を直接若しくは間接の構成員とするもの（厚生労働省

令で定める要件に該当するものに限る。）（以下この号及び同項第二号において「事業

協同組合等」という。）が同条第三項の規定により労働者の募集に従事しようとする場

合にあつては、当該事業協同組合等に関する事項 

３ 地域雇用創造計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定め

るよう努めるものとする。 
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一 自発雇用創造地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項 

二 自発雇用創造地域の地域雇用開発の目標に関する事項関する事項 

 

○ 地域雇用開発促進法に基づく地域雇用創造計画に係る計画案の送付について(参考送

付)(平成19年8月１日付け厚生労働省職業安定局事務連絡)(抜粋) 

地域雇用開発促進法第 2 条第 3 項に基づく自発雇用創造地域における地域雇用創造計画

の策定等については、「平成 19 年度における地域雇用創造推進事業の実施に係る審査結果

について」（平成 19 年 7 月 19 日付け職発第 0719001 号）等の通知にて御連絡したとおり、

地域雇用創造推進事業の今年度の第一次実施予定地域の採択内定通知を発出し、当該地域

等における地域雇用創造計画の策定・同意に向け、関係地方公共団体担当部局等と調整中

であるものと思料されますが、地域雇用創造計画に盛り込むべき記載内容について、多数

の問い合わせ等をいただいているところであり、今般、別添のとおり同計画案を参考送付

するので、地域雇用開発促進法の円滑な施行に向けて、今後とも地方公共団体担当部局等

と緊密な連携を図っていただくようよろしくお願い致します。 

 

○○地域雇用創造計画 

 

平成○○年○月 

○○市町村 

 

目次 

Ⅰ 自発雇用創造地域の区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

 １ 自発雇用創造地域の区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

 ２ 要件該当区域であることの明示・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

 

Ⅱ 労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項・・・・・・・・・・・○ 

１ 地域の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

２ 人口、労働力人口、就業構造等の動向・・・・・・・・・・・・・・・○ 

３ 地域内の労働力需給状況等の雇用面における課題や雇用動向を踏まえた 

雇用開発計画の方向性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

 

Ⅲ 地域雇用開発の目標に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

 １ 地域雇用創造推進事業の実施に伴う雇用創出・・・・・・・・・・・・○ 

（１）アウトプット指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

（２）アウトカム指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

（３）当該目標の設定の根拠・当該目標の把握の方法・・・・・・・・・・○ 

２ 地域雇用創造推進事業以外の雇用創出事業の実施に伴う雇用創出・・・○ 

 

Ⅳ 地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野に関する 

事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

１ 地域重点分野の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

- 403 -



２ 地域重点分野に係る市町村自らが当該分野において行う雇用機会の創出 

に関する施策及び今後の見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

 

Ⅴ 地域雇用創造協議会に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

１ 協議会の名称及び構成員等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

２ 活動内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

 

Ⅵ 雇用の創造に資する方策その他当該自発雇用創造地域の地域雇用開発を促 

進するための方策に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

１ 地域雇用開発の促進のための措置・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

２ 地域雇用開発の促進に資する市町村の取組・・・・・・・・・・・・・○ 

 

Ⅶ 計画期間に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○ 

 

Ⅷ 自発雇用地域内において事業協同組合等が労働者の募集に従事しようとす 

る場合にあっては当該事業協同組合等に関する事項・・・・・・・・・・・○ 

 

 

Ⅲ 地域雇用開発の目標に関する事項 

 １ 地域雇用創造推進事業の実施に伴う雇用創出 

（１）アウトプット指標 （略） 

（２）アウトカム指標 （略） 

（３）当該目標の設定の根拠・当該目標の把握の方法 

① アウトプット指標設定の根拠 （略） 

② アウトカム指標設定の根拠 （略） 

③ 当該目標の把握の方法 （略） 

※ なお、アウトプット・アウトカムの目標数値については、計画期間内における

毎年度の「地域雇用創造推進事業・事業実施計画」及び「地域雇用創造推進事業

事業実施委託契約」において計画するアウトプット・アウトカムの目標数値の本

計画期間内合計値が変更された場合は、変更後のアウトプット・アウトカムの目

標数値を本計画変更後のアウトプット・アウトカムの目標数値と見なし、本計画

の変更手続きは経ないこととする。 

※ 「地域雇用創造推進事業・事業構想提案書」において記載した、毎年度ごとに事業

を利用し、創出された雇用者数を常用雇用、常用雇用以外及び創業者別の人数を記載

すること。 

なお、アウトプット・アウトカムの目標数値については、下記の「Ⅵ 雇用の創造

に資する方策その他当該自発雇用創造地域の地域雇用開発を促進するための方策に関

する事項」の「１ 地域雇用開発の促進のための措置」において盛り込むこととなる

地域雇用創造推進事業の実施に伴い、本計画期間中における事業内容や目標数値の変

更が想定されるが、事業内容やアウトプット・アウトカムの目標数値の変更が生じた

場合は、その都度、本計画の変更手続きは行わずに、上記のように、いわゆる「みな
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し規定」を本計画中に盛り込むことが望ましい。 

また、「事業構想提案書」において記載した、「地域求職者等の主な就職予定先」及

び「地域求職者等の主な創業分野」についても、参考として記載すること。 
 

（注）下線は当省が付した。 

 

表 3-⑧ 地域再生計画と地域雇用創造計画の記載事項 

 地域再生計画 地域雇用創造計画 

記載 

事項 

１ 地域再生計画の名称 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

３ 地域再生計画の区域 

４ 地域再生計画の目標 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２ 特定政策課題に関する事項 

５－３ 法第5条の特別の措置を適用し

て行う事業 

５－４ その他の事業 

６ 計画期間 

７ 目標の達成状況に係る評価に関す

る事項 

 

１ 自発雇用創造地域の区域 

２ 自発雇用創造地域における労働力の

需給状況その他雇用の動向に関する事

項 

３ 自発雇用創造地域の地域雇用開発の

目標に関する事項 

４ 地域重点分野に関する事項 

５ 地域雇用創造協議会に関する事項 

６ 自発雇用創造地域における雇用の創

造に資する方策その他当該自発雇用創

造地域の地域雇用開発を促進するため

の方策に関する事項 

７ 計画期間 

８ 地域雇用創造協議会を構成する事業

協同組合等が労働者の募集に従事しよ

うとする場合にあっては当該事業協同

組合等に関する事項 

（注）「地域再生計画」欄の記載事項は、地域再生法第 5条第 2項から第 4項まで並びに地域再生法施行規則第 2

条及び別記様式第 1に基づき、「地域雇用創造計画」欄の記載事項は、地域雇用開発促進法第 6 条第 2項及び

第 3項に基づき、当省が作成した。 

 

 

表3-⑨ 地域再生計画認定申請マニュアル(各論)(平成28年4月1日内閣府地方創生

推進室)(抜粋) 

１－８ 実践型地域雇用創造事業（厚生労働省）：【Ｂ０９０６】 

①～④ （略） 

⑤ 地域再生計画及び添付書類の記載に当たって留意すべき事項 

地域再生計画の申請に当たっては、実践型地域雇用創造事業の活用方法について、記

載してください。なお、記載に当たっては、各都道府県労働局へ提出した、実践型地域

雇用創造事業の委託に係る雇用対策事業の事業構想の該当部分を抜き出し、記載をして

も構いません。 
（注）下線は当省が付した。 
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れ
た
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場
合

は
、
変
更

後
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
カ
ム
の
目
標
数
値
を
本
計
画
変

更
後

の
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
カ
ム
の
目
標
数
値
と
見
な
し
、
本
計
画
の
変

更
手

続
き
は

経
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

（
参

考
：
地

域
雇
用

創
造
推
進
事
業
 
事
業
構
想
提
案
書
）
 

５
 
事

業
実

施
に
よ

る
効
果
 

 
(
1
)
 
ア
ウ

ト
プ
ッ

ト
指
標
 
（
略
）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト

カ
ム
指
標
 

①
 
平

成
2
0
年
度
 
2
7
6
人
（

常
雇

1
1
5
人
、
常

雇
以
外

1
5
5
人
、
創

業
者

6
人
） 

②
 
平

成
2
1
年
度
 
3
6
4
人
（

常
雇

1
6
0
人
、
常

雇
以
外

1
9
5
人
、
創

業
者

9
人
） 

③
 
平
成

22
年
度
 3
73

人
（
常
雇

17
2
人
、
常
雇
以
外

19
1
人
、
創
業
者

10
人
） 

合
 
計

 
1
,
01
3
人
（
常
雇

44
7
人
、
常
雇
以
外

54
1
人
、
創

業
者

2
5
人
）
 

事
業
 

５
 
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

行
う

事
業
 

5
-
1
・
5
-
2（

略
）
 

5
-
3
 
そ
の
他
の
事
業
 

5
-
3
-
1
 
「
地
域
雇
用
創
造
推

進
事

業
【

Ｂ
０

９
０
２

】」
を

活

用
し
た
事
業
 

■
事
業
実
施
主
体
（
略
）
 

■
構
成
員
（
略
）
 

■
実
施
す
る
事
業
内
容
 

Ⅰ
 

雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
 

Ａ
 

企
業
経
営
強
化
事
業
 

(
1
)
 
企
業
経
営
強
化
・

相
談
事

業
 

(
2
)
 
食
の
安
全
安
心
セ

ミ
ナ
ー
（

Ｈ
Ａ

Ｃ
Ｃ
Ｐ

専
門
コ

ー

ス
）
 

Ⅵ
 

雇
用

の
創

造
に

資
す

る
方

策
そ

の
他

当
該

自
発

雇
用

創
造

地
域

の
地

域
雇

用
開

発
を

促
進
す

る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
の
た
め
の
措
置
 

(
1
)
 
地

域
雇

用
開
発
助
成
金
の
活
用
 

地
域

雇
用

開
発

促
進

法
に

基
づ

く
雇

用
情

勢
の

特
に

厳
し

い
地

域
で

あ
る

雇
用

開
発
促

進
地
域
そ
の
他
の
雇
用
開
発
が
必
要
な
地
域
に
お
い
て
、
雇
用
開

発
に

取
り
組

む
事
業
主
を
支
援
す
る
た
め
、
地
域
雇
用
開
発
助
成
金
を
支
給
す

る
。
 

(
2
)
 
企

業
立

地
促
進
法
に
基
づ
く
各
種
支
援
制
度
の
活
用
 

平
成

１
９
年
１
２
月
に
、
北
海
道
を
事
務
局
と
し
て
札
幌
市
、
小
樽
市
、
石

狩
市
（
旧

厚
田
村
、
旧
浜
益
村
部
分
を
除
く
。
）、

江
別
市
、
北
広
島
市
、
恵
庭

市
、
千
歳
市
、
苫
小

牧
市
、
安

平
町
、
む

か
わ

町
、
厚
真
町

、
白
老

町
、
登
別

市
、

室
蘭

市
及

び
伊

達
市
（
旧
大

滝
村
部
分
を
除

く
。
）
の
１

１
市
４
町
で

構
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(
3
)
 
健
康
・
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事

業
所

講
演

会
 

Ⅱ
 

人
材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
 

Ａ
 

「
食
の
ま
ち
・
さ
っ
ぽ
ろ

」
推

進
人

材
育
成
 

(
1
)
 
食
の
ブ
ラ
ン
ド
開

発
・
安

全
安

心
を

担
う
人

材
育
成

事
業
 

(
2
)
 
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

、
販
売

促
進

を
担

う
人
材

育
成
事

業
 

(
3
)
 
流
通
業
界
高
度
化

、
東
ア

ジ
ア

圏
へ

の
販
路

拡
大
人

材
育
成
事
業
 

(
4
)
 
食
の
創
業
塾
（
す

す
き
の

オ
ー

ナ
ー

養
成
）
 

Ｂ
 

さ
っ
ぽ
ろ
健
康
・
福
祉
サ

ー
ビ

ス
人

材
育
成
 

(
1
)
 
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
人
材

育
成

事
業
 

(
2
)
 
認
知
症
ケ
ア
人

材
育
成
事

業
 

Ｃ
 
さ
っ
ぽ
ろ
新
産
業
人

材
育

成
 

(
1
)
 
組
込
み
系
Ｉ
Ｔ

人
材
育
成

事
業
 

(
2
)
 
映
像
コ
ン
テ
ン
ツ

人
材
育

成
事

業
 

Ⅲ
 
就
職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

(
1
)
 
合
同
企
業
説
明
会

の
開
催

 

(
2
)
 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

よ
る
就

職
情

報
の

発
信
 

 5
-
3
-
2
 
札
幌
市
が
独
自
で
展
開

す
る

事
業
 

(
1
)
 
食
関
連
産
業
分
野
 

①
 

ア
ジ
ア
圏
等
経
済

交
流
促

進
事

業
 

②
 

国
内
販
路
拡
大

支
援
事
業

 

③
 

都
心
部
に
お
け

る
北
海
道

の
魅

力
発

信
事
業
 

成
す

る
、
「

道
央

中
核
地
域
産
業

活
性
化
協
議
会

」
が
設
立
さ

れ
、
現
在
基

本

計
画

を
策
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

集
積

す
る
業
種
と
し
て
は
、
①
自
動
車
関
連
産
業
、
②
機
械
金
属
関
連
産
業
、

③
医

薬
品
関

連
産
業
、
④
情
報
関
連
産
業
の
４
業
種
を
対
象
と
し
て
、
産
業
集

積
を

図
る
べ

く
同
法
へ
の
取
組
み
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
り
、
経
済
産
業
大
臣

に
よ

る
基
本

計
画
同
意
後
に
事
業
化
を
進
め
て
い
く
。
 

(
3
)
 
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ
ブ
ラ
ン
ド
育
成
支
援
事
業
（
経
済
産
業
省
）
 

地
域

の
伝

統
的

な
技

術
や

素
材

な
ど

を
活

用
し

て
世

界
に

通
用

す
る

ブ
ラ

ン
ド

確
立
に

取
り
組
む
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
事
業
で
、
対
象
は
商
工
会

議
所

や
商
工

所
等
が
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
な
っ
て
い
る
。
総
事
業
費
の
２
／

３
相

当
額
（

上
限

2
,
0
0
0
万
円
）
が
補
助
さ
れ
る
。
 

本
市

で
は

、
札
幌

商
工
会
議
所
が

提
案
し
た
『

ス
イ
ー
ツ
の
街

・
札
幌
 
ブ

ラ
ン

ド
発
信

事
業
』
が
平
成
１
８
年
度
に
採
択
さ
れ
、
１
９
年
度
も
引
き
続
き

実
施

し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
(
4
)
 
地

域
雇

用
創
造
推
進
事
業
の
活
用
 

①
 
雇

用
拡

大
メ
ニ
ュ
ー
（
事
業
主
を
対
象
）
 

Ａ
 
企

業
経
営
強
化
事
業
 

ア
 
企

業
経
営
強
化
・
相
談
事
業
 

イ
 
食

の
安
全
安
心
セ
ミ
ナ
ー
（
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
専
門
コ
ー
ス
）
 

ウ
 
健

康
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
講
演
会
 

エ
 
映

像
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
専
門
家
講
習
 

②
 
人

材
育

成
メ
ニ
ュ
ー
（
地
域
求
職
者
等
を
対
象
と
す
る
こ
と
）
 

Ａ
 
「

食
の
ま
ち
・
さ
っ
ぽ
ろ
」
推
進
人
材
育
成
 

ア
 
食

の
ブ
ラ
ン
ド
開
発
・
安
全
安
心
を
担
う
人
材
育
成
事
業
 

イ
 
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
販
売
促
進
を
担
う
人
材
育
成
事
業
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④
 

「
食
の
ま
ち
」

札
幌
の
推

進
 

⑤
 

魅
力
あ
る
食
づ
く

り
推
進

事
業
 

⑥
 

札
幌
ブ
ラ
ン
ド

構
築
・
推

進
事

業
 

⑦
 

新
た
な
秋
の
イ

ベ
ン
ト
事

業
 

⑧
 

「
顔
の
見
え
る
農

業
」
推

進
事

業
 

⑨
 

定
山
渓
地
区
生

ご
み
堆
肥

化
推

進
事

業
 

⑩
 

家
庭
用
廃
食
油
資

源
化
促

進
事

業
 

(
2
)
 
健
康
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
産

業
分

野
 

①
 
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（

介
護
・
健
康

何
で
も

相

談
セ
ン
タ
ー
）
運
営

事
業
 

②
 

介
護
予
防
事
業

の
充
実
 

③
 

認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成

事
業
 

④
 

高
齢
者
ひ
と
く

ち
講
座
・

口
腔

ケ
ア

推
進
事

業
 

(
3
)
 
新
産
業
分
野
 

①
 

首
都
圏
ビ
ジ
ネ

ス
チ
ャ
ン

ス
拡

大
支

援
事
業
 

②
 

企
業
連
携
構
築

事
業
 

③
 

さ
っ
ぽ
ろ
コ
ン

テ
ン
ツ
マ

ー
ケ

ッ
ト

創
出
事

業
 

④
 

さ
っ
ぽ
ろ
フ
ィ
ル

ム
コ
ミ

ッ
シ

ョ
ン

強
化
事

業
 

⑤
 

高
度
情
報
通
信
人

材
育
成

・
活

用
事

業
 

⑥
 

新
産
業
育
成
推
進

事
業
 

⑦
 

北
海
道
大
学
連

携
型
起
業

家
施

設
運

営
事
業
 

⑧
 

さ
っ

ぽ
ろ

バ
イ

オ
ク

ラ
ス

タ
ー

構
想

“
Ｂ

Ｉ
Ｏ

－

Ｓ
”
推
進
事
業
 

⑨
 

企
業
誘
致
促
進
事

業
 

⑩
 

雇
用
創
出
型
ニ

ュ
ー
ビ
ジ

ネ
ス

立
地

促
進
事

業
 

ウ
 
流

通
業
界
高
度
化
、
東
ア
ジ
ア
圏
へ
の
販
路
拡
大
人
材
育
成
事
業
 

エ
 
食

の
創
業
塾
（
す
す
き
の
オ
ー
ナ
ー
養
成
）
 

Ｂ
 
さ

っ
ぽ
ろ
健
康
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
人
材
育
成
 

ア
 
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
人
材
育
成
事
業
 

イ
 
認

知
症
ケ
ア
人
材
育
成
事
業
 

Ｃ
 
さ

っ
ぽ
ろ
新
産
業
人
材
育
成
 

ア
 
組

込
み
系
Ｉ
Ｔ
人
材
育
成
事
業
 

イ
 
映

像
コ
ン
テ
ン
ツ
人
材
育
成
事
業
 

③
 
就

職
促

進
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
合

同
企
業
説
明
会
の
開
催
 

イ
 
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
就
職
情
報
の
発
信
 

２
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
に
資
す
る
市
町
村
の
取
組
み
 

(
1
)
 
 
食

関
連

産
業
分
野
 

①
 
ア

ジ
ア

圏
等
経
済
交
流
促
進
事
業
 

②
 
国

内
販

路
拡
大
支
援
事
業
 

③
 
都

心
部

に
お
け
る
北
海
道
の
魅
力
発
信
事
業
 

④
 
「

食
の

ま
ち
」
札
幌
の
推
進
 

⑤
 
魅

力
あ

る
食
づ
く
り
推
進
事
業
 

⑥
 
札

幌
ブ

ラ
ン
ド
構
築
・
推
進
事
業
 

⑦
 
新

た
な

秋
の
イ
ベ
ン
ト
事
業
 

⑧
 
「

顔
の

見
え
る
農
業
」
推
進
事
業
 

⑨
 
定

山
渓

地
区
生
ご
み
堆
肥
化
推
進
事
業
 

⑩
 
家

庭
用

廃
食
油
資
源
化
促
進
事
業
 

(
2
)
 
健

康
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
産
業
分
野
 

①
 
地

域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
介
護
・
健
康
何
で
も
相
談
セ
ン
タ
ー
）
運
営
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⑪
 

ベ
ン
チ
ャ
ー
支

援
事
業
 

(
4
)
 
集
客
交
流
産
業
分
野
 

①
 

さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま

つ
り
魅
力

ア
ッ

プ
事

業
 

②
 
ラ
イ
ラ
ッ
ク
ま
つ

り
魅
力

ア
ッ

プ
事

業
 

③
 「

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
ク

リ
ス

マ
ス

市
 i
n
 S
a
pp
o
r
o
」
開

催
費
負
担
 

④
 
藻
岩
山
魅
力
ア
ッ

プ
事
業

 

⑤
 
定
山
渓
温
泉
活
性

化
補
助

 

⑥
 
新
た
な
秋
の
イ
ベ

ン
ト
事

業
【

再
掲

】
 

⑦
 
大
通
公
園
ス
ケ
ー

テ
ィ
ン

グ
・

ス
ク

エ
ア
事

業
 

⑧
 
平
岡
公
園
・
梅
林

ラ
イ
ト

ア
ッ

プ
事

業
 

⑨
 
北
緯

43
°
花
香
る

北
の
街

づ
く

り
事

業
 

⑩
 
観
光
都
市
さ
っ
ぽ

ろ
推
進

事
業
 

⑪
 
首
都
圏
シ
テ
ィ
Ｐ

Ｒ
事
業

 

⑫
 
タ
ー
ゲ
ッ
ト
別
国

内
観
光

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ
ン

事
業
 

⑬
 
国
際
観
光
誘
致
事

業
 

⑭
 
北
海
道
洞
爺
湖
サ

ミ
ッ
ト

開
催

関
連

事
業
 

⑮
 
都
心
部
に
お
け
る

北
海
道

の
魅

力
発

信
事
業
【

再
掲
】 

 
(
5
)
 
も
の
づ
く
り
産
業
分
野

 

①
 
も
の
づ
く
り
産
業

活
性
化

支
援

事
業
 

②
 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
型

建
設
業

創
出

事
業
 

(
6
)
 
地
域
重
点
分
野
全
体
に
係

る
こ

と
 

①
 
中
小
企
業
金
融
対

策
資
金

 

②
 
元
気
が
ん
ば
れ
資

金
 

③
 
就
業
者
総
合
サ
ポ

ー
ト
事

業
 

事
業
 

②
 
介

護
予

防
事
業
の
充
実
 

③
 
認

知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
事
業
 

④
 
高

齢
者

ひ
と
く
ち
講
座
・
口
腔
ケ
ア
推
進
事
業
 

(
3
)
 
新

産
業

分
野
 

①
 
首

都
圏

ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
拡
大
支
援
事
業
 

②
 
企

業
連

携
構
築
事
業
 

③
 
「

創
造

都
市
さ
っ
ぽ
ろ
（
s
a
p
p
o
r
o 
i
d
e
a
s 
c
i
t
y
）」

の
活
用
と
推
進
 

④
 
さ

っ
ぽ

ろ
コ
ン
テ
ン
ツ
マ
ー
ケ
ッ
ト
創
出
事
業
 

⑤
 
さ

っ
ぽ

ろ
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
強
化
事
業
 

⑥
 
高

度
情

報
通
信
人
材
育
成
・
活
用
事
業
 

⑦
 
新

産
業

育
成
推
進
事
業
 

⑧
 
北

海
道

大
学
連
携
型
起
業
家
施
設
運
営
事
業
 

⑨
 
さ

っ
ぽ

ろ
バ
イ
オ
ク
ラ
ス
タ
ー
構
想
“
Ｂ
Ｉ
Ｏ
－
Ｓ
”
推
進
事
業
 

⑩
 
企

業
誘

致
促
進
事
業
 

⑪
 
雇

用
創

出
型
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
立
地
促
進
事
業
 

⑫
 
ベ

ン
チ

ャ
ー
支
援
事
業
 

(
4
)
 
集

客
交

流
産
業
分
野
 

①
 
さ

っ
ぽ

ろ
雪
ま
つ
り
魅
力
ア
ッ
プ
事
業
 

②
 
ラ

イ
ラ

ッ
ク
ま
つ
り
魅
力
ア
ッ
プ
事
業
 

③
 
「

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
ク
リ
ス
マ
ス
市
 i
n
 
S
a
pp
o
r
o
」
開
催
費
負
担
 

④
 
藻

岩
山

魅
力
ア
ッ
プ
事
業
 

⑤
 
定

山
渓

温
泉
活
性
化
補
助
 

⑥
 
新

た
な

秋
の
イ
ベ
ン
ト
事
業
【
再
掲
】
 

⑦
 
大

通
公

園
ス
ケ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ス
ク
エ
ア
事
業
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④
 
団
塊
の
世
代
及
び

女
性
の

起
業

支
援

事
業
 

 

⑧
 
平

岡
公

園
・
梅
林
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
事
業
 

⑨
 
北

緯
4
3
°
花
香
る
北
の
街
づ
く
り
事
業
 

⑩
 
観

光
都

市
さ
っ
ぽ
ろ
推
進
事
業
 

⑪
 
首

都
圏

シ
テ
ィ
Ｐ
Ｒ
事
業
 

⑫
 
タ

ー
ゲ

ッ
ト
別
国
内
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
事
業
 

⑬
 
国

際
観

光
誘
致
事
業
 

⑭
 
北

海
道

洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
開
催
関
連
事
業
 

⑮
 
都

心
部

に
お
け
る
北
海
道
の
魅
力
発
信
事
業
【
再
掲
】
 

(
5
)
 
も

の
づ

く
り
産
業
分
野
 

①
 
も

の
づ

く
り
産
業
活
性
化
支
援
事
業
 

②
 
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ
型
建
設
業
創
出
事
業
 

(
6
)
 
地

域
重

点
分
野
全
体
に
係
る
こ
と
 

①
 
中

小
企

業
金
融
対
策
資
金
 

②
 
元

気
が

ん
ば
れ
資
金
 

③
 
就

業
者

総
合
サ
ポ
ー
ト
事
業
 

④
 
団

塊
の

世
代
及
び
女
性
の
起
業
支
援
事
業
 

計
画

期
間
 

６
 
計
画
期
間
 

地
域
再
生
計
画
認
定

の
日
か
ら

平
成

2
3 
年

3
月

末
ま
で
 

Ⅶ
 
計

画
期

間
に
関

す
る
事
項
 

厚
生

労
働
大

臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

3
1
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 
 

2 
二
つ
の
計
画
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
 

 
 
 

3 
「
指
標
（
目
標
値
）」

欄
の
下
線
部
に
つ
い

て
、
地
域
雇
用
創
造
計
画
で
は

、「
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
・
事
業
実
施
計
画
」
等
で
目
標
値
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
同
事
業
実
施
計
画
に
よ
る
変
更

後
の
目
標
値
を
本
計
画
の
目
標
値
と
み
な
す
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
、
変
更
後
の
目
標
値
を
記
載
し
た
「
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
事
業
構
想
提
案
書
」
の
該
当
箇
所
を
抜
粋
し
て
い
る
。
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表
3
-
⑩
-
ⅱ
 
地
域
再
生
計
画
（
釧
路
市
雇
用
創
造
計
画
）
と
地
域
雇
用
創
造
計
画
（
釧
路
市
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
の
比
較
 

計
画

作
成
主
体
 

釧
路
市
 

計
画
 

地
域
再
生
計
画
（
釧
路
市
雇
用

創
造

計
画

）
 

地
域

雇
用
創

造
計
画
（
釧
路
市
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
 

区
域
 

３
 
地
域
再
生
計
画
の
区
域
 

釧
路
市
の
全
域
 

１
 
自

発
雇
用

創
造
地
域
の
区
域
 

北
海

道
釧
路

市
 

指
標
（

目
標
値
） 

４
 

地
域
再
生
計
画
の
目
標
 

具
体
的
に
は
年
度
平
均

有
効
求

人
倍

率
を

現
在
（
平

成
19

年

度
）
の

0.
4
5
倍
か
ら
過

去
1
0
年

間
の

最
高
値

で
あ
る
、

平
成

1
2
年
度
の

0
.
5
4
倍
へ

の
引
き

上
げ

と
、
3
年

間
の

雇
用
創

出
の

目
標
を

9
7
人
と
し
、
雇

用
の

拡
大

を
目

指
す
。
 

５
 
事

業
実

施
に
よ
る
効
果
 

 
(
1
)
 

ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
指
標
 
（

略
）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト

カ
ム
指
標
 

①
 
平

成
2
0
年
度
 
3
4
人
（
常
雇

3
4
人
、
常
雇
以
外
 人

、
創
業
者
 
人
）
 

②
 
平

成
2
1
年
度
 
3
9
人
（
常
雇

3
9
人
、
常
雇
以
外
 人

、
創
業
者
 
人
）
 

③
 
平

成
2
2
年
度
 
3
9
人
（
常
雇

3
9
人
、
常
雇
以
外
 人

、
創
業
者
 
人
）
 

合
 
計

 
1
12

人
（
常

雇
1
12

人
、
常
雇
以
外
 
人
、

創
業
者
 
人
）
 

（
後

略
）
 

(
3
)
 
当

該
目

標
の
設
定
の
根
拠
・
当
該
目
標
の
把
握
の
方
法
 

 
 
 
①
～
③
（
略
）
 

 
 

＜
参
考

＞
 

 
 

※
 
な
お
、

ア
ウ
ト

プ
ッ

ト
・
ア

ウ
ト
カ
ム

の
目
標
数

値
に
つ
い

て
は
、

計
画
 
 
 

期
間
内
に

お
け
る
毎
年
度
の
「
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
・
事
業
実
施
計
画
」

及
び
「
地

域
雇
用
創
造
推
進
事
業
実
施
委
託
契
約
」
に
お
い
て
計
画
す
る

ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
カ
ム
の
目
標
数
値
の
本
計
画
期
間
内
合
計
値
が

変
更

さ
れ
た
場
合
は
、
変
更
後
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
カ
ム
の
目
標

数
値

を
本
計
画
変
更
後
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
カ
ム
の
目
標
数
値
と

見
な

し
、
本
計
画
の
変
更
手
続
き
は
経
な
い
こ
と
と
す
る
。
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 （
参

考
：
地

域
雇
用
創
造
推
進
事
業
 
事
業
構
想
提
案
書
）
 

５
 
事

業
実

施
に
よ
る
効
果
 

 
(
1
)
 
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
指
標
 
（
略
）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
 

①
 
平

成
2
0
年
度
 
2
9
人
（
常
雇

2
9
人
、
常
雇
以
外
 人

、
創
業
者
 
人
）
 

②
 
平

成
2
1
年
度
 
3
4
人
（
常
雇

3
4
人
、
常
雇
以
外
 人

、
創
業
者
 
人
）
 

③
 
平

成
2
2
年
度
 
3
4
人
（
常
雇

3
4
人
、
常
雇
以
外
 人

、
創
業
者
 
人
）
 

合
 
計

 
9
7
人

（
常
雇

9
7
人
、
常
雇
以
外
 
人
、
創
業
者
 人

）
 

事
業
 

 

５
 
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

行
う

事
業
 

5
-
1
・
5
-
2（

略
）
 

5
-
3
 
そ
の
他
の
事
業
 

5
-
3
-
1
 
地
域
雇
用
創
造
推
進
事

業
【

B
０
９
０
２
】
 

①
 
雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
地
場
産
皮
革
製
品

開
発
事

業
 

②
 
人
材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
Ｉ
Ｔ
人
材
育
成
事

業
 

イ
 
工
業
技
術
講
習
会
 

ウ
 
建
設
関
連
技
能
講

習
会
 

③
 
就
職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
フ

ェ
ア
事

業
 

イ
 
社
会
福
祉
施
設
マ
ッ

チ
ン

グ
事

業
 

ウ
 
就
職
促
進
事
業
 

エ
 
専
門
的
人
材
誘
致

・
確
保

事
業
 

Ⅵ
 

雇
用

の
創

造
に

資
す

る
方

策
そ

の
他

当
該

自
発

雇
用

創
造

地
域

の
地

域
雇

用
開

発
を
促

進
す
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
の
た
め
の
措
置
 

(
1
)
 
地

域
雇

用
開
発
助
成
金
の
活
用
 

地
域

雇
用
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
雇
用
情
勢
の
特
に
厳
し
い
地
域
で
あ

る
雇

用
開
発
促
進
地
域
そ
の
他
の
雇
用
開
発
が
必
要
な
地
域
に
お
い
て
、

雇
用

開
発
に
取
り
組
む
事
業
主
を
支
援
す
る
た
め
、
地
域
雇
用
開
発
助
成

金
を

支
給
す
る
。
 

(
2
)
 
企

業
立

地
促
進
法
に
基
づ
く
各
種
支
援
制
度
の
活
用
 

釧
路

白
糟
地
域
産
業
活
性
化
協
議
会
を
立
ち
上
げ
産
業
活
性
化
基
本
計

画
を

作
成
中
。
 

(
3
)
 
地

域
雇

用
創
造
推
進
事
業
の
活
用
 

①
 
雇

用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
地

産
地
消
推
進
事
業
 

イ
 
地
場
産
品
市
場
拡
大
事
業
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5
-
3
-
2
 
釧
路
市
で
行
う

事
業

 

1
 
産
業
再
生
の
取
組
み
 

(
1
)
 
観
光
分
野
振
興
事

業
(平

成
１

６
年

度
～

) 

①
 

体
験
型
（
滞
在

型
）
観
光

推
進

事
業
 

②
 

地
域
間
連
携
推

進
事
業
（

異
国

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
）
 

③
 

交
通
観
光
資
源

活
性
化
調

査
事

業
 

④
 

観
光
・
食
産
業

連
携
事
業

 

(
2
)
 
情
報
通
信
分
野
事

業
（
平

成
１

６
年

度
～
）
 

①
 

Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム

の
開
発
促

進
 

②
 

農
家

、
農
協

等
と

連
携

し
た

農
産

物
栽

培
履

歴
管

理

シ
ス
テ
ム
の
事
業
化

検
討
 

③
 

釧
路

Ｉ
Ｔ
ク

ラ
ス

タ
ー

推
進

協
会

（
民

間
団

体
）

へ

ウ
 
新

製
品
開
発
事
業
 

 
 

地
場
産
皮
革
製
品
開
発
事
業
 

 
 

地
場
産
食
材
普
及
改
良
事
業
 

②
 
人

材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
Ｉ

Ｔ
人
材
育
成
事
業
 

イ
 
工
業
技
術
講
習
会
 

ウ
 
建

設
関
連
技
能
講
習
会
 

エ
 
職

長
安
全
衛
生
責
任
者
研
修
 

③
 
就

職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
Ｕ

・
Ｉ
タ
ー
ン
フ
ェ
ア
事
業
 

イ
 
社

会
福
祉
施
設
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
 

ウ
 
就

職
促
進
事
業
 

エ
 
専

門
的
人
材
誘
致
・
確
保
事
業
 

２
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
に
資
す
る
市
町
村
の
取
組
 

(
1
)
 

地
場
産
品
の
普
及
促
進
事
業
（
平
成

1
6
年
度
～
継
続
）
 

地
産

地
消
の
推
進
 

販
路

拡
大
／
台
湾
と
の
交
流
促
進
 

(
2
)
 

観
光
分
野
振
興
事
業
(平

成
1
6
年
度

～
) 

体
験

型
（
滞
在
型
）
観
光
推
進
事
業
 

地
域

間
連
携
推
進
事
業
（
異
国
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
 

観
光

通
観
光
資
源
活
性
化
調
査
事
業
 

観
光

・
食
産
業
連
携
事
業
 

 
(
3
)
 

情
報

通
信
分
野
事
業
（
平
成

1
6
年
度
～
）
 

Ｉ
Ｔ

シ
ス
テ
ム
の
開
発
促
進
 

農
家

、
農
協
等
と
連
携
し
た
農
産
物
栽
培
履
歴
管
理
シ
ス
テ
ム
の
事
業
化
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の
活
動
支
援
 

④
 

Ｉ
Ｔ
産
業
の
人

材
育
成
、

交
流

・
連

携
の
促

進
 

(
3
)
 
福
祉
分
野
(
平
成
１

８
年

度
～

) 

①
 

自
立
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
 

(
4
)
 
も
の
づ
く
り
分
野

(
平
成

１
５

年
度

～
) 

①
 

技
術
開
発
・
技

術
相
談
等

の
支

援
 

②
 

職
業
能
力
開
発

等
の
支
援

 

検
討
 

釧
路

Ｉ
Ｔ
ク
ラ
ス
タ
ー
推
進
協
会
（
民
間
団
体
）
へ
の
活
動
支
援
 

Ｉ
Ｔ

産
業
の
人
材
育
成
、
交
流
・
連
携
の
促
進
 

 
(
4
)
 

福
祉

分
野
(
平
成

18
年
度
～
) 

自
立

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

 
(
5
)
 

も
の

づ
く
り
分
野
(平

成
1
5
年
度

～
) 

技
術

開
発
・
技
術
相
談
等
の
支
援
 

職
業

能
力
開
発
等
の
支
援
 

計
画

期
間
 

６
 

計
画
期
間
 

地
域
再
生
計
画
の
認
定

日
～
平

成
2
3
年

3
月

31
日
 

Ⅶ
 
計

画
期

間
に
関
す
る
事
項
 

厚
生

労
働
大

臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

2
 
二
つ
の
計
画
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
 

3
 
「
指
標
（
目
標
値

）」
欄
の
下
線
部
に
つ
い
て
、
地
域
雇
用
創
造
計
画
で
は

、「
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
・
事
業
実
施
計
画

」
等
で
目
標
値
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
同
事
業
実
施
計
画
に
よ
る
変
更

後
の
目
標
値
を
本
計
画
の
目
標
値
と
み
な
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
、
変
更
後
の
目
標
値
を
記
載
し
た
「
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
事
業
構
想
提
案
書
」
の
該
当
箇
所
を
抜
粋
し
て
い
る
。
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表
3
-
⑩
-
ⅲ
 
地
域
再
生
計
画
（
即
戦
力
と
な
る
中
核
的
人
材
創
出
計
画
）
と
地
域
雇
用
創
造
計
画
（
北
見
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
の
比
較
 

計
画

作
成
主
体
 

北
見
市
 

計
画
 

地
域
再
生
計
画
（
即
戦
力
と
な

る
中

核
的

人
材
創

出
計
画
）

 
地

域
雇

用
創

造
計
画

（
北
見
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
 

区
域
 

３
 
地
域
再
生
計
画
の
区
域
 

北
見
市
の
全
域
 

１
 
自

発
雇
用

創
造
地
域
の
区
域
 

北
海

道
北
見

市
 

指
標
（
目
標
値
） 

４
．
地
域
再
生
計
画
の
目
標
 

こ
の
た
め
、
今
後
の
発

展
が
期

待
さ

れ
る

Ｉ
Ｔ
産

業
、
観

光
産
業
に
お
い
て
、
地

域
の
特

性
を

生
か

し
た
産

業
振
興
を

推
進
す
る
た
め
、
即
戦

力
と
な

る
中

核
的

な
人
材

の
創
出
を

図
る
。
具
体
的
に
は
、
様

々
な

産
業

発
展

に
結
び

付
い
て
い

く
こ

と
が

期
待

で
き

る
地

域
雇

用
創

造
推

進
事

業
を

実
施

し
、
３
年
間
で
２
１
０

人
の
雇

用
の

創
出

を
目
指

す
。
 

Ⅲ
 
地

域
雇
用

開
発
の
目
標
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇
用

創
造
推
進
事
業
の
実
施
に
伴
う
雇
用
創
出
 

(
1
)
 

ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
指
標
 （

略
）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト

カ
ム
指
標
 

①
 
平

成
1
9
年

度
 
4
0
人
（
常
雇

2
6
人
、
常
雇
以
外

1
4
人
、
創
業
者
 人

）
 

②
 
平

成
2
0
年

度
 
7
0
人
（
常
雇

4
2
人
、
常
雇
以
外

2
8
人
、
創
業
者
 人

）
 

③
 
平

成
2
1
年

度
 
1
0
0
人
（
常
雇

5
8
人
、
常
雇
以
外

4
2
人
、
創
業
者
 人

）
 

合
 
計

 
2
10

人
（
常
雇

1
26

人
、
常
雇
以
外

8
4
人
、
創
業
者
 
人
）
 

事
業
 

 

５
 
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

行
う

事
業
 

5
-
1
・
5
-
2 

（
略
）
 

5
-
3
 
そ
の
他
の
事
業
 

5
-
3
-
1
 
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
（
新
パ
ッ
ケ
ー
ジ
事
業
）
 

①
・
②
 
（
略
）
 

③
 

事
業
内
容
 

ア
．
高
度
Ｉ
Ｔ
技
術
者

養
成
事

業
 

イ
．
「
滞
在
型
」
観
光

確
立
支

援
事

業
 

ウ
．
就
職
支
援
事
業
 

  

Ⅵ
 

雇
用

の
創

造
に

資
す

る
方

策
そ

の
他

当
該

自
発

雇
用

創
造

地
域

の
地

域
雇

用
開

発
を

促
進
す

る
た
め

の
方
策
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
の
た
め
の
措
置
 

 
（

１
）
地

域
が
選

択
す
る
重
点
産
業
に
対
す
る
雇
用
対
策
支
援
の
実
 

施
（
地
域
創

業
助

成
）
 

地
域

に
お
け
る
雇
用
創
出
を
支
援
す
る
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
分
野
又
は
市
町
村

等
が

自
ら
選

択
し
た
重
点
分
野
に
お
い
て
創
業
す
る
者
に
対
し
、
新
規
雇
入
れ

を
条

件
と
し

て
、
助
成
を
行
う
制
度
の
活
用
の
推
進
を
図
り
、
創
業
に
よ
る
雇

用
機

会
の
創

出
に
努
め
る
。
 

本
地

域
で
は
、
0
9
食
料
品
製
造
業
、
5
7
飲
食
料
品
小
売
業
、
7
0
一
般
飲
食

店
を

重
点
分

野
に
設
定
し
て
い
る
。
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 5
-
3
-
2
 
そ
の
他
自
治
体

独
自

の
取

組
み
 

①
 

産
学
官
共
同
研
究

開
発
委

託
事

業
 

②
 

企
業
立
地
促
進
事
業
 

③
 

企
業
立
地
報
奨
制
度
 

④
 

地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

支
援

事
業
 

⑤
 

雇
用
就
業
推
進
事

業
 

⑥
 

中
小
企
業
融
資
制
度
 

⑦
 

観
光
振
興
事
業
 

⑧
 

北
見
駅
観
光
案
内
所
運
営

費
 

（
２

）
地
域

雇
用
創
造
推
進
事
業
の
活
用
 

 
 

①
 
雇

用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
 

 
 

 
 
該

当
な
し
 

 
 

②
 
人

材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
高

度
Ｉ

Ｔ
技
術
者
養
成
事
業
 

イ
 
「

滞
在
型
」
観
光
確
立
支
援
事
業
 

 
 

③
 
就

職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

 
 

 
ア
 

就
職
支
援
事
業
 

２
 
地

域
雇

用
開
発

の
促
進
に
資
す
る
市
町
村
の
取
組
み
 

（
１

）
産
学

官
共
同
研
究
開
発
委
託
事
業
 

（
２

）
企
業

立
地
促

進
事
業
 

（
３

）
企
業

立
地
報

奨
制
度
 

（
４

）
地
域

職
業
訓

練
セ
ン
タ
ー
支
援
事
業
 

（
５

）
雇
用

就
業
推

進
事
業
 

（
６

）
中
小

企
業
融

資
制
度
 

（
７

）
観
光

振
興
事

業
 

（
８

）
北
見

駅
観
光

案
内
所
運
営
費
 

計
画

期
間
 

６
 

計
画
期
間
 

認
定
の
日
か
ら
平
成

2
2
年

3
月

末
ま
で
 

Ⅶ
 
計

画
期

間
に
関

す
る
事
項
 

厚
生

労
働
大

臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
平
成

2
2
年

3
月

3
1
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 
 

2 
二
つ
の
計
画
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
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表
3
-
⑩
-
ⅳ
 
地
域
再
生
計
画
（
地
域
の
人
材
育
成

を
通
じ
た
中
心
市
街
地
活
性
化
と
企
業
誘
致
に
よ
る
雇
用
創
出
プ
ラ
ン
）
と
地
域
雇
用
創
造
計
画
（
青
森

市
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
の
比
較
 

計
画

作
成
主
体
 

青
森
市
 

計
画
 

地
域
再
生
計
画
（
地
域
の
人
材

育
成

を
通

じ
た
中

心
市
街
地

活
性

化
と

企
業
誘
致
に
よ
る
雇
用
創
出
プ

ラ
ン

）
 

地
域

雇
用
創

造
計
画
（
青
森
市
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
 

区
域
 

３
 
地
域
再
生
計
画
の
区
域
 

青
森
市
の
全
域
 

１
 
自

発
雇
用
創
造
地
域
の
区
域
 

青
森

県
青
森
市
 

指
標
（
目
標
値
） 

４
 

地
域
再
生
計
画
の
目
標
 

○
 
「
地
域
雇
用
創
造
推

進
事

業
」
に

お
け
る

実
施
効

果
（

地
域
求

職

者
等
の
就
職
者
数
) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
単

位
：

人
 

実
施
年
度
 

総
 
数
 

う
ち

常
用
雇

用
 

う
ち

常
雇
以

外
 

２
０
年
度
 

 
７

５
 

 
５

３
 

 
２

２
 

２
１
年
度
 

１
２

５
 

 
７

３
 

 
５

２
 

２
２
年
度
 

１
５

５
 

 
９

３
 

 
６

２
 

計
 

３
５

５
 

２
１

９
 

１
３

６
 

 

Ⅲ
 
地

域
雇
用
開
発
の
目
標
に
関
す
る
事
項
 

 
１

 
地

域
雇
用
創
造
推
進
事
業
の
実
施
に
伴
う
雇
用
創
出
 

 
 

(
1
)
 
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
 
（

略
）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
 

①
 
平
成

1
9
年
度
 
7
5
人
 

②
 
平
成

2
0
年
度

1
2
5
人
 

③
 
平

成
2
1
年
度

1
5
5
人
 

合
 
計
 
3
55

人
 

事
業
 

 

５
 
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

行
う

事
業
 

5
-
1
・
5
-
2（

略
）
 

5
-
3
 
そ
の
他
の
事
業
 

5
-
3
-
1
 

支
援

措
置

 
「
地

域
雇

用
創

造
推

進
事

業
」
（

新
パ

ッ
ケ

ー
ジ

事
業
）
に
よ
り
取
り

組
む
 

(
1
)
 
事
業
の
実
施
主
体
 
（
略
）
 

(
2
)
 
事
業
の
具
体
的
内
容
と
実

施
期

間
 

Ⅰ
．
雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ

ー
 

Ⅵ
 

雇
用

の
創

造
に

資
す
る
方

策
そ

の
他

当
該
自

発
雇
用
創

造
地

域
の

地
域

雇
用

開
発
を

促
進
す
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇
用
開
発
の
促
進
の
た
め
の
措
置
 

(
1
)
中

心
市
街
地
活
性
化
法
 

計
 
画

 
名
：
青
森
市
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
 

(
2
)
構

造
改
革
特
区
 

該
当

な
し
 

(
3
)
地

域
再
生
計
画
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①
 

パ
サ
ー
ジ
ュ
広

場
出
店
者

の
起

業
家

支
援
事

業
 

②
 

陸
奥
湾
海
産
資

源
販
路
拡

大
事

業
 

③
 

青
森
産
品
（
り

ん
ご
、
カ

シ
ス
、
ホ

タ
テ

加
工

品
等
）
商

談
能
力
向
上
事
業
 

④
 

介
護
事
業
主
雇

用
管
理
研

修
 

Ⅱ
．
人
材
育
成
メ
ニ

ュ
ー
 

①
 

観
光
コ
ー
ス
提

案
者
育
成

事
業
 

②
 

携
帯
コ
ン
テ
ン

ツ
作
成
研

修
事

業
 

③
 

八
甲
田
山
山
岳

ガ
イ
ド
育

成
事

業
 

④
 

情
報
通
信
関
連

産
業
人
材

育
成

事
業
 

⑤
 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

ー
キ
ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ
ィ

ン
グ
事
業

 

⑥
 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

ー
ス
キ
ル

ア
ッ

プ
研

修
会
 

Ⅲ
．
就
職
促
進
メ
ニ

ュ
ー
 

①
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

開
設
に
よ

る
情

報
提

供
事
業
 

5
-
3
-
2
 
本
市

独
自
の

取
り
組
み

 

(
1
)
 
商
業
ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援
事

業
 

(
2
)
 
つ
く
り
育
て
る
漁
業
推
進

事
業
 

(
3
)
 
ナ
マ
コ
の
食
ブ
ラ

ン
ド
化

推
進

事
業
 

(
4
)
 
青
森
市
物
産
展
開
催
事
業

 

(
5
)
 
経
営
革
新
セ
ミ
ナ
ー
 

(
6
)
 
Ｉ
Ｔ
Ｓ
を
活
用
し

た
観
光

情
報

提
供
 

(
7
)
 
ユ
ビ
キ
タ
ス
実
証
実
験
 

(
8
)
 
八
甲
田
地
区
観
光

商
品
造

成
支

援
事

業
 

(
9
)
 
雇
用
促
進
助
成
金
及
び
情

報
通

信
関

連
雇
用

促
進
補
助

金
 

(
1
0
)
無
料
職
業
紹
介
業

務
 

「
遊
休
農
地
を
活
用
し
た
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
計
画
」（

平
成

1
8
年

7

月
3
日
:第

4
回

認
定

) 

「
次

世
代

に
引

き
継

ぐ
豊

か
で

美
し

い
自

然
環

境
計

画
」
（

平
成

1
8

年
3
月

3
1
日

：
第

3
回
認
定
）
 

(
4
)
 
地

域
が

選
択

す
る

重
点

産
業

に
対

す
る

雇
用

対
策

支
援

の
実

 
施

（
地
域
創
業
助
成
）
 

地
域

に
お

け
る

雇
用

創
出

を
支

援
す

る
た

め
、

サ
ー

ビ
ス

分
野

又

は
市

町
村

等
が

自
ら

選
択

し
た

重
点

分
野

に
お

い
て

創
業

す
る

者
に

対
し

、
新

規
雇

入
れ

を
条

件
と

し
て

、
助

成
を

行
う

制
度

の
活

用
の

推
進

を
図
り
、
創
業
に
よ
る
雇
用
機
会
の
創
出
に
努
め
る
。

 

本
地
域
で
は
、
0
9
食
料
品
製
造
業
、
5
7
飲
食
料
品
小
売
業
、
7
0
一

般
飲

食
店
を
重
点
分
野
に
設
定
し
て
い
る
。
 

(
5
)
 
地
域
雇
用
開
発
助
成
金
の
活
用
 

地
域

雇
用

開
発

促
進

法
に

基
づ

く
雇

用
情

勢
の

特
に

厳
し

い
地

域

で
あ

る
雇

用
開

発
促

進
地

域
に

お
い

て
、

雇
用

開
発

に
取

り
組

む
事

業
主

を
支
援
す
る
た
め
、
地
域
雇
用
開
発
助
成
金
を
支
給
す
る
。
 

青
森
県
が
策
定
し
た
津
軽
地
域
雇
用
開
発
促
進
計
画
に
平
成

1
9
年

1
0
月

1
日
付
で
厚
生
労
働
大
臣
が
同
意
し
、
深
浦
を
含
む
津
軽
地
域

が
同

意
雇
用
開
発
促
進
地
域
と
な
っ
た
。
 

(
6
)
 
企
業
立
地
促
進
法
に
基
づ
く
各
種
支
援
制
度
の
活
用
 

平
成

1
9
年
度
に
認
定
さ
れ
た
企
業
立
地
促
進
法
に
基
づ
く
基
本
計

画
で

は
、
青
森
市
を
含
む
津
軽
地
域

6
市

7
町

2
村
の
区
域
で
①
光

技
術

関
連

産
業

、
②

あ
お

も
り

農
工

ベ
ス

ト
ミ

ッ
ク

ス
新

産
業

、
③

あ
お

も
り

ウ
ェ

ル
ネ

ス
ラ

ン
ド

構
想

関
連

産
業

の
３

つ
の

産
業

集
積

を
図

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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(
1
1
)
経
営
者
支
援
セ
ミ

ナ
ー
 

(
1
2
)
福
祉
の
仕
事
相
談

フ
ェ
ア

 

(
1
3
)
福
祉
施
設
就
労
体

験
事
業

 

活
用

で
き

る
支

援
制

度
は

、
協

議
会

活
動

支
援

、
産

業
立

地
支

援

な
ど

の
協

議
会

に
対

す
る

支
援

、
設

備
投

資
減

税
な

ど
企

業
に

対
す

る
支

援
、

頑
張

る
地

方
応

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
お

け
る

交
付

税
算

定
措

置
、

企
業
立
地
促
進
に
係
る
地
方
交
付
税
措
置
な
ど
が
あ
る
。
 

(
7
)
 
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
の
活
用
 

①
 
雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 

パ
サ
ー
ジ
ュ
広
場
出
店
者
の
起
業
家
支
援
事
業
 

イ
 

陸
奥
湾
海
産
資
源
販
路
拡
大
事
業
 

ウ
 

青
森

産
品

（
り

ん
ご

、
カ

シ
ス

、
ホ

タ
テ

加
工

品
等

）
商

談

能
力
向
上
事
業
 

エ
 

介
護
事
業
主
雇
用
管
理
研
修
 

②
 

人
材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
観
光
コ
ー
ス
提
案
者
育
成
事
業
 

イ
 
携
帯
コ
ン
テ
ン
ツ
作
成
研
修
事
業
 

ウ
 

八
甲
田
山
山
岳
ガ
イ
ド
育
成
事
業
 

エ
 

情
報
通
信
関
連
産
業
人
材
育
成
事
業
 

オ
 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
業
 

カ
 
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
会
 

③
 

就
職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

 
ア
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
に
よ
る
情
報
提
供
事
業
 

２
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
に
資
す
る
市
町
村
の
取
組
 

①
 
商

業
ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援
事
業
 

②
 
つ

く
り
育
て
る
漁
業
推
進
事
業
 

③
 
ナ

マ
コ
の
食
ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
事
業
 

④
 
青

森
市
物
産
展
開
催
事
業
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⑤
 
経

営
革
新
セ
ミ
ナ
ー
 

⑥
 
Ｉ

Ｔ
Ｓ
を
活
用
し
た
観
光
情
報
提
供
 

⑦
 
ユ

ビ
キ
タ
ス
実
証
実
験
 

⑧
 
八

甲
田
地
区
観
光
商
品
造
成
支
援
事
業
 

⑨
 
経

営
者
支
援
セ
ミ
ナ
ー
 

⑩
 
福

祉
の
仕
事
相
談
フ
ェ
ア
 

⑪
 
福

祉
施
設
就
労
体
験
事
業
 

⑫
 
雇

用
促
進
助
成
金
及
び
情
報
通
信
関
連
雇
用
促
進
補
助
金
 

⑬
 
無

料
職
業
紹
介
業
務
 

計
画

期
間
 

６
 

計
画
期
間
 

認
定
の
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

末
ま
で
 

Ⅶ
 
計

画
期
間
に
関
す
る
事
項
 

厚
生

労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

3
1
日
ま
で
と

す
る

。
 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 
 

2 
二
つ
の
計
画
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
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表
3
-
⑩
-
ⅴ
 
地
域
再
生

計
画
（
弘
前
型
「
産
業
集

積
と
観
光
振
興
」
に
よ
る

雇
用
創
出
プ
ラ
ン
）
と
地

域
雇
用
創
造
計
画
（
弘
前

市
地
域
雇
用
創
造
計
画
）

の
比
較
 

計
画

作
成
主
体
 

弘
前
市
 

計
画
 

地
域
再
生
計
画
（
弘
前

型
「
産

業
集

積
と

観
光
振

興
」
に
よ

る
雇
用
創
出
プ
ラ
ン
）
 

地
域

雇
用
創

造
計
画

（
弘
前
市
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
 

区
域
 

３
 
地
域
再
生
計
画
の
区
域
 

弘
前
市
の
全
域
 

１
 
自

発
雇
用

創
造
地
域
の
区
域
 

青
森

県
弘
前

市
 

指
標

（
目
標
値
）
 
４
 

地
域
再
生
計
画
の

目
標
 

 
 

 

Ⅲ
 
地

域
雇

用
開
発

の
目
標
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
創
造

推
進
事
業
の
実
施
に
伴
う
雇
用
創
出
 

(
1
)
 

ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
指
標
 

 
 

 
イ

 
雇

用
拡
大

メ
ニ
ュ
ー
（
利
用
企
業
数
）
 

①
 
平

成
2
0
年
度
 
8
0
社
 

②
 
平

成
2
1
年
度
 
1
2
0
社
 

③
 
平

成
2
2
年
度
 
1
2
0
社
 

 
 

合
計
 
 
 
 
3
2
0
社
 

 
 

 
ロ

 
人

材
育
成

メ
ニ
ュ
ー
（
利
用
者
数
）
 

①
 
平

成
2
0
年
度
 
1
3
5
人
【
地
域
求
職
者
数

1
3
0
人
、
在

職
者

5
人
】
 

②
 
平

成
2
1
年
度
 
1
8
5
人
【
地
域
求
職
者
数

1
8
0
人
、
在

職
者

5
人
】
 

③
 
平

成
2
2
年
度
 
1
8
5
人
【
地
域
求
職
者
数

1
8
0
人
、
在

職
者

5
人
】
 

 
 

合
計
 
 
 
 
5
0
5
人
【
地
域
求
職
者
数

4
9
0
人
、
在

職
者

1
5
人
】
 

 
 
 

ハ
 
就

職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

①
 
平

成
2
0
年
度
 
 
5
0
人
【
地
域
求
職
者
数
 5
0
人
、
在

職
者

0
人
】
 

②
 
平

成
2
1
年
度
 
1
0
0
人
【
地
域
求
職
者
数

1
0
0
人
、
在

職
者

0
人
】
 

③
 
平

成
2
2
年
度
 
1
0
0
人
【
地
域
求
職
者
数

1
0
0
人
、
在

職
者

0
人
】
 

 
 

合
計
 
 
 
 
2
5
0
人
【
地
域
求
職
者
数

2
5
0
人
、
在

職
者

0
人
】
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(
2
)
 

ア
ウ
ト

カ
ム
指
標
 

①
 
平
成

20
年
度
 6
5
人
 （

常
雇
 3
3
人
、
常
雇
以
外
 2
9
人
、
創
業
者

3
人
）
 

②
 
平
成

21
年
度
 9
5
人
 （

常
雇
 4
5
人
、
常
雇
以
外
 4
7
人
、
創
業
者

3
人
）
 

③
 
平
成

22
年
度

10
5
人
（
常
雇
 5
5
人
、
常
雇
以
外
 4
7
人
、
創
業
者

3
人
）
 

合
計
  
  
  
  
26
5
人
（
常
雇

13
3
人
、
常
雇
以
外

12
3
人
、
創
業
者

9
人
）
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事
業
 

 

５
 
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

行
う

事
業
 

5
-
1
・
5
-
2（

略
）
 

5
-
3
 
そ
の
他
の
事
業
 

5
-
3
-
1
 
支
援
措
置
 
地

域
雇
用

創
造

推
進

事
業
（
新

パ
ッ
ケ

ー
ジ
事
業
）
に
よ
り

取
り
組
む

事
業
 

Ⅵ
 

雇
用

の
創

造
に

資
す

る
方

策
そ

の
他

当
該

自
発

雇
用

創
造

地
域

の
地

域
雇

用
開

発
を

促
進
す

る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
の
た
め
の
措
置
 

(
1
)
 
地

域
が

選
択
す
る
重
点
産
業
に
対
す
る
雇
用
対
策
支
援
の
実
施
（
地
域
創
業

助
成

金
）
 

 
(
1
)
 
事
業
の
実
施
主
体
 

(
2
)
 
地
域
重
点
分
野
の
設
定
 

(
3
)
 
事
業
の
具
体
的
内

容
 

Ⅰ
 
雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ

ー
(事

業
主

を
対
象

）
 

１
）
地
元
特
産
品

商
品
開

発
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ
事

業
 

２
）
野
菜
工
場

推
進

事
業
 

３
）
観
光
コ
ン
シ
ェ

ル
ジ
ュ
養

成
事

業
 

①
フ
ィ
ル
ム

ツ
ー
リ

ズ
ム
セ
ミ

ナ
ー
 

②
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
観

光
セ
ミ
ナ

ー
 

③
温
泉
旅
館
経

営
指

導
セ
ミ
ナ

ー
 

Ⅱ
 
人
材
育
成
メ
ニ
ュ

ー
(地

域
求

職
者
を

対
象
）
 

１
）
地
元
特
産

品
流

通
・
販
売

促
進

事
業
 

２
）
光
関
連
産

業
人

材
育
成
事

業
 

①
組
込
ソ
フ
ト

開
発

人
材
育
成

事
業
 

②
C
A
D
/
C
AM

技
術
者

人
材
育
成

事
業
 

③
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー

人
材
育
成

事
業
 

３
）
観
光
産
業
人
材

育
成
事
業

 

①
ホ
テ
ル
従

業
員
人

材
育
成
事

業
 

②
観
光
ガ
イ
ド

養
成

講
座
 

③
観
光
サ
ポ

ー
ト
人

材
育
成
事

業
 

Ⅲ
 
就
職
促
進
メ
ニ
ュ

ー
 

地
域

に
お

け
る
雇
用
創
出
を

支
援
す
る
た
め
、
サ
ー
ビ
ス

分
野
又
は
市
町
村

等
が

自
ら

選
択

し
た
重
点
分

野
に
お
い
て
創
業
す
る
者
に

対
し
、
新
規
雇
入
れ

を
条

件
と

し
て

、
助
成
を
行

う
制
度
の
活
用
の
推
進
を
図

り
、
創
業
に
よ
る
雇

用
機

会
の
創

出
に
努
め
る
。
 

本
地

域
で
は
、
0
9
食
料
品
製
造
業
、
5
7
飲
食
料
品
小
売
業
、
7
0
一
般
飲
食

店
を

重
点
分

野
に
設
定
し
て
い
る
。
 

(
2
)
 
地

域
雇

用
開
発
助
成
金
の
活
用
 

地
域

雇
用

開
発
促
進
法
に
基

づ
く
雇
用
情
勢
の
特
に
厳
し

い
地
域
で
あ
る
雇

用
開

発
促

進
地

域
に
お
い
て

、
雇
用
開
発
に
取
り
組
む
事

業
主
を
支
援
す
る
た

め
、

地
域
雇

用
開
発
助
成
金
を
支
給
す
る
。
 

青
森

県
が
策
定
し
た
津
軽
地
域
雇
用
開
発
促
進
計
画
に
平
成

1
9
年

1
0
月

1

日
付

で
厚

生
労

働
大
臣
が
同

意
し
、
深
浦
を
含
む
津
軽
地

域
が
同
意
雇
用
開
発

促
進

地
域
と

な
っ
た
。
 

(
3
)
 
企

業
立

地
促
進
法
に
基
づ
く
各
種
支
援
制
度
の
活
用
 

平
成

1
9
年
度
に
認
定
さ
れ
た
企
業
立
地
促
進
法
に
基
づ
く
基
本
計
画
で
は
、

深
浦

町
を
含

む
津
軽
地
域

6
市

7
町

2
村
の
区
域
で
①
光
技
術
関
連
産
業
、
②

あ
お

も
り

農
工

ベ
ス
ト
ミ
ッ

ク
ス
新
産
業
、
③
あ
お
も
り

ウ
ェ
ル
ネ
ス
ラ
ン
ド

構
想

関
連
産

業
の
３
つ
の
産
業
集
積
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

活
用

で
き

る
支
援
制
度
は
、

協
議
会
活
動
支
援
、
産
業
立

地
支
援
な
ど
の
協

議
会

に
対

す
る

支
援
、
設
備

投
資
減
税
な
ど
企
業
に
対
す

る
支
援
、
頑
張
る
地

方
応

援
プ

ロ
グ

ラ
ム
に
お
け

る
交
付
税
算
定
措
置
、
企
業

立
地
促
進
に
係
る
地
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１
）
協
議
会
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ
事

業
 

5
-
3
-
2
 
本
市

独
自
の

取
り
組
み

 

(
1
)
 
光
技
術
産
業
関
連

事
業
 

(
2
)
 
農
工
ベ
ス
ト
ミ
ッ

ク
ス
構

想
推

進
事

業
 

(
3
)
 
四
大
ま
つ
り
等
観
光
事
業

 

(
4
)
 
弘
前
感
交
劇
場
推
進
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
 

(
5
)
 
東

北
新

幹
線

新
青

森
駅

開
業

に
向

け
た

観
光

振
興

事

業
 

方
交

付
税
措

置
な
ど
が
あ
る
。
 

(
4
)
 
地

域
雇

用
創
造
推
進
事
業
の
活
用
 

雇
用

拡
大
メ

ニ
ュ
ー
（
事
業
主
を
対
象
）
 

１
）

地
元
特

産
品
商
品
開
発
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
事
業
 

２
）

り
ん
ご

I
T
情
報
人
材
促
進
セ
ミ
ナ
ー
 

３
）

野
菜
工

場
推
進
事
業
 

４
）

観
光
コ

ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
養
成
事
業
 

①
フ

ィ
ル
ム

ツ
ー
リ
ズ
ム
セ
ミ
ナ
ー
 

②
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
セ
ミ
ナ
ー
 

③
温

泉
旅
館

経
営
指
導
セ
ミ
ナ
ー
 

人
材

育
成
メ

ニ
ュ
ー
（
地
域
求
職
者
を
対
象
）
 

１
）

地
元
特

産
品
流
通
・
販
売
促
進
事
業
 

２
）

光
関
連

産
業
人
材
育
成
事
業
 

①
組

込
ソ
フ

ト
開
発
人
材
育
成
事
業
 

②
C
A
D
/
C
AM

技
術
者
人
材
育
成
事
業
 

③
コ

ー
ル
セ

ン
タ
ー
人
材
育
成
事
業
 

３
）

観
光
産

業
人
材
育
成
事
業
 

①
ホ

テ
ル
従
業
員
人
材
育
成
事
業
 

②
観

光
ガ
イ

ド
養
成
講
座
 

③
観

光
サ
ポ
ー
ト
人
材
育
成
事
業
 

就
職

促
進
メ

ニ
ュ
ー
 

１
）

協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
事
業
 

２
 
地

域
雇

用
開
発

の
促
進
に
資
す
る
市
町
村
の
取
組
 

（
１

）
光
技

術
産
業

関
連
事
業
 

（
２

）
農
工

ベ
ス
ト

ミ
ッ
ク
ス
構
想
推
進
事
業
 

（
３

）
四
大

ま
つ
り

等
観
光
事
業
 

- 425 -



（
４

）
弘
前

感
交
劇

場
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

（
５

）
東
北

新
幹
線

新
青
森
駅
開
業
に
向
け
た
観
光
振
興
事
業
 

計
画

期
間
 

６
 

計
画
期
間
 

認
定
の
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

末
ま
で
 

Ⅶ
 
計

画
期

間
に
関

す
る
事
項
 

厚
生

労
働
大

臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

3
1
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 
 

2 
二
つ
の
計
画
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
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表
3
-
⑩
-
ⅵ
 
地
域
再
生
計
画
（
産
業
観
光
を
活
か
し
た
会
津
地
域
雇
用
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
と
地
域
雇
用
創
造
計
画
（
福
島
県
会
津
地
域
雇
用
創
造
計
画
）

の
比
較
 

計
画

作
成

主
体
 

福
島
県
、
会
津
若
松
市
、

喜
多

方
市

、
福

島
県

南
会

津
郡

下
郷

町
、

福
島

県
南

会
津

郡
檜

枝
岐
村
、
福
島
県
南
会

津
郡
只
見
町
、
福
島
県
南
会

津
郡
南
会

津
町
、
福
島
県
耶
麻
郡
北

塩
原

村
、

福
島

県
耶

麻
郡

西
会

津
町

、
福

島
県

耶
麻

郡
磐

梯
町

、
福
島
県
耶
麻
郡
猪
苗

代
町
、
福
島
県
河
沼
郡
会
津

坂
下
町
、

福
島
県
河
沼
郡
湯
川
村
、

福
島

県
河

沼
郡

柳
津

町
、

福
島

県
大

沼
郡

三
島

町
、

福
島

県
大

沼
郡
金
山
町
、
福
島
県

大
沼
郡
昭
和
村
、
福
島
県
大

沼
郡
会
津

美
里
町
 

計
画
 

地
域
再
生
計
画
（
産
業
観
光
を

活
か

し
た

会
津
地

域
雇
用

創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
 

地
域

雇
用
創

造
計
画

（
福
島
県

会
津
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
 

区
域
 

３
 

地
域
再
生
計
画
の
区
域
 

会
津

若
松

市
及

び
喜

多
方

市
並

び
に

福
島

県
南

会

津
郡
下
郷
町
、
檜
枝
岐
村
、
只

見
町

及
び

南
会
津

町
並

び
に
福
島
県
耶
麻
郡
北
塩
原
村

、
西

会
津
町

、
磐

梯
町

及
び
猪
苗
代
町
並
び
に
福
島
県

河
沼

郡
会

津
坂
下

町
、

湯
川
村
及
び
柳
津
町
並
び
に
福

島
県

大
沼

郡
三
島

町
、

金
山
町
、
昭
和
村
及
び
会
津
美

里
町

の
全

域
 

１
 
自

発
雇

用
創
造

地
域
の
区

域
 

 
 

福
島
県

会
津
地

域
 

 
（

会
津
若

松
市
、

喜
多
方
市

、
下
郷
町
、
檜
枝
岐
村
、
只
見
町
、
南
会
津
町
、
北
塩
原
村
、

西
会

津
町
、
磐

梯
町
、
猪

苗
代
町
、
会
津
坂
下
町
、
湯
川
村
、
柳
津
町
、
三
島
町
、
金
山
町
、

昭
和

村
、
会

津
美
里

町
）
 

指
標
 

（
目

標
値

）
 

４
 

地
域
再
生
計
画
の
目
標
 

－
目
標
に
お
け
る
指
標
－
 

①
本
計
画
に
よ
る
、
新
規
雇
用

者
数

の
合

計
（

計
画

期

間
終
了
時
）

 
８
３
５
人
 

②
本
計
画
に
よ
る
、
新
規
創
業

者
数

の
合

計
（

計
画

期

間
終
了
時
）

 
４

６
人
 

Ⅲ
 
地

域
雇

用
開
発

の
目
標
に

関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
創
造

推
進
事
業
の
実
施
に
伴
う
雇
用
創
出
 

(
1
)
 

ア
ウ
ト

プ
ッ
ト

指
標
 
（
略
）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト

カ
ム
指

標
 

①
 
平

成
1
9
年
度

4
0
1
人
（
常
雇

3
42

人
、
常
雇
以
外

3
9
人

、
創

業
者

2
0
人
）
 

②
 
平

成
2
0
年
度

4
4
2
人
（
常
雇

3
76

人
、
常
雇
以
外

4
3
人

、
創

業
者

2
3
人
）
 

③
 
平

成
2
1
年
度

4
4
2
人
（
常
雇

3
76

人
、
常
雇
以
外

4
3
人

、
創

業
者

2
3
人
）
 

合
計

1
,
2
85

人
（
常

雇
1
,0
9
4
人
、
常
雇
以
外

1
2
5
人
、
創
業
者

6
6
人
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（
参

考
：
地

域
雇
用

創
造
推
進

事
業
 
事
業
構
想
提
案
書
）
 

５
 
事

業
実

施
に
よ

る
効
果
 

 
 

(
1
)
 ア

ウ
ト
プ

ッ
ト
指
標
 
（

略
）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト

カ
ム
指

標
 

①
 
1
年
度
目

 
2
75

人
（
常
雇

2
3
5
人
、
常
雇
以
外

2
6
人
、
創
業
者

1
4
人
）
 

②
 
2
年
度
目

 
3
03

人
（
常
雇

2
5
8
人
、
常
雇
以
外

2
9
人
、
創
業
者

1
6
人
）
 

③
 
3
年
度
目

 
3
03

人
（
常
雇

2
5
8
人
、
常
雇
以
外

2
9
人
、
創
業
者

1
6
人
）
 

合
 
計

 
8
81

人
（
常

雇
7
51

人
、
常
雇
以
外

8
4
人
、
創
業

者
4
6
人
）
 

事
業
 

 

５
 
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行

う
事
業
 

5
-
1
・
5
-
2（

略
）
 

5
-
3
 
そ
の
他
の
事
業
 

5
-
3
-
1
 
地
域
再
生
基
本
方
針
に

基
づ

く
支

援
措
置
 

Ⅰ
 

雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
 

（
１
）
会
津
地
域
の
観
光
分
野

に
お

け
る

就
職
促

進
事
業
 

（
２
）
会
津
地
域
の
資
源
・
特

色
を

活
か

し
た
も

の
づ
く

り
分
野
に
お
け
る
就
職

促
進
事

業
 

（
３
）
会
津
地
域
の
先
端
産
業

の
育

成
に

よ
る
就

職
促
進

事
業
 

Ⅱ
 

人
材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
 

（
１
）
会
津
地
域
の
観
光
分
野

に
お

け
る

就
職
促

進
事
業
 

（
２
）
会
津
地
域
の
資
源
・
特

色
を

活
か

し
た
も

の
づ
く

り
分
野
に
お
け
る
就
職

促
進
事

業
 

（
３
）
会
津
地
域
の
先
端
産
業

の
育

成
に

よ
る
就

職
促
進

事
業
 

Ⅲ
 

就
職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

Ⅵ
 

雇
用

の
創

造
に

資
す

る
方

策
そ

の
他

当
該

自
発

雇
用

創
造

地
域

の
地

域
雇

用
開

発
を

促

進
す

る
た
め

の
方
策

に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
開
発

の
促
進
の
た
め
の
措
置
 

 
（

１
）
地

域
の
雇

用
再
生
プ

ロ
グ
ラ
ム
支
援
措
置
 

a
 

事
業

名
 

 
も
の

づ
く
り
人
材
育
成
の
た
め
の
専
門
高
校
・
地
域
産
業
連
携
事
業
 

b
 

事
業

内
容

 
大

手
半

導
体

製
造

業
・

地
元
中

小
企

業
と

工
業

高
校

と
が
一

体
と

な

っ
て

取
り
組
む
も
の
づ
く
り
人
材
育
成
 

（
２

）
地
域

再
生
総

合
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
支
援
措
置
以
外
の
省
庁
施
策
の
活
用
 

a
 

事
業

名
 

 
中
小

企
業
地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

b
 

事
業

内
容

 
産

業
の

技
術

、
農

業
水

産
品
、

観
光

資
源

等
を

活
用

し
た
新

事
業

の

創
出
 

（
３

）
企
業

立
地
促

進
法
に
基
づ
く
各
種
支
援
制
度
の
活
用

 

a
 

事
業

名
 

 
企
業

立
地
等
を
通
じ
た
地
域
産
業
活
性
化

 

b
 

事
業

内
容

 
基

本
計

画
に

基
づ

く
企

業
立
地

・
集

積
・

事
業

高
度

化
等
に

係
る

各

種
支

援
に
よ
り
、
産
業
活
性
化
を
図
る
こ
と
に
な
る
雇
用
の
創
出
 

（
４

）
地
域

雇
用
開

発
助
成
金
の
活
用
 

a
 

事
業

内
容

 
地
域

雇
用
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
雇
用
開
発
促
進
地
域
（
会
津
地
域
）
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（
１
）
専
門
窓
口
設
置
に
よ
る

相
談

・
訓

練
事
業
 

（
２
）
求
職
者
と
企
業
マ
ッ
チ

ン
グ

事
業
 

（
３
）
情
報
発
信
事
業
 

5
-
3
-
2
 

地
域

再
生

基
本

方
針

に
基

づ
く

支
援

措
置

に

よ
ら
な
い
独
自
の
取
り

組
み
 

1
.
観
光
産
業
分
野

 

〔
県
の
取
組
み
〕
 

①
会
津
高
等
技
術
専
門
校
に
よ

る
人

材
育

成
事
業
 

②
尾
瀬
環
境
学
習
支
援

事
業
の

推
進
 

③
ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム

連
携
事

業
 

〔
市
町
村
・
経
済
団
体
等
の
取

組
み

〕
 

①
会
津
地
域
経
済
循
環
推
進
協

議
会

の
設

立
 

②
ビ
ジ
ッ
ト
南
会
津
推
進
事
業

 

③
会
津
地
区
郷
土
料
理
推
奨
店

事
業
 

④
下
野
街
道
観
光
誘
客

事
業
 

2
.
も
の
づ
く
り
産
業
分
野

 

〔
県
の
取
組
み
〕
 

①
福

島
県

ハ
イ

テ
ク

プ
ラ

ザ
会

津
若

松
技

術
支

援

セ
ン
タ
ー
に
よ
る
技
術
支
援
事

業
 

②
ふ

く
し

ま
産

品
振

興
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ロ

グ
ラ

ム

（
平
成
１
８
年
６
月
）
の
推
進

 

③
食
と
農
の
絆
づ
く
り
推
進
事

業
 

〔
市
町
村
・
経
済
団
体
等
の
取

組
み

〕
 

①
新
規
就
農
者
支
援
事

業
 

②
会
津
ブ
ラ
ン
ド
推
進

事
業
 

に
お

い
て
、

雇
用

開
発

に
取
り

組
む

事
業

主
を

支
援

す
る
た

め
、

地
域

雇
用

開
発
助
成
金
を
支
給
す
る
。
 

（
５

）
地
域

雇
用
創

造
推
進
事
業
の
活
用
 

①
 
雇
用
拡

大
メ
ニ

ュ
ー
（
事
業
主
を
対
象
）
 

（
１

）
会
津

地
域
の

観
光
分
野
に
お
け
る
就
職
促
進
事
業
 

（
２

）
会
津

地
域
の

資
源
・
特
色
を
活
か
し
た
も
の
づ
く
り
分
野
に
お
け
る
就
職
促
進

事
業
 

（
３

）
会
津

地
域
の

先
端
産
業
の
育
成
に
よ
る
就
職
促
進
事
業
 

②
 
人

材
育

成
メ
ニ

ュ
ー
（
地
域
求
職
者
等
を
対
象
）
 

（
１

）
会
津

地
域
の

観
光
分
野
に
お
け
る
就
職
促
進
事
業
 

（
２

）
会

津
地
域

の
資
源
・
特
色
を
活
か
し
た
も
の
づ
く
り
分
野
に
お
け
る
就
職
促
進

事
業
 

（
３

）
会
津

地
域
の

先
端
産
業
の
育
成
に
よ
る
就
職
促
進
事
業
 

③
 
就

職
促

進
メ
ニ

ュ
ー
 

（
１

）
常
設

専
門
窓

口
設
置
に
よ
る
相
談
・
訓
練
事
業
 

（
２

）
求
職

者
と
企

業
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
 

（
３

）
情
報

発
信
事

業
 

２
 
地

域
雇

用
開
発

の
促
進
に
資
す
る
市
町
村
の
取
組
 

1
.
観

光
産
業

分
野

 

〔
県

の
取
組

み
〕
 

①
会

津
高
等

技
術
専

門
校
に
よ
る
人
材
育
成
事
業
 

②
尾

瀬
環
境

学
習
支

援
事
業
の
推
進
 

③
ヘ

ル
ス
ツ

ー
リ
ズ

ム
連
携
事
業
 

〔
市

町
村
・

経
済
団

体
等
の
取
組
み
〕
 

①
会

津
地
域

経
済
循

環
推
進
協
議
会
の
設
立
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③
特
定
法
人
貸
付
事
業
（

旧
：
喜

多
方

市
ア

グ
リ
特

区
）
 

3
.
先
端
産
業
分
野

 

〔
県
の
取
組
み
〕
 

①
企
業
誘
致
・
立
地
企
業
振
興

対
策

の
推

進
 

②
産
学
官
連
携
の
推
進
 

〔
市
町
村
・
経
済
団
体
等
の
取

組
み

〕
 

①
企
業
Ｏ
Ｂ
人
材
マ
ッ

チ
ン
グ

事
業
 

②
会
津
産
Ｉ
Ｔ
技
術
認

定
 

③
企
業
誘
致
促
進
事
業
 

②
ビ

ジ
ッ
ト

南
会
津

推
進
事
業
 

③
会

津
地
区

郷
土
料

理
推
奨
店
事
業
 

④
下

野
街
道

観
光
誘

客
事
業
 

2
.
も

の
づ
く

り
産
業

分
野

 

〔
県

の
取
組

み
〕
 

①
福

島
県
ハ

イ
テ
ク

プ
ラ
ザ
会
津
若
松
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
技
術
支
援
事
業
 

②
ふ

く
し
ま

産
品
振

興
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
平
成
１
８
年
６
月
）
の
推
進
 

③
食

と
農
の

絆
づ
く

り
推
進
事
業
 

〔
市

町
村
・

経
済
団

体
等
の
取

組
み
〕
 

①
新

規
就
農

者
支
援

事
業
 

②
会

津
ブ
ラ

ン
ド
推

進
事
業
 

③
特

定
法
人

貸
付
事

業
（
旧
：
喜
多
方
市
ア
グ
リ
特
区
）
 

3
.
先

端
産
業

分
野

 

〔
県

の
取
組

み
〕
 

①
企

業
誘
致

・
立
地

企
業
振
興
対
策
の
推
進
 

②
産

学
官
連

携
の
推

進
 

〔
市

町
村
・

経
済
団

体
等
の
取
組
み
〕
 

①
企

業
Ｏ
Ｂ

人
材
マ

ッ
チ
ン
グ
事
業
 

②
会

津
産
Ｉ

Ｔ
技
術

認
定
 

③
企

業
誘
致

促
進
事

業
 

計
画

期
間
 

６
 

計
画
期
間
 

認
定
の
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

末
日
ま

で
 

Ⅶ
 
計

画
期

間
に
関

す
る
事
項
 

厚
生

労
働
大

臣
の
同

意
を
得
た
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

3
1
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 
 

2 
二
つ
の
計
画
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
 

 
 
 

3 
「
指
標
（
目
標
値
）」

欄
の
下
線
部
に
つ
い

て
、
地
域
雇
用
創
造
計
画
で
は

、「
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
・
事
業
実
施
計
画
」
等
で
目
標
値
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
同
事
業
実
施
計
画
に
よ
る
変
更

後
の
目
標
値
を
本
計
画
の
目
標
値
と
み
な
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
、
変
更
後
の
目
標
値
を
記
載
し
た
「
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
事
業
構
想
提
案
書
」
の
該
当
箇
所
を
抜
粋
し
て
い
る
。
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表
3
-
⑩
-
ⅶ
 
地
域
再
生
計
画
（
「
と
っ
と
り
高
度
人
財
『
燦
然
』
プ
ラ
ン
」
－
高
度
な
技
術
者
等
の
育
成
を
通
じ
た
産
業
集
積
の
実
現
に
よ
る
持
続
的
な
雇

用
創
造
－
）
と
地
域
雇
用
創
造
計
画
（
鳥
取
県
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
の
比
較
 

計
画

作
成

主
体
 

鳥
取
県
、
米
子
市
、
倉
吉

市
、

境
港

市
、

岩
美

町
、

若
桜

町
、

智
頭

町
、

八
頭

町
、

三
朝

町
、
湯
梨
浜
町
、
琴
浦

町
、
北
栄
町
、
日
吉
津
村
、

大
山
町
、

南
部
町
、
伯
耆
町
、
日
南
町
、

日
野

町
、

江
府
町
 

計
画
 

地
域

再
生
計

画
（
「

と
っ

と
り
高
度
人
財
『
燦
然
』
プ
ラ
ン
」
－
高

度
な

技
術

者
等

の
育

成
を

通
じ

た
産

業
集

積
の

実
現

に
よ

る
持

続

的
な
雇
用
創
造
－
）
 

地
域

雇
用
創

造
計
画
（
鳥
取
県
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
 

区
域
 

３
 

地
域
再
生
計
画
の
区
域
 

米
子
市
、
倉
吉
市
、
境
港

市
、

岩
美
町

、
若

桜
町
、

智
頭
町

、

八
頭

町
、

三
朝

町
、

湯
梨

浜
町

、
琴

浦
町

、
北

栄
町

、
日

吉
津

村
、

大
山

町
、

南
部

町
、

伯
耆

町
、

日
南

町
、

日
野

町
及

び
江

府
町
の
全
域
 

１
 
自

発
雇
用

創
造
地
域
の
区
域
 

 

指
標
 

（
目

標
値

）
 

４
 

地
域
再
生
計
画
の
目
標
 

(
1
)
 
現
状
と
課
題
 
（

略
）

 

(
2
)
 
目
標
 

【
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
に
お
け
る
雇
用
創
造
に
向
け
た
目
標
】
 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

指
標

 
 
 
 

ア
ウ

ト
カ

ム
指
標
 

事
業
利
用
件

数
 
 
 
 
 
 

雇
用

創
出

件
数
 

平
成
２
０
年
度
 
 
 
 
２
１
２

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
５

２
 

平
成
２
１
年
度
 
 
  
１

，
３
２
６

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
４

８
８
 

平
成
２
２
年
度
 
 
  
１

，
３
９
８

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
５

１
２
 

合
計
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
２

，
９
３
６

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
１
，
０
５
２
 

Ⅲ
 
地

域
雇

用
開
発
の
目
標
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
創
造
推
進
事
業
の
実
施
に
伴
う
雇
用
創
出
 

(
1
)
 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
 

 
イ

 
雇
用

拡
大
メ
ニ
ュ
ー
（
利
用
企
業
数
）
 
（

略
）
 

 
ロ

 
人
材

育
成
メ
ニ
ュ
ー
（
利
用
者
数
）
 

 
 

①
１
年

度
目
 
9
4
人
【
地
域
求
職
者

7
6
人
、
在
職
者

1
8
人
】
 

 
 

②
２
年

度
目

9
1
1
人
【
地

域
求

職
者

7
2
9
人

、
在
職
者

1
8
2
人
】
 

 
 

③
３
年

度
目

9
6
3
人
【
地

域
求

職
者

7
7
1
人

、
在
職
者

1
9
2
人
】
 

合
計

 
1
,
96
8
人
 

ハ
 
就

職
促

進
メ
ニ
ュ
ー
 

 
 

①
１
年

度
目

1
1
8
人
【
地
域
求
職
者

8
0
人
、

在
職
者

3
8
人
】
 

 
 

②
２
年

度
目

4
1
0
人
【
地

域
求

職
者

2
9
2
人

、
在
職
者

1
1
8
人
】
 

- 431 -



 
 

 
③

３
年

度
目

4
3
0
人
【
地

域
求

職
者

2
7
6
人

、
在
職
者

1
5
4
人
】
 

合
計

 
 
95
8
人
 

 
 

（
後
略

）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
 

 
 

①
１
年

度
目
 
5
2
人
【
常
雇

3
8
人
、
常
雇
以
外

1
4
人
、
創
業
者

0
人
】
 

 
 

②
２
年

度
目

4
8
5
人
【
常

雇
3
3
6
人
、
常
雇
以
外

1
49

人
、
創
業
者

0
人
】 

 
 

③
３
年

度
目

5
0
9
人
【
常

雇
3
5
2
人
、
常
雇
以
外

1
57

人
、
創
業
者

0
人
】 

合
 
計

1
,
04
6
人
 

事
業
 

 

５
 
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行

う
事
業
 

5
-
1
・
5
-
2（

略
）
 

5
-
3
 
そ
の
他
の
事
業
 

5
-
3
-
1
 
地
域
再
生
基
本
方
針
に

基
づ

く
支

援
措
置

に
よ
る
取

組
 

(
1
)
 
雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
 

①
 

事
業
拡
大
等
に
要
す
る
即

戦
力

人
材

確
保
事

業
 

②
 

「
燦
然
」
人
財
に
つ
い
て
語
る
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
等
開
催

事
業
 
 

③
 

「
人
財
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
ー
」

派
遣

事
業
 

(
2
)
 
人
材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
（

地
域

求
職

者
等
を

対
象
）
 

①
 

ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
ッ

フ
増
強

事
業
 

②
 

テ
ク
ニ
カ
ル
サ
ポ
ー
ト
育

成
事

業
 

③
 

エ
ン
ジ
ニ
ア
（
品
質
工
学

・
液

晶
技

術
）
育

成
事
業
 

④
 

ア
パ
レ
ル
・
電
気
・
機
械

オ
ペ

レ
ー

タ
ー
育

成
事
業
 

⑤
 

Ｉ
Ｔ
人
材
育
成
事
業
 

(
3
)
 
就
職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

①
 

Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
就
職
フ
ェ

ア
実

施
事

業
 

Ⅵ
 

雇
用

の
創

造
に

資
す

る
方

策
そ

の
他

当
該

自
発

雇
用

創
造

地
域

の
地

域
雇

用

開
発

を
促
進

す
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
の
た
め
の
措
置
 

（
１

）
地
域

雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
 

a
 

事
業
内
容
：

 
地
域
に
事
業
所
を
設
置
又
は
整
備
し
、
そ
の
地
域
に
居
住

す
る

求
職

者
等

を
雇

い
入

れ
る

事
業

主
等

に
対

し
て

地
域

雇

用
促
進
奨
励
金
等
を
支
給
 

（
２

）
地
方

再
生
中
小
企
業
創
業
助
成
金
の
支
給
 

a
 

事
業
内
容
：
 
雇
用
改
善
の
動
き
が
弱
い
地
域
に
お
け
る
地
方
再
生
分
野

に
該

当
す

る
分

野
で

創
業

す
る

事
業

主
に

対
し

て
創

業
支

援
金
等
を
支
給
（
飲
食
店
、
飲
食
料
品
小
売
業
又
は
そ
の
他

の
小
売
業
）
 

（
３

）
も

の
づ
く
り
人
材
育
成
の
た
め
の
専
門
学
校
・
地
域
産
業
連
携
事
業
（
工

業
高

校
実
践

教
育
導
入
事
業
）
の
実
施
 

a
 

事
業
内
容
：
 
産
業
界
と
工
業
高
校
の
実
践
的
な
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
充
実
を
図
り
、
産
業
界
と
工
業
高
校
の
連
携
に
よ
る
も
の
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②
 

（
Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
希
望
者

向
け

）
企

業
見
学

会
の
開
催

 
 

③
 
（
Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
希
望
者
向
け
）
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の

実
施
 
 

④
 

（
県
内
求
職
者
向
け
）
企

業
見

学
会

の
開
催
 

⑤
 
（
人
材
育
成
メ
ニ
ュ

ー
参

加
者

向
け

）
企

業
見
学

会
・
就

職
フ
ェ
ア
の
開
催
 

5
-
3
-
2
 
地

域
再

生
基

本
方

針
に

基
づ

く
支

援
措

置
に

よ
ら

な
い

独

自
の
取
組
 

(
1
)
 
企
業
立
地
重
点
戦
略
分
野

 

①
 

企
業
立
地
促
進
法

に
基
づ

く
「
鳥

取
県
地

域
産
業

活
性

化

基
本
計
画
」
の
策
定

（
平
成

1
9
年

10
月

1
7
日

国
同
意

）
 

②
 

企
業
立
地
の
促
進
 

③
 

次
世
代
・
地
域
資

源
産
業

育
成

支
援
 

④
 

経
営
革
新
に
よ
る

新
た
な

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ
ル

の
創
出
 

⑤
 

打
っ
て
出
る
（
県
外
へ
の

事
業

展
開

）
 

⑥
 

「
産
学
金
官
」
連

携
に
よ

る
産

業
支

援
体
制
 

⑦
 

と
っ
と
り
企
業
支
援
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
 

⑧
 

異
業
種
交
流
の
推

進
 

⑨
 

中
部
地
区
産
学
金
官
連
携

推
進

連
絡

会
 

⑩
 

産
学
金
官
連
携
情

報
交
換

会
 

⑪
 

鳥
取
大
学
産
学
・

地
域
連

携
推

進
室

連
絡
会
 

⑫
 

液
晶

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

関
連

産
業

製
造

中
核

人
材

育
成

事

業
 

⑬
 

基
盤
的
産
業
人
材
育
成
及

び
高

度
専

門
人
材

育
成
 

⑭
 

実
践
的
産
業
人
材

育
成
事

業
 

づ
く
り
人
材
育
成
の
仕
組
み
の
構
築
を
目
指
す
。
特
に
、
鳥

取
県
に
お
い
て
は
、
集
積
す
る
電
気
電
子
産
業
及
び
そ
の
周

辺
産
業
に
お
け
る
人
材
育
成
の
た
め
に
①
回
路
設
計
、
②
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
、
③
機
械
加
工
、
④
電
力
供
給
、
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
分
野
等
に
お
け
る
事
業
に
取
り
組
む
。
 

（
４

）
企
業

立
地
促
進
を
通
じ
た
地
域
産
業
活
性
化
（
国
同
意
：
平
成

1
9
年

1
0

月
1
7
日

）
 

a
 

支
援

内
容

：
○
 
 
工
場
立
地
法
の
特
例
に
基
づ
く
緑
地
率
の
緩
和
 

○
 

農
地
転
用
率
手
続
の
迅
速
化
 

○
 

立
地
企
業
へ
の
設
備
投
資
減
税
 

○
 

地
方
税
減
免
に
伴
う
交
付
税
措
置
 
な
ど
 

（
５

）
中
小

企
業
地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

a
 

事
業

内
容

：
地
方
中
小
企
業
応
援
フ
ァ
ン
ド
 

≪
事
業
名
≫
 
次
世
代
・
地
域
資
源
産
業
育
成
事
業
 

○
ス
タ
ー
ト
・
ア
ッ
プ
型
（
補
助
金
）
 

県
と

中
小

機
構
が

フ
ァ

ン
ド
を

創
設

し
、

運
用

益
に

よ
り

企
業
に
助
成
（
運
営
規
模
：
5
0
億
円
）
 

○
ス
テ
ッ
プ
・
ア
ッ
プ
型
（
投
資
）
 

県
・

中
小

機
構
・

金
融

機
関
等

が
有

限
責

任
組

合
を

創
設

し
、

資
金

を
企

業
に

投
資

（
運

営
規

模
：
７

．
５

億
円

、
５

億
円
）
 

（
６

）
地
域

雇
用
創
造
推
進
事
業
の
活
用
 

①
 
雇

用
拡

大
メ
ニ
ュ
ー
（
事
業
主
を
対
象
）
 

ア
 
事

業
拡
大
等
に
要
す
る
即
戦
力
人
材
確
保
事
業
 

イ
 
「
燦
然
」
人
財
に
つ
い
て
語
る
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
等
開
催
事
業
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⑮
 

戦
略
的
な
人
材
育

成
と
研

究
開

発
 

(
2
)
 
事
務
管
理
関
連
分
野
 

○
 
事
務
管
理
部
門
誘
致
の
た

め
の

補
助

制
度
の

創
設
 

ウ
 
「

人
財
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」
派
遣
事
業
 

②
 
人

材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
（
地
域
求
職
者
を
対
象
）
 

ア
 
ビ

ジ
ネ
ス
ス
タ
ッ
フ
増
強
事
業
 

イ
 
テ

ク
ニ
カ
ル
サ
ポ
ー
ト
育
成
事
業
 

ウ
 
エ

ン
ジ
ニ
ア
（
品
質
工
学
・
液
晶
技
術
）
育
成
事
業
 

エ
 
ア

パ
レ
ル
・
電
気
・
機
械
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
育
成
事
業
 

オ
 
Ｉ

Ｔ
人
材
育
成
事
業
 

③
 
就

職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
Ｕ

Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
就
職
フ
ェ
ア
実
施
事
業
 

イ
 
（

Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
希
望
者
向
け
）
企
業
見
学
会
の
開
催
等
 
 

ウ
 
（

県
内
求
職
者
向
け
）
企
業
見
学
会
の
開
催
 

エ
 
（

人
材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
参
加
者
向
け
）
企
業
見
学
会
・
就
職
フ
ェ
ア

の
開

催
 

２
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
に
資
す
る
市
町
村
の
取
組
 

≪
企

業
立
地

重
点
戦

略
分
野
≫
 

①
 
企

業
立

地
促
進
法
に
基
づ
く
「
鳥
取
県
地
域
産
業
活
性
化
基
本
計
画
」
の
策

定
（

平
成

1
9
年

10
月

1
7
日
国
同
意
）
 

②
 
企

業
立

地
の
促
進
 

③
 
次

世
代

・
地
域
資
源
産
業
育
成
支
援
 

④
 
経

営
革

新
に
よ
る
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
創
出
 

⑤
 
打

っ
て

出
る
（
県
外
へ
の
事
業
展
開
）
 

⑥
 
「

産
学

金
官
」
連
携
に
よ
る
産
業
支
援
体
制
 

⑦
 
と

っ
と

り
企
業
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 

 
[
市

町
村
・

経
済
団
体
等
の
取
組
] 

ア
 
異

業
種

交
流
の
推
進
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イ
 
中

部
地

区
産
学
金
官
連
携
推
進
連
絡
会
 

ウ
 
産

学
金

官
連
携
情
報
交
換
会
 

エ
 
鳥

取
大

学
産
学
・
地
域
連
携
推
進
室
連
絡
会
 

オ
 
液

晶
デ

ィ
ス
プ
レ
イ
関
連
産
業
製
造
中
核
人
材
育
成
事
業
 

カ
 
基

盤
的

産
業
人
材
育
成
及
び
高
度
専
門
人
材
育
成
 

キ
 
実

践
的

産
業
人
材
育
成
事
業
 

ク
 
戦

略
的

な
人
材
育
成
と
研
究
開
発
 

≪
事

務
管
理

関
連
分

野
≫
 

①
 
事

務
管

理
部
門
誘
致
の
た
め
の
補
助
制
度
の
創
設
 

計
画

期
間
 

６
 

計
画
期
間
 

認
定
の
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

末
ま
で
 

Ⅶ
 
計

画
期

間
に
関

す
る
事
項
 

厚
生

労
働
大

臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

3
1
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 
 

2 
二
つ
の
計
画
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
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表
3
-
⑩
-
ⅷ
 
地
域
再
生

計
画
（
「
延
岡
市
工
業
振

興
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
及
び

中
心
市
街
地
活
性
化
」
に

よ
る
地
域
再
生
計
画
）
と

地
域
雇
用
創
造
計
画
（
延

岡
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
の
比
較
 

計
画

作
成

主
体
 

延
岡
市
 

計
画
 

地
域
再
生
計
画
（
「
延
岡
市
工

業
振

興
ビ

ジ
ョ
ン

の
実
現
及

び
中

心

市
街
地
活
性
化
」
に
よ
る
地
域

再
生

計
画

）
 

地
域

雇
用
創

造
計
画

（
延
岡
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
 

区
域
 

３
、
地
域
再
生
計
画
の
区
域
 

延
岡
市
の
全
域
 

１
 
自

発
雇
用

創
造
地
域
の
区
域
 

宮
崎

県
延
岡

市
 

指
標
 

（
目

標
値

）
 

４
、
地
域
再
生
計
画
の
目
標
 

4
-
1
・
4
-
2（

略
）
 

4
-
3
 
目
標
 

前
項

に
お

い
て

述
べ

た
課

題
を

解
決

し
、

地
域

の
活

性
化

を
図

る

た
め
、
以
下
の
通
り
目
標
を
設

定
す

る
。
 

◆
 

地
域

雇
用

創
造

推
進

事
業

（
新

パ
ッ

ケ
ー

ジ
事

業
）

に
よ

る

雇
用
創
出
 3
7
3
 
人
 

（
平
成

2
0 
年
度
～
平
成

22
 
年

度
）
 

◆
 

工
業
統
計
調
査
に
よ
る
製

造
品

出
荷

額
に
つ

い
て

、
9
1
 
億

円

ア
ッ
プ
の

2
,
8
3
1
 億

円
ま
で

回
復
 

（
平
成

1
7 
年
ベ
ー
ス
/
平
成

2
2
 
年
目

標
）
 

◆
 

年
間

有
効

求
人

倍
率

に
つ

い
て

０
．

０
７

ポ
イ

ン
ト

ア
ッ

プ

の
０
．
５
５
倍
ま
で
回
復
 

（
平
成

1
9 
年
ベ
ー
ス
/
平
成

2
2
 
年
目

標
）
 

Ⅲ
 
地

域
雇

用
開
発
の
目
標
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
創
造
推
進
事
業
の
実
施
に
伴
う
雇
用
創
出
 

(
1
)
 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
 （

略
）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト

カ
ム
指
標
 

①
 
平
成

20
年
度

10
3
人
（
常
雇

90
人
、
常
雇
以
外

10
人
、
創
業
者

3
人
）
 

②
 
平
成

21
年
度
 1
35

人
（
常
雇

11
9
人
、
常
雇
以
外

13
人
、
創
業
者

3
人
）
 

③
 
平
成

22
年
度

13
5
人
（
常
雇

11
9
人
、
常
雇
以
外

13
人
、
創
業
者

3
人
）
 

合
計
  
  
  
  
37
3
人
（
常
雇

32
8
人
、
常
雇
以
外

36
人
、
創
業
者

9
人
）
 

事
業
 

 

５
 
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行

う
事
業
 

5
-
1
・
5
-
2（

略
）
 

5
-
3
 
そ
の
他
の
事
業
 

Ⅵ
 

雇
用

の
創

造
に

資
す

る
方

策
そ

の
他

当
該

自
発

雇
用

創
造

地
域

の
地

域
雇

用

開
発

を
促
進

す
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
の
た
め
の
措
置
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5
-
3
-
1
 
地
域
雇
用
創
造
推
進
事

業
（
新

パ
ッ
ケ

ー
ジ
事
業

）
 

(
1
)
 
実
施
主
体
（
略

）
 

(
2
)
 
実
施
期
間
（
略

）
 

(
3
)
 
実
施
内
容
 

①
 

雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
（
事

業
主

を
対

象
）
 

ア
 

次
世
代
リ
ー
ダ
ー

育
成
塾

 

イ
 

企
業
連
携
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

ト
事

業
 

ウ
 

高
度
設
計
能
力

開
発
事
業

 

②
 

人
材
育
成
メ
ニ
ュ

ー
（
地

域
求

職
者

等
を
対

象
）
 

ア
 

起
業
支
援
事
業
 

イ
 

市
街
地
産
業
人

材
育
成
事

業
 

ウ
 

設
計
人
材
育
成
事

業
 

エ
 

製
造
現
場
人
材

育
成
事
業

 

③
 

就
職
促
進
メ
ニ
ュ

ー
 

ア
 

就
職
マ
ッ
チ
ン
グ

事
業
 

イ
 

Ｕ
・
Ｉ
・
Ｊ
タ

ー
ン
人
材

発
掘

事
業
 

ウ
 

製
造
業
・
情
報
・

サ
ー
ビ

ス
業

就
職

説
明
会
 

エ
 

広
報
・
情
報
提

供
事
業
 

5
-
3
-
2
 
そ
の
他
市
が
独
自
に

行
う

事
業
 

(
1
)
 
製
造
業
等
技
術
製
品
出
展

助
成

事
業
 

(
2
)
 
中
小
企
業
技
術
改
善
費
助

成
事

業
 

(
3
)
 
企
業
立
地
奨
励
補
助
事
業

（
情

報
サ

ー
ビ
ス

施
設
）
 

(
4
)
 
企
業
立
地
推
進
賃
料
助
成

事
業

（
情

報
サ
ー

ビ
ス
施
設

）
 

(
5
)
 
企
業
立
地
施
設
整
備
助
成

事
業

（
情

報
サ
ー

ビ
ス
施
設

）
 

(
6
)
 
企
業
立
地
推
進
展
開
事
業

（
情

報
サ

ー
ビ
ス

施
設
）
 

(
1
)
 

地
域
雇

用
開
発
助
成
金
の
活
用
 

地
域

雇
用
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
雇
用
情
勢
の
特
に
厳
し
い
地
域
で
あ
る

雇
用

開
発

促
進
地
域
そ
の
他
の
雇
用
開
発
が
必
要
な
地
域
に
お
い
て
、
雇
用

開
発

に
取

り
組
む
事
業
主
を
支
援
す
る
た
め
、
地
域
雇
用
開
発
助
成
金
を
支

給
し

ま
す
。
 

(
2
)
 

企
業
立
地
促
進
法
に
基
づ
く
各
種
支
援
制
度
の
活
用

 

現
在

集
積
さ
れ
て
い
る
機
械
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
関
連
、
電
気
・
電
子

機
器

関
連

、
医
療
機
器
関
連
産
業
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
最
大
限
生
か
し
た

更

な
る

企
業
集

積
を
図
る
と
と
も
に
、
今
後
は

IT
関
連
、
創
薬
関
連
企
業
の
集

積
を

進
め
る

た
め
、
こ
れ
ら
の
施
設
整
備
を
行
い
ま
す
。
さ
ら
に
現
在
の

JR

延
岡

駅
を

活
用
し
大
型
コ
ン
テ
ナ
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
物
流
基
盤
整
備
を

行
い

ま
す
。
 

(
3
)
 

地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
の
活
用
 

 
①

 
雇
用

拡
大
メ
ニ
ュ
ー
（
事
業
主
を
対
象
）
 

ア
 
次

世
代
リ
ー
ダ
ー
育
成
塾
 

イ
 
企

業
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事
業
 

ウ
 
高

度
設
計
能
力
開
発
事
業
 

②
 
人

材
育

成
メ
ニ
ュ
ー
（
地
域
求
職
者
等
を
対
象
）
 

ア
 
起

業
支
援
事
業
 

イ
 
市

街
地
産
業
人
材
育
成
事
業
 

ウ
 
設

計
人
材
育
成
事
業
 

エ
 
製

造
現
場
人
材
育
成
事
業
 

③
 
就

職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
就

職
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
 

イ
 
Ｕ

・
Ｉ
・
Ｊ
タ
ー
ン
人
材
発
掘
事
業
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(
7
)
 
中
小
企
業
資
金
貸
付
事
業

 

(
8
)
 
商
業
活
性
化
事
業
 

(
9
)
 
商
店
街
空
き
店
舗
活
用
支

援
事

業
 

(
1
0
)
ま
ち
な
か
活
性
化
支
援
事

業
 

ウ
 
製

造
業
・
情
報
・
サ
ー
ビ
ス
業
就
職
説
明
会
 

エ
 
広

報
・
情
報
提
供
事
業
 

２
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
に
資
す
る
市
町
村
の
取
組
 

(
１

)
 
製

造
業

等
技
術
製
品
出
展
助
成
事
業
 

(
２

)
 
中

小
企

業
技
術
改
善
費
助
成
事
業
 

(
３

)
 
企

業
立

地
奨
励
補
助
事
業
（
情
報
サ
ー
ビ
ス
施
設
）
 

(
４

)
 
企

業
立

地
推
進
賃
料
助
成
事
業
（
情
報
サ
ー
ビ
ス
施
設
）
 

(
５

)
 
企

業
立

地
施
設
整
備
助
成
事
業
（
情
報
サ
ー
ビ
ス
施
設
）
 

(
６

)
 
企

業
立

地
推
進
展
開
事
業
（
情
報
サ
ー
ビ
ス
施
設
）
 

(
７

)
 
中

小
企

業
資
金
貸
付
事
業
 

(
８

)
 
商

店
街

空
き
店
舗
活
用
支
援
事
業
 

(
９

)
 
ま

ち
な

か
活
性
化
支
援
事
業
 

計
画

期
間
 

６
 

計
画
期
間
 

認
定
の
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

3
1
日
ま
で
 

Ⅶ
 
計

画
期

間
に
関
す
る
事
項
 

厚
生

労
働
大

臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

3
1
日
ま
で
と
す
る
。
 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 
 

2 
二
つ
の
計
画
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
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表
3
-
⑩
-
ⅸ
 
地
域
再
生
計
画
（
「
に
ぎ
わ

い
と
活

力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
 
元
気
都
市
・
か
ご
し
ま
」
を
目
指
す
人
材
育
成
・
雇
用
創
出
事
業
）
と
地
域
雇
用
創
造

計
画
（
鹿
児
島
市
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
の
比
較
 

計
画

作
成

主
体
 

鹿
児
島
市
 

計
画
 

地
域
再

生
計

画
（
「
に

ぎ
わ
い

と
活

力
あ

ふ
れ

る
ま

ち
 
元

気
都

市
・

か

ご
し
ま
」
を
目
指
す
人
材
育
成

・
雇

用
創

出
事
業

）
 

地
域

雇
用
創

造
計
画
（
鹿
児
島
市
地
域
雇
用
創
造
計
画
）
 

区
域
 

３
 

地
域
再
生
計
画
の
区
域
 

鹿
児
島
市
の
全
域
 

１
 
自

発
雇
用

創
造
地
域
の
区
域
 

鹿
児

島
県
鹿

児
島
市
 

指
標
 

（
目

標
値
）
 

４
 

地
域
再
生
計
画
の
目
標
 

(
1
)
・
(
2
)（

略
）
 

(
3
)
 
目
標
 

 
 

 
 Ⅲ

 
地

域
雇

用
開
発
の
目
標
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇
用
創
造
推
進
事
業
の
実
施
に
伴
う
雇
用
創
出
 

(
1
)
 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
 （

略
）
 

(
2
)
 

ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
 

①
 
平
成

20
年
度
 1
16

人
（
常
雇

97
人
、
常
雇
以
外

9
人
、
創
業
者

10
人
） 

②
 
平
成

21
年
度

20
0
人
（
常
雇

16
8
人
、
常
雇
以
外

17
人
、
創
業
者

15
人
） 

③
 
平
成

22
年
度

20
0
人
（
常
雇

16
8
人
、
常
雇
以
外

17
人
、
創
業
者

15
人
） 

合
 
計
 
 
 
  
5
1
6
人
（
常
雇

43
3
人
、
常
雇
以
外

43
人
、
創
業
者

40
人
） 

事
業
 

 

５
 
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行

う
事
業
 

5
-
1
・
5
-
2（

略
）
 

5
-
3
 
そ
の
他
の
事
業
 

5
-
3
-
1
 
地
域
雇
用
創
造
推
進

事
業

（
Ｂ

０
９
０

２
）
 

(
1
)
 
雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
 

①
 

Ｉ
Ｔ
技
術
者
雇
用
拡
大
支

援
事

業
〔

情
報
関

連
産
業
〕

 

(
2
)
 
人
材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
 

①
 

Ｉ
Ｔ
技
術
者
養
成
事
業
〔

情
報

関
連

産
業
〕
 

②
 

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
人
材
育
成

事
業

〔
コ

ー
ル
セ

ン
タ
ー
〕

 

Ⅵ
 

雇
用

の
創

造
に

資
す

る
方

策
そ

の
他

当
該

自
発

雇
用

創
造

地
域

の
地

域
雇

用
開

発
を
促
進
す
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項
 

１
 
地

域
雇
用
開
発
の
促
進
の
た
め
の
措
置
 

 （
１

）
ま
ち

づ
く
り
交
付
金
の
活
用
実
施
 

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
瑠
員
な
ど
、
創
業
開
も
な

い
企

業
等
の
成
長
の
支
援
や
新
規
創
業
の
促
進
の
取
組
を
強
化
し
、
新
た

な
雇

用
や
中
心
市
街
地
の
に
ぎ
、
わ
い
の
創
出
、
本
地
域
経
済
の
活
性
化

を
図

る
。
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③
 

観
光

業
の

魅
力

発
見

塾
開

催
事

業
〔

特
産

品
を

は
じ

め
と

す

る
観
光
関
連
産
業
〕
 

④
 

「
食

」
関

連
分

野
起

業
化

セ
ミ

ナ
ー

開
催

事
業

〔
特

産
品

を

は
じ
め
と
す
る
観
光
関

連
産
業

〕
 

(
3
)
 
就
職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

①
 

合
同
就
職
面
接
会
開
催
事

業
〔

共
通

〕
 

②
 

情
報
発
信
事
業
〔

共
通
〕

 

5
-
3
-
2
 
独
自

の
取
組
 

(
1
)
 
ソ
フ
ト
プ
ラ
ザ
か
ご
し

ま
管

理
運

営
事
業

〔
情
報
関

連
産

業
〕
 

(
2
)
 
中
小
企
業
情
報
化
促
進

事
業

〔
情

報
関
連

産
業
〕
 

(
3
)
 

か
ご

し
ま

Ｉ
Ｔ

ビ
ジ

ネ
ス

フ
ェ

ア
開

催
事

業
〔

情
報

関
連

産

業
〕
 
 

(
4
)
 
新
規
創
業
者
等
育
成
支

援
事

業
〔

情
報
関

連
産
業
〕

 

(
5
)
 
人
材
育
成
事
業
〔
情
報

関
連

産
業

〕
 

(
6
)
 
製
造
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

派
遣

事
業
〔

特
産
品

を
は
じ

め
と

す
る

観
光
関
連
産
業
〕
 

(
7
)
 
南
国
鹿
児
島
の
物
産
と

観
光

展
開

催
事
業
〔

特
産
品

を
は

じ
め

と
す
る
観
光
関
連
産
業
〕
 

(
8
)
 

特
産

品
宣

伝
事

業
〔

特
産

品
を

は
じ

め
と

す
る

観
光

関
連

産

業
〕
 

(
9
)
 
特
産
品
コ
ン
ク
ー
ル
開

催
事

業
〔
特

産
品
を

は
じ
め

と
す

る
観

光
関
連
産
業
〕
 

(
1
0
)
 
観
光
と
特
産
品
の
情
報

ス
テ

ー
シ

ョ
ン
運

営
事
業
〔

特
産

品
を

は
じ
め
と
す
る
観
光
関
連
産
業

〕
 

(
1
1
)
 
鹿
児
島
県
新
作
観
光
土

産
品

コ
ン

ク
ー
ル

事
業
〔
特

産
品

を
は

（
２

）
地
域

雇
用
創
造
事
業
の
活
用
 

①
 
雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
（
事
業
主
を
対
象
）
 

ア
 

Ｉ
Ｔ
技
術
者
雇
用
拡
大
支
援
事
業
〔
情
報
関
連
産
業
〕
 

イ
 

フ
ー
ド
開
発
に
よ
る
雇
用
拡
大
事
業
〔
特
産
品
を
は
じ
め
と
す
る

観
光
関
連
産
業
〕
 

ウ
 

ベ
ス
ト
サ
ー
ビ
ス
実
践
に
よ
る
雇
用
拡
大
支
援
事
業
〔
特
産
品
を

は
じ
め
と
す
る
観
光
関
連
産
業
〕
 

②
 
人

材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
（
地
域
求
職
者
等
を
対
象
）
 

ア
 
Ｉ
Ｔ
技
術
者
養
成
事
業
〔
情
報
関
連
産
業
〕
 

イ
 

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
人
材
育
成
事
業
〔
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
〕
 

ウ
 

観
光
業
の
魅
力
発
見
塾
開
催
事
業
〔
特
産
品
を
は
じ
め
と
す
る
観

光
関
連
産
業
〕
 

エ
 
「
食
」
関
連
分
野
起
業
化
セ
ミ
ナ
ー
開
催
事
業
〔
特
産
品
を
は
じ

め
と
す
る
観
光
関
連
産
業
〕
 

③
 
就

職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
 

ア
 
合
同
就
職
面
接
会
開
催
事
業
〔
共
通
〕
 

イ
 

情
報
発
信
事
業
〔
共
通
〕
 

 

２
 
地

域
雇

用
開
発
の
促
進
に
資
す
る
市
町
村
の
取
組
 

（
１

）
ソ
フ

ト
プ
ラ
ザ
か
ご
し
ま
管
理
運
営
事
業
〔
情
報
関
連
産
業
〕
 

（
２

）
中
小

企
業
情
報
化
促
進
事
業
〔
情
報
関
連
産
業
〕
 

（
３

）
か
ご

し
ま
Ｉ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
フ
ェ
ア
開
催
事
業
〔
情
報
関
連
産
業
〕
 
 

（
４

）
ソ
フ

ト
プ
ラ
ザ
か
ご
し
ま
入
居
者
等
支
援
事
業
〔
情
報
関
連
産
業
〕
 

（
５

）
人
材

育
成
事
業
〔
情
報
関
連
産
業
〕
 

（
６

）
製

造
業

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

事
業

〔
特

産
品

を
は

じ
め

と
す

る
観

光
関
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じ
め
と
す
る
観
光
関
連

産
業
〕

 

(
1
2
)
 
特
産
品
販
路
開
拓
推
進

事
業
〔

特
産

品
を
は

じ
め
と

す
る

観
光

関
連
産
業
〕
 

(
1
3
)
 
新
特
産
品
創
出
支
援
事

業
〔

特
産
品

を
は
じ

め
と
す

る
観

光
関

連
産
業
〕
 

(
1
4
)
 
特
産
品
市
場
展
開
支
援

事
業
〔

特
産

品
を
は

じ
め
と

す
る

観
光

関
連
産
業
〕
 

(
1
5
)
 
企
業
誘
致
推
進
事
業
〔

共
通

〕
 

(
1
6
)
 
創
業
塾
〔
共
通
〕
 

(
1
7
)
 
中
小
企
業
資
金
融
資
事

業
〔

共
通

〕
 

(
1
8
)
 
新
規
開
業
支
援
利
子
補

給
金

交
付

事
業
〔

共
通
〕
 

(
1
9
)
 
鹿
児
島
市
就
職
困
難
者

等
雇

用
促

進
助
成

事
業
〔
共

通
〕
 

連
産

業
〕
 

（
７

）
南

国
鹿

児
島

の
物

産
と

観
光

展
開

催
事

業
〔

特
産

品
を

は
じ

め
と

す
る

観
光

関
連
産
業
〕
 

（
８

）
特
産

品
宣
伝
事
業
〔
特
産
品
を
は
じ
め
と
す
る
観
光
関
連
産
業
〕
 

（
９

）
特

産
品

コ
ン

ク
ー

ル
開

催
事

業
〔

特
産

品
を

は
じ

め
と

す
る

観
光

関
連

産
業

〕
 

（
1
0
）

観
光

と
特

産
品

の
情

報
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
運

営
事

業
〔

特
産

品
を

は
じ

め

と
す

る
観
光
関
連
産
業
〕
 

（
1
1
）

鹿
児

島
県

新
作

観
光

土
産

品
コ

ン
ク

ー
ル

事
業

〔
特

産
品

を
は

じ
め

と

す
る

観
光
関
連
産
業
〕
 

（
1
2
）

特
産

品
販

路
開

拓
推

進
事

業
〔

特
産

品
を

は
じ

め
と

す
る

観
光

関
連

産

業
〕
 

（
1
3
）
新

特
産
品
創
出
支
援
事
業
〔
特
産
品
を
は
じ
め
と
す
る
観
光
関
連
産
業
〕 

（
1
4
）

特
産

品
市

場
展

開
支

援
事

業
〔

特
産

品
を

は
じ

め
と

す
る

観
光

関
連

産

業
〕
 

（
1
5
）

企
業

誘
致
推
進
事
業
〔
共
通
〕
 

（
1
6
）

創
業

塾
〔
共
通
〕
 

（
1
7
）

中
小

企
業
資
金
融
資
事
業
〔
共
通
〕
 

（
1
8
）

新
規

開
業
支
援
利
子
補
給
金
交
付
事
業
〔
共
通
〕
 

（
1
9
）

鹿
児

島
市
就
職
困
難
者
等
雇
用
促
進
助
成
事
業
〔
共
通
〕
 

計
画

期
間
 

６
 

計
画
期
間
 

地
域
再
生
計
画
認
定
の
日
か
ら

平
成

2
3 
年

3
月

3
1
 
日
ま
で
 

Ⅶ
 
計

画
期

間
に
関
す
る
事
項
 

厚
生

労
働
大
臣
の
同
意
を
得
た
日
か
ら
平
成

2
3
年

3
月

3
1
日
ま
で
と
す

る
。
 

（
注
）

1 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 
 

2 
二
つ
の
計
画
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
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表 3-⑪ 地域再生計画と地域雇用創造計画を一体的に作成、運用した方が適切な計画

のマネジメントが行われるとみられる例 

区 分 主な事例 事例数

地域再生計画と

地域雇用創造計画

で同じ指標と目標

値を設定し、計画

期間途中で当該目

標値を変更してい

るにもかかわら

ず、地域再生計画

の変更を行ってい

ない例 

地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）を活用して雇

用対策事業を行う地域再生計画について、地域雇用創造計画

で設定している地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）

の事業利用件数及び雇用創出件数と同じ指標と目標値を設

定しており、当該市は、地域再生計画の事後評価は地域雇用

創造推進事業（新パッケージ事業）の実績報告で代替してい

るとしている。 

しかし、計画期間途中で事業利用件数の目標値を 2,936 人

から 2,736 人に、雇用創出件数の目標値を 1,052 人から 945

人に変更し（注）、地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）

の実績報告では、この変更した目標値を基に評価（事業利用

件数 1,771 人、雇用創出件数 700 人）しているが、地域再生

計画は変更されておらず、目標値を変更したことが認定を行

った内閣府に申請・情報提供されていない。 

（注）地域雇用創造計画では、地域雇用推進事業（新パッケージ事業）に

係る事業実施計画等で目標値を変更した場合には、同事業実施計画に

よる変更後の目標値を本計画の目標値とみなす旨の規定を定めてお

り、本事例では、計画期間途中に事業実施計画等で目標値を変更して

いる。この場合、地域雇用創造計画の変更に係る厚生労働大臣への同

意の求めの手続は不要であるため、計画の同意の前に行う内閣府への

協議も発生しない。 

2

 国の支援措置に

関連する事業の評

価のみを行い、支

援を受けていない

取組も含めた地域

再生計画全体の評

価を実施していな

い例 

地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）を活用して雇

用対策事業を行う地域再生計画について、地域再生計画の指

標として、地域雇用創造推進事業（新パッケージ事業）によ

る就職者数（目標値 1,013 人）のほか、国の支援措置を受け

ない市の独自事業による就職者数（目標値 2,000 人）を設定

している。 

しかし、地域再生計画の認定後は、地域雇用創造推進事業

（新パッケージ事業）の実績報告により、地域雇用創造推進

事業（新パッケージ事業）による就職者数のみ評価を行って

おり（評価値 1,092 人）、市の独自事業による就職者数は評

価値を測定しておらず、地域再生計画の事後評価として適切

なものとなっていない。 

3

（注）当省の調査結果による。 
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